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新成長戦略全体フォローアップ  調査票（Ⅰ環境・エネルギー大国戦略）


加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対
する自己評価


2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名
項目
番号


1


再生可能エネル
ギーの普及拡
大・産業化（全
量買取方式の
固定価格買取
制度の導入、規
制の見直し（発
電設備の立地
に係る規制等））


経済産業省
資源エネルギー庁
省エネルギー・新
エネルギー部 新エ
ネルギー対策課


関係省庁
環境省
地球環境局地球温
暖化対策課


農林水産省
食料産業局
再生可能エネル
ギーグループ


○固定価格買取制度に関する制度設計の検討を行っ
た。


○バイオマス活用推進基本法に基づく「バイオマス活用
推進基本計画」を閣議決定した。


○再生可能エネルギー利用設備について導入支援を
行った。


○革新的技術の開発や、発電コストの低下等を図るため
の研究開発支援,、実証事業（太陽電池、陸上風力・洋上
風力、バイオマス等）を行った。


○再生可能エネルギーに係る規制の見直しを実施。
・規制・制度改革に係る対処方針
 （平成２２年６月１８日閣議決定）
http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-
seido/publication/p_index.html


○第177回通常国会にて、「電気事業者による再生可能エネル
ギー電気の調達に関する特別措置法」が成立。


○平成24年2月17日に「農山漁村における再生可能エネルギー
電気の発電の促進に関する法律案」を閣議決定。


○平成24年2月に関係7府省合同の「バイオマス事業化戦略検
討チーム」を設置。（本年夏前までにバイオマス利用の技術ロー
ドマップと事業化戦略を策定予定。）


○再生可能エネルギー設備の導入支援やコーディネータ育成事
業等を実施。


○再生可能エネルギーを促進するための税制優遇を措置。


○革新的技術の開発や、発電コストの低下等を図るための研究
開発支援,、実証事業（太陽電池、風力、バイオマス等）を行っ
た。


○再生可能エネルギーを促進するための規制の見直しを実施。
・規制・制度改革に係る方針
（平成２３年４月８日閣議決定）
http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-
seido/publication/230408/item110408_03.pdf
・規制・制度改革に係る追加方針
（平成２３年７月２２日閣議決定）
http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-
seido/publication/230722/item230722_03.pdf


○地域間連系線等の強化に関するマスタープラン研究会を開催
し、再生可能エネルギーを促進するための系統の整備の在り方
等に関する検討を実施。


C:一部実施


【2020年の成果目標の達成状況】
再生可能エネルギーの国内一次エネルギー供給に占める比率を
１０％に：
約５％（現状）
→１０％（２０２０年）
※これは現在のエネルギー基本計画での目標値であり、今夏を目
途に新たなエネルギー基本計画が策定されることに伴い、目標値
にも変更が生じる見込み。


【ボトルネック、解決策】
再生可能エネルギー導入の目標については、新たな「エネルギー
基本計画」を策定していく中で、様々な御意見を伺いながら検討し
ているところである。ただし、再生可能エネルギー導入拡大の重要
性には変わりはないと考えており、今後も政策を総動員して実現を
図っていく。
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加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対
する自己評価


2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名
項目
番号


2


太陽光、風力
（陸上・洋上）、
小水力、地熱、
太陽熱、バイオ
マス等の再生可
能エネルギーの
導入目標の設
定、ロードマップ
の策定


経済産業省
資源エネルギー庁
省エネルギー・新
エネルギー部
新エネルギー対策
課


2010年6月、2020年の再生可能エネルギーの国内一次
エネルギー供給に占める比率を１０％にすることを内容と
して含む「エネルギー基本計画」を策定。


これと並行して、再生可能エネルギーの導入拡大のため
に以下のような施策を実施。


○固定価格買取制度に関する制度設計の検討を行っ
た。


○バイオマス活用推進基本法に基づく「バイオマス活用
推進基本計画」を閣議決定した。


○再生可能エネルギー利用設備について導入支援を
行った。


○革新的技術の開発や、発電コストの低下等を図るため
の研究開発支援,、実証事業（太陽電池、陸上風力・洋上
風力、バイオマス等）を行った。


○再生可能エネルギーに係る規制の見直しを実施。
・規制・制度改革に係る対処方針
 （平成２２年６月１８日閣議決定）
http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-
seido/publication/p_index.html


東日本大震災、東京電力福島第一原発事故を受けて、再生可
能エネルギーの位置づけを含むエネルギー政策について、ゼロ
ベースでの見直しを開始。
2012年夏を目途とした新たな戦略と計画の策定に向けて、エネ
ルギー・環境会議を中心に検討を進めている。


これと並行して、再生可能エネルギーの導入拡大のために以下
のような施策を実施。


○第177回通常国会にて、「電気事業者による再生可能エネル
ギー電気の調達に関する特別措置法」が成立。


○平成24年2月17日に「農山漁村における再生可能エネルギー
電気の発電の促進に関する法律案」を閣議決定。


○平成24年2月に関係7府省合同の「バイオマス事業化戦略検
討チーム」を設置。（本年夏前までにバイオマス利用の技術ロー
ドマップと事業化戦略を策定予定。）


○再生可能エネルギー設備の導入支援やコーディネータ育成事
業等を実施。


○再生可能エネルギーを促進するための税制優遇を措置。


○革新的技術の開発や、発電コストの低下等を図るための研究
開発支援,、実証事業（太陽電池、風力、バイオマス等）を行っ
た。


○再生可能エネルギーを促進するための規制の見直しを実施。
・規制・制度改革に係る方針
（平成２３年４月８日閣議決定）
http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-
seido/publication/230408/item110408_03.pdf
・規制・制度改革に係る追加方針
（平成２３年７月２２日閣議決定）
http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-
seido/publication/230722/item230722_03.pdf


○地域間連系線等の強化に関するマスタープラン研究会を開催
し、再生可能エネルギーを促進するための系統の整備の在り方
等に関する検討を実施。


D：未実施


【2020年の成果目標の達成状況】
再生可能エネルギーの国内一次エネルギー供給に占める比率を
１０％に：
約５％（現状）
→１０％（２０２０年）
※これは現在のエネルギー基本計画での目標値であり、今夏を目
途に新たなエネルギー基本計画が策定されることに伴い、目標値
にも変更が生じる見込み。


【ボトルネック、解決策】
再生可能エネルギー導入の目標については、新たな「エネルギー
基本計画」を策定していく中で、様々な御意見を伺いながら検討し
ているところである。ただし、再生可能エネルギー導入拡大の重要
性には変わりはないと考えており、今後も政策を総動員して実現を
図っていく。


-
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加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対
する自己評価


2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名
項目
番号


3
地球温暖化対
策のための税
の導入


経済産業省
資源エネルギー庁
総合政策課


環境省
総合環境政策局
環境経済課


「平成23年度税制改正大綱」（平成22年12月16日閣議決
定）では、「我が国においても税制による地球温暖化対策
を強化するとともに、エネルギー起源CO2排出抑制のた
めの諸施策を実施していく観点から、平成23年度に『地
球温暖化対策のための税』を導入する」としており、これ
を受けて所要の改正を盛りこんだ法案が国会において審
議されたところ。


平成23年度税制改正では、左記の考え方に基づき、「地球温暖
化対策のための税」を盛り込んだところであるが、国会における
審議の結果、この改正事項については見送られることとなった。
この改正事項については、地球規模の重要かつ喫緊の課題で
ある地球温暖化対策を進める観点から、平成24年度税制改正
において、引き続き、実現を図ることとされ、本税を盛り込んだ平
成24年度税制改正法案（租税特別措置法等を一部を改正する
法律案）が、平成24年3月30日に国会において成立したところ。


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
本税収を活用して行う、再生可能エネルギーの普及拡大、低炭素
産業の国内立地の推進、省エネ機器等の普及促進、革新的技術
開発の促進などの諸施策は、新たな市場や雇用を創出する効果
があり、我が国産業の活性化に寄与するものである。


【解決策】
地球温暖化対策のための税は平成24年10月から施行されること
から、今後本税収を活用した再生可能エネルギーの推進や省エネ
抜本強化などのエネルギー起源ＣＯ２排出抑制対策を着実に実行
していくことが不可欠。


-


4
国内排出量取
引制度の創設


経済産業省
産業技術環境局
環境経済室


環境省
地球環境局
地球温暖化対策課
市場メカニズム室


・2010年４月、政府は試行的実施について第１回のフォ
ローアップを行った。この結果、試行的実施は本格制度
の基盤となるものではないが、排出実態等に関する情報
収集、排出量の算定・検証の体制の整備、対象事業者に
おける排出量取引への習熟等の意義があることから、本
格制度に向けた準備のため、見直しを行った上で継続す
ることとした。
・試行排出量取引スキームと併せて排出削減事業の募
集を開始した国内クレジット制度については、2011年３月
時点で承認事業数は累計634件（排出削減見込量は
2012年度末までに累計約100万トン）となった。
・2010年３月及び2010年９月に、国内排出量取引制度の
創設を盛り込んだ地球温暖化対策基本法案を閣議決
定、国会提出した。
・「新成長戦略」（2010年6月閣議決定）の工程表におい
て、2011年度に実施すべき事項として「国内排出量取引
制度の創設」が位置づけられた。
・「地球温暖化対策の主要３施策について」（2010年12月
28日地球温暖化問題に関する閣僚委員会。）において、
「国内排出量取引制度に関しては、我が国の産業に対す
る負担やそれに伴う雇用への影響、海外における排出量
取引制度の動向とその効果、国内において先行する主な
地球温暖化対策（産業界の自主的な取組など）の運用評
価、主要国が参加する公平かつ実効性のある国際的な
枠組みの成否等を見極め、慎重に検討を行う」こととし
た。


・排出量取引の国内統合市場の試行的実施は、第１回フォロー
アップ結果を踏まえ、目標設定等の見直しを行い引き続き実施。
2010年度の目標を設定した152者のうち、109者が目標を超過達
成、43者が削減不足だった。削減不足者のうち29者は不足量の
借り入れ等を行い、目標を達成したが、その他の12者及び2010
年度の超過達成分が過去のボローイング量に満たなかった２者
（いずれも2010年度が目標設定 終年度）は目標未達成となっ
た。
・国内クレジット制度については、2012年３月時点で承認事業数
は1037件（排出削減見込量は2012年度末までに累計約154万ト
ン）となった。
【環境省実施】
・左記閣僚委員会の方針で示された産業界に対する負担や雇
用への影響等の課題について整理した「国内排出量取引制度
の課題整理に関する検討会報告書」を公表。
※今回の調査分析結果は、検討会における取りまとめ結果であ
る。関係省庁を含めた政府全体としての見解を示すものではな
く、排出量取引制度の導入に関する議論、電気事業者による再
生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（再エネ特
措法）に基づく調達価格等算定委員会における議論、地球温暖
化対策のための税の導入に関する議論の方向性について何ら
予断を与えるものでもない。


Ｃ：一部実施


【ボトルネック、解
決策】
左記閣僚委員会
において指摘さ
れた事項につい
て見極め、慎重
に検討を行う。


【2020年の成果目標の達成状況】
・排出量取引の国内統合市場の試行的実施の実績については、
以下のとおり。
○試行排出量取引スキーム目標設定参加者（2008年度～2010年
度累計）：３１７者
○自主参加型国内排出量取引制度（JVETS）の参加者（2006年度
～2012年度累計）、参加者の基準年度排出量からの排出削減総
量及び削減率（2006年度～2010年度累計）：３８９社、209万t-
CO2、26％
○国内クレジット累計認証量（2012年３月時点）：約44.9万t-CO2
・左記のとおり、国内排出量取引制度については、閣僚委員会に
おいて指摘された事項について見極め、慎重に検討を行うこととさ
れた。


【ボトルネック、解決策】
左記のとおり。


-
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加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対
する自己評価


2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名
項目
番号


5
「環境未来都
市」構想


内閣官房地域活性
化統合事務局


関係省庁


国土交通省
総合政策局
政策課


経済産業省
資源エネルギー庁
新産業・社会シス
テム室


環境省
総合環境政策局
環境計画課


・新成長戦略（平成22年６月18日閣議決定）の21の国家
戦略プロジェクトの1つとして位置付け、「環境未来都市」
構想有識者検討会において、構想のコンセプト中間取り
まとめを策定（平成23年２月）。


・平成23年９月から環境未来都市の募集を行い、有識者等で構
成される環境未来都市評価・調査検討会による評価により、１1
件を「環境未来都市」として選定（平成23年12月）。
・各選定都市において、有識者等の助言を受け、提案内容をブ
ラッシュアップし、「環境未来都市計画」を策定中。
・各選定都市において、先端的な技術・サービスを複合的に用
いる等の先導的な取組を「先導的モデル事業」として実施中。
・「環境未来都市」構想の国内外への普及展開のため、国内外
から有識者や国際的ネットワークの代表者等を招き、「環境未来
都市」構想推進国際フォーラムを開催（平成24年２月）。
・環境未来都市整備促進法（仮称）の整備に関しては、地域再
生法の中に特定地域再生制度を創設し、環境未来都市のコン
セプトを受けた政策課題（「再生可能エネルギー等活用による環
境に配慮した都市機能の増進」及び「少子高齢化の進展に対応
した良好な居住環境の形成」）の解決を図るべく、地域再生法の
一部改正法案を平成24年２月３日閣議決定し国会に提出済み
である。また、「都市の低炭素化の促進に関する法律案」（国土
交通省、環境省、経済産業省共管）を同年２月２８日閣議決定
し、今国会に提出済みである。


C：一部実施


【2020年の成果目標の達成状況】
・環境未来都市として11件を選定。
（被災地域以外　以下５件）
　北海道下川町、千葉県柏市、神奈川県横浜市、富山県富山市、
福岡県北九州市
（被災地域　以下６件）
　岩手県大船渡市・陸前高田市・住田町、岩手県釜石市、宮城県
岩沼市、宮城県東松島市、福島県南相馬市、福島市新地町
・現在各都市において環境未来都市計画を策定中。
 ・11地域の選定による将来的な経済効果は約１．３兆円、約４．５
万人の雇用創出効果を見込む。
　
※　経済効果、雇用創出効果は、総合特区の調査結果をベースに
試算（被災地を除く）。


-


6


スマートグリッド
の導入、情報通
信技術の利活
用、熱等のエネ
ルギーの面的
利用等環境負
荷低減事業の
推進


環境省
総合環境政策局
環境計画課


＜熱等のエネルギーの面的利用等環境負荷低減事業の
推進＞


（１）地球温暖化対策法に基づく地方公共団体実行計画
の策定を支援しつつ、地域単位での未利用熱エネルギー
活用、エネルギー高効率利用等の対策・施策等を検討。
（２）環境負荷の小さいまちづくり（コンパクトシティ）の実
現に向け、再生可能エネルギー等を活用した面的な対策
を推進するための事業を支援。
・主な取組
①都市未利用熱の活用等の分野における技術実証
②地方公共団体が実施・推進する省エネ・再エネ導入を
支援


＜熱等のエネルギーの面的利用等環境負荷低減事業の推進＞


（１）引き続き、地方公共団体実行計画の策定を支援しつつ、
2010年度の対策・施策の検討結果について、地域防災等の観
点からの再整理等を実施。
（２）東日本大震災を踏まえ、災害に強く、環境負荷の小さい地
域づくりを推進するため、再生可能エネルギー等の導入等を支
援。
・主な取組
①都市未利用熱の活用等の分野における技術実証
②地方公共団体が実施・推進する防災拠点に対する再生可能
エネルギー等の導入等を支援
③災害に強く、低炭素な地域づくりに向け、再生可能エネルギー
等の推進する事業者を支援（24年度～）


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・地方公共団体実行計画の策定率については、策定義務を持つ特
例市以上では約56%（2011年10月現在）となっており、対前年の約
15%から大幅に増加している。
・これにより、災害に強く低炭素な地域づくりが進むとともに、関連
産業の拡大や創出による経済効果、雇用創出を図り、新成長戦略
の目標である「50兆円超の環境関連新規市場」「140万人の環境分
野の新規雇用」の実現に貢献する。


【ボトルネック、解決策】
・地方公共団体実行計画の策定状況は順調に増加している。
・今後、策定率を増加させるとともに、計画に基づく環境負荷低減
事業等が十分に実施されるためには、各自治体で事業を検討する
方法論の構築に加え、事業の推進や進捗管理の体制づくり、技術
や金融などの専門知識を有する職員の育成や地域でのマネジメン
トを担う人づくり、さらには自治体内や自治体間、国と自治体の間
でのコミュニケーションを推進する仕組みづくりが課題。


・土地利用・交通分野及び地
区・街区分野の対策・施策効
果推計手法を精査しつつ、
「地球温暖化対策地方公共
団体実行計画（区域施策編）
策定マニュアル」を改訂し、普
及を図ることにより、実行計
画の策定率を向上する。
（策定率の目標）
2011年度末：　83％
2012年度末：　95％
※このほか、策定義務の対
象となっていない特例市未満
の自治体における策定も支
援していく。


・2012年度は京都議定書第
一約束期間の 終年度とな
ることを踏まえ、2013年以降
の低炭素地域づくり分野での
施策・対策を検討、実行す
る。
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加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対
する自己評価


2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名
項目
番号


6


・スマートグリッ
ドの導入、情報
通信技術の利
活用、熱等のエ
ネルギーの面
的利用等環境
負荷低減事業
の推進


総務省
情報通信国際戦略
局
情報通信政策課


・環境負荷の低減を目的として、ネットワークに接続され
た多数の機器から情報を収集し、その情報を用いてそれ
らの機器を統合的に制御する「ネットワーク統合制御シス
テム」に係る技術規格の標準化を推進する事業や、IＣＴ
を活用した環境にやさしいまちづくりの支援のための地
域実証、クラウド技術及びIPv6技術を活用した環境クラウ
ドサービスを普及・促進するための実証実験等を実施し、
得られた成果の普及促進及び国際標準化に向けた活動
を実施。


・2010年度に実施した事業によって得られた成果を踏まえ、必要
な国際標準化に向けて、ＩＥＥＥ，ＩＴＵ－Ｔ等における標準化活動
等を継続。
・ICTを活用した取組の環境影響評価手法及びベストプラクティ
スモデルを策定するための実証実験等を実施中。得られた成果
の普及促進及び国際標準化を行う。
・2010年度の実施した実証実験の結果を踏まえ、事業者が環境
クラウドを構築・運用する際の指針（ガイドライン）を作成。


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
　2011年11月に、これまで日本が取り組んできた実証実験（例え
ば、寒冷地域特性を活かした空調方式の実証実験においては、外
気・雪氷を低温地域に於いて 大限に活用できた場合、1000ラッ
ク規模のデータセンターの想定において、空調の年間電力使用量
を49.2％削減できると試算。）の成果が盛り込まれた、データセン
ターにおける空調システムの省エネルギー対策「L.1300 グリーン
データセンタのベストプラクティス」がITU勧告となった。
　同様に、2012年3月に、日本が提案･主張してきた評価方法（8つ
の活動項目に整理し、それぞれライフサイクル全体にわたって算
出する方法）等が盛り込まれた、ICTによる環境負荷軽減の評価方
法のうち「L.1410 ICT製品・ネットワーク・サービスの環境影響評価
手法」がITU勧告となった。
　上記2つの勧告は、これまで日本が提案･主張してきたベストプラ
クティスモデルや評価項目等が盛り込まれており、今後、国内外に
おいて環境技術に優れた我が国のICT製品･ネットワーク･サービ
スの導入･販売の促進、開発の際の評価基準になる等、我が国の
国際競争力の向上につながることが期待される。
　情報通信技術を活用した地域レベルでの 適なエネルギーマネ
ジメントの2020年度までの実現に向けて、我が国からＩＴＵに対し、
スマートグリッドの利用形態やネットワーク構成等に関する提案を
実施。その結果が検討結果の取りまとめに反映された他、我が国
からＩＴＵ内及び他の国際標準化機関との調整等を行うＪＣＡの設
立を提案し、ＪＣＡ－ＳＧ＆ＨＮの設立が決定された。
【ボトルネック、解決策】
　「L.1300 グリーンデータセンタのベストプラクティス」や「L.1410
ICT製品・ネットワーク・サービスの環境影響評価手法」以外にも、
ITU-T SG5では、「ICTと気候変動」について、現在、「環境保護とＩ
ＣＴ装置・機器のリサイクル」などの複数の課題が検討されており、
引き続き、本分野における国際標準化に積極的に貢献することが
必要。
　国際標準化に関しては実証実験等により、提案している方式の
有用性を効果的に示すことが必要。


－
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加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対
する自己評価


2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名
項目
番号


6


スマートグリッド
の導入、情報通
信技術の利活
用、熱等のエネ
ルギーの面的
利用等環境負
荷低減事業の
推進


国土交通省
都市局
市街地整備課


・まちづくりにおける低炭素化を実現する仕組みの構築に
向けた、先導的な取り組みについて、計画策定、コーディ
ネート、社会実験・実証実験等に対し、支援を実施


・熱等のエネルギーの面的利用等環境負荷低減事業の更なる
推進を図るべく、新たな「エネルギー面的利用推進事業」を創設


B：実施済
・事業実施により、エネルギー効率とエネルギー供給リダンダン
シー（代替性）が確保された市街地を形成


-


6


スマートグリッド
の導入、情報通
信技術の利活
用、熱等のエネ
ルギーの面的
利用等環境負
荷低減事業の
推進


経済産業省
資源エネルギー庁
省エネルギー・新
エネルギー部政策
課


＜スマートグリッドの導入＞
・次世代エネルギー・社会システム協議会の中間取りまと
めを発表。また、関係省庁連絡会議を立ちあげ、総務
省、環境省、農林水産省等、関係省庁の連携体制を構
築。
・次世代エネルギー・社会システム協議会において国内4
実証地域（横浜市、豊田市、けいはんな学研都市（京都
府）、北九州市）を選定。
・経済産業大臣をはじめとした政務三役に対して、上記４
地域の首長からマスタープランを提出。
・2011年の実証開始に向け、地域エネルギーマネジメント
システムと蓄電複合システム化技術の開発を開始。
・海外展開、国際標準を業種横断的に進めるため、官民


連携組織　JSCA※1を結成（事務局：NEDO）。
※1 Japan Smart Community Alliance


＜スマートグリッドの導入＞
・2010年に選定された４地域において住民の参画を募り、大規
模な実証を開始。季節別・時間帯別料金の設計及び導入に向
け、スマートメーターを大規模導入し、先行的にデマンドレスポン
スを想定した実証を実施。
・定置用リチウムイオン二次電池の安全性評価技術等につき、
安全性標準（SBA:S1101)を国際提案。
・需要家側及び需給調整用蓄電池の通信インターフェース
（CEMSと分散電源との通信モデル）に関する国際規格を提案。


＜情報通信技術の利活用＞
・ＪＳＣＡのスマートハウス標準化検討会でＨＥＭＳと家庭内機器
及びスマートメーター間の情報をやり取りする通信規格 をとして
ECHONET－Liteを推奨することを決定し、この春に国際電気標
準学会（IEC）に国際標準案として提案。


＜熱等のエネルギーの面的利用＞
「まちづくりと一体となった熱エネルギーの有効利用に関する研
究会」の提言を踏まえ、国土交通省において、①河川水の熱利
用のための通達の改正、②下水熱の利用に係るガイドラインの
策定、③エネルギー面的利用推進事業の創設等を実施。


Ｂ：実施済
 


【2020年の成果目標の達成状況】
・次世代エネルギー・社会システム実証事業において、家庭の電
気使用量の３０％削減を達成（ポイントインセンティブによるデマン
ドレスポンスを実施した場合）.
・省エネ、節電の取組によって生じた「ネガワット」を集約し、電力会
社から報酬を受け取るビジネスが生まれている（原子力損害賠償
機構及び東京電力の電力デマンドサイドにおける[ビジネス・シナ
ジー・プロポーザル」）。
・スマートハウス／ビルの核となる製品であるエネルギー管理シス
テム（HEMS、BEMS）が市場投入された。


【ボトルネック、解決策】
再生可能エネルギー機器やスマートグリッド関連機器等はコストが
高いため、経済合理性の成り立つ技術の確立が急務。


‐
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加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対
する自己評価


2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名
項目
番号


7


省エネ基準の適
合義務化につ
いて、対象、時
期等の検討


国土交通省住宅局
住宅生産課


資源エネルギー庁
省エネルギー・新
エネルギー部省エ
ネルギー対策課


文部科学省大臣官
房文教施設企画部
施設企画課


国土交通省住宅局
住宅生産課


資源エネルギー庁
省エネルギー・新
エネルギー部省エ
ネルギー対策課


環境省地球温暖化
対策課


○2010年11月開催の「低炭素社会に向けた住まいと住ま
い方推進会議」で義務化の対象、時期、支援策等につい
ての方向性（骨子案）及び工程表（案）を公表


○住宅・建築物の省エネ基準を、一次エネルギー消費量
により総合的に評価する基準に見直す方向で、経済産業
省及び国土交通省において技術的な検討を実施


○省エネルギー法に基づく省エネルギー措置の届出制
度の確実な執行


○住宅エコポイント
・１年延長を実施
・住宅用太陽熱利用システム、節水型便器、高断熱浴槽
について、ポイント発行対象とする拡充を実施


○先導的な省CO2技術を導入する住宅・建築物のリー
ディングプロジェクトや省エネ性能の向上に資する建築物
リフォームに対する支援を実施


○高効率エネルギーシステムの導入補助金や省エネ改
修に係る税制優遇等により、既存住宅・建築物の省エネ
化を促進。


○住宅性能表示制度、CASBEE等、省エネ性能を評価す
るラべリング制度の開発・普及を推進


○環境を考慮した学校施設（エコスクール）の整備を推進


○2020年までの新築住宅・建築物の段階的な省エネ基準の適
合義務化に向け、具体的な工程案（義務化の対象、時期、水
準）を明示。（2012年4月）


○住宅・建築物の省エネ基準を、一次エネルギー消費量により
総合的に評価する基準に見直す方向で、経済産業省及び国土
交通省において技術的な検討を継続実施


○省エネルギー法に基づく省エネルギー措置の届出制度の確
実な執行


○住宅エコポイント
・平成23年度第3次補正予算において、平成23年7月末に終了し
た住宅エコポイントを再開。


○平成23年度第3次補正予算において、東日本大震災の被災
地で取り組まれるゼロ・エネルギー住宅に対する支援を実施


○先導的な省CO2技術を導入する住宅・建築物のリーディング
プロジェクトや省エネ性能の向上に資する建築物リフォームに対
する支援を実施


○住宅性能表示制度、CASBEE等、省エネ性能を評価するラべ
リング制度の開発・普及を推進


○高効率エネルギーシステムの導入補助金や省エネ改修に係
る税制優遇等により、既存住宅・建築物の省エネ化を促進。


○環境を考慮した学校施設（エコスクール）の整備を推進


B：実施済


○新築住宅における省エネ判断基準適合率
・26％（平成21年度）
・39％（平成22年度暫定値）


○一定の新築建築物における省エネ判断基準適合率
・85％（平成21年度）
・88％（平成22年度）


○住宅エコポイントの進捗状況（平成24年2月末時点）
・申請状況
新築約67万戸、リフォーム約60万戸、合計約128万戸
・発行状況
新築約66万戸（約1,986億ポイント）
リフォーム約59万戸（約363億ポイント）合計126万戸（約2,349億ポ
イント）
※平成22年3月からの累計。


○住宅エコポイント制度の導入により、制度導入前に１～２割程度
であった新築住宅に占める省エネ住宅の割合が、５割程度まで上
昇していると推計。


○住宅エコポイント制度全体（3,888億円）の効果として、
・約4.6兆円の経済波及効果
・約55万t-CO2/年のCO2削減効果
をもたらす見込み。（国土交通省試算）


○新築住宅における設計住宅性能評価の実施率
・19.1％（平成21年度）
・23.6％（平成22年度）


○CASBEEによる評価制度を導入した自治体数：24自治体（平成
23年度時点）


○エコスクールパイロット・モデル事業認定校数：1,260校（平成24
年2月現在）
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住宅・建築物の
ネット・ゼロ・エ
ネルギー／ゼロ
エミッション化に
向けた、省エネ
基準適合の段
階的義務化、省
エネ基準の見直
し、達成率向上
に向けた執行強
化、既存住宅・
建築物の省エネ
化促進、省エネ
性能を評価する
ラベリング制度
の構築等の実
施
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加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対
する自己評価


2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名
項目
番号


9


エネルギー消費
量や温室効果
ガス排出量の
「見える化」に関
する仕組みの構
築、各家庭に対
してCO２削減の
ための具体的ア
ドバイスを行う
「環境コンシェル
ジュ」の育成


経済産業省
資源エネルギー庁
省エネルギー対策
課


経済産業省
産業技術環境局
環境調和産業推進
室


経済産業省
商務情報政策局
情報経済課


環境省
地球環境局
地球温暖化対策課


文部科学省
大臣官房
文教施設企画部
施設助成課


総務省
情報流通行政局情
報流通振興課


総務省
情報通信国際戦略
局
通信規格課


・省エネルギー対策導入促進事業（９．１億円の内数）に
より、中堅・中小企業に対し、エネルギー消費量を「見え
る化」する計測監視システムの導入を支援。


・3年間で予定されたカーボンフットプリント制度試行事業
の2年目事業を実施（6.1億円）。１年目の試行事業での知
見を反映し、各種ルールを改定、策定。218件の商品に
マーク使用が認められた。


・温室効果ガス排出量「見える化」事業により、「見える
化」による温室効果ガスの削減効果の把握のため、家庭
への「見える化」機器の設置による実測調査を行うととも
に、事業者が提供する商品・サービスに係る「見える化」
の評価・広報事業を実施した。


・学校施設のエコ改修によるCO2削減効果を「見える化」
するツールとして、「学校施設のCO2削減設計検討ツー
ル（FAST）」を開発した。


・ICTを活用して企業と家庭のエネルギー消費をリアルタ
イムで評価・見える化し、 も効率のよいエネルギー制御
を確立する地域実証（15億円）を全国６カ所で実施した。


・ネットワークに接続された多数の機器から情報を収集
し、「エネルギー消費量の見える化」・「機器の制御」を実
施する実証事業を実施し、国際標準化に向けた活動を実
施。


・省エネルギー対策導入促進事業（８．８億円の内数）により、中
堅・中小企業に対し、エネルギー消費量を「見える化」する計測
監視システムの導入を支援。


・当面の電力需給対策として、三次補正予算でエネルギー管理
システム（BEMS・HEMS）導入促進事業費補助金（３００．０億
円、基金として2013年度まで執行）を措置。中小ビルや家庭にお
ける節電等の取組を支援。


・カーボンフットプリント制度試行事業の3年目事業を実施（4.9億
円）。制度の課題の検討と、制度構築の取りまとめを行った。157
件の商品にマーク使用が認められた。


・家庭エコ診断推進基盤整備事業により、「環境コンシェルジュ
制度」の創設に向けて、各家庭のCO2排出実態に合った、きめ
細やかなアドバイスを行う家庭エコ診断の推進のための基盤整
備に着手した。


・既存学校施設で「見える化」などを踏まえたエコスクール化を
推進するため、新たに環境教育の促進やCO2削減などを目的と
したエコ改修事業を創設した。


・企業や家庭において、消費電力の「見える化」さらにはICT機器
の自動制御を行い、 も効率のよいエネルギー制御を確立する
実証事業（１億４千万円）を実施した。また、実際に運用されてい
る見える化のサービス動向や各種インセンティブの効果を調査
した。


・2010年度に実施した事業によって得られた成果を踏まえ、必要
な国際標準化に向けて、ＩＥＥＥ，ＩＴＵ－Ｔ等における標準化活動
等を継続。


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・省エネルギー対策導入促進事業については、2年間で117社の中
堅・中小企業にエネルギー消費量を「見える化」する計測監視シス
テムの導入を支援し、中堅・中小企業の省エネの取り組みを促進。
(2年間で計8217ｋL（原油換算）のエネルギーを削減)


・エネルギー管理システム導入促進事業費補助金については、
2013年度までに約２万５千件の導入を補助する予定。中小ビルや
家庭における節電等の取組を支援。（予算額３００億円、補助率を
１／３若しくは１／２であることからすれば、６００億円から９００億円
程度の直接的な市場創出効果が見込まれる。）


・3年間で300件の商品にマーク使用を認めるという当初目標に対
し、平成23年度末までに、469件の商品にマークの添付が認めら
れた。当初予定通り3か年の試行事業を経て平成24年度から民間
事業が立ち上がった。


・2013年度の「環境コンシェルジュ制度」創設に向けた家庭エコ診
断の推進のための基盤整備として、地域や企業等と連携した取組
を行い、家庭エコ診断を約8,000件実施し、家庭部門における太陽
光発電設備や省エネ家電等の低炭素ビジネスに寄与した。また、
家庭エコ診断の効果検証として、今後市場拡大が見込まれる
HEMSによるデータ測定を約1000世帯で実施した。


・学校施設のエコ改修事業として、2011年度に９校で実施した。
（2020年までに、100億円程度の経済波及効果が見込まれる。）


・見える化等の需要者側へのサービス動向やインセンティブによる
効果を考慮したICTの利活用によるCO2削減のための効果的なベ
ストプラクティスモデルを構築した。


・情報通信技術を活用し、地域レベルでの 適なエネルギーマネ
ジメントを2020年度までに実現するべく、我が国からの提案内容が
ITUでの議論や出力文書に反映されるとともに、新たな検討グルー
プ（JCA－SG&HN)が設立が決定された。


・「サプライチェーンを通じた
組織の温室効果ガス排出等
に関する調査・研究会」を経
済産業省と環境省とで設置
し、サプライチェーン全体での
温室効果ガス排出量を「見え
る化」する基本ガイドラインを
策定。


・HEMS利用によるCO2削減
試行事業により、CO2削減の
継続的なインセンティブを設
ける仕組みを構築する。


・「環境コンシェルジュ制度」
の創設に向け、家庭エコ診断
のより効果的な実施体制を構
築するため、地域や企業等に
よる取組の拡大を図るととも
に、HEMSの普及に向けた対
策を推進する。


・公立学校施設を対象とし、
環境教育の促進やCO2削減
を図る「スーパーエコスクー
ル実証事業」を実施する。


・ICTを活用した環境影響評
価手法及びベストプラクティ
スモデルを確立することで、
ITUにおける国際標準化を図
るとともに地方自治体のICT
導入を支援する。


・引き続き国際標準化機関等
に対し、我が国から寄書の提
案や関連する重要な会合等
に参画し、標準化活動等を継
続。
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加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対
する自己評価


2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名
項目
番号


10


都市鉱山のリサ
イクル等の循環
型社会づくりの
推進のための
規制・制度改革
や技術開発支
援等の総合的
施策の推進


経済産業省
産業技術環境局
リサイクル推進課


経済産業省
製造産業局
非鉄金属課


経済産業省
資源エネルギー庁
資源・燃料部
鉱物資源課


環境省
廃棄物・リサイクル
対策部
リサイクル推進室


○使用済小型家電からの適正かつ効果的なレアメタル
のリサイクルシステムの構築を目指して、経済産業省と
環境省の合同で「使用済小型家電からのレアメタルの回
収及び適正処理に関する研究会」を2008年度から開催し
た。（2011年４月に 終報告書をとりまとめ。）


○循環型社会形成を推進する観点から、小型電子機器
リサイクル制度及び使用済製品の有用金属の再生利用
の在り方について、平成22年度末より,中央環境審議会
廃棄物・リサイクル部会小型電気電子機器リサイクル制
度及び使用済製品中の有用金属の再生利用に関する小
委員会において使用済小型電気電子機器のリサイクル
制度の在り方等について検討を開始した。


○リサイクル技術開発及び実証事業
①新資源循環推進プロジェクト
②資源循環実証事業
③希土類金属等回収技術研究開発
④希少金属等高効率回収システム開発
⑤希少金属(レアアース等)の代替・削減技術開発
⑥レアアース等のリサイクル拠点形成に係る設備導入費
補助金


○使用済小型家電回収モデル事業（平成20年度より継
続実施）


○レアメタル等の安定供給確保に資するため、産業構造審議会
と中央環境審議会の合同会合においてレアメタル等を含む主要
製品全般（自動車、大型家電、超硬工具等）を対象としてレアメ
タル等のリサイクルに係る対応策の検討を開始した。


○中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会小型電気電子機器リ
サイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用に関す
る小委員会において、引き続き使用済小型電気電子機器のリサ
イクル制度の在り方等について検討を行い、本年１月末に小型
電気電子機器リサイクル制度について第一次答申が取りまとめ
られた。これを受け、使用済小型電子機器等の再資源化の促進
に関する法律案を本年３月に閣議決定し、国会に提出した。


○リサイクル技術開発及び実証事業
①資源循環実証事業
②希土類金属等回収技術研究開発
③レアアース・レアメタル使用量削減・利用部品代替支援事業


○使用済小型家電回収モデル事業（平成20年度より継続実施）


C：一部実施


【ボトルネック、解
決策】
○レアメタルのリ
サイクルについて
は使用済製品の
回収量確保や海
外流出対策、経
済的なリサイクル
技術の開発など
が課題であり、現
在審議会におい
て必要な対応策
を検討中。


○使用済小型電
子機器等のリサ
イクルについて
は、いかに多くの
自治体等が参加
するかが課題で
あり、今後参加の
呼びかけや支援
を行っていく予
定。


【2020年の成果目標の達成状況】
○国会提出済みの法律案において、認定事業者及び認定事業者
の委託を受けた者は、廃棄物処理法の廃棄物処理業の許可に関
して特例措置が講じられ、効率的な収集若しくは運搬又は処分を
行うことができることとなる。


○法律案による特例措置が講じられ、レアメタル等の有用金属を
含んでいながらリサイクルされていない使用済小型電子機器等の
リサイクルシステムが構築されることにより、新たに使用済小型電
子機器等の収集若しくは運搬又は処分に係る静脈産業の市場が
拡大し、それに伴い新規雇用の創出等につながると考えられる。


【2010年度、2011年度の主な成果】
○リサイクル技術開発及び実証事業
（2010年度）
新資源循環推進プロジェクトにおいて廃プラスチックを素材別に高
度選別する技術の一部が実用化された。また、希少金属等高効率
回収システム開発事業で行われた廃小型電子・電気機器・超硬工
具等からの希少金属回収技術研究開発の成果により、平成２３年
１０月よりタングステンリサイクル事業の商業化が達成された。希
少金属（レアアース等）の代替・削減技術開発支援事業において
は、ガラス精密研磨用セリウムや平面ディスプレイ透明電極用イン
ジウムをはじめとするレアアース等の代替技術・使用量低減に係
る技術開発や加速化を実現した。希少金属(レアアース等)の代替・
削減技術開発支援事業においては、パソコンHDD用ガラス基板、
液晶パネル用研磨剤、レアアース合金技術等に係る設備の高度
化を実現した。


（2011年度）
レアアース・レアメタル使用量削減・利用部品代替支援事業におい
ては、省・脱レアアースに資する製品設計・技術開発支援等を実施
するとともに、市中から出た使用済みエアコンからコンプレッサを回
収し、更にネオジム磁石を取り出す事業を目的とした社会スキー
ムを初めて日本で確立した。


【ボトルネック、解決策】
○レアメタルのリサイクルについては使用済製品の回収量確保や
海外流出対策、経済的なリサイクル技術の開発などが課題であ
り、現在審議会において必要な対応策を検討中。


○使用済小型電子機器等のリサイクルについては、いかに多くの
自治体等が参加するかが課題であり、今後参加の呼びかけや支
援を行っていく予定。


-
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加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対
する自己評価


2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名
項目
番号
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定期的なトップ
ランナー基準の
強化、対象品目
の拡大


経済産業省
資源エネルギー庁
省エネルギー・新
エネルギー部
省エネルギー対策
課


省エネ法に基づくトップランナー基準について、以下の必
要な施策を講じた。


【対象品目拡大】
・ヒートポンプ給湯器判断基準について2010年7月より審
議を開始した。
【対象範囲拡大】
・業務用冷蔵庫及びショーケース等判断基準について
2011年1月に業務用冷蔵庫の 終取りまとめを行い、公
表した。
【基準見直し】
・変圧器判断基準について2010年6月より審議を開始し
た。
・ガス・石油機器判断基準について2010年7月より審議を
開始した。
・自動車判断基準（経済産業省・国土交通省合同）につい
て2010年6月より審議を開始した。


省エネ法に基づくトップランナー基準について、以下の必要な施
策を講じた。


【対象品目拡大】
・住宅・建築物の省エネ性能の底上げを図るため、建築材料等
を新たにトップランナー制度の対象に追加すべく、省エネ法改正
案を第１８０回通常国会に提出
・三相誘導電動機判断基準について2011年12月より審議を開始
した。
【対象範囲拡大】
・複写機等判断基準について2011年12月に 終取りまとめを行
い、公表した。
【基準見直し】
・自動車判断基準（経済産業省・国土交通省合同）について
2011年12月に 終取りまとめを行い、公表した。
・変圧器判断基準について2011年12月に 終取りまとめを行
い、公表した。


Ａ：実施済かつ成
果あり


1999年のトップランナー基準導入時には11品目であった対象機器
が、2011年時点で、23品目まで拡大した。


※具体的な省エネ効果として、例えば、電気冷蔵庫の年間消費電
力量の加重平均値が482kWh/年（2005年度）から362kWh/年(2010
年度)に約24.9％減少。（※世帯あたり年間電気使用量は
4,618kWh/年（2009年度））


現在対象の家庭機器により、世帯あたりの 終エネルギー消費量
（H21年度民生部門調査）に占める割合が約7割に至った。今後、
現行機器の基準の見直しに並行して、省エネ効果により資する三
相誘導電動機等産業用機器への対象拡大を予定。


-
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エコ家電等の省
エネ製品やエコ
住宅の普及促
進のための措
置


経済産業省
商務情報政策局
情報通信機器課


経済産業省
資源エネルギー庁
省エネルギー対策
課


国土交通省住宅局
住宅生産課


環境省地球温暖化
対策課


環境省
総合環境政策局
環境経済課


・家電エコポイント制度について、経済対策として1,662億
円の追加的予算措置を行って購入期限を2011年３月ま
で３ヶ月間延長するとともに、制度終了後の反動減を抑
え、ソフトランディングを図るため、付与エコポイント数の
見直しやより省エネ性能の高い機器へ対象を限定するな
ど、制度面での見直しを実施。


・住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業
（７６．９億円の内数）により、住宅に省エネ性能の高い高
効率エネルギーシステムを導入する際に補助を行い、住
宅の省エネ化を推進。


・住宅エコポイント制度について、１年延長を実施。また、
住宅用太陽熱利用システム、節水型便器、高断熱浴槽
へポイント発行対象の拡充を実施


・省エネ家電製品買換えによる二酸化炭素排出削減計測・認証
事業（0.75億円）により、家庭での省エネ家電製品への買換えに
伴うＣＯ２排出削減量の、サンプリング手法を含んだクレジット化
のための方法論を確立。


・住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助
金（７０．０億円の内数）により、住宅に省エネ性能の高い高効率
エネルギーシステムを導入する際に補助を行い、住宅の省エネ
化を推進。


・住宅エコポイント制度について、平成23年度第3次補正予算に
おいて、平成23年7月末に終了した制度を再開


・平成23年度第3次補正予算において、東日本大震災の被災地
で取り組まれるゼロ・エネルギー住宅に対する支援を実施


Ａ：実施済みかつ
成果あり


・家電エコポイント制度は、テレビ、エアコン、冷蔵庫の３品目の販
売を押し上げるとともに、省エネ性能の高い製品への買い替えに
大きく貢献した。具体的には、総額6,930億円の予算を措置し、約５
兆円の経済波及効果、約270万t-CO2/年のCO2削減効果をもたら
した。


・省エネ家電製品買換えによる二酸化炭素排出削減計測・認証事
業（0.75億円）により、テレビ、エアコン、冷蔵庫の３品目合計７５９
件で、５２トンの二酸化炭素排出削減量のクレジット化を実現。


・住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助金
（住宅に係るもの）については、2010年度に1,065件を補助し、その
省エネ効果（原油換算）は632ｋｌ。（2011年度は集計中。）


○住宅エコポイントの進捗状況（平成24年2月末時点）
・申請状況
新築約67万戸、リフォーム約60万戸、合計約128万戸
・発行状況
新築約66万戸（約1,986億ポイント）
リフォーム約59万戸（約363億ポイント）合計126万戸（約2,349億ポ
イント）
※平成22年3月からの累計。


○住宅エコポイント制度の導入により、制度導入前に１～２割程度
であった新築住宅に占める省エネ住宅の割合が、５割程度まで上
昇していると推計。


○住宅エコポイント制度全体（3,888億円）の効果として、
　・約4.6兆円の経済波及効果
　・約55万t-CO2/年のCO2削減効果
をもたらす見込み。（国土交通省試算）


・エネルギー使用の合理化に関する法律に基づく届出がなされた
新築住宅における省エネ基準（H11基準）適合率
・26％（平成21年度）
・39％（平成22年度）
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加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対
する自己評価


2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名
項目
番号


13


国内クレジット
やオフセット・ク
レジットの拡充・
支援による中小
企業等の低炭
素投資促進
（ヒートポンプ・
コジェネ等の導
入）


経済産業省
産業技術環境局
環境経済室


環境省
地球環境局
地球温暖化対策課
市場メカニズム室


農林水産省
大臣官房
環境政策課
地球環境対策室


【国内クレジット制度】
・中小企業・農林水産事業者等に対するソフト支援（排出
削減事業計画及び実績報告書の無料作成支援、審査費
用支援、売り手と買い手のマッチング等）の実施


・排出削減見込量の見合いによる助成金の支給（トン当
たり3，000円）


・農林水産分野における方法論の検討・策定支援を実施


・「コージェネレーションの導入」、「蓄電池で駆動する船
舶への更新」等を対象事業として追加


【オフセット・クレジット(J-VER)制度】
・J-VERクレジット創出事業者と、J-VERを活用したカー
ボン・オフセットを行う事業者とのマッチングイベントであ
る「カーボン・オフセットEXPO」を東京・大阪・名古屋で開
催。


・農林水産分野における方法論の検討・策定、買い手と
売り手のマッチング、審査費用等への支援 助成を実施


・「低タンパク配合飼料利用による豚のふん尿処理からの
N2O排出抑制」、「廃棄物処理施設における熱回収によ
る廃棄物のエネルギー利用」等を対象として追加。


【国内クレジット制度】
・中小企業・農林水産事業者等に対するソフト支援（排出削減事
業計画及び実績報告書の無料作成支援、審査費用支援、売り
手と買い手のマッチング等）の実施


・排出削減実績に応じた助成金の支給（トン当たり1，500円。
2012年度まで継続）


・個人向け省エネ・新エネ補助金とのリンケージ


・「節水型水まわり住宅設備への更新・新設」等を対象事業とし
て追加


【オフセット・クレジット(J-VER)制度】
・J-VER創出事業者に対するソフト支援(プロジェクト計画書作成
支援、妥当性確認・モニタリング・検証費用支援)の実施。


・J-VERのカーボン・オフセットへの活用促進を目的とした地域
協議会を設置(全国15箇所程度)し、地域でのJ-VERマッチング
及びカーボン・オフセット案件の発掘を実施。


・全国型のマッチングの取組として、昨年度に引き続き「カーボ
ン・マーケットEXPO」を実施。


・「硝化抑制剤入り化学肥料の投入による茶園土壌からのN2O
排出抑制」、「屋上緑化による空調の省エネルギー」等を、対象
プロジェクトとして追加。


B：実施済


【国内クレジット制度】
ソフト支援の実施、助成金の支給等により、2010年度、2011年度
に国内クレジット制度の排出削減事業として承認された件数は７４
０件、排出削減量として認証された量は、４１．３万トンとなってい
る。


【オフセット・クレジット(J-VER)制度】
ソフト支援の実施により、2010年度、2011年度にJ-VER制度の事
業としてプロジェクト登録が行われた件数は１９６件、認証されたク
レジット量は２５．９万トンとなっている。


【国内クレジット制度及びオフ
セット・クレジット(J-VER)制
度】
・現行の国内クレジット制度
及びＪ－ＶＥＲ制度は、2012
年度までの制度として設計さ
れていることから、両制度の
2013年度以降のあり方につ
いて関係省庁で検討を行う。
・温室効果ガス排出削減・吸
収に資する方法論・対象プロ
ジェクトの拡充を図る。


【国内クレジット制度】
・２０１２年度には、制度の更
なる拡充を目指し、排出削減
見込み量見合いで、トン当た
り４，０００円の助成金を５年
間分前払いする制度を実施。


【オフセット・クレジット(J-
VER)制度】
創出されたJ-VERの取引活
性化のため、カーボン・マー
ケットEXPO等のマッチングイ
ベントの継続実施や特定地
域協議会の支援を通じた地
方でのマッチング支援等を行
う。
また、カーボン・ニュートラル
認証制度の普及啓発を通じ、
クレジットの活用促進を図る。
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加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対
する自己評価


2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名
項目
番号


低炭素都市づくりに関する考え方と対策の効果分析方法
をまとめた「低炭素都市づくりガイドライン」を策定・公表
（平成22年８月）し、全国説明会等を通じて普及を図っ
た。


・「都市の低炭素化の促進に関する法律案」を閣議決定（2012年
2月28日）し、第180回国会に提出した。


・参考となる関連・補足情報やデータ等を掲載した「資料編」を公
表（平成23年８月）するとともに、「低炭素都市づくりガイドライン」
について様々な機会を通じて説明・情報提供を行うなど、普及を
図った。


B:実施済
都市機能の集約や、それと連携した公共交通の利用促進、建築物
の低炭素化等の施策を講じることにより、民間投資の促進を通じて
都市の低炭素化を実現する。


街区単位での機能更新を図るための細街路の再編（大
街区化）に係るｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを策定した（平成23年3月30日
「大街区化ガイドライン」として公表）。


大街区化を推進するため、全国での説明会の実施及び地方公
共団体・民間開発事業者等を対象とした大街区化相談窓口を開
設する等により普及を図った。


B：実施済 大街区化ガイドラインを策定し、大街区化の取組を推進した。


幅広い環境貢献の取組を評価した容積率の緩和として、
都市再生特別地区の運用改善を図ることとし、都市計画
運用指針を改正（平成22年9月15日都市・地域整備局長
通知）。


幅広い環境貢献の取組を評価した容積率の緩和を検討してい
る地方公共団体に対する相談対応等を行うなど、制度活用の促
進を図った。


B：実施済
幅広い環境貢献の取組を評価した容積率の緩和により民間活力
を活用した大都市枢要拠点地区の整備を促した。
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15


低炭素都市づく
りガイドライン等
の策定・普及


「緑の都市化」と
都市・地域構造
の低炭素化に
向けた制度の
構築、取組の推
進


国土交通省
都市局
都市計画課
市街地整備課


【関係省庁】
内閣官房地域活性
化統合事務局


総務省
大臣官房企画課


文部科学省
研究開発局環境エ
ネルギー課


経済産業省
資源エネルギー庁
省エネルギー・新
エネルギー部　新
産業・社会システ
ム推進室


環境省
総合環境政策局環
境計画課


【工程表の「2013年度までに
実施すべき事項」のうち、す
でに実施した施策】


・低炭素都市づくりガイドライ
ンを策定・公表（平成22年８
月30日）


・「都市の低炭素化の促進に
関する法律案」を閣議決定
（2012年2月28日）し、第180
回国会に提出した。


・街区単位での機能更新を図
るための細街路の再編（大街
区化）に係るｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを策
定・公表（平成23年3月30日）


・幅広い環境貢献の取組を評
価した容積率の緩和として、
都市再生特別地区の運用改
善を図ることとし、都市計画
運用指針を改正（平成22年9
月15日都市・地域整備局長
通知）。


【2012年度に前倒して実施す
ることを検討している施策】


・2010年度から取り組んでい
る土地利用・交通分野及び地
区・街区分野の対策・施策効
果推計手法を精査し、3か年
で得られた知見等を踏まえ、
「地球温暖化対策地方公共
団体実行計画（区域施策編）
策定マニュアル」を改定する。


・2012年度は京都議定書第
一約束期間の 終年度とな
ることを踏まえ、2013年以降
の地球温暖化対策を検討す
る。


低炭素型都市・地域構造の実現に資する先進的な対策・
施策　（「土地利用・交通分野」「街区・地区単位の対策・
施策分野」）について、その削減効果の推計手法の原型
を開発した。


地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく「地方公共
団体実行計画（区域施策編）」の策定が努力義務となっ
ている、小規模自治体を対象とした「地方公共団体実行
計画（区域施策編）策定マニュアル（簡易版）」を作成し、
全国説明会等を通じて、その普及を図った。


2010年度に開発した低炭素型都市・地域構造の実現に資する
対策・施策効果の推計手法を改良するとともに、低炭素型地域
づくりの一層の推進に向けた課題を整理した。


「地方公共団体実行計画（区域施策編）」の策定が努力義務と
なっている小規模自治体職員を主な対象に、計画策定や区域
内で省エネルギー活動を推進してもらうためのワークショップを
全国において実施した。また、複数の地方公共団体による地球
温暖化対策事例の紹介や、意見交換会等を含め、実行計画の
策定を促すための事例紹介セミナーを全国で実施した。


B:実施済


・検討の成果は、中央環境審議会地球環境部会2013年以降の対
策・施策に関する検討小委員会地域づくりWGの取りまとめにイン
プットした。


・実行計画（区域施策編）策定率は年々上昇している。 新の「地
方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施行状
況調査結果」によると、平成22年度までに策定済の自治体は、策
定義務のある自治体では、約56％、義務の無い自治体では約
5％。


・今後、策定率を増加させるとともに、計画に基づく環境負荷低減
事業等が十分に実施されるためには、各自治体で事業を検討する
方法論の構築に加え、事業の推進や進捗管理の体制づくり、技術
や金融などの専門知識を有する職員の育成や地域でのマネジメン
トを担う人づくり、さらには自治体内や自治体間、国と自治体の間
でのコミュニケーションを推進する仕組みづくりが課題。
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加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対
する自己評価


2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名
項目
番号


16
17


次世代自動車
（エコカー等）の
普及促進及び
ロードマップの
作成


燃費基準の強
化


購入補助や環
境負荷に応じた
税制上のインセ
ンティブの付
与、ビジネス環
境を支える充電
インフラの整備
等による普及の
促進


関連技術の国
際標準化の推
進


経済産業省
製造産業局
自動車課


経済産業省
資源エネルギー庁
省エネルギー・新
エネルギー部省エ
ネルギー対策課


国土交通省
自動車局
環境政策課


環境省
水・大気環境局
自動車環境対策課


エネルギー基本計画（2010年6月18日、閣議決定）、次世
代自動車戦略2010（2010年4月12日、経済産業省次世代
自動車戦略研究会）等において、新車販売に占める次世
代自動車の割合を2020年に 大50%まで普及させる等の
目標を掲げ、以下の必要な施策を講じた。


【次世代自動車等の導入補助】
○クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金
(145億円)
○低公害車普及促進対策費補助金（12億円）
電気自動車等及び充電設備に対する導入補助等を実
施。なお、経済産業省（自家用自動車）、国土交通省（事
業用自動車）が協力して施策を講じている。


【税制上の特例措置】
○エコカー減税・グリーン化特例等
自動車取得税・自動車重量税・自動車税について、環境
対応車に対する減免・軽減措置を講じた。


【2020年乗用車燃費基準の検討】
2020年度乗用車燃費基準について、2010年6月に経済
産業省・国土交通省の合同審議会を設置し、審議を開始
した。


エネルギー基本計画、次世代自動車戦略2010等において、新
車販売に占める次世代自動車の割合を2020年に 大50%まで
普及させる等の目標を掲げ、以下の必要な施策を講じた。


【次世代自動車等の導入補助】
○クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金(282億
円)
○低公害車普及促進対策費補助金（15億円）
○エコカー補助金(第4次補正：3,000億円)


【税制上の特例措置】
○エコカー減税・グリーン化特例等
自動車取得税・自動車重量税・自動車税について、環境対応車
に対する減免・軽減措置を講じた。


【2020年乗用車燃費基準の検討】
2011年10月に合同審議会にて 終とりまとめを行い、公表し
た。2012年春頃を目途に関連法令を改正予定。


【国際標準化の推進】
蓄電池や充電器等の電動車両に係る国際標準化活動や、自動
車の安全・環境基準の国際調和活動を官民連携して推進。


B：実施済


【国際標準化の
推進】
C：一部実施


【2020年の成果目標の達成状況】
新車販売に占める次世代自動車の割合：
11％（戦略策定時（2009年度））
→12％（2010年度）


急速充電器普及台数：
約150基（戦略策定時（2009年度末））
→約850基※（2012年3月1日時点）
（※CHAdeMO協議会調べ）


【ボトルネック、解決策】
電気自動車等の普及に関しては、①車両価格の低減、②充電イン
フラ等の整備、③電池性能の向上といった課題が存在する。


①車両については、導入補助等により、確実な価格低減が進んで
いるところ。しかし、依然として高コストであるため、引き続き支援を
継続し一層の価格低減を促進していく。
②充電インフラ等の整備については、導入補助等により充電設備
等の普及拡大及び低価格化も進んでいるが、現時点では十分とは
言えない。一層の整備に向け、導入支援等により普及を促進す
る。
③電池性能の向上については、電池容量の制約等から航続距離
等に課題があり、研究開発支援等により、更なる性能向上及び低
コスト化を図る。


【次世代自動車等の普及促
進】
次世代自動車等の車両の導
入普及、充電インフラ等の整
備促進に係る施策を継続して
行う。
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加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対
する自己評価


2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名
項目
番号


18


・　環境負荷の
低い鉄道・海運
へのモーダルシ
フト推進に向け
たアクションプラ
ン（短期的取
組）の作成


国土交通省総合政
策局物流政策課


経済産業省
商務情報政策局商
務流通グループ
流通・物流政策室


・　荷主、物流事業者、有識者、行政機関で構成される
「モーダルシフト等推進官民協議会」を設置し、モーダル
シフトに係る短期的取組に関する現状、課題及び対策に
ついて意見交換等を行った。


・　「モーダルシフト等推進官民協議会」において、モーダルシフ
ト等の推進のために荷主、物流事業者、行政機関が実施すべき
短期的取組等を取りまとめた。
・　本取りまとめに記載した短期的取組について、国交省、経産
省において関連する施策を実施した。


B：実施済 ・　荷主、物流事業者、行政機関それぞれがモーダルシフト等の推
進に向け取り組むべき短期的施策を取りまとめた。


・　モーダルシフ
ト促進に必要な
インセンティブ、
インフラ整備
等、中長期的取
組の検討・実施


国土交通省総合政
策局物流政策課


経済産業省
商務情報政策局商
務流通グループ
流通・物流政策室


・　荷主、物流事業者、有識者、行政機関で構成される
「モーダルシフト等推進官民協議会」を設置し、モーダル
シフトに係る中長期的取組に関する現状、課題及び対策
について意見交換等を行った。


・　「モーダルシフト等推進官民協議会」において、モーダルシフ
ト等の推進のために荷主、物流事業者、行政機関が実施すべき
中長期的取組等を取りまとめた。
・　本取りまとめに記載した中長期的取組について、国交省、経
産省に関連する施策に係る検討・具体化を推進した。


 B：実施済


・　荷主、物流事業者、行政機関が実施すべき中長期的取組等を
取りまとめた。
・　今後は、上記取りまとめを踏まえ、荷主、物流事業者、行政機
関が適切な役割分担の下、モーダルシフト等の推進に向けた施策
の検討・実施を進める。


・交通基本法の
制定と関連施策
の充実


国土交通省総合政
策局公共交通政策
部


○交通基本法の制定
・交通基本法案については、第１７７回国会に提出したと
ころ。


○関連施策の充実
・政策コンテストにおいて、地域公共交通確保維持改善
事業として453億円を要望。


・平成23年度予算において地域公共交通確保維持改善
事業の305億円を確保。
（右欄に詳述）


○交通基本法の制定
・交通基本法案については、第１７７回国会に提出し、継続審議
となっているところ。


○関連施策の充実
・生活交通の存続が危機に瀕している地域等において、地域の
特性・実情に 適な移動手段が提供され、また、移動に当たっ
ての様々な障害（バリア）の解消等がされるよう、305億円の予
算で新たに地域公共交通確保維持改善事業を創設。


・平成24年度予算においても、引き続き、全国のいずれの地域
においても待ったなしの課題である地域の生活交通の適切な確
保・維持や改善が可能となるよう、復興庁計上の26億円を含
め、合計332億円（前年度比1.09倍）を確保。


C：一部実施


【ボトルネック、解
決策】
・交通基本法案
については、既に
国会に提出して
いるものの、継続
審議となってい
る。


・地域公共交通確保維持改善事業では、バス交通、デマンド交通、
離島航路・航空路の確保・維持や、移動に当たっての様々な障害
（バリア）の解消等について、地方公共団体、交通事業者等から構
成される９７８の協議会が策定した計画等に基づき実施される取組
を支援している。


―
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20


低炭素型産業
の立地推進、世
界拠点化に向
けた取組の推
進


経済産業省
産業施設課
情報通信機器課


２０１０年９月、「成長戦略実現に向けた３段構えの経済
対策」の第１ステップとして、低炭素型雇用創出産業立地
支援の推進事業費（予算額：１，１００億円）を予備費の活
用により予算措置。同年１２月２７日に採択先を決定（採
択件数１５３件）し、事業実施中。


低炭素型産業の立地推進を図るための事業を２３年度当初予
算で措置（予算額：約７１．４億円）。２０１１年８月に採択先を決
定（採択件数２２件）し、事業実施中。


A：実施済かつ成
果あり


【2020年の成果目標の達成状況】
２０１０年度事業において、予算額１，１００億円の約５倍に及ぶ５，
３００億円の設備投資の呼び水となり、すその産業に対して毎年約
１．９兆円の需要が創出される見込み。さらに、すその産業も含め
て約９万５千人の雇用創出が期待される。


なお、工程表のうち、2010年度、2011年度については実施済であ
るが、2020年までに実現すべき成果目標を達成するために、今後
も引き続き事業の継続的な実施が必要。


平成24年度予算においても
革新的低炭素技術集約産業
国内立地推進事業を措置し、
低炭素産業の競争力強化を
図る。
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加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対
する自己評価


2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名
項目
番号


21


海洋資源、海洋
再生可能エネル
ギー等の開発・
普及の推進


内閣官房総合海洋
政策本部事務局
担当者名


関係省庁
文部科学省
研究開発局
海洋地球課


経済産業省
資源エネルギー庁
資源・燃料部
政策課


国土交通省
総合政策局
海洋政策課


環境省
地球環境局
地球温暖化対策課


【海洋資源の開発・普及の推進等】
・海洋鉱物資源探査センサー技術の開発を行うとともに、
賦存状況調査に必要な、精密な海底地形情報の整備を
実施。
・海底熱水鉱床やコバルトリッチクラスト等の海洋資源の
賦存量把握のための調査を実施。
・海底熱水鉱床やメタンハイドレートの採掘・生産技術や
環境影響評価手法等の開発・検討を実施。
・海洋資源の開発・利用等の活動のため、南鳥島におい
て港湾施設の建設に着手。


【海洋資源の開発・普及の推進等】
・左記施策を継続して実施するとともに、無人探査機等資源探
査システムの実証等を実施。
・左記調査を継続するとともに、調査に用いるための新海洋資源
調査船を建造し、就航。
・左記建設を継続するとともに、沖ノ鳥島において港湾施設の建
設に着手。
・気候変動や乱獲等により枯渇が懸念される海洋生物資源の持
続的利用のための研究開発に着手。


【海洋資源の開
発・普及の推進
等】
Ｂ：実施済


【海洋資源の開発・普及の推進等】
【2020年の成果目標の達成状況】
・資源探査に必要な技術開発、資源賦存量把握のための調査を
実施し、以下の成果をあげた：
・メタンハイドレートに関しては、静岡県から和歌山県の沖合海域
（東部南海トラフ海域）の水深1,000ｍ程度での海洋産出試験の実
施候補地点において、ボーリング調査等を行い、海洋産出試験実
施に向けた事前調査や設備検討などの準備が進ちょくした。
・石油・天然ガスに関しては、国内の石油・天然ガス基礎調査とし
て、三次元物理探査船「資源」を用いて、三陸沖東方・北西海域、
天北西方海域、宮崎沖南部海域、能登東方海域、沖縄海域の5海
域（三次元物理探査6,390km2、二次元物理探査1,890km、総調査
日数266日間）のデータを取得した。
・海底熱水鉱床に関しては、これまでの調査結果を踏まえ、日本周
辺海域の概略資源量を約5,000万トンと推定し、将来の実証試験を
実施する海域として沖縄海域を優先とすることとした。


【ボトルネック、解決策】
・海洋資源、特に石油天然ガスに関する調査については、調査対
象海域における漁業者等の利害関係者との調整が必要であり、施
策実施に当たっては、関係者の了解を得るための対話を今後も継
続して行っていく。
・海底を効率的に調査するために必要な船舶等のプラットフォーム
を整備することが必要。


-


【海洋再生可能エネルギー等の開発・普及の推進】
・関係省庁で構成される連絡会議を設置し、海洋再生可
能エネルギーに関する情報共有を実施。
・洋上風力発電の実用化に向けたシステム実証研究や
超大型風力発電システム実証研究、浮体式洋上風力発
電施設を対象とした実証事業実施のための候補地選定
等を実施。


【海洋再生可能エネルギー等の開発・普及の推進】
・外部有識者からの意見も踏まえつつ、関係省庁において、海
洋再生可能エネルギー利用促進のための制度整備方針につい
て検討等を実施。
・洋上風力発電に係る左記研究開発・実証を引き続き実施する
とともに、浮体式洋上風力発電の小規模試験機の建造や、福島
沖での浮体式洋上ウィンドファーム実証研究、浮体式洋上風力
発電施設の安全性に関する研究開発に着手。
・波力、潮力、海洋温度差等の海洋エネルギーを活用した発電
技術の要素研究開発及び実証研究を実施。


【海洋再生可能エ
ネルギー等の開
発・普及の推進】
Ｂ：実施済


【海洋再生可能エネルギー等の開発・普及の推進】
【2020年の成果目標の達成状況】
・浮体式洋上風力発電設備に係る技術基準及び港湾区域等に風
力発電施設を設置する場合の占用等の許可基準等の参考指針の
策定や、海洋再生可能エネルギー利用促進のための制度整備方
針策定に向けた検討を進め、海洋再生可能エネルギー導入促進
に向けた環境整備が進ちょくした。
・洋上風力発電やその他海洋エネルギーの技術開発及び実証研
究を実施し、2016年度以降の民間における実用化に向けた取組
が進ちょくした。


【ボトルネック、解決策】
・海洋再生可能エネルギー発電を導入する上で、海運、漁業、環
境保全等、海域利用に係る社会的条件を整理し、関係者との合意
形成に向けた調整を行うことが必要不可欠であるが、陸域とは異
なり、そのような海域利用に関する調整スキームが存在しない。こ
のため、関係府省・機関が連携し、海域利用に向けた関係者との
調整のあり方等に関する海洋再生可能エネルギー発電の利用促
進のための制度整備方針をとりまとめるとともに、導入を促進す
る。
・洋上風力発電については、その導入に向け、洋上風況・波浪特
性の把握、風車の塩害・落雷対策、施工技術等の課題の克服や、
環境影響評価に係る技術的手法の確立が重要であり、我が国の
気象・海象条件に適した技術を確立するための研究開発・実証に
より諸課題を解決して導入を促進する。
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加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対
する自己評価


2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名
項目
番号


22
エネルギー高度
利用の推進


経済産業省
資源エネルギー庁
総合政策課


化石燃料の高度利用としてクリーンな石炭利用技術の開
発を推進するとともに、新たなエネルギー社会の実現とし
て水素エネルギー社会の実現に向けた技術開発、実証
事業及び導入支援を行うなど、エネルギー高度利用の推
進に資する施策を実施した。


化石燃料の高度利用としてクリーンな石炭利用技術の開発を推
進するとともに、新たなエネルギー社会の実現として水素エネル
ギー社会の実現に向けた技術開発、実証事業及び導入支援を
行うなど、エネルギー高度利用の推進に資する施策を実施し
た。


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
【石炭火力の高効率化】
微粉炭火力の効率向上を進めるとともに、亜瀝青炭や褐炭も使用
可能な石炭ガス化火力（ＩＧＣＣ，ＩＧＦＣ）の技術開発を進める。
・先進的超々臨界圧石炭火力発電（A-USC）：２０１６年度に発電
効率を現状４１％程度から５～７％向上を目指して技術開発を推
進。
・石炭ガス化複合発電（IGCC）：世界初の空気吹きＩＧＣＣの技術開
発を実施し、２０１０年度に発電効率４１％を達成。
・石炭ガス化燃料電池複合発電（IGFC）：２０２５年に発電効率５
５％程度を目指して技術開発を推進。


【水素エネルギー社会の実現】
水素エネルギー及び燃料電池に係る以下の技術開発、実証事業
及び導入支援を実施。
・2009年度から世界に先駆けて本格販売を開始した家庭用燃料電
池システム（エネファーム）の普及促進及び早期の自立的な市場
の確立を図るため、導入支援を実施し、2010年度までに約１万台
を普及。
・2015年の燃料電池自動車の導入開始に向けて、水素供給インフ
ラに係る技術開発、規制見直し等を推進するとともに、残された技
術課題の解決に向けた技術実証を推進。
・2019年以降の固体酸化物形燃料電池を用いたSOFCトリプルコン
バインドサイクル発電の実用化に向けた要素技術開発を計画。
・2020年以降の更なる普及拡大に向けて、水素エネルギー、燃料
電池等に係る基礎・基盤的な技術開発を推進。


【ボトルネック、解決策】
【石炭火力の高効率化】
○石炭火力の高効率化に向けた技術開発を実施しているところで
あるが、耐熱材料や発電システム等信頼性が高い技術を開発する
には、今後、実証プラントレベルでの技術開発が必要。


【水素エネルギー社会の実現】
○家庭用燃料電池、燃料電池自動車及び水素供給インフラの低コ
スト化の推進が必要。


・２０１２年度より、ＩＧＦＣの実
証事業を開始予定。
・２０１２年度より、SOFCトリプ
ルコンバインドサイクル発電
の実用化に向けた要素技術
開発を開始予定。
・２０１２年度に、２０１５年の
燃料電池自動車の導入開始
に向けて２０１３年度から行う
水素ステーションの先行整備
のための水素ステーションの
総合実証を実施予定。
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加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対
する自己評価


2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名
項目
番号


25


新たなエネル
ギー革新技術
ロードマップの
策定


経済産業省
資源エネルギー庁
総合政策課


・平成２２年６月に閣議決定したエネルギー基本計画を踏
まえて、原子力の推進等の考え方に基づくエネルギー革
新技術ロードマップの策定を開始し、検討を深めていたと
ころ。しかしながら、取りまとめて公表する前に東日本大
震災が発生し、エネルギー政策のゼロベースの見直しを
行うこととなり、ロードマップの策定・公表に至っていな
い。


・平成２３年１０月３日に、エネルギー政策をゼロベースで見直す
ため、総合資源エネルギー調査会基本問題委員会を創設し、エ
ネルギー政策の基本的な方向性について検討を進めているとこ
ろ。平成２４年夏頃を目処に新たなエネルギー基本計画を策定
する予定となっている。


D：未実施


【ボトルネック、解決策】
現在、エネルギー政策をゼロベースで見直しており、政策の基本
的な方向性について検討を進めているところ。平成２４年夏頃を目
処に新たなエネルギー基本計画を策定する予定となっている。
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・資源エネル
ギー確保戦略
の推進


外務省
経済局
経済安全保障課


経済産業省
資源エネルギー庁
資源燃料部政策課


関係省庁
文部科学省


・資源国との二国間関係強化
→インド，ベトナム，モンゴル，ボリビア等との要人往来や
ハイレベル対話の機会，また，モザンビーク，ペルー，イ
ンドネシア，カザフスタン，モンゴル等へのODAを活用し
た支援等を通じ，資源国との多層的な協力関係の強化を
実施。


・政務三役がイラク、ＵＡＥ、ベネズエラ、豪州等を訪問
し、協力関係の強化を確認。
・JOGMECが出資事業として6件を新規採択。
・我が国周辺海域の資源探査（約6,400km3）、メタンハイ
ドレートの研究開発（海洋産出試験の基本計画策定）を
推進。


・豪州、インドネシアなど主要産炭国との政策対話、地質
構造調査、技術協力事業等を実施し、重層的な関係を強
化。


・ＪＯＧＭＥＣ法改正により資産買収出資機能を強化。


・中国のレアアース輸出停滞問題に対応すべく補正予算
を計上、豪州のレアアース鉱山に出資し、レアアース鉱
山の権益を確保。


・ベトナムやインドとレアアースの協力について共同首脳
声明を発出、その他、ボリビア等の資源国とも、首脳を初
めとした閣僚による資源外交を実施


・ＪＯＧＭＥＣ出融資、債務保証実績
採択出資案件数　２件
採択融資案件数　９件
債務保証案件数　１件


・資源国との二国間関係の強化
→豪州，イラク，インドネシア，マレーシア，ブルネイ，サウジアラ
ビア，カタール，アラブ首長国連邦，クウェート，ロシア，モザン
ビーク，モンゴル，インド等との要人往来やハイレベル対話を実
施。ODAについても，資源国への支援を引き続き実施。


・政務三役が米国、インドネシア、ＵＡＥ、豪州等を訪問し、協力
関係の強化を確認。
・JOGMECが出資事業として4件を新規採択。
・我が国周辺海域の資源探査（約4,300km2）、メタンハイドレート
の研究開発（海洋産出試験の事前掘削作業）を推進。


・主要産炭国に加え、モンゴルやモザンビークなど新たな石炭供
給源の確保に向け、政策対話や技術協力事業を実施。


・上流権益獲得支援の強化に向け、これまでＮＥＤＯで実施して
いた石炭資源開発業務をＪＯＧＭＥＣへ移管するべく１２年２月に
関係法案を国会に提出。


・ベトナムやインドとレアアースの具体的な開発／協力内容につ
いて首脳声明を発表。開発を進展。


・レアメタルの多くが賦存する南アフリカ大陸において開かれた、
世界 大級規模の鉱山投資会議「マイニングインダバ」におい
て、経済産業副大臣が基調講演を行い、資源国との関係強化を
実施。また、南アフリカ共和国の白金族鉱山に対して、出資を実
施。


・ＡＰＥＣなどのマルチ会合、及びバイ会談において、インドネシ
ア等との政策対話を行い、鉱山等への投資環境改善を要求。


・レアメタル等鉱物資源の確保を促進するため、ＪＯＧＭＥＣの鉱
山の資産買収出資機能を強化するべく２０１２年２月に関係法案
を国会に提出。


・ＪＯＧＭＥＣ出融資、債務保証実績（２０１２年３月末見込み）
採択出資案件数　１件
採択融資案件数　８件
債務保証案件数　５件


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・資源国との二国間関係の強化
→要人往来やハイレベル対話，ODA等を通じて，資源国よりエネ
ルギー・鉱物資源の開発に関する日本との協力や，日本へ資源安
定供給を行う旨表明される等，一定の成果があった。


・2030年度までに石油・天然ガスの自主開発比率を40％以上に引
き上げる（エネルギー基本計画）。石油・天然ガスの自主開発比率
は2008年度の19.6％から2010年度には23.5％に上昇。


・２０３０年までに石炭の自主開発比率を現状４０％を６０％へ引き
上げる。（現行エネルギー基本計画）


・２０３０年に自給率の目標はベースメタル８０％、レアメタル５
０％。（現行エネルギー基本計画）


・ベースメタル（銅）の自給率については、２００８年度４８％から２０
１０年度５３％まで上昇した。


【ボトルネック、解決策】
・石油・天然ガスは、アジア、新興国等を中心に需要が拡大してお
り、今後も需給の逼迫や価格の高騰が懸念され、探鉱・開発コスト
も高騰。石油・天然ガスの安定供給を確保するためには、政府に
よる資源外交を積極的に展開するとともに、ＪＯＧＭＥＣのリスクマ
ネー供給機能を強化し、我が国企業による石油・天然ガス権益の
獲得を積極的に支援していく必要がある。


・新興国での石炭資源開発ではインフラ整備が課題でることから、
産炭国のニーズを踏まえた炭鉱開発をインフラ整備等を戦略的に
パッケージ化した上での協力を進めることが必要。


・安定した鉱物資源の確保のためには、着実な権益確保が必要と
なる。このためには、本邦企業の権益促進に加え、必要に応じて
政府が直接交渉を実施し、かつ、資源国のインフラ整備等への貢
献を推進していく必要がある。権益交渉や探査活動・鉱山開発に
は、数年間～１０年程度かかるのが通例となっており、短期的に抜
本的に資源自給率を向上させるのは困難であり、個々の案件をで
きるだけ早期に立ち上げるべく調整を図っていくことが必要であ
る。なお、政策的には、リスク対象鉱種の選別をしつつ、国内ユー
ザー企業の長期的な引取へのコミットメントやプロジェクト参画の
呼び込みを実施するほか、資源価格の高騰により、調達が難しい
資金面への支援のために、リスクマネー供給制度の拡充、予算措
置等が必要であると考えている。


・産投出資を活用し我が国企
業によるガス田の買収に対す
る支援を強化するための制
度改正を今次通常国会で実
施予定、平成２４年度財政投
融資計画に４００億円を計
上。


・２０１２年度より石炭資源開
発業務がＪＯＧＭＥＣへ移管
に併せて、新たに産投出資に
よる探鉱出資などのリクスマ
ネー供給事業を実施予定。


・２０１２年度では産業投資特
別会計で３４０億円計上、ミド
ルリスク鉱種についても鉱山
の資産買収出資の対象とす
るべく制度改正を実施予定。
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加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対
する自己評価


2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名
項目
番号


○温室効果ガスを削減する革新的技術開発の推進
温室効果ガス削減に大きな可能性を有し、かつ従来技術
の延長線上にない新たな科学的・技術的知見に基づく革
新的技術（ゲームチェンジング・テクノロジー）の研究開発
を競争的環境下で推進するため、戦略的創造研究推進
事業（先端的低炭素化技術開発）（以下、先端的低炭素
化技術開発）を創設し、太陽電池及び太陽エネルギー利
用システム、蓄電デバイス、超伝導システム、耐熱材料・
鉄鋼リサイクルシステム高性能材料の４領域における研
究開発を開始した。


○「革新的技術開発の重点化」に向けて、エネルギー分野の研
究開発に関する文部科学省と経済産業省の合同検討会の設置
2030年頃の実用化を目指して中長期的に取り組むべき革新的
技術を特定するとともに、特定された技術の研究開発推進にお
ける文部科学省・経済産業省の役割や両省連携の仕組み等に
ついて方向性を示すため、文部科学省と経済産業省の合同検
討会（以下、合同検討会）を設置、論点整理を実施。


○温室効果ガスを削減する革新的技術開発の推進
先端的低炭素化技術開発において、バイオテクノロジー領域を
追加して研究開発を推進した。


○大学ネットワークの構築による国際競争力の強化
環境エネルギー分野における国内の有力大学が戦略的に連携
し、研究目標や研究リソースを共有しながら世界 高水準の研
究と人材育成を総合的に推進するネットワーク・オブ・エクセレン
スを構築するため、大学発グリーンイノベーション創出事業を創
設した。


○合同検討会の論点整理において、中長期的に取り組むべき革
新的技術について、以下の３要素を提示
①我が国経済社会に大きなインパクト（質と量）を与える技術
②実用化・事業化まで長期の取組が必要なリスクの高い技術
③我が国が強みを持ち、世界への貢献が期待される技術
　また、両省連携の先行事例として、元素戦略プロジェクトと未来
開拓計画の連携（磁性材料関連技術等）、福島再生可能エネル
ギー拠点の形成に取り組むこととした。


○先端的低炭素化技術開発において、９３の研究課題について研
究開発を推進した。


○大学発グリーンイノベーション創出事業において、環境情報分
野、植物科学分野、北極気候変動分野、先進環境材料分野の４分
野において、大学間ネットワークを構築した。


○核融合エネルギーの実現に向けた研究開発の推進
核融合エネルギーの科学的・技術的実現可能性を実証
するＩＴＥＲ計画について、ＩＴＥＲの建設に必要な超伝導導
体の製作を開始するとともに、ＩＴＥＲ計画を補完・支援す
る先進的な核融合研究開発である幅広いアプローチ（Ｂ
Ａ）活動について、前年度の六カ所建屋に続き、茨城県
大洗のリチウム試験装置も完成するなど、核融合研究開
発を実施した。


○核融合エネルギーの実現に向けた研究開発の推進
超伝導導体の製作等のＩＴＥＲ計画に必要な研究開発を引き続き
実施するとともに、ＢＡ活動においては六カ所サイトに整備した
スーパーコンビューターを用いてシミュレーションを開始するな
ど、核融合研究開発を実施した。


○ＩＴＥＲ計画において我が国が分担する超伝導導体の約６割の製
作を完了するとともに、ＢＡ活動において六カ所サイトの活動が順
次本格化するなど、各種の核融合研究開発が進展した。


26
革新的技術開
発の前倒し・重
点化


文部科学省
研究開発局
環境エネルギー課


A：実施済かつ成
果あり


（核融合エネル
ギー部分）
B：実施済
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加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対
する自己評価


2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名
項目
番号


27


リースによる低
炭素型設備の
導入促進の枠
組みや、民生・
運輸部門を含
めた低炭素化を
促進する長期・
低利融資ス
キームをはじめ
とした低炭素投
融資の促進


経済産業省
経済産業政策局
産業資金課


環境省
総合環境政策局
環境経済課


・「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業
の促進に関する法律（低炭素投資促進法）」が施行され、
同法に基づき低炭素型製品の開発・製造を行う事業者に
対し日本政策金融公庫及び指定金融機関を通じて低利・
長期の資金を供給するツーステップローンの運用を開始
（2010年8月）。


・事業者ヒアリングを通じて、リースによる低炭素設備の
導入促進の枠組みについて検討を実施。


・低炭素投資促進法に基づくリース保険制度の運用（契約）開始
（2011年６月）。


・2010年度の検討結果を基に、リースにより低炭素設備を導入
した際に、リース料の一部を助成する「家庭・事業者向けエコ
リース促進事業費補助金」を新規事業として実施。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
○ツーステップローン
・次世代型太陽光電池の製造事業等に対して融資を実行（融資実
行件数：２件、2012年３月末）。


○リース保険
・約125億円の中小企業による低炭素型設備投資を支援（保険加
入したリース会社：114社、保険の引受総額：約125億円、2012年３
月末）。


○家庭・事業者向けエコリース促進事業費補助金
・リースにより低炭素設備を導入した際の補助金制度を開始。
・2011年度の低炭素設備に係る環境投資額は83億円。


【ボトルネック、解決策】
・低炭素投資の一層の促進を図るため、支援対象を部素材等や
サービスにまで拡充する等の低炭素投資促進法の抜本拡充を含
む「経済社会課題対応事業の促進に関する法律案」を国会提出
（2012年２月）。


-
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・革新的技術開
発の前倒し・重
点化（ＣＣＳ（二
酸化炭素回収・
貯留）、原子
力、次世代自動
車、バイオマス
リファイナリー、
洋上風力等）


経済産業省
資源エネルギー庁
総合政策課


【ＣＣＳ】
①実証事業実施に向けた地点選定のための地質調査
等。
②ＣＯ２分離回収コスト低減のための研究開発。
③安全性評価に必要な基盤技術の開発等。
【原子力】
①次世代軽水炉について、産学官連携の下、要素技術
開発等を行い、中間評価を実施。
②高速増殖炉サイクル技術の実用化に向けて、要素技
術の開発等を実施。
③六カ所再処理工場のガラス固化施設への適用を目的
として、ガラス素材の検討、新型ガラス溶融炉の構造技
術の検討等を行い、新型ガラス溶融炉の設計に反映する
ための技術的データを取得。
【次世代自動車】
①革新型蓄電池を実現可能とするための基礎技術の確
立を目的として、蓄電池の反応メカニズム等の解明等を
実施。
②電気自動車等の動力源となる高性能リチウムイオン電
池の開発等を目的とした研究開発や、リチウムイオン電
池材料等の標準評価技術開発等を実施。
【バイオマスリファイナリー】
①食料と競合しないセルロース等のバイオマス原料から
のバイオマス燃料の製造等に関する技術開発を実施。
【洋上風力】
①洋上風況観測システムの策定、気象・海象特性の把
握・検証等を実施。
②国内の洋上環境に適した洋上風力発電システムの策
定、保守管理技術の開発を実施。
③風車の大型化に対応するための革新的な気候に関す
る技術開発。
④浮体式洋上風力発電に関する基礎調査等を実施。


【ＣＣＳ】
①引き続き地点選定のための地質調査を実施。また、北海道苫
小牧地点において実証試験を実施することとし、2012年度から、
そのための設備建設等を開始することを決定。
②ＣＯ２分離・回収コスト低減のための研究開発。
③安全性評価に必要な基盤技術の開発等。
【原子力】
①東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえ、原子力発電
所の安全性に資するもの、国際関係上必要となるもの、廃棄物
処分など原子力政策の如何に関わらず必要なものや技術基盤
を維持するものに限り実施。
②高速増殖炉については、原子力政策の見直しの議論を見据
えつつ、施設の更なる安全性の向上・維持管理に重点を置いて
取り組むとともに、国際的な枠組みの下で実施されているナトリ
ウム冷却高速炉に関する安全設計要件の構築に向けた取組を
実施。
【次世代自動車】
蓄電池関係の事業の継続と合わせて、2012年度の事業として、
リチウムイオン電池の性能を理論限界まで追求する技術開発、
次世代自動車用の高効率モーターを構成する材料・部材開発、
のための予算を要求。
【バイオマスリファイナリー】
①引き続き、技術開発を実施し、バイオマスリファイナリーの早
期実現を図っているところ。
【洋上風力】
①これまでの研究開発の継続に加え、福島県沖において、浮体
式洋上風力発電の実証機を複数期用いて、安全性・経済性など
を評価するための事業を開始。


C：一部実施


【ボトルネック、解
決策】
複数年継続して
実施することに
なっており、引き
続き研究開発の
実施が必要。


【2020年の成果目標の達成状況】
・洋上風力の実証段階への移行や蓄電池内の反応メカニズムの
解明等、各分野における研究開発事業において、着実に事業が進
展している。


【ボトルネック、解決策】
複数年継続して実施することになっており、引き続き研究開発の実
施が必要。


‐
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加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対
する自己評価


2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名
項目
番号


28


低炭素技術分
野での世界シェ
ア・トップレベル
を目指したプロ
ジェクト構築支
援等の官民連
携体制の強化


経済産業省
資源エネルギー庁
省エネルギー・新
エネルギー部
国際室


外務省
国際協力局
気候変動課


関係省庁
文部科学省
国土交通省
環境省


国際エネルギー消費効率化等技術普及協力事業及び国
際エネルギー消費効率化等システム共同実証事業（相
手国との共同実証を通じて、我が国の優れた省エネル
ギー・再生可能エネルギー技術を、相手国に応じて柔軟
にオーダーメイドし、現地における適応可能性を可視化
する事業。NEDO交付金であり、NEDOから委託を受けた
民間企業が事業を行う。）を展開。
2010年度までに40事業を完了した結果、315件の省エネ
機器・設備が、民間の経済活動により普及。


国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業（相手国
との共同実証を通じて、我が国の優れた省エネルギー・再生可
能エネルギー技術・システムを、相手国に応じて柔軟にオー
ダーメイドし、現地における適応可能性を可視化する事業。
NEDO交付金であり、NEDOから委託を受けた民間企業が事業を
行う。）を展開。
※完了した事業数及び普及件数については、4/4時点で集計中
のため、記載していない。


Ａ：実施済かつ成
果あり


【2020年の成果目標の達成状況】
・中国コークス乾式消火設備事業を始めとした40事業の実施によ
り、2010年度までに約2,170万トンのCO2削減効果を創出。
※2011年度は、4/4時点で集計中のため、2010年度までの記載と
した。


-


・途上国の森林における温室効果ガス排出削減・吸収量を定量
的に把握するMRVシステムの開発に向けて以下を実施。


・MRVシステムを開発するための、開発ロードマップの検討、観
測等を実施した。（2011年度新規事業）


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・衛星データの共同検証・相互比較等を行う国際的なプラット
フォーム構築に向け、国際協力体制について、日米で公式協議を
開始。
・吸収排出量算出の確実性がGOSATデータにより向上。


29


我が国企業の
低炭素技術・イ
ンフラ及び製品
の提供等を通じ
た海外における
温室効果ガス
の排出の抑制
等への貢献を
適切に評価する
仕組みの構築


外務省
国際協力局気候変
動課


経済産業省
産業技術環境局
地球環境連携・技
術室


環境省
地球環境局
地球温暖化対策課
市場メカニズム室


農水省
（林野庁）
森林保全整備部
研究保全課


国土交通省
総合政策局
環境政策課


・BOCMの構築に向けて、以下のとおり実施。
①東アジアの一部の国（ベトナム、インド、カンボジア、インドネシ
ア、タイ、ラオス）との間で、BOCM構築に向けた政府間協議を開
始。
（一部のその他途上国、先進国とも意見交換を行うとともに、国
連交渉においてもBOCMの考え方に沿った我が国サブミッション
を国連事務局に提出。）
②経産省と環境省が連携し、世界各国におけるBOCMの実現可
能性調査（ＦＳ：経済産業省５０件、環境省２９件）や現地の人材
育成などの体制構築支援を実施。


C：一部実施


【ボトルネック・解
決策】
国連交渉の進展
や各国の反応を
踏まえつつ、協議
を進めていく必要
がある。


【2020年の成果目標の達成状況】
①政府間協議を行った一部の東アジアの国々（ベトナム、インド、
カンボジア、インドネシア、タイ、ラオス）から，二国間オフセット・ク
レジット制度について肯定的な反応が得られ，引き続きBOCM構築
に向けて協議を継続していくことで一致。
②2010年から28カ国においてFSを実施し、37カ国において現地の
人材育成などの体制構築支援を実施。


【ボトルネック、解決策】
　ＢＯＣＭの運用開始までは，制度の詳細設計など，更なる検討が
必要。政府部内での検討を早急に進め，相手国との協議を進めて
いく。


・我が国企業の低炭素技術・インフラ及び製品の提供等
を通じた海外における温室効果ガスの排出の抑制等へ
の貢献を適切に評価する仕組みの構築のため、二国間
オフセット・クレジット制度（BOCM）の構築に向けて、以下


のとおり実施。
①BOCM構築に向けた政府間協議に備え、関係省庁間
でBOCMの制度案の骨子等の検討に着手（国連交渉に
おいてもBOCMの考え方に沿った内容の我が国サブミッ


ションを国連事務局に提出。）
②経産省と環境省が連携し、世界各国におけるBOCMの
実現可能性調査（ＦＳ：経済産業省３０件、環境省３件）や


現地の人材育成などの体制構築支援を実施。
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加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対
する自己評価


2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名
項目
番号


30


２．環境・エネル
ギー技術の海
外展開（アジア
各国との環境協
力の実施、人材
育成等の支援
により、制度導
入の支援ととも
に、企業連合体
の形成等を進
め、リサイクル
産業をはじめと
する環境・エネ
ルギー産業のア
ジアへの展開を
推進）


環境省
廃棄物・リサイクル
対策部
循環型社会推進室


関係省庁


外務省
国際協力局政策課
文部科学省
農林水産省
大臣官房環境政策
課
経済産業省
産業技術環境局
環境政策課
国土交通省
総合政策局環境政
策課


主に下記の施策を実施


・アジアにおける環境国際協力推進
　政策対話、環境協力事業によりアジアにおける環境対
策推進や制度導入に貢献するため、クリーンアジア・イニ
シアティブ（CAI)、日中韓環境大臣会合（TEMM)及び
TEMMプロジェクト、及び二国間協力の推進等を行った。
　この一環として、TEMMプロジェクトの実施、東アジア首
脳会議環境大臣会合第２回「環境的に持続可能な都市
ハイレベルセミナー」の開催等を実施した。（環境省）


・コベネフィット・アプローチの推進
　我が国の優れた環境技術を活用し、温室効果ガスの排
出削減と環境汚染対策を同時に達成することを目的とし
た、「コベネフィット・アプローチ推進事業」及び「CDMを活
用したコベネフィット実現促進・支援事業」を実施してい
る。具体的には、アジア諸国を対象として、大気汚染や水
質汚濁改善のための事業及び人材育成研修等の支援を
行った。（環境省）


・アジア各国との環境都市協力
　循環型都市協力事業（エコタウン協力）を行った。（経済
産業省）


・環境・エネルギー産業の海外展開を推進
　リサイクル分野の国際研究開発・実証プロジェクトを
行った。また、我が国の優れた省エネルギー・再生可能
エネルギーに関する技術を、現地において実証し、その
有効性・優位性を示すための支援事業を実施。加えて、
人材育成や共同研究を通じ、制度整備支援を実施。（経
済産業省）


主に下記の施策を実施


・アジアにおける環境国際協力推進
　2010年度に実施した協力を引き継き行うとともに、モンゴル自
然環境観光省との環境協力覚書への署名等を行った。（環境
省）


・静脈産業の海外展開促進
　我が国静脈産業(廃棄物処理・リサイクル産業)が海外におい
て事業展開することを支援し、世界規模で環境負荷の低減を実
現するとともに、我が国経済の活性化につなげるため、「日系静
脈産業メジャーの育成・海外展開促進事業」を実施している。
　具体的には、我が国静脈産業による廃棄物処理・リサイクル
分野における海外展開事業の実現可能性調査の実施等の支援
を行っている。（環境省）


・コベネフィット・アプローチの推進
　2010年度に実施した協力を引き続き行っている。（環境省）


・東アジア低炭素成長パートナーシップ構想
　2011年７月の東アジアサミット（EAS）参加外相会議にて本件
構想を発表、同年11月の第６回東アジア首脳会議にて、首脳レ
ベルで評価をもって留意された。本件構想は、我が国の取組・経
験や環境技術を共有し、温暖化対策と経済成長を両立させる低
炭素成長実施のための協力の推進を目指すもの。（外務省）


・アジア各国との環境都市協力
　2010年度に実施した協力を引き継き行った。（経済産業省）


・環境・エネルギー産業の海外展開の推進
　2010年度に実施したプロジェクトを引き続き行うとともに、アジ
アリサイクルビジネス展開可能性調査事業を行った。また、エネ
ルギー効率向上に関する国際パートナーシップ（GSEP）を開催
し、省エネ・低炭素の 新技術の共有等官民協力を日米主導で
推進した。（経済産業省）


B：実施済


【ボトルネック、解
決策】
○ボトルネック
・環境技術は適
切な制度・政策が
ないと導入が進
まないが、現地政
府の環境規制等
の制度・政策の
形成・実施・遵守
が不十分。
・事業実施主体と
なるべき現地の
政府・自治体・民
間企業の予算も
不足している。
○解決策
・現地政府におけ
る環境規制等の
制度が適切に構
築されるべく、二
国間・多国間協
力により支援を行
う。
・実証事業や実
現可能性調査を
通じて、現地の状
況に合わせた技
術の低コスト化を
図る。


2010年度、2011年度の主な成果
・アジアにおける環境国際協力推進
　３件の環境協力覚書への署名を行った。
モンゴル：本協力文書に基づき、政策対話を通して気候変動対策、
エコツーリズム、自然保護、排水処理、大気汚染（特にアスベスト）
をはじめとする分野において協力プロジェクトを実施していく。


中国：「コベネフィット研究とモデル事業（フェーズ２）の協力実施」に
関する覚書を締結し、第12次五カ年計画における大気汚染物質排
出削減を進めるための共同研究、事業等を行う予定


中国：「農村地域等におけるアンモニア性窒素等総量削減モデル
事業協力」に関する覚書を締結し、中国内の3地域で分散型排水
処理のモデル事業を推進する予定（環境省）


・静脈産業の海外展開促進
　我が国事業者による、廃棄物処理・リサイクル事業の事業化に
向けた協力関係が、マレーシア住宅・地方自治省、バンコク特別
市、中国瀋陽市等との間で構築されてきている。（環境省）


・コベネフィット・アプローチの推進
「CDMを利用したコベネフィット実現促進・支援事業」をこれまでに２
件（事業規模総額21.3億円）実施し、合わせて約704,000CO2換算
トンの温室効果ガス削減効果を実現予定（環境省）


・東アジア低炭素成長パートナーシップ構想
　2011年７月に発表した本件構想の具体化するものとして、我が国
は、2011年11月の第６回東アジア首脳会議にて「東アジア低炭素
成長パートナーシップ対話」の開催を提唱し、首脳レベルにて各国
により評価をもって留意された。（外務省）


・アジア各国との環境都市協力
　循環型都市協力事業（エコタウン協力）（経済産業省）
＜2010年度＞
　アセアン・インドにおいて、日本のエコタウン整備に関するノウハ
ウを基にしたリサイクルシステム等の提案により、現地の循環型社
会形成の推進に貢献するとともに、現地のリサイクルや廃棄物処
理の現状について、今後の日本企業の事業展開に向けた情報を
得ることができた。
＜2011年度＞
　中国大連市のエコタウンにおいては、エコタウン整備ノウハウの
パッケージ化等により、中国における資源循環経済の構築に貢献
できたことに加え、日系企業の進出に向けた動きにもつながった。
また、天津市においては、日本企業と現地企業が環境分野の相互
協力に関する覚書を締結した。


・環境・エネルギー産業の海外展開の推進
　リサイクル分野の国際研究開発・実証プロジェクト（経済産業省）
＜2010年度＞
　中国大連市において、セメントキルンを利用した高生産性塩素バ
イバスシステムの建設及び研究を行い、高塩素除去性能及び生
産性改善を達成した。また、助成先の日本企業と中国大手セメント
会社との間で合弁会社の設立の合意がなされており、今後の中国
における、セメントキルンを用いた廃棄物処理技術の普及が期待
される。


　アジアリサイクルビジネス展開可能性調査事業
＜2011年度＞
中国では自動車リサイクル事業の可能性調査事業を実施し、現地
企業との合弁会社の設立につながった。また、インドではE-waste
リサイクル事業の可能性調査事業を実施し、現地リサイクル企業と
覚書を締結し協力関係の構築に成功した。


　GSEPは、2011年度に、ワークショップ1回、ワーキンググループ1
回を開催。


　中国コークス乾式消火設備事業を始めとした40事業の実施によ
り２０１０年度までに約2,170万トンのCO2削減効果を創出。
※２０１１年度は、4/4時点で集計中のため、２０１０年度までの記
載とした。（経済産業省）


今後、特に下記の施策を実
施する。


・アジアにおける環境国際協
力推進
　政策対話、環境協力事業に
よりアジアにおける環境対策
推進や制度導入に貢献する
ため、クリーンアジア・イニシ
アティブ（CAI)、日中韓環境大
臣会合（TEMM)及びTEMMプ
ロジェクト、及び二国間協力
の推進等を行う。
　また、自然災害に起因する
環境破壊防止に関する日中
韓共同研究会合の日本開催
を2012年度に実施予定。（環
境省）


・静脈産業の海外展開促進
　我が国静脈産業による廃棄
物処理・リサイクル分野にお
ける海外展開事業について、
実現可能性調査の実施等の
支援を行う。（環境省）


・コベネフィット・アプローチの
推進
　関係国政府との定期的な協
議を通じて、先方のニーズを
踏まえた協力を実施し、ま
た、国内では、年２回の頻度
で事業の公募を行っている。
（環境省）


・東アジア低炭素成長パート
ナーシップ構想
　2012年４月に東京にて本件
構想に基づく、東アジア低炭
素成長パートナーシップ対話
を開催し、我が国の取組・経
験や環境技術を共有し、温暖
化対策と経済成長を両立させ
る低炭素成長実現のための
協力の推進を目指す。（外務
省）
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Ⅱ 健康大国戦略 
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医療提供体
制（マンパ
ワーを含
む。）に関す
る今後の需
要予測を踏
まえたグラン
ドデザインの
策定


厚生労働省
医政局
総務課


・平成22年12月14日に閣議決定された「社会保障改
革の推進について」において、社会保障の安定・強化
のための具体的な制度改革案について「平成23年半
ばまでに成案を得」るとされたことを受け、検討に着
手した。


・新成長戦略で示された医療・介護サービス提供体制のグラ
ンドデザインについては、平成23年6月30日に取りまとめら
れた「「社会保障・税一体改革成案」において、その具体的な
改革項目が盛り込まれ、平成24年2月17日には、成案で示さ
れた基本的考え方や具体的な改革内容に従って、さらに政
府・与党において議論を進めて、その内容を具体化した「社
会保障・税一体改革大綱」が閣議決定された。


B：実施済


社会保障・税一体改革において、医療サー
ビス提供体制の制度改革として、急性期を
はじめとする医療機能の強化、病院・病床
機能の役割分担・連携の推進、在宅医療
の充実等を内容とする医療サービス提供
体制の制度改革に取り組むことを規定。


-


32


4疾病5事業
の医療連携
体制の構築
強化


国民に対す
る「病院機能
の見える化」
強化


厚生労働省
医政局
指導課


厚生労働省
医政局
総務課


　2010年12月より「医療計画の見直し等に関する検
討会」において、疾病・事業等の医療連携体制の構
築強化について検討を開始


　
　　　　　　　　　　　　　　-


　2011年12月に「医療計画の見直し等に関する検討会」の意
見をとりまとめ、それに基づき、医療計画作成指針や、疾
病・事業及び在宅医療の医療体制構築に係る指針を発出（3
月30日）
　また、医療計画の見直しに関する都道府県担当者向け研
修会を実施（3月22・23日）


   医療機能情報提供制度の普及等に向けた今後の対応に
ついては、平成24年３月に取りまとめられた「医療情報の提
供のあり方等に関する検討会」報告書の中で提示されたとこ
ろであり、今後はその方針に従って、制度の運用等の見直し
を図る予定。


Ｂ：実施済


Ｃ：一部実施


　医療計画作成指針等の発出を受けて、
今後、47都道府県において次期医療計画
の策定に向け、疾病・事業及び在宅医療
の医療連携体制の構築強化等を検討


　医療機能情報提供制度を普及


-


新成長戦略全体フォローアップ  調査票（Ⅱ健康大国戦略）


項目
番号 項目名 部局名 2010年度の実施状況 2011年度の実施状況 施策の進捗に対する自己評価 施策の成果・効果（数字） 加速化を図る施策


（医療関係職種等の役割分担について）
・チーム医療の取組の効果等を医療現場
で実証的に検証する「チーム医療実証事
業」を68施設115チームで実施。
（看護師の役割拡大について）
・2010年度は、「養成調査試行事業」を、16
大学院32課程、1研修機関3課程で実施。
・2011年度は、「養成調査試行事業」を、7
大学院11課程、1研修機関3課程で実施。
・また養成調査試行事業の実施課程を修
了した看護師を対象として、医療現場で業
務を実施する際の安全性等を検証する「特
定看護師（仮称）業務試行事業」を25施設
で実施。


（介護職員の業務範囲拡大について）
・2011年度は、介護職員等によるたんの吸
引等の実施のための研修事業を実施。国
においては指導者講習を2回行い、都道府
県においては、介護職員に対して研修を
行った。


（医療クラークの活用促進について）
・診療報酬改定がなされたばかりであり、
現段階では施策の成果・効果を測ることは
困難。
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１．医療・介
護サービス
の基盤強
化、高齢者
の安心な暮
らしの実現


・看護師、薬
剤師、介護
職員等、既
存の医療・
介護関連職
種の活用促
進・役割拡
大
・医療クラー
ク等の大幅
な導入促進


厚生労働省
医政局
医事課


（医療関係職種等の役割分担について）
・2010年３月19日に「チーム医療の推進に関する検討
会」において取りまとめられた報告書を受けて、2010
年５月12日に「チーム医療推進会議」を設置。
・平成22年10月にはその下に「チーム医療推進方策
検討ＷＧ」を設置し、チーム医療を推進するための具
体的な方策について検討。
（看護師の役割拡大について）
・2010年5月26日に、チーム医療推進会議の下に、
「チーム医療推進のための看護業務検討ワーキング
グループ」を設置し、特定看護師（仮称）の業務範囲
や教育・研修の内容について検討。
・2010年度予算において、医療現場における看護業
務の実態に関する調査を実施するとともに、専門的
な臨床実践能力を有する看護師の養成に取り組む修
士課程等の協力を得て、養成現場における試行を実
施。
（介護職員の業務範囲拡大について）
・2010年7月5日に、厚生労働大臣の主宰により「介護
職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の
在り方に関する検討会」を設置し、介護職員等による
たんの吸引等の実施のための制度の在り方等につ
いて検討。
・この検討会での議論を踏まえ、試行的な事業を実
施。
（医療クラークの活用促進について）
・2010年４月に、「書類作成（診断書や主治医意見書
等の作成）等の医療関係事務を処理する事務職員
（医療クラーク）」等の事務職員についても、「医療ス
タッフの一員として効果的に活用することが望まれ
る。」ことを通知した。


（医療関係職種等の役割分担について）
・2011年6月6日に、「チーム医療推進のための基本的な考え
方と実践的事例集」を取りまとめ、ＨＰ等で周知。
・2011年11月25日には、診療放射線技師の業務範囲につい
て、①検査に関連した医行為、②放射性同位元素を用いた
検査（ＲＩ検査）を追加する方向で意見をまとめた。
・また、2011年7月5日には、肌への接着面に皮膚保護機能
を有するストーマ装具の交換は、原則として医行為には該当
しない旨を通知で周知した。
（看護師の役割拡大について）
・2011年度は、2010年度に引き続き、養成現場における試
行事業を実施するとともに、2010年度の養成課程の修了者
における業務の実施状況等について情報収集するための試
行事業も実施。
（介護職員の業務範囲拡大について）
・2011年６月に、「介護サービスの基盤強化のための介護保
険法等の一部を改正する法律」が成立し、この中で社会福
祉士及び介護福祉士法を改正して、介護職員がたんの吸引
等の医行為を実施することができる枠組が整備された。
・また、制度の施行（平成24年４月１日施行）に向けて、必要
な法令の改正等の準備を行った。
（医療クラークの活用促進について）
・2012年度の診療報酬改定で、医師事務作業補助者の配置
の割合について、新たに30対１（401点）、40対１（330点）を
追加し、よりきめ細かく評価することとした。


C：一部実施


【ボトルネック、解決策】
・看護師の役割拡大については、関
係者間において、詳細な内容につい
て、引き続き検討を行っているとこ
ろ。


※社会保障・税一体改革大綱で、「多
職種協働による質の高い医療を提供
するため、高度な知識・判断が必要
な一定の行為を行う看護師の能力を
認証する仕組みの導入などをはじめ
として、チーム医療を推進する」こと
について、「平成24 年通常国会以降
速やかな法案提出に向けて、関係者
の意見を聴きながら検討する。」とさ
れており、現在、チーム医療推進会
議で検討を行っている。
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項目
番号 項目名 部局名 2010年度の実施状況 2011年度の実施状況 施策の進捗に対する自己評価 施策の成果・効果（数字） 加速化を図る施策


36


介護サービ
ス提供体制
（マンパワー
を含む。）に
関する今後
の需要予測
を踏まえた
グランドデザ
インの策定


厚生労働省
老健局総務課


・平成22年12月14日に閣議決定された「社会保障改
革の推進について」において、社会保障の安定・強化
のための具体的な制度改革案について「平成23年半
ばまでに成案を得」るとされたことを受け、検討に着
手した。


・新成長戦略で示された医療・介護サービス提供体制のグラ
ンドデザインについては、平成23年6月30日に取りまとめら
れた「「社会保障・税一体改革成案」において、その具体的な
改革項目が盛り込まれ、平成24年2月17日には、成案で示さ
れた基本的考え方や具体的な改革内容に従って、さらに政
府・与党において議論を進めて、その内容を具体化した「社
会保障・税一体改革大綱」が閣議決定された。


B：実施済


社会保障・税一体改革において、2025年度
におけるサービス供給量等を設定。
・グループホーム　37万人分
・小規模多機能　40万人分
・介護職員　237～249万人　など。


－


37


介護基盤の
整備（2009
～11 年度ま
での合計で
16 万床整
備）


厚生労働省
老健局
高齢者支援課


平成21年第１次補正予算により創設された介護基盤
緊急整備等臨時特例基金（平成21年度から平成23
年度まで）等により実施。


左記のとおり。 B：実施済
平成21年度から平成23年度までの３カ年
合計で当初目標１６万人分のうち、14万人
分（約９割）を整備見込み。


平成２２年度補正予算により、
整備単価の上乗せを実施。


34


遠隔医療の
適切な普及
のための現
行体制の解
釈・要件明
確化


厚生労働省
医政局
医療技術情報推
進室


関係省庁


総務省
情報流通行政局
情報流通高度化
推進室


・遠隔診療についての通知（平成9年12月）を一部改
正し、対象となる病名の例示を追加するなど、遠隔診
療が認められ得る要件の明確化を行った。
・「直接に対面診療を行うことが困難」か否かについ
ては、困難な場合を限定的に列挙することはせず、
初診・急性期も含め、医療現場で柔軟に判断すること
をすでに通知上、明確にしている。


-
Ｃ：一部実施


平成20年度の医療施設調査では、遠隔画
像診断、遠隔病理診断、遠隔在宅療養支
援を行っている病院数は、それぞれ857病
院、192病院、44病院であった。
なお、同調査は3年に1度実施しており、直
近の平成23年度の調査結果については今
秋公表予定。


-


平成20年度の医療施設調査では、遠隔画
像診断、遠隔病理診断、遠隔在宅療養支
援を行っている病院数は、それぞれ857病
院、192病院、44病院であった。
なお、同調査は3年に1度実施しており、直
近の平成23年度の調査結果については今
秋公表予定。


-
35


ニーズを踏
まえた遠隔
医療の拡大
に向けた法
令等の見直
し、診療報酬
の活用その
他のインセン
ティブについ
て検討・結論


厚生労働省
医政局
研究開発振興課
医療技術情報推
進室


関係省庁


総務省
情報流通行政局
情報流通高度化
推進室


-


・遠隔診療のための情報通信機器の整備に対する補助事業
の実施（19か所に補助）


・診療報酬については、安全性・有効性等についてエビデン
スが得られた遠隔医療について、改定のタイミングで随時・
診療報酬上の手当を検討することとしている。
平成２４年度診療報酬改定において、遠隔モニタリングによ
る、心臓ペースメーカー指導管理料の評価の引き上げを行
うこととなったところ。


・厚生労働省と連携して、遠隔医療の効果に関するエビデン
ス収集を実施。（総務省）


Ｃ：一部実施


26







項目
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38


24 時間地域
巡回型訪問
サービス、レ
スパイトケア
（家族の介
護負担軽
減）拡充の
本格実施


厚生労働省老健
局振興課


－


○介護保険法を改正し、定期巡回・随時対応型訪問介護看
護を創設
○平成24年度介護報酬改定において、
・短期入所生活介護において、「緊急短期入所体制確保加
算」及び「緊急短期入所受入加算」を創設
・通所介護において、延長加算を１２時間まで認める改正を
実施


B：実施済


介護保険法の一部改正を実施（平成24年
４月１日施行）
平成24年度介護報酬改定は平成24年４月
１日より適用。
社会保障・税一体改革において、2025年度
の定期巡回・随時対応型訪問介護看護の
サービス供給量を15万人分に拡充。


－


39


定期借地権
を活用した
介護施設等
への未利用
国有地の貸
付け等


財務省
理財局
国有財産企画課


【未利用国有地の定期借地権を活用した貸付け等】


・定期借地権を活用した介護施設等への未利用国有
地の貸付けに係る具体的取り扱いを定める通達（平
成22年8月27日付財理第3644号「社会福祉施設等の
整備を目的とした地方公共団体に対する定期借地権
の設定について」、平成23年3月31日付財理第1539
号「社会福祉施設の整備を目的とした社会福祉法人
に対する定期借地権の設定について」）を制定。


・地方公共団体からの要望を受け、医療施設につい
ても地方公共団体を通じ未利用国有地の貸付けが可
能となるよう、通達（平成22年8月27日付財理第3644
号「社会福祉施設等の整備を目的とした地方公共団
体に対する定期借地権の設定について」）を改正。


【未利用国有地の定期借地権を活用した貸付け等】


・施設用地を定期借地により確保する場合、その賃料の前
払いとして支払う一時金については、都道府県等の補助対
象となることから、国有地の定期借地により施設を整備する
者が同補助を利用可能とするため、賃料の前払い制度を導
入することとし、通達（平成22年8月27日付財理第3644号「社
会福祉施設等の整備を目的とした地方公共団体に対する定
期借地権の設定について」、平成23年3月31日付財理第
1539号「社会福祉施設の整備を目的とした社会福祉法人に
対する定期借地権の設定について」）を改正。


・地方公共団体、社会福祉法人から利用要望のあった未利
用国有地の貸付け等を実施。


【介護施設等】
○定期借地権を活用した貸付け
　　東京都練馬区      ：1箇所
　　静岡県三島市      ：1箇所


○売却
　　東京都立川市      ：1箇所
　　長野県小梅町      ：1箇所
　　埼玉県さいたま市  ：2箇所
　　広島県大崎上島町：1箇所
　　宮城県塩竃市      ：1箇所


【医療施設】
○定期借地権を活用した貸付け
　　神奈川県座間市　　：1箇所


○売却
　　神奈川県平塚市　　：1箇所
　　北海道室蘭市　　　 ：1箇所
　　北海道根室市　　　 ：1箇所
　　熊本県水俣市　　　 ：1箇所


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】


全国8箇所で、定期借地権を活用した介護
施設等を整備するための未利用国有地の
貸付け等を実施しており、当地での施設整
備により、介護サービス等の充実（収容人
数計：約500人）に貢献。


首都圏等において施設を設置
する者に対する（独）福祉医療
機構の貸付条件の優遇措置（Ｈ
24.4～）
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項目
番号 項目名 部局名 2010年度の実施状況 2011年度の実施状況 施策の進捗に対する自己評価 施策の成果・効果（数字） 加速化を図る施策


①特別養護
老人ホーム
への公益性
等を踏まえ
た運営主体
規制の見直
し（検討開
始）、


厚生労働省
老健局
高齢者支援課


①について
　当該項目については、「特別養護老人ホームへの
社会医療法人の参入」に係る事案と一体的に検討し
たところであるが、国会の意見により見直しを行うべ
きではないという結論となったところである。


左記のとおり。 Ｂ：実施済 － －


②いわゆる
施設サービ
ス等の供給
総量に係る
参酌標準の
撤廃


老健局介護保険
計画課


「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保
するための基本的な指針の一部を改正する件」（平
成二十二年厚生労働省告示第三百六十三号）により
撤廃


左記のとおり B：実施済


市町村介護保険事業計画において、施設・
居住系サービスの量の見込みを定めるに
当たって参酌すべき標準（平成26年度の市
町村における要介護２以上の認定者数に
対する介護施設等の利用者数の合計数の
割合を37％以下とすることを目標）を撤廃
し、現に介護施設等を利用している者の数
及び利用に関する意向などその地域の実
情を勘案して、量の見込みを定めることとし
た。


－


41


情報通信技
術の活用等
の効果を踏
まえた効率
的事業運営
や人的資源
有効活用を
促す規制改
革の検討・
結論（訪問
介護事業
所における
サービス提
供責任者配
置基準等）


経済産業省
商務情報政策局ヘ
ルスケア産業課
担当者名


厚生労働省老健
局振興課


経済産業省において介護サービスにおける、バック
オフィス部分（報酬請求事務、リソース管理）の効率
化等についての調査事業を実施。


左記調査事業の結果等を踏まえ、サービス提供責任者の基
準の改正（「サービス提供時間が450時間又はその端数を増
やすごとに１人以上」または「訪問介護員等の数が10人また
はその端数を増やすごとに１人以上」であった基準を、「利用
者の数が40又はその端数を増すごとに１人以上」に改め
る。）を実施。


B：実施済


指定居宅サービス等の事業の人員、設備
及び運営に関する基準（平成１１年厚生省
令第３７号）の一部改正を実施。（平成24年
４月１日施行）。


－


42


地域包括ケ
ア推進の法
体系等の整
備


厚生労働省
老健局総務課


-
地域包括ケアシステムの推進を内容とする、「介護サービス
の基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律
（法律第７２号）」が平成23年６月に成立。


B：実施済
平成24年4月1日施行に向け、必要な法令
等の整備を行った。


－


40
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経済産業省
商務情報政策局
ヘルスケア産業課


経済産業省の実証・調査事業において、複数のコンソー
シアムによる介護周辺サービスの提供を行う際の課題の
抽出やビジネスモデルの検証を行った。


介護周辺サービス等について、事業計画の認定及び支援を行う
「経済社会課題対応事業の促進に関する法律案」を閣議決定、
国会提出。
併せて、2010年度に引き続き経済産業省の実証・調査事業にお
いて、複数のコンソーシアムによる介護周辺サービス（運動指
導、生活支援サービス等）の提供を行う際の課題の抽出やビジ
ネスモデルの検証を行った。


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
介護保険法の一部改正を実施（平成24年４月
１日施行）


【ボトルネック、解決策】
介護周辺サービスの事業性の確立、自治体・
介護機関等と民間サービスの連携における役
割分担の明確化


－


厚生労働省老健
局振興課


介護予防・日常生活支援総合事業の創設等を含む、
介護保険法改正法案を国会に提出。


介護保険法の一部改正を実施（平成24年４月１日施行） B：実施済


介護保険法を改正し、多様なマンパワーや
社会資源の活用等を図りながら、高齢者に
対して介護予防や生活支援サービス等の
インフォーマルサービスの提供促進を図る
ことができる介護予防・日常生活支援総合
事業を創設。


－


44


民間事業者
等による
サービス付
き高齢者賃
貸住宅の供
給支援


民間事業者
等による
サービス付
き高齢者賃
貸住宅の制
度化に関す
る法律の改
正


国土交通省住宅
局安心居住推進
課


○民間事業者等による生活支援サービス付高齢者
専用賃貸住宅の整備を行う事業に対して、支援を
行った。


○高齢者の居住の安定確保に関する法律を改正し、介護・
医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する
「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度を創設した。


○サービス付き高齢者向け住宅の供給促進のため、民間事
業者等が行うサービス付き高齢者向け住宅の整備を行う事
業に対して、支援を行っている。


B：実施済 ○サービス付き高齢者向け住宅の登録数
・889件　31,094戸
（平成24年3月現在）


－


45


PPP（官民連
携）による公
共賃貸住宅
団地への医
療・福祉施
設導入


国土交通省住宅
局安心居住推進
課


○2010年度に創設した高齢者等居住安定化推進事
業により、公共賃貸住宅団地内の敷地や公共賃貸住
宅内の空き室などを活用して、地域に密着した生活
支援サービス等を行うための施設を整備し、地域の
福祉拠点化を支援した。


○2011年度においても、引き続き支援している。
B：実施済


○これまで２事業を支援。平成24年度中
に、向原住宅（東京都板橋区）等12箇所に
おいて計画。
（平成24年3月現在）


－


43


公的保険
サービスを
補完し、利用
者の多様な
ニーズに応
える介護保
険外サービ
スの利用促
進策（地域に
おける提供
促進体制の
構築強化を
含む）の検
討・実施


29
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46


医療・介護と
関わる生活
を支援する
事業者を中
心としたコン
ソーシアム
の形成


経済産業省
商務情報政策局
ヘルスケア産業課


関係省庁
厚生労働省
医政局、老健局


経済産業省の実証・調査事業において、医療・介護
機関、民間事業者等による複数のコンソーシアムを
形成し、連携して医療・介護周辺サービスの提供を行
う際の課題の抽出・整理を行った。


- Ｃ：一部実施


【2020年の成果目標の達成状況】
医療・介護機関と民間事業者が連携した運
動指導や食事指導等のサービスについ
て、2010年度には22のコンソーシアムを組
成。


【ボトルネック、解決策】
コンソーシアムの事業継続性の確立と取り
組みの普及


－


47


・医療・介護
と生活との
関わりを支
援する健康
関連サービ
ス事業者の
品質基準の
整備


経済産業省
商務情報政策局
ヘルスケア産業課


関係省庁
厚生労働省　医政
局、老健局、健康
局


-


経済産業省の実証・調査事業において、大学医学部や付属
病院のノウハウを活かした医療・介護周辺サービスの質に
対する第三者評価（科学的評価）のあり方の調査や、サービ
スの質の見える化を図るための品質基準原案の策定等を
行った。


Ｃ：一部実施


【2020年の成果目標の達成状況】
大学医学部や付属病院がサービスの評価
を行う際の手法・業務フローのガイドライン
案の策定　２件
（インバウンド型（企業からの評価依頼を受
けるもの）、及びアウトバウンド型（大学内
のシーズの効果を裏付けするもの））


医療・介護周辺サービスのうち運動指導分
野において策定した基準原案　１件


【ボトルネック、解決策】
運動指導分野における標準原案の関係者
との実証的調整と普及。栄養指導等、運動
指導分野以外への拡充。


‐


48


２．医療・介
護と連携した
健康関連
サービス産
業の成長促
進と雇用の
創出


・医行為グ
レーゾーン
の整理・明
確化


厚生労働省
医政局
医事課


経済産業省
商務情報政策局
ヘルスケア産業課


・2010年３月19日に「チーム医療の推進に関する検討
会」において取りまとめられた報告書（「チーム医療の
推進について」）を受けて、2010年５月12日に「チーム
医療推進会議」を設置。
・平成22年10月にはその下に「チーム医療推進方策
検討ＷＧ」を設置し、医療関係職種の業務範囲の拡
大・明確化も含め検討。


・2011年7月5日に、肌への接着面に皮膚保護機能を有する
ストーマ装具の交換は、原則として医行為には該当しない旨
を通知で周知した。
・医療機関と民間サービスとが連携して行う、個々人の心身
の状態に応じた効果的な運動・栄養指導等を安全にの実施
するための事業を実施した。


C：一部実施


【ボトルネック・解決策】
医療機関と民間サービスの連携のあ
り方は多様であることを踏まえ、実態
を踏まえた適切な対応を検討してい
るところ。


これまで介護職員が実施可能か否か不明
確だった行為について、実施可能である旨
を明確化したことにより、
介護職員が安心して業務を実施できるよう
になり、より適切な介護サービスの提供が
行えるようになった。


【ボトルネック・解決策】
医療・介護機関と民間サービス事業者が連
携したコンソーシアム組成により、実態を踏
まえた検証を通じて対応する。


-


30
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49


・医療・介
護・健康関
連サービス
事業者間の
連携標準約
款の策定


経済産業省
商務情報政策局
ヘルスケア産業課
担当者名


関係省庁
厚生労働省
医政局、老健局、
健康局


-


経済産業省の実証・調査事業において、医療・介護機関と民
間事業者が連携してサービスを提供する際の医療機関から
民間事業者への指示等のあり方や両者の情報共有のあり
方等について、事業毎にルールの策定を行った。


Ｃ：一部実施


【ボトルネック、解決策】
サービス内容が多様であることを踏
まえ、標準的な約款の策定に向けた
原案となる個別事業毎のルール策定
まで実施。


【2020年の成果目標の達成状況】
医療機関からの指示を受けて民間事業者
が運動指導等を行う際の指示書のひな形
等、策定したルール数　6


【ボトルネック、解決策】
連携約款の関係者間における標準化・普
及


‐


50


・「（新）健康
日本２１」策
定（2012年
度までに）、
その取組の
推進


厚生労働省
健康局
がん対策・健康増
進課


2011年3月に「健康日本21評価作業チーム」を設置
し、健康日本21に掲げた具体的目標の達成状況の
フォローアップ、今後の健康づくり運動に向けた検討
等を開始し、2011年中に結論を得ることとした。


2011年10月に「健康日本21最終評価」をとりまとめ、その
後、厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会・次期国民
健康づくり運動プラン策定専門委員会を開催し、2013年度以
降の新たな国民健康づくり運動の方策に関する議論を開始
した。


Ｃ：一部実施


【2020年の成果目標の達成状況】
＜参考値＞
健康寿命（平成13年）
・日常生活に制限のない期間の平均　男性
69.40年
女性　72.65年
・自分が健康であると自覚している期間の
平均
男性　69.55年
女性　72.94年


健康寿命（平成22年）
・日常生活に制限のない期間の平均　男性
70.42年
女性　73.62年
・自分が健康であると自覚している期間の
平均
男性　69.90年
女性　73.31年


厚生科学審議会地域保健健康
増進栄養部会等の議論を踏ま
え、2012年度中に「健康日本21
（第2次）」を策定する見込み。
なお、健康日本21（第2次）は、
健康寿命の延伸を図ることを最
大の目的としており、健康日本
21（第2次）に掲げる生活習慣
の改善等に取り組むことによ
り、新成長戦略の成果目標に
掲げる「健康寿命の延伸」に寄
与することが見込まれる。


51


保険者によ
る健康づくり
を促進させ
るインセン
ティブ制度の
設計・導入


厚生労働省
保険局
総務課医療費適
正化対策推進室


―
保険者による健診・保健指導等に関する検討会で後期高齢
者支援金の加算・減算制度について2013年度の制度導入
に向け2011年度より検討開始


Ｃ：一部実施


【2020年の成果目標の達成状況】
インセンティブ制度の導入により、保険者
による健康づくりを促進する。


【ボトルネック・解決策】
保険者による健診・保健指導等に関する検
討会で後期高齢者支援金の加算・減算制
度について2013年度の制度導入に向け引
き続き検討


－


31
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52


・先進的な取
組を踏まえ
た地域の健
康づくり成功
モデルの追
求、展開促
進


内閣官房地域活
性化統合事務局


内閣官房地域活性化統合事務局では、「健康・医療
のまちなかづくりに関する有識者・実務者会合」を開
催し、健康・医療と連携したまちなかづくりを推進する
に当たっての課題とその解決方策の検討を行った。


少子高齢化・人口減少等の社会経済情勢の変化に対応した
地域の再生を図るため、特定地域再生事業の創設等を盛り
込んだ「地域再生法の一部を改正する法律案」を平成24年2
月に国会に提出したところ。


C：一部実施


【2020年の成果目標の達成状況】
我が国の経済社会にとって共通の特定の
政策課題の解決に資する地域再生計画に
基づく取り組みが推進されることにより、地
方において地域再生の戦略的な取組が強
化され、我が国全体の成長につながってい
くことが期待される。


－


52


・先進的な取
組を踏まえ
た地域の健
康づくり成功
モデルの追
求、展開促
進


農林水産省
大臣官房
政策課


食に関する将来ビジョンを作成し、「医療、介護、福祉
と食、農の連携」をプロジェクトの１つに位置づけた。


・農林水産物・食品成分の疾病予防機能の科学的エビデン
スの獲得手法や機能性成分を多く含む品種の開発研究に
着手。
・医食農連携に関与する多様な主体（医療関係者、農業者、
食品製造業等）間で共有可能なグランドデザインを作成する
ため、医食農連携の新たな視点・枠組みについて検討。
・高齢者が健康づくりや生きがい目的で農作業を行う等の取
組を進めるためのモデルを作成。


C：一部実施


【2020年の成果目標の達成状況】
高齢者が健康づくりや生きがい目的で農作
業を行う等の取組を進めるためのモデルを
本年３月に作成。


－


54


研究者・民
間事業者等
による国保
有のレセプト
データ等の
利活用に関
すルールの
整備・データ
利活用の申
請受付の開
始（2011年
度早期）


厚生労働省
保険局
総務課
保険システム高度
化推進室


レセプト情報等の提供に関する有識者会議の設置


レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイド
ラインの制定


試行期間として申出を受けつけ、第三者へのレセプト情報等
の提供開始


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
第一期申請期間中に43件の申し出を受
け、審査の後、6件のレセプト情報の提供を
決定した。
第二回レセプト情報等の提供に関する事
前説明会を実施し、今後も引き続き実施


－


53


・ 多様な事
業者のシー
ムレスな連
携を前提とし
た医療・介
護・健康に係
る個人情報
の取扱ルー
ルの策定、
情報システ
ムの標準
化・互換性
確保


厚生労働省政策
統括官付情報政
策担当参事官室


－
・保健医療情報標準化会議において、保健医療情報分野の
標準規格として認めるべき規格の更新及び今後優先的に整
備する標準規格について検討を行った。


Ｃ：一部実施


【解決策等】
保健医療情報分野の標準規格につ
いては、技術進歩等に応じて引き続
き取組を行う。また、医療・介護・健康
に係る個人情報取扱ルールについて
は、番号制度の検討の過程におい
て、医療等の分野における個人情報
保護法の特別法を、平成２５年の通
常国会へ提出を目指して検討を進め
ることとされた。


【2020年の成果目標の達成状況】
　そのため、標準化のための取り組みとし
て、厚生労働省における保健医療情報分
野の標準規格として認めるべき規格とし
て、８規格を定めていたところ、新たに４つ
の規格を追加した。


【ボトルネック、解決策】
　このような標準化の取り組みは、2020年
までに実現すべき成果目標（「健康関連
サービス産業と雇用の創出」「生活習慣病
の大幅改善」「健康寿命の延伸」）の実現に
向けた環境整備に資するものである。
　そのため、今後も引き続き、このような標
準化のための取り組みを行う。


―
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内閣官房地域活
性化統合事務局


内閣官房地域活性化統合事務局では、「健康・医療
のまちなかづくりに関する有識者・実務者会合」を開
催し、健康・医療と連携したまちなかづくりを推進する
に当たっての課題とその解決方策の検討を行った。


少子高齢化・人口減少等の社会経済情勢の変化に対応した
地域の再生を図るため、特定地域再生事業の創設等を盛り
込んだ「地域再生法の一部を改正する法律案」を平成24年2
月に国会に提出したところ。


C：一部実施


【2020年の成果目標の達成状況】
我が国の経済社会にとって共通の特定の
政策課題の解決に資する地域再生計画に
基づく取り組みが推進されることにより、地
方において地域再生の戦略的な取組が強
化され、我が国全体の成長につながってい
くことが期待される。


－


経済産業省
商務情報政策局
ヘルスケア産業課


経済産業省の実証・調査事業において、複数のコン
ソーシアムによる医療・介護周辺サービスの提供を
行う際のビジネスモデルの検証を行い、サービス提
供のノウハウを持つ人材の強化につながった。


2010年度に引き続き経済産業省の実証・調査事業におい
て、複数のコンソーシアムによる医療・介護周辺サービスの
提供を行う際のビジネスモデルの検証を行い、有料サービ
スの提供を試行的に行うなど、実際にビジネスとしてサービ
ス提供が可能な人材の輩出につながった。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
医療・介護機関と民間事業者が連携した運
動指導や食事指導等のサービスについ
て、2010年度には22、2011年度には23のコ
ンソーシアムを組成し、医療・介護周辺
サービスの創出を推進。


【ボトルネック、解決策】
医療・介護周辺サービスの事業継続性の
確保を通じたキャリアパスの確立


‐
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・国民の健
康な生活を
支えるサー
ビス提供人
材（健康リテ
ラシー向上
や医療等情
報システム


を担う人材を
含む。）の強


化・育成


厚生労働省
健康局
がん対策・健康増
進課


厚生労働省では、2010年度に、「Smart Life Project」
を開始し、本プロジェクトの趣旨に賛同する企業・団
体が、その社員や職員の健康意識向上につながる啓
発活動を行うことや、企業活動を通じてより多くの
人々の健康づくりの意識を高め、行動を変えるよう働
きかけを行う取り組みを支援し、サービス提供を行う
企業等の支援を図った。


2010年度に引き続き、「Smart Life Project」を推進し、本プロ
ジェクトの趣旨に賛同する企業・団体が、その社員や職員の
健康意識向上につながる啓発活動を行うことや、企業活動
を通じてより多くの人々の健康づくりの意識を高め、行動を
変えるよう働きかけを行う取り組みを支援した。


B：実施済
【2020年の成果目標の達成状況】
2010年度のプロジェクト参画企業数　210
2011年度のプロジェクト参画企業数　368


-
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57
58


・再生医療に
関する前臨
床－臨床研
究事業の一
元的な公募
審査


・再生医療
の公的研究
開発事業の
ファンディン
グ及び進捗
管理の一元
的実施


内閣府
政策統括官付
ライフイノベーショ
ン担当


文部科学省
研究振興局
ライフサイエンス課


厚生労働省
医政局
研究開発振興課


経済産業省
製造産業局
生物化学産業課


・再生医療のいち早い実現に向けて、文部科学省、
厚生労働省、経済産業省が協同でiPS細胞等幹細胞
研究を推進する「再生医療の実現化ハイウェイ」を
2011年度から実施するための体制を検討した。


・再生医療のいち早い実現に向けて、文部科学省、厚生労
働省、経済産業省が協同でiPS細胞等幹細胞研究を推進す
る「再生医療の実現化ハイウェイ」を2011年度から開始し
た。特に、文部科学省及び厚生労働省では、再生医療に関
する前臨床－臨床研究事業について、共同採択・共同運営
を行うなど、一元的な公募審査・進捗管理体制を整備した。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・文部科学省、厚生労働省、経済産業省が
協同でiPS細胞等幹細胞研究を推進する
「再生医療の実現化ハイウェイ」において、
例えば理化学研究所高橋チームリーダー
による、iPS細胞を用いた加齢黄斑変性の
治療法の開発では、2013年度までの臨床
研究の開始を予定している等、再生医療
のいち早い実現に向けて着実に研究が進
捗した。


－
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医療技術実
用化を加速
する臨床研
究コンソーシ
アムの検討･
創設、重点
研究テーマ
の設定、研
究支援人材
配置・研究
費の重点配
分・先進医
療等の規制
緩和


厚生労働省
医政局研究開発
振興課


厚生労働省
保険局医療課


文部科学省研究
振興局ライフサイ
エンス課


経済産業省
ヘルスケア産業課
医療・福祉機器産
業室


内閣府　政策統括
官（科学技術政
策・イノベーション
担当）付参事官付
（総合科学技術会
議事務局）


・厚生労働省は、高度医療評価制度のもとでの実施
が認められた質の高い臨床研究に対して、2010年度
より重点的に研究費を配分している。
・厚生労働省は、世界に先駆けてヒトに初めて新規薬
物・機器を投与・使用する臨床試験等を実施でき、臨
床研究コンソーシアムの機能を持つ早期・探索的臨
床試験拠点整備事業の検討を行い、結論を得た。
・文部科学省は、「橋渡し研究支援推進プログラム」
において、実用化が期待される基礎研究成果を臨床
へ迅速に繋げるための橋渡し研究支援拠点の充実・
強化を目的に、全国に７箇所の拠点を整備している。
・経済産業省は、中小企業等と医療機関との連携を
支援し、医療現場のニーズや課題に応える医療機器
の開発・実用化を促進する「課題解決型医療機器等
開発事業」の検討を行った。
・上記のほか、文部科学省、厚生労働省、経済産業
省等が医療イノベーション会議等において連携し、国
民ニーズが高い疾病等に対する医薬品・医療機器等
の研究開発費の集中配分の検討を行った。
・厚生労働省は、現行の先進医療制度の手続等の見
直しについて、中央社会保険医療協議会において、
その具体的な内容について平成２２年１０月から議論
を開始。


・厚生労働省は、高度医療評価制度のもとでの実施が認め
られた質の高い臨床研究に対して、引き続き重点的に研究
費を配分している。
・厚生労働省は、早期・探索的臨床試験拠点を公募し、5施
設を選定し、助成を行った。
・文部科学省は、「橋渡し研究支援推進プログラム」におい
て、実用化が期待される基礎研究成果を臨床へ迅速に繋げ
るための橋渡し研究支援拠点の充実・強化を目的に、全国
に７箇所の拠点を整備している。また、さらなる橋渡し研究
の加速に向けて、次年度から第2期プログラム「橋渡し研究
加速ネットワークプログラム」を開始することを検討し、関係
各省と連携・協働しながら準備を進めている。
・経済産業省は、「課題解決型医療機器等開発事業」におい
て、平成２２年度補正事業で３６件、平成２３年度事業で１２
件の研究テーマを選定し、開発を推進した。
・上記のほか、文部科学省、厚生労働省、経済産業省等が
医療イノベーション会議等において連携し、「元気な日本復
活特別枠」での予算事業を中心に、医薬品・医療機器等の
研究開発を推進。
・厚生労働省は、現行の先進医療制度の手続等の見直しに
ついて、中央社会保険医療協議会において、その具体的な
内容をについて平成２２年１０月から平成２３年５月まで８回
にわたって議論が行われ、結論を得た。
(結論の概要)
　○「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」
において医療上の必要制が高いとされた医薬品について、
新たに、海外の実績等から一定の安全性等が確認されてい
る抗がん剤については、開発企業の公募中等、長期間治験
が見込まれない場合に、これに係る技術を先進医療の対象
とする。
　○先進医療の対象技術の申請において、国内における実
績を満たさない場合であっても、申請された個々の技術や医
療機関の特性に応じて、先進医療の実施を認める。
　○現行の先進医療専門家会議及び高度医療評価会議に
おける審査の効率化、重点化を図ること等を目的として、両
会議における審査を一つの会議において行う。


Ｃ：一部実施


【2020年の成果目標の達成状況】
・2011年度に早期・探索的臨床試験拠点を
5カ所選定し、整備を開始。革新的医薬品・
医療機器の開発・実用化に向けて、早期段
階の治験等を実施できる体制を構築すると
共に、実施に向けた準備が行われている。
・厚生労働科学研究費補助金において、高
度医療評価制度のもとでの実施が認めら
れた質の高い臨床研究を２０１１年度まで
に８件採択。
・2011年度終了までに、橋渡し研究支援拠
点7拠点において、約１３シーズが治験へ
移行した。
・「課題解決型医療機器等開発事業」にお
いて、中小企業等と医療機関との連携を推
進し、合計４８件の医療機器開発を推進し
た。
・第2期プログラム「橋渡し研究加速ネット
ワークプログラム」の開始にあたり、６箇所
の橋渡し研究支援拠点及びこれらの拠点
をサポートする１機関を選定し、橋渡し研
究のさらなる加速に向けて準備を進めてい
る。


-


34







項目
番号 項目名 部局名 2010年度の実施状況 2011年度の実施状況 施策の進捗に対する自己評価 施策の成果・効果（数字） 加速化を図る施策


59


再生医療の
臨床研究か
ら実用化へ
の切れ目な
い移行を可
能とする制
度的枠組み
の検討・整
備


厚生労働省医薬
食品局審査管理
課


　平成22年度の「再生医療における制度的枠組みに
関する検討会」において検討を行い、平成23年3月30
日に、報告書（「再生・細胞医療に関する臨床研究か
ら実用化への切れ目ない移行を可能とする制度的枠
組みについて」）を取りまとめ、通知により周知を図っ
た。


　報告書に基づき、優れたシーズを実用化につなげることが
できるよう、アカデミア・ベンチャー等を対象とした医薬品・医
療機器開発に関する相談に応じるための薬事戦略相談を、
平成23年７月１日より開始した。


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
アカデミア・ベンチャー等を対象とした医薬
品・医療機器開発に関する相談に応じるた
めの薬事戦略相談を、平成23年７月１日よ
り開始した。


平成24年3月1日現在の申し込み数は、事
前面談151件（うち再生医療関係46件）、対
面助言36件（うち再生医療関係10件）。


【ボトルネック、解決策】
革新的な技術への対応を見据えたさらなる
対策として、平成２４年度予算事業で革新
的技術に対応した人材育成、ガイドライン
の早期作成を進める予定。


医薬品医療機器総合機構の人
員増強と質の向上を引き続き
実施する。


【2020年の成果目標の達成状況】
・新規医療技術の迅速な実用化に向けベ
ンチャー等の民間企業と臨床研究機関が
一体となって臨床へつなげていく基礎研究
から臨床研究への橋渡し技術開発事業に
おいて２０１０年度に３社のバイオベン
チャーを採択した。
・ライフイノベーション等の分野から、早期
実用化が必要な課題を提示し、革新的な
解決方法等を民間企業等から公募する課
題解決枠を創設し、２０１１年度に３社のバ
イオベンチャーを採択した。
・アカデミア、ベンチャー等を対象とした医
薬品・医療機器開発に関する相談に応じる
ための薬事戦略相談を、平成２３年７月１
日より開始した。平成２４年３月１日現在の
申込数は、事前面談１５１件、対面助言３６
件。
・極めて患者数の少ない希少疾病用医薬
品等の開発支援として、平成24年度に予
算措置を行う予定。


【ボトルネック、解決策】
基礎研究の成果を企業に繋ぐ機能につい
て、バイオベンチャーがこの部分を担って
いる欧米に比べ、我が国では不足してお
り、この部分の機能強化が必要。


優れた技術を持つバイオベン
チャーの研究開発を引き続き支
援。
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１．基盤技術
開発や人材
育成等によ
るバイオベン
チャー支援
の検討開始


２．バイオベ
ンチャー支
援拠点枠組
み形成、基
盤技術開
発、環境整
備


経済産業省
製造産業局
生物化学産業課


関係省庁
厚生労働省
医政局
研究開発振興課


経済産業省は、以下の検討等を行った。
・バイオ・イノベーション研究会報告書（平成２２年６
月）の取りまとめ及び公表を行った。
・産学連携人材育成事業「バイオテクノロジー産業の
発展を担う人材育成のあり方に関する調査」におい
て、「具体事例から学ぶ創薬系バイオベンチャー経営
の要点」を取りまとめ及び公表を行った。
・中小企業支援調査において、「核酸医薬品等共同
製造施設設置に向けた事前調査」を取りまとめ公表
を行った。
・基礎研究から臨床研究への橋渡し促進技術開発
（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機
構）においてバイオベンチャーを採択した。


経済産業省は、以下の施策を行った。
・政策推進指針に則ったバイオ・イノベーション活性化戦略
の取りまとめ（平成２３年６月）の中において、バイオベン
チャー再活性プランを検討し、１０年後の創薬を担うベン
チャー起業促進のための事業イメージを作成した。
・イノベーション推進事業（独立行政法人新エネルギー・産業
技術総合開発機構）においてバイオベンチャーを採択した。
・ベンチャー支援拠点に整備した治験薬受託製造設備につ
いて、活動を開始。


厚生労働省は、以下の施策を行った。
・独立行政法人医薬品医療機器総合機構において、優れた
シーズを実用化につなげることができるようアカデミア、ベン
チャー等を対象として医薬品・医療機器開発に関する相談
に応じるため薬事戦略相談を開始。
・極めて患者数の少ない希少疾病を対象とした医薬品等の
開発に取り組むバイオベンチャー等への開発支援策につい
て検討。


Ｂ：実施済
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高齢者用
パーソナル
モビリティ
（個人用移
動装置）の
公道使用の
検討開始


警察庁
交通局
交通企画課


○　構造改革特別区域計画の一つとして、茨城県つく
ば市における「搭乗型移動支援ロボットの公道走行
事象実験事業」において当該ロボットの公道走行が
可能となるよう検討を開始し、平成23年３月に当該実
証実験において使用されるロボットに対して道路交通
法上の自動車の区分を定める内閣府告示を制定した
ほか、茨城県警察においては道路使用許可を実施す
るなど、実証実験を実施するために必要な措置を講
じた。


―
B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
つくば市における「搭乗型移動支援ロボット
の公道走行実証実験事業」に使用する４種
類（21台）に対して、公道走行が可能となる
よう特例措置を講じ、延べ123日に及ぶ実
証実験が実施されている（平成24年２月17
日現在）。


【ボトルネック・解決策】
つくば市における構造改革特別区域制度
を利用した「搭乗型移動支援ロボットの公
道実証実験」等の超小型モビリティに関す
る様々な実証実験の結果や、諸外国にお
ける法制度の状況等を踏まえ、望ましい利
活用場面を明確にした上で、検討する。


―


61


高齢者用
パーソナル
モビリティ
（個人用移
動装置）の
公道使用の
検討開始


－ B：実施済


63


開発状況に
応じた個別
の安全基準
及び認証体
型・インフラ
の整備、普
及策の実施


○平成23年度においても、引き続き、望ましい利活用場面
の検証等を目的とした超小型モビリティの実証実験を実施し
た。
○また、左記において講じた省令及び告示に基づき、平成
23年6月より当該ロボットが公道走行可能となるよう、道路運
送車両の保安基準の緩和を行った。


C：一部実施


【ボトルネック、解決策】
つくば市における構造改革特別区域
制度を利用した「搭乗型移動支援ロ
ボットの公道実証実験」等の超小型
モビリティに関する様々な実証実験
の結果や、諸外国における法制度の
状況等を踏まえ、望ましい利活用場
面を明確にした上で、超小型モビリ
ティが公道を走行できるよう検討する
必要がある。


国土交通省
自動車局
技術政策課


○平成22年度、超小型モビリティの望ましい利活用
場面の検証等を目的として、超小型モビリティに関す
る実証実験を実施した。
○また、構造改革特別区域計画の１つとして茨城県
つくば市における「搭乗型移動支援ロボットの公道走
行実証実験事業」において、当該ロボットの公道走行
が可能となるよう検討を開始し、平成23年3月に当該
ロボットに対して道路運送車両の保安基準の緩和の
措置を講じることができるよう、国土交通省令及び国
土交通省告示を制定した。


【2020年の成果目標の達成状況】
○平成22年度、全国６ヶ所（延べ、約250日
間、約30台を使用し、約400人が参加。）に
おいて、超小型モビリティに関する実証実
験を実施した。
○平成23年度、全国７ヶ所（延べ、約400日
間、約40台を使用し、約700人が参加。）に
おいて、超小型モビリティに関する実証実
験を実施した。
○「搭乗型移動支援ロボットの公道走行実
証実験事業」に使用する21台に対して、公
道走行可能となるよう措置を講じている。


○超小型モビリティの公道実証
実験等の様々な実証実験の結
果や、諸外国における法制度
の状況等を踏まえ、望ましい利
活用場面を明確にした上で、超
小型モビリティの規格、基準の
検討を実施。
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項目
番号 項目名 部局名 2010年度の実施状況 2011年度の実施状況 施策の進捗に対する自己評価 施策の成果・効果（数字） 加速化を図る施策


経済産業省製造
産業局
産業機械課


生活支援ロボット実用化支援プロジェクトに参加する
ロボットについて、リスクアセスメント結果を分析し、リ
スク低減手段を開発。


参加ロボットを１０体に倍増し、生活支援ロボットが稼働する
サービス分野について、安全検証を可能な対象範囲を拡大
させた。


C:一部実施


【ボトルネック、解決策】
対人安全性に関する国際標準が議
論中。この内容が安全性評価手法に
影響するため、生活支援ロボット実
用化支援プロジェクトでの成果を活
用し、議論を主導する。


【2020年の成果目標の達成状況】
基本安全性・評価手法の開発のため、事
業化検討中の先進的なロボット１０体につ
いて、議論中の国際標準に基づき試験方
法を開発し、安全に関するデータを収集・
分析した。


【ボトルネック、解決策】
対人安全性に関する国際標準に基づき、
安全性評価手法の開発・修正を行
う。


 ・生活支援ロボットに関する認
証事業の立ち上げ
 [概要]
 国内認証事業の開始に向けて
の検討の実施と体制の整備。


厚生労働省老健
局振興課


安全性の高い生活支援ロボット等の研究開発・実用
化を促進するため、企業や介護関係者等の意見交換
会を平成22年９月に開催した。


「福祉用具・介護ロボット実用化支援事業」（平成23年度予
算）において、理学療法士やエンジニア等の専門職からなる
評価チームにより、モニター調査の適性や開発コンセプトの
妥当性等について検証を行った。


B：実施済


平成23年度、試作段階の機器等（装着型
のロボット等）のモニター調査等の適性等
について検証を実施した。


※経産省が実施する安全に関するデータ
の収集・分析等と連携し、厚生労働省で
は、対人安全性の確立された技術につい
て、介護現場での利用に適しているか等検
証に取り組んでいる。


－


経済産業省製造
産業局
産業機械課


つくば市に生活支援ロボット安全検証センターを設立
し、ロボットが人間の生活空間で稼働するために必要
な安全検証試験を行える環境を整備。


生活支援ロボット安全検証センターにおいて、耐環境試験、
周囲環境認識試験、衝突試験等の試験を実施し、安全に関
するデータを収集。


C：一部実施


【ボトルネック、解決策】
対人安全性に関する国際標準が議
論中であり、このスケジュールが認証
体系整備時期に影響するため、引き
続き国際標準の早期策定を目指す。


【2020年の成果目標の達成状況】
個別の安全基準及び認証体系・インフラの
整備に向けて、事業化検討中の先進的な
ロボット１０体について、議論中の国際標
準に基づき試験方法を開発し、安全に関す
るデータを収集・分析した。


【ボトルネック、解決策】
対人安全性に関する国際標準に基づき、
ロボットの分類別の安全基準及び認証体
系整備を行う。


 ・生活支援ロボットに関する認
証事業の立ち上げ
 [概要]
 国内認証事業の開始に向けて
の検討の実施と体制の整備。


厚生労働省老健
局振興課


安全性の高い生活支援ロボット等の研究開発・実用
化を促進するため、企業や介護関係者等の意見交換
会を平成22年９月に開催した。


「福祉用具・介護ロボット実用化支援事業」（平成23年度予
算）において、モニター調査を行うことが適性等と確認された
機器について、モニター調査等を実施し、当該機器を介護現
場で使用する上での課題等について検証を実施。


B：実施済


「福祉用具・介護ロボット実用化支援事業」
について、平成23年度、試作段階の機器
等を用いモニター調査等を実施し、実用的
な機器の開発に資するスキームの構築を
図った。
　具体的には、装着型のロボット等のモニ
ター調査を実施し、介護現場とのマッチン
グ等検証を行った。


※経産省が実施する安全に関するデータ
の収集・分析等と連携し、厚生労働省で
は、対人安全性の確立された技術を高齢
者の具体的なニーズに対応したものとする
ため、開発現場と介護現場のニーズのマッ
チングに取り組んでいる。


－


62


生活支援ロ
ボットの基本
安全性・評
価手法の確
立、安全性
の確立した
ものについ
ての普及策
の検討


63


開発状況に
応じた個別
の安全基準
及び認証体
系・インフラ
の整備、普
及策の実施
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項目
番号 項目名 部局名 2010年度の実施状況 2011年度の実施状況 施策の進捗に対する自己評価 施策の成果・効果（数字） 加速化を図る施策


63


・開発状況に
応じた個別
の安全基準
及び認証体
系・インフラ
の整備、普
及策の実施


総務省
情報通信国際戦
略局
技術政策課研究
推進室


－


・脳の仕組みを活かし、日常生活における行動・コミュニケー
ション支援において必要となる簡単な動作や方向、感情など
を「強く念じる」ことで移動支援機器等に伝えることを日常的
に可能とする技術の研究開発を実施。並行して、当該技術
に関する倫理・安全面や標準化に関する社会調査等を実
施。


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
移動支援機器等における見通しの良い環
境での衝突回避機能の実現、安心かつ快
適な移動に関するパラメータを特定。


【ボトルネック、解決策】
2014年度末までに、特定の被験者に対し、
日常生活において数百ミリ秒で移動・運動
などの意図を推定する技術を確立。その
後、民間企業での高精度化や軽量化等の
応用開発、安全性評価等を実施したうえ
で、2020年度末までにアーリーアダプター
向けネットワーク型BMI移動支援機器の市
場展開を目指す。


-


64


未承認薬・
機器を提供
する医療機
関の選定と
ネットワーク
化


厚生労働省
医政局
研究開発振興課


・厚生労働省は、世界に先駆けてヒトに初めて新規薬
物・機器を投与・使用する臨床試験等を実施すること
により、未承認薬・機器を提供する早期・探索的臨床
試験拠点整備事業を拠点間ネットワークの構築も含
めて検討し、結論を得た。


・厚生労働省は、早期・探索的臨床試験拠点を公募し、5施
設を選定し、助成を行った。
・国際水準の臨床研究や医師主導治験を実施することによ
り、未承認薬・機器を提供し、また、多施設共同臨床研究の
中心的役割を担うことにより、ネットワークを形成し、エビデ
ンス創出のための臨床研究を実施する、臨床研究中核病院
の在り方について検討を行い、結論を得た。


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・2011年度に早期・探索的臨床試験拠点を
5カ所選定・整備を開始。ドラッグラグ、デバ
イスラグの解消に向けて、早期段階の治験
等を実施できる体制を構築すると共に、実
施に向けた準備が行われている。
・2012年度に臨床研究中核病院を5カ所選
定する予定である。


－


厚生労働省保険
局医療課


厚生労働省
医政局
研究開発振興課


●現行の先進医療制度の手続等の見直しについて、
中央社会保険医療協議会において、その具体的な内
容について平成22年10月から議論を開始。


（規制緩和について）
●現行の先進医療制度の手続等の見直しについて、中央社
会保険医療協議会において、その具体的な内容をについて
平成22年10月から平成23年５月まで８回にわたって議論が
行われ、結論を得た。
(結論の概要)
　○「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」
において医療上の必要制が高いとされた医薬品について、
新たに、海外の実績等から一定の安全性等が確認されてい
る抗がん剤については、開発企業の公募中等、長期間治験
が見込まれない場合に、これに係る技術を先進医療の対象
とする。
　○先進医療の対象技術の申請において、国内における実
績を満たさない場合であっても、申請された個々の技術や医
療機関の特性に応じて、先進医療の実施を認める。
　○現行の先進医療専門家会議及び高度医療評価会議に
おける審査の効率化、重点化を図ること等を目的として、両
会議における審査を一つの会議において行う。


（選定医療機関について）
●国際水準の臨床研究や医師主導治験を実施することによ
り、未承認薬・機器を提供し、また、多施設共同臨床研究の
中心的役割を担うことにより、ネットワークを形成し、エビデ
ンス創出のための臨床研究を実施する、臨床研究中核病院
の在り方について検討し、結論を得た。


（規制緩和について）
C：一部実施


（選定医療機関について）
Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
（規制緩和について）
具体的な実行については現在調整中であ
るが、制度の見直しについて平成23年５月
に中医協で結論を得た。


（選定医療機関について）
・2011年度に早期・探索的臨床試験拠点を
5カ所選定・整備を開始。ドラッグラグ、デバ
イスラグの解消に向けて、早期段階の治験
等を実施できる体制を構築すると共に、実
施に向けた準備が行われている。
・2012年度に臨床研究中核病院を5カ所選
定する予定である。


－65


上記医療機
関における
先進医療の
評価・確認
手続きの簡
素化


38







項目
番号 項目名 部局名 2010年度の実施状況 2011年度の実施状況 施策の進捗に対する自己評価 施策の成果・効果（数字） 加速化を図る施策


【2020年の成果目標の達成状況】
・2011年度に早期・探索的臨床試験拠点を
5カ所選定・整備を開始。ドラッグラグ、デバ
イスラグの解消に向けて、早期段階の治験
等を実施できる体制を構築すると共に、実
施に向けた準備が行われている。
・2009年度よりグローバル臨床研究拠点を
2カ所選定し、整備を行っている。拠点2カ
所においては、2011年度には、計22件の
国際共同研究を実施・支援。
・2011年度終了までに、橋渡し研究支援拠
点7拠点において、約１３シーズが治験へ
移行した。
・第2期プログラム「橋渡し研究加速ネット
ワークプログラム」の開始にあたり、６箇所
の橋渡し研究支援拠点及びこれらの拠点
をサポートする１機関を選定し、橋渡し研
究のさらなる加速に向けて準備を進めてい
る。


【ボトルネック、解決策】
・「新たな治験活性化5ヵ年計画」（いわゆる
「治験活性化5カ年計画」）の評価に関し
て、年度ごとの評価は毎年度実施していた
が、総括的な評価は2012年度に実施する
予定。


-


67


未承認医療
機器の臨床
研究に係る
薬事法適用
範囲の明確
化、医療機
器の開発・
製造に係る
法的論点の
整理と解決


厚生労働省医薬
食品局
審査管理課医療
機器審査管理室


監視指導・麻薬対
策課


「臨床研究において用いられる未承認医療機器の提
供等に係る薬事法の適用について」（平成22年3月31
日薬食発0331第7号）を発出し、臨床研究に用いるた
めに提供される未承認医療機器に対する薬事法の
適用範囲を明確化した。
さらに、「「臨床研究において用いられる未承認医療
機器の提供等に係る薬事法の適用について」に関す
る質疑応答集（Ｑ＆Ａ）について」（平成23年3月31日
薬食発0331第7号）を発出し、具体的な事例を示して
周知を図った。


医療上の必要性の高い医療機器等を速やかに使用できる
ようにするため、厚生科学審議会の医薬品等制度改正検討
部会において、2011年３月から10回にわたり議論がなされた
ところ。
2012年１月にとりまとめられた報告においては、当面の制度
見直しのみならず、薬事法等の必要な法制度の見直しにつ
いて引き続き検討すべきとされており、現在、制度改正につ
いて具体的な検討を進めている。
また、制度改正を伴わず改善できる事項についても、行政
（厚労省）の担当者と医療機器業界の実務者が技術的な検


討を具体的に行い、迅速に実施する場（※）
を設け、取組を進


めているところ。


※　医療機器規制制度タスクフォース


未承認医療機器の臨床研究に係る
薬事法適用範囲の明確化について
B：実施済


医療機器の開発・製造に係る法的論
点の整理と解決について
C：一部実施


【2020年の成果目標の達成状況】
平成25年度末までにデバイスラグを解消
すべく、本項目に加え、医薬品医療機器総
合機構の人員増強等の施策を実施してい
るところである。
また、「医療機器の審査迅速化アクションプ
ログラム」に基づき、毎年度医療機器の種
類に応じて、申請から承認までの標準的な
総審査期間を定めているところであり、新
医療機器及び改良医療機器（臨床試験
データが必要な場合）については、平成22
年度に達成すべきとして設定した目標を達
成しているところ。


【ボトルネック、解決策】
改良医療機器（臨床試験データが不要な
場合）と後発医療機器については、平成22
年度に達成すべきとして設定した目標を達
成出来なかったことから、より一層の審査
の迅速化を図るため、医療機器規制制度
タスクフォースにおいて取組を進める必要
がある。


引き続き制度改正や運用改善
について検討を行う。


66


「治験活性
化５カ年計
画」の評価、
早期臨床試
験の強化や
グローバル
臨床研究拠
点の整備を
含む「ポスト
治験活性化
５カ年計画」
の策定・実
施


厚生労働省
医政局
研究開発振興課


文部科学省研究
振興局ライフサイ
エンス課


・厚生労働省は、世界に先駆けてヒトに初めて新規薬
物・機器を投与・使用する臨床試験等の実施拠点と
なる早期・探索的臨床試験拠点整備事業の検討を行
い、結論を得た。
・厚生労働省は、国際共同臨床研究の実施体制を整
備するためグローバル臨床研究拠点(2カ所)に対し
て、助成を行っている。
・文部科学省は、「橋渡し研究支援推進プログラム」
において、実用化が期待される基礎研究成果を臨床
へ迅速に繋げるための橋渡し研究支援拠点の充実・
強化を目的に、全国に７箇所の拠点を整備している。


・厚生労働省は、早期・探索的臨床試験拠点を公募し、5施
設を選定し、助成を行った。
・厚生労働省は、国際共同臨床研究の実施体制を整備する
ためグローバル臨床研究拠点(2カ所)に対して、助成を行っ
ている。
・厚生労働省は、文部科学省と連携・協同して、2011年8月よ
り「臨床研究・治験活性化に関する検討会」にて検討を行
い、2012年3月、「臨床研究・治験活性化5か年計画2012」
（いわゆる「ポスト治験活性化5カ年計画」）を策定した。
・文部科学省は、「橋渡し研究支援推進プログラム」におい
て、実用化が期待される基礎研究成果を臨床へ迅速に繋げ
るための橋渡し研究支援拠点の充実・強化を目的に、全国
に７箇所の拠点を整備している。また、さらなる橋渡し研究
の加速に向けて、次年度から第2期プログラム「橋渡し研究
加速ネットワークプログラム」を開始することを検討し、関係
各省と連携・協働しながら準備を進めている。


C：一部実施
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項目
番号 項目名 部局名 2010年度の実施状況 2011年度の実施状況 施策の進捗に対する自己評価 施策の成果・効果（数字） 加速化を図る施策


・平成２２年度（２０１０年度）に７２人を増員（平成２２
年度末（２０１０年度末）の医薬品医療機器総合機構
の役職員数は６０４人）


・平成２３年度（２０１１年度）に４４人を増員（平成２３年度末
（２０１１年度末）の医薬品医療機器総合機構の役職員数は
６４８人）


Ａ：実施済かつ成果あり


【2020年の成果目標の達成状況】
・平成２３年度末（２０１１年度末）の医薬品
医療機器総合機構の役職員数は６４８人


【ボトルネック、解決策】
・ドラッグ・ラグ、デバイス・ラグの解消に向
けて、平成２４年度末（２０１２年度末）には
７３７人、平成２５年度末（２０１３年度末）に
は７５１人を目指し、引き続き増員を図って
いく。


-


・アカデミア、企業等との人材交流について、国立高
度専門医療研究センター、国立試験研究機関、大学
等との人材交流を進めた。また新たに４大学と連携
大学院協定を締結（計６大学）し、各大学に職員を客
員教授として配置した。


・アカデミア、企業等との人材交流について、国立高度専門
医療研究センター、国立試験研究機関、大学等との人材交
流を進めた。また新たに５大学と連携大学院協定を締結（計
１１大学）し、職員の客員教授としての配置、大学院生の修
学職員としての受け入れを進めた。


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・アカデミア、企業等との人材交流につい
て、国立高度専門医療研究センター、国立
試験研究機関、大学等との人材交流を進
める


【ボトルネック、解決策】
・ドラッグ・ラグ、デバイス・ラグの解消に向
けて、引き続きアカデミア、企業等との人材
交流を図っていく。


-


68


・医薬品医
療機器総合
機構の人員
増強、アカデ
ミア・企業等
との人材交
流


厚生労働省
医薬食品局


69


臨床評価ガ
イドライン等
の各種ガイド
ラインの策
定、アジア各
国の審査機
関への技術
協力の検討


厚生労働省医薬
食品局審査管理
課


下記の臨床評価ガイドライン等の策定等を実施した。
・感染症予防ワクチンの非臨床試験ガイドライン
・感染症予防ワクチンの臨床試験ガイドライン
・経口血糖降下薬の臨床評価方法に関するガイドラ
イン
・局所皮膚適用製剤(半固形製剤及び貼付剤)の処方
変更のための生物学的同等性試験ガイドライン
・抗うつ薬の臨床評価方法に関するガイドライン
・抗心不全薬の臨床評価方法に関するガイドライン


・平成１９年４月に韓国で開催された日中韓三国保健
大臣会合での合意を受け、平成２２年１０月に第３回
日中韓薬事関係局長級会合を開催し、東アジアで収
集された臨床データの評価・活用方法について協議
を行った。


・局長級会合のもとに設置されたワーキンググループ
において、日本のプロジェクト結果報告及び韓国のプ
ロジェクト「臨床試験分野に関連する情報交換」が設
置された。


・中国の薬事規制当局（SFDA)と平成22年７月に二国
間会合を開催し、ワーキンググループを設置、医薬
品の協力に関するプロジェクトを進めることとした。


下記の臨床評価ガイドライン等の策定等を実施した。
・腎性貧血治療薬の臨床評価方法に関するガイドライン
・パンデミックインフルエンザに備えたプロトタイプワクチンの
開発等に関するガイドライン
・睡眠薬の臨床評価方法に関するガイドライン


・平成23年１０月に第４回日中韓薬事規関係局長級会合及
びシンポジウムを開催し、東アジアで収集された臨床データ
の評価・活用方法について協議を行った。


・局長級会合のもとに設置されたワーキンググループにおい
て、日本のプロジェクトの成果が中間成果報告としてまとめ
られ、報告された。また、新たに中国のプロジェクトが設置さ
れ、「日中韓の地域臨床試験に関するガイドライン」をまとめ
ていくこととなった。


・平成23年８月に中国薬事規制当局（SFDA)との二国間会合
を開催し、新たにワーキンググループを設置し、医薬品・医
療機器に係る協力に関するプロジェクトを進めることとした。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・2010年度及び2011年度において、９つの
ガイドラインの臨床評価ガイドライン等の策
定等を実施した。
・パンデミックインフルエンザに備えたプロト
タイプワクチンの開発等に関するガイドライ
ンを参考に、細胞培養法を用いたインフル
エンザワクチンの実生産に向けた開発が
進められている。


・日中韓の三国間、中国との二国間におけ
る協力の枠組みが立ち上げられ、薬事分
野における協力を進めて行くことが可能と
なった。


【ボトルネック、解決策】
革新的な技術への対応を見据えたさらなる
対策として、平成２４年度予算事業で革新
的技術に対応した人材育成、ガイドライン
の早期作成を進める予定。


-
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項目
番号 項目名 部局名 2010年度の実施状況 2011年度の実施状況 施策の進捗に対する自己評価 施策の成果・効果（数字） 加速化を図る施策


71


医療データ
活用のため
の個人情報
の保護に関
する指針の
整備
・既存データ
ベースの活
用
・大規模医
療情報デー
タベースの
構築
・医薬品等
安全対策へ
の活用


厚生労働省医薬
食品局安全対策
課


厚生労働省政策
統括官付情報政
策担当参事官室


・医薬品の安全対策等における医療関係データベー
スの活用方策に関する懇談会において、医療データ
活用のための個人情報の保護に関する指針等の必
要な指針の整備について提言。


・計画どおり、大規模医療情報データベース基盤整備事業
（５年計画）を開始。対象とする10医療機関（グループを含
む）を選定し、このうち東大病院にシステムを構築する作業
を開始。


・既存データベースの活用として、医薬品医療機器総合機構
（PMDA）において、電子診療情報等を安全対策へ活用する
事業として「MIHARI Project」を実施。


C：一部実施
 
【ボトルネック、解決策】
・データベース構築作業と並行して、
協力医療機関や関係団体と調整しつ
つ医療データ活用のための個人情報
の保護に関する指針等の必要な指
針の整備を進めている。


【2020年の成果目標の達成状況】
・大規模医療情報データベースにより安全
性情報を解析・活用することを目指して、10
医療機関のうち、１医療機関のシステム開
発を実施。


【ボトルネック、解決策】
今後も引き続きデータベース構築作業を進
め、2013年度を目処に10拠点にデータ
ベースの構築を進める。


医療等の分野における個人情
報保護法の特別法について、
平成２５年の通常国会を目指し
て検討を進める。


72


革新的医薬
品・医療機
器を評価す
るための償
還価格制度
の見直し


厚生労働省保険
局医療課


【医薬品】
・平成22年度診療報酬改定において、革新的な新薬
の創出や適応外薬の開発等を目的に、特許期間中
の新薬のうち一定要件を満たすものに加算を行う「新
薬創出・適応外薬解消等促進加算」を試行的に導入
したところであり、この制度は国が適応外薬等の開発
を要請した企業にあっては、その開発に取り組むこと
が加算の条件となっている。
【医療機器】
・平成22年度診療報酬改定においても、保険財源の
重点的、効率的配分を行う観点から、革新的な新規
の医療材料について、イノベーションの評価を行うな
ど引き続き適切な評価を行うこととしたところである。
具体的には、我が国における新医療機器開発や実
用化に対するインセンティブを高めるため、補正加算
の要件の一部の表現について、わかりやすい表現に
改めたほか、保険適用の手続きが円滑に行われるよ
う、保険収載の迅速化等を行った。


【医薬品】
・平成24年度薬価制度改革において、革新的な新薬の創出
や適応外薬の開発等の促進を目的に、特許期間中の新薬
のうち一定要件を満たすものに加算を行う「新薬創出・適応
外薬解消等促進加算」の試行を継続することを決定した。


【医療機器】
・平成24年度診療報酬改定においても、保険財政の重点
的・効率的な配分を行うため、革新的な新規の医療材料に
ついては、イノベーションの評価を行うなど、引き続き適切な
評価を行うこととした。具体的には、我が国における新規医
療材料の開発や実用化に対するインセンティブを高めるた
め、補正加算の要件等について、新たな医療材料を開発す
る視点を考慮し、見直すこととした。また、我が国における医
療材料の上市までの期間が欧米と比べ長いこと等の課題が
指摘されていることを踏まえ、その改善を推進する観点か
ら、有用性が高い新規医療材料について、一定の条件を満
たす場合に、新規機能区分に追加してその有用性を評価す
る枠組みを試行的に導入した。


【医薬品】
Ａ：実施済かつ成果あり


【医療機器】
B:実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
平成24年度の薬価基準改定においては、
702品目の新薬が「新薬創出・適応外薬解
消等促進加算」の加算要件を満たし、加算
の対象とされた。


－


70


「日本発シー
ズの実用化
に向けた薬
事戦略相談
（仮称）」の
創設


厚生労働省医薬
食品局審査管理
課


-


優れたシーズを実用化につなげることができるよう、アカデミ
ア・ベンチャー等を対象とした医薬品・医療機器開発に関す
る相談に応じるための薬事戦略相談を、平成23年７月１日よ
り開始した。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
アカデミア・ベンチャー等を対象とした医薬
品・医療機器開発に関する相談に応じるた
めの薬事戦略相談を、平成23年７月１日よ
り開始した。


平成24年3月1日現在の申し込み数は、事
前面談151件、対面助言36件。


対面助言を実施することにより、各種試験
実施項目の明確化、今後の開発計画の策
定に寄与した。


【ボトルネック、解決策】
ドラッグ・ラグ、デバイス・ラグの解消に向け
て、引き続き薬事戦略相談事業を行う。


医薬品医療機器総合機構の人
員増強と質の向上を引き続き
実施する。
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項目
番号 項目名 部局名 2010年度の実施状況 2011年度の実施状況 施策の進捗に対する自己評価 施策の成果・効果（数字） 加速化を図る施策


73


国際医療交
流（外国人
患者受入
れ）のため
の、規制緩
和の検討・
実施、推進
体制・認証
制度創設の
検討・整備、
医療機関の
ネットワーク
化、海外医
療機関との
連携推進


経済産業省
商務情報政策局
ヘルスケア産業課


厚生労働省
医政局
総務課
医事課


国土交通省
観光庁
国際観光政策課


関係省庁
外務省
領事局
外国人課


法務省
入国管理局
入国管理企画官
室


文部科学省
研究振興局
研究振興戦略官
付


【外国人患者受入れ推進体制（プロモーションを含
む）の検討】
・外国人患者の受け入れを円滑化するための国際医
療コーディネート事業にかかる環境整備調査を実施。
・医療と連携した観光に関する海外調査事業・プロ
モーション調査事業を実施するとともに医療観光プロ
モーション推進連絡会を設置。


【医療言語人材の育成】
国際医療通訳育成講座（中国語、ロシア語、英語）東
京外国語大学で設置、医療機関での通訳実習を行っ
た。（平成22年10月～1月で全9回の講座を開催。）次
年度以降、大学の自主事業として展開が決定。


【「医療滞在ビザ」の設置】
・我が国での治療等を目的として訪日を希望する外
国人患者にとって利便性の高い医療滞在ビザ（最大
6ヶ月の滞在期間、必要に応じて数次ビザの発給や
同伴者の同行が可能など）を創設。
・我が国に相当期間滞在して入院し、医療を受けよう
とする外国人患者及びその付添人について、在留資
格「特定活動」をもって入国・在留することを認めるこ
ととした。


【外国人医師・看護師による国内診療等の規制緩和
の検討】
・外国医師が医療に関する知識及び技能の修得を目
的として診療に従事することを特例として認めている
臨床修練制度の活用を促進するため、平成23年2月
10日に「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第
17条等の特例等に関する法律施行規則（昭和62年厚
生省令第47号）」の改正等を行い、臨床修練の許可
申請書の添付書類の簡素化や臨床修練の許可に係
る審査期間の短縮等を行うこととした。
　また、①臨床修練制度の手続の簡素化、②年限
（現行2年間）の弾力化を行うこと、③国内での診療に
ついて臨床修練目的の場合だけでなく医療技術の教
授目的の場合や国際水準の共同研究目的の場合に
も認めること、について平成22年度末に厚生労働省
としての見直しの方針を取りまとめ、結論を得た。


【外国人患者受入れ推進体制（プロモーションを含む）の実
施】
・国際医療コーディネート事業等にかかる環境整備に向け、
海外での日本の医療に関する広報活動及び外国人患者の
受入実証調査を実施。
・医療観光に関する受入環境整備事業の実施。


【外国人患者受入れに資する医療機関認証制度の整備】
・外国人患者受入れに資する医療機関の認証制度を整備。
2012年度から制度の運用を開始予定。


【医療機関のネットワーク化】
・外国人患者の受入れを指向する国内医療機関のリスト化
及び国際医療コーディネート事業者とのマッチング。


【外国人医師・看護師による国内診療等の規制緩和の実施】
・臨床修練制度の見直しについて、社会保障審議会医療部
会で了解を得、できる限り早期に法案を提出するために詳
細な制度設計を進めた。
・平成23年2月10日に行った、「外国医師等が行う臨床修練
に係る医師法第17条等の特例等に関する法律施行規則（昭
和62年厚生省令第47号）」の改正等を平成23年4月1日から
施行した。


C：一部実施


【ボトルネック、解決策】
臨床修練制度の見直しについては、
社会保障審議会医療部会で議論さ
れた内容の一環として、「社会保障・
税一体改革大綱」（平成24 年２月17
日閣議決定）で、「平成24 年通常国
会以降速やかな法案提出に向けて、
関係者の意見を聴きながら検討す
る。」とされており、医療提供体制の
在り方の見直し全体の動向を踏まえ
る必要があるため。


【2020年の成果目標の達成状況】
・外国人患者からの主に治療を目的とした
訪日問い合わせは、２０１２年２月時点で約
１２００件（５９の国・地域より）


【ボトルネック、解決策】
・国際医療交流推進プラットフォームの構
築
・アジア等新興国の医療機関等の連携支
援
・臨床修練制度の更なる見直し
・医療と連携した観光について、先進的・モ
デル的プロジェクトの形成支援
による外国人患者の本格受入れ開始


【海外医療機関との連携推進】
・国内医療機関や機器メーカー
等が新興国の医療機関等と自
立的かつ継続的な連携を構築
するための拠点整備支援を実
施。（2012年度に前倒しして実
施）
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・2010年11月の横浜APECでは、FTAAPは、
ASEAN+3、ASEAN+6及びTPP協定といった、現在
進行している地域的な取組を基礎として更に発展さ
せることにより、包括的な自由貿易協定として追求
されるべきとされた。また、APEC首脳宣言である
「横浜ビジョン」において、「APECは、FTAAPに含ま
れるべき「次世代型」の貿易及び投資の問題を規定
し、整理し、そして対処することに重要な役割を果た
すことにより、FTAAPの育ての親（インキュベー
ター）として、重要で意義のある貢献を行うことが確
認された。


・ASEAN+3、+6については、2010年8月、ASEAN経
済大臣会合において、日本からASEAN+6に関する
東アジア経済統合の中長期的展望を示した、「イニ
シャル・ステップス」を提案。また、ASEAN+3、+6に
ついて、2010年9月、ASEANに設けられた4分野（原
産地規則、関税品目標、関税手続、経済協力）の
ワーキンググループにおける議論を対話国も交え
て開始。


・日中韓FTAについては、2010年5月に産官学共同
研究を開始。


・日韓EPAについては、2010年5月の日韓首脳会談
において、交渉再開に向けたハイレベルの事前協
議を行うことで一致し、同年9月に局長級の事前協
議を行った。


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
「包括的経済連携に関する基本方針」に基づき、
FTAAPの実現、21世紀型の貿易・投資ルールの形
成に向け、主導的役割を果たすべく、より幅広い国・
地域と高いレベルの経済連携を戦略的かつ多角的
に推進した。
具体的には、2012年3月の日・ペルーEPAの発効、
日豪EPA交渉の推進、日韓EPA、日中韓FTAなどの
交渉の早期再開・立ち上げに向けた取組など、より
幅広い国々と高いレベルの経済連携を戦略的かつ
多角的に進めている。
日ペルーEPAが発効したことにより、我が国の貿易
額におけるFTA比率（注：FTA相手国（発効国及び
署名済国）との貿易額が貿易総額に占める割合）
は、約18.5%から約18.7%となった。左記の日豪EPA、
日韓EPA、日加EPA、日中韓FTAが仮に締結された
場合には、FTA比率は約51.2%となる。
また、アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）に向けた
道筋の中で唯一交渉が開始されている環太平洋
パートナーシップ（TPP）協定については、上記基本
方針に基づき、情報収集及び国内での検討・議論
が進められてきたところであるが、2011年11月、野
田総理大臣は記者会見で、TPP交渉参加に向けて
関係国との協議に入ると述べ、同月のAPEC首脳会
議の際に、その旨を関係国に伝えた。同年12月24
日、「日本再生の基本戦略」において、交渉参加に
向けて関係国との協議を進め、各国が我が国に求
めるものについて更なる情報収集に努め、十分な国
民的議論を経た上で、国益の視点に立って、TPPに


－


・2011年APEC首脳宣言である「ホノルル宣言」で
FTAAPに含まれるべき「次世代型」貿易・投資課題
への取組として、(1) イノベーション政策が貿易・投
資を制限することを防ぐための効果的・無差別・市
場主導型のイノベーション政策の共通原則及び(2)
中小企業のグローバル生産網への参加の促進など
に合意。


・ASEAN+3、+6については、2011年8月、 ASEAN関
連経済大臣会合にて、日中共同で「EAFTA及び
CEPEA構築を加速化させるためのイニシアティブ」
として、貿易投資・自由化に向けた作業部会の設置
を提案し、各閣僚から歓迎された。同年11月、
ASEAN関連首脳会議において、日中共同提案を踏
まえ、物品貿易、サービス貿易、投資の3つの新た
な作業部会を設置する方向となった。


・日中韓FTAについては、2011年12月に産官学共
同研究を完了。研究の成果は日中韓サミットに報告
されることになった。


・日韓EPAについては、2011年5月に第2回局長級
の事前協議を行った。また、2011年10月の野田総
理訪韓の際に、野田総理から、可能な限り早期に
日韓EPA交渉再開に合意したいと述べ、日韓双方
で交渉再開に必要な実務的作業を本格的に行うこ
とで一致した。


・日ペルーEPAについては、2011年5月に署名、
2012年3月に発効。


・日豪EPAについては、2011年12月に第13回、2012
年2月に第14回交渉会合を開催。


新成長戦略全体フォローアップ  調査票（Ⅲアジア経済戦略）


加速化を図る
施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名項目
番号


－


２０１０年１１月以降、本フォローアップ調査票「75　Ａ
ＰＥＣエコノミーとの交渉」「76　ＡＰＥＣ域外国との交
渉」「77　経済連携強化のための国内制度改革等の
実施」のとおり成果があった。


Ａ：実施済かつ成
果あり


－
・２０１０年１１月９日に「包括的経済連携に関する基
本方針」を閣議決定した。


内閣官房
副長官補
付
外務担当


75
APECエコノ
ミーとの交渉


外務省
経済局
経済連携
課


包括的経済
連携に関す
る基本方針
の策定
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加速化を図る
施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名項目
番号


・日豪EPAについては、2010年4月に第11回、2011
年に2月に第12回交渉会合を開催。


・日加EPAについては、2011年3月、第１回共同研
究会合を開催。


・2010年11月、「包括的経済連携に関する基本方
針」において、TPP協定については、情報収集を進
めながら対応していく必要があり、国内の環境整備
を早急に進めるとともに、関係国との協議を開始す
ることを決定。


ついて結論を得ることを決定。加えて、東アジア自
由貿易圏（EAFTA）構想、東アジア包括的経済連携
構想（CEPEA）構想については、同月に開催された
ASEAN関連首脳会議において、野田総理大臣か
ら、TPPだけではなく、ASEAN+3（日中韓）、
ASEAN+6（日中韓、オーストラリア、ニュージーラン
ド、インド）をベースにした経済連携の枠組み作りに
も、我が国が先頭に立って貢献することを主張し、
多くの国から賛同を得た。
現段階におけるTPP交渉参加国との貿易額を、FTA
比率に含めると、約35.6%、ASEAN+6（ASEAN+3）域
内国を含めると、約49.8%、TPP交渉参加国及び
ASEAN+6（ASEAN+3）域内国の双方を併せると約
62.5%となる。


・日加EPAについては、2011年4月に第2回共同研
究会合、同年7月に第3回共同研究会合、2012年1
月に第4回共同研究会合を開催。同年3月、共同研
究報告書の発表及びその前向きな結論を受け、日
加首脳会談でEPA交渉入りに合意。


・2011年11月、野田総理大臣は記者会見で、TPP
交渉参加に向けて関係国との協議に入ると述べ、
同月12-13日にホノルルで開催されたAPEC首脳会
議の際に、その旨を関係国に伝達。同年12月24
日、「日本再生の基本戦略」において、交渉参加に
向けて関係国との協議を進め、各国が我が国に求
めるものについて更なる情報収集に努め、十分な
国民的議論を経た上で、国益の視点に立って、TPP
について結論を得ることを決定。2012年1月にベトナ
ム、ブルネイ、ペルー、チリ、2月にシンガポール、マ
レーシア、豪州、ニュージーランド、米国に関係省庁
担当者を協議のため派遣。


－


【2020年の成果目標の達成状況】
ドーハ・ラウンド交渉及びWTOを中心とする多角的
貿易体制の維持・強化のため、積極的に交渉に取
り組んだ。
また、包括的経済連携に関する基本方針に基づき、
アジア太平洋地域以外の 大の貿易パートナーで
あるEUとの間では、現在、スコーピング作業を行っ
ている。加えて、ドーハ・ラウンド交渉、アジア太平
洋地域の地域統合及び主要国との経済連携強化
の取組などの進捗状況を見極めつつ、その他のア
ジア諸国、新興国、資源国等との関係においても、
経済的観点、さらには外交戦略上の観点から総合
的に判断の上、EPAの締結を含めた経済連携関係
の強化を積極的に推進している。例えば2011年8月
に日・インドEPAが発効し、2012年3月の日モンゴル
首脳会談においてEPA交渉の開始に一致するな
ど、2国間の経済連携関係の強化を積極的に推進し
た。
日印通商関係では、日本側における日印EPAに基
づく原産地証明書（EPAに基づく特恵関税を享受す
るために必要）発給件数が日印EPA発効時（平成23
年8月）には1ヶ月あたり439件であったのが、平成24
年度3月には1ヶ月あたり1367件となっており、EPA
の利用が進んでいる。
また、現在の我が国の貿易額におけるFTA比率に
ついては、インドとのEPAが発効したことにより、
17.4%から18.5%に増加した（当時）。
現在の我が国のＦＴＡ比率に、左記モンゴル、EU、コ
ロンビアとの貿易額を加算すると、29.2%となる。


B：実施済


・WTOドーハ・ラウンド交渉の2011年中の妥結を目
指し、年初から集中的な議論が行われたが、先進
国と新興国の間の溝を埋めることはできず、5月に
年内の一括妥結を断念した。その後、後発開発途
上国（LDC）向けの優遇措置を中心とするパッケー
ジとして部分合意が目指されたが、7月末にはこの
部分合意についても断念した。このような経緯を受
け、WTO第8回閣僚会議においては、当面一括妥結
の見込みは少ないことを認めつつも、 終的な一括
妥結は断念しないこと及び部分的な先行合意等の
「新たなアプローチ」を探求することが合意された。


・日印EPAについては、同年8月に発効。


・日モンゴルEPAについては、2012年3月の首脳会
談において、EPA交渉を開始することで一致。


・日EU・EPAについては、合同ハイレベルグループ
における作業が完了したことを踏まえ、2011年5月
の日EU定期首脳協議において、EPAに向けた「交
渉のためのプロセス開始」に合意。この合意に基づ
き、交渉の大枠（範囲と野心のレベル）を定める「ス
コーピング」の作業を実施。


・日・コロンビアEPAについて，2011年9月の日・コロ
ンビア首脳会談で共同研究の立ち上げにつき一
致。同年11月及び2012年2月に共同研究会合を開
催。


・WTOドーハ・ラウンド交渉については、2010年の
APECにおいて、日本は議長として交渉の進展に積
極的な役割を果たした。6月の貿易担当大臣会合
（於：札幌）及び11月の閣僚会議（於：横浜）では、
ドーハ・ラウンド交渉の早期妥結及び保護主義抑止
に関する声明が発表された他、11月の閣僚・首脳
会議（於：横浜）では、2011年が交渉妥結にとって極
めて重要な「機会の窓」であることが確認され、交渉
を加速化させる必要性についての認識が共有され
た。


・日印EPAについては、2010年10月のシン首相訪日
時の日印首脳会談の際に、両国首脳間で交渉完了
を確認。2011年2月に署名。


・日モンゴルEPAについては、2010年10年にEPA官
民共同研究を立ち上げ、同年6月及び11月に共同
研究会合を開催。2011年3月に共同研究が終了し、
両国首脳に対しEPA交渉の早期開始を提言する報
告書を公表。


・日EU・EPAについては、2010年4月の日EU定期首
脳協議の合意に基づき、合同ハイレベルグループ
を設置し、日EU経済関係の包括的な強化及び統合
に向けた「共同検討作業」を実施。同年10月の日EU
首脳協議において同作業の中間報告を行い、同年
11月の首脳協議にて一定の進展を確認。


外務省
経済局
経済連携
課


APEC域外国
との交渉
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加速化を図る
施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名項目
番号
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【2020年の成果目標の達成状況】
・財務省では、従来よりおおむね3年毎に輸入手続
きの所要時間調査を実施している。これまでの貿易
関連手続を円滑化する施策により、通関所要時間
は大きく短縮している。
例えば、海上輸入貨物に係る平均通関所要時間に
ついては、平成3年において26.1時間であったのが、
平成21年において3.1時間まで短縮している。なお、


新の調査結果（平成24年）については現在集計
中であり、本年7月中を目途に公表予定である。
また輸出貨物に係るいわゆる「保税搬入原則」の見
直し等については、平成23年（10月から12月まで）
において、約45％の輸出申告が保税地域への貨物
搬入前に行われており、これにより円滑化が図れて
いる。
海外への技術協力も積極的に行っており、ベトナム
へのNACCS型システム導入に向けた作業（2014年
３月に新システム稼働予定）が遅滞なく進んでいる
が、現在、システム構築段階であり、現時点でその
成果を定量的に示すことは困難である。
輸出入が大きく拡大している中（輸出入申告件数
は、平成13年の23,251千件から、平成23年には
34,837千件まで拡大）、引き続き貿易関連手続の一
層の円滑化を進め、輸出入の拡大を図る。


・輸出貨物に係るいわゆる「保税搬入原則」の見直
し等については、輸出申告を、適正通関を確保しつ
つ、保税地域への貨物搬入前に行えることとする内
容を盛り込んだ関税法改正案が、2011年３月31日
に成立した（当該部分は同年10月１日施行）。


・海上コンテナー貨物に係る積荷情報の事前報告
制度の早期化、詳細化及び電子化について、関係
事業者ヒアリング及び検討を実施した。


・平成23年3月に、空港の入出港関係手続のシング
ルウィンドウ業務の見直しを行った。


・NACCSと動植物検疫や食品衛生手続などの関係
省庁システムとの統合については、それぞれのシス
テムの更改次期を捉えて行うこととして、関係省庁
の間で協議を進め、平成25年10月に統合することと
した。


・ADBを通じた2,500万ドル規模の資金を用いた支
援策を表明する他、ASEAN諸国を中心としたアジア
における貿易円滑化の取組の中核的概念として、
通関システム構築やAEO制度導入等を柱とする「ア
ジア・カーゴ・ハイウェイ」構想を日ASEANの関税局
長間で合意した。


・輸出貨物に係るいわゆる「保税搬入原則」の見直
し等については、2011年10月１日より実施した。


・海上コンテナー貨物に係る積荷情報の事前報告
制度の早期化、詳細化及び電子化について、2012
年通常国会に法案を提出・成立した。


・輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)の出
港許可通知書の出力様式を、国際民間航空機関(Ｉ
ＣＡＯ)ルールに準拠した様式に変更した。


・ベトナムへのNACCS型システム導入に向けた作
業を開始した。その他、システム構築やAEO制度導
入等の先進的取組みの土台となる評価・分類を始
めとした基礎的税関分野での技術協力を実施した。


・ASEAN各国税関当局との間で、当面の支援内容
について合意し、その一部について実施に移しつつ
ある。代表的な案件としては、ベトナムへのNACCS
型システムの導入がある。


C：一部実施


【2020年の成果目標の達成状況】
関税の削減・撤廃については、日印CEPAは2006年
貿易統計に基づき、二国間貿易額ベースで93%以上
の関税を撤廃、 日ペルーEPAは2008年貿易統計に
基づき、二国間貿易額ベースで99%以上の関税を撤
廃することとなった。


【ボトルネック、解決策】
2020年の成果目標の実現に向け、今後とも、「包括
的経済連携に関する基本方針」に基づき、高いレベ
ルの経済連携に必要となる競争力強化等の抜本的
な国内改革を関係各府省で連携・協力して先行的
に推進していく。


C：一部実施


・関税の削減・撤廃については、日印、日ペルー
EPAの発効に伴い、関税・非関税分野での自由化
を鋭意実施。


－ －


－


経済連携強
化のための
国内制度改
革等の実施


外務省
経済局
経済連携
課


財務省
関税局
総務課
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経済連携強
化のための
国内制度改
革等の実施
（関税の削
減･撤廃、基
準認証制度
の国際調和
化、人の移
動に関する
制限の緩
和、投資規
制（サービス
分野等）の
自由化・緩
和、政府調
達市場の透
明性向上、
知的財産権
の保護強
化、検疫体
制の強化、
貿易関連手
続の一層の
円滑化、
セーフティ
ネットの強
化、国内対
策の実施
等）
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加速化を図る
施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名項目
番号


－77
検疫体制の強化のために、2011年度には、2010年
度と比較し、検疫官を8名増員した。


－
増員した体制により、船舶58,038隻及び航空機
157,162機（平成23年速報値）に対して適切な検疫な
どを実施した。


C：一部実施


厚生労働
省
食品安全
部
企画情報
課
検疫所業
務管理室


経済連携強
化のための
国内制度改
革等の実施
（関税の削
減・撤廃、基
準認証制度
の国際調和
化、人の移
動に関する
制限の緩
和、投資規
制（サービス
分野等）の
自由化・緩
和、政府調
達市場の透
明性向上、
知的財産権
の保護強
化、検疫体
制の強化、
貿易関連手
続の一層の
円滑化、
セーフティ
ネットの強
化、国内対
策の実施
等）
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加速化を図る
施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名項目
番号


－


農林水産
省
消費・安
全局
動物衛生
課
国際衛生
対策室、
植物防疫
課
検疫対策
室


－


・植物検疫の一層の強化・徹底を図り、2011年度に
は
　①イモゾウムシ及びアリモドキゾウムシ（鹿児島県
指宿市）
　②カンキツグリーニング病菌（鹿児島県喜界島）
の根絶を達成。


・動物検疫の一層の強化・徹底を図り、2010年４月
に宮崎県で発生した口蹄疫について、2011年２月に
ワクチン非接種清浄国に復帰して以降、我が国へ
の侵入を防止。


－


・東アジアでの植物品種保護制度の運営が不十分
な国（７カ国）において、審査対象植物数を平成２０
年度比で２割以上増加（単位：国数）。現時点では、
４カ国が達成している。


C：一部実施


・東アジア植物品種保護フォーラム推進事業にて、
第４回本会合（インドネシア）の開催支援、日本にお
ける集中研修プログラム、審査・栽培試験技術の調
和に関する技術研修会等を実施。


－


農林水産
省
食料産業
局
新事業創
出課


経済連携強
化のための
国内制度改
革等の実施
（知的財産
権の保護強
化）


・2011年3月、検疫対象病害虫の明確化等、国際基
準との調和を図る制度改正を実施することにより輸
入植物検疫を強化し、同年9月に施行（検疫対象病
害虫として724種を指定）。


・2011年４月の家畜伝染病予防法改正により、水際
検疫措置の強化を図る観点から、海外からの入国
者に対する質問や必要に応じた携帯品の消毒、航
空会社や空港等に対する協力の要請等の規定が
追加され、同年10月から施行。


・家畜防疫官の増員や検疫探知犬の導入など検疫
体制を強化。


C：一部実施


77


経済連携強
化のための
国内制度改
革等の実施
（検疫体制
の強化）
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加速化を図る
施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名項目
番号


・経済連携強化のための国内制度改革等の観点か
ら、WTO/TBT協定（貿易の技術的障害に関する協
定）に従い、日本工業規格（JIS）の制定・改正を行う
際に、関連する国際規格が存在する場合は、これ
に整合化させた。


・主要国・地域との間での高いレベルの経済連携強
化に向けて、「国を開く」という観点から、農業分野、
人の移動分野及び規制制度改革分野において、適
切な国内改革を先行的に推進することを『包括的経
済連携に関する基本方針』において閣議決定。
（2010年11月9日）


・人の移動については、「人の移動に関する検討グ
ループ」（2010年11月設置）においてインドネシア及
びフィリピンとのEPAに基づく受入れについて、昨年
8月に在留期限を迎える看護師候補者の取扱いを
中心に議論し、受入れ当初十分な支援を受けられ
なかった候補者（インドネシアの第一陣及び第二陣
フィリピンの第一陣）を対象に、一定の条件の下、1
年間滞在期間を延長する旨閣議決定（2011年3月
11日）


インドネシアに
ついては，看
護実務能力強
化プロジェクト
（JICA）を本年
5月を目途に
立ち上げ、5大
学を対象に協
力を開始予
定。ベトナムに
ついては、訪
日前研修を適
切に実施す
る。


【2020年の成果目標の達成状況】
・関税の削減・撤廃については、日印ＣＥＰＡは2006
年貿易統計に基づき、二国間貿易額ベースで93%以
上の関税を撤廃、 日ペルーＥＰＡは2008年貿易統
計に基づき、二国間貿易額ベースで99%以上の関税
を撤廃することとなった。


・人の移動について、
１．インドネシア及びフィリピンにおける訪日前研修
（105参照）


２．ベトナムからの候補者受入れ（2011年10月の日
越首脳会談で決定）
本年4月中を目途に受入れに係る法的文書（交換公
文）署名を目指し調整中。（日本語能力関連は、105
参照）


３．帰国後支援（再チャレンジ支援）
　インドネシアで、2011年10月、大使による感謝状
手交、就職説明会を実施。厚労省が在インドネシア
大使館で模擬試験を実施した他、国家試験対策のe
ラーニングを開始。今後、フィリピンでも支援を開
始。


４．我が国看護・介護への理解促進の取組
（105参照）


【ボトルネック、解決策】
・候補者の日本語能力の強化を含む受入れ制度の
改善のため、引き続き日本語研修の充実、滞在期
間の延長などの措置をとる。


・関連国際規格が存在するJISの国際規格との整合
化率は９６．８％（平成２４年３月）であり、積極的に
整合化を図った。


C：一部実施


・関税の削減・撤廃については、日印、日ペルーＥＰ
Ａの発効に伴い、関税・非関税分野での自由化を鋭
意実施。


・人の移動については、「経済連携協定（EPA）に基
づく看護師・介護福祉士候補者の受入れ等につい
ての基本的な方針」を策定（2011年6月）し、同方針
に基づき以下の施策を実施。
１．インドネシア及びフィリピンにおける訪日前研修
（105参照）
２．ベトナムからの候補者受入れ
３．帰国後支援（再チャレンジ支援）
４．我が国看護・介護への理解促進の取組（105参
照）


・2010年度同様、JISの制定・改正を行う際に、関連
する国際規格が存在する場合は、これに整合化さ
せた。


総務省


外務省


財務省


厚生労働
省


農水省


経済産業
省
通商政策
局
経済連携
課


国土交通
省


経済連携強
化のための
国内制度改
革等の実施


77
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加速化を図る
施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名項目
番号


Ｃ：一部実施


政府調達協定（GPA）改正交渉が、2011年（平成23
年）12月に行われたWTO/GPA改正交渉関係閣僚
会合において妥結した。


主な想定される効果


１）世界で約８００億ドル（WTO事務局試算）の新た
な政府調達市場が加盟国に開放される。


２）開発途上国の加盟に対する特別な取扱いによ
り、新規加盟による市場拡大が促進される。


３）電子的手段の活用により、調達手続きが簡素化
される。


－77


アジア経済
戦略
～FTAAP（ア
ジア太平洋
自由貿易
圏）の構築を
通じた経済
連携戦略～
>経済連携
強化のため
の国内制度
改革等の実
施（関税の
削減・撤廃、
基準認証制
度の国際調
和化、人の
移動に関す
る制限の緩
和、投資規
制（サービス
分野等）の
自由化・緩
和、政府調
達市場の透
明性向上、
知的財産権
の保護強
化、検疫体
制の強化、
貿易関連手
続きの一層
の円滑化、
セーフティ
ネットの強
化、国内対
策の実施
等）


国土交通
省総合政
策局国際
政策課


WTO政府調達協定（GPA）改正交渉を行った。


・WTO政府調達協定（GPA）改正交渉を行った。


・政府調達協定（GPA）改正交渉が、2011年（平成
23年）12月に行われたWTO/GPA改正交渉関係閣
僚会合において妥結した。
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加速化を図る
施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名項目
番号


【2020年の成果目標の達成状況】
・関係府省と連携して、戦略分野における競争力強
化の礎となる国際標準化の取組を進め、以下の成
果を得た。
①国際標準化の獲得
・水分野において、再生水利用のためのマネジメン
ト規格を2013年10月目途で国際標準化する見込み
となった。
・エネルギーマネジメント分野（燃料電池）において、
定置式システムの性能評価法を2011年10月に国際
標準化済み。また、燃料電池自動車用水素燃料の
仕様を2012年6月目途で国際標準化する見込みと
なった。
・ロボット分野において、生活支援ロボットの対人安
全性規格を2013年目処で国際標準化する見込みと
なった。
②フォーラム標準化の推進
・エネルギーマネジメント分野（LED照明）において、
日米仏が共同して新設したフォーラムで、性能評価
方法の国際共同試験の実施体制を構築した。
・コンテンツメディア分野（クラウド）において、データ
センタの省エネ評価指標を2012年度中にフォーラム


標準化する見込みとなった。
③重要会議の日本での開催
・2014年のIEC（国際電気標準会議）大会の東京開
催が決定した。
・2011年12月にＩＴＵ（国際電気通信連合）デジタル
サイネージワークショップを東京で開催した。


・国際標準化機関における幹事国引受件数は2011
年12月で90件（2009年12月は74件）となった。


・産業競争力
強化のため次
世代の産業モ
デルを踏まえ
て策定された
国際標準化戦
略を着実に実
行する。具体
的には、標準
化活動におけ
る海外との連
携や認証体制
の強化を図
る。
・各分野に関
係する政府職
員を主な対象
として、関係府
省の協力を得
ながら、国際
標準化戦略に
ついての研修
を実施し、産
業競争力強化
に向けた国際
標準化体制を
強化する。
・経済産業省
において、迅
速な国際標準
化提案を行う
ことを可能に
する、新たな
国際標準化提
案制度（トップ
スタンダード制
度）を構築す
る。


・関係府省と連携しつつ、国際標準化戦略タスク
フォースを合計13回開催し、7つの重点分野におけ
る国際標準化戦略の実行状況をフォローアップする
とともに、グローバル市場の環境変化、オープン・イ
ノベーションの進展を強く意識し、国際標準化戦略
（アクションプラン第3弾）を策定した。
・関係府省と連携しつつ、議長・幹事国業務の増加
に向けた取組を進めるとともに、日本提案の国際標
準化（例：燃料電池分野における性能試験法や安
全性、蓄電池分野における安全性）を進めた。
・内閣官房主催で、関係府省幹部の参加を得て国
際標準化セミナー（約100人が参加）を開催した。
・総務省において、標準化活動を後押しするため我
が国に国際標準化会合やイベントを招致し、関係者
との意見交換などを実施した。
・経済産業省において、環境面を始め優れた都市イ
ンフラに関する国際標準化を我が国提案で進め、
標準化機関で議長・幹事を獲得する見込みが立っ
た。また、ISO（国際標準化機関）やIEC（国際電気
標準会議）における我が国代表の新任の国際幹事
に対する指導・助言を行った。


B：実施済


内閣官房
知財事務
局
内閣府科
技部局
総務省情
報通信国
際戦略局
通信規格
課
文部科学
省科学技
術・学術
政策局政
策課、研
究振興局
振興企画
課、研究
開発局開
発企画課
厚生労働
省大臣官
房厚生科
学課
農林水産
省食料産
業局新事
業創出課
経済産業
省産業技
術環境局
基準認証
政策課
国土交通
省総合政
策局政策
課
環境省
水・大気
環境局環
境管理技
術室
外務省経
済局知的
財産室


・関係府省と連携しつつ、国際標準化戦略タスク
フォース会合を合計22回開催し、我が国の7つの重
点分野（先端医療、水、次世代自動車、鉄道、エネ
ルギーマネジメント、コンテンツメディア及びロボッ
ト）で、我が国の産業競争力強化のため、国際標準
化ロードマップを含む国際標準化戦略（アクションプ
ラン第2弾）を策定した。
・内閣官房主催で、関係府省幹部の参加を得て国
際標準化セミナー（約100人が参加）を開催した。
・経済産業省において、ISO（国際標準化機関）や
IEC（国際電気標準会議）における我が国代表の新
任の国際幹事に対する指導・助言を行った。また、
大学における標準化教育の導入・実施の支援を
行った。また、生活支援ロボットの安全性を認証す
るために必要となる評価技術の研究開発センター
を世界に先駆けて設立した。
・国土交通省において、水分野で、国際標準化を担


務とする担当者の増強を行い、体制を強化するとと
もに、鉄道分野で、「鉄道国際規格センター」を設立
し、国際標準化に向けた体制を強化した。


78-
80


・特定戦略
分野におけ
る国際標準
獲得のため
のロードマッ
プ策定（国際
標準化人財
の育成）
（2010年度)
・国際標準
獲得のため
の体制整備
強化（議長・
幹事国業務
の増加、日
本発の規格
提案の増
加）（2011年
度）
・戦略分野に
おける国際


標準獲得
（パッケージ
型インフラ海
外展開への
貢献）（2013
年度までに
実施すべき
事項）
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加速化を図る
施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名項目
番号


81


・日本の良い
規制・規格、
社会セーフ
ティネット等
のアジア普
及のための
ロードマップ
の策定


総務省情
報通信国
際戦略局
情報通信
政策課
国際協力
課


・「ICTグローバル展開の在り方に関する懇談会」を
設置。日本の優れたICTをグローバル展開するため
の具体的な方策等について検討を開始。


・「ICTグローバル展開の在り方に関する懇談会」に
おいて、2015年度を目標年度としたASEANスマート
ネットワークをはじめとするアジアにおけるＩＣＴ利活
用システムの海外展開の重点分野及び普及展開
のロードマップを策定。


・ロードマップを踏まえ、ベトナムをはじめとするメコ
ン地域及びインドネシアにおいて、防災システム、セ
ンサーネットワークのICT利活用システムの導入に
関する調査研究、実証実験を実施。


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・ＩＣＴ利活用システムのアジア普及のためのロード
マップ策定に加え、当面の海外展開の重点対象国
であるベトナムをはじめとするメコン地域及びインド
ネシアにおいて、日本の提案するICT利活用システ
ムの導入に向け、調査研究、実証実験を実施する
など、安全・安心なアジア社会を実現させるための
ステップが着実に推進されている。


【ボトルネック、解決策】
・安全・安心なアジア社会の実現に向けたICT利活
用システムの普及にあたっては、相手国の実情を
踏まえた案件の形成、支援策等が必要であることか
ら、今後も官民一体となった取組を推進する。


－


【2020年成果目標の達成状況】
2011年度に実施した左記のJICA研修を通じ、各国
からの研修員が我が国で得た知識や技術を活用し
て自国の各方面の行政活動等にあたることにより、
日本の規制・企画等の普及に貢献することが期待さ
れる。


【ボトルネック、解決策】
これら2011年度中に実施した研修事業については、
対象国への協力プログラム等の一要素として整理さ
れており、全体の評価の中でその効果の検証が行
われる等するため、具体的な効果については、今後
随時実施される評価の中で確認していく。


B：実施済


・関連するJICA課題別研修を51コース実施。アジア
地域18か国から282人が参加。


・関連分野の技術協力案件を開始、継続実施。
案件例：
カンボジア「REDD+戦略政策実施支援プロジェクト」


－
81
82


外務省
国際協力
局
国別開発
協力第一
課


－


(日本の良い
規制・規格、
社会セーフ
ティネット等
のアジア普
及のための
ロードマップ
の策定）
受入研修、
専門家派
遣、法制度
整備支援、
相互承認
（MRA）の推
進
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81 －Ｂ：実施済


２０１１年度末までに１２ヵ国に対して日本の知見を
生かした協力を行った。


１  労働者の健康確保事業について、４課題のうち３
課題で「非常に高い水準」「高い水準」(ILOによる自
己評価）で事業が実施された。


２　ASEAN・日本社会保障ハイレベル会合：アン
ケート評価の平均値（会合参加者へのアンケート調
査において「会合が有効だった」とする評価）→
4.3/5点中（平成23年度）


日本の良い
規制・規格、
社会セーフ
ティネット等
のアジア普
及のための
ロードマップ
の策定


厚生労働
省大臣官
房国際課


１　アジア社会セーフティネット構築支援プログラム
の開始


２０１１年４月より、格差是正、貧困削減等のアジア
の抱える課題に対して、我が国の蓄積する社会的
なセーフティネット（失業保険、医療保険、積極的労
働市場政策、労使紛争解決制度等）構築の経験及
び知見を活用し、以下の①～④を重点とし、アジア
地域における、リスクに対して脆弱な人々、とりわ
け、低所得者、女性、障害者等に対する社会セーフ
ティネット制度構築のための支援を実施した。 実施
体制は、ＩＬＯを活用した支援について拠出金事業・
基金、ＡＳＥＡＮ事務局との協働による支援について
基金の設置・ＡＳＥＡＮ社会保障ハイレベル会合の
充実、国内国際協力団体を活用した支援について
公募型補助金による草の根事業である。
①失業時等の所得保障制度として、失業保険、労
災保険、医療保険、年金、生活保護等
②労働市場への復帰を促す制度（積極的労働市場
政策）として、職業紹介、職業訓練、雇用維持・新規
雇用促進のための助成金等
③適切な労働条件を確保し、ワーキングプアを防ぐ
制度として、労働基準監督、労災防止、 低賃金、
労使紛争処理、健全な労使関係の育成等
④労働者保護が確保された雇用の拡大として、従
来の産業育成政策の恩恵を得ることのできなかっ
た層に対する、起業支援、協働組合等による雇用
創


出を通じた企業の育成等
（別添資料参照）


２．ASEAN・日本社会保障ハイレベル会合の開催


第９回会合を東京で開催し、「保健及び福祉分野に
おける人材育成」をテーマとして、サービス提供者
の能力向上と社会的弱者の就業能力育成について
議論を行い、ASEAN各国が取組むべ提言をまとめ
た。


１　ＡＳＥＡＮ等との国際会議の開催
・第８回ＡＳＥＡＮ・日本社会保障ハイレベル会合を
東京で開催し、「社会的弱者の貧困対策」について
議論を行い、ＡＳＥＡＮ各国が実施すべき提言をとり
まとめた。（２０１０年９月）
・我が国拠出による「ＩＬＯ／ＷＨＯ／日本　ＡＳＥＡＮ
地域の健康確保対策事業」の一環として、ワーク
ショップ等をベトナムにおいて開催した。（２０１０年９
月）
・我が国拠出による「ＡＳＥＡＮ－ＩＬＯ/日本　労使関
係事業」の一環によるセミナーにおいて労使紛争解
決のための法的枠組みについて議論し、報告書を
とりまとめ、公表した。（２０１０年１１月）


２　ＡＳＥＡＮ等との協同事業の実施
・我が国拠出による「ＩＬＯ／日本　アジア地域雇用
分野セーフティネット整備支援事業」の事業計画をＩ
ＬＯと取り交わし、ＡＳＥＡＮ各国に対する支援事業
を開始した。（２０１０年１１月）


３　ＡＳＥＡＮ＋３社会福祉大臣会合での働きかけ
・ＡＳＥＡＮ＋３社会福祉大臣会合及び同高級事務
レベル会合において、ＡＳＥＡＮ・日本社会保障ハイ
レベル会合でとりまとめられた提言を報告した。（２
０１０年１１月）
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81
82


日本の良い
規制・規格、
社会セーフ
ティネット等
のアジア普
及のための
ロードマップ
の策定


受入研修、
専門家派
遣、法制度
整備支援、
相互承認
（MRA)の推
進


農林水産
省
食料産業
局
新事業創
出課


－


・東アジア植物品種保護フォーラム推進事業にて、
第４回本会合（インドネシア）の開催支援、日本にお
ける集中研修プログラム、審査・栽培試験技術の調
和に関する技術研修会等を実施。


Ｂ：実施済


・東アジアでの植物品種保護制度の運営が不十分
な国（７カ国）において、審査対象植物数を平成２０
年度比で２割以上増加（単位：国数）。現時点では、
４カ国が達成している。


－
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○「アジア太平洋産業技術・国際標準化協力プログ
ラム」の策定（2010年4月26日）及び着実な実施（経
済産業省）


※本プログラムは、基準認証分野におけるアジアと
の協力関係の強化に向けた取組のあり方を定めた
もの。具体的には、省エネ機器等の性能評価を適
正に行うための協力事項、アジア諸国の国際標準
化体制構築のための受入研修、日本の賛同国とな
るようアジア諸国のISO・ＩＥＣへの積極的な参加等
に係る支援、などを実施した。


○「アジア太平洋産業技術・国際標準化協力プログ
ラム」の着実な実施（経済産業省）


【2020年の成果目標の達成状況】


「アジア太平洋産業技術・国際標準化協力プログラ
ム」に基づき、アジアの環境、使用実態に即した国
際標準をアジアの標準化機関への理解促進などを
図り、アジアに日本と同等の規格等の普及を進めて
いる。（経済産業省）


○我が国の優れた省エネルギー・再生可能エネル
ギーに関する技術を、現地において実証し、その有
効性・優位性を示すための支援事業を実施。加え
て、人材育成や共同研究を通じ、制度整備支援を
実施。（経済産業省）


○2010年度に取り組んだ事業を引き続き実施して
いる。（経済産業省）


○「アジアン・サステイナブル・ケミカル・セーフ
ティー」構想の提案（経済産業省）
2010年11月の日ＡＳＥＡＮサミットにおいて、アジア
の経済発展を支える効率的・効果的な化学物質管
理制度の構築に向けて、我が国より「アジアン・サス
テイナブル・ケミカル・セーフティー」構想を提案、各
国より歓迎。


○ERIA研究において今後のアジア地域における化
学物質管理制度のあり方についての提言をとりまと
め。（経済産業省）


○「アジアン・サステイナブル・ケミカル・セーフ
ティー」構想の着実な実施（経済産業省）
ＥＲＩＡ研究において、各国の化学物質管理の制度
構築の基盤となる共通の情報基盤構築及び制度の
調和のあり方についての提言をとりまとめ。
化学物質管理制度構築に向けた人材育成支援を
実施。


○２０２０年までに、科学的なリスク評価及びリスク
管理により、化学物質の人・環境への著しい悪影響
を 小化するという目標にむけて、アジアにおける
化学物質管理制度を相互調和させるために、日本
と同等の化学物質管理手法の普及を進めている。
（経済産業省）


○事業者がリスクアセスメントを実施する際の基礎
知識を解説した「消費生活用製品向けリスクアセス
メントのハンドブック 第1 版」を策定し公表。（経済
産業省）


○リスクアセスメントの本格的な導入ステップや具
体的手法について実務的に解説した「リスクアセス
メント・ハンドブック（実務編）」を策定し公表。事業者
向けのセミナー等の機会を捉えて周知を実施。（経
済産業省）


リスクアセスメントハンドブック第１版、実務編の周
知を行って、事業者がリスクアセスメントを実践する
ための理解の促進を図っている。（経済産業省）


○事業者の指針となる「リコールハンドブック２０１
０」を作成し公表。実務面のリコール方法に加え、リ
コールの進捗状況の把握・モニタリング実施体制の
整備等を紹介。（経済産業省）


○事業者や消費者向けのセミナー等の機会を捉え
て「リコールハンドブック２０１０」の周知を実施。（経
済産業省）


「リコールハンドブック２０１０」の周知を行うことに
よって、製品事故が発生した際に、事業者が迅速か
つ適切な再発防止策の取り組みを図っている。（経
済産業省）


81,
82


経済産業
省
産業技術
環境局
基準認証
ユニット


基準認証
政策課


・日本の良い
規制・規格、
社会セーフ
ティネット等
のアジア普
及のための
ロードマップ
の策定


・受入研修、
専門家派
遣、法制度
整備支援、
相互承認
（MRA）の推
進


－


 B：実施済
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○電気用品安全法における技術基準など運用面で
の課題を抽出するとともに、課題解決のための方策
を検討し、「電気用品安全法技術基準体系等見直し
基本計画」を取りまとめて公表。（経済産業省）


○「基本計画」に基づき、法体系の見直しに係る検
討項目となる「規制対象品目の大括り化」及び「個
別技術基準の性能規定化」について検討し、「電気
用品安全法技術基準体系等見直しアクションプラ
ン」を策定し公表。（経済産業省）


「電気用品安全法技術基準体系等見直し基本計
画」「アクションプラン」に沿って、「規制対象品目の
大括り化」及び「個別技術基準の性能規定化」に向
けた検討を着実に進めている。（経済産業省）


○韓国において創設された重大製品事故報告・公
表制度の運用開始に関して、我が国から情報を提
供する等の協力を実施。（経済産業省）


○韓国の事故原因分析機関の整備にあたって（独）
製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）が韓国知識経済部
技術標準院（ＫＡＴＳ）からの研修生を受け入れて研
修を実施。（経済産業省）


韓国の制度創設、人材育成に協力することで、韓国
政府機関（知識経済部技術標準院）との間の協力
関係が進展。製品安全分野に係る日韓の情報交換
等が図れている。（経済産業省）


○製品安全分野の日中定期協議（第４回）を大阪で
開催するとともに、日本のリコール情報を中国に提
供。（経済産業省）


○製品安全分野の日中定期協議（第５回）を中国
（西安）で開催し、日中間の事故やリコールに関す
る情報提供や人材交流を強化していくことに合意。
（経済産業省）


製品安全に係る日中間の定期協議を毎年開催し、
製品安全分野における日中の協力関係が進展。
（経済産業省）


【ボトルネック、解決策】


引き続き、アジア諸国との共同研究や我が国制度
等の情報提供、人材育成等を行い、日本と同等の
規制、規格等のアジア普及を推進する。
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○日ASEANの枠組みにおける主な成果
・2011年11月日ASEAN首脳会議において、連結性
強化に資する主要案件リスト「フラッグシップ・プロ
ジェクト」の1案件として「港湾EDI導入支援事業」を
野田総理より提案し、ASEAN側に歓迎された。


・2011年12月の日ASEAN交通大臣会合において
「港湾EDI導入支援事業」が承認。


○日ASEANの枠組みにおける主な成果
・2010年10月の日ASEAN首脳会議の議長声明にお
いて、日ASEAN交通大臣会合、日ASEAN自動車の
安全性及び環境性能の向上に関する官民フォーラ
ム等への期待が表明された。


・2010年11月日ASEAN交通大臣会合において、「日
ASEAN自動車基準・認証制度に関する協力プログ
ラム
」が承認。


・2011年11月日ASEAN首脳会議において、連結性
強化に資する主要案件リスト「フラッグシップ・プロ
ジェクト」の1案件として「自動車基準・認証制度構築
支援事業」を野田総理より提案し、ASEAN側に歓迎
された。


－


・ASEANにおける港湾手続きシステムの導入推進
日本の協力の下でASEAN諸国への港湾EDI導入支
援を行う「港湾EDI導入支援事業」を2011年12月の
日ASEAN交通大臣会合において承認。


・「自動車基準認証国際化行動計画」の策定
「自動車基準認証国際化ハイレベル会議」での検討
を踏まえ、自動車基準認証制度の国際化を官民一
体で推進するための行動計画を策定。


Ｂ：実施済


Ｂ：実施済81


・1.国際標準
化戦略の推
進（日本の
良い規制・規
格、社会
セーフティ
ネット等のア
ジア普及の
ためのロード
マップの策
定）


国土交通
省総合政
策局、自
動車局、
港湾局


【港湾EDI関係】
・ASEANにおける港湾手続きシステムの導入推進
ASEAN諸国において日本の港湾EDI(Erectronic
Data Interchange)システム導入に関する技術移転
を図るための現状調査を実施。


【自動車基準認証国際化関係】
・「自動車基準認証国際化ハイレベル会議」の設置
→日本の革新的自動車技術に関しての国際統一
基準の策定作業等を主導するため、学識経験者、
自動車産業界代表等の官民の代表者による会議
体を設置。
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－


【2020年の成果目標の達成状況】


①受入研修、専門家派遣の推進
・受入研修、専門家派遣については、2010年度はア
ジア15か国からの受入109名を含む研修員受入
146名、同じくアジア2か国・1機関への派遣5名を含
む専門家派遣 9名、2011年度はアジア16か国から
の受入107名を含む研修員受入 167名、同じくアジ
ア2か国・1機関への派遣3名を含む専門家派遣 8名
と着実に実施している。
・安全・安心なアジア社会の実現に向けて、アジア
に日本と同等の規制・規格、社会セーフティネット等
の普及等を図るための人材育成を関係機関と協力
して着実に推進している。


②相互承認（ＭＲＡ）の推進
・我が国の電気通信機器の輸出に係る製造業者等
の負担を軽減するとともに、各国向けの認証を我が
国の機関からワンストップで取得することを可能とす
ることで、日本製機器の海外使用が円滑化されるな
ど、関係各国とのMRAを通じた安全・安心な認証を
着実に推進している。
・なお、MRAを通じて各国向けの認証をワンストップ
で取得した機器の推定合計数は以下のとおり。
　2010年度：83件


Ｂ：実施済


①受入研修、専門家派遣の推進
受入研修、専門家派遣について、以下のとおり実施
した。
・研修員受入 146名（JICA：41名、APT：105名）
・専門家派遣 9名（アルゼンチン、チリ、ベネズエラ、
ペルー、インドネシア、タイ、ＡＰＴ）


②相互承認（ＭＲＡ）の推進
・自国の認証機関を相手国の法令に従って指定、
監督する協定上の義務の履行と新規MRA検討対象
国について、協定締結に向けた認証制度の同等性
の把握を行うため、各国の基準認証制度の 新政
策動向等の調査を行った。


①受入研修、専門家派遣の推進
受入研修、専門家派遣について、以下のとおり実施
した。
・研修員受入 168名（JICA：62名、APT：106名）
・専門家派遣 8名（派遣先：APT、インドネシア、タ
イ、チリ、ペルー、コスタリカ）


②相互承認（ＭＲＡ）の推進
・自国の認証機関を相手国の法令に従って指定、
監督する協定上の義務の履行と新規MRA検討対象
国について、協定締結に向けた認証制度の同等性
の把握を行うため、各国の基準認証制度の 新政
策動向等の調査を継続的に行った。
・日米協定と衆参両院の附帯決議において求めら
れている認証機関間の情報交換の促進と国際的に
信頼される認証機関の育成を図るため、MRA国際
研修会を開催した。


受入研修、
専門家派
遣、法制度
整備支援、
相互承認
（MRA）の推
進


82


総務省
情報通信
国際戦略
局国際協
力課


総合通信
基盤局
電気通信
事業部
電気通信
技術シス
テム課


電波部
電波環境
課
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○日ASEANの枠組みにおける主な成果
・2011年11月日ASEAN首脳会議において、連結性
強化に資する主要案件リスト「フラッグシップ・プロ
ジェクト」の1案件として「港湾EDI導入支援事業」を
野田総理より提案し、ASEAN側に歓迎された。


・2011年12月の日ASEAN交通大臣会合において
「港湾EDI導入支援事業」が承認。


○日ASEANの枠組みにおける主な成果
・2010年10月の日ASEAN首脳会議の議長声明にお
いて、日ASEAN交通大臣会合、日ASEAN自動車の
安全性及び環境性能の向上に関する官民フォーラ
ム等への期待が表明された。


・2010年11月日ASEAN交通大臣会合において、「日
ASEAN自動車基準・認証制度に関する協力プログ
ラム
」が承認。


・2011年11月日ASEAN首脳会議において、連結性
強化に資する主要案件リスト「フラッグシップ・プロ
ジェクト」の1案件として「自動車基準・認証制度構築
支援事業」を野田総理より提案し、ASEAN側に歓迎
された。


B：実施済


B：実施済


・ASEANにおける港湾手続きシステムの導入推進
2011年12月の日ASEAN交通大臣会合で承認され
た「港湾EDI導入支援事業」に基づき、ベトナム（ハノ
イ）において第1回港湾EDIセミナーを実施。


・自動車基準認証の国際化に向けたアジア諸国と
の協力
日ASEAN首脳会議、日ASEAN交通大臣会合等に
おける政策対話に加え、受入研修、専門家派遣、相
互承認（MRA）を推進するためのワークショップ等を
活用した技術協力を推進。


１．専門家派遣（法制度整備支援含む。）
・保健医療 水道、社会保障及び労働分野で、アジ
ア諸国の人材育成や組織強化、制度づくり等に貢
献。


２．受入研修
・保健医療 水道、社会保障及び労働分野で、アジ
ア諸国からの参加者を受入れたことにより、研修生
の帰国後の政策立案や施策の向上等に貢献。


【事例】
　タイにおいて、（独）国際協力機構が実施した「高
齢化対策プロジェクト」に社会保障の専門家を派遣
するとともに、タイからの研修員の受入れを行った。
　日本の高齢者を支える地域ケアシステムを参考
に、コミュニティにおける高齢者向け保健医療・福祉
サービスの統合型モデルが開発された。また、高齢
者向け保健医療・福祉サービスに従事する人材の
能力が向上。


厚生労働
省大臣官
房国際課


・1.国際標準
化戦略の推
進（受入研
修、専門家
派遣、法制
度整備支
援、相互承
認（MRA）の
推進）


１．専門家派遣（法制度整備支援含む。）
・（独）国際協力機構等の実施する技術協力（プロ
ジェクト等）へ、専門家が有する知識・経験・技術を
活かし、アジア諸国の人材育成や組織強化、制度
づくりを中心とした支援を行うため専門家を派遣。


２．受入研修
・（独）国際協力機構等を通じて実施する研修に、ア
ジア諸国からの参加者を受入れている（帰国後の
政策立案や施策の向上等に繋げることを目的とす
る研修等。）。


受入研修、
専門家派
遣、法制度
整備支援、
相互承認
（MRA）の推
進


国土交通
省総合政
策局、自
動車局、
港湾局


Ｂ：実施済82 ー


１．専門家派遣（法制度整備支援含む。）
・（独）国際協力機構等の実施する技術協力（プロ
ジェクト等）へ、専門家が有する知識・経験・技術を
活かし、アジア諸国の人材育成や組織強化、制度
づくりを中心とした支援を行うため専門家を派遣。


【アジア諸国への専門家派遣実績】
１８２人


２．受入研修
・（独）国際協力機構等を通じて実施する研修に、ア
ジア諸国からの参加者を受入れている（帰国後の
政策立案や施策の向上等に繋げることを目的とす
る研修等。）。


【アジア諸国からの受入研修実績】
３７２人


82


【港湾EDI関係】
・ASEANにおける港湾手続きシステムの導入推進
ASEAN諸国において日本の港湾EDI(Erectronic
Data Interchange)システム導入に関する技術移転
を図るための現状調査を実施。


【自動車基準認証国際化関係】
・自動車基準認証の国際化に向けたアジア諸国と
の協力
日ASEAN首脳会議、日ASEAN交通大臣会合等に
おける政策対話に加え、受入研修、専門家派遣等
を活用した技術協力を推進。
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【2020年の成果目標の達成状況】
・内閣官房が2011年度に実施した海外メディアを活
用した発信事業では、のべ約1.2億人に対しクール
ジャパンを発信した。
・2011年度の日本企業のファッション、コンテンツ、
観光（インバウンド需要）の市場規模は約2.3兆円と
なった。
・2011年度の農林水産物・食品の輸出実績は、約
4,500億円となった。


・本年5月ない
し6月に決定予
定の「知的財
産推進計画
2012」におい
て、クールジャ
パンの重要施
策について取
りまとめ、各府
省とともに海
外展開事業を
始めとする各
種施策の加速
化を図る。


クールジャパ
ンの発信、
輸出、海外
展開施策の
実施


内閣官房
知的財産
戦略推進
事務局


総務省情
報流通行
政局情報
通信作品
振興課
外務省経
済局知的
財産室
文部科学
省文化庁
長官官房
国際課
文化部芸
術文化課
農林水産
省大臣官
房政策課
食料産業
局新事業
創出課ブ
ランド推
進班
経済産業
省クリエイ
ティブ産
業課
国土交通
省観光庁
国際交流
推進課


・内閣官房において、2010年11月以降、クールジャ
パン推進に関する関係府省連絡会議を３回、同幹
事会を５回開催するとともに、2011年3月の知的財
産戦略本部企画委員会において、クールジャパン
推進に関するアクションプランを決定し、関係府省
におけるクールジャパン施策の推進方針、実施体
制を確立した。
・総務省において、海外の放送局等を介した継続的
な海外への発信機会の創出により、コンテンツの海
外展開の取組を促進した。
・2010年11月から、クールジャパンをビジネスにつ
なげるという視点から、経済産業省主催のクール・
ジャパン官民有識者会議を合計6回開催し、海外展
開や来訪促進のための戦略及び具体的な進め方
の検討を開始した。


・内閣官房において、クールジャパン推進に関する
関係府省連絡会議を１回、同幹事会を３回開催し、
2011年5月の知的財産戦略本部企画委員会におい
て、クールジャパン推進に関するアクションプランを
改定し、「知的財産推進計画2011」にクールジャパ
ン戦略を盛り込み、関係府省における施策を実施
するとともに、2012年3月の知的財産戦略本部会合
において、施策の実施状況を確認した。
・内閣官房において、補正予算約12億円を確保し、
関係府省と連携して海外16箇国・20箇所、国内3箇
所で事業を実施し、米国及び中国において、海外メ
ディアを活用してクールジャパンを発信した。
・総務省において、日本の放送局や番組製作会社
と海外の放送局等との共同製作の機会の創出によ
り、コンテンツの海外展開を支援した。
・外務省において、在外公館を中核としたクール
ジャパン支援現地タスクフォースを11箇国13都市で
立ち上げ、現地における関係機関間の情報共有、
連携の体制を整えた。また、5箇国6都市にクール
ジャパン各分野の専門家を派遣し、現地関係事業
者等を対象にセミナー等を実施した。
・文部科学省において、2011年度より新たに日本の
映画制作者団体が参加する映画の国際共同制作
の支援を開始したほか、クールジャパン関連事業の
主催・支援を通じて、我が国の優れた文化芸術の
国内外への発信を行った。
・農林水産省において、農林水産物や食品につい
て、高付加価値化・ブランド化を一層促進するた
め、2012年3月26日に、地理的表示保護制度の研
究会の第1回を開催した。また、国内における食品
の安全性確保の取組や日本産食品の魅力につき、
主要輸出国・地域の事業者、消費者等の意識等を
踏まえ、メディア、イベント等を活用した情報発信を
実施した。
・2011年4、5月に経済産業省主催でクール・ジャパ
ン官民有識者会議を2回開催し、海外展開や来訪
促進のための戦略及び具体的な検討を行い、海外
展開等に関する提言を取りまとめ、同提言に基づ
き、海外展開事業（17プロジェクト）を開始した。
・観光庁において、フランスや韓国のポップカル
チャーイベントに出展し、日本のアニメ等を活用した
訪日旅行のPRを実施した。


Ｂ：実施済83
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【2020年の成果目標の達成状況】
・ACTAは、2010年10月の第11回交渉会合におい
て、交渉参加国・地域の間で、協定の案文について
大筋合意した後、2011年4月に採択された。
・2012年3月現在、我が国を含む8箇国（豪州、カナ
ダ、日本、韓国、モロッコ、ニュージーランド、シンガ
ポール及び米国）及びEUが署名した。（※ EUにつ
いては、EU及び同加盟国のうち22箇国が署名）


・ACTAは、2011年５月から署名のために開放され、
2011年10月東京で署名式を開催し、我が国を含む
８箇国が署名を行った（豪州、カナダ、日本、韓国、
モロッコ、NZ、シンガポール及び米国）。また、2012
年１月にEU及び加盟22箇国が署名を行った。
・アジア諸国などに対して、ACTAの概要説明を行っ
た。
・2012年3月、ACTAの締結に関して、国会承認のた
めの閣議決定を行った。
・アクセスコントロールの回避規制についての検討
を踏まえ、2011年5月に不正競争防止法の一部改
正法が成立した。また、 2012年3月に著作権法の
一部改正法案の閣議決定を行った。
・文部科学省において、権利者・関係団体からの要
望を踏まえ、日中著作権協議・日韓著作権協議を
始めとした交渉・協議の場を通じて、著作権侵害対
策の強化に向けた要請や協力を実施した。また、韓
国文化体育観光部との間で著作権及び著作隣接
権


分野における連携強化に関する覚書を交換した。


・「偽造品の取引の防止に関する協定（ACTA）」は、
2010年10月の第11回交渉会合において、交渉参加
国・地域の間で、協定の案文について大筋合意した
後、2011年4月に採択された。
・アクセスコントロールの回避規制について、財務
省、文部科学省及び経済産業省において検討し
た。また、2011年3月、関税法の一部改正法が成立
した。
・文部科学省において、権利者・関係団体からの要
望を踏まえ、日中著作権協議・日韓著作権協議を
はじめとした交渉・協議の場を通じて、著作権侵害
対策の強化に向けた要請や協力を実施した。


84 Ｂ：実施済


我が国の締結
に向けた作業
を進めるととも
に、二国間・複
数国間協議な
ど様々な機会
を利用して
ACTAの概要
の説明を行う
など、アジアを
始めとする諸
外国に対して
協定への参加
を促していく。


知財保護、
海外流通規
制緩和に対
する取組の
強化


内閣官房
知的財産
戦略推進
事務局


総務省情
報流通行
政局情報
通信作品
振興課
外務省経
済局知的
財産室
法務省秘
書課国際
室
財務省関
税局業務
課知的財
産調査室
文部科学


省文化庁
長官官房
国際課
経済産業
省通商機
構部
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－Ｂ：実施済85


内閣官房
知的財産
戦略推進
事務局


総務省情
報流通行
政局情報
通信作品
振興課
情報流通
振興課
文部科学
省文化庁
長官官房
著作権課
国際課
文化部芸
術文化課
経済産業
省クリエイ
ティブ産
業課、
コンテンツ
課
国土交通
省総合政
策局政策
課


・経済産業省において、短編映像製作を通じた新進
若手クリエーターの発掘・育成を行い、国際見本市
等を活用し、発表の機会を提供した。
・総務省、文部科学省及び経済産業省の合同開催
による「デジタル・ネットワーク社会における出版物
の利活用の推進に関する懇談会」を開催。本懇談
会報告で示された具体的な課題について、関係府
省が連携して検討・実施した（総務省では、電子書
籍交換フォーマットの策定、EPUB日本語拡張仕様
の策定を行った。文部科学省では、「電子書籍の流
通と利用の円滑化に関する検討会議」を6回開催し
た）。
・「子どものための優れた舞台芸術体験事業」にお
いて、小中学校等にクリエイターを派遣し、学校教
育における創造活動の機会の充実を図った（実施
件数2,883件）。


・「知的財産推進計画2010」及び「知的財産推進計
画2011」に基づき、関係府省とともに、クリエイティブ
産業の競争力強化のため、各種施策を実施すると
ともに、進捗状況を評価した。
・2011年6月に成立した総合特別区域法に基づき、
12月に札幌コンテンツ特区を地域活性化総合特別
区域に指定した。同特区の構想実現に向けて規制
の特例措置などについて関係府省と調整した。
・経済産業省において、前年度に引き続き、短編映
像製作を通じた発掘・育成を行い、国際見本市等を
活用し、発表の機会を提供した。2011年11月に
TOKYO CREATIVE フォーラムを開催し、海外クリエ
イターの育成、誘致を図った。
・「デジタル・ネットワーク社会における出版物の利
活用の推進に関する懇談会」報告で示された具体
的な課題について、関係府省が連携して検討・実施
した（総務省では、2011年10月にIDPF（国際電子出
版フォーラム）のEPUB3.0への反映等を実施した。
経産省では、国内における統一フォーマットへの転
換支援、サービスの高度化に向けた実証等を実施
した。文部科学省では、「電子書籍の流通と利用の
円滑化に関する検討会議」を8回開催し、2011年12
月に報告をとりまとめた）。
・2011年度に新たに開始した「次代を担う子どもの
文化芸術体験事業」において、小中学校等にクリエ
イターを派遣し、学校教育における創造活動やコ
ミュニケーション能力を高める教育活動の機会の充
実に取り組んだ（実施件数：3,442件）。


クリエイティ
ブ産業の競
争力強化


【2020年の成果目標の達成状況】
・制作・発表機会の創出に関し、短編映像製作等を
きっかけに、海外の国際映画祭等において特別賞
等の受賞といった実績あり。また、国際見本市等に
よる成約件数は2．7万件以上。
・2011年11月のTOKYO CREATIVE フォーラムに海
外クリエイター66名以上が来日した。
・2011年10月、本邦コンテンツの海外展開支援のた
め、産業革新機構において、60億円を出資するAll
Nippon Entertainment Worksを設立し、ハリウッドを
始め世界のエンターテインメント業界と堅牢なネット
ワークを有する代表取締役CEOを迎え、本格的に
事業を開始した。
・「デジタル・ネットワーク社会における出版物の利
活用の推進に関する懇談会」の提言を受け、2012
年4月、国内出版社によって、電子書籍の普及促進
を目的とする「出版デジタル機構」が設立された（産
業革新機構も 大150億円を出資する旨を発表）。
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86


＜アジア総合開発計画/ボリュームゾーン市場の獲
得（国際標準化戦略との連携を確保）＞


・アジア消費市場におけるボリュームゾーンの獲得
に向けた取組を更に拡大・深化するため、重点国・
地域として従来のＡＳＥＡＮ、インド（ＤＭＩＣ）に新た
にミャンマーやインド南部を加え、また、対象分野と
して新たに東アジアでのエネルギー連携を追加し
た。また、重点国・地域（ＡＳＥＡＮ、メコン、インドネ
シア（ＭＰＡ）、インド（ＤＭＩＣ））との協力の枠組の
下、開発・行動計画を策定する段階から、具体的な
ハード・ソフトインフラ案件を実施する段階に移行
し、日系企業が受注する案件も拡大（インド、ベトナ
ム、インドネシアの電力、水ビジネス、鉄道等）。ま
た、東アジア連結性の強化に資する広域インフラ開
発と併せて、ＡＳＥＡＮ・インドとの官民対話によるビ
ジネス環境整備、中小企業・サービス業の海外展
開支援の取組が本格化し、インドなど新興市場での
中間層をターゲットとした我が国企業の進出が拡大
している。


・アジア総合開発計画について、2011年末時点で
695のプロジェクトの60％以上についてF/Sを実施。
・2011年12月、日印首脳間で、DMIC基幹インフラ整
備のための90億ドルの金融ファシリティの立ち上
げ、DMIC開発公社（DMICDC）への出資・派遣によ
る積極的な関与、具体的なインフラプロジェクト支援
を表明。
・2011年8月、「第3回日メコン経済大臣会合」におい
て、日メコン各国政府でMJ-CI行動計画の進捗状況
及び今後重点を置くべき取組について議論。優先
取組の工程表を策定し更に詳細なレビューを行って
いくこととなった。
・2011年9月、第2回MPA運営委員会を開催し、マス
タープランの策定及び発電、交通等の早期実施事
業に向けた取組を加速することで合意した。2011年
11月、日インドネシア両国の官民ハイレベルが一堂
に会し「第3回日インドネシア経済合同フォーラム」を
開催。具体的プロジェクトを通じたハード・インフラ整
備、制度改善等ソフト・インフラ支援、産業振興、ビ
ジネス環境整備について議論を実施。
・2011年5月、「第１回日越閣僚級官民政策対話」を
開催。ベトナムの資源開発、インフラ整備、航空機
及び各種制度整備等を中心に議論。
・2012年1月、第1回ミャンマー閣僚級経済産業対話
を開催。インフラ開発支援、ビジネス環境整備、資
源・エネルギー利用の3分野について意見交換を実
施。
・ERIAは、アジア総合開発計画の実施状況につい
ての報告書を2011年11月の第6回東アジア首脳会
議で提出。同計画の実施支援として①実施状況の


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
＜日本からASEANへの投資＞
・日本からの直接投資
2009年：6,587億円
2010年：7,711億円


＜インドの日系企業数＞
2009年10月：627社
2010年10月：725社
2011年10月：812社


＜アジア総合開発計画＞
・地域毎の具体的なプロジェクトのリストとして、約
700のプロジェクトを列挙し、2011年末時点で60％以
上がF/S段階以上。想定される投資総額は約3，900
億ドル。
＜ボリュームゾーン市場の獲得＞
・我が国中小企業等の国際ビジネス支援の商談・成
約件数（見込み含む）は以下のとおり（アジアを中心


急速に増大す
る新興国市場
を開拓していく
ため、産業構
造審議会 通
商政策部会に
おいて、成長
拠点開発やビ
ジネス環境の


・ボリューム
ゾーン市場
獲得のため
のロードマッ
プ策定（国際
標準化戦略
との連携を


経済産業
省
通商政策
局
国際経済
課
アジア大
洋州課


＜アジア総合開発計画/ボリュームゾーン市場の獲
得（国際標準化戦略との連携を確保）＞


・拡大するアジア消費市場におけるボリュームゾー
ンの獲得のため、ＡＳＥＡＮ（メコン地域（特にベトナ
ム）、インドネシア）、インド等の新興国との間で様々
な協力を推進するための対話の場を新たに設け、
アジア総合開発計画、日メコン経済産業イニシア
ティブ行動計画、中小企業海外展開支援大綱等の
開発・行動計画やロードマップを策定し、貿易円滑
化・自由化、ハード・ソフトのインフラの整備、産業
人材育成、地域経済格差の是正等を進め、日系企
業のビジネス展開支援を実施。具体的には以下を
参照。


・2010年、アジア所得倍増に向け、域内のハードの
インフラ開発等を進めるためのアジア総合開発計
画をADB等と共同でERIAが策定。同年8月の東アジ
ア経済大臣会合で合意、10月の東アジアサミットで
報告され、各国首脳から評価された。
・2010年10月の日印首脳会談において、デリー・ム
ンバイ間産業大構想（以下DMIC）に基づくPPP（官
民協調開発）推進協議会を創設することに合意。
・2011年1月、DMIC日印次官級DMICタスクフォース
会合を開催した際、併せてDMIC-PPP推進協議会
を実施し、日系企業の投資環境整備について議論
を実施。
・官民による産業基盤インフラ及び産業政策を促進
させていくための日印閣僚級官民政策対話の創
設。2011年2月、日印閣僚級官民政策対話を開催
し、ビジネス環境整備及び協力案件に関する意見
交換を実施。
・2010年8月、「第2回日メコン経済大臣会合」におい
て、インフラ整備と産業開発を一体的に進める「日メ
コン経済産業イニシアティブ（以下MJ-CI）行動計
画」を採択。（その後、2010年10月に開催された「第
2回日メコン首脳会合」でも同行動計画を採択）
・2010年1月、10月に日本、インドネシアの閣僚と産
業界が集い、「日インドネシア経済合同フォーラム」
を開催。インドネシアの6つの経済回廊を中心に産
業振興とインフラ整備を総合的に進める「インドネシ
ア経済回廊（以下IEDC）」構想等について議論。
・2010年12月、ジャカルタ首都圏等のインフラ整備
及び投資環境整備を行う「首都圏投資促進特別地
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確認及び効果分析、②優先プロジェクトのフォロー
アップとF/Sの実施、③各国PPP制度に関する情報
収集及び提供、④人材育成、⑤シンポジウムの開
催等を行っている。
・その他、ERIAはASEAN域内外の経済統合、災害
に強い東アジアの構築、エネルギー協力、地域のコ
ネクティビティの推進及び中小企業の開発・支援な
どの広範な課題に対するプロジェクトを実施。
・エネルギー分野においては、2011年9月の東アジ
アサミット・エネルギー大臣会合において、ERIAを中
核としたエネルギー連携を強化することが合意さ
れ、11月の首脳会合でも本合意は歓迎された。
・2011年7月、日・ASEAN経済大臣と在ASEAN日本
人商工会議所連合会（FJCCIA）との対話を実施し、
在ASEANの日系企業が直面している貿易の自由
化・円滑化、ソフトインフラの整備、産業人材育成、
地域経済格差の是正等の事業環境の問題点につ
いて、我が国からの支援を表明しつつ、ASEAN側
の責任をもった対応と進捗管理、報告を要請。
・2011年6月に、中小企業の海外展開に向けた総合
的な取組として、「中小企業海外展開支援大綱」を
策定。
・中小企業の更なる海外展開支援ニーズの高まりを
受け、2012年3月に大綱を改訂。新たに、日弁連、
JICA等が会議に加わり、オールジャパンでの支援
体制の強化を図ると共に、ＯＤＡ等を活用した海外
展開支援や現地事業環境整備等、中小企業の立
場にたったきめ細やかな支援を行うこととした。
・前年に引き続き、国内中小企業のアジアの新興市
場向け海外販路拡大の実施。（例：バイヤー・有識
者招聘、展示会出展支援、専門家派遣、ミッション
派遣、上海での常設ショールーム開設、上海・北
京・成都の3都市での商談会開催等）
・東南アジア各国の執行機関（警察、税関等）職員
を対象として、真正品と模倣品の真贋判定ポイント
を、日本企業の担当者がレクチャーする真贋判定
セミナーを開催。同時に、執行機関と模倣品対策に
関する意見交換を実施。


・「アジア太平洋産業技術・国際標準化協力プログ
ラム」の着実な実施。
・ERIA研究において、各国の化学物質管理の制度
構築の基盤となる共通の情報基盤構築及び制度の
調和のあり方についての提言をとりまとめ。化学物
質管理制度構築に向けた人材育成支援を実施。


とした全世界での実績）
商談件数：
平成22年度：62,791件（商談設定企業数：1,304社）
成約件数（見込み含む）：17，727件
・真贋判定セミナーの開催後は、施行機関側から日
本企業に対して、模倣品発見の連絡が来る事例も
報告されている。2011年度は開催地域、施行機関
側の参加人数も増加。


【ボトルネック、解決策】
・引き続き、アジア総合開発計画を踏まえた個別イ
ンフラプロジェクト等の推進、各種対話の枠組みを
活用したビジネス環境整備等を推進し、日本企業の
成長機会の拡大を図る。


整備など必要
な方策を検討
中。


確保）
関係省庁
外務省


域構想（以下MPA）」に関する協力覚書を両国閣僚
間で調印、2011年3月に第1回運営委員会を開催。
・ＥＲＩＡは、その他にもASEAN共同体構築のための
戦略と工程表の策定（ASEANコネクティビティ・マス
タープラン）や進捗状況のチェック（AECスコアカー
ド）、様々な経済連携協定の比較分析など、ASEAN
にとって中核的な仕事を実施。
・2010年10月に、中小企業の海外展開支援体制を
強化するため、経済産業大臣を議長とした「中小企
業海外展開支援会議」を設置。
・関係省庁やジェトロ、中小機構などの関連機関と
連携し、各地域で地方経済産業局を中心にきめ細
かな支援を展開する体制を整備。
・国内中小企業のアジア新興市場に向け、様々な
ツールを活用し、海外販路拡大を実施。（例：バイ
ヤー・有識者招聘、展示会出展支援、専門家派遣、
ミッション派遣、上海での常設ショールーム開設、上
海・北京・成都の3都市での商談会開催等）
・アジア消費トレンド研究会において、コンテンツ・
ファッション等の消費傾向の分析を行い、日本企業
のアジア進出支援及び新たなマーケット創出に資す
る「アジア消費トレンドマップ」を策定。
・東南アジア各国の執行機関（警察、税関等）職員
を対象として、真正品と模倣品の真贋判定ポイント
を、日本企業の担当者がレクチャーする真贋判定
セミナーを開催。


・「アジア太平洋産業技術・国際標準化協力プログ
ラム」の策定（2010年4月26日）及び着実な実施。
・2010年11月の日ASEANサミットにおいて、アジア
の経済発展を支える効率的・効果的な化学物質管
理制度の構築に向けて、我が国より「アジアン・サス
テイナブル・ケミカル・セーフティー」構想を提案、各
国より歓迎。
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87
専門資格の
相互承認の
検討・推進


国土交通
省住宅局
建築指導
課


○我が国では、APECアーキテクト（APEC域内の建
築士登録制度）の枠組みのもと、オーストラリア及び
ニュージーランドと建築士の二国間相互認証を行っ
ているところである。2010年度においては、相互認
証の前提となるAPECアーキテクトの日本国内の登
録を引き続き推進した。


○2011年度においても、引き続き推進している。 Ｃ：一部実施


○日本国内の建築士で、APECアーキテクトに登録
を行った人数
　　2010年度　160人
　　2011年度　192人


88


これまでの取
組に加え、以
下の施策を実
施することによ
り、建設業の
国際展開支援
を強化。
・海外進出に
係る情報収
集・提供システ
ムの構築に向
けた検討
・海外建設市
場として有望
な進出先の政
府関係者を招
聘した海外建
設投資セミ
ナーの開催


アジアでの
建設業の国
際展開支援


・我が国が優位性を持つ建設技術の確認とその展
開を促進するため、「我が国建設企業の海外市場
戦略検討委員会」を設置し、検討を行うほか、トップ
セールスや二国間建設会議等を実施
・海外建設事業における収益性向上やその円滑な
実施を妨げる障害の除去するため、リスク管理方策
に関する検討会の開催やEPA交渉等を実施
・国際建設市場に対応する人材や組織を確保する
ため、プロジェクトリーダー養成講座のカリキュラム
等を検討
・意欲と能力のある地方・中小建設企業、専門工事
業者等の海外進出を促進するため、アドバイザー
事業等を実施


リーマンショック後の落ち込みから回復基調にあり、
2011年度の海外建設受注高は、1兆円を超える見
込み。
・2009年度海外建設受注実績：6,969億円
・2010年度海外建設受注実績：9,072億円


B：実施済


「建設産業の再生と発展のための方策2011」（2011
年6月　建設産業戦略会議）において示された建設
企業の海外展開の方向性に基づき、以下の施策を
実施。
・契約管理に関する検討、貿易保険の活用促進策
の実施等による契約・リスク管理の強化
・地方・中小建設企業向けのアドバイザー制度やセ
ミナーの開催等による情報収集・提供の強化
・国際建設プロジェクトリーダー養成プログラムの構
築等による人材育成の強化
・トップセールスの展開や案件形成支援、二国間会
議の開催等、事業初期段階からの戦略的支援・海
外進出意欲の醸成
・経済連携協定の活用等による国際建設市場の環
境整備


国土交通
省総合政
策局国際
政策課


土地・建
設産業局
建設業課
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【2020年の成果目標の達成状況】


目標：民間の専門家を主体としたABMFの第二段階
（2012～2013年）では、プロ投資家市場をベースに
「債券共通発行プログラム」を策定予定。今後、我が
国の民間専門家と協力し、東京プロボンド市場を参
考にしつつ、同プログラム策定を推進していく（2013
年末を目途）。


目標：日系を含む域内の現地企業の資金調達円滑
化を図るべく保証業務を積極的に実施する。当面
は、現状資本（7億㌦）の範囲内で保証業務を実施
するが、将来はレバレッジを計りながら保証業務の
拡大を目指してゆく。


B：実施済


域内の市場専門
家を主体に
ASEAN+3各国政
策当局も加え、総
勢100名程度が参
加するなど
ASEAN+3地域で
の重要なフォーラ
ムとしての位置づ
けを確立するに
至っている。


ABMFの第一段階
（2010～2011年）
では、計6回の会
合を開催。具体的
な成果として、左
記ASEAN+3債券
市場ガイドを作
成・対外公表。


ビジネスプラン
等、保証業務の開
始に向けた準備
作業は本年4月に
完了。今後、保証
１号案件組成（本
年夏頃を目途）に
向けた作業を加
速化。
 


財務省
国際局
地域協力
課


ASEAN+3債
券市場
フォーラムの
設置


信用保証・
投資ファシリ
ティの業務
開始


89


ASEAN＋3債券市場フォーラム（ABMF）会合を2011
年中は計４回開催。ASEAN＋3域内のクロスボー
ダー債券取引の障害となっている各国の規制、市
場慣行に関する情報収集、並びに取引慣行及び決
済上のメッセージ・フォーマットの調和化に向けた検
討課題を取りまとめた初めての も包括的な報告
書（「ASEAN+3債券市場ガイド」、2012年4月4日公
表）を作成した。


2011年10月にCEOに西村潔氏（前欧州復興開発銀
行（EBRD）シニアバンカー）が就任し、保証業務の１
号案件の組成に向けた準備を開始。


域内のクロスボーダー債券取引の障害となっている
各国の規制、市場慣行に関する情報収集、並びに
取引慣行及び決済上のメッセージ・フォーマットの調
和化に向けた検討課題の調査を進めるため、多数
の官民の専門家が参加するASEAN＋３債券市場
フォーラム（ABMF）を2010年9月に設置し、2010年
中に計2回の会合を開催。


現地通貨建ての債券発行を促進することを目的とし
た信用保証・投資ファシリティ（CGIF）を2010年11月
に設立し、我が国はJBICを通じ、２億ドルを出資。


－
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内閣官房
副長官補
室


関係省庁


総務省
外務省
財務省
文部科学
省
厚生労働
省
農林水産
省
経済産業
省
国土交通
省
環境省


５．パッケー
ジ型インフラ
海外展開の
推進
（推進枠組
みの構築）


90


重点分野・分
野別戦略・推
進枠組み等の
評価の実施
は、2012年度
に実施中。


インフラ受注支援の主な成果（2011年4月～2012年
3月）


→英国高速鉄道車両更新計画にて、我が国企業を
中心とするグループが優先交渉権を獲得し、契約交
渉中（総事業規模約45億ポンド（約5,650億円））


→鉄道事業者が中心となりオールジャパン体制の
海外鉄道コンサルティング会社「日本コンサルタン
ツ」（JIC)を設立


→インドネシアの高効率石炭火力発電案件におい
て、我が国企業を中心とするグループが受注（総事
業規模約40億ドル（約3,150億円））


→サウジアラビアにおける上下水道について、日
本・サウジ政府間で同分野の協力に関する包括的
な覚書を締結し、ブライダ、ウナイザで我が国官民
コンソーシアムがFS調査を実施することで合意


→ベトナム北部ラックフェン港への円借款（STEP)供
与とともに、我が国企業を中心とするグループが運
営事業投資許可取得


→ベトナムの地球観測衛星（2機）の調達・宇宙セン
ターの整備に円借款（STEP)供与を決定（円借款第
一期分72億円についてE/N署名）


→2011年11月日・ASEAN首脳会議にて、野田総理
より、連結性強化に資する主要案件リスト「フラッグ
シップ・プロジェクト」を提示（ASEANの港湾、物流、
電力、情報通信網整備等）。事業規模としては全体
で約2兆円。


→ポンド建て特約を付した貿易保険の付保を通じて
英国の洋上風力発電の権益を我が国企業が獲得。


Ｂ：実施済
但し、今後、「国際
競争力強化プロ
グラム（仮称）」を
策定し、更に取組
を強化していく予
定。


・2010年度の取組を引き続き実施


・受注支援推進機能強化策の実施
→JBIC機能強化及び日本政策金融公庫からの分
離（2011年5月、国際協力銀行法公布・施行、同7
月、関連政令公布・施行）
→円借款の戦略的な活用（2011年8月）
→JICAパイロットアプローチ対象2案件の審査終了
（2011年10月）


・戦略・枠組み等の評価・見直し体制の整備
→重点分野・地域につき、宇宙、防災、環境配慮型
都市などにも更に力を入れて検討、中東、中南米な
ど地域的な広がりを視野に入れることを決定（2011
年12月）


・マーケッティング機能強化策の実施
→インフラ・システムの事業実施可能性調査に加
え、専門家の派遣・招へい、研修等を行う「インフラ
システム輸出促進調査等事業」の実施（経済産業
省）
→再生可能エネルギーやスマートコミュニティ分野
の競争力分析や戦略調査等を行う「国際エネル
ギー使用合理化等対策事業」の実施（経済産業省）
→日系静脈産業（廃棄物処理・リサイクル産業）の
海外展開促進のための実現可能性調査等の支援
の実施（環境省）


・重点分野の絞込み・分野別戦略の策定
→当面の重点分野を原子力発電、高速鉄道・都市
鉄道、水とした（2010年9月）。
→以後、これらの分野や地域別の戦略を考えるた
めのパッケージ型インフラ海外展開関係大臣会合
を開催。


・情報収集・海外ネットワーク機能強化策の実施
→在外公館における「インフラプロジェクト専門官」
の指名等による海外の情報収集体制強化（2010年
12月）（外務省）
→政府部内における情報の共有化


・「国家戦略プロジェクト委員会」（仮称）の設置
→司令塔としてパッケージ型インフラ海外展開関係
大臣会合を設置（2010年9月）


・受注支援推進機能強化策の実施
→大型案件で我が国への波及効果が高い、今後の
類似案件への波及効果が見込まれる等の観点を
総合的・戦略的に勘案し、トップセールス等により重
要なプロジェクトを推進
→政令改正により、JBICが行いうる先進国向け投
資金融に鉄道（高速鉄道・都市鉄道）・水・再生可能
エネルギー発電等を追加（2010年4月・11月）
→パッケージ型インフラ海外展開関係大臣会合に
おいて、JBICの機能強化及び日本政策金融公庫か
らの分離等を内容とする、関係政府のファイナンス
面での機能強化策を決定（2010年12月）（JBIC）
→NEXI貿易保険の強化（現地通貨対応強化等）
（2010年12月）（NEXI)
→JICAの海外投融資のパイロットアプローチの下で
の再開（2011年3月）（JICA)


・インフラ産業の国際競争力強化策の実施
→「海外道路PPP協議会」設立（2010年5月）（国土
交通省）
→「海外水インフラPPP協議会」設立（2010年7月）
（国土交通省、厚生労働省、経済産業省）
→「海外港湾物流プロジェクト協議会」設立（2010年
11月）（国土交通省）
→「スマートコミュニティ・アライアンス（JSCA)設立
（2010年4月）（経済産業省、NEDO)
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上記の主な成果の合計：約2.9兆円


（注：外貨の円換算額は全て2011年12月9日付TTS
レートにて換算）


※上記成果は、パケフラ大臣会合や幹事会におけ


る調整や指示に基づき、官民一体となった情報収集
やトップセールス、ＯＤＡによる人材育成、周辺イン
フラの整備等、JICA・JBIC・NEXIによる資金面での
受注支援の強化等、パッケージ型の取組みを実施
したことが功を奏したもの。


・インフラ産業の国際競争力強化策の実施
→「国際標準化戦略」アクションプラン第3弾の策定
（2012年3月）（知的財産戦略推進事務局）


→「国際エネルギー消費効率化等技術・システム実
証事業」の実施（経済産業省、NEDO)
→「国際標準化戦略」アクションプラン第2弾の策定
（2011年3月）（知的財産戦略推進事務局）


・マーケッティング機能強化策の実施
→トップセールスを含む各種政策対話、官民ミッショ
ン、セミナーの実施
→インフラシステム輸出促進調査（経済産業省）
→案件形成・コンソーシアム形成等の支援の実施
（国土交


通省）
→PPPインフラ事業に関する協力準備調査（JICA）


・情報・事務フローの円滑化、事務局機能・体制の
強化等
→各省幹事会の開催により関係省庁間の連絡調整
や施策の進捗管理を実施


内閣官房
副長官補
室


関係省庁


総務省
外務省
財務省
文部科学
省
厚生労働
省
農林水産
省
経済産業
省
国土交通
省
環境省


５．パッケー
ジ型インフラ
海外展開の
推進
（分野別戦
略・枠組み
等の見直し）


91 項目番号90に同じ
C：一部実施


重点分野・分
野別戦略・推
進枠組み等の
評価の実施
は、2013年度
までに実施す
べき事項とさ
れていたが、
加速化を図り
2012年度中に
実施予定。


・戦略・枠組み等の評価・見直し体制の整備
→重点分野・地域につき、宇宙、防災、環境配慮型
都市などにも更に力を入れて検討、中東、中南米な
ど地域的な広がりを視野に入れることを決定（2011
年12月）


・重点分野の絞込み・分野別戦略の策定
→当面の重点分野を原子力発電、高速鉄道・都市
鉄道、水とした（2010年9月）。
→以後、これらの分野や地域別の戦略を考えるた
めのパッケージ型インフラ海外展開関係大臣会合
を開催。
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92
93


・首都圏空港の容量拡大を進めつつ、戦略的に首
都圏空港を含むオープンスカイを実現するため、東
アジア・ASEAN各国を 優先に航空交渉を推進
（2010年10月に米国とのオープンスカイ了解覚書に
署名した後、12月に韓国、2011年１月にシンガポー
ル、２月にマレーシアの航空当局間でそれぞれ合
意）。


・なお、関空・中部等、首都圏を除く空港において
は、貨物ハブ化を推進するため、二国間輸送の自
由化に加え、以遠輸送の自由化を含むオープンス
カイを推進。


・さらに、国際航空運賃、国際チャーター便に係る抜
本的な規制改革を実施し、2010年10月31日より、運
賃を上限認可制に移行したほか、国際チャーター便
については、貨物のフォワーダー・チャーター及び
第三国チャーターの運航を容易化するとともに、旅
客の個札販売（航空券のバラ売り）比率の制限を緩
和。


・2010年度に引き続き、戦略的に航空交渉を推進
し、オープンスカイの枠組みを拡大。（2011年５月に
香港、６月にベトナム、７月にマカオ、８月にインドネ
シア、９月にカナダ及びオーストラリア、10月にブル
ネイ、11月に台湾、2012年１月に英国、２月に
ニュージーランド、３月にスリランカの航空当局との
間でそれぞれ合意。）


 
Ａ：実施済かつ成
果あり


【2020年の成果目標の達成状況】
計15ヶ国・地域との間でオープンスカイに合意
オープンスカイの進展に伴う新規参入及び増便の
効果（2012年2月末時点）
・９社の新規企業が参入
・累積で計267便／週の増便
・新規に開設された路線が10路線


（参考）
訪日外国人旅行者数
　・2010年　861万人
　・2011年　622万人


徹底的な
オープンスカ
イの推進
・オープンス
カイの枠組
みの拡大
・国際航空
事業規制
（運賃規制・
チャーター
ルール等）の
緩和推進


・成田の増
枠等を見極
めつつ、首
都圏空港に
おいても、ま
ず「第3･第4
の自由」、そ
の後「第5の
自由」と段階
的に自由化
を推進。
・関空・中部
等の我が国
の拠点空港
の貨物ハブ
化に不可欠
となる従来
の「第5の自
由」の枠組
みを超える
抜本的自由
化を推進


国土交通
省航空局
航空ネット
ワーク部
航空ネット
ワーク企
画課


今後、欧州
等、アジアの
国・地域以外
にもオープン
スカイの対象
を拡大。
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・羽田空港の再拡張事業供用開始による発着枠
37.1万回への容量拡大を機に、国際線発着枠6万
回（昼間3万回、深夜早朝3万回）を実現し、32年ぶ
りに本格的な国際定期便が就航。
・さらに、2011年3月からは発着枠が39万回に増
加。


・成田空港において、2010年10月に地元との間で、
22万回から30万回への容量拡大に関する合意。


・成田空港において、2010年12月にビジネスジェット
専用駐機場を増設(10→15)するほか、空港会社、
経済界、CIQ、航空局関係者からなる「ビジネス
ジェット推進に関する委員会」を立上げ検討を開
始。


・羽田空港における国際線9万回への増枠に必要な
国際線地区の拡充、発着容量44.7万回への増枠に
必要なエプロン整備、長距離国際線の輸送能力増
強に必要なC滑走路延伸事業等を実施中。


・成田空港において、2011年10月から同時平行離
着陸方式が開始されるとともに、発着枠が22万回
から23.5万回に、2012年3月には25万回まで増加。
これにより、国際線・国内線のネットワークが拡充。


・成田空港において、2012年に就航を表明している
ＬＣＣが乗り入れ開始をすることへの対応に着手。
・「ビジネスジェットの推進に関する委員会」の中間
報告も踏まえ、成田空港においては、2011年10月
に、ビジネスジェット専用駐機場が増設(15→18)さ
れるとともに、発着枠及び駐機場の空き情報のウェ
ブでの開示を開始。
・さらに、2012年3月には、ビジネスジェット専用ター
ミナルが供用開始。


Ａ：実施済かつ成
果あり


国土交通
省航空局
首都圏空
港課


空港施設
課大都市
圏空港調
査室


航空戦略
課


羽田の24時
間国際拠点
空港化等首
都圏空港の
強化
・羽田：発着
枠昼間40.7
万回＋深夜
早朝4.0万回
（うち国際枠
9万回）の実
現（2013年
度）
・成田;発着
枠27万回の
実現（2012
年度）、30万
回の実現
（2014年度）
・LCC（格安
航空会社）・
ビジネス
ジェットの受
入れ環境の
整備


【2020年の成果目標の達成状況】
以下の取組みにより、「羽田の24時間国際拠点空
港化等首都圏空港の強化」について、一定の成果
が得られた。
・羽田空港の年間発着枠の拡大
　2010年6月時点　30.3万回
　→2010年10月 37.1万回
　　（うち国際線 昼間3万回、深夜早朝 3万回）
  　　→2011年3月 39万回
　　（うち国際線 昼間3万回、深夜早朝 3万回）
・成田空港の年間発着枠の拡大
　2010年6月時点 22万回
　→2011年10月 23.5万回
　　　→2012年3月 25万回
・成田空港のビジネスジェット専用駐機場の拡充
　2010年6月時点：10
　→2010年12月：15
　　　→2011年10月：18
・成田空港のビジネスジェットの発着枠及び駐機場
の空き情報のウェブでの開示開始(2011年10月)
・成田空港のビジネスジェット専用ターミナルの供用
開始(2012年3月)
・成田空港において、ビジネスジェットの発着枠及び
駐機場の使用申請をウェブ化(2012年4月)


成田空港にお
いて、ＬＣＣ専
用ターミナルを
整備( 短で
2014年度中)


94
95
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96


「民間の知
恵と資金」を
活用した空
港経営の抜
本的効率化
と航空ネット
ワーク維持
方策の見直
し


国土交通
省航空局
航空ネット
ワーク企
画課


・国管理空港（伊丹空港を除２７空港）の運営のあり
方について、2010年12月3日に有識者により構成さ
れた｢空港運営のあり方に関する検討会｣を立上
げ。


・2011年7月29日に｢空港運営のあり方に関する検
討会｣の報告書が取りまとめられ、公共施設等運営
権による民間への運営委託を主たる手法としつつ、
民間の知恵と能力を活用する等により空港経営改
革を推進することが示された。
・この提言を踏まえ、公共施設等運営権制度を活用
して国管理空港等の運営の民間委託を可能とする
ための所要の措置を定める法案（「民間の能力を活
用した国管理空港等の運営等に関する法律案」）を
2012年の通常国会に提出。（2012年3月6日）


 
B：実施済


・「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に
関する法律案」を提出し、制度的な諸条件の整備を
推進。（2012年3月6日）


・新たな取り組
みとして、様々
な関係者の意
見を踏まえた
具体的な制度
設計を行うた
め、2012年度
に、国管理27
空港につい
て、マーケッ
ト・サウンディ
ングを実施（空
港経営改革に
関する具体的
な提案の募
集）する予定。


97


関空・伊丹
の経営統合
に係る制度
改正とコン
セッション契
約の検討


国土交通
省航空局
近畿圏・
中部圏空
港政策室


・地元自治体、経済界との意見交換会の開催。
・関空・伊丹の経営統合に係る法案の検討


・関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効
率的な設置及び管理に関する法律（2011年法律第
54号）の可決・成立。（2011年5月17日）
・新関西国際空港株式会社の設立委員会の発足
（2011年12月5日）等、会社設立及び営統合に向け
た所要の準備を実施。


Ａ：実施済かつ成
果あり


【2020年の成果目標の達成状況】
「関空の再生と国際力強化」についてのこれまでの
取り組みにより、以下の成果が得られた。
・関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効
率的な設置及び管理に関する法律（2011年法律第
54号。以下「法」）が可決・成立。（2011年5月17日）
・関西国際空港を再生・強化するため、関西国際空
港及び大阪国際空港を一体的に運営し、コンセッ
ションの実現を目指す新関西国際空港株式会社を
平成２４年４月１日に設立した。なお、関西国際空港
の再生・強化については、新関西国際空港株式会
社の経営判断を尊重しつつ、国としても必要な環境
整備を図っていく。


－
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98
大学間単位
互換の推進


文部科学
省
高等教育
局
高等教育
企画課国
際企画室


・第2回日中韓サミットの合意に基づき、3国間の質
の高い大学間交流拡大を「キャンパス・アジア」とし
て推進することを、3国で合意


・「キャンパス・アジア」のパイロットプログラム10件
を３国共同で採択。


Ｃ：一部実施


【質の高い外国人留学生３０万人の受入れ】


・外国人留学生の受け入れ者数：13万8075人（平成
23年5月1日現在）


【ボトルネック・解決策】
日中韓に加え、平成24年度より、ASEAN諸国等の
大学との協働教育プログラムの構築を支援する予
定。アジアにおける単位の相互認定や成績管理等
の質の保証を伴った大学間交流を促進し、質の高
い外国人留学生の受入れ拡大を図る。


－


○　在留資格「留学」と在留資格「就学」の一本化
　近年，在留資格「就学」に係る不法残留者数が減
少傾向にあること，「就学」を「留学」のワンステップ
とする位置付けが強まっていることなどから，外国
人が教育を受ける活動の在留資格について「留学」
に一本化することとした改正入管法について，平成
22年７月から施行した。


○　留学生に係る資格外活動許可の見直し
　留学生が，大学との契約に基づき報酬を受けて行
うリサーチ・アシスタント等の教育や研究を補助する
活動については，資格外活動許可を要しないことと
した。また，留学生については原則１週２８時間以
内，就学生については原則１日４時間以内の包括
的な資格外活動許可を行っていたところ，在留資格
一本化後の新しい「留学」の在留資格をもって在留
する者については，原則１週２８時間以内の包括的
な資格外活動許可を行うこととした。


－ Ｂ：実施済


左記の通り施策を実施したことにより，就学生が大
学等に進学した際に留学生への在留資格変更許可
手続を行う必要がなくなったほか，就学生がアルバ
イトを行う場合には資格外活動許可を受けたとして
も１日４時間までしかアルバイトをすることができな
いとの制限があったが，「留学」の在留資格に一本
化されたことにより，一週間に28時間以内のアルバ
イトを行うことができるようになった。このように当該
施策により留学生の受入れ拡大に向けた効果が期
待される。
また，法務省としては，留学生の就職活動に係る在
留手続上の支援として，これまでにも
①留学生が大学を卒業し本邦の企業への就職を目
的として在留資格変更許可申請を行った場合にお
いて，在留資格「技術」及び在留資格「人文知識・国
際業務」の該当性の判断に当たっては，当該留学
生の大学における専攻科目と企業における活動内
容の関連性について，引き続き柔軟に判断して在
留資格を決定すること
②就労可能な職種のホームページでの公表による
在留資格の決定に係る運用の明確化及び透明性
の向上（平成２０年３月から）
③留学生の卒業後の就職活動期間について 長１
年に延長（平成２１年４月から）
④留学生が本邦の上場企業等への就職を目的とし
て在留資格変更許可申請をする場合における提出
書類については，原則として，当該申請書のみとす
る取扱いを行い，提出書類の簡素化及び審査期間
の短縮を実施（平成２１年９月から）
等の施策を実施しており，今回実施した在留資格
「留学」と「就学」の一本化とあいまって留学生の受
入れ拡大に資するものと考えている。


99


在留資格
「留学」と「就
学」の一本
化、留学資
格外活動許
可の見直し


法務省
入国管理
局
入国管理
企画官室


－
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左記の通り施策を実施したことにより、これまで専門
学校を卒業した留学生が専門士の称号を取得した
としても、一旦いわゆる単純出国をして本国に帰国
した場合には我が国で専門士の称号を活かして就
職することが出来なかったが、今回の法務省令の
改正により、再び我が国に入国して就職できるよう
になった。これにより我が国で勉強した留学生を広く
活用することが可能となっている。
また、法務省としては、留学生の就職活動に係る在
留手続上の支援として、これまでにも
①留学生が大学を卒業し本邦の企業への就職を目
的として在留資格変更許可申請を行った場合にお
いて、在留資格「技術」及び在留資格「人文知識・国
際業務」の該当性の判断に当たっては、当該留学
生の大学における専攻科目と企業における活動内
容の関連性について、引き続き柔軟に判断して在
留資格を決定すること
②就労可能な職種のホームページでの公表による
在留資格の決定に係る運用の明確化及び透明性
の向上（平成２０年３月から）
③留学生の卒業後の就職活動期間について 長１
年に延長（平成２１年４月から）
④留学生が本邦の上場企業等への就職を目的とし
て在留資格変更許可申請をする場合における提出
書類については、原則として、当該申請書のみとす
る取扱いを行い、提出書類の簡素化及び審査期間
の短縮を実施（平成２１年９月から）
等の施策を実施しており、今回実施した「専門士」の
称号を付与された専門学校卒業生の就労を目的と
する在留資格に係る上陸許可基準の見直しとあい
まって留学生の受入れ拡大に資するものと考えてい
る。


－ B：実施済100


法務省
入国管理
局
入国管理
企画官室


留学生の卒
業後の就職
支援のため
の手続きの
一層の簡素
化


平成２３年７月１日、専門学校を卒業し、「専門士」
の称号を付与された外国人が、在留資格「技術」、
「人文知識・国際業務」等で上陸許可を受けること
ができるよう、法務省令の改正等を行った。参考Ｕ
ＲＬ：
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuuk
okukanri01_00098.html


－
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102


ポイント制を
通じた高度
人材の出入
国管理上の
優遇制度の
検討。結論
（配偶者の
就業、親族・
家事使用人
の帯同等の
検討）


法務省
入国管理
局
入国管理
企画官室


高度人材（現行の外国人受入れの範囲内にある者
で、高度な資質・能力を有すると認められるもの）の
受入れを促進するため、高度人材に対しポイント制
を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度
を導入することについて関係省庁間で結論を得た。
（2011年12月）


左記で得た結論を踏まえ、本制度に係る法務省告
示案に関するパブリック・コメントを実施し、平成２４
年３月３０日付けで同告示を制定し、本制度を平成
24年５月７日から開始することとした。


Ｂ：実施済


左記の通り施策を実施した。なお、ポイント制を適用
されると見込まれる高度外国人材は年間２０００人
程度と見込んでいる。（平成22年の新規入国者数を
もとに高度人材と認められポイント制を適用されうる
入国者数を推計したもの）


－


・平成22年９月、専修学校における留学生の受入数
について、総入学定員の２分の１までとしてきた一
律の取扱いについて、一定の要件のもとに緩和し
た。


・専門学校における留学生の受入れ拡大を図るた
め、留学生の就職・生活支援の取組を総合的に進
めるための体制の整備や、留学生への支援を行う
「専修学校留学生総合支援プラン（平成22年度予算
額：133百万円）」を実施。


文部科学
省生涯学
習政策局
生涯学習
推進課


【2020年の成果目標の達成状況】
・専修学校における留学生受入総数：25,463人【平
成23年5月1日現在】
・適切な在籍管理を行う専修学校において、留学生
受入れの体制が整備された。
・日本での就職に必要な知識・技術の向上等を目的
とした学習機会の提供や企業等と連携した支援の
取組などが行われた。


【ボトルネック、解決策】
専修学校における実践的な職業教育を通じて、関
係省、関係団体等との連携の下、留学生に対する
総合的なサポートとあわせて日本国内や出身国で
の就職などの出口が見える教育を提供するための
システムを構築する必要がある。
また、留学生が日本の専修学校を卒業した際、自
国でその学習成果が証明出来ないという課題があ
り、専修学校の国内外における位置付けを高めるた
めに、質の保証・向上に取り組むとともに、海外で専
修学校における学習成果が活かされるよう、今後の
対応について関係機関で検討していく必要がある。


Ｃ：一部実施


・専門学校における留学生の受入れ拡大を図るた
め、留学生の就職・生活支援の取組を総合的に進
めるための体制の整備や、被災地における留学生
への支援を行う「専修学校留学生総合支援プラン
（平成23年度予算額：99百万円）」を実施。


－101
専門学校へ
の留学支援


74







加速化を図る
施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名項目
番号


103


ポイント制活
用等による
海外人材の
受け入れの
検討・実施
（ポイント制
を通じた高
度人材の出
入国管理上
の優遇制度
の導入）


法務省
入国管理
局
入国管理
企画官室


現行の基準では学歴や職歴等で要件が満たせず、
就業可能な在留資格が付与されない専門・技術人
材については、経産省及び関係団体等からいわゆ
る外国人クリエーター受入れについての実情や要
望を聴取し、検討を行った。


経済産業省及び関係団体から、いわゆる外国人ク
リエーター受入れについての実情や要望を聴取し、
検討を行ったところ、現段階で要望がある事項につ
いては、現行の基準で受け入れられるものであり、
特段の制度改正を要しないことが判明した。高度人
材に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇
措置を講ずる制度を導入することについては、102
に記載したとおり、平成２４年３月３０日付けで告示
を制定した。
なお、現行の基準に該当しない専門・技術人材につ
いて、我が国の労働市場や産業、国民生活に与え
る影響等を勘案しつつ、引き続き関係省庁等から
ニーズ等を聴取しながら検討を進めていく。


Ｃ：一部実施


【理由】2011年度
の実施状況欄に
記載のとおり、特
段の制度改正を
要しないことが判
明した。


左記の通り検討し結論を得た。なお、ポイント制を適
用されると見込まれる高度外国人材は年間２０００
人程度と見込んでいる。（平成22年の新規入国者数
をもとに高度人材と認められポイント制を適用されう
る入国者数を推計したもの）


－


－104


看護師・介
護福祉士試
験の在り方
の見直し（コ
ミュニケー
ション能力、
母国語・英
語での試験
実施等の検
討を含む。）


医政局
看護課


社会・援
護局
福祉基盤
課


・第100回看護師国家試験（平成23年２月20日実
施）において、「看護師国家試験における用語に関
する有識者検討チームとりまとめ」（平成22年８月24
日公表）に基づき、試験の質を担保した上で、日本
語を母国語としない看護師候補者にとっても、わか
りやすい文章となるよう問題作成し、難解な漢字へ
のふりがな付記や疾病名への英語併記等の対応を
図った。
・第23回介護福祉士国家試験（平成23年１月30日
実施）において、介護福祉士国家試験委員会の検
討結果を踏まえ、介護福祉士国家試験における難
しい用語の取扱いについて、EPA候補者などに配
慮するため、試験の質を担保した上で、試験問題中
で使用される難しい用語をわかりやすい表現にする
よう問題作成し、難解な漢字へのふりがな付記や疾
病名への英語併記等の対応を図った。


・第101回看護師国家試験（平成24年２月19日実
施）においても、前年度に引き続き、難解な漢字へ
のふりがな付記や疾病名への英語併記等の対応を
図った。
・平成23年12月から平成24年３月にかけて、「看護
師国家試験における母国語・英語での試験とコミュ
ニケーション能力試験の併用の適否に関する検討
会」を開催し、検討を行った結果、３月16日に報告
書をとりまとめ公表した。
・第24回介護福祉士国家試験（平成24年１月29日
実施）においても、前年度に引き続き、難解な漢字
へのふりがな付記や疾病名への英語併記等の対
応を図った。
・また、2012年度の看護師国家試験・介護福祉士国
家試験から、看護師候補者・介護福祉士候補者へ
の特例として、試験時間の延長及び全ての漢字に
ふりがなを付与する方針を決定した。


Ｃ：一部実施
（平成24年3月か
ら｢経済連携協定
（EPA)介護福祉士
候補者に配慮した
国家試験のあり
方に関する検討
会｣を設置し、試
験問題における
わかりやすい日本
語への改善等に
ついて、さらに検
討中。）


【2020年の成果目標の達成状況】
・第100回及び第101回看護師国家試験において
は、難解な漢字へのふりがな付記や疾病名への英
語併記等の対応策だけでも約200箇所について対
応を図り、EPA候補者への配慮がなされた。
・第23回介護福祉士国家試験から、難解な漢字へ
のふりがな付記や疾病名への英語併記等の対応を
図り、第２４回介護福祉士国家試験においては127
箇所について対応を図り、EPA候補者への配慮が
なされた。
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在留期間上
限の伸長、
再入国許可
制度の緩和


法務省
入国管理
局
入国管理
企画官室


－


第171国会において成立した出入国管理及び難民
認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国
籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の
一部を改正する等の法律（平成21年法律第79号）
により、新しい在留管理制度が導入されることに伴
い、在留期間の上限をこれまでの３年から 長５年
に伸長することや、一年以内に再入国する場合の
再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入
国許可制度の導入などの措置が講じられる。（平成
24年7月9日施行予定）


Ｂ：実施済


左記の通り施策を実施したことにより、改正入管法
の施行後は、専門的・技術的分野の人材に対して


長在留期間５年を付与することにより高度人材の
集積のためのインセンティブとして活用することが出
来るようになるほか、みなし再入国許可制度の導入
により、これらの人材にとっても再入国許可手続の
煩雑さから解放されその手数料についても不要であ
るので、これまでの負担が軽減される。これらの措
置や負担の軽減により、今後高度人材の誘引効果
が期待される。


－


Ｃ：一部実施


【ボトルネック、解
決策】
　現在，受入れ枠
組み改善の措置
を取っており，当
該措置の結果を
踏まえて，ボトル
ネック、解決策を
特定する。


105


日本語能力
等の向上に
向けての取
組・受験機
会の拡大等
の検討


・インドネシア
については、
看護実務能力
強化プロジェク
ト（ＪＩＣＡ）を本
年５月を目途
に立ち上げ、５
大学を対象に
協力を開始予
定。ベトナムに
ついては、訪
日前研修を適
切に実施す
る。
・介護福祉士
候補者への国
家試験の複数
回の受験機会
の提供につい
ては、次回の
国家試験の受
験結果等も踏
まえて検討す
ることになる。


【2020年の成果目標の達成状況】
・看護師国家試験については、平成21年度は合格
者3名／受験者254名（うち滞在３年目の受験者0
名）、平成22年度は合格者16名／受験者398名（う
ち滞在３年目の受験者91名）、平成23年度は合格
者47名／受験者415名（うち滞在３年目の受験者
212名）となった。（累計で、66名が合格）
・介護福祉士国家試験については、初めての受験
である平成23年度は合格者36名／受験者95名と
なった。
　また、22名が介護福祉士養成校（就学コース）を卒
業し、介護福祉士資格を取得した。
【ボトルネック、解決策】
・候補者の日本語能力の強化を含む受入れ枠組み
の改善のため，日本語研修の充実，滞在期間の延
長などの措置をとった。


１　日本語能力等の向上に向けての取組
　協定に規定のある６か月間の日本語研修に加
え、インドネシアは６か月間、フィリピンは３か月間
の訪日前日本語研修を開始。


２　受験機会の拡大等の検討
「経済連携協定（ＥＰＡ）に基づくインドネシア人及び
フィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間
の延長について」（平成23年３月11日閣議決定）を
受け、平成23年度及び平成24年度に協定に基づく
滞在期間が満了する看護師・介護福祉士候補者に
ついて、滞在期間が１年延長される場合の雇用管
理、研修の実施等に関する指針を告示。


１　日本語能力等の向上に向けての取組
（１）協定に規定のある６か月間の日本語研修に加
えた訪日前日本語研修の検討を開始。
（２）研修・就労中の候補者に対し、それまでの日本
語専門家による巡回指導に加え、集合研修、研修
費用に対する補助等を開始。


２　受験機会の拡大等の検討
　「経済連携協定（ＥＰＡ）に基づくインドネシア人及
びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期
間の延長について」（平成23年３月11日閣議決定）
において、平成20年度及び平成21年度に来日した
看護師・介護福祉士候補者については、一定の条
件の下に、滞在期間の１年延長を認めることを決
定。


外務省
南部アジ
ア部
南東アジ
ア第二課


厚生労働
省
大臣官房
国際課
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【2020年の成果目標の達成状況】
・全国３ヶ所（東京・大阪・愛知）にてセミナー(「高度
外国人材と日本企業の競争力－多様な人材がイノ
ベーションを生む－」)を開催。
・作成した「高度外国人材活用実践マニュアル」を外
国人雇用サービスセンター等を所管する労働局へ
配布（東京労働局900部、大阪・愛知・福岡労働局
各450部）。
 
・労働局にて留学生雇用管理セミナー等に参加した
企業に配布。
・労働局より各所に配布し、事業主訪問の際等に企
業に周知。


以上を通じて、高度人材にとって魅力ある雇用・労
働環境の整備を実施した。


【ボトルネック】
高度外国人材にとって魅力ある雇用・労働環境や
社会・生活環境の整備等の取組の普及・啓発が十
分ではない。
　
【解決策】
ポイント制の導入状況、昨年とりまとめた「高度外国
人材活用実践マニュアル」等を踏まえ、引き続き、高
度人材にとって魅力ある雇用・労働環境や社会・生
活環境の整備等の検討を進める。


高度人材に
とって魅力あ
る雇用・労働
環境や社
会・生活環
境の整備等
の検討・実
施


内閣府政
策統括官
（経済財
政運営担
当）


法務省入
国管理局
 
厚生労働
省職業安
定局
　
厚生労働
省政策統
括官付社
会保障担
当参事官
室
　
経済産業
省産業人
材政策室


・企業における高度外国人材活用促進事業におい
て、高度外国人材を活用するにあたっての企業に
おける具体的な環境整備について検討し、セミナー
(「高度外国人材と日本企業の競争力－多様な人材
がイノベーションを生む－」)を開催するとともに、企
業向け「高度外国人材活用実践マニュアル」を作
成。
　


 
・事業名：国際医療交流人材育成支援事業（平成22
年度）
平成22年度には、高度な通訳能力と医療の知識を
有し、医療の国際化の取り組みにおいて不可欠な
国際医療通訳の育成を目的とした事業を東京外国
語大学に委託し、中国語、ロシア語、英語の３カ国
語での講座設置、医療機関での通訳実習を行っ
た。
なお、委託事業終了後は、同大学の自主事業とし
て同様の取組みが実施されている。


・「高度外国人材活用実践マニュアル」の普及・啓発
に努めた。


・「外国人学校の各種学校設置・準学校法人設立の
認可に関する調査研究」を実施し、これに基づき外
国人学校の各種学校設置・準学校法人設立認可の
促進に係る通知を各都道府県の知事部局、教育委
員会に発出。


Ｃ：一部実施 －
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2012年度に、
国際交流基金
日本語直営講
座を27ヶ所に
拡大し（4ヶ所
新設）、受講者
数を約1万4千
人まで拡大。


米国への若手
日本語教員の
派遣について
は、さらに10人
の教員を派遣
予定〔対象学
習者数は2012
年9月以降調
査予定〕）


経済連携協定
（EPA）に基づ
く看護師・介護
福祉士候補者
向け訪日前研
修を実施（実
施方法につい
てはインドネシ
ア・フィリピン
政府と交渉
中）


108 Ｃ：一部実施


【2020年の成果目標の達成状況】
・国際交流基金日本語直営講座における受講者数
が、2010年度の4千人弱から、2011年度は8千人近
くに増加。講座内容が、日本文化理解、相互理解の
要素を含むものであることから、初中級レベルの修
了者は、知日家・親日家としての継続的な日本への
関心を有する層や観光等での訪日層を形成し、上
級レベルの講座修了者は、観光に加え、留学やビ
ジネスでの訪日層を形成するとともに、海外におけ
る日系企業・団体、在外公館等への就業者ともなっ
ている。


・米国各地の中等教育機関（高校等）に若手日本語
教員15人（2011年度)を派遣したことにより、2,000人
近くの若い米国人学生が新たに、母語話者としての
日本人と接しながら日本語を学習する機会を創出。
これにより、将来の知日家・親日家や日米交流の担
い手並びに留学、観光、ビジネスでの訪日層が拡大
する可能性に貢献。


・経済連携協定（EPA）に基づく訪日前研修について
は、国際交流基金が関与する前と比べて、日本語
能力試験N3レベルに達する研修生が従前の1～2
割から2010年度において5～6割に増加した。これに
より、日本での実地研修の効果の向上、資格試験
の合格可能性の拡大に貢献。


【ボトルネック、解決策】
・国際交流基金日本語直営講座については、2012
年度以降において、講座受講者等への適切なアン
ケートの実施等を行い、施策の具体的成果・効果に
ついて、より定量的かつ体系的把握する方法を整
備していくことが課題。


・経済連携協定（EPA）訪日前研修については、日
本語習得の要素のみが看護師・介護福祉士候補者
の資格試験合格に影響するものではないため、施
策の成果・効果を直接的に証明することが難しい。


国際交流基金によるアジア諸国等における海外日
本語講座の展開・運営等


・国際交流基金日本語直営講座の設置・運営。
2010年度は16ヶ所（5ヶ所新設）。


・経済連携協定（EPA）に基づく看護師・介護福祉士
候補者向け訪日前研修（インドネシアは104人の候
補者に対し3週間、フィリピンは131人の候補者に対
し8～13週間の日本語研修を現地で実施。）


国際交流基金によるアジア諸国等における海外日
本語講座の展開・運営等


・国際交流基金日本語直営講座の設置・運営。
2011年度には23ヶ所（7ヶ所新設）。


・日米同盟深化のための日米交流強化（日本人若
手日本語教員米国派遣による日本語講座拡充。
2011年度は15人を派遣。）


・経済連携協定（EPA）に基づく看護師・介護福祉士
候補者向け訪日前研修（インドネシアは200人の候
補者に対し6ヶ月、フィリピンは102人の候補者に対
し3ヶ月の日本語研修を現地で実施。）


外務省
広報文化
交流部
文化交流
課


日本語教育
等の強化に
よる高度人
材等の育
成・確保
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【2020年の成果目標の達成状況】
・国土交通省の事業として、国際コンテナ戦略港湾
にコンテナ貨物を集約し積み替えを行う物流構造に
転換するため、内航フィーダーを８航路、鉄道フィー
ダーを２路線立ち上げた。
（なお、港湾管理者等においても、コンテナ貨物集
約策を実施しているところ。）


・港湾運営会社制度等による港湾運営の実現等に
向けて、国際バルク戦略港湾全10港において推進
協議会等が発足し、43企業を含む関係者調整を実
施した。


109
110


・「選択と集
中」による国
際コンテナ・
バルク戦略
港湾の選定
・港湾法改
正法案の提
出


・「民」の視
点による港
湾経営を実
施し、港湾コ
ストの低減
等貨物集約
のための対
策の実施
・ゲートオー
プン時間拡
大による24
時間化推進
等荷主への
サービス向
上


国土交通
省港湾局
港湾経済
課


国土交通
省港湾局
計画課企
画室


・2010年8月に国際コンテナ戦略港湾として、阪神港
（大阪港・神戸港）・京浜港（東京港・横浜港・川崎
港）を選定した。


・2010年6月に国際バルク戦略港湾の公募を実施し
た。


・2011年2月に「民」の視点による港湾運営を実現す
るための港湾運営会社制度の創設等を規定した港
湾法改正法案を国会提出し、同年3月に成立した。


（国際コンテナ戦略港湾）
・港湾法改正法及び関係政省令が2011年12月に全
面施行された。
・大阪港及び神戸港の埠頭公社が、株式会社化さ
れ、経営トップに民間人が選任された。
・国際コンテナ戦略港湾にコンテナ貨物を集約し積
み替えを行う物流構造に転換するため、新規に内
航航路や鉄道ダイヤを立ち上げ広域から貨物集約
するソフト対策を進めた。
・国際コンテナ戦略港湾のハブ機能を強化するた
め、釜山港等アジア諸港に比肩しうる仕様（水深・
広さ）を有する高規格コンテナターミナルや荷役機
械等のハード整備を推進した。
・ゲートオープン時間拡大等荷主へのサービス向上
に関する取り組みを推進した。
・以上について、国際コンテナ戦略港湾検討委員会
において、実施状況を確認した。


（国際バルク戦略港湾）
・2011年5月に、穀物（鹿島港、志布志港、名古屋
港、水島港、釧路港）、鉄鉱石（木更津港、水島港・
福山港）、石炭（徳山下松港・宇部港、小名浜港）の
拠点港を選定した。
・選定された国際バルク戦略港湾において、港湾運
営会社制度等による港湾運営の実現に向け、関係
者調整を実施した。


B：実施済


・港湾運営会
社による効率
的な港湾運営
の早期実現・
前倒しに向
け、引き続き、
関係者調整を
実施する。


（国際コンテナ
戦略港湾）
・阪神港・京浜
港それぞれに
おいて、集荷
のための取り
組み（港湾管
理者による助
成等）や、外航
船社等への
トップセールス
を行い、基幹
航路就航の維
持・拡大を図
る。
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日本籍船を
中心とする
日本商船隊
の国際競争
力強化、船
員（海技者）
の確保・育
成、造船業
の国際競争


国土交通
省海事局
外航課


　平成24年度
税制改正大綱
において、「更
なる経済安全
保障の観点か
ら、日本船舶
への迅速かつ
確実な転換等
の課題にも対
応した次期通
常国会におけ
る海上運送法
の改正、日本
船舶や日本人
船員を増加さ
せるという日
本船舶・船員
確保計画の拡
充を前提に、
平成25年度税
制改正におい
て日本船舶増
加のインセン
ティブにも十分
配意しつつ、
適用対象を我
が国外航海運
業者の海外子
会社が所有す
る一定の要件
を満たした外
国船舶に拡充
する」ことが盛
り込まれたとこ
ろであり、今通
常国会に海上
運送法の一部
を改正する法


○　日本商船隊の国際競争力強化
・　海上運送法に基づき日本船舶・船員確保計画の
認定を受けた事業者から当該計画が着実に実施さ
れているのかについて報告徴収を行い、計画の実
施状況を確認し、認定を受けた全社が適切に計画
を履行していることを確認した。
・　平成23年度税制改正大綱において、船舶特別償
却制度及び買換特例制度の延長が認められたとこ
ろである。


○　日本商船隊の国際競争力強化
・　海上運送法に基づき日本船舶・船員確保計画の
認定を受けた事業者から当該計画が着実に実施さ
れているのかについて報告徴収を行い、計画の実
施状況を確認し、認定を受けた全社が適切に計画
を履行していることを確認した。
・　トン数標準税制の拡充については、平成24年度
税制改正大綱において、「更なる経済安全保障の
観点から、日本船舶への迅速かつ確実な転換等の
課題にも対応した次期通常国会における海上運送
法の改正、日本船舶や日本人船員を増加させると
いう日本船舶・船員確保計画の拡充を前提に、平
成25年度税制改正において日本船舶増加のインセ
ンティブにも十分配意しつつ、適用対象を我が国外
航海運業者の海外子会社が所有する一定の要件
を満たした外国船舶に拡充する」ことが盛り込まれ
たところであり、今通常国会に海上運送法の一部を
改正する法律案を提出したところである。
・　また、同大綱において、国際船舶に係る固定資
産税の軽減措置の延長・拡充及び登録免許税の軽
減措置の延長が認められたところである。


○　日本商船隊の
国際競争力強化


Ｃ：一部実施


○　日本商船隊の国際競争力強化


【2020年の成果目標の達成状況】
・　我が国商船隊における外航日本船舶数
　2009年：107隻
　2011年：136隻（29隻増加）


【ボトルネック・解決策】
　我が国外航海運においては、昭和60年のプラザ
合意後の急速な円高等によるコスト競争力の喪失
から、安定的な国際海上輸送の核となるべき日本
籍船は、 も多かった1,580隻（昭和47年）から、92
隻（平成19年）に減少した。


　こうした状況を受け、平成20年より「日本船舶・船
員確保計画」により、日本籍船の計画的増加を進め
ており、計画通りに進捗しているところ。


　今般トン数標準税制の拡充により日本籍船増加
のペースアップを図るなど、経済安全保障及び日本
商船隊の国際競争力の向上を図る政策を推進して
いく。
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加速化を図る
施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名項目
番号


力強化


国土交通
省海事局
海事人材
政策課


○船員(海技者)の確保・育成
・　船員(海技者)の確保・育成に関する検討会に関
する検討、ヒアリング等


○船員(海技者)の確保・育成


【2020年の成果目標の達成状況】
・　海運業における船員採用者数水準
2009年　対平成17年比164%
2010年　対平成17年比115％(速報値)


【ボトルネック・解決策】
　経済情勢の悪化により事業者の事業環境が悪化
したため、採用が控えられ平成21年と比較して採用
者数が減少した。
   こうした状況の中、今後の海運業における人材確
保を進めるために、引き続き新人船員を計画的に
雇用・訓練する海運事業者を支援するとともに、平
成23年度に開催した「船員(海技者)の確保・育成に
関する検討会」における検討結果の取りまとめを踏
まえ施策を推進していく。


○船員(海技者)の確保・育成
・　船員(海技者)の確保・育成に関する検討会開
催、取りまとめ


・　海上労働条約締結のため、船員法の一部を改
正する法律案の国会提出


○船員(海技者)の
確保・育成


Ｃ：一部実施


を改 する法
律案を提出し
たところであ
る。


　トン数標準税
制の拡充によ
り日本籍船増
加のペース
アップを図るな
ど、経済安全
保障及び日本
商船隊の国際
競争力の向上
を図る政策を
推進していく。


-
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施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名項目
番号


○造船業の国際競争力強化


【2020年の成果目標の達成状況】
＜我が国造船市場の状況＞


（造船業の売上高（主要15社））
Ｈ20年度　22，760億円
Ｈ21年度　27，833億円
Ｈ22年度　24，379億円


【ボトルネック・解決策】
世界経済の減速を受け、世界的に発注が急落する
とともに、長期化する円高の影響により、我が国造
船産業を取り巻く受注環境は厳しい状況。今後、我
が国造船業の経営の悪化が予想される。


このため、昨年度とりまとめた「新造船政策」に基づ
く、以下の施策を中心に各種施策を戦略的かつ効
果的に推進し、我が国造船業の国際競争力強化を
図っていく必要がある。


・世界をリードする省エネ船と天然ガス燃料船の早
期実用化・普及促進に向けた環境整備に取り組む。
　また、引き続き船舶からのCO2削減についての国
際的枠組み作りに取り組み、2012年度には、経済
的規制の導入の検討等を実施。


・海外における海洋資源開発等における船舶・海洋
インフラ需要の取り込みに向け、官民一体で展開を
図る。


・浮体式洋上
風力発電施設
の早期実用
化・普及促進
に向けた安全
性の実証＜経
産省・環境省
と連携＞


国土交通
省海事局
船舶産業
課


○造船業の国際競争力強化
・我が国造船産業の国際競争力強化を図り、今後と
も一流の造船国であり続けることを目指して、2010
年12月に、「新造船政策検討会」を設置し、検討を
開始。
・革新的な船舶のCO2削減技術の開発・実用化に
ついて、民間の技術開発プロジェクト22件に対し、
開発費用の１／３を支援している。（2011年度も実
施）


○造船業の国際競争力強化
・2011年7月、「新造船政策検討会」において、受注
力強化、新市場・新事業への展開、業界再編の促
進を柱とする我が国造船産業の国際競争力強化策
（新造船政策）をとりまとめた。


【上記政策の実施状況】
・2011年7月、我が国主導のもと、ＩＭＯ（国際海事機
関）において国際海運のＣＯ２排出規制を導入する
「海洋汚染防止条約」附属書の改正を採択するとと
もに、本条約改正に対応するため、海洋汚染防止
法の一部を改正する法律案を国会に提出。


・2011年7月、改正産活法に基づく造船業の活力の
再生に向けた基本指針（事業分野別指針）を制定。
＜改正産活法に基づく計画認定：1件＞


・2011年7月、国際協力銀行法施行令を制定し、先
進国向け輸出金融の対象に船舶を追加。＜先進国
向け船舶輸出金融の活用：10件＞


○造船業の国際
競争力強化


Ｃ：一部実施
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施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名項目
番号


・輸出貨物に係るいわゆる「保税搬入原則」の見直
し等については、2011年10月１日より実施した。


・海上コンテナー貨物に係る積荷情報の事前報告
制度の早期化、詳細化及び電子化について、2012
年通常国会に法案を提出・成立した。


・輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)の出
港許可通知書の出力様式を、国際民間航空機関(Ｉ
ＣＡＯ)ルールに準拠した様式に変更した。


・ベトナムへのNACCS型システム導入に向けた作
業を開始した。その他、システム構築やAEO制度導
入等の先進的取組みの土台となる評価・分類を始
めとした基礎的税関分野での技術協力を実施した。


・ASEAN各国税関当局との間で、当面の支援内容
について合意し、その一部について実施に移しつつ
ある。代表的な案件としては、ベトナムへのNACCS
型システムの導入がある。


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・財務省では、従来よりおおむね3年毎に輸入手続
きの所要時間調査を実施している。これまでの貿易
関連手続を円滑化する施策により、通関所要時間
は大きく短縮している。
例えば、海上輸入貨物に係る平均通関所要時間に
ついては、平成3年において26.1時間であったのが、
平成21年において3.1時間まで短縮している。なお、


新の調査結果（平成24年）については現在集計
中であり、本年7月中を目途に公表予定である。
また輸出貨物に係るいわゆる「保税搬入原則」の見
直し等については、平成23年（10月から12月まで）
において、約45％の輸出申告が保税地域への貨物
搬入前に行われており、これにより円滑化が図れて
いる。
海外への技術協力も積極的に行っており、ベトナム
へのNACCS型システム導入に向けた作業（2014年
３月に新システム稼働予定）が遅滞なく進んでいる
が、現在、システム構築段階であり、現時点でその
成果を定量的に示すことは困難である。
輸出入が大きく拡大している中（輸出入申告件数
は、平成13年の23,251千件から、平成23年には
34,837千件まで拡大）、引き続き貿易関連手続の一
層の円滑化を進め、輸出入の拡大を図る。
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貿易関連手
続の一層の
円滑化
（輸出貨物に
係るいわゆ
る「保税搬入
原則」の見
直し等、積荷
情報の入手
時期の早期
化・電子化
の促進等貿
易関連手続
の迅速化
等、シングル
ウィンドウの
利便性の向
上、国際的
なシステム
連携への取
組、アジア諸
国における
貿易円滑化
の推進
（APECでの
取組、通関
手続のレベ
ル向上に向
けた技術協
力、AEO（認
定事業者）
制度の構築
支援・相互
承認の推
進））


財務省
関税局
総務課


国土交通
省
港湾局
港湾経済
課


外務省
経済局
国際貿易
課


経済産業
省
貿易経済
協力局
貿易振興
課


・輸出貨物に係るいわゆる「保税搬入原則」の見直
し等については、輸出申告を、適正通関を確保しつ
つ、保税地域への貨物搬入前に行えることとする内
容を盛り込んだ関税法改正案が、2011年３月31日
に成立した（当該部分は同年10月１日施行）。


・海上コンテナー貨物に係る積荷情報の事前報告
制度の早期化、詳細化及び電子化について、関係
事業者ヒアリング及び検討を実施した。


・平成23年3月に、空港の入出港関係手続のシング
ルウィンドウ業務の見直しを行った。


・NACCSと動植物検疫や食品衛生手続などの関係
省庁システムとの統合については、それぞれのシス
テムの更改次期を捉えて行うこととして、関係省庁
の間で協議を進め、平成25年10月に統合することと
した。


・ADBを通じた2,500万ドル規模の資金を用いた支
援策を表明する他、ASEAN諸国を中心としたアジア
における貿易円滑化の取組の中核的概念として、
通関システム構築やAEO制度導入等を柱とする「ア
ジア・カーゴ・ハイウェイ」構想を日ASEANの関税局
長間で合意した。
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加速化を図る
施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名項目
番号


・平成21年度税制改正で措置済み。
Ａ：実施済かつ成
果あり


【2020年の成果目標の達成状況】
・我が国に還流した海外子会社からの配当金等の
合計は、2010年は約3.1兆円、2011年は約3.2兆円。


‐113


-


【2020年の成果目標の達成状況】


　海外からの資金流入拡大については、振替社債
非課税措置の施行直後である平成２２年６月末時
点における外国投資家保有額は５５９億円・保有銘
柄数は５５銘柄であったところ、2012年２月末時点に
おける外国投資家保有額は６２５０億円・保有銘柄
数は３２５銘柄に達しており、堅調な推移を示してい
る。


金融庁
総務企画
局政策課
金融税制
室


関係省庁
財務省
主税局参
事官室


経済産業
省
経済産業
政策局産
業資金課


国土交通
省
住宅局
総務課民
間事業支
援調整室


A：実施済かつ成
果あり


・海外子会
社からの配
当益金不算
入制度の導
入（平成21
年度税制改
正）


経済産業
省
貿易経済
協力局
貿易振興
課


関係省庁
財務省


・平成21年度税制改正で措置済み。


114
非居住者の
社債利子非
課税化


　2010年度税制改正により、外国投資家が支払を
受ける振替社債等の利子等の非課税化を実現（振
替社債非課税措置の創設）


　2011年度税制改正により、外国投資家が支払を
受ける、日本版スクーク（イスラム債）の分配金の非
課税化を実現したほか、外国の年金基金やリミテッ
ド･パートナーシップを振替社債非課税措置の適用
を受けることができる外国投資家に追加。
　2012年度税制改正大綱において、外国投資家が
支払を受ける日本版レベニュー債（東日本大震災
の被災自治体の公社等の発行するものに限る）の
利子の非課税化を明記。
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施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名項目
番号


外務省
国際法局
経済条約
課


オランダ、香港、サウジアラビア、英領ケイマン、バ
ハマとの間で新たな租税条約に署名し、シンガポー
ル、バミューダ、マレーシアとの間で租税条約の効
力が発生した。


ポルトガル、ガーンジー、ジャージー、マン島との間
の租税条約，税務行政執行共助に署名し、香港、
サウジアラビア、オランダ、スイス、ルクセンブルク、
英領ケイマン、バハマ、マン島との間で租税条約の
効力が発生した。


【2020年の成果目標の達成状況】
租税条約については，５３条約を締結し６４箇国・地
域に適用。これ以外に５条約が署名済。


租税条約につ
いては、我が
国との経済関
係が深い国や
地域を重視し
つつ、引き続
き積極的に締
結交渉を行う
ことで、ネット
ワークの拡充
を図っていく。


外務省
領事局
政策課


厚生労働
省
年金局
国際年金
課


ルクセンブルク、ハンガリー、スウェーデン、オースト
リア、スロバキア、インドとの間で政府間交渉又は
予備協議を行い，ブラジル、スイスとの間で新たな
社会保障協定に署名し，スペイン、アイルランドとの
間で社会保障協定の効力が発生した。


インド、スウェーデン、中国、スロバキア、フィリピ
ン、トルコとの間で政府間交渉又は予備協議を行
い，ブラジル、スイスとの間で社会保障協定の効力
が発生した。


【2020年の成果目標の達成状況】
我が国は、１５か国との間で社会保障協定を締結又
は署名済み。


社会保障協定
については、
各国それぞれ
の固有の社会
保障制度の違
い等を踏ま
え、きめ細か
な対応が特に
重要であり、
協定締結の
ニーズ等を勘
案して、優先
度が高いと判
断される国か
ら順次交渉を
行っていく。


Ｂ：実施済


租税条約、
社会保障協
定、投資協
定の締結促
進（特に租税
条約ネット
ワークの拡
充）
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施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名項目
番号


外務省
経済局
投資室


経済産業
省
通商政策
局
経済連携
課


投資関連協定については、インドとのEPA（投資章
含む）について交渉を終了し，署名を行った。


二国間では、パプアニューギニア，コロンビア及びク
ウェートとの投資協定への署名を行った。また，イン
ドとのEPAを締結した。
更に，日中韓及び日イラク間の投資協定に関する
交渉は実質合意に至り，現在署名に向け準備中。
その他、現在ミャンマーを含む6カ国との間で交渉
又は事前協議を進めている。


【2020年の成果目標の達成状況】
投資協定については、これまで25協定を締結し
（EPA/FTA含む）、これに加えて3協定が署名済み。


投資協定につ
いては、我が
国の対外直接
投資額の近年
の急増・今後
の増加見込み
に鑑み、ニー
ズと優先順位
に応じて海外
投資環境の整
備を図るべく、
今後あり得べ
き交渉相手国
及びそのため
の人的体制に
つき、調整を
急ぐと共に、現
在交渉中の案
件について早
期妥結を目指
す。
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る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名項目
番号


経済産業
省
貿易経済
協力局
貿易振興
課


・日本のアジ
ア拠点化の
推進（高度
人材等雇用
への貢献度
等と連動した
アジア本社・
研究開発拠
点の誘致・
集積を促す
税制措置を
含むインセン
ティブ制度に
ついて、2011
年度からの
実施を目指
して検討）
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平成24年度ア
ジア拠点化立
地補助金によ
り、引き続き高
付加価値拠点
の誘致を実
施。


「アジア拠点化
推進法案」の
早期成立。


【2020年の成果目標の達成状況】


・高付加価値拠点数の増加
：平成23年度アジア拠点化立地補助金により10社
採択（平成23年12月）


・外資系企業による雇用増（75万人
→200万人）
：平成21年度経済センサス（基礎調査）によると、外
資系企業による雇用者数は86万人。


・対日直接投資倍増
：国際収支統計によると、平成23年末の対日直接投
資残高は17.3兆円。


【ボトルネック、解決策】


法人税負担軽減や特許料軽減等のインセンティブ
措置を実現するため「アジア拠点化推進法案」を早
期に成立させるとともに、平成23年末に策定した「ア
ジア拠点化・対日投資促進プログラム」を着実に推
進していくことにより、引き続きグローバル企業の高
付加価値拠点の誘致の実現を目指す。


C：一部実施


※「アジア拠点化
推進法案」を第１
７７回通常国会に
提出したものの継
続審議となってい
るため、「C」と評
価した。


【ボトルネック、解
決策】
「アジア拠点化推
進法案」の早期成
立。


平成２３年度当初予算においても立地補助金を手
当てし、平成23年8月から10月末にかけて公募を実
施。
また、引き続き「アジア拠点化推進法案」の早期成
立を目指す。


なお、上記法案に伴うグローバル企業のアジア本
社・研究開発拠点に対し5年間、20％所得控除等の
課税の特例を盛り込んだ税法については平成23年
6月に成立済み（適用期限は平成26年3月末）。（当
該課税の特例等の規定の施行日は、上記法案の
施行日）


グローバル企業の研究開発拠点やアジア本社の立
地を促進する観点から、平成22年度補正予算にお
いて、拠点設立に係る初期投資に対して支援を行う
立地補助金を創設するとともに、主務大臣の認定を
受けたグローバル企業に対し法人税負担軽減や特
許料軽減等のインセンティブ措置を講ずるため「ア
ジア拠点化推進法案」を第177回通常国会に提出し
た。
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加速化を図る
施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名項目
番号
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「アジア拠点
化・対日投
資促進プロ
グラム（仮
称）」策定


内閣府対
日直接投
資推進室


経済産業
省貿易経
済協力局
貿易振興
課


－


・2011年12月に、世界レベルで魅力ある事業・生活
環境整備に係る施策を取りまとめた「アジア拠点
化・対日投資促進プログラム」を策定。 Ｃ：一部実施


【2020年の成果目標の達成状況】
・高付加価値拠点数の増加
：平成23年度アジア拠点化立地補助金により10社
採択（平成23年12月）


・外資系企業による雇用増（75万人→200万人）
：平成21年度経済センサス（基礎調査）によると、外
資系企業による雇用者数は86万人。


・対日直接投資倍増
：国際収支統計によると、平成23年末の対日直接投
資残高は17.3兆円。


【ボトルネック、解決策】
・「アジア拠点化・対日投資促進プログラム」の進捗
管理を着実に行う。
・特に、「開かれた復興」に資する対日直接投資を呼
び込むことに貢献するべく、復興庁・ジェトロ等と連
携した取組を実施する。


－
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・法人実効
税率の主要
国並みへの
段階的引下
げ


経済産業
省
経済産業
政策局
企業行動
課


関係省庁
総務省
財務省


・２０１０年１１月に「日本国内投資促進プログラム」
を取りまとめ、法人実効税率引下げについて言及す
るとともに、産業界全体で２０２０年に１０４兆円超の
設備投資を行うという日本経済団体連合会の目標
を始め、産業界の具体的な投資行動目標を盛り込
んだ。


平成24年度から法人実効税率を５％引下げる法案
が成立した。なお、平成24年度から３年間は復興財
源確保法による復興特別法人税が課される。


C：一部実施
－ －
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加速化を図る
施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況部局名項目名項目
番号


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
○平成23年度3次補正予算で措置された。国内立
地推進事業については、１次公募において、245件、
補助金総額約2,023億円の事業が採択。本事業は、
補助金額の6倍に及ぶ1兆2600億円の設備投資を
誘発。今後、すそ野産業に対し、毎年約4.9兆円の
需要創出と、すそ野産業を含めて約20万人の雇用
創出が期待されている。
また、平成21年度2次補正予算、平成22年度予備費
で措置された低炭素型雇用創出産業立地推進事業
については、平成21年度は42件、平成22年度は153
件、補助金総額約1400億円の事業が採択された。
補助金額の約5倍に及ぶ約6700億円の設備投資を
誘発、今後、すそ野産業に対して毎年2.2兆円の需
要創出と、すそ野産業を含めて約11万人の雇用創
出が期待される。


○見える化の徹底、需要家による省エネ促進、多様
な主体が参加した供給力増強支援などにより、平成
24年夏において、合計1,622万kWのピーク電力対策
を見込んでいる。


【ボトルネック、解決策】


○震災や急激な円高を契機とする立地環境の悪化
に対応し、産業空洞化の危機を回避するため、我が
国の立地環境の改善に向け、立地支援、エネル
ギー規制・制度改革アクションプランの着実な実施・
電力システム改革などの電力需給対策を始めとし
て、施策の継続的な実施が必要。


○平成24年度
予算において
も革新的低炭
素技術集約産
業国内立地推
進事業を措置
し、低炭素産
業の競争力強
化を図る。


（追加）


○震災を契機として産業の空洞化が加速するおそ
れがあることに鑑み、サプライチェーンの中核となる
代替が効かない部品・素材分野と我が国の雇用を
支える高付加価値の成長分野における生産拠点の
国内立地を促進し、雇用を維持・創出するため、平
成23年度第3次補正予算で国内立地推進事業費補
助金を措置し、執行している（一次公募は採択先決
定済み。二次公募を本年4月より実施中）。
また、低炭素型産業の国内立地推進を図るための
事業として２３年度当初予算で革新的低炭素技術
集約産業国内立地補助金を措置（予算額：約７１．４
億円）。２０１１年８月に採択先を決定（採択件数２２
件）し、事業実施中。


○「エネルギー需給安定行動計画」に基づき、省エ
ネ等による総需要の抑制等、予算措置、規制・制度
改革などのあらゆる政策を動員して、エネルギー需
給安定に万全を期すため、補正予算を活用した需
要家別の需給対策アクションプラン、エネルギー規
制・制度改革アクションプランを実施。
（例）節電エコ補助金（計2,024億円）を創設し、住宅
用太陽光発電、民生用燃料電池、高効率ガス空調
設備の導入支援等を実施。


２０１０年９月、「成長戦略実現に向けた３段構えの
経済対策」の第１ステップとして、低炭素型雇用創
出産業立地支援の推進事業費（予算額：１，１００億
円）を予備費の活用により予算措置。同年１２月２７
日に採択先を決定（採択件数１５３件）し、事業実施
中。


経済産業
省経済産
業政策課
産業施設
課
情報通信
機器課


資源エネ
ルギー庁
電力・ガ
ス事業部
政策課


国内立地支
援、電力制
約対応、サ
プライチェー
ン強靱化
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Ⅳ 観光・地域活性化戦略 
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2020年訪日外国
人2,500 万人の目
標達成に向けたア
クションプログラム
（訪日外国人旅行
者の国別目標設
定）の作成・実施、
PDCA サイクルを
活用した目標・成
果管理の徹底
（2013 年度
に｢チェック｣の実
施）


国土交通省
観光庁
国際交流推進課


・2020年はじめまでに訪日外国人2500
万人の目標達成に向けたアクションプロ
グラム（訪日外国人旅行者の国別目標）
を作成した。
　ビジットジャパン事業の重点市場にお
いて、各市場のニーズに即した市場別
プロモーションを実施した結果、２０１０
年は過去最高の訪日旅行者数となっ
た。
　また、PDCAサイクルを着実に実施す
るため、ビジットジャパン事業のプロモー
ションの効果を測定するKPI（重要業績
指標）を導入した。


・アクションプログラムに則り、引き続き市場別プロ
モーションを実施する予定だったが、東日本大震災
の影響を踏まえ、まずは正確で海外消費者の目線
に立った情報の発信、記者招請や共同広告などを
通じた海外メディアや旅行会社などへの働きかけの
強化に取り組むとともに、10月からは、ビジット・ジャ
パン重点市場における本格的プロモーションを開始
した。
・また、2020年はじめまでに訪日外国人旅行者を
2500万人にするとの目標は維持しつつも、震災の影
響も踏まえ、中間目標の一部見直しを実施した。


C：一部実施


【ボトルネック、解決策】
・震災等の影響により、訪日
外国人旅行者数は激減した
ため、一刻も早い震災前水
準への回復が必要である。


【2020年の成果目標の達成状況】
・訪日外国人旅行者数
　2010年　861万人
　2011年　622万人


【ボトルネック、解決策】
・震災等の影響により、訪日外国人旅
行者数は激減したが、震災発生当初よ
りきめ細かい情報発信や海外メディア
の視察ツアーを通じた日本の現状の発
信、プロモーションの再開などによっ
て、訪日旅行者数の減尐幅は縮小傾向
であり、この回復基調を維持し、一刻も
早い震災前水準への回復が必要であ
る。


・一刻も早い訪日需要の回復の
ため、徹底した風評被害対策に
加え、在外公館や民間企業との
連携、日本開催国際会議やオー
プンスカイといった特別な機会
の活用、ビジネス需要としての
MICE誘致等、あらゆる関係者・
機会を総動員したオールジャパ
ン体制による訪日旅行の海外プ
ロモーション事業を展開するとと
もに、訪日時の満足度を高める
ため、国内における訪日外国人
旅行者の受入環境の整備・充実
を推進する。
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中国人訪日観光
査証の取得容易
化・訪日中国人の
拡大


国土交通省
観光庁
国際交流推進課


関係省庁
外務省
領事局外国人課


・ビジット・ジャパン事業予算を中国市場
に集中投下し、プロモーションを強化し
た。


・中国人個人観光査証の発給要件を緩
和、申請受付公館の拡大を実施した。


・ビジットジャパン事業において、海外目線に立った
情報発信、中国メディアや旅行会社への働きかけを
強化するとともに、10月以降プロモーションを再開し
た。


・中国国内における中国人向けの海外旅行販売に
ついて、日系旅行会社への開放を実現した。


・中国人訪日観光沖縄数次ビザを創設した。


・中国人訪日個人観光ビザの発給要件を更に緩和
した。


Ｂ：実施済


【ボトルネック、解決策】
・震災等の影響により、訪日
中国人旅行者は激減した
が、着実に回復傾向にあり、
今後もこの勢いを持続させて
いくことが必要である。


【2020年の成果目標の達成状況】
・訪日中国人旅行者数
　2010年　141万人
　2011年　104万人


【ボトルネック、解決策】
・震災等の影響により、訪日中国人旅
行者は激減したものの、着実に回復傾
向にある。11月からは対前年同月比で
プラスに転じており、今後もこの勢いを
持続させていくことが必要である。


・引き続き、二国間の人的交流
を促進するため、査証申請人の
利便性向上につながる円滑かつ
迅速な査証発給手続を推進す
る。
・桜や雪に代表される自然景
観、ファッションや家電等の多様
なショッピング情報、グルメ情
報、寺社仏閣をはじめとする伝
統文化等、ゴールデンルートを
中心に日本ならではの魅力を深
掘りして、ウェブを中心に発信
し、日中国交40周年も活用しな
がら、訪日中国人旅行者の一層
の拡大を図る。
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入国審査に要する
時間の短縮


法務省
入国管理局
入国管理企画官室


観光立国の実現と交流人口の拡大を目
指し、空海港の利便性向上を図るため、
出入国審査の待ち時間の短縮など、旅
行者にとってのマイナス要因を解消する
ための取組を実施。その主な施策は次
のとおり。
・審査ブースコンシェルジュの配置
・セカンダリ審査体制の実施
・事前旅客情報システムの運用


左記の取組を引き続き実施。その主な施策は次のと
おり。
・審査ブースコンシェルジュの配置の拡大
・バイオメトリクスシステムの運用・強化
・セカンダリ審査体制の実施
・事前旅客情報システムの運用


Ｃ：一部実施


左記の通り施策を実施した。なお、成田
空港の平成２２年平均では約２６分と
なっている（目標は平成２８年度までに
空港での審査待ち時間２０分）。
将来、大量の外国人が訪日する状況に
おいても、適切な出入（帰）国審査を実
現するため、法務大臣の私的懇談会で
ある「訪日外国人2500 万人時代の出入
国管理行政検討会議」において短時間
で円滑かつ厳格な審査を確実に実施で
きる将来の出入国審査の方法等につい
て検討を進めている。


－


新成長戦略全体フォローアップ  調査票（Ⅳ観光立国・地域活性化戦略）


項目
番号 項目名 部局名 2010年度の実施状況 2011年度の実施状況 施策の進捗に対する自己評価 施策の成果・効果（数字） 加速化を図る施策
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項目
番号 項目名 部局名 2010年度の実施状況 2011年度の実施状況 施策の進捗に対する自己評価 施策の成果・効果（数字） 加速化を図る施策


125
126


文化、芸術、ス
ポーツ、環境、医
療等をきっかけと
した新たな需要開
拓など、日本にお
ける
新たな観光資源の
ポテンシャルにつ
いての検討


ポテンシャルのあ
る地域を選定し、
省庁横断的に集
中支援


国土交通省
観光庁
観光地域振興部観光
資源課


・国内旅行の新需要創出と、これによる
旅行人口の増加・経済効果の誘発を目
的として、これまでの旅行商品にはない
新たな旅行需要を惹起させるモニターツ
アーを実施し、ツアーの実現可能性や
経済効果を検証した。
・医療と連携した観光に関する海外調査
事業・プロモーション調査事業を実施す
るとともに医療観光プロモーション推進
連絡会を設置した。


・各地域の観光資源を活用して造成された旅行商品
について、マーケティング、商品造成、販売、商品改
良等の実態を把握し、顧客満足を高めるための自
主的な取り組みを促進させるための方策を検討し
た。
・東日本大震災により落ち込んだ観光需要を回復さ
せるため、モニターツアーの造成を通じた旅行に係
る潜在需要の掘り起こしを行い、国内旅行全体の需
要拡大を図った。
・医療観光に関する受入環境整備事業を実施した。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・モニターツアーについて、2010年度は
合計200件（参加人数4,610人）実施した
ところ。
・参加者からの有意のアンケート結果に
基づくと、ﾓﾆﾀｰﾂｱｰ旅行先への再来訪
の意向は85％に及び、それらをふまえ、
商品化された事例は15％程度存在す
る。2011年度も同様に商品造成を行
い、これまで造成されていなかった旅行
商品の新たな需要開拓を実施した。
・また、各地域の観光資源を活用して造
成された旅行商品について、アンケート
調査を通じてマーケティング、商品造
成、販売、商品改良等の実態を把握し
た。


・各地域の観光資源を活用して
造成された旅行商品について、
2011年度の実態調査を踏まえ、
各地域における課題やその解決
策を整理し、顧客満足度の高い
旅行商品の品質向上策をとりま
とめ、地域の自立的な観光振興
を推進する。


国土交通省
観光庁
MICE推進担当参事官


・国及び関係主体が具体的に果たすべ
き役割や活動内容、時期等についてま
とめた「MICE推進アクションプラン」に基
づき国及び関係主体が連携して、「ＭＩＣ
Ｅ全般のプロモーション」「誘致・開催に
関する環境整備・支援」「ＭＩＣＥを支える
基盤の強化、環境の整備」を中心にＭＩ
ＣＥの推進に取り組んだ。


・前年に引き続きMICEの推進に向けた施策を進め
ている。その中で、効率的・効果的な事業執行を行う
べく、事業効果の測定手法（KPI）を構築・導入すると
共に、海外プロモーションについても、事業の重点化
を図った。


Ｂ：実施済


【ボトルネック、解決策】
・ＭＩＣＥの誘致・開催を推進
するために、海外プロモー
ションを中心に推進施策を進
めつつあるところ。


・また、2011年は震災等の影
響によるキャンセルなどによ
り、国際会議の開催件数が
2010年を下回ることが予想さ
れる。このため、MICEのキャ
ンセル防止のための各種対
策に注力してきたところ。


【2020年の成果目標の達成状況】
・主要な国際会議の開催件数（UIA基準
※）
2009年　538件
2010年　741件
最新の発表データは2010年まで。
※UIA(Union of International
Associations:国際団体連合)の定義に
よるもの


【ボトルネック、解決策】
・上記のとおり、2010年にかけて国際会
議数は増加しているが、韓国、中国、シ
ンガポールその他のアジア諸国がMICE
誘致の推進を強力に進めており、国際
的な競争環境は我が国にとって一層厳
しくなりつつある。


我が国ＭＩＣＥ分野の国際競争
力強化のために、以下の施策に
取り組む。
・MICE分野の市場動向・競合国
動向についての調査・分析の実
施
・MICEマーケティング戦略の再
構築に向けた検討
・MICE施設の運営、整備のあり
方など、受入環境の整備に関す
る検討
・MICEのうち、従来は取組が行
われていなかった分野全般につ
いて情報収集と対応を強化


123
海外出先機関に
おけるワンストップ
サービス


国土交通省
観光庁
国際観光政策課


関係省庁
外務省
広報文化交流部
文化交流課


外務省
広報文化交流部
総合計画課


外務省
国際協力局
政策課


経済産業省
通商政策局
通商政策課


・海外出先機関におけるワンストップ
サービス実現に向けて、検討を行った。


・2011年8月、北京及びバンコクにおいて国際交流基
金の海外事務所と国際観光振興機構の海外事務所
の近接化を実施した。


C：一部実施


【2020年の成果目標の達成状況】
・訪日外国人旅行者数
　2010年　861万人
　2011年　622万人


2020年の成果目標の達成に向
け、官民、国と地方が一体となっ
た効果的プロモーション活動に
当たっては、その基盤として、各
市場の現場レベルでのきめ細か
な情報収集・営業活動が不可欠
であり、これを担う専門性の高い
職員からなる日本政府観光局に
ついて、国際交流基金との統合
あるいは連携強化の在り方を検
討するとともに、国際業務型４法
人（国際交流基金、国際協力機
構、日本貿易振興機構及び日本
政府観光局）の海外事務所の機
能的な統合を検討しつつ、その
体制強化を行う。


124
MICEの積極的な
誘致・開催の推進
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項目
番号 項目名 部局名 2010年度の実施状況 2011年度の実施状況 施策の進捗に対する自己評価 施策の成果・効果（数字） 加速化を図る施策


国土交通省
観光庁
観光地域振興課


・地域の幅広い関係者が連携して、2泊3
日以上の滞在型観光ができるような観
光エリアの整備を促進するため、「観光
圏の整備による観光旅客の来訪及び滞
在の促進に関する法律」に基づき、新た
に15地域の「観光圏整備実施計画」の
認定を行い、併せて民間組織の取組を
一体的かつ総合的に支援する「観光圏
整備事業補助制度」について、41地域を
対象地域として選定した。


・地域の幅広い関係者が連携して、2泊3日以上の滞
在型観光ができるような観光エリアの整備を促進す
るため、地域と市場のワンストップ窓口として、着地
型旅行商品等の開発・販売等を行い、観光地域づく
りに取り組む法人格をもった事業体「観光地域づくり
プラットフォーム」の立ち上げを支援した。


国土交通省
観光庁
観光地域振興部観光
資源課


国土交通省
観光庁
観光地域振興課


地域の自主的・自立的な観光地域づくり
人材育成の取組みを促進するため、地
域の人材育成の指針となるガイドライン
の策定に向け、「観光地域づくり人材育
成ガイドライン案」に即した研修を実施
するとともに、シンポジウムの開催等を
通じするなど、情報の共有化・地域の
ネットワーク化を進めた。


地域の自主的・自立的な観光地域づくり人材育成の
取組みを促進するため、地域の人材育成の指針と
なる「観光地域づくり人材育成ガイドライン」の検証・
策定を行うとともに、地域の中核となる人材を育成す
る研修を実施した。


国土交通省
観光庁
観光地域振興部観光
資源課


・通訳案内士制度の見直しについて、
「通訳案内士のあり方に関する検討会」
を開催し、抜本的な見直しも視野に入れ
た検討を行った。また、それを受けて通
訳案内士以外の者による有償ガイド行
為を可能とするための特例措置を「総合
特別区域法」へ盛り込んだ。【再掲】


・外国人観光旅客の需要の多様化に的確に対応す
るため、通訳案内士以外の者による有償ガイド行為
を可能とするための特例措置を規定した「総合特別
区域法」が成立したことを受け、着実な実施を図って
いるところ。【再掲】
・沖縄県において、外国人観光客の受入体制の中
心的役割を担う通訳案内士の不足が懸念されてい
るところを受け、通訳案内士以外の者による有償ガ
イド行為を可能とするための特例措置を「沖縄振興
特別措置法の一部を改正する法律」へ盛り込んだ。
【再掲】
・福島県において、東日本大震災に係る原子力災害
により通訳案内士の人材不足が懸念される中、放射
性物質に対する不安や風評被害等に対して適切に
対応できる体制が求められていることを受け、通訳
案内士以外の者による有償ガイド行為を可能とする
ための特例措置を「福島復興再生特別措置法」へ盛
り込んだ。【再掲】


128


地域の観光を支え
る人材育成の推
進（通訳案内士制
度の見直し等）


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・観光地域づくりに求められる人材像、
必要な知識・スキルを明確にした。


・通訳案内士制度の見直しについて、
通訳案内士以外の者による有償ガイド
行為を可能とするための特例措置を
「総合特別区域法」、「沖縄振興特別措
置法の一部を改正する法律」、「福島復
興再生特別措置法」に盛り込むことによ
り、創意工夫を活かした観光地づくりに
寄与する訪日外国人旅行者の受入環
境整備を実施した。


・全国の大学・地域において講
座・研修プログラムを展開し、観
光地域づくり人材育成ガイドライ
ンや人材育成手法を普及するこ
とにより、地域の自立的な人材
育成の取組を促進するための仕
組みづくりと観光地域づくりの担
い手となる人材の育成を図る。


・地域の努力や顧客の満足度等
の客観的・恒常的な評価の構築
や、地域の多様な者が参画した
観光地域づくりを一元的かつ継
続的に進める組織体の構築、当
該組織体の運営や具体的な事
業の企画・調整等を行う観光地
域づくりの中核となる人材の育
成、コンセプトに基づく地域資源
の観光資源化、顧客の自由度
や選択性を高める移動の利便
性の向上や情報発信等、地域
の状況に応じた適切な取組の促
進について、検討を行う。


・総合特別地域法による通訳案
内士法の特例を用いた地域から
の提案に対して、新たなガイドの
質の担保に留意しつつ、当該地
域と共に新制度の着実な実施に
取り組む。


127


魅力ある観光地づ
くりのための環境
整備に向けた規制
緩和等の検討・実
施


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・平成２２年度の延べ宿泊客数の前年
比
　４５地域平均　９９．７％
　（全国平均　９７．２％）


・通訳案内士制度の見直しについて、
通訳案内士以外の者による有償ガイド
行為を可能とするための特例措置を
「総合特別区域法」、「沖縄振興特別措
置法の一部を改正する法律」、「福島復
興再生特別措置法」に盛り込むことによ
り、創意工夫を活かした観光地づくりに
寄与する訪日外国人旅行者の受入環
境整備を実施した。


・地域の努力や顧客の満足度等
の客観的・恒常的な評価の構築
や、地域の多様な者が参画した
観光地域づくりを一元的かつ継
続的に進める組織体の構築、当
該組織体の運営や具体的な事
業の企画・調整等を行う観光地
域づくりの中核となる人材の育
成、コンセプトに基づく地域資源
の観光資源化、顧客の自由度
や選択性を高める移動の利便
性の向上や情報発信等、地域
の状況に応じた適切な取組の促
進について、検討を行う。


・総合特別地域法による通訳案
内士法の特例を用いた地域から
の提案に対して、新たなガイドの
質の担保に留意しつつ、当該地
域と共に新制度の着実な実施に
取り組む。


・通訳案内士制度の見直しについて、
「通訳案内士のあり方に関する検討会」
を開催し、抜本的な見直しも視野に入れ
た検討を行った。また、それを受けて通
訳案内士以外の者による有償ガイド行
為を可能とするための特例措置を「総合
特別区域法案」へ盛り込んだ。


・外国人観光旅客の需要の多様化に的確に対応す
るため、通訳案内士以外の者による有償ガイド行為
を可能とするための特例措置を規定した「総合特別
区域法」が成立したことを受け、着実な実施を図って
いるところ。
・沖縄県において、外国人観光客の受入体制の中
心的役割を担う通訳案内士の不足が懸念されてい
るところを受け、通訳案内士以外の者による有償ガ
イド行為を可能とするための特例措置を「沖縄振興
特別措置法の一部を改正する法律案」へ盛り込ん
だ。
・福島県において、東日本大震災に係る原子力災害
により通訳案内士の人材不足が懸念される中、放射
性物質に対する不安や風評被害等に対して適切に
対応できる体制が求められていることを受け、通訳
案内士以外の者による有償ガイド行為を可能とする
ための特例措置を「福島復興再生特別措置法案」へ
盛り込んだ。
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項目
番号 項目名 部局名 2010年度の実施状況 2011年度の実施状況 施策の進捗に対する自己評価 施策の成果・効果（数字） 加速化を図る施策


国土交通省
鉄道局
都市鉄道政策課


・成田新高速鉄道が2010年7月に開業
し、成田空港と都心間の所要時間が大
幅に短縮した。（51分⇒36分）


・都心と成田・羽田両空港間及び両空港
間の鉄道アクセス改善に関する調査、
関西国際空港への鉄道アクセス改善に
関する調査を実施した。


・都心と成田・羽田両空港間及び両空港間の鉄道ア
クセス改善に関する調査及び関西国際空港への鉄
道アクセス改善に関する調査を実施した。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・成田新高速鉄道が2010年7月に開業
し、成田空港と都心間の所要時間が大
幅に短縮（51分⇒36分）した。


・東京駅～成田空港間30分台、東京駅
～羽田空港間20分台、両空港間50分
台で結ぶアクセス鉄道及び梅田～関西
国際空港間を30分台で結ぶアクセス鉄
道整備に向けた調査を実施した。


－


国土交通省
道路局
企画課


・観光旅行者の来訪の促進や利便性の
向上を図るため、高規格幹線道路をは
じめとする幹線道路ネットワークの整備
を推進した。


・観光旅行者の来訪の促進や利便性の向上を図る
ため、高規格幹線道路をはじめとする幹線道路ネッ
トワークの整備を推進した。


Ａ：実施済かつ成果あり


・高規格幹線道路の整備状況
　2010年度末供用延長　9,855km
（施策効果事例）
鳥取自動車道の開通に伴い、鳥取東部
の観光入込客数が１．２倍に増加（H19
→H22）


-


警察庁
交通局
交通規制課


交通アクセスの改
善、安全･安心な
まちづくりの推進


交通アクセスの改善に係る次の施策を
実施した。


○ 交通管制センターの整備、信号灯器
のLED化、道路標識の高輝度化・大型
化、信号機改良（多現示化）、バリアフ
リー対応型信号機の整備、道路標示の
高輝度化等を実施


○　道路交通情報及び自動車の走行情
報を活用した集約シュミレーションを実
施するとともに、信号制御及び交通情報
の高度化への活用技術の開発を推進


○　 流入路単位で信号の青時間をコン
トロールして信号制御を最適化すること
により、交差点渋滞の抑制を図るムーブ
メント信号制御の整備に係るモデル事
業を栃木県及び滋賀県において実施
（県警察本部の交通管制センターにお
いて制御されている信号機が対象）


交通アクセスの改善に係る次の施策を実施した。


○　交通管制センターの整備、信号灯器のLED化、
道路標識の高輝度化・大型化、信号機改良（多現示
化）、バリアフリー対応型信号機の整備、道路標示
の高輝度化等を実施


○　光ビーコンを活用して収集・蓄積したプローブ情
報と路側感知器から得られた情報を融合させ、信号
制御の高度化や交通情報提供の充実化のため、交
通管制センターの機器の改修を実施


○　栃木県及び滋賀県において実施したムーブメン
ト信号制御の整備に係るモデル事業について効果
測定を実施。
また、愛知県において、管制センターで制御されて
いない信号機を対象として、端末間通信を利用して
情報伝送を行うムーブメント信号制御方式のモデル
事業を実施


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
○　交通安全施設等の整備により抑止
される死傷事故は、2010年度末までに
年間当たり約２万９千件抑止されている
ものと推計される。


○　信号制御の高度化により、対策実
施箇所における交差点等の通過時間
は22年度末までに約１．０億人時間/年
短縮されていると推計される。


○　ムーブメント信号制御方式による信
号制御の高度化に関するモデル事業の
効果測定の結果
【栃木県】
・ピーク時における平均旅行時間
１走行あたり28～173秒（４～34％）の短
縮
・平均停止時間
１走行あたり０～96秒（０～38％）の短
縮
【滋賀県】
・ピーク時における平均旅行時間
１走行当たり19～135秒（３～28％）の短
縮
・平均停止時間
１走行当たり35～109（19～40％）の短
縮


【ボトルネック、解決策】
ムーブメント信号制御方式については、
車線構成等について一定の条件が満
たされた交差点において十分に効果が
発揮されることから、2011年度に行う効
果測定の結果を踏まえ、ムーブメント信
号制御方式を導入する際の留意事項を
取りまとめることとしている。


－
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129


交通アクセスの改
善、安全・安心な
まちづくりの推進


警察庁
生活安全局
生活安全企画課


○街頭防犯カメラシステムモデル事業
　安全・安心なまちづくりを進めるため、
全国の主要繁華街等、犯罪の多発する
地区への街頭防犯カメラ整備を促進す
ることを目的として、モデル地区内に街
頭防犯カメラを整備して効果検証を行
い、街頭防犯カメラシステムの適切な整
備・運用の在り方等について報告書を
取りまとめた。


○若い世代の参加促進を図る防犯ボラ
ンティア支援事業
　若い世代の自主防犯活動への参加促
進と活動を通じた若年層の規範意識及
び防犯意識の向上を図り、自主防犯活
動の一層の活性化と定着化を促進する
ため、警察庁において、若い世代による
防犯ボランティア支援事業実施団体の
指定を行い、各団体に対して、活動に必
要な防犯パトロール用品の無償貸付等
の支援を行った。


○街頭防犯カメラ整備パイロット事業
　全国の主要繁華街の中から札幌市すすきの地区
及び福岡市中洲周辺地区をモデル地区として選定
し、各地区42台の街頭防犯カメラを整備し、防犯カメ
ラの効率的・効果的な設置運用方法等について調
査研究を実施した。


○現役世代の参加促進を図るための防犯ボランティ
ア支援事業
　防犯ボランティア活動を将来にわたり持続可能な
取組へと発展させていくため、会社員や公務員、自
営業者等の現役世代が自主防犯活動へ参加しやす
い環境をつくる必要があることから、現役世代の参
加が見込まれる夜間活動、青色回転灯装備車両に
よる防犯パトロール活動等を行おうとする団体を指
定の上、活動に必要な防犯パトロール用品の無償
貸付等の支援を行った。


Ａ：実施済かつ成果あり


【2020年の成果目標の達成状況】
　全国の刑法犯認知件数は、平成14年
をピークに９年連続で減尐し、平成23年
は、ピーク時の約285万件からほぼ半減
の約148万件まで減尐した。
　
【ボトルネック、解決策】
　引き続き、防犯カメラ整備パイロット事
業の実施により得た知見を生かすこと
や、防犯ボランティア支援事業の実施
等により安全・安心なまちづくりを推進
する。


－
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134


「国際戦略総合特
区」制度創設に係
る法案の提出、
「国際戦略総合特
区」の理念の周知
徹底、提案募集及
び指定（国際競争
力を発揮する戦略
的区域に限定）、
指定された「国際
戦略総合特区」に
必要な各種規制
のの特例措置及
び税制・財政・金
融上の支援措置
の実施


内閣官房地域活性化
統合事務局 2月　総合特別区域法案（国際戦略総合


特区及び地域活性化総合特区）の提出


6月　　総合特別区域法の成立
8月　　法律及び政省令の施行
　　　 　総合特別区域基本方針の閣議決定
9月　　総合特別区域第１次指定申請の受付
12月　総合特別区域の指定（国際戦略総合特区7箇
所）
1月　　国と地方の協議実施（実施中）
3月　　国際戦略総合特区6箇所の総合特別区域計
画の認定
　　　　第２次指定申請の受付


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
　・国際戦略総合特区として７箇所を指
定。
  ・7地域の指定よる将来的な経済効果
は約7兆円、約30万人の雇用創出効果
を見込む。
　
※　経済効果、雇用創出効果は、申請
団体への調査結果によるもの（試算
値）。


指定を受けた7箇所について、今
後各地域が求める規制の特例
措置等の実現に向け、国と地方
の協議会等での協議を通じ、そ
の実現に向けた取り組みを推進
していく。


【2020年の成果目標の達成状況】
・実証事業は、22年度から23年度へ実
施校数が拡大しているほか、取組の恒
久化を宣言する地域もあるなど、取組
は定着しつつある（継続実施は6地域）。


【ボトルネック、解決策】
・「休暇取得の分散化」の本格実施に向
けた祝日法の改正ができていないた
め、効果は発現していない。


・実証事業の効果は認識され、
広がりを見せており、2012年度
は15地域約120校にまで参加が
拡大する。


130
131
132
133


国内観光需要の
喚起
130　祝日法改正
法案の検討
131　有休取得促
進、学校休業日の
柔軟な設定に係る
実証事業の実施
132　円滑な導入
に向けた休暇取得
の分散化の周知
133　休暇取得の
分散化の本格実
施


国土交通省
観光庁
観光経済担当参事官
室


関係省庁
（130のみ下記担当含
む）
内閣府
大臣官房総務課


・大型連休を地域別に分散して設定する
「休暇取得の分散化」の本格実施に向
け、分散化を実施する時期や連休を分
散する地域のブロック割りなど、具体案
（祝日法の改正法案）を観光立国推進
本部　休暇分散化ＷＴにおいて議論し
た。
・ゴールデンウィーク（GW）とシルバー
ウィーク（SW）を全国5ブロックに分散し
て設定する案をもって、全国10地域にお
ける意見交換会の開催するなど、経済
界・労働界・教育界等の幅広い関係者と
の意見交換やヒアリングを実施した。
・内閣府特別世論調査の実施や、国民
各界を代表する委員によって構成される
「休暇改革国民会議」を開催し、それぞ
れの結果（内閣府特別世論調査は賛成
28.1％、反対56.1％という結果、休暇改
革国民会議では「GWは見送り、SWをま
ず検討すべき」との結論）も踏まえ、実
現可能な案について再検討した。
・与党における検討案をもって2度目の
地方意見交換会を全国10か所で開催す
るなど、国民的コンセンサス形成に向け
た普及啓発等の取組を実施した。
・3月11日の東日本大震災の発生によ
り、国民的議論が困難な状況となったた
め、休暇分散化ＷＴ及び休暇改革国民
会議の開催を延期した。


・企業における有給休暇取得促進と学
校休業日の柔軟な設定により、大人と
子どもの休みのマッチングを行う「家族
の時間づくり」プロジェクト（以下、実証
事業という）を9地域74校で実施した。企
業や地域における「休暇取得の分散化」
の導入イメージを形成するとともに、家
族の時間がもたらす社会的・教育的意
義を明らかにすることで有給休暇取得を
促進した。


・震災後、「休暇取得の分散化」については、「震災
後の国民生活・経済活動等への影響及び国民的コ
ンセンサスの状況を踏まえて実施する」こととしてた
が、議論可能な状況に至っていないため引き続き検
討することとした。


・実証事業は、前年の課題の反省を踏まえ早期に実
施を呼びかけるなどして参加校数を拡大し、10地域
99校で実施した。


Ｃ：一部実施


【ボトルネック・解決策】
議論の再開には、震災から
の復旧（日本全体が通常の
経済活動・国民生活に戻るこ
と）が大前提である。・震災
前からの論点としてあげられ
ていた、サプライチェーンへ
の影響、地域によって休日
が異なることによる金融決済
への影響、下請など中小企
業への影響についての調
査・検討が必要。・震災を契
機に、休暇に対する意識変
革の端緒もみられることか
ら、「休暇取得の分散化」に
限らず、広く休暇全体の観点
からの議論も重要である。
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・大都市の成長戦
略の策定、大都市
のインフラ整備の
マスタープランの
検討


国土交通省都市局都
市政策課大都市戦略
企画室


2010年9月に設置された国土審議会政
策部会国土政策検討委員会において議
論したが、より詳細な検討が必要との認
識に至り、2011年2月の同委員会最終
報告では、引き続き検討を進めることが
提言された。


「日本再生のための戦略に向けて（2011年8月閣議
決定）」において、「大都市圏戦略については、2011
年2月の国土審議会政策部会国土政策検討委員会
最終報告に基づき、引き続きその内容等について検
討する」とされており、検討を進めている。


Ｂ：実施済


大都市戦略の内容等について検討する
ため、土地利用のあり方や近郊緑地の
保全のあり方等について、現状分析及
び将来推計を行った。


-


136


民間都市開発プロ
ジェクトに係る規
制緩和・金融措置
等（法案提出・立
上げ支援）


国土交通省都市局まち
づくり推進課


都市の国際競争力の強化を図るため、
民間都市開発プロジェクトに係る規制緩
和・金融措置の創設等を内容とする都
市再生特別措置法の一部を改正する法
律案を国会に提出。


・都市再生特別措置法の一部を改正する法律に基
づき、都市再生特別措置法を改正（平成２３年４月２
７日公布、同年１０月２０日全面施行）。
・都市再生緊急整備地域（特定都市再生緊急整備
地域を含む。）における民間都市再生事業の立上げ
支援を実施。


Ｂ：実施済


【施策の成果・効果】
・2011年度においては、認定民間都市
再生事業計画に基づき立上げ支援を行
う民間都市開発プロジェクトにより、約
3000億円の民間直接投資を実現。
【2020年の成果目標の達成状況】
・特定都市再生緊急整備地域における
民間投資額の目標である5～8兆円の
達成状況については現在調査中。


-


135


大都市の成長戦
略の策定


内閣官房地域活性化
統合事務局


・今後の都市再生のあり方について検
討を行うため、「都市再生の推進に係る
有識者ボード（座長：八田達夫）」を設置
し議論・検討を進めた。
・有識者ボードでの検討を踏まえ、平成
23年2月4日に都市再生基本方針を全面
的に改正（閣議決定）し、我が国経済の
牽引に向け、ハード・ソフトの両面からの
大都市の都市戦略（成長戦略）を明記す
るとともに、尐子高齢化の進展等の近年
の経済・社会情勢の変化に対応した都
市再生のあり方を提示した。


・都市再生の推進に係る有識者ボードにおいて、平
成23年4月の都市再生特別措置法の改正により創
設された特定都市再生緊急整備地域の指定基準等
についての検討するとともに、東日本大震災におけ
る経験が今後の我が国における都市再生の進め方
にどのような教訓を与えるかについて議論・検討を
進め、有識者ボードでの議論・検討を踏まえ、平成
23年10月7日に都市再生基本方針を改正（閣議決
定）した。
・都市再生基本方針の改正を踏まえ、仙台市を除く
全国63地域の都市再生緊急整備地域の地域整備
方針を変更（都市再生本部決定）し、東日本大震災
を踏まえた防災対策の記述の充実等を行った。
・また、有識者ボードの下に、防災まちづくりの専門
家による防災ワーキンググループ（座長：中林一樹）
を設置し、人口・機能が集積した集積したターミナル
駅周辺等のエリアに係る防災対策の充実のあり方
について議論・検討し、提言をとりまとめ、平成23年
12月22日に公表した。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・63の都市再生緊急整備地域につい
て、防災対策の記述の強化等を行う地
域整備方針の変更
・11の特定都市再生緊急整備地域の指
定し、大都市における都市再生施策を
推進してきた。
・特に特定都市再生緊急整備地域で
は、今後5年以内に整備着手する民間
都市開発事業が100以上予定されてお
り、2020年の目標に向け着実に進展し
ている。


－
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137


「地域活性化総合
特区」制度創設に
係る法案の提出、
「地域活性化総合
特区」の理念の周
知徹底、提案募集
及び指定（全国で
展開し、地域活性
化に資する特
区）、指定された
「地域活性化総合
特区」に必要な各
種規制の特例措
置及び税制・財
政・金融上の支援
措置の実施


内閣官房地域活性化
統合事務局 2月　総合特別区域法案（国際戦略総合


特区及び地域活性化総合特区）の提出


6月　　総合特別区域法の成立
8月　　法律及び政省令の施行
　　　 　総合特別区域基本方針の閣議決定
9月　　総合特別区域第１次指定申請の受付
12月　総合特別区域の指定（地域活性化総合特区
26箇所）
1月　　国と地方の協議実施（実施中）
3月　　地域活性化総合特区11箇所所の総合特別区
域計画の認定
　　　　第２次指定申請の受付


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
　・地域活性化総合特区として26箇所を
指定。
　・26地域の指定による将来的な経済
効果は約2兆円、約7万人の雇用創出
効果を見込む。


※　経済効果、雇用創出効果は、申請
団体への調査結果によるもの（試算
値）。


指定を受けた26箇所について、
今後各地域が求める規制の特
例措置等の実現に向け、国と地
方の協議会等での協議を通じ、
その実現に向けた取り組みを推
進していく。


138
建設企業の転業・
事業転換支援策
の検討・実施


国土交通省
土地・建設産業局
建設市場整備課


・「ワンストップサービスセンター事業」、
「建設企業の連携によるフロンティア事
業」等を通じ、建設企業の転業・事業転
換を支援。


・「事業転換のための課題解決支援事業」、「ノウハ
ウ・技術移転支援事業」等を通じ、建設企業の転業・
事業転換を支援。


Ｂ：実施済


効果については現在調査結果を集計
中。（６月末完了予定。）
なお、参考までに２０１０年度の「ワンス
トップサービスセンター事業」の相談対
応件数は１９２５件、２０１１年度の「事
業転換のための課題解決支援事業」の
相談対応件数は７７０件。「事業転換の
ための課題解決支援事業」について
は、５１件を継続的に支援する案件とし
て今後もフォローアップし、当該案件に
ついて他企業でも模範とできるよう事例
報告を広く行う。特に、相談対応を実施
した企業については、当該事例報告に
対する情報を適切に提供。


-


139


【2020年の成果目標の達成状況】
・平成21年度は、再生可能エネルギー
に関し、142団体でのべ341件（バイオマ
ス：84件、小水力70件、太陽光：67件、
風力：55件、太陽熱：43件、地熱・温泉
熱：22件）の賦存量調査を実施。
・平成22年度は、事業化可能性等につ
いて、27団体でソフト面の調査を実施。
・平成23年度は、「緑の分権改革」調査
事業（改革モデル実証調査）を32団体で
実施。
・「緑の分権改革」の取組団体数：610団
体（平成21～23年度）


【ボトルネック、解決策】
今後は、平成23年度の取組から導き出
す複数の実証的なモデル（例：域内循
環モデル、資源再発見モデル、交流促
進モデル等）をとりまとめるなどして、緑
の分権改革の取組団体数を着実に増
加させ、地域資源を最大限活用した地
域力の向上を目指す。


事業化モデルに基づき事業化を
促進するため、地域の金融機関
等とも連携した域内循環を高め
るための仕組みづくりや大学等
と連携した地域の人材育成など
も含めた総合的な支援実施。


Ｂ：実施済


（当初予算事業）
・2010年度までの成果を踏まえ、「再生可能エネル
ギー」「農林水産業・食品」「文化・観光・地域間交
流」の各分野の改革のモデルとなる取組について、
32の地方公共団体における実証調査を実施。
（第3次補正予算事業）
・東日本大震災により被災した13の地方公共団体に
おける復興のモデルとなる取組の実証調査を実施。
（2011年度の取組を踏まえた展開）
・実証調査に関する成果や課題の抽出を図り、実証
的で使いやすい改革モデル及び被災地復興モデル
をとりまとめて、地方公共団体に提示していく。


・先行的・総合的取組を行う27の地方公
共団体において、組織体制の構築、再
生可能エネルギー以外の地域資源の発
掘、事業化の可能性の検討など、ソフト
面を中心とした調査を実施。
・今後の地方公共団体における再生可
能エネルギー資源等の活用の検討に資
することを目的とした、エネルギー賦存
量等の調査や事業化手法についての統
一的なガイドラインの作成等を実施。


総務省
自治行政局
緑の分権改革推進室


「緑の分権改革」
の推進
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140
定住自立圏の形
成促進


総務省
地域力創造グループ
地域自立応援課


・シンポジウム、セミナーの開催等によ
り、定住自立圏構想に対する理解を深
めるとともに、各団体の取組事例につい
て調査・分析を実施した。


・シンポジウムの開催、「定住自立圏」地域創富力高
度化調査事業の実施等により、取組団体数の増加
及び各定住自立圏における取組内容の充実・深化
を図っている。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の進捗状況】
全国における取組団体数の増加
（2011年度末←（2010年度末））


・中心市宣言済み
　77団体（←69団体）
・形成協定締結・形成方針策定
　64圏域（←54圏域）
・共生ビジョン策定　64団体（←48団体）


【ボトルネック、解決策】
今後は、各団体への積極的な情報提供
を行うとともに、調査事業の実施等に
よって先進事例の構築を進め、2015年
度までに、市町村の自主的判断により
形成される定住自立圏を120圏域とす
る。


・平成24年度も文化芸術・地域
医療・産業振興の分野における
調査事業を実施し、他の定住自
立圏のモデルとなるような先進
事例の構築を推進する。


離島・過疎地域等
の条件不利地域
の自立・活性化の
支援


総務省
自治行政局過疎対策
室


過疎地域自立促進特別措置法、離島振
興法等の地域振興法に基づき、必要な
施策を実施した。


過疎地域自立促進特別措置法、離島振興法等の地
域振興法に基づき、必要な施策を実施している。


施策の成果・効果は、「行政機関が行う
政策の評価に関する法律」（平成13年
法律第86号）に基づく関係省庁の政策
評価をもって代表的な指標で示す。


国土交通省
国土政策局地方振興
課


離島振興課


特別地域振興官


【総務省】
　平成23年度政策評価書（主要な政策
に係る評価）
政策５：地域力創造
（施策目標）　過疎地域の自立が促進さ
れること
（施策目標の達成度を測る指標）
　過疎地域集落再編整備事業によって
整備した定住団地等の整備状況
　平成２２年度　６件


　厳しい地方財政の状況下、地域の特
性にあった魅力ある地域づくりを行う地
方公共団体を支援するため、地方公共
団体のニーズ等を的確に把握した上
で、更なる取組を推進する必要がある。


農林水産省
農村振興局農村政策
部中山間地域振興課


【国土交通省】
平成２２年度政策チェックアップ
　７－２６　都市再生・地域再生を推進
する
１４９　全国の地方圏から大都市圏への
転出者数に対する大都市圏から地方圏
への転入者数の比率
　初期値（Ｈ１８年度）７８％、目標値（Ｈ
２３年度）７８％に対して、平成２２年度
実測値は８５．５％である。


　引き続き、地域活性化及び地域振興
を図る取組を支援する施策を講じていく
必要がある。


141
Ｂ：実施済


　－
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平成２２年度政策チェックアップ
　１０－４２離島等の振興を図る
２１０　離島地域の総人口
　初期値（Ｈ１６年度）452千人、目標値
（Ｈ２３年度）402千人以上に対して、平
成１９年度実測値は425千人である。


　各都道県の作成した離島振興計画に
基づき、諸政策が講じられ、着実に成果
を上げてきたが、人口減尐が続いてお
り、今後一層の振興施策を推進していく
必要がある。


【農林水産省】
平成22年度実施政策の評価書
測定指標：中山間農業地域の人口の社
会減(平成32年度までに減尐率の５%抑
制)
　　実績値：-0.38%（H22年度）
　　目標値：-0.53%（H22年度）


　引き続き、中山間農業地域の振興を
図る取組を支援する施策を行う必要が
ある。


141
Ｂ：実施済


　－
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142
地域主権戦略の
一環として課題の
整理と解決


総務省
自治行政局


地域政策課


地域自立応援課


過疎対策室


－


・地域主権型社会を構築するためには、行財政制度
のみならず、個々人の生活や地域の経済における
基本問題であるエネルギーや食料の供給構造も考
慮した、地域主権改革を目指すことが求められてお
り、そのための施策を実施。
・具体的には、「地域から人材、資金、資源が流出す
る中央集権型の社会構造」から「地域の自給力と創
富力を高める地域主権型社会」への転換を図る「緑
の分権改革」について、2010年以降行われている調
査の結果を踏まえ、課題・対応策等について検討を
深め、実証的で使いやすい改革モデルを取りまとめ
ているところ。
・また、地方が自立して地域経営を担える環境を整
備するため、圏域ごとに生活機能等を確保し、地方
圏における定住の受け皿を形成する「定住自立圏構
想」について、地域に根ざした雇用創出という課題に
対処する観点から、産業振興のモデル的な取組を
実施し、先進事例の構築を図っている。
・さらに、条件不利地域の自立・活性化の支援につ
いては、2010年度から過疎地域市町村において過
疎対策事業債を活用したソフト事業が開始されたこ
とを受け、実施された事業の一部を事例集として取
りまとめるとともに広く公表することにより、各市町村
における自主的なソフト事業の検討・実施を促進。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の進捗状況】
（緑の分権改革）
・平成21年度は、再生可能エネルギー
に関し、142団体でのべ341件の賦存量
調査を実施。
・平成22年度は、事業化可能性等につ
いて、27団体でソフト面の調査を実施。
・平成23年度は、「緑の分権改革」調査
事業（改革モデル実証調査）を32団体で
実施。
・「緑の分権改革」の取組団体数：610団
体（平成21～23年度）


（定住自立圏）
全国における取組団体数の増加
（2011年度末←（2010年度末））
・中心市宣言済み
　77団体（←69団体）
・形成協定締結・形成方針策定
　64圏域（←54圏域）
・共生ビジョン策定　64団体（←48団体）


（条件不利地域）
　2010年度に過疎対策事業債を活用し
てソフト事業を実施した過疎地域市町
村数：492団体（過疎地域市町村の約
63％）


【ボトルネック、解決策】
（緑の分権改革）
今後は、平成23年度の取組から導き出
す複数の実証的なモデルを取りまとめ
るなどして、緑の分権改革の取組団体
数を着実に増加させ、地域資源を最大
限活用した地域力の向上を目指す。


（定住自立圏）
今後は、各団体への情報提供や先進
事例の構築を進め、定住自立圏の形成
を促進することによって、地方圏から三
大都市圏への人の流れを食い止める。


（条件不利地域）
厳しい地方財政の状況下、地域の特性
にあった魅力ある地域づくりを行う地方
公共団体を支援するため、地方公共団
体のニーズ等を的確に把握した上で、
更なる取組を推進する必要がある。


緑の分権改革や定住自立圏構
想、過疎対策の推進を通じて、
地域資源の活用、地域の資金
循環や人材育成等を進め、地域
主権型社会への転換を図る。
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143


コンセッション方式
の導入等に係る
PFI（民間資金等
活用事業）制度の
拡充


内閣府民間資金等活
用事業推進室


国土交通省総合政策
局官民連携政策課


【PFI法の改正】
・「コンセッション方式の導入等に係る
PFI（民間資金等活用事業）制度の拡
充」については、ＰＦＩ法改正法を閣議決
定（2011年3月）。(国会で成立(2011年5
月))


- B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
PFI制度拡充のためのＰＦＩ法改正法な
ど、必要な制度整備により、ＰＦＩの実施
を推進している。これにより、「社会資本
ストックの効率的、戦略的な新設・維持
管理の実現」や「2010年～2020年のPFI
の事業規模：尐なくとも約10兆円以上」
に向けた取り組みを進めている。


（参考）
2010年度ＰＦＩ契約額：1,387億円
2010年度実施方針公表数：15件


2011年度ＰＦＩ契約額：1,186億円
2011年度実施方針公表数：20件


ガイドラインの改定作業を推進


145


公共施設整備を
行う際、まずPFI手
法で整備すること
を検討する制度の
導入に向けた検討


内閣府民間資金等活
用事業推進室


国土交通省総合政策
局官民連携政策課


早期実施事項（コンセッション方式の導
入等（※）に係るＰＦＩ（民間資金等活用
事業）制度の拡充）を実施。


（※）民間事業者が実施方針の策定を
提案した場合に、公共施設等の管理者
等がＰＦＩの活用について検討する制度
の創設を含む。


2011年度に実施すべき事項（公物管理の民間開
放、公務員の民間への出向の円滑化、民間資金導
入の制度整備等PPP・PFIの更なる活用促進へ向け
た諸施策の実施）を実施。


C：一部実施


【ボトルネック、解決策】
ユニバーサルテスティングに
関する海外の制度・事例に
つき、詳細な検討・調査が必
要。


【2020年の成果目標の達成状況】
PFI制度拡充のためのＰＦＩ法改正法な
ど、必要な制度整備により、ＰＦＩの実施
を推進している。これにより、「社会資本
ストックの効率的、戦略的な新設・維持
管理の実現」や「2010年～2020年のPFI
の事業規模：尐なくとも約10兆円以上」
に向けた取り組みを進めている。


（参考）
2010年度ＰＦＩ契約額：1,387億円
2010年度実施方針公表数：15件


2011年度ＰＦＩ契約額：1,186億円
2011年度実施方針公表数：20件


モデルとなる案件の発掘に向け
て、各省庁においてコンセッショ
ン方式等の案件形成につき検討
を要請


144


公物管理の民間
開放、公務員の民
間への出向の円
滑化、民間資金導
入の制度整備等
PPP・PFIの更なる
活用促進へ向け
た諸施策の実施


内閣府民間資金等活
用事業推進室


国土交通省総合政策
局官民連携政策課


【PFI法の改正】
・「公物管理の民間開放」「公務員の民
間への出向の円滑化」については、ＰＦＩ
法改正法を閣議決定（2011年3月）。(国
会で成立(2011年5月))


【PPP/PFIの活用促進へ向けた制度改
正の実施】
・港湾法改正法（2011年3月31日成立・
公布）により港湾運営会社制度を創設。


【官民連携インフラファンドの創設】
・「民間資金導入の制度整備等PPP・PFIの更なる活
用促進へ向けた諸施策の実施」については、官民連
携インフラファンドの創設に向けて、ＰＦＩ法改正法案
を2012年2月11日に閣議決定し、第180回国会（常
会）に提出(2月14日）。


【PPP/PFIの活用促進へ向けた制度改正の実施】
・関西国際空港及び大阪国際空港にコンセッション
方式の活用を図るため、関西国際空港及び大阪国
際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関す
る法律を制定（2011年5月17日に可決・成立)
・空港経営改革を推進するため、所要の措置を定め
る法案（民間の能力を活用した国管理空港等の運
営等に関する法律案）を、第180回国会（常会）に提
出(2012年3月6日)。


【具体的なPPP/PFIの案件形成支援】
・コンセッション方式等の新たなPPP/PFI事業の提案
募集（2011年5月27日～6月29日）を実施し、地方公
共団体、民間企業等から144件の提案を受け付け、
第３者委員会の意見を踏まえて案件を選定し、補助
金交付及び案件調査を実施。
・平成24年度においても継続して具体的な案件形成
のための支援を行うため、新たなPPP/PFI事業の提
案募集（2012年3月12日～4月20日）を、地方公共団
体、民間企業等に対して実施。


Ｃ：一部実施


【ボトルネック、解決策】
官民連携インフラファンドの
創設に向けたＰＦＩ法改正法
案を国会提出中（平成24年２
月14日国会提出）


【2020年の成果目標の達成状況】
ＰＦＩ法改正法など、PPP/PFIの活用促
進に必要な制度の整備とともに、
PPP/PFI事業の具体的な案件形成支
援により、PPP/PFIの実施が推進され
ている。このようにして、「社会資本ス
トックの効率的、戦略的な新設・維持管
理の実現」や「2010年～2020年のPFIの
事業規模：尐なくとも約10兆円以上」に
向けた取り組みが進められている。


（参考）
2010年度ＰＦＩ契約額：1,387億円
2010年度実施方針公表数：15件


2011年度ＰＦＩ契約額：1,186億円
2011年度実施方針公表数：20件


ＰＦＩ法改正法の国会成立を前提
として、官民連携インフラファンド
の創設に向け、ファンドの性格、
投資対象の検討などの準備を推
進する
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国土交通省
総合政策局
政策課


平成２１年度国土交通白書において、国
土交通省所管の社会資本を対象に、一
定の条件のもとで試算をおこない、２０１
０年度から２０６０年度までの５０年間に
必要な更新費を約１９０兆円と推計し
た。


長寿命化計画の策定、予防的な修繕や計画的な更
新を進めるなど、戦略的な維持管理・更新を実施。


Ａ：実施済かつ成果あり


平成２１年度国土交通白書における推
計結果の公表により、財源が限られる
中で、高度経済成長期に集中的に投資
した社会資本の更新に多額の費用を要
することや、一時期に更新のピークを迎
えることが明らかになり、社会資本の戦
略的な維持管理・更新に関する施策の
促進につながっている。


長寿命化計画策定状況等は次のとお
り。
・全国道路橋の長寿命化修繕計画策定
率約54％（H21）→約63％（H22）
・下水道施設の長寿命化計画策定率
約8％（H21）→約24％（H22）
・河川管理施設の長寿命化率
約31％（H21）→約47％（H22）
・港湾施設の長寿命化計画策定率
約58％（H21）→約70％（H22）


社会資本の老朽化の実態把握
を一層進めるための調査の実施
について検討しており、長寿命
化・老朽化対策の更なる促進を
通じ、社会資本の維持管理・更
新費の縮減に努める。


農林水産省農村振興
局設計課計画調整室


-


　 農業水利施設の更新需要を耐用年数から推計
し、①既に耐用年数を超過（H21年３月時点）した基
幹的農業水利施設のストック量は3.1兆円、②今後
10年間（H31年3月時点）に耐用年数を超過する基幹
的農業水利施設のストック量は5.6兆円との結果を
得た。


Ａ：実施済かつ成果あり


平成２２年度「食料・農業・農村の動向」
で老朽化が進行する農業水利施設の
状況を公表。農業水利施設等の老朽化
の進行に対応するため、施設の機能診
断に基づき、必要な予防保全対策等を
実施し、戦略的な保全管理に関する施
策の促進につながっている。


・基幹的農業水利施設の機能診断実施
率
約19％（H19）→約39％（H22）（再建設
費ベース）
・基幹的農業水利施設のうち国営造成
施設の機能診断実施率
約29%（H19）→約56％（H22）（再建設費
ベース）


新たな土地改良長期計画
（H24.3.30閣議決定）を策定し、
「農業水利施設の戦略的な保全
管理」を主な施策の一つに位置
づけ、重点指標の「基幹的農業
水利施設の機能診断の実施済
みの割合（再建設費ベース）　約
４割(H22)→約７割(H28)」の達成
に向け、戦略的な保全管理の推
進を図る。


総務省
自治財政局
財務調査課
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国及び地方自治
体において今後見
込まれる社会資本
の更新需要の洗
い出し


103







項目
番号 項目名 部局名 2010年度の実施状況 2011年度の実施状況 施策の進捗に対する自己評価 施策の成果・効果（数字） 加速化を図る施策


地方整備局等において、講習会の実施
や点検・診断・補修に係る助言を行うな
ど技術的な支援を行うとともに、社会資
本整備総合交付金等により、地方自治
体で行う点検や長寿命化計画策定、修
繕及び更新に対して財政的な支援を
行った。


引き続き財政的支援や技術的支援を行っているとこ
ろ。


C：一部実施


【ボトルネック、解決策】
・社会資本整備重点計画（平
成21年3月閣議決定）におい
て、社会資本の長寿命化対
策等に関する指標を立て、
推進しているところ。
・目標の達成に向け、引き続
き地方自治体で行う点検や
長寿命化計画策定等に対し
て、財政的支援や技術的支
援を行っていく。


社会資本整備重点計画（平成21年3月
閣議決定）において、社会資本の長寿
命化対策等に関する指標を立てて推進
しているところであり、2010年度におけ
る実施状況については以下の通りであ
る。


・全国道路橋の長寿命化修繕計画策定
率：63％(岩手県、宮城県、福島県は、
平成22年4月時点のデータを用いてい
る)
・下水道施設の長寿命化計画策定率：
約24％
・港湾施設長寿命化計画策定率：約
70％


・道路空間のオープン化につき、道路法
施行令の改正により、オープンカフェを
始めとした食事施設等の占用許可基準
を緩和し、制度環境を整備した。


・河川空間のオープン化につき、河川敷
地占用許可準則の改正により、オープ
ンカフェを始めとした食事施設等の占用
許可基準を緩和し、制度環境を整備し
た。


-148
道路・河川空間の
オープン化等


国土交通省
総合政策局
官民連携政策課


道路局
環境安全課道路環境
調査室


水管理・国土保全局
水政課


・道路空間のオープン化につき、民間か
らの提案募集を受け、平成22年10月28
日の道路PPP研究会にて整理し、検討
を実施。


・河川空間のオープン化につき、河川敷
地占用許可準則の改正（平成23年3月8
日通知）を実施。


・道路空間のオープン化につき、都市再生特別措置
法等の改正（平成23年10月20日施行）により、オー
プンカフェを始めとした食事施設等の占用許可基準
を緩和。


Ｂ：実施済


・土地改良長期計画（平成24年3
月30日閣議決定）に基づき農業
水利施設等の戦略的な保全管
理を推進することとする。
・機能診断は平成28年度までに
約70%（国営農業水利施設の
90%、県営農業水利施設の50%）
で実施予定。この機能診断結果
に基づく劣化の状況に応じた計
画的な補修・更新等を通じて全
国約240万haの水田と約60万ha
の畑の用水の安定供給と排水
条件を確保。
・国営造成農業水利施設等につ
いては、施設の設置者、財産権
者責任の視点から、施設の劣化
等の状況に応じて国が適時適切
に更新を行うとともに、県営・団
体営農業水利施設等について
も、機能診断の結果を踏まえ、
農業水利施設等の補修･更新等
を地域全体で計画的に進めてい
くこととする。


147


国及び地方自治
体における社会資
本の維持管理、更
新投資等マネジメ
ントに係る計画の
作成の促進


国土交通省
総合政策局
公共事業企画調整課


農林水産省
農村振興局
水資源課


総務省
自治財政局
財務調査課


基幹的農業水利施設の保全管理の取
組を図るため、国及び地方自治体にお
ける社会資本の維持管理、更新投資等
マネジメントに係る計画の作成に必要と
なる機能診断を推進。


引き続き機能診断を実施しているところ。
（2011年度の実施状況については、2012年６月末迄
にとりまとめ予定）


C：一部実施


【ボトルネック、解決策】
・老朽化や造成後の状況変
化に伴う機能低下により地
域経済・社会への被害を与
えるおそれのある国営造成
施設が急増。これら施設に
ついて適時適切に更新する
ための機動的な制度運用が
不可欠。
・農業水利施設等の保全管
理を効果的に進めるため、
国営造成施設のみならず、
県営・団体営施設も含めた
水利システム全体で長寿命
化とライフサイクルコストの
低減を図る戦略的な保全管
理を促進する必要。


用水供給機能等を確保していく上で極
めて重要な基幹的農業水利施設におけ
る、マネジメントに係る計画の作成のた
めの2010年度の実施状況は以下の通
りである。


・マネジメントに係る計画の作成の基と
なる機能診断実施割合（再建設費ベー
ス）：約40%


【ボトルネック・解決策】
・国営造成農業水利施設等について
は、施設の設置者、財産権者責任の視
点から、施設の劣化等の状況に応じて
国が適時適切に更新を行うことが必
要。
・機能診断の結果を踏まえ、農業水利
施設等の補修･更新等を地域全体で計
画的に進める必要。
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項目
番号 項目名 部局名 2010年度の実施状況 2011年度の実施状況 施策の進捗に対する自己評価 施策の成果・効果（数字） 加速化を図る施策


地域や社会の
ニーズに対応した
国有財産・独立行
政法人保有資産
の有効活用等


・独法資産の実態
把握に基づく見直
しによる有効活
用、国庫納付等の
推進


総務省行政評価局評
価監視官（独立行政法
人第一担当）


・総務省の政策評価・独立行政法人評
価委員会（以下「政独委」という。）では、
独立行政法人（以下「独法」という。）に
おける平成21年度業務実績に関する二
次評価において、独法が保有する実物
資産に関する実態把握を行い、利用率
が低調な施設等の事例を把握。
　これらの把握した事例については、行
政刷新会議が中心となって取りまとめた
「独立行政法人の事務・事業の見直しの
基本方針」（平成22年12月７日閣議決
定。以下「見直しの基本方針」という。）
等に反映され、廃止、国庫納付、共用化
等の見直しの方向性が示された。
　これを受けて、政独委では、府省に置
かれる独立行政法人評価委員会（以下
「府省評価委」という。）に対し、今後は、
これら見直しの基本方針等に沿った独
法の取組について評価すべき旨を二次
評価意見として通知。


・政独委では、平成22年度の二次評価意見を踏ま
え、独法における平成22年度業務実績に関する二
次評価において、見直しの基本方針等で示された独
法の保有資産に関する見直しの状況について、府
省評価委における評価の実施状況をフォローアッ
プ。


Ｂ：実施済


政独委による実態把握により、職員宿
舎の入居が低調な独法（５法人）のほ
か、利用率が低調な宿泊施設、教育研
修施設等（８法人９施設）、未利用地、
遊休施設等（10法人36か所）の事案な
ど、具体的な事例を把握したことによ
り、さらに、これらの事例が見直しの基
本方針に反映されたことによって、各独
法における保有資産の見直しを促進す
ることができた。
なお、内閣官房行政改革推進室が平成
23年９月15日に取りまとめた見直しの
基本方針のフォローアップ結果によれ
ば、政独委が把握した事案に関し、平
成22年度に現物納付２件のほか約17億
円が、平成23年度に現物納付５件のほ
か約５億円が国庫納付されるに至って
いる。


－


【地域や社会のニーズに対応した国有
財産の有効活用等】


・地域・地方公共団体に対し未利用国有
地等の情報提供を積極的に行うほか、
地元地公体等と協議や検討を重ね、そ
の土地にふさわしい街づくりや地域ニー
ズに合った利用計画を策定のうえ処分
を行うなど、地域との連携強化を推進。


【地域や社会のニーズに対応した国有財産の有効
活用等】


・売却対象の未利用国有地の約半数を占める売残
り財産や地下埋設物などの瑕疵により売却が困難
な財産の有効活用を図るため、事業用定期借地権
を活用した貸付けを行うこととし、具体的取扱いを定
める通達（平成24年3月2日付財理第833号「売却困
難財産等に関する事業用定期借地権の設定につい
て」）を制定。


・引き続き、地域・地方公共団体に対し未利用国有
地等の情報提供を積極的に行うなど、地域との連携
強化を推進。


149


地域や社会の
ニーズに対応した
国有財産・独立行
政法人保有資産
の有効活用等（地
域再生等に係る利
用促進、独法資産
の実態把握に基
づく見直しによる
有効活用・国庫納
付等の推進）


財務省
理財局
国有財産
企画課


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】


独立行政法人から現物納付された財産
については、その有効活用が図られる
よう、各々の財産の性質に応じて、処理
方針を策定済み。
例えば、公園用地や学校用地として地
方公共団体等に売却するほか、一般競
争入札を行うなどにより有効活用を図る
こととしている。


-


【独立行政法人が保有する不要資産の
国庫納付】


・平成22年12月7日に｢独立行政法人の
事務・事業の見直しの基本方針｣が閣議
決定。
　この基本方針において、｢独立行政法
人が保有する資産のうち、不要と認めら
れるものは速やかに国庫納付することと
し、国は納付を受けたものを含めた国有
財産全体の有効活用を図ることとされて
いる。
　こうしたことから、財務省においては、
各独立行政法人の主務省庁等との緊密
な連携を図り、円滑な国庫納付を進め
た結果、6件の国庫（現物）納付が行わ
れ、土地等の速やかな有効活用を図る
ことに努めた。


（独法不要財産(現物)の国庫納付実績）
○2010年度（6件）
　・国立印刷局：3件
　・勤労者退職金共済機構：1件
　・労働者健康福祉機構：2件


【独立行政法人が保有する不要資産の国庫納付】


2010年度の実施状況と同様、地域との連携強化を
推進するとともに、独立行政法人から国庫（現物）納
付された26件について、土地等の有効活用を図るこ
とに努めた。


（独法不要財産(現物)の国庫納付実績）
○201１年度（26件）
　・造幣局：4件
　・印刷局：5件
　・土木研究所：2件
　・国立病院機構：2件
　・福祉医療機構：3件
　・勤労者退職金共済機構：1件
　・森林総合研究所：2件
　・国立科学博物館：1件
　・日本貿易振興機構：2件
　・宇宙航空研究開発機構：1件
　・新エネルギー・産業技術総合
　　開発機構：1件
　・石油天然ガス・金属鉱物資源
　　機構：1件
　・駐留軍等労働者労務管理
　　機構：1件
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番号 項目名 部局名 2010年度の実施状況 2011年度の実施状況 施策の進捗に対する自己評価 施策の成果・効果（数字） 加速化を図る施策


【2020年の成果目標の達成状況】
　食料自給率は天候等の要因により
2008年度から2010年度にかけて２％低
下。他方、基本計画に基づく各種施策
の推進により、
①2011年産の米粉用米、飼料用米の
生産量がそれぞれ2008年産の40倍
（0.1万t→4.0万t）、20倍（0.8万t→18.3万
t）へ増加。
②麦の作付面積が増加（特にパン・中
華めん用小麦は128％増加（1.69万ha
（2008年）→2.56万ha（2011年）。
③耕地利用率が８年振りに上昇
（92.1％（2009年）→92.2％（2010年））。
④１戸あたり農業所得が７年振りに増
加（457万円（2009年）→466万円（2010
年））。
⑤農産物加工等の農業生産関連事業
に取り組む販売農家の割合の増加
（10.8％（2000年）→21.0％（2010年））
等により自給率向上に資する基盤は着
実に整備されつつある。


【ボトルネック】
　所得の減尐（6.1兆円（1990年）→3.0兆
円（2010年））、担い手不足・高齢化（基
幹的農業従事者の平均年齢は66.1歳）
が進展し、農業の再生は待ったなしの
課題。
　このため、
①「美味しい」、「安全」、「環境にやさし
い」という持ち味を再構築すること
②上記の実現を図るための人材を確保
すること。特に土地利用型農業につい
ては、地域・集落での話し合いを通じた
合意形成による実質的な規模拡大を図
ること
③世界各国の農林漁業従事者の経営
ノウハウ・技術等を取り入れること
④農業者にセーフティネットを提供し、
多面的機能等を維持すること
等が必要。


　「基本方針・行動計画」に基づ
き、
①集落・地域での話し合いを通
じた「人・農地プラン」の策定を推
進し、担い手への農地集積の推
進や新規就農者への支援
②農林漁業の成長産業化のた
めのファンドの創設など、６次産
業化の推進
③農山漁村の資源を活用した再
生可能エネルギーの促進
等の施策を今後５年間で集中展
開。


150
～
170
（総
論）


農業分野の成長
産業化総論
（食料自給率50％
（生産額ベース
70％）、耕地利用
率108％という目
標との関係）


農林水産省
大臣官房
政策課


　2010年３月に「食料・農業・農村基本計
画」を策定し、
①戸別所得補償制度の導入
②食の安全・安心の確保
③農山漁村の６次産業化
といった新成長戦略に掲げられた課題
を含む農政の展開方向を提示。
　同計画において、関係者の最大限の
努力と上記の政策を総合的に講じること
を前提として、食料自給率50％（生産額
ベース70％）、耕地利用率108％という
目標を設定。


所得の減尐、担い手不足の深刻化や高齢化等が進
展し、農業の再生が待ったなしの課題であること（右
の【ボトルネック】欄を参照）から、2011年10月に「我
が国の食と農林漁業再生のための基本方針・行動
計画」を策定し、新規就農の増加と農地集積の促
進、６次産業化等の施策を５年間で集中展開するこ
とを決定。


150～170それぞれの項目ご
との評価を参照。
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番号 項目名 部局名 2010年度の実施状況 2011年度の実施状況 施策の進捗に対する自己評価 施策の成果・効果（数字） 加速化を図る施策


150
151


戸別所得補償モ
デル対策の実施


モデル対策の検
証、制度導入に向
けた検討


戸別所得補償制
度の実施


農林水産省
経営局
経営政策課


モデル対策を実施


・米の生産数量目標に即した生産を行っ
た販売農家・集落営農に対し、直接支払
いにより交付金を交付する「米戸別所得
補償モデル事業」を実施。


・併せて、食料自給率の向上を図るた
め、水田を有効活用して、麦・大豆・米
粉用米・飼料用米等の戦略作物の生産
を行う販売農家・集落営農に対して、主
食用米並の所得を確保し得る水準の交
付金を交付する「水田利活用自給力向
上事業」を実施。


前年度に実施したモデル対策を踏まえ、2011年度よ
り、水田作物に加え、麦・大豆等の畑作物にも対象
を拡大して、戸別所得補償制度を本格実施。
　(同制度において、「水田利活用自給力向上事業」
の後継となる「水田活用の所得補償交付金」を措
置。)


本格実施に当たり、「規模拡大加算」「再生利用加
算」「緑肥輪作加算」等の加算措置を導入。


Ａ：実施済かつ成果あり


【2020年の成果目標の達成状況】
・戸別所得補償交付金等による農業経
営の下支え効果により、農業所得が７
年振りに増加（2010年）。


・米の過剰作付面積の減尐
（4.9万ha（2009年度）→4.1万ha（2010年
度）→2.2万ha（2011年度））


・「水田活用の所得補償交付金」等によ
る支援により、新規需要米の作付面積
が大幅に増加し、食料自給率の向上に
貢献。
（1.8万ha（2009年度）→3.7万ha（2010年
度）→6.4万ha（2011年度））


・モデル対策の加入者の４人に３人は
制度を継続するべきと評価


地方自治体や農業者の方々か
ら本制度を安定的に実施して欲
しいとの要望があり、早期の法
制化を検討。


・資源管理・収入安定対策のベースと
なる漁業共済の加入率が向上
　54％（2010年3月末）→66％（2012年3
月末）


・漁業経営セーフティーネット構築事業
（2010年度より実施）の加入率が向上
　32％（2011年３月末）→58％（2012年３
月末）


・以上のような加入率の向上により、経
営を下支えしつつ、資源管理に取り組
む漁業者が増加したことも一因となっ
て、我が国周辺水域における資源状態
が改善
　資源水準が低位である系群の割合
（資源評価対象52魚種84系群中）：
　42系群50％（2008年度）→33系群
39.3％（2011年度）
　(新たな水産基本計画（2012年3月閣
議決定）において、資源管理・漁業所得
補償対策を中核施策とし、2022年度を
目途に、経営として漁業を行う者の大宗
（我が国漁業生産額のおおむね９割に
相当）が資源管理・漁業所得補償対策
に加入しつつ、それぞれの経営に合っ
た施策を活用することにより、より収益
性の高い漁業経営を実現することとさ
れたところ。)


【ボトルネック、解決策】
更なる加入率の向上を図り、セーフティ
ネットで下支えしつつ、水産業の成長産
業化への取組を強化するためには、
①東日本大震災からの復興、
②資源管理指針・計画等新たな資源管
理体制下での資源管理の強化、
③「安全･安心」「品質」など消費者の関
心に応え得る水産物の供給や消費拡
大
④水産業･漁村の多面的機能発揮のた
めの総合的な支援の充実
など水産に関する総合的かつ計画的な
施策の推進が必要。


新たな水産基本計画に基づき、
総合的かつ計画的な施策を推
進し、2022年度までに、
・資源管理・漁業所得補償対策
の加入率９割、
・食用魚介類生産量449万トン
（2010年度409万トン）
等を目指すことにより、成長産業
化への取組を強化。


152


・資源管理制度の
在り方及び漁業所
得補償制度の検
討
・資源管理制度の
強化及び漁業所
得補償制度の検
討・導入


農林水産省
水産庁
企画課


漁業保険管理官


管理課


計画的に資源管理に取り組む漁業者を
対象とする、漁業共済と積立ぷらすの仕
組みを活用した新たな「資源管理・収入
安定対策」と、漁業経営に大きな影響を
与える燃油等の価格高騰に備えた「コス
ト対策」（漁業経営セーフティネット構築
事業）とを組み合わせた総合的な所得
補償対策の導入に向けて検討を実施。


2011年度より、資源管理・漁業所得補償対策を導
入。


(世界的に水産物の需要が高まっている中（1980年
から2010年の間に２倍以上）、我が国は、世界第６
位の排他的経済水域、世界第５位の漁業・養殖業生
産量を誇っており、水産業は成長産業として潜在力
があるところ。
一方で、東日本大震災により甚大な被害を受けた地
域は我が国水産業にとって重要な位置づけにあり、
その復興は国民に対する水産物の安定供給の確保
を図る上でも重要な課題。
このため、水産政策全体としては、
①被災した漁船、養殖施設、水産加工流通施設、漁
港、漁場等の復旧・復興が第一の課題であり、その
ために水産復興マスタープラン（2011年6月）を策定
し、漁業生産と流通加工業等水産を構成する各分
野の総合的・一体的復興等を推進
②「食と農林漁業再生のための基本方針・行動計
画」（2011年10月）に盛り込まれた、近代的・資源管
理型で魅力的な水産業を構築するために、高性能
な漁船の導入や流通拠点漁港における高度衛生管
理等を推進
③今後もこれらの着実な推進のため、新たな水産基
本計画（2012年3月閣議決定）を策定
すること等に取り組んできたところ。)


A：実施済かつ成果あり
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153


新農地制度に基
づく意欲ある多様
な経営体の新規
参入促進、耕作放
棄地対策


農林水産省
経営局
農地政策課、
農村振興局
農村計画課


・2009年に農地法等を改正（施行は同年
12月）し、
①　一般法人であっても、貸借であれ
ば、全国どこでも農業への参入が可能
となり、
②　農地の権利取得の下限面積につい
て、農業委員会が地域の実情に応じて
引き下げることを可能とし、
③　市町村段階の面的集積組織（農地
利用集積円滑化団体）が農地所有者の
委任を受けて、所有者に代理して地域
内の農地を一括して貸し付ける仕組み
を創設するとともに、
④　農業委員会が毎年一回管内の全て
の農地の利用状況を調査し、遊休農地
と判断した農地については、農業委員
会が指導、勧告等の措置を一貫して行
う仕組みを創設
し、2010年度はこの改正農地法の適切
な運用の実施を図ったところ。


・また、農用地区域内で復元可能な耕作
放棄地10万haの解消に向け、2010～
2014年度までは毎年6千haの解消を目
標とし、耕作放棄地再生利用緊急対策
交付金の活用等により、耕作放棄地の
解消を推進したところ。


・引き続き改正農地法の適切な運用の実施を図っ
た。


・引き続き耕作放棄地の解消を進めるとともに、2011
年度からは、農業者戸別所得補償制度に基づき、
地域の耕作放棄地の再生利用計画に従って、耕作
放棄地を解消した場合に一定金額を直接支払する
再生利用加算を措置。


A ：実施済かつ成果あり


【2020年の成果目標の達成状況】
・2009年12月から2012年1月までに、改
正農地法で措置された貸借の仕組みに
基づき、新たに700の一般法人が農業
に参入。


・2011年６月末時点において、約６割の
農業委員会が、農地の権利取得の際
の下限面積の引下げを実施。


・2012年１月末時点において、９割以上
の市町村において農地利用集積円滑
化団体を設置済み。


・2009年12月から2010年12月までに、
改正農地法で措置された遊休農地解消
措置に基づき、農業委員会が、全国の
6,443haを対象として34,079件の指導を
実施。


・（2009年度に措置した）耕作放棄地再
生利用緊急対策交付金により、2010年
度に1,280ha の耕作放棄地を解消。


・これらの取組の結果、2010年度は全
体として農用地区域内で約７千haの耕
作放棄地を解消。


・農業参入企業が地域において
地域農業を担う中心経営体に位
置付けられれば、「人・農地プラ
ン」をベースとした農地集積対策
の活用が可能。


・改正農地法に基づく遊休農地
解消措置を徹底活用し、農地集
積を推進。


【2020年の成果目標の達成状況】
・2009年12月から2012年1月までに、改
正農地法で措置された貸借の仕組みに
基づき、新たに700の一般法人が農業
に参入。


・2011年６月末時点において、約６割の
農業委員会が、農地の権利取得の下
限面積を引き下げているところ。


・2012年１月末時点において、９割以上
の市町村において農地利用集積円滑
化団体を設置済み。


・2009年12月から2010年12月までに、
改正農地法で措置された遊休農地解消
措置に基づき、農業委員会が、全国の
6,443haを対象として34,079件の指導を
実施。


-154
新農地制度の検
証・結論


農林水産省
経営局
農地政策課


　2009年に農地法等を改正（施行は同
年12月）し、
①　一般法人であっても、貸借であれ
ば、全国どこでも農業への参入が可能
となり、
②　農地の権利取得の下限面積につい
て、農業委員会が地域の実情に応じて
引き下げることを可能とし、
③　市町村段階の面的集積組織（農地
利用集積円滑化団体）が農地所有者の
委任を受けて、所有者に代理して地域
内の農地を一括して貸し付ける仕組み
を創設するとともに、
④　農業委員会が毎年一回管内の全て
の農地の利用状況を調査し、遊休農地
と判断した農地については、農業委員
会が指導、勧告等の措置を一貫して行
う仕組みを創設
し、2010年度はこの改正農地法の適切
な運用の実施を図ったところ。


　引き続き改正農地法の適切な運用の実施を図っ
た。
　なお、新農地制度の検証・結論については、2013
年度までに実施することとされているところ。


C：一部実施


【ボトルネック】
　2009年12月の改正農地 法
の施行から２年しか経ってい
ないため、新制度下で の実
態データは１年分のみであ
り、現状を検証するの には
不十分。
　この状況をカバーするた
め、現在、関係者に対しアン
ケート調査を実施中。
  なお、一般法人参入につい
ては、撤退した場合の影響も
調べる必要があり、新制度
の検証のためには、ある程
度の時間が必要。
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【2020年の成果目標の達成状況】
・六次産業化法に基づき、711件の事業
計画を認定。


・2010年現在で6次産業の市場規模が１
兆円となったところ。
（6次産業化に取り組む者を対象にした
アンケート調査（2011年9月実施）によれ
ば、6次産業化の取組前と取組後の比
較で「売上高が増加した」が66.3％。）


・6次産業の市場規模については、2015
年度に3兆円規模に、2020年度に10兆
円規模に拡大することを新たに目標に
定めており、これにより雇用拡大効果が
期待されるところ。


【ボトルネック】
・6次産業化に必要な経営や労務の知
識に加え、事業規模や販路の拡大のた
めの実践的なノウハウや知恵により手
取り足とり支援する人材が不足。


・加工や販売に乗り出すためには、農
林漁業者の自己資本だけでは資本力
が不足。


・「美味しい」「安全」「環境にやさしい」と
いった農林漁業の持ち味を発揮するた
めの栽培技術の確立や、高度な環境制
御を行う次世代の栽培施設である植物
工場の導入等が必要。


　こういった状況を踏まえ、「我が国の
食と農林漁業の再生のための基本方
針・行動計画」の戦略2「6次産業化・成
長産業化、流通効率化」を推進すること
が必要。


農林水産省


食料産業局新事業創
出課


農林水産技術会議事
務局総務課


・緑と水の環境技術革命総合戦略を策
定、公表（2011年2月）。


・緑と水の環境技術革命プロジェクト事
業（事業化可能性調査21課題）を実施。


・新事業創出に必要となる革新的な新
技術の研究開発（9プロジェクト研究）を
実施。


・緑と水の環境技術革命プロジェクト事業（事業化可
能性調査29課題、技術実証18件、実証施設整備5
件）を実施。


・新事業創出に必要となる革新的な新技術の研究開
発（11プロジェクト研究）を実施（医療分野と連携し、
農林水産物の持つ機能性に関する研究開発等を追
加）。


・3次補正事業として、6次産業化先導モデル育成推
進事業「被災地の農林漁業への新技術導入等の実
施」として、優良農家のノウハウ活用等ＡＩ(ｱｸﾞﾘｲﾝﾌｫ
ﾏﾃｨｯｸｽ)システムの事業を含む6件を実施。


【2020年の成果目標の達成状況】
・緑と水の環境技術革命プロジェクト事
業により事業化を推進。実証段階では、
以下の事例のような類似商品との差別
化や低コスト化を実現。
①　医療実験用マイクロミニピッグの1
頭当りの取引価格が通常の食肉用豚
の約７倍と実需者の評価を得た。
②　牛乳冷却機能を備えた氷蓄熱ヒー
トポンプ給湯システムにおける光熱水
道費が通常より年間22％減という実証
結果を得た。


155
156
157
158


・6次産業化促進
のための制度の
導入、「６次産業
創出総合対策」の
創設
　


農林水産省
食料産業局産業連携
課
生産局農産部園芸作
物課


経済産業省
地域経済産業グループ
地域経済産業政策課


・「地域資源を活用した農林漁業者等に
よる新事業の創出等及び地域の農林水
産物の利用促進に関する法律」（六次産
業化法）を制定（2010年12月）。


・2011年度予算として「6次産業創出総
合対策」を創設し、6次産業化を推進。


・新たに都道府県ごとに「6次産業化プランナー」を配
置して、6次産業化の取組に対して総合的なサポー
トを実施。


・6次産業化に取り組む環境づくりとなる交流会、技
術研修等の取組や処理加工施設や直売施設、農林
漁業用機械等の整備を支援。


B：実施済


・2012年に官民共同による「農林
漁業成長産業化支援機構」を設
立予定。


・このファンドにより資金を融通
するとともに、事業者に対してき
め細かな経営支援を行い、6次
産業化の取組を促進させるとと
もに、新事業の創出や輸出に取
り組む農林漁業者等の拡大を推
進。


・消費者の求めるクオリティ（美
味しさ、安全）の高い農産物の生
産の推進。


・植物工場の被災地域も含めた
地域での導入、大規模植物工場
における栽培技術の確立等を推
進。


・6次産業化の先達・民間の専門
家を活用し、実践的なノウハウ
や知恵による農林漁業者を支援
する体制を強化。


・農山漁村の地域
資源を活用した新
産業創出に関する
戦略の策定


・素材・エネル
ギー・医薬品等の
分野における優良
資源の発掘、医療
分野等との連携・
優良農家のノウハ
ウ（暗黙知）の活
用等


・利用技術の
確立


・ﾋﾞｼﾞﾈｽ展開への
支援
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・「食品産業の将
来方向（仮称）」の
策定


・「食品産業の将来ビジョン（仮称）（案）」
を検討。


・2012年3月、大震災で浮き彫りとなったことや、農林
漁業の成長産業化、輸出戦略の立て直し等の課題
に対応しつつ、食品産業のあり方や、展開方向を示
した「食品産業の将来ビジョン」を策定。


【2020年の成果目標の達成状況】
(今後、策定した「食品産業の将来ビジョ
ン」に基づき、施策の加速化・具体化を
推進。)


【ボトルネック】
・食品産業の市場規模の拡大及び農林
漁業の成長産業化に向けて、以下の課
題への対応が必要。
①東日本大震災の教訓として、不測時
に備えたバックアップ体制の構築などの
サプライチェーン対策。
②人口減尐、高齢化等による国内市場
の量的縮小への対応。
③国際貿易の拡大に対応した競争力強
化。


・朝食欠食の需要
取込み等国内食
品市場の維持・回
復への取組の推
進


・食品産業の海外
展開支援、食品事
故対応マニュアル
の策定の推進　等


・めざましごはんキャンペーンの展開に
よる朝食欠食改善の取組等国内食品市
場の維持・回復の取組を推進。


・東アジア食品産業海外展開支援事業
や、各企業による食品事故対応マニュ
アルの策定を推進。


・めざましごはんキャンペーンの展開に加え、「高齢
者向け加工食品の製造・流通の推進に向けて」（ガ
イドライン）の策定（2011年12月）等の取組を推進。


・同左


【2020年の成果目標の達成状況】
・近年一貫して上昇傾向で推移していた
朝食欠食率は、2009年は12.0％と前年
に比べ約１ポイント低下し、2010年もそ
の水準を維持。


・アジアにおける我が国食品産業の現
地法人数は、着実に増加（2008年度588
法人、2009年度612法人、2010年度653
法人）。


・中小食品事業による食品事故対応マ
ニュアルの策定率：2009年度65.5％から
2010年度68.2％へ向上。


各フードチェーン
における「安全・安
心」の取組の強化
・GAP（農業生産
工程管理）の産地
での取組の拡大、
内容の高度化の
推進


農林水産省
生産局
農産部
技術普及課


・高度な取組内容を含むＧＡＰの共通基
盤として、野菜、米、麦について「ＧＡＰ
の共通基盤に関するガイドライン」を策
定（2010年4月）、ブロック説明会等を通
じて普及。
・ガイドラインを改定し作物全体に対象
を拡大（2011年3月）。
・都道府県等における指導者の育成、
産地への指導、産地の取組等に対する
支援を実施。


・ガイドラインについてブロック説明会等を通じて周
知。
・農業生産に関連する法令、指針等の制定・改正等
を踏まえ、ガイドラインを改定（2011年6月、8月、
2012年3月）。
・都道府県等における指導者の育成、産地への指
導、産地の取組等に対する支援を実施。


Ｂ：実施済
・GAP導入産地は、2010年3月末1,984
産地（福島県を含む）から2011年3月末
2,194産地（福島県を除く）に増加。


・都道府県等における指導者の
育成、産地への指導、産地の取
組等に対する支援を引き続き実
施。


・バイオマス資源
等を活用した資源
循環型農業の導
入拡大


農林水産省
生産局
農産部
農業環境対策課


・環境保全効果や農業経営の影響を把
握するための調査を実施。
・強い農業づくり交付金において、家畜
ふん尿や生ゴミ等未利用有機性資源の
有効利用を目的とした「有機物処理・利
用施設」の設置を支援。（水稲栽培にお
ける有機物の管理について、堆肥施用
の割合が18％（2008）から26%(2010）へ8
ポイントの増加。）
・施設園芸由来の温室効果ガス削減の
ため、施設園芸の省エネ化を図る木質
バイオマス利用加温設備の導入支援を
実施。（３台導入）


・左記調査結果等を受け、有機農業等環境保全効
果の高い営農活動に対する支援を実施（環境保全
型農業直接支援対策（2011年度予算額：2,909百万
円））。
・強い農業づくり交付金において、家畜ふん尿や生
ゴミ等未利用有機性資源の有効利用を目的とした
「有機物処理・利用施設」の設置を支援。
・施設園芸由来の温室効果ガス削減のため、施設
園芸の省エネ化を図る木質バイオマス利用加温設
備の導入支援を実施。（２台導入）


Ｂ：実施済


・エコファーマー累積新規認定件数
　2010年3月末：222,972件
　2011年3月末：247,543件


・有機農業等環境保全効果の高
い営農活動に対する支援を引き
続き実施。
・施設園芸の省エネ化を図る木
質バイオマス利用加温設備の導
入支援を引き続き実施。


162
163


159
160
161


農林水産省


食料産業局食品小売
サービス課、企画課


生産局穀物課


Ｂ：実施済


①食品産業事業者の事業継続
計画（BCP）の策定推進など緊
急時のサプライチェーンの確
保。


②ＩＴ等を活用した流通コストの
削減など国内のフードシステム
の革新


③製造設備・技術、物流・販売
等と食品産業をパッケージにし
た食のビジネスモデルの提案な
ど食ビジネスの海外展開等。
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・中小食品製造事
業者における
HACCP（危害分
析・重要管理点）
の導入拡大


農林水産省
食料産業局
企画課


・HACCP法（食品の製造過程の管理の
高度化に関する臨時措置法：平成10年
法律第59号）に基づき、HACCP手法に
対応した施設整備のための金融・税制
措置を実施。
【HACCP資金貸付実績：450百万円】
・補助事業によるHACCP手法の導入の
ための人材育成等の取組を実施。
【研修参加者実績：4，258名】


・HACCP法に基づき、HACCP手法に対応した施設
整備のための金融・税制措置を実施。
【HACCP資金貸付実績：2，270百万円】
・補助事業によるHACCP手法の導入のための人材
育成等の取組を実施。
【研修参加者実績：集計中】


Ｂ：実施済


・HACCP法に基づく高度化計画認定数
　2010年度　15件
　2011年度　19件


・2012年度において、輸出志向
の高い等の意欲的な事業者に
対し、品質管理体制強化のため
の情報提供及び人材育成の取
組を実施。


・食品トレーサビリ
ティ制度の整備


農林水産省
消費・安全局
表示・規格課


-


・平成23年、米トレサ法について完全施行。
・米トレサ法附則や食料・農業・農村基本計画におい
て、米以外の飲食料品へのトレーサビリティ制度の
導入について検討する旨規定されていることを踏ま
え、食品の生産・流通実態や事業者のコストに留意
しつつ、検討。


Ｃ：一部実施


【ボトルネック】
食品トレーサビリティは、物
流の各段階の関係事業者が
記録保存を行って初めて
フードチェーンがつながって
遡及・追跡が可能となる仕組
み。このため、食品の生産、
流通等における取引記録の
作成保存に係る実態面の状
況を把握することが必要。


米トレサ法の実施状況を踏まえつつ、
導入に際しての課題・対応方向等につ
いて、生産者・食品製造・流通・消費者
団体等と意見交換等を実施し、検討を
継続。


-


・原料原産地表示
の対象加工食品
の拡大


消費者庁
食品表示課


・JAS 法に基づく品質表示基準を改正
し、「黒糖及び黒糖加工品」及び「こんぶ
巻」を原料原産地表示の対象品目に追
加（平成23年３月）。


・食品表示一元化検討会において、加工食品の原
料原産地表示の考え方についても議論を行い、中
間的な論点整理を公表（平成24年３月）。


C：一部実施


【2020年の成果目標の達成状況】
※　原料原産地表示の定量的目標につ
いては、原料原産地表示の対象品目を
着実に拡大することとしており、定量的
アウトカムについては、アウトプットを
もって記載している。


・原料原産地表示の対象加工食品の拡
大
→加工食品22食品群と個別４品目（農
産物漬物、野菜冷凍食品、うなぎ蒲焼
き、かつお削りぶし）（平成24年３月現
在）


・平成23年９月より、食品表示一
元化検討会を開催し、加工食品
の原料原産地表示の拡大につ
いても議論を行っているところで
あり、平成24年６月を目途に報
告書を取りまとめる予定。


162
163


164


食品安全行政に
おけるリスク管理
機関を一元化した
「食品安全庁」に
ついての検討


消費者庁
消費者政策課


厚生労働省
医薬食品局
食品安全部
企画情報課


農林水産省
消費・安全局
消費・安全政策課


食品安全行政におけるリスク管理機関
を一元化した「食品安全庁」について、
関係府省の連携の下での検討は行わ
れていない。


食品安全行政におけるリスク管理機関を一元化した
「食品安全庁」について、関係府省の連携の下での
検討は行われていない。


D：未実施


【ボトルネック、解決策】
食品安全行政におけるリス
ク管理機関を一元化した「食
品安全庁」について、関係府
省の連携の下、検討を行う。


【ボトルネック、解決策】
食品安全行政におけるリスク管理機関
を一元化した「食品安全庁」について、
関係府省の連携の下、検討を行う。


－
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【2020年の成果目標の達成状況】
・輸出戦略検討会が、輸出額1兆円目
標に向けた５つの戦略を盛り込んだ提
言「農林水産物・食品輸出の拡大に向
けて」を取りまとめ。


・農林水産物・食品の輸出実績
　2010年：　4,920億円
  2011年：　4,511億円


・最近解禁になった主な検疫案件
　香港　家きん肉（2011年7月）
　タイ　　いよかん等かんきつ類
 　　　　　7品目 （2011年10月）
　　　　　牛肉（2011年4月）


【ボトルネック】
・昨今の円高や福島第一原子力発電所
事故の影響による輸入規制等による輸
出額の落ち込み。
・輸出に取り組む事業者の裾野の拡大
と取組の質の向上
　これらに対応するため、農林水産物輸
出戦略検討会提言に掲げられた5つの
戦略（※）を着実に実施する必要。


①政府一体となった各国・地域
の輸入規制緩和に向けた働きか
け。


②輸出先から求められる放射性
物質証明書等発行体制の強
化。


③ジャパン・ブランドの確立に向
けたマーケティング体制の構
築。


④観光庁やジェトロ等関係機関
との連携体制強化。


⑤2012年に設立予定の官民共
同による「農林漁業成長産業化
支援機構」により輸出に取り組
む農林漁業者等を支援。


⑥地理的表示保護制度の導
入、日本食文化のユネスコ無形
文化遺産への登録推進等、ジャ
パン・ブランドの保全・向上の取
組の一層の推進。


165
166
167
168


・「輸出総合戦略」
の策定


・重点品目・地域
への施策の集中、
検疫協議の加速
化


・現地のニーズ・
嗜好に合わせた
日本食・日本食材
の普及・啓発等に
よる海外需要の拡
大


・戦略及び工程表
のフォローアップ


農林水産省食料産業
局輸出促進グループ


関係省庁
内閣官房知的財産戦
略推進事務局、国税庁
酒税課、経済産業省通
商政策課、厚生労働省
監視安全課、観光庁国
際交流課


・科学的知見に基づいた各国・地域との
検疫協議やメディア、イベント等を活用
した効果的な情報発信を実施。


・引き続き、科学的知見に基づいた各国・地域との
検疫協議やメディア、イベント等を活用した効果的な
情報発信を実施。


・試食や料理デモ等、日本産食品の直接的なプロ
モーションを実施。


・有識者による農林水産物輸出戦略検討会が5つの
戦略（※）を掲げた提言「農林水産物・食品輸出の拡
大に向けて」を取りまとめ。


（※）
戦略1： 福島第一原子力発電所事故への対応
戦略2： 国家戦略的なマーケティング
戦略3：　ビジネスとしての輸出を支える仕組みづくり
戦略4： 確かな安全性・品質の確保と貿易実務上の
リスク等への適確な対応
戦略5： 海外での日本の食文化の発信


Ｂ：実施済


112







項目
番号 項目名 部局名 2010年度の実施状況 2011年度の実施状況 施策の進捗に対する自己評価 施策の成果・効果（数字） 加速化を図る施策


全府省一体となっ
た「『食』に関する
将来ビジョン」の策
定及び「『食』に関
する将来ビジョン」
の着実な実施


・2010年12月に「『食』に関する将来ビ
ジョン」を策定。


【ボトルネック】
　2011年10月に政府全体で決定された
「我が国の食と農林漁業の再生のため
の基本方針・行動計画」を踏まえ、その
考えを反映させるため本ビジョンの改訂
が必要。


・再生可能エネル
ギーの導入拡大
のための取組の
推進


・農山漁村における再生可能エネルギー電気の発
電の促進に関する法律案を国会に上程（2012年２
月）。


・電気事業者による再生可能エネル
ギー電気の調達に関する特別措置法
が成立（2011年８月）。
・上記の法律に基づき、2012年7月から
再生可能エネルギーの固定価格買取
制度が発足。


・「食文化」を軸と
する観光・産業・文
化政策の総合展
開


・日本食文化をユネスコ無形文化遺産に登録申請
（2012年３月）。


・日本食文化をユネスコ無形文化遺産
への登録に向け申請、最短で2013年秋
に審議され、結果が判明。


・子どもからお年
寄りまで食や農の
教育機能を享受す
る生活に向けた取
組の推進


・2011年３月に決定された第２次食育基
本計画において「生涯食育」を明記。


・地域等において食育を推進する人材の育成・確保
の取組を実施。


・地域等において食育を推進する人材
の育成・確保の取組の１つとして、酪農
教育ファームを実施。体験機会として、
小学校（５校）400人、地域イベント（２か
所）2,000人が参加。


・医療・介護・福祉
との連携の推進


・高齢者が健康づくりや生きがい目的で農業作業を
行う等の取組を推進。


・高齢者が健康づくりや生きがい目的で
農作業を行う等の取組を進めるための
モデルを2012年３月に作成。


・農山漁村コミュニ
ティの再生・地域
活性化に向けた取
組の推進


・「食と地域の交流促進対策交付金」を創設し、都市
農村交流を促進。
・「子ども農山漁村交流プロジェクト」による子どもの
農山漁村体験の取組を推進。


・各府省の地域活性化施策との連携に
配慮しつつ、「食と地域の交流促進対策
交付金」により、約630か所の地域の取
組を支援。
・子どもの農山漁村体験の取組を推進
するため、総務省及び文部科学省と連
携し、受入体制の整備、学校関係者等
への普及啓発活動等を支援。農山漁村
における受入体制を約40地区整備。


169
170


農林水産省
大臣官房
政策課
食ビジョン推進室


Ｂ：実施済


2012年度早々に「『食』に関する
将来ビジョン」検討本部を開催
し、基本方針・行動計画と同様に
今後５年間で関係府省と連携し
て取り組む施策について2012年
度６月を目途に取りまとめる予
定。
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174
175


・公共建築物等木
材利用促進法の
施行


・都道府県方針、
市町村方針及び
木材製造高度化
計画の策定促進
等公共建築物等
木材利用促進法
の実効性の確保


農林水産省
林野庁林政部木材利
用課
国土交通省大臣官房
官庁営繕部整備課木
材利用推進室


　公共建築物等木材利用促進法の施行
（平成２２年１０月１日）
　同法第７条１項に基づき、「公共建築
物における木材の利用の促進に関する
基本方針」を策定（平成２２年１０月４日）
　公共建築物木材利用促進関係省庁等
連絡会議を設置し、公共建築物におけ
る木材の利用の促進に向けた措置等の
検討を実施（平成22年10月26日）


  全ての各省各庁において、「公共建築物における
木材の利用の促進のための計画」（各省計画）を策
定し、低層の公共建築物における木造化、高層・低
層にかかわらず内装等の木質化の取組を推進
　法第７条第７項に基づき「公共建築物における木
材の利用の促進に向けた措置の実施状況」を公表
（平成23年12月7日）
関係省庁等会議を開催（平成23年12月6日、14日）
都道府県や市町村の木材利用方針策定を促進


C：一部実施


【ボトルネック、解決策】
・　市町村方針については、
４００まで増えたが、その策
定に当たり踏まえるべき都道
府県方針の策定が遅れたこ
と、木材利用の意義等が十
分周知されていないことなど
により、全市町村の４分の１
にとどまっている。このため、
市町村方針の策定に向けた
積極的な働きかけ等が必
要。


【2020年の成果目標の達成状況】
・木材自給率
　27.8％(H21)→26.0%(H22)
･木材供給量
　18.3百万m3(H21)
　　　　　　　　　→18.9百万m3(H22)


・都道府県方針については、４７都道府
県全てで策定済


・市町村方針については、４０５市町村
で策定済（平成24年４月１６日現在）


・　国の施設では、税関支署、森林事務
所、国立公園の休憩所等の木造化、参
議委員事務局庁舎、地方検察庁庁舎
等での内装の木質化が行われるととも
に、
・　地方公共団体の施設では、庁舎、学
校等において、木造化、内装の木質化
の事例が相当数みられるようになってき
ているところ


 市町村方針の策定に向けた積
極的な働きかけ、木材利用の意
義等の周知、木造公共施設等
整備への支援策を講じる。


「森林・林業再生
プラン」の実行プロ
グラムの策定


実行プログラムの
着実な実施
･「日本型フォレス
ター」等森林の管
理･経営を担う人
材の集中的な育
成
･恒久的な路網の
計画的な整備
･森林計画制度、
伐採･更新のルー
ルの抜本見直し
･森林組合及び林
業事業体の役割
分担の明確化、経
営基盤の強化
･「森林管理･環境
保全直接支払制
度」の導入等


森林・林業基本計
画の改定


農林水産省
林野庁
企画課


・「森林・林業再生プラン」を着実に推進
するため、農林水産大臣を本部長とす
る「森林・林業再生プラン推進本部」を設
置。
･その下に設置した「森林・林業基本政
策検討委員会」をはじめとする各検討委
員会において議論
･「森林・林業再生プラン」の実現に向け
た具体的な方策及び実行プログラム(工
程表）を明らかにした「森林・林業再生プ
ラン関係検討委員会最終とりまとめ」を
作成し、平成２２年１１月３０日に同推進
本部で了承


・森林･林業再生プランの実行プログラ
ムに基づき、林政審議会において森林･
林業基本計画の見直しについて検討を
開始


・森林法の改正(平成23年4月22日公布)、森林･林業
基本計画の策定（平成23年7月26日閣議決定）、森
林管理・環境保全直接支払制度の導入等を着実に
推進


・森林法を改正し、森林経営計画制度の創設など、
森林計画制度等の見直しを実施。全国森林計画、
地域森林計画、市町村森林整備計画の変更･樹立
が完了


・森林管理･環境保全直接支払制度の導入（平成２３
年度～）や、林業専用道作設指針（平成２３年９月２
４日）、森林作業道作設指針（平成２２年１１月１７
日）の策定により、施業集約化や搬出間伐、路網整
備を支援


・森林組合における本業優先のルールの構築、森林
組合会計制度の見直し、林業事業体とのイコール
フッティングの確保等に関する仕組みを構築


・准フォレスター(440人)､森林施業プランナー(990
人)､現場技能者等(1450人)、人材の育成


・東日本大震災の復興需要への対応を含め、原木
の安定供給体制の構築、品質・性能の確かな製品
生産のための支援、公共建築物や木質バイオマス
等による木材利用の拡大等を推進


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・木材自給率
　27.8％(H21)→26.0%(H22)
･木材供給量


　18.3百万m3(H21)


　　　　　　　　　→18.9百万m3(H22)


【ボトルネック、解決策】
・平成22年度に木材自給率が26%に低
下したのは、前年と比較して国内生産
量が増加したものの、需要量全体の増
加に伴い、輸入の増加が国内生産の増
加を上回ったため。
・今後、木材自給率50％目標の達成に
向けて、国内における国産材の需要を
拡大させる必要。このため、施業の集
約化や路網の整備、高性能林業機械
の導入等により林業の生産性を向上
し、木材の安定供給体制を確立するとと
もに、需要者ニーズに迅速に対応でき
るような製品流通の効率化・低コスト化
や製材・加工施設の大規模化などの体
制整備を行い、併せて公共建築物等に
おける木材利用の推進や未利用間伐
材などの木質バイオマスの燃料等の総
合的な利用を進めることが課題。
・これらの課題に対応するため、森林施
業の集約化等、森林・林業再生プラン
に基づく施策を推進する必要。
・さらに、気候変動枠組条約の締約国と
して、人類共通の課題である地球温暖
化の防止･軽減に向けて、国際的責務
を果たす必要があるとの観点から、今
後も間伐等の森林整備を着実に実施
し、森林吸収源対策を引き続き推進す
る必要。
・これらの対策を進める上で、必要な財
源の安定的な確保が必要。


･森林経営計画の定着、森林施
業の集約化、人材育成、路網整
備、搬出間伐等の取組を加速
化。


・東日本大震災からの復興需要
への対応を含め、木材の安定供
給体制の構築、木質バイオマス
の利用等を促進。


171
172
173
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178


・企業集積維持・
事業引継ぎ円滑
化策の抜本的強
化


経済産業省
中小企業庁
事業環境部
企画課


関係省庁
金融庁


・「産業活力の改正及び産業活動の革
新に関する特別措置法の一部を改正す
る法律案」を国会に提出し、47都道府県
に設置されている認定支援機関の業務
に、事業引継ぎ支援業務を追加。
・複数の街工場が集積する「工場アパー
ト」建設等のための制度として、総合特
別区域法（平成23年法律第81号）にお
いて、独立行政法人中小企業基盤整備
機構の高度化融資事業を都道府県の
みならず、認定市町村経由にまで拡大
する措置を創設。


・事業引継ぎ支援業務を実施するための専門的な
機関として、「事業引継ぎ支援センター」を東京、大
阪、愛知、静岡、北海道、福岡、宮城の全国計7箇所
に設置。
・複数の街工場が集積する「工場アパート」建設等の
ための制度を活用するために必要な規定等を整備。
・中小企業の人材確保・育成・定着を図る観点から、
学生と中小企業の関係作りから両者のマッチング、
新卒者の採用・定着までを一気通貫で支援する「地
域中小企業の人材確保・定着支援事業」を創設。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成上】
 ・「事業引継ぎ支援センター」を全国的
に設置し、合計で約100件の事業引継
ぎに関する相談対応を実施。（2011年2
月末時点）


【ボトルネック、解決策】
・事業引継ぎ支援事業の周知・普及を
図る必要がある。
・市町村に対する「工場アパート」の導
入モデルのさらなる普及を図る必要が
ある。


・「事業引継ぎ支援センター」を
地域の実情に応じて、順次全国
的に拡充する。
・総合特別区域の指定対象区域
に定められた市町村を対象に、
関係機関と協力して周知・施策
の普及を図る。


※“ちいさな企業”未来会議を通
じて、新たな中小企業施策につ
いて検討中。


・「平成22年度中小企業者等に対する特
定補助金等の交付の方針」（2010年8月
20日閣議決定）で、「国等の調達機関
は、第4期科学技術基本計画の策定に
向けた議論や一部の省庁において既に
先導的に実施されている補助事業等の
参考事例を踏まえつつ、自らの機関に
おける補助事業等に対する段階的競争
選抜方式の導入等の可能性について検
討し、結論を得る」ことを決定した。
・2011年3月31日付けで、中小企業技術
革新制度連絡会議構成府省（内閣府、
警察庁、総務省、文部科学省、厚生労
働省、農林水産省、経済産業省、国土
交通省、環境省、防衛省）は、「平成22
年度交付の方針」に規定された段階的
競争選抜方式の導入の可能性について
検討し、2010年度までに3省8事業が同
方式を導入したことと、2011年度から新
たに1省1事業が同方式を導入し、また、
6事業が同方式の導入について引き続
き検討することと合わせ、来年度以降に
新設する新技術補助金等を制度設計す
る際に同方式の導入に努めるとして結
論を得た。


・第4期科学技術基本計画（2011年8月19日閣議決
定）で、国は、先端的な科学技術の成果を事業化に
つなげるための仕組みとして、ＳＢＩＲを推進するた
め、「各府省の研究開発予算のうち一定割合又は一
定額について、多段階選抜方式の導入目標を設定
することを検討する」との決定を行った。
・「平成23年度中小企業者等に対する特定補助金等
の交付の方針」(2011年6月28日閣議決定)で、「各府
省の研究開発予算のうち一定割合又は一定額につ
いて多段階選抜方式の導入目標の設定の検討に向
けて、国は、同方式の導入目標を設定するためのガ
イドラインの策定を開始する」ことを決定した。
・各府省の段階的競争選抜方式導入の推進を目的
として、中小企業庁が、同方式の導入を試行する
「中小企業技術革新挑戦支援事業」を、2012年度予
算案に計上。本事業では、中小企業者のＦ／Ｓへの
取り組みを支援し、各省庁の特定補助金等への応
募に繋げることでＦ／Ｓ導入を試行し、各省庁におけ
る同方式の有効性の理解を促進、同方式の導入拡
大につなげる。
・総務省が「戦略的情報通信研究開発推進制度」に
おいて、2012年度から新たに段階的競争選抜方式
を導入する予定。


Ｂ：実施済


ＳＢＩＲ（中小企業
技術革新）制度に
おける段階的競争
選抜方式の本格
導入


経済産業省
中小企業庁
経営支援部
創業・技術課


内閣府政策統括官（科
学技術政策・イノベー
ション担当）付参事官
（基本政策担当）付


金融庁、中小企業庁創
業・技術課


関係省庁
金融庁


・2010年7月に中小企業基盤整備機構
のファンド出資事業の再編及び出資要
件の見直しを実施し、ベンチャー・中小
企業の創業等の支援を行うファンドの組
成に向けて、より重点的かつ柔軟に対
応する体制を整備


・日本政策金融公庫による中小企業への無担保・無
保証人融資制度の拡充等を措置


・創業間もない中小企業の試作品開発等の支援を
実施


・中小企業政策審議会企業力強化部会において、
起業・転業促進を含め、金融と経営の一体的な支援
を通じた中小企業の経営力強化のあり方について、
平成２３年１２月に中間とりまとめを実施。


・金融庁では、地域金融機関による中小企業等に対
するコンサルティング機能の発揮をはじめとした地
域密着型金融の取組みを一層促進する観点から、
平成23年5月に監督指針を改正。


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・年間の起業数の大幅な増加を実現
会社設立数（法務省「登記統計」）：
86,016社（2009年（戦略策定前年））
→87,916社（2010年）、89,664社（2011
年）
※戦略策定後累計139,124社（2010年6
月～2011年12月）


・起業累計100万社に必要な年数で比
較すると、H21年時点では約12年間を
要するのに対し、H23年時点で約11年
間と約1年間短縮。


【ボトルネック、解決策】
起業・創業スタイルや起業家は多様で、
課題もさまざまであるため、きめ細やか
な施策を講じることが必要。


・起業・創業への経営支援・販路
開拓支援等の推進


・事業承継の円滑化


※“ちいさな企業”未来会議を通
じて、新たな中小企業施策につ
いて検討中。


176


起業・転業支援策
の抜本的強化（起
業支援ファンドへ
の資金供給の弾
力化、経営支援と
一体となった地域
金融機関と連携し
ての地域における
起業・転業の促
進、全国展開し
「起業100万社」に
向けた民間投資を
促進）


【2020年の成果目標の達成状況】
2011年度時点で4省9事業が段階的競
争選抜方式を導入し、更に追加的に
2012年度予算として2省2事業が同方式
を導入した事業を要求しており、同方式
の導入拡大が着実に進展。


【ボトルネック、解決策】
各省は、段階的競争選抜方式のメリッ
ト・デメリットの説明を受け、同方式の導
入の拡大を検討しているところ。


SBIR制度における多段階選抜
方式の導入拡大


※“ちいさな企業”未来会議を通
じて、新たな中小企業施策につ
いて検討中。


177
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179
中小企業の海外
展開支援パッケー
ジの創設


経済産業省
中小企業庁
経営支援部
新事業促進課


関係省庁
外務省
国際協力局
開発協力総括課


・2010年10月に、中小企業の海外展開
支援体制を強化するため、経済産業大
臣を議長とした「中小企業海外展開支援
会議」を設置。
・関係省庁やジェトロ、中小機構などの
関連機関と連携し、各地域で地方経済
産業局を中心にきめ細かな支援を展開
する体制を整備。


・2011年6月に、中小企業の海外展開に向けた総合
的な取組として、「中小企業海外展開支援大綱」を策
定。
・中小企業の更なる海外展開支援ニーズの高まりを
受け、2012年3月に大綱を改訂。新たに、日弁連、
JICA等が会議に加わり、オールジャパンでの支援体
制の強化を図ると共に、ＯＤＡ等を活用した海外展
開支援や現地事業環境整備等、中小企業の立場に
たったきめ細やかな支援を行うこととした。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・中小企業海外展開支援会議の立ち上
げや、大綱の改訂等を通じて、オール
ジャパンで中小企業の海外展開支援の
強化を図っている。


※中小企業海外展開等支援事業にお
いて、商談を設定した支援企業数（22年
度）1,304社。


【ボトルネック、解決策】
　中小企業は、情報、資金、人材といっ
た様々な理由で海外展開を躊躇してお
り、これらの障壁を乗り越えるための支
援が必要。
　今後は、これまでの支援策の更なる
拡充を図り、販路開拓支援に加え、情
報、資金、人材などを含めた総合的な
支援施策を講じることが重要。


中小企業の海外事業の拡大に
向けて、今後も、支援施策の拡
充を図るとともに、ODA等の活
用を含め、これまで整備してきた
支援体制を生きたプラットホーム
とするための取組を進める。


※“ちいさな企業”未来会議を通
じて、新たな中小企業施策につ
いて検討中。


180


建物検査、住宅履
歴情報、保険制度
等の普及促進策
の検討


国土交通省住宅局住
宅生産課


○検査と保証がセットになったリフォー
ム瑕疵保険、既存住宅売買瑕疵保険を
商品化


○建物検査、住宅履歴情報の蓄積及び
保険制度への加入を行う事業に対する
支援


○全国各地のホームセンター、家電量
販店等と連携した消費者への普及啓発


○検査と保証がセットになった、引渡後リフォーム型
既存住宅売買瑕疵保険を商品化


○建物検査、住宅履歴情報の蓄積及び保険制度へ
の加入を行う事業に対する支援


○全国各地のホームセンター、住宅展示場等と連携
した消費者への普及啓発


Ｂ：実施済


○保険申込件数（平成24年3月末まで）
・リフォーム瑕疵保険　　 13,227戸
・既存住宅売買瑕疵保険　7,266戸


○全国各地のホームセンター、家電量
販店、住宅展示場等と連携した消費者
へのリフォームについての普及啓発を
図るイベントにおいて、寸劇で過去の悪
質事案を再現し、消費者に普及啓発を
行った
・開催回数　　144回
・参加人数　9,699人


-


国土交通省住宅局住
宅生産課


○中古・リフォーム市場整備のための具
体的施策を内容とするトータルプランの
策定に関する「中古住宅・リフォームトー
タルプラン検討会」を設置、開催。


○中古・リフォーム市場整備のための具体的施策を
内容とするトータルプランの策定に関する「中古住
宅・リフォームトータルプラン検討会」を継続開催。


○「中古住宅・リフォームトータルプラン」を平成24年
３月26日に策定、実施に着手。


○中古・リフォーム市場整備のための
具体的施策を内容とする「中古住宅・リ
フォームトータルプラン」を平成24年3月
26日に策定。


国土交通省
土地・建設産業局不動
産業課


○中古不動産流通市場の活性化を具体的に検討す
る場として、多方面の有識者からなる「不動産流通
市場活性化フォーラム」を設置、開催。


182


ストック重視へ向
けた既存不適格
等に係る住宅・建
築関連制度の見
直し


国土交通省住宅局建
築指導課･住宅生産課


-


○既存不適格建築物の既存部分の1/2を超える増
改築について、既存部分に適用される仕様規定のう
ち、増改築の制約要因となっていることが明らかと
なった鉄筋コンクリート造の建築物等の構造基準に
ついて、建築確認手続きの運用改善第二弾（2011年
5月）を実施し、合理化を図った。


Ｂ：実施済
構造基準について合理化を図ったこと
により、鉄筋コンクリート造の建築物等
の増改築の円滑化が図られた。


-


中古・リフォーム市
場整備のための
総合的プラン策
定、実施


Ｂ：実施済181 -
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183


老朽マンションの
改修に係る決議要
件の整理（【老
朽】）


管理適正化の推
進等マンションス
トック再生のため
の環境整備（【管
理】）


【老朽】
法務省民事局参事官
室


【管理】
国土交通省住宅局市
街地建築課マンション
政策室


【老朽】
裁判例の収集等を行って整理に向けた
作業を行っていたところ，東日本大震災
が発生し，担当部局の事務量が顕著に
増大したために，2010年度中の実施に
は至らなかった。


【管理】
修繕積立金に関する基本的な知識や分
譲事業者から提示された修繕積立金の
水準等についての判断材料を提供する
ためのガイドラインを作成するため、新
築マンションにおける修繕積立金の額
の設定について調査を実施したところ。


【老朽】
裁判例の整理を行った結果，収集可能な裁判例に
おいては特殊な事例等が取り上げられることが多
く，これらの結果に基づく公表を行うのみでは，老朽
マンションの改修を促進するという観点からは，有用
な結果とならないことが判明した。現在，老朽マン
ション対策として有用な改修工法等について，国土
交通省から情報提供を受けるなどの協力を得なが
ら，引き続き，老朽マンションの改修に係る決議要件
の適用関係の整理に向けた作業を行っているとこ
ろ。


【管理】
前年度の調査を踏まえ、「マンションの修繕積立金
に関するガイドライン」を平成２３年４月１８日に公表
した。


【老朽】
C：一部実施
【ボトルネック、解決策】
老朽マンションの改修を促進
するという観点から，有用な
工法の内容等について，情
報を収集する必要がある。
この点については，関係省
庁である国土交通省から，
必要な協力を得ながら進め
て参りたい。


【管理】
Ｂ：実施済


【老朽】
老朽マンションの改修のために必要な
決議要件について整理がされることに
より，区分所有者間の合意形成が円滑
に進むことが期待できる。
なお，施策の特性から，施策の成果・効
果を具体的な数字で示すことは困難で
ある。


【管理】
「マンションの修繕積立金に関するガイ
ドライン」を策定し、修繕に係る基本的
な知識や積立金の額の水準等の判断
材料を提供することにより、適正な修繕
積立金の額の設定・積立ての促進につ
ながることが期待できる。


-


184
マンション管理適
正化のための
ルールの策定


国土交通省住宅局市
街地建築課マンション
政策室


土地・建設産業局不動
産業課


「マンション標準管理規約及び同コメン
ト」の課題の整理及び見直しの検討を進
めることを目的として、平成22年8月3日
より有識者からなる検討会を設置。同年
12月24日に「マンション標準管理規約」
の改正案をとりまとめ、パブリックコメン
トを実施した。


前年度に実施した検討等やパブリックコメントの結果
を踏まえ、役員資格の緩和等の改定を行い、平成２
３年７月２７日に「マンション標準管理規約」を公表し
た。


Ｂ：実施済


「マンション標準管理規約」の改正によ
りマンション管理組合の役員の資格要
件を緩和する等によって、役員のなり手
不足等の課題に対応し、マンション管理
運営の充実が期待される。


-


185
老朽マンションの
建替え・改修の促
進策の実施


法務省民事局参事官
室


国土交通省住宅局市
街地建築課マンション
政策室


法務省及び国土交通省において、課題
の整理等を実施した。


国土交通省において、平成24年2月より「持続可能
社会における既存共同住宅ストックの再生に向けた
勉強会」を設置した。
また、法務省及び国土交通省において、引き続き課
題の整理等を実施した。


Ｃ：一部実施
【ボトルネック、解決策】
合意形成、まちづくり・建築
規制等のあり方、資金面、技
術面等の課題等多くの課題
に対応していく必要がある。
そのため、上記の点を踏ま
え、関係部門と連携を図りつ
つ、総合的に検討を進めて
参りたい。


関係部門と連携を図りつつ、引き続き、
総合的に検討を進めて参りたい。


-


186


ストック重視の住
宅政策への転換
を図るための「住
生活基本計画」見
直し実施


国土交通省
住宅局
住宅政策課


社会経済情勢の変化等を踏まえ、住生
活基本法に基づく住生活の安定の確保
及び向上の促進に関する基本的な計画
である住生活基本計画（全国計画）の見
直しを実施（2011年３月閣議決定）


新たな住生活基本計画に基づき、住生活の安定の
確保及び向上の促進に関する施策を総合的かつ計
画的に推進


Ｂ：実施済


○住生活の安定の確保及び向上の促
進に関する施策を総合的かつ計画的に
推進するために、新たな「住生活基本
計画（全国計画）」を平成23年3月15日
に閣議決定。


-
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国土交通省住宅局住
宅生産課


環境省地球温暖化対
策課


○住宅エコポイント
・１年延長を実施
・節水型便器、高断熱浴槽、住宅用太
陽熱利用システムへポイント発行対象
の拡充を実施


○住宅エコポイント
・平成23年度第3次補正予算において、平成23年7
月末に終了した住宅エコポイントを再開。
・省エネリフォームと合わせて耐震改修を行う場合
は、ポイントを加算


○住宅エコポイントの進捗状況（平成24
年2月末時点）
・申請状況
新築約67万戸、リフォーム約60万戸、
合計約128万戸
・発行状況
新築約66万戸（約1,986億ポイント）
リフォーム約59万戸（約363億ポイント）
合計126万戸（約2,349億ポイント）
※平成22年3月からの累計。


○住宅エコポイント制度の導入により、
制度導入前に１～２割程度であった新
築住宅に占める省エネ住宅の割合が、
５割程度まで上昇していると推計。


○住宅エコポイント制度全体（3,888億
円）の効果として、
　・約4.6兆円の経済波及効果
　・約55万t-CO2/年のCO2削減効果
をもたらす見込み。（国土交通省試算）


国土交通省
住宅局総務課民間事
業支援調整室


○省エネ、耐震、バリアフリー性等に優
れた住宅の取得に係るフラット３５Sの金
利引下げ幅を拡大（平成22年２月より）


○省エネ、耐震、バリアフリー性等に優れた住宅の
取得に係るフラット３５Sの金利引下げ幅を拡大（平
成23年９月末まで）


○平成23年度第3次補正予算において、東日本大
震災からの復興を支援するため、省エネ性に優れた
住宅の取得に係るフラット３５Sの金利引下げ幅を拡
大


【フラット３５Ｓ】は、省エネ、耐震、バリア
フリー性等に優れた住宅の普及促進に
大きく貢献した。特に、平成22年度・平
成23年度における金利引下げにより、
【フラット３５】利用者に占める【フラット３
５Ｓ】利用者の割合は、48.9％（平成22
年3月）から90.6％（平成24年3月）に増
加した。


○【フラット３５S】申込件数
・39,934件（平成21年度）
　　↓
・152,013件（平成22年度）
・134,935件（平成23年度）


長期優良住宅の
共同住宅に係る基
準の見直し


国土交通省住宅生産
課


○関係主体と調整をしつつ技術的基準
の素案の確定に向けた検討を実施


○震災による住宅の被害やエネルギーの需給環境
の変化が生じたことについての検証等も含めて検討
を続け、２０１１年度に告示改正を実施（平成２４年
国土交通省告示第３４９号（平成２４年３月２９日））


○新築着工住宅における認定長期優
良住宅の認定割合
・ 8.8％(平成21年度（※）)
・12.7％（平成22年度）


（※）長期優良住宅の供給が開始され
た平成21年6月～平成22年3月までの
数値


-


省エネ、耐震、バ
リアフリー性等に
優れた住宅の普
及促進


Ａ：実施済かつ成果あり187


-
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188


建築確認の迅速
化等市場活性化
のための建築基
準法の見直しの検
討


建築基準法の改
正


国土交通省住宅局建
築指導課


○建築確認手続き等の運用改善第一
弾（2010年6月）を実施し、建築確認審査
の迅速化・申請図書の簡素化等を図っ
た。


○建築基準法の見直しに関する検討会
を開催し、構造計算適合性判定制度、
建築確認審査の法定期間、厳罰化のあ
り方を中心とした制度の見直しについて
検討を行い、2010年12月17日にとりまと
めを公表した。


○建築基準法の見直しに関する検討会のとりまとめ
を受けて、建築確認手続きの運用改善第二弾（2011
年5月）を実施し、更なる建築確認審査の迅速化や
構造基準等の合理化を図った。


○国土交通省に設置した建築法体系勉強会におい
て、建築基準体系、整備･利用段階において質を確
保する仕組み、専門家の資質確保方策のあり方な
どについて検討を行い、2012年3月16日にとりまとめ
を公表した。


Ｃ：一部実施
【ボトルネック、解決策】
･建築基準法の見直しに関す
る検討会のとりまとめにおい
て、建築基準法の見直しに
関しては積極論、慎重論の
両論併記となった。
・これを受けて設置した建築
法体系勉強会のとりまとめを
踏まえ、今後は建築法体系
の具体的な見直し等を検討
する予定。


構造計算適合性判定の対象建築物に
係る建築確認審査期間（事前協議期間
込み）が約70日（平成21年末時点）から
約50日（平成23年末時点）に短縮した。


-


189


リバース・モー
ゲージの拡充等
の検討


リバースモーゲー
ジの活用促進


国土交通省
住宅局総務課民間事
業支援調整室


○高齢者が自ら居住する住宅にバリア
フリー工事等を施すリフォームを行う場
合について、リバースモーゲージ型の融
資を実施（住宅金融支援機構における
直接融資を活用）


○高齢者が自ら居住する住宅のリ
フォーム等の資金に係るリバースモー
ゲージ型の融資について、住宅融資保
険制度による付保を実施（住宅金融支
援機構における住宅融資保険を活用）


○サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金に係
るリバースモーゲージ型の融資について、住宅融資
保険制度による付保対象に追加（住宅金融支援機
構における住宅融資保険を活用）


Ｂ：実施済


○申込件数（直接融資型）
・94件（2010年度）
・73件（2011年度）
　※2012年1月末現在


○申込件数（住宅融資保険型）
・6件（2010年度）
・7件（2011年度）
　※2012年2月末現在


-


Ａ：実施済かつ成果あり


190
住宅・建築物の耐
震診断、耐震改
修・更新の促進


国土交通省住宅局建
築指導課


○以下の取組及び支援により、住宅・建
築物の耐震化等を促進した。


・耐震改修促進計画の策定
（都道府県100％、市区町村約80％）


・住宅への補助制度の整備（市区町村）
（耐震診断約72％、耐震改修約56％）


・特定建築物への指導・助言等


・耐震改修計画の認定


・社会資本整備総合交付金による支援


・耐震改修促進税制による支援


・住宅金融支援機構による融資


○以下の取組及び支援により、住宅・建築物の耐震
化等を促進している。


・耐震改修促進計画の策定
（都道府県100％、市区町村89％）


・住宅への補助制度の整備（市区町村）
（耐震診断約77％、耐震改修約64％）


・特定建築物への指導・助言等


・耐震改修計画の認定


・社会資本整備総合交付金による支援


・耐震改修促進税制による支援
(所得税減税について地域要件撤廃)


・住宅金融支援機構による融資


・復興支援・住宅エコポイントによる支援


・耐震診断及び耐震改修の必要性に係る政府広報
の実施（新聞広告、インターネットテレビ等）


○耐震改修促進計画の策定進捗（市区
町村）
・約80％（平成22年度）
・約89％（平成23年度）


○住宅への補助制度の整備状況の拡
大（市区町村）
耐震診断
・約72％（平成22年度）
・約77％（平成23年度）
耐震改修
・約56％（平成22年度）
・約64％（平成23年度）


○国費補助による耐震診断・耐震改修
の実績（平成22年度）
耐震診断
・戸建て住宅　　　27,612戸
・共同住宅　　　　13,480戸
耐震改修
・戸建て住宅　　　5,603戸
・共同住宅　　　　3,760戸


○耐震改修促進税制の活用状況（平成
22年度）
・所得税特別控除　　4,904件
・固定資産税の減額　4,588件


-
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191
192


191企業における
事業継続計画
（BCP）の策定促
進のための策定
事例の収集・情報
提供等の実施


192事業継続ガイ
ドラインの充実、
企業との連携によ
る総合的訓練の
実施等による事業
継続計画の実効
性向上


内閣府（防災担当）
普及啓発・連携担当


企業のBCP策定事例の収集・情報提供
（建設業（総合工事業）、高速道路の整
備・運用に関する事業）を実施。


小売業を中心としたサプライチェーンの
モデル訓練の実施・情報提供を実施。
（2013年施策の前倒し実施。）


東日本大震災における企業の対応状況の事例収
集・検証を実施。


製造業の購買・調達部門をモデルとした訓練の実
施・情報提供を実施。（2013年施策の前倒し実施。）


A：実施済かつ成果あり


【2020年の成果目標の達成状況】
ＢＣＰ策定企業の割合について、「２０２
０年までに大企業：ほぼ全て、中堅企
業：５０％」という目標に対し、平成23年
11月実施の「企業の事業継続の取組に
関する実態調査」の結果は以下の通
り。(過去結果も併記)
①BCP「策定済み」の値
◆大企業：H19年度18.9%→ H21年度
27.6%→H23年度45.8%
◆中堅企業：H19年度12.4%→H21年度
12.6%→H23年度20.8%
②BCP「策定済み」及び「策定中」の合
計値
◆大企業：H19年度35.3%→H21年度
58.4%→H23年度72.3%
◆中堅企業：H19年度15.8%→H21年度
27.2%→H23年度35.7%
となっており、堅調に推移している。


【ボトルネック・解決策】
-


-


（公立学校施設につい
て）
文部科学省大臣官房
文教施設企画部施設
助成課


（私立学校施設につい
て）
文部科学省高等教育
局私学部私学助成課


（国立大学法人等施設
について）
文部科学省大臣官房
文教施設企画部計画
課


公立学校施設の耐震化等に係る予算と
して、3,187億円（当初：1,032億円、予備
費（６月）：818億円、予備費（９月）：160
億円、補正：1,177億円）を計上し、約
7,700棟分の耐震化事業に対する支援を
実施。
＜参考＞：2010年４月１日現在の公立
小中学校施設のデータ
・耐震化率：73.3％
・耐震診断実施率：98.0％


私立学校施設の耐震化等に係る予算と
して、62億円（当初：49億円、補正：13億
円）を計上し、耐震化事業に対する支援
を実施。
＜参考＞：2010年４月１日現在の私立
学校施設の耐震改修状況調査結果（幼
稚園～高等学校）
・耐震化率：70.2％
・耐震診断実施率：50.9％
2010年５月１日現在の私立学校施設の
耐震改修状況調査結果（大学等）
・耐震化率：77.9％
・耐震診断実施率：64.4％


国立大学法人等施設整備に係る予算と
して、594億円（当初：503億円、予備費：
41億円、補正：50億円）を計上し、国立
学校施設の耐震対策事業等に対する支
援を実施。
＜参考＞：2010年５月１日現在の国立
学校施設のデータ
・耐震化率：86.6％
・耐震診断実施率：100％（2008年度まで
に完了済み）


公立学校施設の耐震化等に係る予算として、2,772
億円（当初：805億円、１次補正：340億円、３次補正：
1,627億円）を計上し、約6,600棟分の耐震化事業に
対する支援を実施。
＜参考＞：2011年４月１日現在の公立小中学校施設
のデータ（岩手県、宮城県、福島県を除く。）
・耐震化率：80.3％
・耐震診断実施率：98.8％


私立学校施設の耐震化等に係る予算として、202億
円（当初：52億円、補正：150億円）を計上し、耐震化
事業に対する支援を実施。
＜参考＞：2011年４月１日現在の私立学校施設の耐
震改修状況調査結果（幼稚園～高等学校）
・耐震化率：72.5％
・耐震診断実施率：53.9％
2011年５月１日現在の私立学校施設の耐震改修状
況調査結果（大学等）
・耐震化率：79.8％
・耐震診断実施率：67.3％


国立大学法人等施設整備に係る予算として、1,162
億円（当初：437億円、1次補正：84億円、3次補正：
641億円）を計上し、国立学校施設の耐震対策事業
等に対する支援を実施。


＜参考＞：2011年５月１日現在の国立学校施設の
データ
・耐震化率：87.9％
・耐震診断実施率：100％（2008年度までに完了済
み）


Ａ：実施済かつ成果あり


Ａ：実施済かつ成果あり


Ａ：実施済かつ成果あり


【2020年の成果目標の達成状況】
2020年までに実現すべき成果目標であ
る「建築物の安全性の確保」に向け、公
立学校施設の耐震化は着実に進んで
いる。平成23年度3次補正予算までが
執行されれば、公立小中学校施設の耐
震化率は約89％まで向上する見込み。


【2020年の成果目標の達成状況】
2020年までに実現すべき成果目標であ
る「建築物の安全性の確保」に向け、私
立学校施設の耐震化は着実に進んで
いる。平成23年度3次補正が執行され
れば、私立大学等の耐震化率は約
81％まで、私立の幼稚園から高校の耐
震化率は約74％まで向上するとともに、
私立学校の自主的な取組等により耐震
化率は更に向上する見込み。


【2020年の成果目標の達成状況】
2020年までに実現すべき成果目標であ
る「建築物の安全性の確保」に向け、国
立学校施設の耐震化は着実に進んで
いる。平成23年度3次補正予算までが
執行されれば、国立学校施設の耐震化
率は約89％まで向上する見込み。


文部科学省としては、2015年度
までのできるだけ早い時期に公
立学校施設の耐震化を完了させ
るという目標を地方公共団体に
示すとともに、要望を踏まえつつ
必要な支援を図ることとしてお
り、2020年を前に成果目標を達
成する予定である。


「私立学校施設防災機能強化集
中支援プラン」（2012年１月　文
部科学大臣政務官通知）を策定
し、耐震化を含めた防災機能強
化への支援を実施するとともに、
2012年度に実施予定事業を前
倒して実施するよう、各学校法
人に促した。


「第3次国立大学法人等施設整備
５か年計画」（平成23年8月26日文
部科学大臣決定）において、2015
年度までに耐震化を完了させるこ
ととしており、2020年を前に成果目
標の達成を図る予定である。


190
住宅・建築物の耐
震診断、耐震改
修・更新の促進
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「国立研究開
発機関（仮
称）」制度創設
の検討


内閣府政策統括官
（科学技術政策・イノ
ベーション担当）基
本政策担当


文部科学省科学技
術・学術政策局政策
課


内閣官房
行政改革推進室


・国の研究開発を担う機関に関する制度の創設に向け、
総合科学技術会議基本政策専門調査会研究開発シス
テムＷＧ等において検討を実施。


・内閣府において独立行政法人全体の制度・組織の見直しと整
合性を確保しつつ、関係省庁と連携して、研究開発の成果を
大化するために相応しい制度を創設するべく検討を実施（各法
人にインタビューを行い制度改革に係る論点を抽出）。
・現行の独立行政法人制度を抜本的に見直し、新たな法人制
度の中に「公益に資する研究開発成果の 大化を重要な政策
目的とする法人類型」を「研究開発型」として位置付け、研究開
発の特性に着目したガバナンスを構築すること等を内容とする
「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」を閣議
決定（平成24年1月20日）。


C：一部実施
 
【今後の課題】
・平成26年４月からの新た
な法人制度への移行に向
けて、関連法案等の所要
の作業を進める必要があ
る。


【2020年の成果目標の達成状況】
他の施策と合わせて、2020年までに達成すべき成果
目標として、以下のものを掲げている。


・特定分野で世界トップ50に入る研究・教育拠点を100
以上構築
・優れた外国人研究者受入数を３倍
・日本人海外長期派遣研究者数を２倍
・国際研究拠点に世界トップレベル研究者を200人受
入


-


194


 「第２次大学
院教育振興施
策要綱(仮称)」
の作成、「リー
ディング大学
院」の構築（大
学評価に応じ
た重点的資金
配分）


文部科学省
高等教育局
大学振興課


・中央教育審議会答申「グローバル化社会の大学院教
育」（２０１１年１月）を受け、今後の大学院教育の改革の
方向性及び文部科学省として早急に取り組むべき重点
施策を示す「第２次大学院教育振興施策要綱」（実施期
間：2011～2015年度）の策定に向けた作業を行った。
2010年度中の策定に向けて作業を進めていたところ、東
日本大震災を受け、慎重な検討を要すると判断し、拙速
な作成は控え、年度をまたいで検討を重ねることとした。


・「第２次大学院教育振興施策要綱」を策定した（2011年８月）。
・産学官を問わずグローバルに活躍するリーダーを養成する
「リーディング大学院」の構築を支援するため、「博士課程教育
リーディングプログラム」（2011年度予算39億円）を開始した。
2011年度は21件のプログラムを採択したところ。
・予算面に加え、制度面からも「リーディング大学院」の構築を
支援するため、博士課程を通じて一貫したプログラムを構築す
る観点から、2012年３月大学院設置基準を改正。
.・文部科学省及び経済産業省の共同提案により、産学のリー
ダーによる産学協働人財産育成円卓会議が平成２３年７月に
立ち上げられ、社会を牽引するリーダーの養成と活躍の好循環
を実現するため、産学協働による人材育成の取組について議
論を開始した。


Ｂ：実施済


・2011～2015年度を実施期間とする「第２次大学院教
育振興施策要綱」を策定したことにより、本施策要綱
に基づき、体系的・集中的な施策展開を図っていく。本
施策要綱は、世界的な大学院教育拠点の形成のため
の取組として、「「リーディング大学院」の形成支援」を
掲げている。
・「リーディング大学院」の形成を支援するため、「博士
課程教育リーディングプログラム」を開始し、産学官の
参画を得つつ一貫した博士課程教育を構築する大学
院教育改革の先駆的な取組として、2011年度に13大
学21件を採択。


-


部局名


新成長戦略全体フォローアップ  調査票（Ⅴ　科学・技術・情報通信立国戦略）


加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に


対する自己評価
2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名


項目
番号


195


「トップレベル
頭脳循環シス
テム（仮称）」の
構築（国際研
究開発拠点、


先端共同研
究施設・設備、
研究支援体制
の整備、外国
人研究者受入
れのための研
究・生活環境
の整備）


文部科学省
研究振興局
振興企画課


内閣府
政策統括官
（科学技術政策・イノ
ベーション担当）付


・大型共用施設の整備状況
X線自由電子レーザー施設（SACLA）について、本体整
備を終え、調整運転を行った。また、大強度陽子加速器
施設(J-PARC)について、利用実験装置の制作を継続
し、研究環境の充実を図るとともに、HPCIの中核となる
京速コンピュータ「京」についても、試作・評価が終了し、
一部設備の稼働を開始するなど、各施設の共用開始に
向けた取組は順調に進捗している。


・世界トップレベル研究拠点プログラム（ＷＰＩ）の実施状
況
平成19年度に採択した5拠点について有識者による毎年
のフォローアップを実施するとともに、1拠点の新規採択
を行い、着実に国内外の優れた研究者を惹きつける国
際研究拠点の構築を行った。


・ 先端研究基盤事業の実施状況
国際的な頭脳循環の実現に向け、国内外の若手研究者
を惹きつける研究基盤の整備を加速強化するため、研
究ポテンシャルの高い研究拠点に対して、 先端の研
究成果が期待できる設備整備及び運用に必要な支援を
行う「 先端研究基盤事業」（１４事業）を実施した。


・研究者の海外派遣事業の実施状況
国際的な頭脳循環の活性化を通じた我が国の学術の振
興を図るため、頭脳循環において、国際研究ネットワー
クの核となる優れた研究者の育成を図る大学等研究機
関を支援する「頭脳循環を活性化する若手研究者戦略
的海外派遣事業」を実施するとともに、海外の大学等研
究機関において長期間研究に専念できるよう研究者個
人を支援する「海外特別研究員事業 」を実施。


・大型共用施設の整備状況
SACLAが世界 短波長のX線レーザーの発振に成功するとと
もに、2012年3月に供用を開始。「京」が11月に筐体の搬入が終
了し、性能目標の10ペタフロップスを達成するなど、共用開始に
向けた取組が順調に進捗している。J-PARCについては、東日
本大震災による被災から一部復旧作業中の部分があるもの
の、2012年1月に共用を開始。


・世界トップレベル研究拠点プログラム（ＷＰＩ）の実施状況
平成19年度に採択した5拠点について、有識者による中間評価
を行い、そのフィードバックにより確実な拠点構築につなげると
ともに、平成22年度に採択した1拠点についてはフォローアップ
を実施し、着実に国内外の優れた研究者を惹きつける国際研
究拠点の構築を行った。


・ 先端研究基盤事業の実施状況
２０１０年度に引き続き、「 先端研究基盤事業」（１３事業）を実
施した。


・研究者の海外派遣事業の実施状況
２０１０年度の「頭脳循環を活性化する若手研究者戦略的海外
派遣事業」の趣旨を引き継ぐ「頭脳循環を加速する若手研究者
戦略的海外派遣事業」を実施するとともに、「海外特別研究員
事業 」を引き続き実施。


B：実施済
　


【2020年の成果目標の達成状況】
・ＷＰＩ拠点における世界トップレベル研究者数は２００
８、２００９，２０１０年のそれぞれにおいて１１６，１２５，
１５３人（実績）となっている。


・頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣事
業は、諸外国との共同研究を行う若手研究者を組織
的・戦略的に派遣する事業であり、採択件数は２０１０
年度の６８件から、２０１１年度には９６件に拡大。
・海外特別研究員の採用人数は２０１０年度の４０８人
から、２０１１年度には４８６人に拡大。
・国際科学技術共同研究推進事業及び戦略的国際科
学技術協力推進事業の課題数は２０１０年度の２８２
件から２０１１年度には３１７件に拡大。


＜参考指標＞
・長期派遣研究者数
平成21年度：3,739人
（平成12年度：7,674人）
・長期受入れ研究者数
平成21年度：13,381人
（平成12年度：13,878人）
※国際研究交流の概況（平成20、21 年度）　（文部科
学省）


・世界トップレベル研
究拠点プログラム（Ｗ
ＰＩ）において、国際的
に先鋭な領域に焦点
を絞った研究拠点を３
拠点程度新たに公募
する。


・ＳＡＣＬＡにおいては
早期成果の創出を図
るため、重点戦略課
題の推進に向け課題
を公募をする。


・京速コンピュータ
「京」を６月に完成さ
せ、秋に共用を開始
し、研究基盤の整備
を進める。


・上記の 先端施設
をはじめ、我が国
大の「強み」といえる
研究基盤について、
施設・設備等の連
携、利用体制支援、
高度化支援等の取組
を、「研究開発プラット
フォーム」というシス
テムの下で戦略的に
展開することで、国内
外の研究者等を一層
惹き付けていく予定。
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196


東アジア・サイ
エンス＆イノ
ベーション・エ
リアの構築（ア
ジア共通の課
題解決に資す
る国際共同研
究・人材育成
等の推進、共
同基金プログ
ラムの設立の
検討）


内閣府政策統括官
（科学技術政策・イノ
ベーション担当）付
　
外務省軍縮不拡散・
科学部国際課学協
力室
　
文部科学省科学技
術・学術政策局国際
交流官付


・EAS参加国の本構想への協力要請
-第13回日・ASEAN首脳会議議長声明において，「東ア
ジア・サイエンス＆イノベーション・エリア」に関する日本
のイニシアティブが評価された。
-第5回東アジア首脳会議（EAS）議長声明において，「東
アジア・サイエンス & イノベーション・エリア」構想及び科
学・技術に関するEAS非公式科学技術閣僚会合の開催
に関する日本提案が留意された。


・東アジアにおける交流に関するワーキング・グループ
終報告書において、以下の施策について提言。


-東アジアにおける研究人材ネットワークの強化、頭脳
循環の活性化
-宇宙、環境エネルギー、原子力など我が国の技術の展
開と人材育成
-新しい共同研究基金プログラム設立の可能性の探究


197


・ 理数教育の
強化と理系進
学の促進（「科
学の甲子園」
「サイエンス・イ
ンカレ」の創
設、国際科学
オリンピック参
加の支援、
スーパーサイ
エンスハイス
クールの強化）


文部科学省
科学技術・学術政策
局基盤政策課


・「科学の甲子園」と「サイエンス・インカレ」については、
2011年度に開催するために必要な関係経費を予算に計
上した。
・国際科学オリンピックについては、化学の国際大会を
日本で開催し、過去 高の成績を収めた。
・スーパーサイエンスハイスクールについては、①指定
校数が106校から125校に増加、②コアSSHを指定するな
どの強化を図った。


・東アジアにおける研究人材ネットワークの強化、頭脳循環の
活性化
　⇒我が国の 先端の研究開発拠点の整備・高度化を実施。


・宇宙、環境エネルギー、原子力など我が国の技術の展開と人
材育成
　⇒国際共同研究や我が国の技術の展開、優秀な人材の育成
等を実施。また、アジア核不拡散・核セキュリティ総合支援セン
ターの整備などを通じた人材育成等を実施。


・新しい共同研究基金プログラム設立の可能性の探究
　⇒文部科学省は科学技術振興機構と協力して、東アジアにお
いて、マッチングファンド方式で多国間の共同研究を行う「e-
ASIA共同研究プログラム」の立ち上げに向けた準備を推進。
  2011年には、「e-ASIA共同研究フォーラム」を2回開催し、参加
国、参加手続き、共同研究の分野、運営方法等を議論。
  第6回EAS(2011年11月、於：イントネシア)では、議長声明にお
いて，「東アジア・サイエンス＆イノベーション・エリア」構想の
下，「e-ASIA共同研究プログラム」を実施するとの日本のイニシ
アティブが歓迎された。
　2012年3月22日現在、インドネシア、タイ、ベトナム、フィリピ
ン、ラオス、ミャンマーの6ヶ国がe-ASIA共同研究プログラムへ
の参加を表明。今後、同プログラムの基本的枠組みを決定し、
プログラムの運営のための組織を設置し、具体的テーマに即し
て多国間共同研究を実施する予定。


・「科学の甲子園」については、平成24年3月24日～26日に第1
回全国大会が行われた。また、「サイエンス・インカレ」について
も、平成24年2月18日、19日に第1回研究発表会が行われた。
・国際科学オリンピックについては、国内予選においては、支援
を強化し一次選考の会場数拡大等を行い、参加者数が増大し
た。
・スーパーサイエンスハイスクールについては、①指定校数が
125校から145校に増加、②地域の理数教育の中核拠点として
の機能の強化などを行った。


C：一部実施


【ボトルネック、解決策】
ボトルネック：
・EAS参加国政府関係者
による本構想フォローアッ
プ体制構築は未着手。
・域内には途上国も含ま
れることや、共同基金に
ついての理解を得るため
には時間を要することに
より、直ちに共同基金プロ
グラムへの参加国を募る
ことが困難。


解決策：
・平成24年度4月立ち上げ
予定の「科学技術戦略タ
スクフォース」にて、政府
レベルでの協議の進め方
について検討。
・共同基金プログラムの
開始の前に、まずはマッ
チングファンド方式による
共同研究（e-ASIA共同研
究プログラム）の開始に向
けた準備を推進。


【2020年の成果目標の達成状況】
・e-ASIA共同研究プログラムは、本プログラムへの参
加国を現在の６か国から更に増やすべく、残りのEAS
参加国（日本除く11か国）に対し働きかけを継続中。今
後、参加国増加及び具体的な共同研究の開始に伴
い、海外からの研究者受け入れや日本人研究者の海
外派遣の増加が見込まれている。また、本プログラム
の正式な発足に先立ち、同プログラム参加表明国を
対象とした先行的取組の実施について協議していると
ころ。


【ボトルネック、解決策】
ボトルネック：
e-ASIA共同研究プログラムへの参加をまだ表明して
いない国が存在。


解決策：
実施機関間の連絡のみならず、外交ルートを通じた働
きかけも実施。


・東アジアにおける研
究人材ネットワークの
強化、頭脳循環の活
性化
・宇宙、環境エネル
ギー、原子力など我
が国の技術の展開と
人材育成
・e-ASIA共同研究プ
ログラムの理事会を
開催し、同プログラム
の早期開始


B：実施済


【２０２０年の成果目標の達成状況】
・科学の甲子園については、全４７都道府県で全国大
会の代表選考が行われるなど、全国的な理数教育の
取組となっている。また、サイエンス・インカレに関して
も、全国的に応募があるなど、日本の科学技術人材を
育成する大きな取組となりつつある。
・国際科学オリンピックの国内大会については、前年
度より参加者数が増加した（平成23年度：363カ所平成
22年度：333カ所、平成23年度：11,250人平成22年度：
9,899人）。
・スーパーサイエンスハイスクール出身者の大学院進
学率は、理系の大学生の進学率と比較すると高く、研
究に対して意欲のある学生を生みだし、将来の科学技
術人材の育成・確保につながっている。また、「科学の
甲子園」全国大会に出場した代表校の約3分の1が
スーパーサイエンスハイスクールの指定校となってい
る。
・これらの取組を通じて、各学校段階において、理数
好きな子どもの裾野を広げるとともに、トップ層を伸ば
すことによって、高付加価値を生み出す科学技術人材
を戦略的・体系的に育成・確保する。


【ボトルネック、解決策】
一層多くの、かつ多様な参加者を確保するため、施策
の連携や充実を図りながら、認知度の向上を図る。


-
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部局名 加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に


対する自己評価
2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名


項目
番号


・産学協働人財育成
円卓会議等を通じて
イノベーション創出人
材の育成に関する産
学の共通理解の醸成
と、長期インターン
シップ等の産学連携
での人材育成の促
進・拡充。


・「文部科学省の公的
研究費により雇用さ
れる若手の博士研究
員の多様なキャリア
パスの支援に関する
基本方針（平成23年
12月　科学技術・学
術審議会人材委員
会）」を踏まえ、ポスト
ドクターの多いライフ
サイエンス分野をはじ
め、本年度新規公募
する文部科学省の公
的研究費の公募要領
より、若手の博士研
究員を雇用する場合
には、キャリア支援活
動計画の作成や進路
状況の把握等を行う
よう、反映を行ってい
る。


-


198


産学官の連携
による理系大
学生・大学院
生・博士課程
修了者育成と
就職支援


Ｃ：一部実施


【2020年の成果目標の達成状況】


○2011年度までに、30大学がポストドクターの多様な
キャリア開発を担うセンターを学内に整備。2011年3月
末までに協力企業は252社にのぼり、延べ561名が長
期インターンシップに派遣されている。また、2011年3
月末時点で237名が企業等に就職している。
※　本施策により長期インターンシップを終了したポス
トドクターのうち、企業等へ就職した者の割合2011年3
月末時点で約62％


○産業技術総合研究所を活用したｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出人
材育成
・2010年度研修生について23名中15名がＯＪＴ企業等
へ正規就業。（2011年4月1日時点）
・2011年度研修生について22名中12名がＯＪＴ企業等
へ正規就業予定。（2012年3月12日時点）


○産学人材育成パートナーシッププログラム開発・実
証事業の実施
・全国16ヵ所で人材育成プログラムの開発・実証を実
施、約6,500名が受講。


【ボトルネック、解決策】
（ボトルネック）
・産業界の要請するイノベーション創出人材と大学の
輩出する人材のミスマッチの発生。
（解決策）
・長期インターンシップの拡充や、産学の共同研究等
を通じた人材育成の取組の推進。


199


・テニュアトラッ
ク制の普及・定
着
・「特別奨励研
究員事業（仮
称）」の創設


文部科学省
科学技術・学術政策
局基盤政策課


（試行的にテニュアトラック制を導入する40大学等に対し
て、テニュアトラック教員の研究費等を支援。（科学技術
振興調整費「若手研究者の自立的研究環境整備促進」
（100億円）））


　テニュアトラック制を実施する大学等に対して、テニュアトラッ
ク教員の研究費等を支援する事業を創設（ 「テニュアトラック普
及・定着事業」(81億円))。
　テニュアトラック教員(102名)を採用する機関を選定・支援する
とともに、「特別奨励研究員事業（仮称）」の創設に相当するも
のとして、特に優秀なテニュアトラック教員22名を選抜して、人
件費や研究費を支援する特別枠「個人選抜型」を併せて創設し
た。


Ｃ：一部実施


【2020年の成果目標の達成状況】
　第4期科学技術基本計画（2011～2015年）において
テニュアトラック教員の割合を、全大学の自然科学系
の若手新規採用教員総数の3割相当とすることとされ
ている。2011年11月までに延べ646名がテニュアトラッ
ク教員として採用されている。（2011年8月時点で48大
学に導入。）
※　テニュアトラック教員は、一般の若手教員に比べ、
科学研究費補助金の採択率が約2倍になっている。
（一般教員：36.3%、テニュアトラック教員73.0％）


【ボトルネック、解決策】
　テニュアトラック制は、大学の若手教員の人事・育成
システムを見直すとともに、自立的研究環境を整備し
なければならないため、大学等にとって導入のハード
ルは高い。導入を促すために、制度の普及に取り組む
大学を支援する補助事業の充実を図るとともに、グッ
ドプラクティスの公表・周知を図る。


文部科学省
高等教育局
大学振興課、専門
教育課
科学技術・学術政策
局
基盤政策課
経済産業省産業技
術環境局
大学連携推進課


○ポストドクターや博士課程(後期)学生を対象として、企
業等での長期インターンシップ等の取組を行う23大学に
対して、センター機能を構築し、指導教員や企業等への
意識啓発、企業等との交流会やマッチング、長期イン
ターンシップ等に要する経費を支援する事業を実施（「イ
ノベーション創出若手研究人材養成」（18億円））。


○産業技術総合研究所を活用したｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出人材
育成
・（独）産業技術総合研究所においてポスドク等への座
学や企業OJT研修を実施。


○産学人材育成パートナーシッププログラム開発・実証
事業の実施
・産学人材育成パートナーシップの議論を踏まえた、人
材育成面における産業界と大学界の関係強化（特に、
産学連携による大学・大学院の教育課程における実践
的なカリキュラムの開発・実施等）につながる人材育成
プログラムの開発・実証を全国16ヵ所で実施（平成22年
度当初予算：14.3億円の内数）。


○文部科学省及び経済産業省の共同提案により、産学のリー
ダーによる産学協働人財育成円卓会議が平成２３年７月に立ち
上げられ、社会を牽引するリーダーの養成と活躍の好循環を実
現するため、産学協働による人材育成の取組について議論を
開始した。


○産学官を問わずグローバルに活躍するリーダーを養成する
「リーディング大学院」の構築を支援する事業を開始。2011年度
は21件のプログラムを採択（「博士課程教育リーディングプログ
ラム」（39億円））


○ポストドクターを対象として、企業等での長期インターンシップ
等の取組を行う30大学に対して、センター機能を構築し、指導
教員や企業等への意識啓発、企業等との交流会やマッチング、
長期インターンシップ等に要する経費を支援する事業を実施
（「ポストドクター・インターンシップ推進事業」(19億円））。


○産業技術総合研究所を活用したｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出人材育成
・（独）産業技術総合研究所においてポスドク等への座学や企
業OJT研修を実施。
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部局名 加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に


対する自己評価
2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名


項目
番号


200


「科学・技術・イ
ノベーション戦
略本部（仮
称）」の設置
（総合科学技
術会議の改
組、研究開発
の重要な政策
課題対応への
重点化）


内閣府政策統括官
（科学技術政策・イノ
ベーション担当）付
参事官（企画担当）
付


・新成長戦略策定以降、設置に向けた様々な検討を実
施。


・2011年11月から科学技術政策担当大臣の下で「科学技術イノ
ベーション政策推進のための有識者研究会」を開催し、科学技
術イノベーション政策推進体制について、「司令塔」の構成員、
事務局体制のあり方や、調整機能の強化等について、検討を
行い、同年12月19日に報告書を取りまとめた。


D：未実施


【ボトルネック、解決策】
・現在、関係省庁と科学技
術イノベーション政策の推
進体制の強化に向けて調
整中。


【2020年の成果目標の達成状況】
・2011年11月から科学技術政策担当大臣の下で「科
学技術イノベーション政策推進のための有識者研究
会」を開催し、科学技術イノベーション政策推進体制に
ついて、「司令塔」の構成員、事務局体制のあり方や、
調整機能の強化等について、検討を行い、同年12月
19日に報告書を取りまとめた。現在、法案化に向けた
検討を進めている。


-


201


競争的研究資
金の使用ルー
ルの統一、類
似制度の整
理・統合を含め
た競争的研究
資金の再編、
審査・フォロー
アップ体制の
改善・強化（異
分野融合推
進、基礎～実
用化までシー
ムレスかつ集
中的な支援の
実施、プログラ
ム・マネジメン
ト、プロジェク
ト・マネジメント
の強化、審査・
評価システム
への産業界や
若手研究者の
参画）


-


内閣府
政策統括官（科学技
術政策・イノベーショ
ン担当） 先端研究
開発支援プログラム
室


総務省
情報通信国際戦略
局技術政策課


消防庁
消防技術政策室
　
文部科学省
研究振興局
振興企画課競争的
資金調整室


厚生労働省
大臣官房厚生科学
課


農林水産省
農林水産技術会議
事務局研究推進課


経済産業省
産業技術環境局
産業技術政策課


国土交通省
大臣官房技術
研究調査課


環境省
総合環境政策局
総務課環境研究技
術室


○競争的研究資金の使用ルール統一
【内閣府】
  費目構成の統一化に関して、各関係機関の意見を集
約・調整し、具体的な取扱いを含めた統一的な共通経費
区分表を作成した。


【各省庁】
  各制度所管府省及び各資金配分独立行政法人におい
て、①応募要領等に繰越に関し明記する、②費目間流
用に関して流用可能な範囲を直接経費総額の一定割合
とする、③補助金での実績報告書の提出期限を5月末日
にする、④旅費や消耗品費に関して合算使用を認める
ように変更する、という改善事項が概ね全ての競争的資
金制度で実施された。


○競争的研究資金の使用ルール統一
【内閣府】
　「平成23年度科学・技術重要施策アクション・プラン」に基づ
き、繰越を容易にするための手続きの簡略化及び費目間流用
ルールの統一化に関して、各関係機関の意見の集約・調整に
向けて検討を行っている。


○類似制度の整理・統合を含めた競争的研究資金の再編
【各省庁】
　競争的研究資金制度について、多様性を確保しつつ、整理統
合を含めた再編を促進した。


○審査・フォローアップ体制の改善・強化
【各省庁】
（シームレスかつ集中的な支援）
　各競争的資金制度において、優れた研究課題を切れ目なく研
究継続できるようにする観点から、評価結果の他の資金制度へ
の活用や他の資金配分法人への情報提供、研究資金制度間
のプログラムオフィサー（PO）等事業関係者間の情報交換の取
組みを行っている。
　また、競争的資金制度の性格に応じて、若手研究者や女性研
究者の人材育成を進める観点から、特別枠等措置での配慮(若
手研究者向け特別枠：23制度中8制度、女性研究者向け支援
措置：同8制度)を行っている。


（プログラムマネジメント、プロジェクトマネジメントの強化）
　各競争的資金制度において、研究マネジメントを強化するた
め、プロジェクトディレクター・プログラムディレクター（PD)または
プログラムオフィサー（PO)を配置している。


（審査・評価システムの改善）
　各競争的資金制度において、評価・審査体制を強化する観点
から、課題採択の際の審査員や研究課題の審査員について、
産業界の専門家や外国人の研究者を選任する取組みや、評価
人材を育成する観点からの若手研究者を選任する取組みを
行っている。


C：一部実施


【ボトルネック、解決策】
　競争的資金制度は、目
的、支援対象や経費の性
格等により多様性を有し
ており、また、制度として
の継続性に一定の配慮が
求められることから、各関
係機関との十分な意見調
整を行いつつ、順次対応
を進めて行く必要がある。


○競争的研究資金の使用ルール統一
【内閣府】
費目構成の統一化に関して、具体的な取扱いを含め
た統一的な共通経費区分表を作成し、研究者が活用
しやすい環境を整えた。


○類似制度の整理・統合を含めた競争的研究資金の
再編
【各省庁】
競争的資金制度について、39制度（2010年度）から23
制度(2011年度）への整理統合等の合理的な資金制
度の構築に向けた取組が進展している。


○審査・フォローアップ体制の改善・強化
【各省庁】
（プログラムマネジメント、プロジェクトマネジメントの強
化）
　競争的資金制度においてPDまたはPOを 低1名配
置している。PD・POの設置による具体的なアウトカム
を定量的に示すことは困難であるが、2011年度の実
施状況に記載した、シームレスかつ集中的な支援や
審査・評価システムの改善等の取組が進展している。


【ボトルネック、解決策】
　第4期科学技術基本計画に基づき、目的や特性に応
じた制度の多様性を確保した上で、制度の一層の改
善及び充実に向けた取組を進める。
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部局名 加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に


対する自己評価
2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名


項目
番号


【2020年の成果目標の達成状況】
世界をリードするグリーン／ライフ・イノベーションの成
果創出に向けて、着実に研究開発を実施している。計
画通りの進捗のため「20%」（代替評価指標：10年で
100%達成とした場合の継時的達成率）


・2013年度にフィジビリティースタディーが終了し、2014
年度より約20年間の本格的な大規模疫学調査が開始
される。ゲノムレベルでの疾患リスクや疾患発症メカニ
ズムの解明は大規模疫学調査終了後に可能となる
が、2020年の時点で一部の成果創出が期待される。


・戦略的創造研究推進事業（新技術シーズ創出）によ
り、イノベーションにつながるトップサイエンスの研究成
果を創出。【参考指標：論文発表数（H22)　4,962件、特
許出願数（H22) 589件、論文の引用動向による研究機
関ランキング（トムソン・ロイター社　平成23年4月発
表）におけるJSTの日本順位　論文総引用数　４位、論
文平均被引用数　1位】


・つくばイノベーションアリーナにおいて実施している
「低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロジェ
クト」においては、SiCパワー半導体の実用化に向け、
2011年度にはSiCウエハの大口径化（４インチ→６イン
チ）を達成。今後、2015年のＳｉＣ自動車試作・実証に
向け、次ステップであるモジュール化技術開発を推進
する。


-


・課題解決型研究開発プロジェクトとして「大規模疫学研
究」を、「ゲノムコホート研究と医療情報の統合による予
防法の開発」施策として、平成23 年度科学・技術重要施
策アクション・プランとして重点的に進めることとした。


・戦略的創造研究推進事業（新技術シーズ創出）の実施
状況
新たな戦略目標を設定し、その下で科学技術振興機構
（JST）が、組織の枠を越えた時限的な研究体制を構築
し、イノベーションにつながる新技術シーズの創出を目
指した課題達成型基礎研究を推進した。


・つくばイノベーションアリーナにおいてナノテク分野の研
究開発拠点を形成するなど、研究開発成果の迅速な普
及による課題解決が期待されているグリーン／ライフ・イ
ノベーション分野の研究開発プロジェクトに重点化・加速
化を実施した。なお、 先端研究開発支援プログラムの
うち5課題は、つくばイノベーションアリーナにおける産学
官連携によるものである。


・左記の内容を含めた第４期科学技術基本計画を閣議決定
（2011年８月19日）。


・平成24年度科学技術重要施策アクションプランを策定し、「復
興・再生並びに災害からの安全性向上」「グリーンイノベーショ
ン」「ライフイノベーション」「基礎研究の振興及び人材育成の強
化」へ重点化。


・第４期計画に沿った科学技術イノベーション政策の推進に向
け、総合科学技術会議内の体制を整備。
第４期計画全体の推進を担う科学技術イノベーション政策推進
専門調査会を設置するとともに、「震災からの復興再生」「グ
リーンイノベーション」「ライフイノベーション」の３本柱について、
科学技術重要施策アクションプランを含めた具体的な戦略を作
成するため、それぞれ科学技術イノベーション戦略協議会を設
置した。
特に、科学技術イノベーション戦略協議会は、イノベーションを
実現するために必要なシステム改革（規制・制度改革、導入促
進策等）を含め、府省の枠組みを超えて国として推進すべき戦
略、取組内容案を具体化することをミッションとしている。


・（株）産業革新機構等の関係投資機関と連携しつつ大学等の
優れた研究成果の実用化を目指すため、基礎研究段階からの
産学連携の推進や、民間資金の活用を推進する「明日に架け
る橋」プロジェクトを開始。


・基礎研究から事業化まで連携して推進すべく、基礎研究を担
う文部科学省と新技術の実用化を担う経済産業省で、革新的
技術の特定や両省連携の仕組みについて具体化するため、合
同の検討会を設置。


C：一部実施


【ボトルネック、解決策】
・課題解決型のイノベー
ション創出へ向けて、さら
なる内閣府主導による関
連省庁の施策誘導が望ま
れる。実現にあたっては、
関係府省との熟議が必
要。
・そのため、関連省庁誘
導型イノベーション創出へ
向けた戦略を強化する。
具体的には、ライフイノ
ベーション戦略協議会に
おける科学技術重要施策
アクションプランのＰＤＣＡ
サイクルの実行等により
解決を図る。
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イノベーション
創出に必要な
研究・実証・成
果普及上の規
制・制度・体制
の整備、革新
的技術分野に
関する官民連
携や省庁連携
を含めた資金
供給の円滑化


内閣府政策統括官
（科学技術政策・イノ
ベーション担当）付
参事官（基本政策担
当）付


文部科学省科学技
術・学術政策局産業
連携・地域支援課


経済産業省産業技
術環境局研究開発
課


厚生労働省大臣官
房厚生科学課


・第４期科学技術基本計画策定に向けた、総合科学技
術会議の答申において、イノベーションの促進に向けた
規制・制度の改善や活用等を進めることや、科学技術イ
ノベーション政策の戦略の検討・推進を担う、産学官の
協働の場を構築することなどを明記。


・平成23年度科学技術重要施策アクションプランを策定
し、「グリーンイノベーション」「ライフイノベーション」「競争
的資金の使用ルール等の統一化及び簡素化・合理化」
へ重点化。


・大学等の知的財産の活用や、基礎研究成果の事業化
促進のため、平成22年8月に（株）産業革新機構と（独）
科学技術振興機構が協力協定を締結。


・平成24 年度科学・技術重要施策アクション・プランの重点的取
組として継続して登録した。
・平成23年度科学技術戦略推進費の新規プロジェクトとして公
募を実施して、国立がん研究センターが採択された。
・平成23年度より中核機関である国立がん研究センターがゲノ
ムコホート研究のオールジャパン体制構築へ向けた３年間の
フィジビリティースタディーを開始した。
・東北地区の医療復興に併せ、地域医療機関等を結ぶ医療情
報ネットワークの構築と連携しつつ、被災地の住民を対象に大
規模なゲノムコホート研究を行うことを通じて、次世代型医療体
制の実現を目指す「東北メディカル・メガバンク計画」について、
東北大学に交付決定した。


・戦略的創造研究推進事業（新技術シーズ創出）の実施状況
新たな戦略目標を設定し、その下でJSTが、組織の枠を越えた
時限的な研究体制を構築し、イノベーションにつながる新技術
シーズの創出を目指した課題達成型基礎研究を推進した。


・その他、社会的課題の解決に向け、引き続きグリーン／ライ
フ・イノベーション分野の研究開発を実施した。


C：一部実施


【ボトルネック、解決策】
・イノベーション創出に必
要な改革内容の抽出、具
体化が必要。また改革実
現にあたっては、関係府
省との熟議が必要。
・そのため、産学官の参
画を得て、科学技術イノ
ベーション戦略協議会を
始動し、イノベーション創
出に向けた戦略を具体化
する。具体的には、左記３
本柱について、科学技術
重要施策アクションプラン
を作成する予定。


【2020年の成果目標の達成状況】
総合科学技術会議では、科学技術重要施策アクション
プランにより、科学技術イノベーション政策の重点化を
進めている。平成24年度アクションプランの対象施策
の予算額は以下のとおり。


○復興再生　478億
○グリーンイノベーション　1,328億
○ライフイノベーション　389億
○基礎研究・人材育成　164億
※推定値


アクションプランによる府省連携や予算の重点化に
よって、グリーンイノベーション、ライフイノベーションの
実現につながっている。具体的には、太陽光発電、バ
イオマス利活用、洋上風力発電の推進により再生可
能エネルギーの飛躍的拡大へ貢献することや、ゲノム
コホート研究の推進により、ゲノムレベルでの疾患リス
クや疾患発症メカニズムの解明へ貢献している。


【ボトルネック、解決策】
・グリーンイノベーション、ライフイノベーションの成果を
創出する上で、ボトルネックとなる規制・制度等の特定
が必要。
・規制・制度の改善方策について、関係府省間で議論
し、解決を図る仕組みの整備が必要。


-
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課題解決型研
究開発プロ
ジェクトの推進
（大規模疫学
研究、技術実
証・国際標準
化等との一体
的な研究開発
プロジェクト等）


内閣府
政策統括官付ライフ
イノベーション担当


文科省
研究振興局研究振
興戦略官付


文科省
研究振興局ライフサ
イエンス課


文科省
研究振興局基礎研
究振興課


経済産業省産業技
術環境局
研究開発課
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部局名 加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に


対する自己評価
2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名


項目
番号


・生命動態システム
科学研究について
は、2012年度より新
たに、創薬及び医療
技術の開発に特化し
た拠点を整備する。


204


新技術開発や
新分野開拓を
創出する基盤
の整備（規制
の見直し体
制、ワクチン開
発基盤、新技
術の性能・安
全性の評価・
認証拠点、創
薬・医療技術
支援基盤、生
命動態システ
ム科学等）


内閣府
政策統括官付ライフ
イノベーション担当


文科省
研究振興局ライフサ
イエンス課


厚労省
医政局
研究開発振興課


厚労省
医薬食品局総務課


経産省
産業技術環境局研
究開発課


・有機EL等の化学材料の評価手法開発等、新産業創出
及び産業競争力強化を支える基盤技術の開発を推進す
るなど、グリーン・イノベーションやライフ・イノベーション
分野の研究開発プロジェクトに重点化・加速化を行った。


・平成23 年度科学・技術重要施策アクション・プランの課
題解決に必要な方策として「高齢者・障がい者の生活支
援技術の開発」を登録して、介護者の身体的・精神的負
担の大きな支援を省力化する機器・システムの安全認
証や導入に関わる規制・制度の整備について推進する
こととした。


・「 先端研究基盤事業」において、大阪大学及び理化
学研究所に、生命動態システム科学研究を実施するた
めの拠点を整備した。


C：一部実施


【ボトルネック、解決策】
・イノベーション創出に必
要な改革内容の抽出、具
体化が必要。また改革実
現にあたっては、関係府
省との熟議が必要。
・そのため、産学官の参
画をさらに振興し、イノ
ベーション創出へ向けた
戦略を強化する。具体的
には、ライフイノベーション
戦略協議会における科学
技術重要施策アクション
プランのＰＤＣＡサイクル
の実行等により解決を図
る。


【2020年の成果目標の達成状況】
世界をリードするグリーン・イノベーションやライフ・イノ
ベーションにおける成果創出に向けて、着実に研究開
発を実施している。計画通りの進捗のため「20%」（代替
評価指標：10年で100%達成とした場合の継時的達成
率）


・生命動態システム科学研究について、一細胞質量分
析計等の拠点にて開発してきた機器を整備したことに
より、細胞内の薬剤代謝を捕捉することが可能となっ
た。また国内での連携を促進するために、大学等と連
携して公開シンポジウムを４件、非公開シンポジウム
を４件開催し、外部共用の準備を行った。


・創薬・医療技術支援基盤については、2011年度より
施設・設備の外部共用を開始し、１年間で以下の実績
が認められた。
　－化合物提供件数　約90件
　－放射光施設外部利用件数 約750件


・材料分野における新技術の性能・安全性の評価にお
いては、2020年における有機EL等の化学材料の世界
シェア60％を達成するため、2015年までに有機EL等の
評価手法の開発、評価基準書の作成を推進する。


【ボトルネック、解決策】
・グリーンイノベーション、ライフイノベーションの成果を
創出する上で、ボトルネックとなる規制・制度等の特定
が必要。
・規制・制度の改善方策について、関係府省間で議論
し、解決を図る仕組みの整備が必要。


・平成23 年度科学・技術重要施策アクション・プランの課題解決
に必要な方策「高齢者・障がい者の生活支援技術の開発」を、
平成24 年度科学・技術重要施策アクション・プランの継続課題
とした。生活支援ロボットの対人安全技術の開発実施、中立的
機関の安全性データ収集・分析、対人安全技術開発へのフィー
ドバック、安全性検証手法の開発を実施、生活支援ロボットの
対人安全性に関する国際標準策定に向けた議論を開発者へ
フィードバックする等を実施している。


・平成24 年度科学・技術重要施策アクション・プランの新規重点
的取組として「再生医療研究開発」を設定した。今後の医療応
用において様々な可能性を秘めた再生医療技術について、社
会還元を促進するためのシステム改革を進めつつ研究開発を
強力に推進し、早期実用化を目指す。
・平成24 年度科学・技術重要施策アクション・プランの新規重点
的取組として「医薬品、医療機器、再生医療等の新たな医療技
術開発を促進するためのレギュラトリーサイエンスの推進」を設
定した。医療上必要性の高い分野の評価のためのガイドライン
の策定に取り組む。例えば、再生医療については細胞の種類、
対象疾患、開発段階等に応じたガイドラインを順次作成し、安
全性の評価手法等を確立する。


・「創薬・医療技術支援基盤」については、創薬等につながる重
要なタンパク質の構造解析や、同タンパク質に作用する化合物
の探索のための施設・設備を整備し、外部共用を開始した。


・「 先端研究基盤事業」で大阪大学及び理化学研究所に整備
された生命動態システム科学研究を実施するための拠点にお
いて、関連研究が順調に進められた。また科学技術振興機構
「戦略的創造研究推進事業」において、さきがけ「細胞機能の構
成的理解と制御」を開始した。


・その他、引き続き研究開発プロジェクトの推進を図った。
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部局名 加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に


対する自己評価
2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名


項目
番号


【経済産業省】
ベンチャー企業等の
民間企業の有する優
れた技術シーズを実
用化・事業化に着実
かつ効率的に結実さ
せるため、民間ベン
チャーキャピタル等の
目利き機能や経営ノ
ウハウの活用を含め
た支援を検討する。


【経済産業省】
  イノベーション実用化助成事業では、グリーンイノベーション及
びライフイノベーションの推進等に係る技術分野で、概ね３年以
内に実用化が見込まれるリスクの高い技術課題について支援。
平成２３年度予算のイノベーション実用化助成事業における研
究開発型ベンチャー枠として、技術系ベンチャー１２社を採択、
支援を実施。


【文部科学省】
・ＪＳＴとＩＮＣＪとの協定を踏まえ、大学等の特許を積極的に活用
するための取組の実施や大学等の研究成果を実用化するため
の支援を実施する「研究成果 適展開支援プログラム（A-
STEP）」のうち、事業化に近い研究開発支援において、JSTの
研究開発支援とINCJの投資育成機能を活用し、大学等の優れ
た基礎研究成果の事業化を目指す「事業化ファストトラック・シ
ステム（平成23年度予算額：88億円）」を平成23年度予算として
計上。


【経済産業省】
Ｃ：一部実施


【ボトルネック、解決策】
研究開発型ベンチャーの
求める顧客や業務提携先
の紹介、経営ノウハウ等
に対する一層の支援の充
実が求められる。今後、ベ
ンチャーキャピタル等民
間のノウハウを活用する
ことを検討する。


 【文部科学省】
Ｃ：一部実施


【ボトルネック、対応策】
・革新的な技術を持つ大
学等発ベンチャーへの投
資や、大学等発ベン
チャー創出にあたっての
経営戦略の構築が課題。
これらについて、平成24
年度から新「明日に架け
る橋」プロジェクトを開始
し、（株）産業革新機構に
加え、ＤＢＪキャピタル株
式会社及日本政策金融
公庫と新たに連携を開始
するとともに、新たに民間
の事業化ノウハウを活用
した革新的な大学等発ベ
ンチャーの創出支援を開
始。


【経済産業省】
【2020年の成果目標達成状況】
今後、「事業化に到る研究開発成果の増加」という成
果目標に対して、2010年度、2011年度に支援した事業
の成果について、フォローアップを実施。


【ボトルネック、解決策】
イノベーション実用化助成事業について、民間ベン
チャーキャピタル等との連携の下、制度の拡充を検討
する。


【文部科学省】
【2020年の成果目標達成状況】
・新たな枠組みにより、平成22年及び平成24年に、連
携投資機関である(株)産業革新機構より、計29億円の
投資を受ける課題が創出されるなど、資金供給の円
滑化が進んだ。
・平成22年度及び平成23年度の２年間で、新たな大学
等発ベンチャーが約11件創出された。雇用創出は約８
０人、売上額は５億円が見込まれる（JST研究成果発
ベンチャー調査の平均値に基づく推計）。


【ボトルネック、解決策】
・更なる民間資金の誘引も念頭にした施策の推進。


205


関係投資機関
との連携によ
る技術系ベン
チャー支援の
検討・実施


経済産業省
産業技術環境局
技術振興課


文部科学省
科学技術・学術政策
局
産業連携・地域支援
課


【経済産業省】
 イノベーション実用化助成事業では、科学技術基本計
画の重点化指針等に示された、環境やライフサイエンス
等の推進等に係る技術分野で、概ね３年以内に実用化
が見込まれるリスクの高い技術課題について支援。
平成２２年度予算のイノベーション実用化助成事業にお
ける研究開発型ベンチャー枠として、技術系ベンチャー
３７社を採択、支援を実施。


【文部科学省】
・平成22年8月31日、独立行政法人科学技術振興機構
（JST）と株式会社産業革新機構（INCJ）の間で、基礎研
究成果に基づく事業化の促進や大学等の研究機関の知
的財産の活用に協力して取り組む協力協定を締結。
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部局名 加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に


対する自己評価
2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名


項目
番号


206
先端研究開


発支援プログ
ラムの実施


内閣府
政策統括官（科学技
術政策・イノベーショ
ン担当） 先端研究
開発支援プログラム
担当室


関係省庁
文部科学省研究振
興局振興企画課学
術企画室


先端研究開発支援プログラム(FIRST)については、研
究開始１、２年度の研究開発の実施状況に係るフォロー
アップを行った。その中で、30の研究課題全体を通して、
ほぼ研究計画に沿った進展がみられ、概ね順調に進捗
していることを確認した。
また、 先端・次世代研究開発支援プログラム（NEXT）
については、将来、世界の科学技術をリードすることが
期待される若手・女性研究者に対して、2011年２月に329
研究課題及び助成額を決定し、研究開発を開始。


FIRSTについては、研究開始３年度の研究開発の実施状況に
係るフォローアップ（中間評価）を、2012年夏を目途に実施予
定。
また、NEXTについては、研究開始１、２年度の研究開発の実施
状況に係るフォローアップを（独）日本学術振興会が2012年夏を
目途に実施予定。


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
FIRSTについては、５年間で世界のトップを目指した30
の研究開発を推進することにより、我が国の中長期的
な国際競争力の強化及び研究成果の社会還元。
NEXTについては、研究分野、地域性に配慮した研究
開発を推進することにより、将来、世界をリードするこ
とが期待される潜在的可能性を持った若手・女性研究
者の育成。


【ボトルネック、解決策】
FIRST及びNEXTについて、フォローアップを毎年度、
着実に実施し、研究成果の創出等に向け推進してい
く。


先端研究助成基金と
は別に、 先端研究
開発戦略的強化費補
助金により、FIRSTの
研究開発を加速・強
化（2010年度は、追
加支援97億円、公開
活動支援３億円。
2011年度は、公開活
動支援２億円）。


【文部科学省】
・関係府省との連携のもと、地域主導の優れた構想を効果的に
支援するため、大学の研究段階から事業化に至るまでシームレ
スに展開できるよう、関係府省の施策を総動員して支援するシ
ステムを構築して支援する｢地域イノベーション戦略支援プログ
ラム｣（文部科学省では、ソフト・ヒューマンに重点的な支援を実
施）を平成２３年度から新たに開始。（平成23年度予算額：111
億円）


・特定企業と特定大学による知的財産を活用した研究開発支援
と複数の大学等研究者と産業界によるプラットフォームを活用し
た研究開発支援を「研究成果展開事業」に一本化し、産学連携
による成果展開の総合的な支援を実施。
（平成23年度予算額：229億円）


・「産学共創基礎基盤研究」について、平成23年度から、「共創
の場」において、共有すべき知財のプールを構築し、参加企業
群のリソース提供を促進しつつ本格実施。（平成23年度予算
額：11億円）


【経済産業省】
・地域新成長産業創出促進事業により、産学官ネットワーク化
を促進し、コーディネータの配置、ビジネスマッチング、試行的
取組等を行い、世界をリードするグリーン・イノベーション、ライ
フ・イノベーション等の新たな成長産業群の創出を図った。
（平成23年度当初予算13.0億円）


・地域の産学官の研究開発リソースを組み合わせた研究体によ
る研究開発に対する支援を実施（平成22年度補正予算「地域イ
ノベーション創出研究開発事業」で採択した33件（全国）を平成
23年度当初予算（10.0億円）にて継続して支援。）


・先端的・独創的な技術を有する企業と大学等の技術・設備等
の資源等を活用して行う新たな製品や技術の実用化に向けた
共同研究の支援の継続（平成23年度当初予算案：5.0億円、全
国で23件を支援）。


・地域の産学連携の拠点における広域的な活動を実施する
TLO等の体制の構築への支援の継続（全国9カ所で支援。平成
23年度当初予算案：1.4億円）。


【文部科学省】
　  C：一部実施
 
  【ボトルネック、解決策】
・東日本大震災に対応し、
被災地の復興・復旧に資
する地域イノベーションの
創出や産学官ネットワー
ク化が必要。
このため、平成24年度か
ら新たに、復興特別会計
にて、短期間で社会実装
につながりうる産学共同
研究の推進や、被災地自
治体が主導する地域イノ
ベーションの創出を支援
する。さらに、被災地の産
業界のニーズを踏まえた
技術的課題について、産
学官ネットワークを構築
し、大学等において基盤
研究を実施する。


【経済産業省】
B：実施済


【文部科学省】
【2020年の成果目標達成状況】
・今までの地域発イノベーションの創出支援により、平
成22年度及び平成23年度の２年間で、事業化等に至
る件数が約1,000件超、売り上げ額が約160億円、雇用
創出効果が約1,100人見込まれる。


・また、産学共同研究の成果として、今までの取組状
況から、平成22年度及び平成23年度の２年間で、約
450億円の売り上げ及び雇用創出効果が約5,600人見
込まれる。


・産学官のネットワーク化を推進する事業においては、
平成22年度及び平成23年度に産業界から技術的課
題として、97テーマの申請があり、このうちの４テーマ
について、産学の「共創の場」を構築し、大学等で研究
開発を推進。


【経済産業省】
【2020年の成果目標の達成状況】
地域新成長産業創出促進事業


地域の創薬系バイオベンチャーと国内外の大手製薬
企業とのアライアンスを促進する事業や、地域の航空
機部品企業をグループ化することで一貫生産体制を
構築し付加価値向上を促す事業等、新事業・新産業
の創出に向けた取組により、これまでに約800件の新
事業を創出。これにより約400人の雇用を創出し、約
680億円の経済波及効果を実現。


【ボトルネック、解決策】
研究開発については、実用化研究フェーズを支援対
象としていたが、事業化成果の創出を促進するため、
支援対象をより事業化に近い実証研究フェーズに移
行する。


産学官ネットワーク化
を促進する実証研
究、コーディネータの
配置、ビジネスマッチ
ング、試行的取組等
の成果創出を加速す
る支援の充実


207


・地域イノベー
ション創出のた
めの共同研究
開発の推進、
産学官ネット
ワーク化（地域
イノベーション
ネットワークの
整備、「知」の
プラットフォー
ムの構築）


文部科学省
科学技術・学術政策
局　産業連携・地域
支援課


経済産業省
地域経済産業グ
ループ
地域技術課


産業技術環境局
大学連携推進課


【文部科学省】
・地域の優れた構想を効果的に支援するため、大学の
研究段階から事業化にいたるまでシームレスに展開でき
るよう、関係府省の施策を総動員して支援するシステム
の構築を検討。


・大学等の研究成果を活用して実用化を促進する取組を
「研究成果 適展開支援事業（A-STEP）」に統合し、大
学等と企業のマッチングの段階から企業との本格的な
共同研究開発に至るまで、総合的且つシームレスな支
援を開始。
（平成22年度予算額：166億円）


・産学の対話を行う「共創の場」を構築して、産学連携の
領域を基礎研究領域まで拡大し、産業界から提案された
技術的課題の解決に資する基礎研究を支援する「産学
共創基礎基盤研究」について、新たに開始。（平成22年
度予算額：3億円）


【経済産業省】
・地域新成長産業創出促進事業により、産学官ネット
ワーク化を促進し、コーディネータの配置、ビジネスマッ
チング、試行的取組等を行い、世界をリードするグリー
ン・イノベーション、ライフ・イノベーション等の新たな成長
産業群の創出を図った。
（平成22年度当初予算13.9億円）


・地域の産学官の研究開発リソースを組み合わせた研
究体による研究開発に対する支援を実施（「地域イノ
ベーション創出研究開発事業」（平成22年度当初予算
34.4億円、平成22年度補正予算15.0億円）により、全国
で143件（当初予算110件、補正予算33件）を支援。）


・先端的・独創的な技術を有する企業と大学等の技術・
設備等の資源等を活用して行う新たな製品や技術の実
用化に向けた共同研究の支援を実施（平成22年度当初
予算：9.0億円、全国で40件を支援）。


・広域的な活動を行うTLO等への支援を実施（産学連携
に係る高度な知識・経験を有する人材の活用、組織間の
連携強化、特定の技術分野・機能への専門化等につい
て、全国10ヶ所で支援。平成22年度当初予算：2.7億
円）。
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部局名 加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に


対する自己評価
2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名


項目
番号


【成果目標】
・事業化に至る研究開発成果の増加
・地域の雇用拡大、新製品等の関連売上げの増加


【中間目標】
・成果目標の達成に向けたオープンイノベーションを実
現


＜ＴＩＡの2011年度実績(速報値）＞
・連携企業数　100社（累計）
・外部研究者数 529人
・連携大学院生数　139人
・民間資金割合11.7％（2010年度同比率4.4％）（総事
業規模133.5億円のうち民間資金15.624.6億円）
　　　　　　　　　　　　　　　　　等


（参考）海外の事例
・連携企業累積数（2010年度実績）
　IMEC：600社
　Albany：250社
・外部研究者数（2010年度実績）
　IMEC：344人
　MINATEC：600人


【ボトルネック、解決策】
・連携企業数、連携大学院生数は目標達成率が3割弱
と比較的低い水準にあり、共同研究の積極的拡大、連
携大学院の強化が課題。


（参考）ＴＩＡ中期目標（2014年度末）
・連携企業数　300社（累計）
・外部研究者数　1000人
・連携大学院生数　500人（累計）
・民間資金割合　20～30％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　等


今後、研究開発プロジェクトを中核とした共同研究の
仕組みの拡大等に取り組み、目標達成を目指す予
定。


-Ｃ：一部実施208
世界的な産学
官集中連携拠
点の構築


経済産業省　産業
技術環境局研究開
発課


文部科学省　研究
振興局基盤研究課


○産業技術総合研究所、物質・材料研究機構、筑波大
学、日本経済団体連合会の代表者で構成されるつくばイ
ノベーションアリーナ（TIA）運営 高会議において「TIA
中期計画」（平成22年度～平成26年度）を決定。「ＴＩＡ中
期計画」において研究開発の効率化、スピーディーなイ
ノベーションを実現する産学官のオープンイノベーション
拠点の構築を目標として設定。


○TIAにおける研究開発の中核となる産学官連携研究
センタ-等の整備を行うため、平成２２年度補正予算にお
いて２９．９億円を措置。


○筑波大学が主体になり「つくばナノテク拠点 産学独連
携人材育成プログラム」を実施。以下のような教育活動
を行った。
①海外著名研究者の英語による集中講義（Stanford,
IBM, etc））
②Albany（米ニューヨーク州のナノテク拠点） での3 ヶ月
研修
③つくばの 先端設備でのインターンシップ
④物質・材料研究機構（NIMS）、産業技術総合研究所
（AIST）等での研究活動
⑤国際会議および国際的論文誌への論文投稿


○産学官連携研究センターの詳細設計を平成２３年夏頃完了
し、その後、住民説明会等、建築許可に向けた手続を経て、平
成２４年初頭には着工する予定。
○平成２３年度末に環境技術研究開発センター
（NanoGREEN/WPI-MANA棟）を竣工し、平成２４年度より、産学
官の研究者を結集した研究開発及び次世代人材の育成を強化
する予定。


○世界に通用するオープンイノベーションハブを構築するため、
次世代人材を育成しつつ、研究開発成果の事業化を加速す
る、以下の取り組みを実施。
①カーボンナノチューブやSiCパワー半導体等の技術開発プロ
ジェクトをＴＩＡにおいて実施しつつ、共同研究の積極的な拡大を
図るなど、研究開発成果の事業化を加速。
具体的には、カーボンナノチューブでは量産化技術を確立し、
高品質なサンプルを生産。国内外の多数の企業（平成24月3月
末現在23社）と連携して、提供したサンプルにより各種用途向
けの製品を試作し、その結果をフィードバックすることで、製造
技術を改良していく体制を構築した。
また、SiC素子については、多数の企業（16社）が主体的に参加
し、事業資金の大半を企業が負担する民活型研究体（TPEC）
が発足することとなった。
②次世代人材を育成する「つくばイノベーションアリーナ（ＴＩＡ）
連携大学院」の構築に向けて、筑波大学、芝浦工業大学、東京
理科大学、産総研、物材機構の５機関の連携・協力による「ＴＩＡ
大学院連携コンソーシアム」を設立した。また、筑波大学を主体
として、「つくばナノテク拠点 産学独連携人材育成プログラム」
を引き続き実施した。
③茨城県、つくば市、筑波大学が主体となり、総合特区に指定
された「つくば国際戦略総合特区」を推進。グリーンイノベーショ
ン、ライフイノベーション分野において国等のプロジェクトで使用
した設備の共同利用ための規制の特例措置等により、研究開
発を事業化に結びつける。
④新たに高エネルギー加速器研究機構（ＫＥＫ）との連携を平成
24年4月より開始する予定。ＫＥＫが有する大型放射光研究施
設等の先端研究施設を、ＴＩＡ参加企業に優先して活用できるよ
うにする予定。


○TIAの設備については、世界 大級のＳｉＣ素子の試作量産ラ
インを整備。ＳｉＣ素子利用技術開発に大きく貢献している。ま
た、世界でＴＩＡしか有していないＥＵＶマスクプランク評価装置
や、ナノ材料専用の製造・加工装置、 先端の評価設備を整備
し、拠点しての魅力を増大させた。


○ＴＩＡ運営 高会議及びＴＩＡ事務局会合、内閣府、文科省、経
産省の担当者による打合せ等を定期的に行い、今後に向けた
課題の抽出及びその解決策を討議。新たに参加するKEKの持
つ大型放射光研究施設等の利活用等について検討した。
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部局名 加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に


対する自己評価
2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名


項目
番号


209


ベンチャー・中
小企業の知財
マネジメントの
強化（ワンス
トップ相談窓口
の整備）


経済産業省
特許庁
総務部
普及支援課


関係省庁
内閣官房知的財産
戦略推進事務局


　中小企業等の知財に関する相談窓口を都道府県ごと
に設置し、充実した支援サービスを提供していくための
基盤体制の構築を図った。


　都道府県ごとに「知財総合支援窓口」を設置し、知財に関する
ワンストップサービスを開始した。従来からの出願手続等に関
する窓口支援にとどまらず、積極的な訪問支援も行い、企業の
知財活用を促進するとともに、地域の支援機関や弁理士、弁護
士等と連携し、協働した支援を行っている。


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
地域の雇用拡大、新製品等の関連売上の増加に向け
て、中小企業等の相談実績は増加しているところ。
2012年2月末時点の実績は、
窓口利用者数：59，472者
（内）企業訪問者数：10，345者
＜参考＞2010年度実績（2月末時点）
窓口利用者数：25，425者
企業訪問者数：－
※2010年度の事業においては、企業訪問型の相談事
業は実施していない。
【ボトルネック、解決策】
十分な成果を得るためには、支援担当者の能力向
上、及び他の支援機関との関係強化が重要であるた
め研修等の充実及び連携会議等の充実をさらに進め
ることで、多くの中小企業等の知的財産活用・事業化
促進につなげることが必要。


-


211


ユーザーの利
便性向上に資
する特許制度
の見直し（出願
フォーマットの
自由化等）


経済産業省
特許庁
総務部
工業所有権制度改
正審議室


関係省庁
内閣官房知的財産
戦略推進事務局


　産業構造審議会 知的財産政策部会において、ユー
ザーの利便性の向上等を目的とした総合的な特許制度
の見直しが進められ、その中で特許出願に慣れていな
い大学等の研究者等が、論文等をベースに出願をでき
るようにすること（出願フォーマットの自由化）についても
検討され、結論を得た。
　それらの結果を、報告書「特許制度に関する法制的な
課題について」として取りまとめるとともに、報告書に記
載された対応の方向に従い、ユーザーにとって容易な特
許出願の在り方とそのリスクについて特許庁ホームペー
ジや各種セミナー等を通じて周知を図った。


　2011年2月に第15回産業構造審議会知的財産政策部会にお
いて取りまとめられた報告書「特許制度に関する法制的な課題
について」を踏まえ、ユーザーの利便性向上等を目的とした「特
許法等の一部を改正する法律案」を立案した。
　同法律案は、2011年3月に閣議決定された後、2011年4月に
第177回通常国会で可決・成立し、6月8日に「特許法等の一部
を改正する法律」として公布された。


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
  2012年4月1日から「特許法等の一部を改正する法
律」が施行され、イノベーションをさらに促進するため
の制度が整えられた。今後、2020年に向けて、大学等
の研究者等から発信された成果の事業化等が加速化
されていくことが期待される。


【ボトルネック、解決策】
十分な成果を得るためには、研究者等に新制度が浸
透することが重要であるため、必要に応じ、説明会等
での周知を図る。


-


210


イノベーション
促進のための
特許料金の見
直し（減免制度
の拡充を含
む。）の検討


経済産業省
特許庁
総務部
総務課


関係省庁
内閣官房知的財産
戦略推進事務局


　産業構造審議会 知的財産政策部会において、特許料
金の見直しについて検討を行い、
①審査請求料の引下げ
②国際出願の調査手数料等の引下げ
③意匠登録料の引下げ
④中小企業等減免制度の拡充
を実施することが必要であるとの結論を得た。


　特許法等関係手数料令の改正を行い、2011年8月1日より
①審査請求料の引下げ（約25％（平均的な特許出願の場合））
を実施した。
　また、第177回国会にて「特許法等の一部を改正する法律(平
成23年6月8日法律第63号)」が成立したことに併せ、政省令を
整備した。改正法と政省令は2012年4月1日より施行され、
②国際出願の調査手数料等の引下げ
③意匠登録料の引下げ
④中小企業等減免制度の拡充
が実施される。


B：実施済 -


【2020年の成果目標の達成状況】
　まず、①審査請求料の引下げについては、2011年8
月1日に施行され、減少傾向にあった審査請求件数が
下げ止まる動きも見られるところ、引き続き今後の動
向を注視する。
（参考：審査請求件数の推移（4月～2月））
2009年度 226,480件
2010年度 225,053件
2011年度 225,097件


　2012年4月1日より施行される②国際出願の調査手
数料等の引下げ、③意匠登録料の引下げ、④中小企
業等減免制度の拡充、については、同日以降の動向
を注視する。


【ボトルネック、解決策】
　十分な成果を得るためには、制度ユーザに新料金及
び新減免制度が浸透することが重要であるため、新料
金及び新減免制度について、特許庁ホームページや
パンフレット等の媒体及び相談窓口等を通じた周知を
徹底することが必要。
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部局名 加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に


対する自己評価
2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名


項目
番号


212 ・宇宙開発利
用の推進


内閣官房宇宙開発
戦略本部事務局


関係省庁


総務省情報通信国
際戦略局宇宙通信
政策課


外務省軍縮不拡散・
科学部国際科学協
力室


文部科学省研究開
発局参事官付


経済産業省製造産
業局宇宙産業室


環境省地球環境局
総務課
研究調査室


○小型衛星・小型ロケットの開発


・大学や企業等が参画して行う超小型衛星研究開発事
業、小型光学衛星のバス・ミッション機器の製造・試験、
可搬統合型小型地上システムの基本設計・詳細設計、
小型固体ロケット(イプシロンロケット)の開発、空中発射
システムの概念検討・仕様検討を実施した。


○衛星データ利用促進プラットフォームの構築


・衛星データ利用促進プラットフォームの推進体制を宇
宙開発戦略本部で決定した。


○アジアを中心とした需要の取込み


・宇宙システムのパッケージによる海外展開のため、内
閣官房の総合調整の下、関係府省及び関係機関からな
るタスクフォースを設置することを宇宙開発戦略本部で
決定した。
・アジア・オセアニア地域にもその機能が展開可能な実
用準天頂衛星システムの事業計画を、内閣官房の総合
調整の下、関係府省が連携して検討することを宇宙開
発戦略本部で決定した。


○衛星・センサーのシリーズ化


・実用準天頂衛星システムの事業計画を、内閣官房の
総合調整の下、関係府省が連携して検討することを宇
宙開発戦略本部で決定した。
・陸域観測技術衛星(ALOS)シリーズの研究開発、小型
光学衛星の成果を踏まえた小型レーダ衛星の概念検討
等を実施した。


○リアルタイム地球観測網の構築


・温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)により観
測されたCO2濃度データ提供を開始し、利用研究を推進
した。
・陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)の利用研究、後継
機の研究開発を実施した。
・水蒸気量観測技術、海面温度観測技術などの高精度
化を目指し、水循環変動観測衛星「しずく」（GCOM-W）、
気候変動観測衛星（GCOM-C）の研究開発を実施した。
・降雨量や雲・エアロゾルの観測技術の高度化を目指し
た米欧との国際プロジェクトに参画し、全球降水観測計
画/二周波降水レーダ（GPM/DPR）、雲エアロゾル放射
ミッション/雲プロファイリングレーダ（EarthCARE/CPR）
の研究開発を実施した。
・高頻度の地球観測実現への貢献を目指し、大学、企業
等の参画により超小型衛星研究開発事業を実施した。
・アジア太平洋地域における災害関連情報共有を目的と
して我が国が主導する「センチネル・アジア」プロジェクト
に、ALOSの観測データを提供するなど、内外の大規模
自然災害対応に必要な情報共有を推進した。


-


○小型衛星・小型ロケットの開発


・大学や企業等が参画して行う超小型衛星研究開発事業、小
型光学衛星のシステム総合試験、可搬統合型小型地上システ
ムの製造、小型固体ロケット(イプシロンロケット)の開発、空中
発射システムの各種技術の設計を実施した。


○衛星データ利用促進プラットフォームの構築


・衛星データ利用促進プラットフォーム構築のための事業計画
を策定した。（平成２４年度に運用開始予定。）


○アジアを中心とした需要の取込み


・官民一体の取組みによりトルコの通信衛星の受注に成功、ま
たベトナムの地球観測衛星２機及び宇宙センターに対するタイ
ド借款を決定。
・アジア・オセアニア地域にもその機能が展開可能な実用準天
頂衛星システムについて、2010 年代後半を目途にまずは４機
体制を整備することを閣議決定した。どのようにアジア・オセア
ニア地域への展開を図っていくべきかについて、「準天頂衛星
を利用した新産業創出研究会」を開催し検討を行い、報告書を
とりまとめた。
・2011年7月の日ASEAN外相会議において衛星分野の協力を
含む「アセアン防災ネットワーク構築構想」を表明した。
・「明日の環境のための地域協力」をテーマに、アジア太平洋地
域宇宙機関会議（APRSAF）を開催し、アジア太平洋地域の宇
宙機関等に対し、我が国の宇宙技術、人材育成の取組をア
ピールした。


○衛星・センサーのシリーズ化


・実用準天頂衛星システムについて、2010 年代後半を目途に
まずは４機体制を整備することを閣議決定した。
・陸域観測技術衛星(ALOS)シリーズの研究開発、小型光学衛
星の成果を踏まえた小型レーダ衛星の概念検討等を実施した。


○リアルタイム地球観測網の構築


・温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」（GOSAT）の利用研究を
推進し、観測データから世界の吸収排出量地図を発表し、地上
データの不確実性を大きい場所では半減した。
・陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)の利用研究、後継機の研
究開発を実施した。
・水蒸気量観測技術、海面温度観測技術などの高精度化を目
指し、水循環変動観測衛星「しずく」（GCOM-W）、気候変動観測
衛星（GCOM-C）の研究開発を実施した。
・降雨量や雲・エアロゾルの観測技術の高度化を目指した米欧
との国際プロジェクトに参画し、全球降水観測計画/二周波降水
レーダ（GPM/DPR）、雲エアロゾル放射ミッション/雲プロファイ
リングレーダ（EarthCARE/CPR）の研究開発を実施した。
・高頻度の地球観測実現への貢献を目指し、大学、企業等の参
画により超小型衛星研究開発事業を実施した。
・アジア太平洋地域における災害関連情報共有を目的として我
が国が主導する「センチネル・アジア」プロジェクトに、内外の大
規模自然災害対応に必要な情報共有を推進した。


B:実施済
【2020年の成果目標の達成状況】
　左記のような取組みを通じて、2020年の成果目標で
ある「宇宙産業の振興、宇宙先進国としての国際的評
価の確保」に向け、我が国企業の外国衛星受注成
功、外国衛星の商業打上げ実施、日アセアン首脳会
談で我が国の「アセアン防災ネットワーク構築構想」が
評価されるなど、目に見える形で成果・効果が出てい
る。
　具体的には、次のように成果が着実にあがってい
る。


○我が国の基幹ロケットであるHIIA/HIIBロケットにつ
いて打上げ成功率９５％（2011年12月12日の打上げ
成功により成功率95.4％（21/22））を越えるなど信頼性
が向上した。こうした信頼性向上を通じ、2012年5月18
日には、HIIAロケットによる外国衛星の商業打上げが
初めて実施（2012年3月21日発表）されるなど、成果目
標に向けた具体的成果があがっている。


○衛星データ利用促進プラットフォームの構築につい
ては、平成24年度予算において所要の予算を確保し、
平成24年度に運用開始に向けた作業が着実に進捗し
ており、成果目標に向けた具体的成果があがってい
る。


○トルコで我が国企業が衛星受注成功（2011年3月8
日、三菱電機はトルコの通信衛星2基の受注を発表）、
ベトナムの地球観測衛星２機及び宇宙センターに対す
るタイド借款を決定（2011年10月28日閣議決定）、アジ
ア・オセアニア地域にもその機能が展開可能な実用準
天頂衛星システムの整備を決定（2011年9月30日閣議
決定）、「アセアン防災ネットワーク構築構想」をハイレ
ベルで表明し、首脳レベルで評価される（2011年11月
18日第14回日アセアン首脳会議議長声明）など、成果
目標に向けた具体的成果があがっている。


○温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」（GOSAT）に
関して衛星データの共同検証・相互比較等を行う国際
協力体制を構築し、大規模な排出国の正味のCO2吸
収排出や森林減少対策の効果をモニタリングし、世界
的なCO2対策の加速への貢献に向けて、国際間の協
議を開始するなど、成果目標に向けた具体的成果が
あがっている。


○成果目標の達成のために重要となる宇宙開発利用
体制の整備のための法案を平成24年2月に閣議決定
し通常国会に提出するなど所要の措置を講じた。ま
た、平成23年8月には宇宙開発戦略本部宇宙戦略推
進調査会において、宇宙開発利用の戦略的推進のた
めの施策の重点化及び効率化の方針をとりまとめる
など、成果目標の達成に向けた取り組みを進めてい
る。
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部局名 加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に


対する自己評価
2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名


項目
番号


・HISUI(ハイパースペクトルセンサ、マルチスペクトルセ
ンサ)に関し、フライトモデルの設計、製作、資源・農業・
環境分野における利用手法の検討、校正技術の開発及
び運用計画の策定を実施した。


○ 先端宇宙科学・技術による競争力の確保
・小惑星探査機「はやぶさ２」、Ｘ線天文衛星「ASTRO-
H」、水星探査計画「BepiColombo」、小型科学衛星の研
究開発、超高速インターネット衛星「きずな」(WINDS)によ
る実証実験を実施した。
・国際宇宙ステーション（ISS）日本実験棟「きぼう」におい
て科学分野における実験を実施した。
・将来の我が国の宇宙活動につながる技術基盤構築、
ISSへの大型貨物輸送及び物資回収を行うため、回収機
能付加型HTV(HTV-R)の概念設計を実施した。
・国連宇宙空間平和利用委員会の機会に本邦から専門
家を派遣し日本の宇宙技術を各国・機関にアピールする
講演会を開催した。


・HISUI(ハイパースペクトルセンサ、マルチスペクトルセンサ)に
関し、フライトモデルの設計、製作、コンポーネント試験、資源・
農業・環境分野における利用手法の検討、校正技術の開発及
び運用計画の策定を実施した。
・複数の衛星・地上局のネットワーク化についてF/S調査に着手
した。


○ 先端宇宙科学・技術による競争力の確保


・小惑星探査機「はやぶさ２」、Ｘ線天文衛星「ASTRO-H」、水星
探査計画「BepiColombo」、小型科学衛星の研究開発、超高速
インターネット衛星「きずな」(WINDS)による実証実験を実施し
た。
・国際宇宙ステーション（ISS）日本実験棟「きぼう」において科学
分野における実験を実施した。
・将来の我が国の宇宙活動につながる技術基盤構築、ISSへの
大型貨物輸送及び物資回収を行うため、回収機能付加型
HTV(HTV-R)の要素技術の試験等を実施した。
・カナダ、トルコ、ブラジル、シンガポール、インドネシアに本邦
から専門家を派遣して、日本の宇宙技術、衛星利用等について
アピールする講演会を開催した。


【ボトルネック、解決策】
・以上のように、2020年の成果目標に向けて着実に成
果があがっているところであるが、今後、現在通常国
会に提出中の内閣府設置法等の一部を改正する法律
案の成立・施行に伴い内閣府を中心に新たに整備さ
れる宇宙開発利用体制などにおいて、成果目標の達
成に向けて取り組んでいく。また、平成23年12月の予
算編成に関する政府・与党会議からの申し送り事項に
基づき、平成25年度概算要求に当たって重点化、効
率化に取り組むこととしている。
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部局名 加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に


対する自己評価
2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名


項目
番号


Ｃ：一部実施


【ボトルネック、解決策】
　震災等により、企業の研
究開発投資が躊躇される
傾向があったが、グロー
バル企業の研究開発拠
点等の我が国での立地を
促進する措置を盛り込ん
だ「特定多国籍企業によ
る研究開発事業等の促進
に関する特別措置法案」
の早期成立・施行を図る
など、引き続き、研究開発
投資の促進に向けた各種
施策の検討・実施を行う。


　グローバル企業の
研究開発拠点等の我
が国での立地を促進
する措置を盛り込ん
だ「特定多国籍企業
による研究開発事業
等の促進に関する特
別措置法案」の早期
成立・施行を図るな
ど、引き続き、研究開
発投資の促進に向け
た各種施策の検討・
実施を行う。


213


政府の関与す
る研究開発投
資を、第４期科
学技術基本計
画に沿って拡
充


内閣府
政策統括官（科学技
術政策・イノベーショ
ン担当）付


第４期科学技術基本計画策定に向けた、総合科学技術
会議の答申において、研究開発投資の目標として、官民
合わせた投資をGDP比４％、政府投資をGDP比１％と
し、その場合の同計画期間中の政府投資の総額を約２
５兆円（ＧＤＰの名目成長率平均２．８％を前提）とするこ
とを明記。


C：一部実施


【ボトルネック、解決策】
平成23年度科学技術関
係予算（補正予算含む）に
ついては、政府研究開発
投資対ＧＤＰ比１％を達成
する見込みである。
科学技術イノベーションは
我が国の成長のエンジン
であり、国家戦略として位
置づけ、強力に推進して
いく。引き続き、第４期科
学技術基本計画に沿っ
て、我が国が抱える喫緊
の課題へ効果的・戦略的
に対応していくため必要な
経費を確保していくととも
に、民間の研究開発投資
を誘発するための各種施
策を推進していく。今後、
これらの課題達成に向け
た戦略を、総合科学技術
会議に設置した科学技術
イノベーション戦略協議会
等において具体化する。


【2020年の成果目標の達成状況】
・2020年の成果目標：
官民合わせた研究開発投資GDP比４％以上の達成


・達成状況：
平成23年度の科学技術関係予算額：4.7兆円
平成23年度の科学技術関係予算対ＧＤＰ比：1.0％
※平成23年度ＧＤＰは「平成24年度の経済見通しと経
済財政運営の基本的態度（平成24年１月24日閣議了
解）」を参照


【ボトルネック、解決策】
第４期科学技術基本計画期間（平成23年度～27年
度）においては、本計画に沿って科学技術イノベーショ
ン政策を展開し、我が国が抱える喫緊の課題へ効果
的・戦略的に対応していく。


-


【2020年の成果目標の達成状況】
官民合わせた研究開発投資対ＧＤＰ比４％以上の達
成。達成状況に係る参考指標は以下のとおり。


（参考）
官民合わせた研究開発投資対GDP比は、３．６％
（2010年時点）。


民間研究開発投資対ＧＤＰ比は、約２．５％（2010年時
点）。


【ボトルネック、解決策】
 　グローバル企業の研究開発拠点等の我が国での立
地を促進する措置を盛り込んだ「特定多国籍企業によ
る研究開発事業等の促進に関する特別措置法案」の
早期成立・施行を図るなど、引き続き、研究開発投資
の促進に向けた各種施策の検討・実施を行う。


経済産業省
産業技術環境局
技術振興課


イノベーション拠点立地支援事業（３０３億円）等により研
究開発投資を促進。


平成２４年度税制改正として、時限措置（2011年度末まで）であ
る上乗せ措置（増加型、高水準型）を２年間延長。


復興特区税制において研究開発税制の特例を措置。


イノベーション拠点立地推進事業（３６９億円）等により研究開発
投資を促進。


左記の研究開発投資の目標を明記した第４期科学技術基本計
画を閣議決定（平成23年８月19日）。
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研究開発投資
の促進に向け
た各種施策
（研究開発税
制等）の検討・
実施
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部局名 加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に


対する自己評価
2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名


項目
番号


C：一部実施


【ボトルネック、解決策】
・科学技術重要施策アク
ションプランにより、政策
課題に対する科学技術関
係予算の重点化に一定の
成果をあげた。しかし、府
省を越えて施策の誘導、
連携、重複の排除等の面
では、更なる改善が必要
である。そのため、別途、
科学技術イノベーション政
策の推進体制の強化に向
けた調整が進められてお
り、司令塔として取組を強
化する。


【2020年の成果目標の達成状況】
・2020年の成果目標：
官民合わせた研究開発投資GDP比４％以上の達成。


・達成状況
2011年度の科学技術関係予算額：4.7兆円。対GDP
比：1.0%。


【ボトルネック、解決策】
・科学技術イノベーション政策に関し、課題達成の観
点から推進すべき戦略を具体化するため、産学官の
幅広い関係者が参画する「科学技術イノベーション戦
略協議会」を始動し、社会ニーズに沿った科学技術重
要施策アクションプランを策定し、更なる質の高い予算
編成に取り組む。


・また、第４期科学技術基本計画期間（2011年度～
2015年度）においては、本計画に沿って科学技術イノ
ベーション政策を展開し、我が国が抱える喫緊の課題
へ効果的・戦略的に対応していくため、更なる予算の
重点化を図る。


-


216
218


・行政サービス
のオンライン利
用計画の策
定、サービス
拡大のための
ロードマップの
策定開始
・コンビニエン
スストア、行政
機関、郵便局
等への行政キ
オスク端末の
設置拡大、オ
ンラインサービ
スの充実（国
民の50%以上
が利用可能）


内閣官房情報通信
技術担当室


関係省庁
総務省
行政管理局行政情
報システム企画課
自治行政局住民制
度課
情報流通行政局情
報流通振興課
地方情報化推進室


法務省
大臣官房秘書課情
報管理室


経済産業省情報プ
ロジェクト室等


・電子行政タスクフォースを立ち上げ、行政サービスのオ
ンライン利用の計画、行政キオスクのサービス拡大に向
けたロードマップに関する検討を実施。


・電子行政タスクフォースにて、「新たなオンライン利用に関する
計画に係る提言」「行政キオスク端末のサービス拡大のための
ロードマップ提言」のとりまとめを実施。各々、タスクフォースの
提言を基に、IT戦略本部にて決定。
・新たなオンライン利用に関する計画に基づき、「業務プロセス
改革実施要領」、「オンライン利用の範囲の判断に係る実施要
領」を策定。各府省にて、実施要領を基に、対象となる業務・手
続等における業務プロセス改革の計画策定やオンライン利用
範囲の判断を実施中。
・行政キオスク端末のサービス拡大のためのロードマップに基
づき、コンビニ交付サービスのサービスメニューの拡大や導入
自治体の拡大、設置場所の拡大に向けた取組を実施。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・「新たなオンライン利用に関する計画」のIT戦略本部
決定。
・「行政キオスク端末のサービス拡大のためのロード
マップ」のIT戦略本部決定。
・行政キオスク端末からのサービスについて、国民の
約４０％が利用可能。
・コンビニにおける戸籍証明書、各種税証明書の交付
サービスの開始。
・コンビニ交付発行件数については、導入団体数の増
加に伴い、2010年度1万9千枚から2011年度11万枚へ
と利用件数が増加。なお、現状、コンビニ交付は6：30
～23：00の約16時間、サービスを提供中である（自治
体により若干の違いはある）。


-


215


・第４期科学技術基本計画（2011年8月19日閣議決定）を踏まえ
た科学技術イノベーション政策を推進するため、2010年度から
のグリーンとライフのイノベーションに加え、「復興・再生並びに
災害からの安全性向上」と「基礎研究及び人材育成」の４つを
柱とした、科学技術重要施策アクションプランを策定し予算の重
点化を図ると共に、府省間連携を促進した。


・科学・技術予
算編成プロセ
スの抜本的改
革などのシス
テム改革を推
進


内閣府
政策統括官（科学技
術政策・イノベーショ
ン担当）付
イノベーション推進
室


・予算編成プロセスを、各府省が概算要求した後に総合
科学技術会議が調整する「受動的な仕組み」から、概算
要求前に総合科学技術会議が各府省と協働し、策定し
た科学技術重要施策アクションプランに各府省の施策を
誘導する「能動的な仕組み」に改革した。


・2010年度は、新成長戦略の重要課題であるグリーンと
ライフの２大イノベーションに加え、「競争的資金の使用
ルール等の統一化及び簡素化・合理化」の３つを柱とし
た科学技術重要施策アクションプランを策定し、総合科
学技術会議が司令塔機能を発揮し、質の高い予算編成
に取り組んだ。


135







部局名 加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に


対する自己評価
2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名


項目
番号


電子政府の総
合窓口（e-
Gov）の改善


総務省
行政管理局行政情
報システム企画課
情報システム管理
室


-


パブリックコメントの利便性を向上させることを目的として、e-
Govにおいて公示されたパブリックコメントの意見募集案件につ
いて、e-Govのフォームから直接意見を提出できる機能改善を
2011年12月末に実施済。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
e-Govにおいて公示されたパブリックコメントの意見募
集案件について、国民等利用者からe-Govを通じて、
2012年1月末～2月末の１ヶ月間に571件、3月に2,981
件の意見が提出された。なお、件数はパブリックコメン
トの案件数、内容によって増減する。


公的個人認証
サービスの改
善


総務省
自治行政局住民制
度課


・公的個人認証サービスを民間事業者に拡大するにあ
たって、民間事業者の具体的な利用ニーズの把握等の
ため検討会を開催し、その具体的なニーズを把握した。


「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
案」（平成24年２月14日閣議決定）において、公的個人認証
サービスを改善する内容（民間事業者の窓口等で電子的に本
人確認を行うため署名検証者を民間事業者に拡大すること等）
に係る措置を講じた。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・法案が閣議決定。
（公的個人認証サービスを民間事業者に拡大すること
により、インターネットでの民間事業者に対する申請等
について、安全に行うことができるようになる。）


・自治体クラウ
ドの推進


総務省
自治行政局
地域情報政策室


総務省
情報流通行政局
地方情報化推進室


総務省
総合通信基盤局
高度通信網振興課


・2009年度～2010年度に実施した自治体クラウド開発実
証事業では、情報システム関連経費の3割程度削減を
見込む事例が出たところ。


・自治体クラウドの全国展開に向けた課題の抽出等について、
有識者懇談会のとりまとめを公表（23.6）。
・自治体クラウド導入に要する経費について、地方財政措置を
創設。
・円滑なデータ移行に向けた取組として、データの標準的な表
現形式の構築や自治体外字の実態調査を実施。
・クラウド環境において、団体間の円滑な業務データ連携が実
現できる環境を整備するため、連携データ項目や連携機能・方
式等の検討を実施。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
･地方公共団体におけるクラウド導入の検討が進捗
（2011年度のクラウド導入状況については、本年夏頃
に調査予定）。
・円滑な業務データ連携を可能とする地域情報プラット
フォームの普及（H21.4.1現在：95団体、H22：166団体、
Ｈ23：340団体）。


219
220


電子行政推進
の基本方針の
策定（政府CIO
設置等の電子
行政推進体制
も含め検討）


政府CIO等の
推進体制の整
備


内閣官房情報通信
技術担当室


関係省庁
総務省
行政管理局行政情
報システム企画課
個人情報保護室


ＩＴ戦略本部企画委員会の下に設置された電子行政に関
するタスクフォースにおいて、電子行政推進に関する基
本方針について検討。


平成23年８月、ＩＴ戦略本部において、「電子行政推進に関する
基本方針」を決定。政府ＣＩＯ制度の役割等について、検討の方
向性を整理。
平成24年３月、政府ＣＩＯ制度を含む政府情報システムの改善・
刷新について検討を行う場として、ＩＴ戦略本部及び行政改革実
行本部の下に「政府情報システム刷新有識者会議」を設置。


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
政府ＣＩＯ制度の導入に向けて、政府情報システム刷
新有識者会議等において検討を実施。
政府CIO制度の実現に向けての隘路・ボトルネックや
政府ＣＩＯ制度の導入による成果（アウトカム）につい
て、4/17より開催する当該会議の中で、課題と解決案
を検討する。


-


217 -
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部局名 加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に


対する自己評価
2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名


項目
番号


-


-
221
222


・個人情報保
護、セキュリ
ティ、情報格差
等に留意し、国
民ＩＤ制度の導
入について検
討
・個人情報保
護を確保する
こととした上
で、電子行政
の共通基盤と
して、国民ＩＤ制
度を整備


内閣官房
情報通信技術担当
室
関係省庁
内閣官房情報セ
キュリティセンター
総務省
行政管理局行政情
報システム企画課
個人情報保護室
自治行政局住民制
度課
情報通信国際戦略
局情報通信政策課
情報流通行政局情
報流通振興課
法務省
大臣官房秘書課情
報管理室
文部科学省大臣官
房政策課情報化推
進室
厚生労働省
政策統括官付情報
政策担当参事官室
経済産業省情報プ
ロジェクト室
等


・電子行政タスクフォースを立ち上げ、国民ID制度に関
するサービス要件、実現条件の整理を実施。
・個人情報保護ワーキンググループ及び情報連携基盤
技術ワーキンググループを立ち上げ、番号制度と共通す
る事項について検討を実施。


・行政保有情
報の洗い出
し、個人情報
保護に関する
制度について
検討
・国民の声を踏
まえ、公開の
対象範囲・方
法について検
討
・行政が保有
する情報を、個
人が特定でき
ない形に集約
化・匿名化の
上、２次利用可
能な形でイン
ターネット等で
公開


内閣官房情報通信
技術担当室


関係省庁
総務省
行政管理局行政情
報システム企画課
個人情報保護室


政策統括官（統計基
準担当）


経済産業省情報プ
ロジェクト室
等


・電子行政タスクフォースを立ち上げ、我が国における
オープンガバメントの在り方に関する検討を実施。
・国民の声を収集するツールとして、アイディアボックス
の実証実験を実施。
・地理空間情報活用推進会議において「地理空間情報
の活用における個人情報の取扱いに関するガイドライ
ン」を策定。


・電子行政タスクフォースにて、「電子行政推進に関する基本方
針に係る提言」のとりまとめを実施。タスクフォースの提言を基
に、IT戦略本部にて決定。
・電子行政タスクフォースにて、行政情報の公開・提供の取組
や、民間での2次利用促進に向けた課題の整理、解決方法等に
ついて検討を実施。


223
224
225


・電子行政タスクフォースにて「電子行政推進に関する基本方
針に係る提言」のとりまとめを実施。
・個人情報保護ワーキンググループ及び情報連携基盤技術
ワーキンググループにおいて、番号制度と一体的な検討を継
続。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・「電子行政推進に関する基本方針」のＩＴ戦略本部決
定。
・電子行政タスクフォースにおいて、①ワンストップ
サービス、プッシュ型サービス等の新たな行政サービ
ス、②マイポータル等による民間連携、③企業コード
の企業コードの整備及び利活用について検討を実施
中であり、2012年6月を目途に取組方針をとりまとめる
予定。これにより国民本位の電子行政の実現を図る。
・行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律案（マイナンバー法案）の閣
議決定（行政機関等間の情報提供は法律の施行の日
から4年を超えない範囲内で政令で定める日から施
行）。
※2011年6月に決定した「社会保障・税番号大綱」にお
いては「番号制度の情報連携基盤がそのまま国民ＩＤ
制度の情報連携基盤となり（略）」と示されている。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・「電子行政推進に関する基本方針」のIT戦略本部決
定。


・電子行政タスクフォースにおいて、「行政情報の電子
的提供に関する基本的考え方（指針）」（平成16年11月
CIO連絡会議決定）に基づき、各府省が提供すること
とされている「行政の諸活動に関する情報」について
フォローアップを行い、概ね当該指針に基づく情報提
供が行われていることを確認。


・また、電子行政タスクフォースにおいて、オープンガ
バメントについての検討を実施中であり、2012年6月を
目途に公共データの利活用に着目した取組方針をとり
まとめる予定。これにより公共データの民間利用等を
促進。
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部局名 加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に


対する自己評価
2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名


項目
番号


227


「光の道」構想
のための所要
の法案等を提
出


総務省
総合通信基盤局
電気通信事業部
事業政策課


・事業者間の公正競争を促進するため、ＮＴＴ東西の機
能分離等を実施するための電気通信事業法及び日本電
信電話株式会社等に関する法律の改正法案等を2011
年3月に通常国会に提出した。


・左記改正法案が成立したことを受け、改正法を施行するととも
に、関係政省令の整備、施行を行った。


・2011年度予算において、未整備地域のブロードバンド基盤の
整備とその利活用を促進する観点から、地方公共団体等が、
医療、教育、行政等の公共アプリケーションの導入と一体的な
整備を行う場合に、財政支援を行う事業を実施した。また、同予
算については、2012年度予算案に計上した。


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・2011年9月末時点における総世帯数に占める固定系
超高速ブロードバンドサービス（ＦＴＴＨ、30Mbps以上
のCATVインターネット）の基盤整備率は95.1%、基盤利
用率は43.3%に達している。また、固定系ブロードバン
ドサービスの基盤整備率は99.5%、基盤利用率は64.7%
に達している。


【ボトルネック、解決策】
・超高速ブロードバンド基盤の未整備地域が引き続き
存在するため、これら地域における基盤の整備を進め
る。
・また、基盤利用率の向上に向けて、一層の料金の低
廉化やサービスの多様化を実現するため、公正競争
環境を整備するとともに、ブロードバンド需要の拡大が
重要であることから、ＩＣＴ利活用の促進に取り組む。


－


226


診療明細書及
び調剤情報の
電子化方策、
運営主体、診
療情報・健康
情報等の帰
属・取扱い等
について結論


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
2011年9月末時点における総世帯数に占める固定系
超高速ブロードバンドサービス（ＦＴＴＨ、30Mbps以上
のCATVインターネット）の基盤整備率は95.1％、基盤
利用率は43.3%に達している。また、固定系ブロードバ
ンドサービスの基盤整備率は99.5%、基盤利用率は
64.7%に達している。


【ボトルネック、解決策】
・超高速ブロードバンド基盤の未整備地域が引き続き
存在するため、
これら地域における基盤の整備を進める。
・また、基盤利用率の向上に向けて、一層の料金の低
廉化やサービスの向上を実現するため、公正競争環
境を整備するとともに、ブロードバンド需要の拡大が重
要であることから、ＩＣＴ利活用の促進に取り組む。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
報告書内において2020年の目標達成に向けて、各府
省の具体的に取り組むべき事項と目標とする期間を
決定。また、今後検討すべき事項についても検討主体
をあわせて決定。


【「どこでもMY病院」構想の実現に向けた貢献】
医療情報化に関するタスクフォースでは、「どこでもMY
病院」構想のサービスを提供する上で課題となる情報
扱いや運営主体について検討を実施し、方向性を示し
た。各省はこの成果を活用し、より具体的なサービス
の実現に向けた取組を実施することが可能となる。
(具体的な取組については「229」、「230」にて記載)


-


-


情報通信技術
の利活用を阻
害する制度・規
制等の徹底的
な洗い出し等
及び所要の具
体的措置を確
定


内閣官房情報通信
技術担当室


関係省庁
厚生労働省医政局
研究開発振興課医
療技術情報推進室


経済産業省ヘルス
ケア産業課


総務省
情報流通行政局情
報流通振興課情報
流通高度化推進室


地域通信振興課


・「医療情報化に関するタスクフォースを開催し、「どこで
もMY病院」構想の枠組み検討(情報の電子化方策、運
営主体、情報の帰属等)を行い、具体的なサービスを示
し、報告書を策定。


・「情報通信技術利活用のための規制・制度改革に
関する専門調査会」を立ち上げ、調査・検討を実施
し、報告書をとりまとめた。


・専門調査会報告書を踏まえ、8月にIT戦略本部において、「情
報通信技術利活用のための規制・制度改革に係る対処方針」
を決定した。
・同対処方針の策定プロセスにおいて、情報通信技術の利活用
を阻害する制度・規制等の徹底的な洗い出しを行い、36項目に
ついて対処方針を定めた。


内閣官房情報通信
技術担当室


総務省
情報通信国際戦略
局情報通信政策課


経済産業省商務情
報政策局情報経済
課


関係省庁
内閣府


228
・2010年度の検討結果を基に関係省庁にて施策「項番：
229,230」を実施。
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部局名 加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に


対する自己評価
2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名


項目
番号


-


経済産業省
商務情報政策局
ヘルスケア産業課


厚生労働省
医政局
研究開発振興課医
療技術情報推進室


厚生労働省医薬食
品局総務課


（健康情報）
・経済産業省実証事業において健康情報活用のための
データ交換規格を策定した。


（調剤情報）
・調剤情報の電子フォーマットの標準化及び整備に向けて経済
産業省実証事業を実施し、有効性の検証を行った。


・本人提供用退院サマリや検査データ等のフォーマットの仕様
案の提示を目指し、2012年度まで事業を実施しているところ。


・日本薬剤師会等の関係団体の協力を得つつ、「電子版お薬手
帳／カード」の個人提供用標準フォーマット・提供方法を検討し
ている。


Ｃ；一部実施


Ｃ：一部実施


Ｃ：一部実施


【2020年の成果目標の達成状況】
・経済産業省における実証事業において、おくすり手
帳情報の電子化のサービス利用者の７３％において
健康意識の向上の効果が検証された。


【ボトルネック、解決策】
・今後、多くの調剤薬局に利用してもらうため、方策に
ついて検討が必要。


【2020年の成果目標の達成状況】
・「新たな情報通信技術戦略」工程表に記載されてい
る「どこでもMY病院」構想を実現するため、医師の所
見が入る「本人提供用サマリ」について、個人に提供
する範囲等の検討を行い、2012年度中に結論を得る。


【ボトルネック、解決策】
・引き続き事業の実施を行い、
2012年度までに仕様案の提示を行う。（※当該事業は
2012年度まで実施する事業である。）


【2020年の成果目標の達成状況】
「新たな情報通信技術戦略」工程表に記載されている
「どこでもＭＹ病院」構想を実現するため、「電子版お薬
手帳／カード」の個人提供用標準フォーマット・提供方
法の検討を実施


【ボトルネック、解決策】
日本薬剤師会等の関係団体との調整を早期に行い、
「電子版お薬手帳／カード」の個人提供用標準フォー
マット・提供方法を早期に周知する。


Ｃ：一部実施


【2020年の成果目標の達成状況】
・実証事業により策定した仕様については、「どこでも
MY病院」構想等の実現に向け、医療情報化関係の標
準化団体等と連携の上、全国へ普及展開を図る。


【ボトルネック、解決策】
2020年の「どこでもMY病院」構想の実現にあたって
は、各地域における情報連携の仕組みの導入時に課
題となる、
・導入・運用に係る費用負担の在り方
・医療・健康情報の電子化にあたっての標準フォー
マットの策定・普及
について、関係省庁の連携の下、引き続き検討する必
要がある。


－


総務省
情報流通行政局
情報流通振興課
情報流通高度化推
進室


関係省庁


厚生労働省
医政局
研究開発振興課
医療技術情報推進
室


経済産業省
商務情報政策局
ヘルスケア産業課


－


・健康情報活用基盤構築事業において、複数の基礎自治体の
参画・連携の下、各地域が保有する医療・健康情報（例：診療
情報、調剤情報）を安全かつ円滑に流通させるための広域共同
利用型のＥＨＲ（※）システムの確立・普及に向けた実証を香川
県、広島県、島根県の３地域において実施。


・広域共同利用型の医療情報連携基盤にかかる標準的な技術
仕様・運用方策をとりまとめ、個人・医療機関等間の情報連携
の仕組みを確立。


※ＥＨＲ（Electronic Health Record）：医療・健康情報（診療情
報・健診情報等）を電子的に管理・活用できる仕組み。


230
231


・各種情報（診
療明細書及び
調剤情報、健
康情報、健康
情報等）の電
子フォーマット
等の標準化・
整備
・個人に向けた
診療明細書・
調剤情報の提
供開始


229


・効率的でセ
キュアな情報
流通方策の検
討


・個人・医療機
関等間の情報
連携の仕組み
の確立
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部局名 加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に


対する自己評価
2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名


項目
番号


①ヘルスケアや生活支援等の分野での活用を目指し、
ネットワークを通じた情報収集や情況分析を行うことによ
り、きめ細やかな動作を実現するネットワークロボット技
術の研究開発について、要素技術ごとの基本設計・開
発・試作を実施。
　なお、本施策は、総合科学技術会議「平成23年度科
学・技術重要施策アクション・プラン（平成22年7月8日）」
において施策パッケージとして、主に経済産業省は機
器・部品類の高性能化、総務省はネットワークシステム
の高度化を、それぞれの主体的役割とされた。


②　－


③「身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体
障害者利用円滑化事業の推進に関する法律」（平成5年
法律第54号。以下、身障者円滑化法という。）に基づき、
独立行政法人情報通信研究機構を通じ、字幕番組、解
説番組等を制作する104者に対して、その制作費の２分
の１を上限として助成を実施。


④身障者円滑化法に基づき、独立行政法人情報通信研
究機構を通じ、通信・放送身体障害者利用円滑化事業
（※）に該当する通信・放送役務の提供又は開発を行う8
者に対し、その実施に必要な資金の２分の１を上限とし
て助成を行うほか、通信・放送身体障害者利用円滑化
事業に関連する情報提供業務を実施。
 （※） 身体上の条件のため通信・放送役務を利用する
のに支障のある者が当該通信・放送役務を円滑に利用
できるようにするためのもの。


①ヘルスケアや生活支援等の分野での活用を目指し、ネット
ワークを通じた情報収集や情況分析を行うことにより、きめ細や
かな動作を実現するネットワークロボット技術の研究開発につ
いて、要素技術ごとの実証実験、機能検証を実施。研究開発で
は、ネットワークを通じた多種・複数のロボットの同時管理・遠隔
制御を行うことにより、それらを協調・連携させ一体的に動作さ
せるために必要な様々なデータベースと、実環境で動作するた
めに必要なロボットサービスシステム、サービス実行手順を検
討した。


②脳の仕組みを活かし、日常生活における行動・コミュニケー
ション支援において必要となる簡単な動作や方向、感情などを
「強く念じる」ことで移動支援機器等に伝えることを日常的に可
能とする技術の研究開発について、要素技術ごとの基本設計・
開発・試作を実施。


③引き続き、独立行政法人情報通信研究機構を通じ、字幕番
組、解説番組等を制作する104者に対して、その制作費の２分
の１を上限として助成を実施。


④引き続き、独立行政法人情報通信研究機構を通じ、通信・放
送身体障害者利用円滑化事業に該当する通信・放送役務の提
供又は開発を行う7者に対し、その実施に必要な資金の２分の
１を上限として助成を行うほか、通信・放送身体障害者利用円
滑化事業に関連する情報提供業務を実施。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
①ロボットサービス連携基盤システムの開発。複数台
ロボットの周囲状況の簡易化提示技術の実現。
特許取得数：2件
特許出願数：56件
論文掲載数：23件
研究発表数：252件
報道発表数：80件
受賞数：9件
国際標準提案数：5件
（平成24年3月30日現在）


②移動支援機器における見通しの良い環境での衝突
回避機能の実現、安心かつ快適な移動に関するパラ
メータを特定。
論文掲載数：2件
研究発表数：9件
（平成24年2月1日現在）


③字幕番組、解説番組等を制作する104者（2010年
度）に対する助成を通じて、字幕放送、解説放送等の
普及を促進している。例として、在京キー5局について
は、2017年度までの字幕放送及び解説放送の目標を
定めた「視聴覚障害者向け放送普及行政の指針」に
おいて、100%の字幕付与及び10%の解説付与が数値
目標となっているところ、各者において、目標に向け順
調に実績が進展してきている（2010年度の字幕番組の
割合は88.9%、解説番組の割合は1.4%）。


④身体障害者向け通信・放送役務を提供する8者
（2010年度）に対する助成を通じて、身体障害者向け
通信・放送役務を増加させることとし、当該助成事業
について、助成終了後2年での事業継続率70%を目標
としている。


－


・官民連携によ
る高齢者・障が
い者等に優し
いハード・ソフト
の検討・開発・
普及


総務省


情報通信国際戦略
局
技術政策課研究推
進室


情報流通行政局
情報通信利用促進
課


232
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部局名 加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に


対する自己評価
2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名


項目
番号


【ボトルネック、解決策】
①2011年度までに得た成果を基に、2012年夏頃に
ネットワークを通じた多種・複数のロボットの同時管
理・遠隔制御を行うデータベース等のプロトタイプを公
開し、これを用いた実証実験を行って、ネットワークロ
ボット技術の要素技術を確立する。また、多種ロボット
間でのサービスアプリケーションの相互利用を可能と
するロボット間対話フレームワーク等、研究開発成果
に関する国際標準を獲得する。


②2014年度末までに、特定の被験者に対し、日常生
活において数百ミリ秒で移動・運動などの意図を推定
する技術を確立。その後、民間企業での高精度化や
軽量化等の応用開発、安全性評価等を実施したうえ
で、2020年度末までにアーリーアダプター向けネット
ワーク型BMI移動支援機器の市場展開を目指す。


④2010年度の助成事業については、助成終了後2年
での事業継続率70%を目標としているため、まだ、効果
検証を実施する時期に至っていない。（なお、2006年
度から2009年度までの助成事業については、2011年
度末時点での助成終了後2年の事業継続率について
85.7%となっている。）
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部局名 加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に


対する自己評価
2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名


項目
番号


厚生労働省
障害保健福祉部企
画課自立支援振興
室


障害者の自立や社会参加を目的として、障害当事者の
ニーズを適切に反映した使い勝手の良い支援機器の開
発を行う「障害者自立支援機器等開発促進事業」を実
施。


障害者の自立や社会参加を目的として、障害当事者のニーズ
を適切に反映した使い勝手の良い支援機器の開発を行う「障害
者自立支援機器等開発促進事業」を実施。


Ｂ：実施済


障害当事者のニーズを適切に反映した使い勝手の良
い支援機器の開発について、対象テーマによる公募
方式により、平成22年度に15テーマ、平成23年度に21
テーマを採択し助成を行った。
具体的には、安全で操作性の良い電動車いすや、コ
ミュニケーションを支援する機器等の開発が進められ
た。
なお、平成22年度に採択したテーマのうち2件が既に
実用化されており、平成23年度に採択したテーマのう
ち3件が今年度中に実用化され販売される見込み。


－


厚生労働省老健局
振興課


安全性の高い生活支援ロボット等の研究開発・実用化を
促進するため、企業や介護関係者等の意見交換会を平
成22年９月に開催した。


対人安全性の確立された技術を高齢者の具体的なニーズに対
応したものとするため、開発現場と介護現場のニーズのマッチ
ングに取り組む「福祉用具・介護ロボット実用化支援事業」（平
成23年度予算）を実施。


Ｂ：実施済


「福祉用具・介護ロボット実用化支援事業」について
は、平成23年度、試作段階の機器等を用いた臨床的
評価やモニター調査等を通じ、実用的な機器の開発に
資するスキームの構築を図った。
　具体的には、装着型のロボット等のモニター調査等
を実施した。


-


233
234
235
236


・地域見守り
サービス基盤
の確立に向け
た規制・制度
の課題の抽出
・持続可能な
地域見守り
サービスの検
証・検討
・見守りに必要
な健康・医療・
介護情報の標
準化検討
・独居老人見
守りサービス
等の提供の実
現


経済産業省
商務情報政策局
ヘルスケア産業課


関係省庁
厚生労働省
医政局
政策医療課
医療技術情報推進
室
老健局振興課


総務省
情報流通行政局
地域通信振興課


・地域見守りサービス基盤の確立に向けた規制・制度の
課題の抽出、持続可能な地域見守りサービスの検証・検
討を行った。


・2010年度の課題となった、処方箋の電子化等の規制・制度に
対して検討を行い、一定の方向性を取りまとめた。
・地域見守りサービス基盤の確立に向け、ITを活用することによ
るサービスの質の向上及び効率化の効果、持続可能な地域見
守りサービスの提供の在り方、地域見守りサービスの提供に関
わる他職種間の情報共有の在り方を検討し、また、見守りサー
ビスの利用者のニーズ、サービス提供に必要なコストを調査し、
地域見守りサービスの更なる創出・普及のための検討内容をと
りまとめた。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
経済産業省における調査事業において中山間地（和
歌山県すさみ町）等における、多職種による見守り
サービス（安否確認、専門家同士による医療、介護情
報の共有等）が開始された地域　９地域


【ボトルネック、解決策】
・処方箋の電子化に向けて有効性は評価された。制度
改正に向けては検討が必要。2011～2012年度にかけ
て厚労省事業（シームレスな健康情報活用基盤実証
事業）において検討されることとなった。
・見守られる側の負担として、通信費、機器のリース代
等で、１ヶ月辺り５千円程度の費用負担が必要となる
という調査結果が出ており、その費用の低減が今後の
課題。


‐


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
高齢者、障害者及び介護者の福祉の増進に寄与する
とともに、産業技術の向上に貢献した。1993年の事業
開始から2011年度までに192件の実用化支援を行い、
176件が開発を終了、このうち91件が製品化（実用化
率：51.7％）を実現した。


【ボトルネック、解決策】
高齢者や障害者のニーズが多様化していく中、それを
実現するための機器開発に向けた継続的な支援。


－


232


官民連携によ
る高齢者・障が
い者等に優し


いハード・ソフト
の検討・開発・


普及


232


・官民連携によ
る高齢者・障が
い者等に優し
いハード・ソフト
の検討・開発・
普及


経済産業省
商務情報政策局
ヘルスケア産業課
医療・福祉機器産業
室


・福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律
（福祉用具法）に基づき、福祉用具実用化開発事業を実
施し、11件採択。


・福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律（福祉用
具法）に基づき、福祉用具実用化開発事業を実施し、７件採
択。
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部局名 加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に


対する自己評価
2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名


項目
番号


・情報通信技術面を中心とした課題の抽出・分析など
を行う「フューチャースクール推進事業」については、
毎年度の成果をガイドラインとしてとりまとめており、全
国約１８百の教育委員会に配布するとともに、ホーム
ページ上での公開により年間約２万５千件のダウン
ロードがあった。
　また、2011年度の実証研究の結果として、
①協働教育の場面があった授業数が、算数の7.8ポイ
ント増を筆頭に全体的に増加
②教員のＩＣＴ活用指導力（自己評価）について、導入
前と比較して平均２９％上昇
③児童からのＩＣＴを活用した授業への評価として、楽
しい、わかりやすいといった好評価がいずれも70%を超
えている
といった成果が得られた。


-Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・「教育の情報化ビジョン」の着実な実施により、子ども
たち一人一人の能力や特性に応じた学び（個別学習）
や、子どもたち同士が教え合い学び合う協働的な学び
（協働学習）を推進することをもって、①児童生徒の情
報活用能力の育成、②ICTを効果的に活用した分かり
やすく深まる授業の実現、③校務の情報化による学校
マネジメントの改善を推進し、「21世紀にふさわしい学
校教育の実現」を図る。


①児童生徒の情報活用能力の育成
・24年度より「情報教育の推進に関する調査研究」に
おいて、児童生徒の情報活用能力の習得状況等に関
する評価指標を開発する。


②ICTを効果的に活用した分かりやすく深まる授業を
通じた学力の向上
・2020年に向けて、OECDが行う生徒の学習到達度調
査等で世界トップレベルの順位を目指す。
・「学びのイノベーション事業」におけるICTを活用した
教育の効果の検証については、事業終了予定年度の
2013年度にとりまとめることとしている。


③校務の情報化による学校マネジメントの改善
・教員の校務用コンピュータ整備率　99.2％
　校務支援システムの整備状況　　　52.3％
2020年度に向けて、上記の整備状況の向上を目指
す。
（出典）学校における教育の情報化の実態等に関する
調査（平成22年度）


237
238
239
240


文部科学省生涯学
習政策局参事官（学
習情報政策担当）


文部科学省初等中
等教育局教科書課


総務省情報流通行
政局情報通信利用
促進課


・文部科学省においては、学校教育の情報化に関する
懇談会における議論等を踏まえ、「教育の情報化ビジョ
ン」を策定（2011年4月28日※）
※東日本大震災の影響により、策定時期を1ヶ月後ろ倒
しした。


・「教育の情報化ビジョン」においては、学習者用デジタ
ル教科書及び情報端末について、学校種や発達段階、
教科に応じた教育効果や指導方法等に関する実証研究
を行うことが必要とされ、紙媒体の教科書の在り方、学
習者用デジタル教科書の位置付けやデジタル教材との
区分、これらに関連する教科書検定制度や義務教育諸
学校の教科書無償給与制度など教科書に関する制度の
在り方等について、そうした実証研究等の状況等を踏ま
えつつ検討を行う必要があるとされた。


・総務省においては、全国２ブロック１０校の公立小学校
を対象に、協働教育プラットフォーム（教育クラウド）を核
としたＩＣＴ環境を構築し、タブレットＰＣやインタラクティ
ブ・ホワイト・ボード等のＩＣＴ機器を用いた授業を実践し、
情報通信技術面を中心とした課題について抽出・分析す
るための実証研究を実施。また、実証研究の成果につ
いて、副大臣主催の研究会による検討結果を踏まえ、
「教育分野におけるＩＣＴ利活用推進のための情報通信
技術面に関するガイドライン（手引書）２０１１」を策定し、
公表。


・文部科学省においては、総務省と連携し、小学校10校、中学
校8校、特別支援学校２校において、「学びのイノベーション事
業」として、一人一台の情報端末や電子黒板、無線LAN等が整
備された環境における、デジタル教科書・教材を活用した教育
の効果・影響、指導方法の開発、モデルコンテンツの開発等を
行う実証研究を実施。


・総務省においては、文部科学省事業と連携し、2010年度から
継続する１０校の公立小学校に加え、新たな実証校として文科
省と選定した中学校８校及び特別支援学校２校を追加し、更な
る課題の抽出・分析に取り組み、「教育分野におけるＩＣＴ利活
用推進のための情報通信技術面に関するガイドライン（手引
書）２０１２」に取りまとめ、公表。


・「教育の情報
化ビジョン」の
策定
・モデル事業等
による実証研
究
・ 教科書の電
子書籍化等に
ついて制度改
正を含め検討・
推進
・児童生徒1人
1台の情報端
末による教育
の本格展開の
検討・推進
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部局名 加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に


対する自己評価
2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名


項目
番号


【ボトルネック、解決策】
・ICTを活用した教育の効果・影響や効果的な指導方
法について十分に明確になっていないことから、「学び
のイノベーション事業」においてこれらを検証し、事業
終了予定年度の2013年度にその成果をとりまとめ、広
く周知を図る。


・ＩＣＴ環境の構築・利活用に関するノウハウが不足して
いるほか、ＩＣＴ環境整備に係るコストがボトルネックと
なっているため、引き続きガイドライン（手引書）の周知
を図るとともに2013年度までの「フューチャースクール
推進事業」を実施し、これらの課題の抽出・分析、効果
的・効率的な整備方法を明らかにする。


・これらの状況等を踏まえつつ、教科書に関する制度
の在り方等について検討する。


241


データ利活用
を促進するた
めの制度見直
し等のクラウド
コンピューティ
ングの競争力
確保のための
環境の整備


【2020年の成果目標の達成状況】
・クラウドサービスの市場規模（推計）は、 2010年度
3,634億円→ 2011年度 6,877億円となっており、大幅に
伸びている。（総務省調査）
・データセンターの国内立地促進のための規制緩和に
より国内立地の促進が期待される。国内データセン
ター市場は、2010年度当初から約13％増加し、延床面
積も、約17％増加。
　2010年度末(実績)
　　市場規模：1兆3,600億円
　　延床面積：1,637,000㎡
　2011年度末(見込)
　　市場規模：1兆4,700億円
　　延床面積：1,788,000㎡
　　　　　※出典：ミック経済研究所
・「クラウドテストベッドコンソーシアム」に参画する約６
０の中小企業等に対して、サービス開発に資するイン
キュベーション施設を提供。2012年以降、本事業から
新たなサービス創出を期待。


・クラウド間連携に関する新たな技術を2012年度を目
処に確立することを目指し、研究開発に取り組んでお
り、平成23年9月末時点で、25件の特許出願、28件の
論文掲載、71件の研究発表を行っている。


総務省
情報通信国際戦略
局
情報通信政策課


・クラウドコンピューティング、クラウドサービスを 大限
活用し、新たな経済成長や国際競争力の強化を実現す
るため、スマート・クラウド戦略を策定（2010年5月）。
当該戦略に基づいて以下の施策等を実施。
・データセンターの国内立地促進のための規制緩和（コ
ンテナ型データセンターの設置に係る建築基準法及び
消防法の運用に関し、建築物の対象外となる要件等を
明確化）
・ 先端のグリーンクラウド基盤構築に向けた研究開発
の実施
・産学官連携してクラウドサービスを普及・発展させるた
めにジャパン・クラウド・コンソーシアム（ＪＣＣ）を組成
（2010年12月）


・引き続き、スマート・クラウド戦略等に基づいて以下の施策等
を実施。
・企業等でのクラウドサービスの利用促進に向け、クラウドサー
ビス利用者の保護とコンプライアンス確保に係るガイドの策定
（2011年7月）
・クラウドサービスによる新事業創出に向け、中小・ベンチャー
企業向け先進的クラウドサービス創出支援事業の実施。また、
当該事業を推進するため、NICT及び統計センターと連携し、「ク
ラウドテストベッドコンソーシアム」を設立。（2011年12月）
・クラウドサービスの安全・信頼性に係る情報開示指針の策定・
公表
・広域災害対応型クラウド間連携基盤の構築に向けた研究開
発（ 先端のグリーンクラウド基盤構築に向けた研究開発）の
実施
・上記のような高信頼で省電力なクラウド間連携技術の研究開
発に基づき、クラウド間連携に求められる技術要件の標準化を
推進。
・JCCの活動支援を通じたクラウドコンピューティングの利活用
促進。


－Ｂ：実施済
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241


データ利活用
を促進するた
めの制度見直
し等のクラウド
コンピューティ
ングの競争力
確保のための
環境整備


経済産業省
商務情報政策局
情報処理振興課


クラウドコンピューティングを利活用した新サービスの創
出、産業の高次化を実現する実証事業を実施するととも
に、必要となる大量データ処理・分析技術、データ匿名
化技術等の基盤的技術開発を実施した。さらに得られた
実証・技術開発の成果等について、中小企業等によるコ
ミュニティ構築等を通じて成果の普及、調査研究を行うこ
とで、我が国産業の高次化に必要な中小企業事業者に
よるクラウドコンピューティングの利活用を促進するため
の環境整備を行った。


昨年度に引き続き、クラウドコンピューティングを利活用した新
サービスの創出、産業の高次化を実現する実証事業を実施す
るとともに、必要となる大量データ処理・分析技術、データ匿名
化技術等の基盤的技術開発を実施した。さらに得られた実証・
技術開発の成果等について、中小企業等によるコミュニティ構
築等を通じて成果の普及、調査研究を行うことで、我が国産業
の高次化に必要な中小企業事業者によるクラウドコンピュー
ティングの利活用を促進するための環境整備を行った。
また、2010年12月に組成した産学官の連携によりクラウドサー
ビスの普及・発展を推進するためのジャパン・クラウド・コンソー
シアムの活動支援を通じて、クラウドコンピューティングの利活
用促進を継続して実施しているところ。


B：実施済


【2020年の成果目標、達成状況】
・開発した大量データ処理・分析技術やデータ匿名化
技術の活用により、医療の高度化、システムの信頼
性・安全性の向上、新サービスの創出等を実現。
・クラウドコンピューティング等を活用する市場である
ウェブビジネス市場は、2011年の11兆円から2020年に
は47兆円に拡大する見込み。※出展：NRI
・データセンターの国内立地促進のための規制緩和に
より国内立地の促進が期待される。国内データセン
ター市場は、2011年度に1兆3,600億円から1兆4,700億
円まで、13％増加する見込み。※出展：ミック経済研究
所


【ボトルネック、解決策】
今後、本事業にて整備した基盤を活用し、事業者が新
サービスを創出するための時間が必要。


‐


242
Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
当該制度見直し後、平成23年に島根県松江市に日本
初のコンテナ型データセンターが設置される等、デー
タセンタの国内立地の促進に寄与している。
また、国内データセンター市場は、2010年度当初から
約13％増加し、延床面積も、約17％増加。


2009年度末(実績)
　市場規模：1兆3,000億円
　延床面積：1,530,000㎡
2010年度末(実績)
　市場規模：1兆3,600億円
　延床面積：1,637,000㎡
2011年度末(見込)
　市場規模：1兆4,700億円
　延床面積：1,788,000㎡


※出典：ミック経済研究所


【ボトルネック、解決策】
日本国内にデータセンターを設置する場合、海外に設
置する場合と比較して全般的に高コストであることか
ら、今後も引き続きデータセンターの国内立地を促進
させるための支援策等を検討していくこととする。


－


データセンター
の国内立地整
備等の制度見
直しの検討


総務省
総合通信基盤局
データ通信課


経済産業省
商務情報政策局
情報処理振興課


低コストかつ省エネルギーで運用が可能なコンテナ型
データセンターの設置に係る建築基準法及び消防法の
運用に関し、建築物の対象外となる要件等の明確化を
図る通知が、地方公共団体宛てに発出された。これを受
け、建築確認申請の手続を省くことができるなどの規制
緩和について周知し、データセンターの国内立地促進の
ための環境整備を図った。


－
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243


デジタルコンテ
ンツを含む著
作物の権利制
限の一般規定
について、法
制度整備のた
めの具体案と
りまとめ、実現
のための著作
権法の改正案
の国会提出


文化庁長官官房著
作権課


2011年1月に開催された文化審議会著作権分科会にお
いて、権利制限の一般規定の導入に関する報告書をと
りまとめた。


いわゆる権利制限の一般規定の内容を含む著作権法の一部
改正法案が閣議決定（2012年３月）され、国会に提出された。


Ｂ：実施済
いわゆる権利制限の一般規定の内容を含む著作権法
の一部改正法案が閣議決定（2012年３月）され、国会
に提出された。


-


244


著作権制度上
の課題（保護
期間、補償金
制度の在り方
等）について結
論


文化庁長官官房著
作権課


保護期間や補償金制度の在り方等の著作権制度上の
課題について関係者間等における検討が行われた。


保護期間や補償金制度の在り方等の著作権制度上の課題に
ついて関係者間等における検討が行われた。


Ｃ：一部実施


補償金制度等に係る課題
の解決にあたっては、権
利者と利用者との間にお
いて調整を要する。


保護期間や補償金制度の在り方等を含む著作権制度
上の課題について、検討が進められた。


-


146







部局名 加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に


対する自己評価
2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名


項目
番号


245 戦略分野への
技術開発の集
中・推進（新世
代ネットワー
ク、クラウド、
革新的デバイ
ス、立体映像
システム等）、
開発成果の早
期の市場投入


【新世代ネットワー
ク】
総務省
総合通信基盤局
電気通信事業部
電気通信技術シス
テム課


【グリーンクラウド】
総務省
総合通信基盤局
電気通信技術シス
テム課
データ通信課


【超臨場感コミュニ
ケーション】
総務省
情報通信国際戦略
局
技術政策課研究推
進室


【フォトニックネット
ワーク】
総務省
情報通信国際戦略
局
技術政策課研究推
進室


【先端光通信】
総務省
情報通信国際戦略
局
①技術政策課研究
推進室
②宇宙通信政策課


【新世代ネットワーク】
独立行政法人情報通信研究機構において、新世代ネッ
トワーク基盤技術に関し、新世代ネットワークのアーキテ
クチャの概念設計を終了した。動的にトラフィックや経路
を制御するダイナミックネットワークを構築するための、
QoS制御技術、計測技術、複数ストリーム並列安定配信
技術を開発し、障害発生時に瞬時に資源構築や動的再
構成等を行い、サービスを復旧する技術を開発した。


【グリーンクラウド】
先端の高信頼・高品質で省電力なクラウド間連携基盤


（「グリーンクラウド基盤」）の構築を目指し、その基幹技
術である①高信頼クラウドサービス制御基盤技術及び
②環境対応型ネットワーク構成シグナリング技術につい
て、基本設計を実施し、プロトタイプの開発を開始した。


【超臨場感コミュニケーション】
独立行政法人情報通信研究機構において、真にリアル
で、人間に優しく、心を豊かにするコミュニケーションを可
能にする三次元映像技術を、立体音響技術、五感情報
伝達技術等の超臨場感コミュニケーション技術との一体
的な研究開発を実施するとともに、「眼鏡の要らない３次
元映像技術の研究開発」として、日本発の３次元映像に
関する製品・サービスの開発・市場投入を加速させると
ともに、国内の３次元映像に関わる人材や企業の育成を
行うための研究開発を実施した。


【フォトニックネットワーク】
独立行政法人情報通信研究機構において、以下の研究
開発を実施した。
・世界 速2.56Tbps/port 光パケットスイッチプロトタイプ
開発に成功し、スイッチング消費電力を 速電気ルータ
の1/80程度まで低減した。
・光パケット・光パス統合ノードシステムの実現に向けた
基盤技術である光パケット交換ノードと光パス交換ノード
の協調動作に成功した。
・7コアファイバにおいて、世界記録である109Tbps伝送
実験に成功した。


【新世代ネットワーク】
独立行政法人情報通信研究機構において、新世代ネットワーク
の基本構造について、耐災害性を考慮しつつその設計目標等
を明確化した。また、パケット・パス統合ネットワークを転送基盤
とする仮想ネットワークの概念設計を行い、仮想ネットワーク
ノードの基本構造を確立する等した。


【グリーンクラウド】
2010年度に引き続き、「グリーンクラウド基盤」の基幹技術であ
る①高信頼クラウドサービス制御基盤技術及び②環境対応型
ネットワーク構成シグナリング技術に加え、③省電力アクセス
ネットワーク制御技術について、開発を行うとともに、検証環境
の構築に着手した。


【超臨場感コミュニケーション】
独立行政法人情報通信研究機構において、真にリアルで、人
間に優しく、心を豊かにするコミュニケーションを可能にする三
次元映像技術を、立体音響技術、五感情報伝達技術等の超臨
場感コミュニケーション技術との一体的な研究開発を実施する
とともに、立体映像が人に及ぼす疲労感・違和感・没入感の定
量評価や3D標準映像・評価手法の標準化、安全ガイドラインを
検討した。


【フォトニックネットワーク】
独立行政法人情報通信研究機構において、以下の研究開発を
実施した。
・世界初光パケット・光パス統合ネットワークシステム開発に成
功した。また、テストベッドJGN-Xで映像データ等の伝送、パ
ケットとパスの波長境界制御等の実証実験に成功した。
・自らの記録を超え世界初19コアファイバにおいて世界記録
305Tbpsの超大容量伝送実験に成功した。
・量子ドット超広帯域・高安定可変光源試作に成功、新規周波
数資源の高密度伝送の可能性を示した。


【先端光通信】
①「超高速光エッジノード技術の研究開発」において、高速イー
サネット等のクライアント信号を効率的にノードに収容する技術
と、100Gbps級信号を延滞なく宛先切替する技術、および
100Gbps級の超高速光送受信技術を確立し、それらを統合する
超高速光エッジノードのプロトタイプの開発・評価を実施した。
②「光空間通信技術の研究開発」において、光空間通信の特性
に適した通信プロトコル、大容量で高信頼な移動体との光空間
通信方式及び光空間通信を高安定に実現するための高精度な
捕捉・追尾技術を確立し、実証実験を実施した。


Ｂ：実施済 【新世代ネットワーク】
信頼性やセキュリティ等の現在のネットワークが抱え
るさまざまな課題を解決 しする将来の社会基盤のネッ
トワークとして、インターネットの次の新たな世代のネッ
トワークを2020年頃に実現することを目指し、産学官
の力を結集して基盤技術の研究開発に取り組んでお
り、平成23年度には、1件の特許出願、7件の論文掲
載及び47件の研究発表を行い、12件の標準化寄与文
書を発出し、3件の国際標準化勧告に関与している（た
だし、委託による研究成果分を除く。）。


【グリーンクラウド】
クラウド間連携に関する新たな技術を2012年度を目処
に確立することを目指し、研究開発に取り組んでおり、
平成23年9月末時点で、25件の特許出願、28件の論
文掲載、71件の研究発表を行っている。


【超臨場感コミュニケーション】
2015年までに「電子ホログラフィ」の表示サイズ対角5
インチ、視域角20度の表示等を実現すべく、超臨場感
コミュニケーション技術の研究開発を継続中。なお、
2012年3月27日現在、23件の特許出願、27件の論文
掲載、204件の研究発表、15件の報道発表、9件の国
際標準提案を行っており、6件の特許取得、12件の受
賞実績がある。


【フォトニックネットワーク】
2020年頃までに、現在の電気通信ネットワークから、
超高速かつ超低消費電力なオール光ネットワークへ
の抜本的な転換を可能とするため、基本技術の確立
に向けた研究開発を継続中。なお、2012年3月30日現
在、43件の特許出願、156件の論文掲載、161件の研
究発表、6件の報道発表、8件の国際標準提案を行っ
ており、33件の特許取得、2件の受賞実績がある。


【先端光通信】
①2015年頃までに現在の10倍（100Gbps）の伝送を現
状技術の1/3以下の低消費電力で可能とする設備
（エッジノード）を実現すべく、その基本技術を確立し
た。なお、2011年9月22日現在、12件の特許出願、7件
の論文掲載、14件の研究発表、3件の標準化提案を
行っている。
②光空間通信により大気ゆらぎの存在下において移
動体との間で40Gbps以上の通信速度を達成した。な
お、2011年9月22日現在、1件の特許出願、3件の論文
掲載を行っている。
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【先端光通信】
①「超高速光エッジノード技術の研究開発」において、高
速イーサネット等のクライアント信号を効率的にノードに
収容する技術と、100Gbp級信号を延滞なく宛先切替す
る技術、および100Gbps級の超高速光送受信技術を実
現するための基本設計を実施した。
②「光空間通信技術の研究開発」において、光空間通信
の特性に適した通信プロトコル、大容量で高信頼な移動
体との光空間通信方式及び光空間通信を高安定に実現
するための高精度な捕捉・追尾技術の仕様決定、開発
等を実施した。


【ボトルネック、解決策】


【新世代ネットワーク】
2020年頃までに新世代ネットワークを実現するため、
産学官の力を結集して、基本構造の構成技術に関す
る研究開発、複合サービス収容ネットワーク基盤技術
の研究開発等を推進する。


【グリーンクラウド】
「高信頼クラウドサービス制御基盤技術、環境対応型
ネットワーク構成シグナリング技術、省電力アクセス
ネットワーク制御技術等について、2013年を目処に確
立を目指し、研究開発成果の実展開に向けて民間各
社と連携をとりつつ国際標準化活動を推進する。


【超臨場感コミュニケーション】
超多視点立体映像の圧縮符号化技術、ランダムな多
視点で撮影された距離画像群をもとに空間情報を構
成する技術、電子ホログラフィの表示サイズ拡大、立
体音響に求められる技術的要件の定義、触覚情報と
他の感覚情報との統合提示、香りの強さや種類を変
えつつ映像・音響・触覚と組み合わせて提示する技術
等の基本技術について、2015年を目処に確立を目指
す。


【フォトニックネットワーク】
2020年までにオール光ネットワークを実現するため、
光信号のまま交換処理を行う技術、10Tbpsの超大容
量化技術、基幹網とアクセス網を光信号で直接つなぐ
技術、通信容量・経路を光技術を活用して制御する技
術等の研究開発を実施。


【先端光通信】
①研究開発成果の実用展開に向けた民間各社の取り
組みに対して支援を行うとともに、実用展開状況の正
確な把握に努める。また、2015年以降の通信ネット
ワークにおける通信量・消費電力のさらなる増大にも
対処するため、現在の10倍にあたる400Gbps級の超
大容量ネットワークの実現に向けた研究開発に着手。
②2011年度は研究開発の途上であり、研究開発成果
の確認には終了後一定の期間を要することが通常で
あることから、新市場創出等の成果は現時点では確
認困難であるものであり、今後、実用展開状況等の成
果を示せるように努めていく。


－


148







部局名 加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に


対する自己評価
2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名


項目
番号


【クラウド・コンピューティング】
【組み込みシステム】
・2018年度までに、機能安全規格に対応したガイドライ
ン、基盤ソフトウェアを活用した自動車が市場投入され
る見込みである。
・また、開発した大量データ処理・分析技術やデータ匿
名化技術により新サービスの創出がなされる見込み
であり、クラウドコンピューティング等を活用する市場
であるウェブビジネス市場は、2011年の11兆円から
2020年には47兆円に拡大する見込み。※出典：NRI


【ロボット】
「生活支援ロボット実用化プロジェクト」において、2014
年に生活支援ロボットの安全認証体制を整備すべく推
進している。
＜ボトルネック、解決策＞
生活支援ロボットの対人安全性に関する国際標準化
や、ロボット分類ごとの安全検証手法開発を推進す
る。


【次世代ＩＴ基盤の構築のための研究開発】
①2010年度に実施した５課題を引き続き着実に実施した。
②高効率社会システムの構築に不可欠な共通基盤を確立する
ために必要となる先端的な情報システム統合基盤技術の研究
開発プロジェクトの実施に向けたフィージビリティスタディ（FS）を
実施した。


【革新的ﾊｲﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ･ｲﾝﾌﾗ（HPCI）の構築】
①HPCIの中核となる京速コンピュータ「京」について、2011年11
月に筐体の搬入が終了。2012年6月の完成、秋の共用開始を
目指し 終調整を実施した。
②HPCIとその構築を主導するコンソーシアムについて、2012年
1月30日に 終報告を取りまとめ。2012年4月のコンソーシアム
本格段階移行、秋のHPCIシステム運用開始に向け体制構築を
継続した。
③戦略機関を中心とした戦略分野の「研究開発」及び「計算科
学技術推進体制の構築」について、2010年度の準備研究に引
き続き、2011年度より本格実施した。


245


戦略分野への
技術開発の集
中・推進（新世
代ネットワー
ク、クラウド、
革新的デバイ
ス、立体映像
システム等）、
開発成果の早
期の市場投入


【次世代ＩＴ基盤の構
築のための研究開
発】
文部科学省研究振
興局情報課


【革新的ﾊｲﾊﾟﾌｫｰﾏﾝ
ｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ･ｲﾝﾌ
ﾗ（HPCI）の構築】
文部科学省研究振
興局情報課


【次世代ＩＴ基盤の構築のための研究開発】


以下５課題を実施した。
①イノベーション創出の基盤となるシミュレーションソフト
ウェアの研究開発
②Web社会分析基盤ソフトウェアの研究開発
③e-サイエンス実現のためのシステム統合・連携ソフト
ウェアの研究開発を実施
④高機能・超低消費電力コンピューティングのためのデ
バイス・システム基盤技術の研究開発。
⑤高信頼ソフトウェアの技術開発プログラム


【革新的ﾊｲﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ･ｲﾝﾌﾗ（HPCI）の構
築】
.①HPCIの中核となる京速コンピュータ「京」について、シ
ステムの製造を開始し、2010年3月末に一部稼働開始し
た。
②HPCIの構築に向け、2010年7月よりコンソーシアム（準
備段階）を立ち上げ、ＨＰＣＩ構築の具体化について検討
を開始した。
③戦略機関を中心とした戦略分野の「研究開発」及び
「計算科学技術推進体制の構築」について、準備研究を
実施した。


B：実施済


Ｂ：実施済


【次世代ＩＴ基盤の構築のための研究開発】
次世代の高機能・超低消費電力コンピューティングデ
バイス・システムの基盤技術としてストレージシステム
技術の開発を行い、２３件の特許、１５７件の論文発表
を行う等、近年国際競争の激しい情報通信技術分野
において、日本の技術によりＩＴ分野の電力消費量を
抜本的に削減する方策を見いだす等の貢献をした。
また、大学等の有するソフトウェア資産を有効に活用
し、産業界のニーズの高いものづくり分野と関連性が
高い７つのテーマにおいて、数コア程度のPCクラス
ターから100万並列規模の超並列計算機までスケーラ
ブルに性能を発揮できるアプリケーション・ソフトウェア
の研究開発を緊密な産学官連携のもと実施した。
開発したソフトウェアを用いることで、
・これまで１日以上かかっていたFMO法(分子軌道法)
による創薬解析時間を２時間程度に短縮
・ファンの性能と音(騒音)の予測が可能となり、翼の形
状と枚数を 適化することで、騒音を７デシベル軽減
等の成果をあげている。開発したソフトウェアは公開し
ており、プロジェクト開始からのソフトウェアダウンロー
ド数は約24000件にのぼっている。


【革新的ﾊｲﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ･ｲﾝﾌﾗ（HPCI）の
構築】
HPCIの中核となる京速コンピュータ「京」について、
2011年11月に性能目標の10ペタフロップスを達成する
とともに、同年6月に引き続き、スーパーコンピュータ性
能ランキングにおいて世界1位を獲得。また、「京」の利
用によるグリーン・ライフイノベーション、地震・津波の
被害低減、といった様々な分野における成果創出に向
けた取組が着実に進捗した。例えば、2011年11月の
試験利用により、次世代半導体の材料として期待され
ているシリコンナノワイヤの電子状態の計算を行い、
世界で初めてナノレベルの高精度シミュレーションを可
能にした（ゴードン・ベル賞の 高性能賞を受賞）。こ
の成果が次世代半導体の製造方法の確立、高速・高
機能・省エネルギー等の特徴をもつ新しいデバイスの
設計等に大きく貢献することが期待されている。


-


245 戦略分野への
技術開発の集
中・推進（新世
代ネットワー
ク、クラウド、
革新的デバイ
ス、立体映像
システム等）、
開発成果の早
期の市場投入


【クラウド・コンピュー
ティング】
【組み込みシステ
ム】
経済産業省
商務情報政策局
情報処理振興課


【ロボット】
経済産業省
製造産業局
産業機械課


【革新的デバイス】
①低炭素社会を実
現する新材料パ
ワー半導体プロジェ
クト
経済産業省
産業技術環境局
研究開発課


【クラウド・コンピューティング】
【組み込みシステム】
自動車やロボット等の産業分野において、欧州で標準化
の検討が進められている機能安全規格に対応した開発
に係るガイドラインの策定、高信頼制御基盤ソフトウェア
（共通領域）の開発・評価、高度検証ツールの開発・評価
等を行った。
また、クラウドコンピューティングを利活用した新サービ
スの創出、産業の高次化を実現する実証事業を実施す
るとともに、必要となる大量データ処理・分析技術、デー
タ匿名化技術等の基盤的技術開発を実施した。


【ロボット】
生活支援ロボット開発を容易にするソフトウェアモジュー
ルを開発した。また、特殊環境等におけるロボットや、安
価な市販部品をロボットへ転用可能とする要素技術の開
発を行った。


【クラウド・コンピューティング】
【組み込みシステム】
2010年度に引き続き、自動車産業分野を中心に、機能安全規
格に対応した開発に係るガイドラインの策定や高信頼性制御基
盤ソフトウェア（共通領域）の開発評価を行うとともに、高度検証
ツールの開発・評価等を実施した。
また、クラウドコンピューティングを利活用した新サービスの創
出、産業の高次化を実現する実証事業を実施するとともに、必
要となる大量データ処理・分析技術、データ匿名化技術等の基
盤的技術開発を実施した。


【ロボット】
生活支援ロボットの安全検証センターを本格的に稼働させ、ロ
ボットの安全検証試験を実施し、安全に関するデータを収集・分
析した。


【革新的デバイス】
①低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロジェクト
情報通信機器、自動車等へ搭載されるSiCパワーデバイスにつ
いて、電力損失1/100以下を実現するための各種研究開発を実
施した。
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部局名 加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に


対する自己評価
2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名


項目
番号


【革新的デバイス】
①低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロ
ジェクト
ＳｉＣパワー半導体の実用化に向け、２０１１年度にＳｉＣ
ウエハの６インチ化（大口径化）に成功している。
また、デバイス開発も順調に進んでおり、家電用の低
耐圧（～１ｋＶ級）のＳｉＣパワー半導体デバイスについ
ては、徐々に市場投入も進められている。
自動車、鉄道等の高耐圧（～５ｋＶ級）パワー半導体の
開発も進んでおり、２０１５年のＳｉＣ自動車試作・実証
に向け、次ステップであるモジュール化技術開発が進
められている。
＜ボトルネック、解決策＞
２０１５年のオールＳｉＣ自動車の試作、２０２０年ＳｉＣパ
ワー半導体の自動車・鉄道等への導入・普及に向け
た研究開発を着実に進めていく。


②低炭素社会を実現する超低電力デバイスプロジェク
ト
平成27年度までに消費電力が1/10となる超低電圧
（0.4V）以下において動作するデバイスのコア技術を開
発。
＜ボトルネック、解決策＞
産学官集中連携拠点であるつくばイノベーションア
リーナを活用し、IT機器の消費電力低減に資する半導
体デバイスの微細化・低電圧化技術の実現に向けた
研究開発を着実に進めていく。


③立体構造新機能集積回路（ドリームチップ）技術開
発
ハイエンドPC用GPUメモリ市場800億円、超高速ビデ
オカメラ市場200億円、自動運転支援システム市場3兆
円、ルーター・ロボットセンサーネットワーク市場5000
億円、ＬＴＥ携帯電話端末市場700億円を創出する。
＜ボトルネック、解決策＞
立体構造集積回路技術による機能高度化・処理能力
向上・半導体以外のデバイスとの集積化によって、こ
れまでにない情報家電・コンピュータ・通信装置などの
機器を実現し、わが国経済の牽引力とするため、研究
開発を着実に進めていく。


④ノーマリーオフコンピューティング基盤技術開発
不揮発性素子を用いた電子機器システムの半導体部
分の消費電力を１／１０に低減する。
＜ボトルネック、解決策＞
電子機器のエネルギー消費量を低く抑えるため、電源
を切っても情報が保持される不揮発性素子を構成要
素とし、処理が必要なときだけ電力を消費する新たな
情報処理システムの技術開発を着実に進めていく。


-


②低炭素社会を実
現する超低電力デ
バイスプロジェクト
経済産業省
産業技術環境局
研究開発課


経済産業省
商務情報政策局
情報通信機器課


③立体構造新機能
集積回路（ドリーム
チップ）技術開発
④ノーマリーオフコ
ンピューティング基
盤技術開発
⑤超低消費電力型
光電子ハイブリッド
回路技術開発事業
⑥次世代大型低消
費電力ディスプレイ
基盤技術開発
⑦次世代半導体回
路構成実用化支援
事業
経済産業省
商務情報政策局
情報通信機器課


【スマートコミュニ
ティ】
資源エネルギー庁
省エネルギー・新エ
ネルギー部
新産業・社会システ
ム室


【革新的デバイス】
①低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロジェ
クト
情報通信機器、自動車等へ搭載されるSiCパワーデバイ
スについて、電力損失1/100以下を実現するための各種
研究開発を実施した。


②低炭素社会を実現する超低電力デバイスプロジェクト
IT機器の大幅な省エネ化・小型化・高性能化とを実現す
るための革新的な微細化、及び低電圧化技術の研究開
発を実施した。


③立体構造新機能集積回路（ドリームチップ）技術開発
三次元構造により半導体以外のデバイスとの集積化を
実現し、今までにない革新的なデバイスを実現する基盤
的技術開発を実施した。


④ノーマリーオフコンピューティング基盤技術開発
―


⑤超低消費電力型光電子ハイブリッド回路技術開発事
業
―


⑥次世代大型低消費電力ディスプレイ基盤技術開発
低消費電力型の大型液晶ディスプレイ、プラズマディス
プレイの実現を目指すべく、材料や製造プロセス技術等
の開発を総合的に実施した。


⑦次世代半導体回路構成実用化支援事業
ベンチャー等中小企業や大学から優れた半導体回路構
成を公募し、半導体チップを試作・評価することを通じ
て、高機能な情報通信機器の開発及び製品化の支援を
実施した。


【スマートコミュニティ】
2011年の実証開始に向け、地域エネルギーマネジメント
システムと蓄電複合システム化技術の開発を開始した。


②低炭素社会を実現する超低電力デバイスプロジェクト
引き続き、IT機器の大幅な省エネ化・小型化・高性能化とを実
現するための革新的な微細化、及び低電圧化技術の研究開発
を実施した。


③立体構造新機能集積回路（ドリームチップ）技術開発
引き続き、三次元構造により半導体以外のデバイスとの集積化
を実現し、今までにない革新的なデバイスを実現する基盤的技
術開発を実施した。


④ノーマリーオフコンピューティング基盤技術開発
現行のDRAMやSRAMといった揮発性素子を前提としたコン
ピューターの構成方式から、現行の方式に比べ劇的な電力削
減を可能としうる不揮発性素子を前提とした方式にコンピュー
ターの在り方を見直す「ノーマリーオフコンピューティング」の基
盤となる技術開発を実施した。


⑤超低消費電力型光電子ハイブリッド回路技術開発事業
省エネ型配線基板を実現するため、高周波信号の接続を高密
度・小型・低消費電力で行うことが出来る光配線と、小型・低消
費電力で信号処理を行うことができる電子配線をハイブリッド集
積した光電子ハイブリッド回路基板技術開発を実施した。


⑥次世代大型低消費電力ディスプレイ基盤技術開発
－


⑦次世代半導体回路構成実用化支援事業
引き続き、ベンチャー等中小企業や大学から優れた半導体回
路構成を公募し、半導体チップを試作・評価することを通じて、
高機能な情報通信機器の開発及び製品化の支援を実施した。


【スマートコミュニティ】
―
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部局名 加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に


対する自己評価
2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名


項目
番号


⑤超低消費電力型光電子ハイブリッド回路技術開発
事業
本事業で開発される技術により、2030年には年間約
1300億kWhの電力削減が見込まれる。
＜ボトルネック、解決策＞
省電力、高速で小型な光接続を可能にする光電子ハ
イブリッド回路技術を開発することにより、LSIを高集積
化し、IT機器の情報処理機能を高めつつ、省エネ化を
実現する研究開発を着実に進めていく。


⑥次世代大型低消費電力ディスプレイ基盤技術開発
省エネ効果249万 t-CO2を達成する。
＜ボトルネック、解決策＞
フラットパネルディスプレイの大型化や精細度の向上
並びに市場規模の拡大に伴い、電力エネルギーの大
幅な増加が懸念されるなか、大画面かつ高精細・高画
質でありながら電力消費の少ない次世代の大型液晶
および大型プラズマディスプレイの基盤技術確立を着
実に進めていく。


⑦次世代半導体回路構成実用化支援事業
終年度において、採択案件のうち、採択者の２０％


以上が企業連携など実用化に向けた具体的取り組み
を開始する。
＜ボトルネック、解決策＞
ベンチャー企業等、中小企業や大学から優れた半導
体回路構成を公募し、半導体チップを試作・評価する
ことを通じて、高機能な情報通信機器の開発及び製品
化の支援を着実に進めていく。


【スマートコミュニティ】
次世代エネルギー・社会システム実証事業において、
ポイントインセンティブによるデマンドレスポンスを実施
した家庭の電気使用量が３０％削減されている。
また、省エネ、節電の取組によって生じた「ネガワット」
を集約し、電力会社から報酬を受け取るビジネスが生
まれている。
＜ボトルネック、解決策＞
再生可能エネルギー機器やスマートグリッド関連機器
等はコストが高いため、経済合理性の成り立つ技術の
確立が急務。
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部局名 加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に


対する自己評価
2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名


項目
番号


246
大規模サイ
バー攻撃への
対応


内閣官房副長官補
（安全保障・危機管
理担当）


平成23年３月、大規模サイバー攻撃事態等が発生した
際に政府及び関係機関が迅速かつ適切な初動対処を
行うための態勢を整備するため、大規模サイバー攻撃
事態等対処訓練を実施した。


平成24年３月２日、大規模サイバー攻撃事態等が発生した際に
政府及び関係機関が迅速かつ適切な初動対処を行うための態
勢を整備するため、重要インフラ事業者がサイバー攻撃を受け
たとの想定に基づく大規模サイバー攻撃事態等対処訓練を実
施した。


Ｂ：実施済


大規模サイバー攻撃事態等対処訓練を２回実施し、
大規模サイバー攻撃事態等が発生した際に政府及び
関係機関が迅速かつ適切な初動対処を行うための態
勢を整備することにより、情報通信技術を安心して利
用できる環境の整備に貢献した。


-


247


ホワイトスペー
スの活用など
電波の有効利
用のための方
策の策定、ホ
ワイトスペース
など新たな電
波の有効利用


総務省
総合通信基盤局
電波部電波政策課


2010年7月、ホワイトスペースなど新たな電波の有効利
用の実現方策（「新たな電波の活用ビジョンに関する検
討チーム」報告書）を取りまとめ、本方策を踏まえ、「ホワ
イトスペース特区」において、先行モデルとして地域特性
に応じたサービスやシステムの実現を目指した実証等を
進めた。


ホワイトスペース活用の環境整備に向けて無線設備の技術的
条件や周波数共用条件について検討を進めた。このうち、ホワ
イトスペース活用したエリア放送型システムについては、制度整
備案を作成し、意見募集を実施した。意見募集の結果等を踏ま
え、2011年度に制度整備を行った（2012年3月30日公布、2012
年4月2日施行）。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・2010年にホワイトスペース特区を創設し、35件の実
証実験を実施しているところ。
・エリア放送型システムについては、2011年度に整備
した制度に基づき、2012年度以降、免許の付与を行
う。
・これらにより、今後のビジネス展開が見込まれる。


【ボトルネック、解決策】
・通信型システムについて導入に向けた技術的検討
や制度整備等を進めることにより、更なる新市場の創
出を目指す。


－


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
○2010年度から2013年度の間、「国民を守る情報セ
キュリティ戦略」に基づき、年度計画である「情報セ
キュリティ2010」、「情報セキュリティ2011」を策定し、情
報セキュリティに関する取組を実施し、国民の不安を
解消し、国民生活の利便性の向上等を図った。
　2010年度においては、大規模サイバー攻撃事態へ
の対処態勢の整備等や国民生活を守る情報セキュリ
ティ基盤の強化について、既知の脅威への対応力を
高めるための取組が進んでいる。また、国民・利用者
保護の強化について、各種の普及・啓発活動等を着
実に実施している。その他、技術戦略の推進等につい
て、研究開発の推進、情報セキュリティ人材の育成等
に関する取組が進められている。
なお、2011年度における情報セキュリティ政策の評価
は今後検討予定であり、また、これまでの成果と環境
の変化を踏まえ、「情報セキュリティ2012」の策定に向
けて検討中。


-


・大規模サイ
バー攻撃への
対応、クラウド
化やIpｖ６に対
応した情報セ
キュリティガイ
ドラインの策定
など情報通信
技術を安心し
て利用できる
環境の整備


内閣官房情報セ
キュリティセンター基
本戦略G


警察庁
警備局警備企画課


総務省
情報流通行政局情
報セキュリティ対策
室


経済産業省
商務情報政策局情
報セキュリティ政策
室


防衛省
運用企画局情報通
信・研究課情報保証
室


○「国民を守る情報セキュリティ戦略」（2010年５月11日
情報セキュリティ政策会議決定）の年度計画である「情
報セキュリティ2010」（2010年７月22日情報セキュリティ
政策会議決定）に基づき、情報セキュリティに関する取
組を実施。
○クラウドサービス利用のための情報セキュリティマネ
ジメントガイドラインを作成（公表はH23年4月）し、国際標
準のワーキンググループへ提案。


○「国民を守る情報セキュリティ戦略」（2010年５月11日情報セ
キュリティ政策会議決定）の年度計画である「情報セキュリティ
2011」（2011年７月８日情報セキュリティ政策会議決定）に基づ
き、情報セキュリティに関する取組を実施。
○官民連携による情報共有体制を構築
○フィッシング行為等の処罰・禁止を盛り込んだ不正アクセス禁
止法の改正
○制御システムのサイバーセキュリティ検証施設の構築に着
手。


246
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部局名 加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に


対する自己評価
2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名


項目
番号


248


交通の高度情
報化、システム
の海外展開を
見据えたロード
マップの策定


内閣官房情報通信
技術担当室


警察庁交通局交通
規制課


総務省総合通信基
盤局電波部移動通
信課


経済産業省製造産
業局自動車課ＩＴＳ
推進室


国土交通省道路局
道路交通管理課ITS
推進室


・「ITSに関するタスクフォース」を立ち上げ、有識
者や関係者からのヒアリングを実施し、検討の成果
を報告書として取りまとめた。


左記の報告書を踏まえて、IT戦略本部において、各府省の年度
別の具体的取組や、その全体像・施策相互の連携の在り方を
記載したロードマップを決定した。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
2020年の目標達成に向けて、各府省の年度別の具体
的取組や、その全体像・施策相互の連携の在り方を
記載したロードマップを決定した。


-


249
250


運用モデルの
検討、プローブ
情報の集約・
活用の効果の
検証


グリーンITS
サービスの運
用開始（試験
運用を含む。）


内閣官房情報通信
技術担当室


警察庁交通局交通
規制課


総務省総合通信基
盤局電波部移動通
信課


経済産業省製造産
業局自動車課ＩＴＳ
推進室


国土交通省道路局
道路交通管理課ITS
推進室


・広範囲な道路交通情報の収集・配信に係るコスト分
担、共有情報の範囲等、グリーンＩＴＳの運用モデルを検
討した。


・民間が保有するプローブ情報の集約による渋滞やＣＯ
２の削減への寄与をシミュレーションによって評価した。


・「ＩＴＳに関するロードマップ」に基づき、各関係府省において取
り組みを実施しているものであり、各関係府省の取り組みにお
いては、他関係府省及び民間企業がオブザーバ等として参画
することで、進捗及び検討状況の共有を行いながら進めている
ところである。


・民間プローブ情報（旅行時間の過去データ）の集約について、
その活用について検証した。


・ＩＴＳを活用した渋滞対策等について、それぞれの利用目的に
応じて必要とされるプローブ情報の精度、内容等を検討し、そ
の活用の効果の検証を開始し、その一部を実施したところ。


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・警察庁では、民間プローブ情報の信号制御及び交通
情報提供への活用について、民間と警察庁で検討会
を立ち上げ、検討中（H24年度目標）。また、光ビーコン
を活用して収集・蓄積したプローブ情報と路側感知器
から得られた情報を融合させ、信号制御の高度化や
交通情報の充実化に活用するため、交通管制セン
ターの機器の改修を実施（平成23年度）。


・総務省では、H22年度～H24年度にかけて、プローブ
情報の共通化とスマートフォン等を活用したプローブ
情報収集 等の高度化によるCO2排出量削減効果等を
調査。


・経済産業省では、H23年度～H24年度にかけて、自
動車のプローブ情報の集約化・共有化と普及拡大に
向けて、プローブ情報の集約化・共有化により実現可
能なサービス等に必要なデータ内容・量等の検討を実
施。


・国土交通省では、民間プローブ情報の道路交通セン
サス等道路行政への活用について、民間と検討中。


-
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部局名 加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に


対する自己評価
2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名


項目
番号


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
○　信号制御の高度化等により抑止される死傷事故
は、2010年度末までに年間当たり約２万９千件抑止さ
れているものと推計される。


○　信号制御の高度化により、対策実施箇所における
交差点等の通過時間は22年度末までに約１．０億人
時間/年短縮されていると推計される。


○　ムーブメント信号制御方式による信号制御の高度
化に関するモデル事業の効果測定の結果
【栃木県】
・ピーク時における平均旅行時間
１走行あたり28～173秒（４～34％）の短縮
・平均停止時間
１走行あたり０～96秒（０～38％）の短縮
【滋賀県】
・ピーク時における平均旅行時間
１走行当たり19～135秒（３～28％）の短縮
・平均停止時間
１走行当たり35～109（19～40％）の短縮


【ボトルネック、解決策】
ムーブメント信号制御方式については、車線構成等に
ついて一定の条件が満たされた交差点において十分
に効果が発揮されることから、2011年度に行う効果測
定の結果を踏まえ、ムーブメント信号制御方式を導入
する際の留意事項を取りまとめることとしている。


－251
交通管制の高
度化


警察庁
交通局
交通規制課


交通管制の高度化に係る次の施策を実施した。


○ 信号機の集中制御化、プログラム多段系統化、多現
示化等の信号制御の高度化の推進


○　道路交通情報及び自動車の走行情報を活用した集
約シュミレーションを実施するとともに、信号制御及び交
通情報の高度化への活用技術の開発を推進


○　 流入路単位で信号の青時間をコントロールして信号
制御を 適化することにより、交差点渋滞の抑制を図る
ムーブメント信号制御の整備に係るモデル事業を栃木
県及び滋賀県において実施（県警察本部の交通管制セ
ンターにおいて制御されている信号機が対象）


○ 大規模災害時等における適切な広域交通管理を実
施するための広域交通管制システムを更新するため、
新技術等の導入を検討するとともに、仕様書作成のため
の意見募集を実施


交通管制の高度化に係る次の施策を実施した。


○ 信号機の集中制御化、プログラム多段系統化、多現示化等
の信号制御の高度化の推進


○　光ビーコンを活用して収集・蓄積したプローブ情報と路側感
知器から得られた情報を融合させ、信号制御の高度化や交通
情報提供の充実化のため、交通管制センターの機器の改修を
実施


○　栃木県及び滋賀県において実施したムーブメント信号制御
の整備に係るモデル事業について効果測定を実施。
また、愛知県において、管制センターで制御されていない信号
機を対象として、端末間通信を利用して情報伝送を行うムーブ
メント信号制御方式のモデル事業を実施


○　広域交通管制システムを構成する物品を調達
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252


地域若者
サポートス
テーション
事業の拠
点の整備・
機能の充
実


厚生労働省
職業能力開
発局キャリ
ア形成支援
室


（実施すべき事項）
地域若者サポートステーション
事業の拠点の整備、機能の充
実


・拠点の整備：92か所→100か
所
・機能の充実：高校中退者等を
対象としたアウトリーチ（訪問
支援）による学校教育からの
円滑な誘導、学力を含む基礎
力向上に向けた継続的支援を
実施。


（実施すべき事項）
地域若者サポートステーション事業の拠点
の整備、機能の充実


・拠点の整備：100箇所→110箇所
・機能の充実：前年度に引き続き、アウト
リーチ（訪問支援）による支援窓口への誘導
体制の整備をする、学力を含む基礎力向上
に向けた学習支援や生活習慣、コミュニ
ケーション能力向上のための支援を内容と
する継続的支援事業を拡充して実施。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・9,765人（2011年４月～2012年１月の実績）
（2020年度の成果目標）
2011年度から2020年度の地域若者サポートステーション事業によるニートの就職等
進路決定者数：10万人


‐


新成長戦略全体フォローアップ  調査票（Ⅵ雇用・人材戦略）


加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号


252


部局名


‐
左記に同じ
※ 平成２４年度からは、対象年齢を４０代前
半まで拡充。


Ｂ：実施済


【2020年度の成果目標の達成状況】
　ハローワークが行うフリーター等に対する正規雇用化支援については、平成１７年の
事業開始以来多くの者を正規雇用に結びつけており、平成22年度は約24．4万人、平
成23年（平成23年4月～平成24年2月）は約22.3万人（対前年度同期比約1.3％増）の
正規雇用化を実現している。特に支援の必要が高い者に対して、391人（平成23年度）
の就職支援ナビゲーター（若年者支援分）による担当者制の支援を行っており、これ
により、平成23年（平成23年4月～平成24年1月）は約2.4万人が正規雇用に結びつい
ている。こうした取組により、リーマンショック以降の急激な雇用情勢の悪化による内
定率の悪化などでフリーターに流入する者が増加していると考えられる中においても、
平成21年以降のフリーター数及び１５～３４歳の労働力人口に占めるフリーターの割
合は微増（平成23年は176万人（10.1％）と前年差２万人（0.4％）増（被災地を除く）に
留まっている。
　※フリーター数（割合）
　ピーク時217万人（9.9％）（平成15年）→174万人（9.7％）（平成22年（被災地を除
く）。）→176万人（10.1％）（平成23年（被災地を除く）。）


また、就業率（20～34歳）は、平成23年は74.2％と、前年に比べ0.5ポイント増加してい
る（被災地を除く）。


【ボトルネック、解決策】
　フリーター数の減少については、ハローワークにおけるフリーター等に対する支援の
ほか、フリーターとなることを未然に防止するための新卒者支援、企業内での正社員
転換の促進等総合的な対策が求められる。
　また、就業率の増加については、新卒者等に対する就職支援の促進等により、新卒
者等が労働市場に参入すると同時に就業者として参入できるようにするとともに、ニー
トや女性等、就業状態にない若年者に対する就職支援を促進するなど、総合的な対
策が求められる。
　これらについては、関係省庁である文部科学省、厚生労働省、経済産業省が密に連
携し取組を進める必要がある。
　このため、政労使の協議の中で、各省庁の垣根を越えた一体的な「若者雇用戦略」
（仮称）を２４年年央までに取りまとめ、これを踏まえて、フリーター等に対する就職支
援の取組を進める。


「フリーター
等正規雇
用化プラ
ン」の推進


厚生労働省
職業安定局
派遣・有期
労働対策部
若年者雇用
対策室


不安定な就労を繰り返す概ね
４０歳未満のフリーター等に対
して、ハローワークにおいて支
援対象者一人ひとりの課題に
応じて、就職活動に関する個
別相談・指導助言、求人の確
保、グループワーク方式等の
習得、模擬面接、職業相談・職
業紹介、職場定着からなる支
援メニューを組み合わせ、担当
者制により正規雇用化に向け
た一貫した支援を実施。
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


253


・改正育
児・介護休
業法の施
行


・マザーズ
ハローワー
ク事業の推
進


厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
職業家庭両
立課


厚生労働省
職業安定局
首席職業指
導官室


・改正育児・介護休業法の内
容を周知・徹底するとともに、
企業においてその内容が定着
し、法の履行確保が図られる
よう指導等を実施した。


・マザーズハローワーク事業に
ついては、担当者制による就
職支援の対象者数及び就職
率が前年度に比べ伸びている
ことを踏まえ、実施拠点数（148
→163箇所）及び人員（411→
441人）について見直しを行
い、実施体制の拡充を行った。


・実施項目の該当なし


・マザーズハローワーク事業については、担
当者制による就職支援の対象者数及び就
職率が前年度に比べ伸びていることを踏ま
え、実施拠点数（163→168箇所）及び人員
（441→455人）について見直しを行い、実施
体制の拡充を行った。


Ｂ:実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・２５歳～４４歳の女性就業率
　６６．９％（平成２３年）
・第１子出産前後の女性の継続就業率
　３８．０％（平成２２年）
・男性の育児休業取得率
　１．３８％（平成２２年）
○　マザーズハローワーク事業実績
　（平成２１年度　→　平成２２年度）
　・　担当者制による就職支援の対象者数
　　　39,483人　→　48,341人
　・　担当者制による就職支援の対象者の就職率
　　　80.8％　→　85.1％


【ボトルネック、解決策】
　-


‐


254


仕事と家庭
の両立を実
現するため
の企業等に
対する支援
（ベストプラ
クティスの
普及等）の
実施


厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
職業家庭両
立課


実施項目の該当なし


①短時間勤務制度の義務化、男性の育児
休業取得促進のための制度（パパ・ママ育
休プラス）の導入などを盛り込んだ改正育
児・介護休業法（平成２２年施行）について、
また、平成２４年７月以降の同法の全面施
行について集団説明会等や各種広報を通じ
て周知・徹底等を実施。
②2011年度、ベストプラクティスの収集、事
例集の作成を行っている。
なお、ベストプラクティスの普及については、
2012年度から実施予定。


①Ｃ：一部実施


②Ｃ：一部実施


【2020年の成果目標の達成状況】
・２５歳～４４歳の女性就業率
　平成２１年　６６．０％
　平成２２年　６６．６％
　平成２３年　６６．９％
・第１子出産前後の女性の継続就業率
　平成１７年　３８．０％
　平成２２年　３８．０％
・男性の育児休業取得率
　平成２１年　１．７２％
　平成２２年　１．３８％
　平成２３年　２．６３％
　


【ボトルネック、解決策】
2012年度からベストプラクティスの普及を実施予定。


‐
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


255


マザーズハ
ローワーク
事業の実
績を踏まえ
た拠点・人
員の見直し


厚生労働省
職業安定局
首席職業指
導官室


　マザーズハローワーク事業
については、担当者制による
就職支援の対象者数及び就
職率が前年度に比べ伸びてい
ることを踏まえ、実施拠点数
（148→163箇所）及び人員
（411→441人）について見直し
を行い、実施体制の拡充を
行った。


　マザーズハローワーク事業については、
担当者制による就職支援の対象者数及び
就職率が前年度に比べ伸びていることを踏
まえ、実施拠点数（163→168箇所）及び人
員（441→455人）について見直しを行い、実
施体制の拡充を行った。


C：一部実施


【2020年の成果目標の達成状況】
・２５歳～４４歳の女性就業率
　６６．９％（平成２３年）
・第１子出産前後の女性の継続就業率
　３８．０％（平成２２年）
・男性の育児休業取得率
　１．３８％（平成２２年）


　○　マザーズハローワーク事業実績
　（平成２１年度　→　平成２２年度）
　・　担当者制による就職支援の対象者数
　　　39,483人　→　48,341人
　・　担当者制による就職支援の対象者の就職率
　　　80.8％　→　85.1％
　　※　なお、平成23年度にマザーズハローワーク事業実施
　　　拠点を新たに設置したハロ－ワークでは、設置以前と
　　　設置後を比べると、女性の就職件数が45％程度増加
　　　している。（平成２２年６４３件→平成２３年９３２件）


【ボトルネック、解決策】
　－


‐


256
257
258


・定年の引
上げ、継続
雇用制度
の導入等
の推進
・６５歳まで
希望者全
員の雇用
が確保され
るよう、施
策の在り方
について検
討
・検討結果
を踏まえ、
６５歳まで
希望者全
員の雇用
が確保され
るよう、所
要の措置


厚生労働省
職業安定局
高齢・障害
者雇用対策
部高齢者雇
用対策課


【定年の引上げ、継続雇用制
度の導入等の推進】


・助成金の支給等により、定年
の引上げ等を行う企業の支援
を行ったほか、高年齢雇用確
保措置が未実施の企業に対し
て指導等を行った（個別訪問に
よる指導件数：5,977件）。


【65歳まで希望者全員の雇用が確保される
よう、施策の在り方について検討】


・助成金の支給等により、定年の引上げ等
を行う企業の支援を行ったほか、高年齢雇
用確保措置が未実施の企業に対して指導
等を行った。


・2011年６月、「今後の高年齢者雇用に関す
る研究会報告書」を取りまとめた。


・労働政策審議会職業安定分科会雇用対
策基本問題部会において検討を進め、平成
24年１月６日に厚生労働大臣に建議。その
後、平成24年２月16日に労働政策審議会へ
法律案要綱を諮問し、同月23日に答申。３
月９日に継続雇用の対象となる高年齢者を
限定できる仕組みの廃止を主な内容とする
「高年齢者雇用安定法改正案」を平成24年
通常国会に提出。


B：実施済


【ボトルネック、
解決策】
65歳までの継続
雇用制度の導
入等の措置を進
めてきたところ。
法案が成立した
際には、円滑な
施行に向けて周
知・啓発を行う。
また、今後、65
歳まで希望者全
員の雇用が確
保されるよう、引
き続き支援を行
う。


60歳～64歳の就業率、57.3％
（2011年）※岩手県、宮城県、福島県を除く全国の結果


【ボトルネック、解決策】
65歳までの継続雇用制度の導入等の措置を進めてきたところ。法案が成立した際に
は、円滑な施行に向けて周知・啓発を行う。また、65歳まで希望者全員の雇用が確保
されるよう、引き続き支援を行う。


‐
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


259


障害者権
利条約批
准に向けた
障害者雇
用促進法
の見直しの
検討


厚生労働省
職業安定局
高齢・障害
者雇用対策
部
障害者雇用
対策課


・2010年６月に、「障害者制度
改革の推進のための基本的な
方向について」を閣議決定。当
該閣議決定に、労働・雇用分
野における障害を理由とする
差別の禁止等の具体的方策に
ついて検討を行い、2012年度
内を目途にその結論を得るこ
と等を盛り込んだ。


・左記の閣議決定の内容を踏まえ、2011年
11月より、省内に研究会（「労働・雇用分野
における障害者権利条約への対応の在り
方に関する研究会」等）を設置し、検討を進
めており、2012年夏頃を目処に取りまとめを
行う予定。


C：一部実施


【ボトルネック、
解決策】
・2010年６月の
閣議決定におい
て、検討期間を
定めているほ
か、新成長戦略
の工程表におい
て、2013年度ま
でに実施するこ
ととしており、引
き続き、当該閣
議決定及び工程
表を踏まえ、検
討を進める。


【2020年の成果目標の達成状況】
・2011年６月時点の民間企業の障がい者の実雇用率：1.65％（2020年の成果目標：
1.8％）


【ボトルネック、解決策】
・2010年６月の閣議決定において、検討期間を定めているほか、新成長戦略の工程
表において、2013年度までに実施することとしており、引き続き、当該閣議決定及び工
程表を踏まえ、検討を進める。


‐


260


国等におけ
る障がい者
就労施設
等に対する
発注拡大に
努める


内閣府政策
統括官（共
生社会政策
担当）付参
事官（障害
者施策担
当）


2010年１月より、障害者の就
労促進も含めた総合的な障害
者施策の推進に関する事項に
ついて意見を求めるため、障
がい者制度改革推進会議を開
催。
（内閣府）


障がい者制度改革推進会議における、障害
者の就労促進も含めた総合的な議論を踏ま
え、「障害者基本法の一部を改正する法律
案」を国会に提出し、７月に成立。
改正された基本法では、障害者基本計画の
実施状況を監視し、必要に応じて関係大臣
に勧告することができる障害者政策委員会
を2012年８月４日までに設置することとなっ
ている。このように、障害者施策の進捗状況
をフォローアップし、施策を着実に推進して
いくための枠組み作りを、障害者基本法の
改正という形で整えた。
（内閣府）


C:一部実施


（内閣府）


【2020年の成果目標の達成状況】
2013年度以降、障害者政策委員会を設置し、新しい障害者基本計画の下で実施され
る障害者施策の監視を行っていくこととなる。基本計画は、国等における障がい者就
労施設等に対する発注拡大に努めるという新成長戦略の内容も参考にしつつ策定さ
れることになることから、基本計画が実現されるように、障害者政策委員会が監視して
いくことになる。
（内閣府）


‐
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


261


在宅就業
者等を含む
障がい者の
雇用・就業
の促進に向
けたスキ
ル・アップ
施策の拡
充


厚生労働省
職業能力開
発局
能力開発課


・障害者の態様に応じ、企業、
ＮＰＯ法人、社会福祉法人、専
修学校・各種学校等、多様な
委託訓練先を活用した訓練の
実施。
・また、2011年度新規予算事
業として、在宅就業障害者の
就業機会の確保、職業講習等
を行う在宅就業支援団体制度
の周知・啓発を図るため、リー
フレットの作成やセミナーの開
催に向けた検討を実施。


・民間を活用した機動的かつ実践的な職業
訓練において、職業意識の啓発や就職に要
する職業能力の付与等を行う座学訓練と企
業における実習を組み合わせた障害者向
けの日本版デュアルシステムを導入。
また、この「障害者向け日本版デュアルシス
テム」の活用を推進するため、訓練開始前
の準備段階から修了後の就職支援までの
総合的・専門的なパッケージ支援を行う「障
害者職業訓練コーチ」を2012年度より配置
することとしている。


・さらに、左記のリーフレットの作成やセミ
ナーの開催に取り組むとともに、2012年度
より、積極的に取組を行う在宅就業支援団
体等であって、特に支援効果が高いと見込
まれるものに対する助成措置の新設に向け
た検討を実施。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・2011年６月時点の民間企業の障がい者の実雇用率：1.65％（2020年の成果目標：
1.8％）
・2009年度の国からの発注額：3.1億円（2020年の成果目標：８億円）


‐


262


パーソナ
ル・サポー
ト（個別支
援）のモデ
ル・プロジェ
クトの実施
と制度化に
向けた検
討、制度的
な枠組みの
構築


内閣府政策
統括官（経
済社会シス
テム担当）
付参事官
（社会システ
ム担当）


厚生労働省
社会・援護
局地域福祉
課


・2010年11月より順次、第１次
分モデル・プロジェクト（５地域：
釧路市、横浜市、京都府、福
岡市、沖縄県）の事業実施。
・第５回セーフティ・ネットワーク
実現チーム（2010年12月10日）
において、第２次分モデル・プ
ロジェクト（14地域：岩手県、千
葉県野田市、長野県、岐阜
県、静岡県浜松市、滋賀県野
洲市、京都府京丹後市、大阪
府豊中市、吹田市、箕面市、
大阪市、島根県、山口県、徳
島県）の選定、2011年3月より
事業実施。
・第1次分モデル・プロジェクト
の実践と2010年度委託調査を
踏まえて、支援活動から抽出さ
れた機能を基に、パーソナル・
サポート・サービスに求められ
る機能についてその理念と照
らし合わせて整理・提示。


・2011年5月にモデル・プロジェクトの実施を
踏まえて、パーソナル・サポート・サービスの
理念・機能や、その実践に当たっての今後
の検討課題等を「中間報告」として取りまと
め。


・「東日本大震災からの復興の基本方針」及
び「社会的包摂政策に関する緊急政策提
言」（８月10日「一人ひとりを包摂する社会」
特命チーム）において、社会的排除リスクの
高い者を幅広く対象とした先導的なプロジェ
クトとして継続発展することとされたことか
ら、2012年度末までの事業の所要経費につ
いて第３次補正予算において措置。


・セーフティ・ネットワーク実現チーム（2012
年2月10日）において、第３次分モデル・プロ
ジェクト（第１次・第２次モデル・プロジェクト
実施地域を含む全国27地域）を選定。現
在、新規実施地域については、事業実施に
向けて関係自治体等と調整中。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・生活保障とともに、失業をリスクに終わらせることなく、新たな職業能力や技能を身
につけるチャンスに変える社会の実現のために、パーソナル・サポート・サービスの制
度化に向けた取組を行っている。
・平成24年1月末現在のモデル・プロジェクトにおける相談受理件数は5,615件。


‐
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


263


「居住の権
利」を支え、
就労・自立
を支える
「居住セー
フティネッ
ト」の検討・
整備


内閣府政策
統括官（経
済社会シス
テム担当）
付参事官
（社会システ
ム担当）


・セーフティ・ネットワーク実現
チームにおいて、住居・生活困
窮者に対する通年的な取組の
一層の強化について検討。
・住宅手当について、2011年度
末まで事業を継続。


・パーソナル・サポートのモデル・プロジェク
トの実施、制度化に向けた検討を通じて検
討（完全失業率の低下、住居喪失離職者数
の減少等の状況を踏まえ、住居・生活困窮
者に対する包括的な支援の枠組みの一環
として対応）
・住宅手当について、2012年度まで事業を
延長。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・生活保障とともに、失業をリスクに終わらせることなく、新たな職業能力や技能を身
につけるチャンスに変える社会の実現のために、セーフティ・ネットワーク実現チーム
において、住居・生活困窮者に対する通年的な取組の一層の強化について検討。


‐


264


自治体が
居住地不
定者の集
中に対する
懸念なく自
立支援に取
り組める仕
組みの検
討・具体化


内閣府政策
統括官（経
済社会シス
テム担当）
付参事官
（社会システ
ム担当）


・セーフティ・ネットワーク実現
チームにおいて、住居・生活困
窮者に対する通年的な取組の
一層の強化について検討。


・パーソナル・サポートのモデル・プロジェク
トの実施、制度化に向けた検討を通じて検
討（完全失業率の低下、住居喪失離職者数
の減少等の状況を踏まえ、住居・生活困窮
者に対する包括的な支援の枠組みの一環
として対応）


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・生活保障とともに、失業をリスクに終わらせることなく、新たな職業能力や技能を身
につけるチャンスに変える社会の実現のために、セーフティ・ネットワーク実現チーム
において、住居・生活困窮者に対する通年的な取組の一層の強化について検討。


‐


265


雇用保険
の適用拡
大の着実な
実施


厚生労働省
職業安定局
雇用保険課


平成22年に雇用保険法を改正
し、適用基準を「6カ月以上雇
用見込み」から「31日以上雇用
見込み」に拡大した。
法改正後は適切な実施に努め
た。


引き続き適切な実施に努めた。
 Ａ：実施済かつ
成果あり


【2020年の成果目標の達成状況】
適用拡大の効果としては、約221万人の方が新たに雇用保険に加入したと試算してい
る。


【ボトルネック、解決策】
-


‐


161







加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


266


・求職者支
援制度の
創設に向け
た検討
・検討結果
を踏まえた
求職者支
援制度の
創設


雇用保険に
ついて、で
きるだけ速
やかに安定
財源を確保
した上で、
国庫負担
割合の原
則復帰


厚生労働省
職業安定局
派遣・有期
労働対策部
企画課求職
者支援室


厚生労働省
職業安定局
雇用保険課


制度の具体的内容について、
緊急人材育成支援事業の実
施状況を踏まえつつ、労働政
策審議会において、
・制度の趣旨・目的
・訓練に関すること
・訓練受講者に対する給付・就
職支援
などについて、検討し、平成23
年1月31日に労働政策審議会
から厚生労働大臣に対して「求
職者支援制度について」の建
議がなされた。
上記の建議の内容を踏まえて
「職業訓練の実施等による特
定求職者の就職の支援に関す
る法律案」が同年2月10日に閣
議決定後、同月14日、第177回
通常国会に提出した。


平成22年の雇用保険法改正で
附則第15条に「平成22年度中
に検討し、平成23年度におい
て、安定した財源を確保した上
で国庫負担に関する暫定措置
を廃止するものとする。」と規
定されていたところ、国家戦略
担当大臣、財務大臣、厚生労
働大臣の３大臣の折衝の結
果、平成23年度からの本則復
帰は実施しないこととした。


「職業訓練の実施等による特定求職者の就
職の支援に関する法律案」について、平成
24年5月13日可決・成立し、同月20日に公
布。
その後、「職業訓練の実施等による特定求
職者の就職の支援に関する法律施行規則」
などの所要の法令を制定・改正し、同年10
月1日より、求職者支援制度を開始した。


平成23年5月に成立した改正雇用保険法の
附則第15条に「できるだけ速やかに、安定し
た財源を確保した上で国庫負担に関する暫
定措置を廃止するものとする。」と規定され
ていたところ、本則復帰の前提である安定
財源の確保が困難であったため、平成24年
度からの本則復帰は実施しないこととした。


Ａ：実施済かつ
成果あり


D：未実施


【ボトルネック、
解決策】
引き続き、雇用
保険法の規定
（安定財源確
保）に基づき、本
則復帰できるよ
う努めていく。


【2020年の成果目標の達成状況】
○求職者支援訓練受講者数
　37,128人
（平成23年10月～平成24年2月開講分：平成24年3月28日時点）


【ボトルネック、解決策】
－


【2020年の成果目標の達成状況】
－


【ボトルネック、解決策】
引き続き、雇用保険法の規定（安定財源確保）に基づき、本則復帰できるよう努めて
いく。


‐


162







加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


267


「実践キャ
リア・アップ
戦略」の推
進体制の
整備、５か
年目標及び
導入プラン
の策定等


内閣府政策
統括官（経
済財政運営
担当）
　
文部科学省
生涯学習政
策局


厚生労働省
職業能力開
発局
　
経済産業省
経済産業政
策局


専門タスクフォース（平成22年
8月31日設置）において、大学・
専門学校等関係者や産業界
からの参画を得て、実践キャリ
ア・アップ制度の対象業種とし
て、①介護プロフェッショナル、
②カーボンマネジャー、③食の
6次産業化プロデューサーを決
定。業種ごとにワーキング・グ
ループを設置し、論点整理に
ついて審議を行うとともに、専
門タスクフォースにおいて制度
全体の基本方針について審
議。


＜参考＞
・ＷＧは2010年度に計10回に
わたり実施している。


各ワーキング・グループでの論点整理を踏
まえ、専門タスクフォースにおいて制度全体
の基本方針である「実践キャリア・アップ戦
略基本方針」をとりまとめ（5月18日）。
その後、各ＷＧ等において実践的な能力評
価の基準や育成プログラムの認証基準等
の具体的な検討を行った。


＜参考＞
・検討されている能力評価の基準等を実証
するための事業を行い、この結果を踏まえ、
基準等を確定していくこととしている。
・ＷＧ等は2011年度に計29回にわたり実施
している（３月22日現在）。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・2012年秋よりキャリア段位（レベル）の認定を開始することとしている。
・大学への社会人入学者数
：4.6万人（2011年度（一部、未調査の部分について、策定時の数を用いた暫定値））
・専修学校での社会人受入れ総数
：11万人（2011年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等


【ボトルネック、解決策】
・当面は３分野の制度の立ち上げを進めるとともに、将来の対象分野の拡大を検討す
る。


‐


268


職業能力を
客観的に評
価する
「キャリア段
位」制度の
導入（「日
本版ＮＶＱ」
の創設）、
大学・専門
学校等の
教育システ
ムとの連携


内閣府政策
統括官（経
済財政運営
担当）
　
文部科学省
生涯学習政
策局


厚生労働省
職業能力開
発局
　
経済産業省
経済産業政
策局


専門タスクフォース（平成22年
8月31日設置）において、大学・
専門学校等関係者や産業界
からの参画を得て、実践キャリ
ア・アップ制度の対象業種とし
て、①介護プロフェッショナル、
②カーボンマネジャー、③食の
6次産業化プロデューサーを決
定。業種ごとにワーキング・グ
ループを設置し、論点整理に
ついて審議を行うとともに、専
門タスクフォースにおいて制度
全体の基本方針について審
議。


＜参考＞
・ＷＧは2010年度に計10回に
わたり実施している。


各ワーキング・グループでの論点整理を踏
まえ、専門タスクフォースにおいて制度全体
の基本方針である「実践キャリア・アップ戦
略基本方針」をとりまとめ（5月18日）。
その後、各ＷＧ等において実践的な能力評
価の基準や育成プログラムの認証基準等
の具体的な検討を行った。


＜参考＞
・検討されている能力評価の基準等を実証
するための事業を行い、この結果を踏まえ、
基準等を確定していくこととしている。
・ＷＧ等は2011年度に計29回にわたり実施
している（3月22日現在）。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・2012年秋よりキャリア段位（レベル）の認定を開始することとしている。
・大学への社会人入学者数
：4.6万人（2011年度（一部、未調査の部分について、策定時の数を用いた暫定値））
・専修学校での社会人受入れ総数
：11万人（2011年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等


【ボトルネック、解決策】
・当面は3分野の制度の立ち上げを進めるとともに、将来の対象分野の拡大を検討す
る。


‐


163







加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


269


職業訓練
の在り方に
関する検討
開始（職業
訓練を受け
る者の選択
に資する仕
組みの検
討を含む）


厚生労働省
職業能力開
発局
能力開発課


平成２３年度から５年間におけ
る職業訓練のあり方につい
て、成長が見込まれる分野の
人材育成や雇用のセーフティ
ネットの強化を中心とした「第９
次職業能力開発基本計画」を
検討し、策定。


「第９次職業能力開発基本計画」に基づき、
職業訓練を実施。
また、公共職業訓練（離職者訓練）を受講す
る際の効果的な選択に資する取組として、
求職者に開示する訓練情報の項目を統一
する旨の通知を発出するため、求職者や関
係機関に対し、訓練情報の入手方法・提供
方法に関するアンケート調査を実施した。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
平成23年度公共職業訓練（離職者訓練）就職率
施設内：77.4％（平成23年10月末まで終了コースの訓練修了後3ヶ月後までの状況）
委託：64.1％（平成23年9月末まで終了コースの訓練修了後3ヶ月後までの状況）
（2020年の成果目標：公共職業訓練受講者の就職率：施設内80％、委託65％）


【ボトルネック、解決策】
特になし


‐


270


民間に委託
する公共職
業訓練の
分野・業務
の拡大


厚生労働省
職業能力開
発局
能力開発課


‐


離職者のニーズに対応した多様な職業能力
開発機会を提供するため、民間に委託する
訓練の規模を拡大した。


【平成２３年度離職者訓練（委託訓練）計画
数】（３次補正分を含む）
18.6万人（平成22年度：17.5万人）


Ｃ：一部実施


【2020年の成果目標の達成状況】
平成23年度公共職業訓練（離職者訓練）就職率
施設内：77.4％（平成23年10月末まで終了コースの訓練修了後3ヶ月後までの状況）
委託：64.1％（平成23年9月末まで終了コースの訓練修了後3ヶ月後までの状況）
（2020年の成果目標：公共職業訓練受講者の就職率：施設内80％、委託65％）


【ボトルネック、解決策】
特になし


‐


164







加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


271


民間活用
の際の成
果報酬制
度の拡充


厚生労働省
職業能力開
発局
能力開発課


公共職業訓練（委託訓練）では
導入済み。
求職者支援制度でも成果報酬
制の導入の可否についても検
討。


【平成22年度実績】
公共職業訓練（委託訓練）にお
ける成果報酬制の対象コース
数：3,458コース


求職者支援制度を開始。同制度において、
訓練実施者に対する成果報酬制を導入し
た。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
平成23年度公共職業訓練（離職者訓練）就職率
施設内：77.4％（平成23年10月末まで終了コースの訓練修了後3ヶ月後までの状況）
委託：64.1％（平成23年9月末まで終了コースの訓練修了後3ヶ月後までの状況）
（2020年の成果目標：公共職業訓練受講者の就職率：施設内80％、委託65％）


【ボトルネック、解決策】
特になし


‐


272


技術革新
等に対応し
た公共職業
訓練のカリ
キュラムの
見直し及び
教官の養
成


厚生労働省
職業能力開
発局
能力開発課


カリキュラムについては、技術
革新等に対応したＰＤＣＡサイ
クルによる見直しを実施。


カリキュラムについては、技術革新等に対
応したＰＤＣＡサイクルによる見直し（前年度
カリキュラムの課題検証や地方運営協議会
で把握した地域ニーズ等を踏まえ、カリキュ
ラムの内容変更等を実施）を引き続き実施。
【カリキュラムの改廃率】23年度：32.5％
また、省エネルギー型社会を実現するため
に必要なイノベーションに対応可能な技術を
開発できる人材等を育成するため、職業能
力開発大学校等にて電気エネルギー制御
科を設置できるようにした。更に、平成24年
度予算案において、新成長分野における訓
練カリキュラム開発を行うこととしている。
  教官の養成については、技術革新等に対
応した職業訓練指導員に対するスキルアッ
プ訓練（訓練技法開発研修や職種転換研
修など）を実施しており、今後、更に職業訓
練指導員の養成について見直しを行う予
定。


Ｃ：一部実施


【2020年の成果目標の達成状況】
平成23年度公共職業訓練（離職者訓練）就職率
施設内：77.4％（平成23年10月末まで終了コースの訓練修了後3ヶ月後までの状況）
委託：64.1％（平成23年9月末まで終了コースの訓練修了後3ヶ月後までの状況）
（2020年の成果目標：公共職業訓練受講者の就職率：施設内80％、委託65％）


【ボトルネック、解決策】
特になし


‐


165







加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


273


「地域社会
雇用創造
事業」及び
「重点分野
雇用創造
事業」等の
活用による
地域雇用
の創造


内閣府政策
統括官（経
済財政運営
担当）


「地域社会雇用創造事業」（平
成21年度補正予算70億円）を
活用し、2010年度及び2011年
度に800名以上の社会的企業
の起業を支援するなど、地域
社会における雇用を創造。


「地域社会雇用創造事業」（平成21年度補
正予算70億円）を活用し、2010年度及び
2011年度に800名以上の社会的企業の起
業を支援するなど、地域社会における雇用
を創造。


Ａ：実施済かつ
成果あり


【2020年の成果目標の達成状況】
「地域社会雇用創造事業」（平成21年度補正予算70億円）を活用し、800名以上の社
会的企業の起業を支援するなど、成長分野を中心に、地域に根ざした雇用の創造を
推進した。


‐


273


「地域社会
雇用創造
事業」及び
「重点分野
雇用創造
事業」等の
活用による
地域雇用
の創造


厚生労働省
職業安定局
地域雇用対
策室


・「重点分野雇用創造事業」の
実績（平成21、22年度計）：
80,569人


・「重点分野雇用創造事業」の計画数（平成
23年度）：139,092人


A：実施済かつ
成果あり


【2020年の成果目標の達成状況】
「重点分野雇用創造事業」
【雇用創出数】
平成21年度：             497人
平成22年度：          80,072人
平成23年度（計画）：139,092人
【事業額】
平成21年度：              112百万円
平成22年度：         101,126百万円
平成23年度（計画）：265,966百万円


【ボトルネック、解決策】
－


‐


274


「地域社会
雇用創造
事業」及び
「重点分野
雇用創造
事業」等の
活用による
地域雇用
の創造（施
策のフォ
ローアップ
及び検討
等）


内閣府政策
統括官（経
済財政運営
担当）


-


「地域社会雇用創造事業」（平成21年度補
正予算70億円）を活用し、800名以上の社会
的企業の起業を支援するなど、地域社会に
おける雇用を創造。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
「地域社会雇用創造事業」（平成21年度補正予算70億円）を活用し、800名以上の社
会的企業の起業を支援するなど、成長分野を中心に、地域に根ざした雇用の創造を
推進した。


‐
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


274
 施策のフォ
ローアップ
及び検討等


厚生労働省
職業安定局
地域雇用対
策室


・「重点分野雇用創造事業」の
実績（平成21、22年度計）：
80,569人


・「重点分野雇用創造事業」の計画数（平成
23年度）：139,092人


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
「重点分野雇用創造事業」
【雇用創出数】
平成21年度：             497人
平成22年度：          80,072人
平成23年度（計画）：139,092人
【事業額】
平成21年度：              112百万円
平成22年度：         101,126百万円
平成23年度（計画）：265,966百万円


【ボトルネック、解決策】
－


‐


275


労働時間
等設定改
善法に基づ
く「指針」の
見直しによ
る年次有給
休暇の取
得促進等


厚生労働省
労働基準局
労働条件政
策課


「仕事と生活の調和推進のた
めの行動指針」（平成19年12
月18日ワーク・ライフ・バランス
推進官民トップ会議策定）が平
成22年６月29日に改定された
ことを踏まえ、労働時間等設定
改善法に基づく指針を見直し。
（平成22年12月９日施行）
具体的には、政府全体として
取り組む「仕事と生活の調和
推進のための行動指針」の数
値目標に合わせる見直しを
行った。


- Ｃ：一部実施


【2020年の成果目標の達成状況】
年次有給休暇の取得率
（2020年目標値：70%）
2008年　47.4%
2010年　48.1%


週労働時間60時間以上の雇用者の割合
（2020年目標値：5%）
2008年　10.0%
2010年　9.4%
2011年　9.3%


‐
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


276


指針に基づ
く取組の実
績を踏まえ
た見直し等


厚生労働省
労働基準局
労働条件政
策課


-


職場意識改善助成金制度などの中小企業
支援策の見直しを行い、中小企業における
労働時間等の設定改善を推進した。
また、都道府県労働局に配置している労働
時間設定改善コンサルタントによる企業支
援について、充実させる観点から見直しを
行った。


Ｃ：一部実施


【2020年の成果目標の達成状況】
年次有給休暇の取得率
（2020年目標値：70%）
2008年　47.4%
2010年　48.1%


週労働時間60時間以上の雇用者の割合
（2020年目標値：5%）
2008年　10.0%
2010年　9.4%
2011年　9.3%


‐


277


有期労働
契約に係る
労働政策
審議会での
検討、結
論、所要の
見直し措置


厚生労働省
労働基準局
労働条件政
策課


・有期労働契約の在り方につ
いて、平成22年10月より、労働
政策審議会で検討を開始し
た。


・平成２３年１２月の労働政策審議会建議
「有期労働契約の在り方について」に基づき
作成した「労働契約法の一部を改正する法
律案要綱」について、平成２４年３月１６日に
同審議会から「おおむね妥当」との答申がな
された。この答申を受け、有期労働契約が５
年を超えて反復更新された場合は、労働者
の申込みにより無期労働契約に転換させる
仕組みの導入等を内容とする労働契約法
改正案を第１８０回通常国会に提出した。


B：実施済


【ボトルネック・
解決策】
労働契約法改
正案が成立した
際には、改正法
の趣旨、内容に
ついてわかりや
すいパンフレット
等を作成し、周
知啓発の徹底
等の措置を講じ
る。


・平成２３年１２月２６日労働政策審議会建議「有期労働契約の在り方について」
・平成２４年３月１６日「労働契約法の一部を改正する法律案要綱」について労働政策
審議会から「おおむね妥当」との答申
・平成２４年３月２３日「労働契約法の一部を改正する法律案」を閣議決定し、今国会
に提出


2011年度ま
でに実施す
べきとされ
た事項であ
る。
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


278
労働者派
遣法の見
直し


厚生労働省
職業安定局
派遣・有期
労働対策部
需給調整事
業課


・労働者派遣について、同種の
業務に従事する派遣先労働者
との均衡待遇の配慮、無期雇
用化の促進等の規定を盛り込
んだ労働者派遣法改正案を閣
議決定し、第１７４回通常国会
に提出。


・継続審議となっていた労働者派遣法改正
案が第１８０回通常国会にて成立。


B：実施済


【ボトルネック、
解決策】
改正法の内容
の周知徹底等に
より、円滑な施
行を図る。


【2020年の成果目標の達成状況】
・同改正法には、同種の業務に従事する派遣労働者との均衡待遇の配慮、無期雇用
化の促進等の規定が盛り込まれており、改正法の施行（公布後6ヶ月以内）により派遣
労働者の雇用の安定・質の向上が見込まれる。


【ボトルネック、解決策】
改正法の内容の周知徹底等により、円滑な施行を図る。


‐


279


パートタイ
ム労働法の
施行状況を
踏まえた見
直しの検討


厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
短時間・在
宅労働課


-


・2011年2月から学識経験者からなる「今後
のパートタイム労働対策に関する研究会」を
開催し、同年9月15日に報告書を取りまとめ
た。
・2011年9月から、労働政策審議会で、パー
トタイム労働法の効果と課題、個別の論点
等の今後のパートタイム労働対策の在り方
について検討している。


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・今後のパートタイム労働対策の在り方について検討し、取組を進めることでパートタ
イム労働者の雇用の安定・質の向上が見込まれる。
【ボトルネック、解決策】
・労働政策審議会で公労使の合意を得ながら実効性のある取組を進める。


‐
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


非正規雇用
問題に対す
る社会的機
運を高める
ために、「望
ましい働き
方ビジョン」
について、
国民への周
知を図ると
ともに、この
ビジョンを非
正規雇用対
策の指針と
して、政労
使の社会的
合意を進め
つつ、実行
ある取組を
進める。


281


・ 低賃金
について、
できる限り
早期に全国


低800円
を確保し、
景気状況に
配慮しつ
つ、全国平
均1000円を
目指す


厚生労働省
労働基準局
労働条件政
策課
賃金時間室


【関係省庁】
経済産業省
中小企業庁
事業環境部
企画課


内閣府
政策統括官
（経済・財政
運営担当）
付
参事官（産
業・雇用担
当）付


2010年度の地域別 低賃金
の引上げ額は、現在の仕組み
となった平成14年度以降、
大の全国加重平均17円。


2011年度の地域別 低賃金の引上げ額
は、震災の影響もある中で、全国加重平均7
円。


C：一部実施


【ボトルネック、
解決策】
・目標値は、新
成長戦略で掲げ
ている「2020年
度までの平均
で、名目３％、実
質２％を上回る
成長」を前提とし
ているが、実際
の経済成長率
は、
2010年度（実
績）：名目１．
１％、実質３．
１％
2011年度（実績
見込み）：名目
△１．９％、実質
△０．１％
にとどまってい
る。


・地域別 低賃金の全国加重平均の推移は以下のとおり。
2009年度713円→2010年度730円→2011年度737円


【ボトルネック、解決策】
・目標値は、新成長戦略で掲げている「2020年度までの平均で、名目３％、実質２％を
上回を上回る成長」を前提に、政労使の合意を得たものであるが、実際の経済成長率
は、
2010年度（実績）：名目１．１％、実質３．１％
2011年度（実績見込み）：名目△１．９％、実質△０．１％
にとどまっている。


280


パートタイ
ム労働者、
有期契約
労働者、派
遣労働者
の均衡待
遇の確保と
正社員転
換の推進


厚生労働省
職業安定局
派遣・有期
労働対策部
企画課


厚生労働省
労働基準局
労働条件政
策課


厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
短時間・在
宅労働課


職業安定局
派遣・有期
労働対策部
需給調整事
業課


・有期労働契約の在り方につ
いて、平成22年10月より、労働
政策審議会で検討を開始し
た。
・労働者派遣について、同種の
業務に従事する派遣先労働者
との均衡待遇の配慮、無期雇
用化の促進等の規定を盛り込
んだ労働者派遣法改正案を閣
議決定し、第１７４回通常国会
に提出。


・有期労働契約が５年を超えて反復更新さ
れた場合は、労働者の申込みにより無期労
働契約に転換させる仕組みの導入等を内
容とする労働契約法改正案を第１８０回通
常国会に提出した。
・2011年9月から、労働政策審議会で、今後
のパートタイム労働対策の在り方について
検討している。
・継続審議となっていた労働者派遣法改正
案が第１８０回通常国会にて成立。
・さらに、「日本再生の基本戦略」（平成23年
12月24日閣議決定）や「社会保障・税一体
改革大綱」（平成24年２月17日閣議決定）で
年度内に策定することとされた非正規雇用
問題に横断的に取り組むための「望ましい
働き方ビジョン」を、平成24年３月にとりまと
めた。


B：実施済


【ボトルネック、
解決策】
改正労働者派
遣法の円滑な施
行、労働契約法
改正案が成立し
た際には、その
円滑な施行、
「望ましい働き方
ビジョン」に基づ
く取組の推進等


【2020年の成果目標の達成状況】
改正労働者派遣法の施行や労働契約法改正案の成立、「望ましい働き方ビジョン」に
基づく取組の推進等により今後非正規雇用の労働者の雇用の安定・質の向上が見込
まれる。


【ボトルネック、解決策】
改正労働者派遣法の円滑な施行、労働契約法改正案が成立した際には、その円滑な
施行、「望ましい働き方ビジョン」に基づく取組の推進等


‐
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


283


労働災害
防止のた
め、事業者
による労働
災害の低
減の取組
の強化


厚生労働省
労働基準局
安全衛生部
安全課


労働災害防止対策について
は、業種、事業場規模別、事
故の型別等についての労働災
害の発生状況を分析し、重点
とすべき対策を決定し、指導し
ている。


【2010年度個別指導件数：
24,718件】


全国的に見て労働災害が増加傾向にある
建築工事業、陸上貨物運送事業、第三次産
業（小売業及び社会福祉施設）等を重点指
導対象に設定し積極的に対策を推進すると
ともに、都道府県労働局管内の労働災害の
発生状況も踏まえ、重点的な指導を行って
いる。


【2011年度個別指導件数：25,913件（前年比
＋1,195件。速報値）】


C：一部実施


【ボトルネック、
解決策】


近の労働災
害発生状況を踏
まえ、次期災防
計画（平成25年
度～29年度）を
策定する。陸上
貨物運送事業、
第三次産業の
対策を重点的に
推進する。併せ
て、「あんぜんプ
ロジェクト」を展
開し、企業の自
主的な安全活動
を促進する。


【2020年の成果目標の達成状況】
・2020年までの目標：労働災害を３割減
・2010年の労働災害発生件数は、2008年と比較して、-9.7%
　2008年　119,291人【基準】
　2009年　105,718人
　2010年　107,759人
　2011年は集計中


‐


B：実施済


【ボトルネック、
解決策】
・目標値は、新
成長戦略で掲げ
ている「2020年
度までの平均
で、名目３％、実
質２％を上回る
成長」を前提とし
ているが、実際
の経済成長率
は、
2010年度（実
績）：名目１．
１％、実質３．
１％
2011年度（実績
見込み）：名目
△１．９％、実質
△０．１％
にとどまってい
る。


2010年度と2011年度の経済成長率は、いずれも新成長戦略で掲げている「2020年度
までの平均で、名目３％、実質２％を上回る成長」という前提を下回ったにもかかわら
ず、左記の政労使合意と2011年度の支援の開始により、地域別 低賃金の大幅な引
き上げが実現した（全国加重平均で2010年度は17円、2011年度は７円）。


【ボトルネック、解決策】
・ 低賃金引上げの目標値は、新成長戦略で掲げている「2020年度までの平均で、名
目３％、実質２％を上回を上回る成長」を前提に、政労使の合意を得たものであるが、
実際の経済成長率は、
2010年度（実績）：名目１．１％、実質３．１％
2011年度（実績見込み）：名目△１．９％、実質△０．１％
にとどまっている。
・経済成長を前提とした 低賃金の引上げ目標値の達成に向けて、政労使一体と
なった取組が必要。


‐282


・「円卓合
意」を踏ま
え、 低賃
金の引き上
げと中小企
業の生産
性向上に向
けた政労使
一体となっ
た取組


厚生労働省
労働基準局
労働条件政
策課
賃金時間室


【関係省庁】
経済産業省
中小企業庁
事業環境部
企画課


内閣府
政策統括官
（経済・財政
運営担当）
付
参事官（産
業・雇用担
当）付


2010年６月及び12月の雇用戦
略対話で、 低賃金引上げに
ついての目標値とともに、円滑
な目標達成を支援するため、


も影響を受ける中小企業に
対する支援を行うことが政労
使の間で合意されたことから、
厚生労働省と経済産業省で連
携して中小企業の支援策を検
討・取りまとめ、「元気な日本
復活特別枠」で支援に必要な
2011年度予算を確保した。


厚生労働省と経済産業省が連携して、中小
企業に対する総合的な支援を実施した。
（地域の中小企業団体とも連携した相談窓
口の整備や、賃金引上げに資する業務改
善への助成等の支援を講じるとともに、技
術開発や新事業展開支援などの支援を講
じた。）
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


284


職場におけ
るメンタル
ヘルス対
策、受動喫
煙防止対
策に係る労
働政策審
議会での検
討・結論、
所要の見
直し措置


厚生労働省
労働基準局
安全衛生部
労働衛生課


職場のメンタルヘルス対策、受
動喫煙防止対策について労働
政策審議会で審議を行い、
2010年12月に建議


職場のメンタルヘルス対策、受動喫煙防止
対策の強化のため、労働安全衛生法の改
正法案を2011年12月に第179回国会（臨時
会）提出


B：実施済


【ボトルネック・
解決策】
改正法案の内
容の周知及び適
切な運用を行う
とともに、支援事
業を活用しつつ
職場のメンタル
ヘルス対策、受
動喫煙防止対
策の強化を図
る。


・メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場割合　50.4％　（平成22年「職場におけ
るメンタルヘルスケア対策に関する調査」）
・「全面禁煙」又は「喫煙室を設けそれ以外を禁煙」のいずれかの措置を講じている事
業所の割合　70％（平成24年職場における受動喫煙に係る調査）


‐


285


「こども指
針（仮称）」
（当該指針
を踏まえた
「総合施設
保育要領
（仮称）」の
検討（幼稚
園教育要
領と保育所
保育指針
の統合）


内閣府政策
統括官（共
生社会政策
担当）付参
事官（少子
化対策担
当）


関係省庁
文部科学省
初等中等教
育局幼児教
育課


厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
総務課少子
化対策企画
室


厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
保育課


子ども・子育て新システム検討
会議の下で検討を開始。


子ども・子育て新システム検討会議のもとで
検討を進め、平成２４年３月２日に少子化社
会対策会議において「子ども・子育て新シス
テムに関する基本制度」等を決定し、「こど
も指針（仮称）」及び「総合こども園保育要領
（仮称）」を策定することを含め、政府として
の方針を固めた。


上記決定に基づき、法案作成作業を進め、
同年３月３０日に「子ども・子育て支援法
案」、「総合こども園法案」及び「子ども・子育
て支援法及び総合こども園法の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律案」の３法
案を、税制抜本改革関連法案とともに国会
へ提出した。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・法案成立後、平成２５年度を目途に、子ども・子育て会議や国の基本指針など可能
なものから段階的に実施するとともに、地方公共団体を始めとする関係者とも丁寧に
意見交換を行い、円滑な施行に向けた準備を行う。


・新システムは社会保障・税一体改革大綱において示された消費税の引き上げの時
期や、地方公共団体での円滑な実施に向けた準備に要する期間なども考慮しつつ、
恒久財源を得て早期に本格実施する。


・「こども指針（仮称）」を位置づけるとされている国の基本指針の策定は、法案成立後
の段階的実施の中で行っていくこととしている。


※子ども・子育て新システム等を通じた関連する主な数値目標


・３歳未満児の保育利用率
　　2012年度 　　→　　2017年度末
　27％（86万人）　→　44％（122万人）


‐
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


286


幼稚園、保
育所の垣
根を取り払
い（保育に
欠ける要件
の撤廃
等）、新た
な指針に基
づき、幼児
教育と保育
をともに提
供する「こ
ども園（仮
称）」に一体
化


利用者と事
業者が契
約する利用
者補助方
式への転
換


内閣府政策
統括官(共生
社会政策担
当)付参事官
(少子化対策
担当)


関係省庁
文部科学省
初等中等教
育局幼児教
育課


厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
総務課少子
化対策企画
室


厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
保育課


子ども・子育て新システム検討
会議の下で検討を開始。


子ども・子育て新システム検討会議のもとで
検討を進め、平成２４年３月２日に少子化社
会対策会議において「子ども・子育て新シス
テムに関する基本制度」等を決定し、幼児
教育・保育にかかる給付の一体化、総合こ
ども園の創設等、政府としての方針を固め
た。


上記決定に基づき、法案作成作業を進め、
同年３月３０日に「子ども・子育て支援法
案」、「総合こども園法案」及び「子ども・子育
て支援法及び総合こども園法の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律案」の３法
案を、税制抜本改革関連法案とともに国会
へ提出した。


C：一部実施


    （制度・財源
の一元化に係る
事務の実施は、
恒久財源を得る
ことを前提に、
政令で定める日
から施行する。）


【ボトルネック・
解決策】
平成２４年通常
国会への法案
提出を目指して
きたところ、３月
３０日に予定通
り法案を国会に
提出した。


【2020年の成果目標の達成状況】
・法案成立後、平成２５年度を目途に、子ども・子育て会議や国の基本指針など可能
なものから段階的に実施するとともに、地方公共団体を始めとする関係者とも丁寧に
意見交換を行い、円滑な施行に向けた準備を行う。


・新システムは社会保障・税一体改革大綱において示された消費税の引き上げの時
期や、地方公共団体での円滑な実施に向けた準備に要する期間なども考慮しつつ、
恒久財源を得て早期に本格実施する。


・総合こども園の創設及びこども園給付等の創設による利用者補助方式への転換に
ついては、子ども・子育て新システムの内容のひとつとして、恒久財源を得ることを前
提に、政令で定める日から施行することとしている。


※子ども・子育て新システム等を通じた数値目標


・３歳未満児の保育利用率
　　2012年度 　　→　　2017年度末
　27％（86万人）　→　44％（122万人）


‐


287


「子ども家
庭省（仮
称）」の創
設等の検
討


内閣府政策
統括官(共生
社会政策担
当)付参事官
(少子化対策
担当)


関係省庁
文部科学省
大臣官房行
政改革推進
室


文部科学省
初等中等教
育局幼児教
育課


厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
総務課少子
化対策企画
室


厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
保育課


子ども・子育て新システム検討
会議の下で検討を開始。


子ども・子育て新システム検討会議のもとで
検討を進め、平成２４年３月２日に少子化社
会対策会議において「子ども・子育て新シス
テムに関する基本制度」等を決定し、実施
体制の一元化を含め政府としての方針を固
めた。


上記決定に基づき、法案作成作業を進め、
同年３月３０日に「子ども・子育て支援法
案」、「総合こども園法案」及び「子ども・子育
て支援法及び総合こども園法の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律案」の３法
案を、税制抜本改革関連法案とともに国会
へ提出した。


Ｃ：一部実施


【ボトルネック・
解決策】
「子ども家庭省
（仮称）」の創設
については、省
庁再編の際に創
設するとして、子
ども・子育て新
システム検討会
議においては一
定の結論が出て
おり、今後は新
たな検討の枠組
みに従って新シ
ステムとは別途
議論がなされる
もの。


【2020年の成果目標の達成状況】
・法案成立後、平成２５年度を目途に、子ども・子育て会議や国の基本指針など可能
なものから段階的に実施するとともに、地方公共団体を始めとする関係者とも丁寧に
意見交換を行い、円滑な施行に向けた準備を行う。


・新システムは社会保障・税一体改革大綱において示された消費税の引き上げの時
期や、地方公共団体での円滑な実施に向けた準備に要する期間なども考慮しつつ、
恒久財源を得て早期に本格実施する。


・子ども家庭省（仮称）については、省庁再編の際に実現を目指すが、当面、子ども・
子育て施策の中核的役割を担うこととなる内閣府に「子ども・子育て本部」を創設し、
新システムの一元的な実施体制を担保することを目的として、法律上の総合調整権
限を持たせることとする。


※子ども・子育て新システム等を通じた数値目標


・３歳未満児の保育利用率
　　2012年度 　　→　　2017年度末
　27％（86万人）　→　44％（122万人）


‐
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


288


国及び地方
における実
施体制の
一元化
（「子ども家
庭省（仮
称）」の創
設等）


内閣府政策
統括官（共
生社会政策
担当）付参
事官（少子
化対策担
当）


関係省庁
総務省自治
財政局調整
課


財務省大臣
官房総合政
策課政策推
進室


文部科学省
大臣官房行
政改革推進
室


文部科学省
初等中等教
育局幼児教
育課


厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
総務課少子
化対策企画
室


厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
保育課


経済産業省
商務情報政
策局サービ
ス政策課


経済産業省
経済産業政
策局経済社
会政策室


子ども・子育て新システム検討
会議の下で検討を開始。


子ども・子育て新システム検討会議のもとで
検討を進め、平成２４年３月２日に少子化社
会対策会議において「子ども・子育て新シス
テムに関する基本制度」等を決定し、省庁
再編の際に実現を目指す子ども家庭省（仮
称）の基盤となる新システムの一元的な実
施体制を、当面、内閣府に整備することを含
め、政府としての方針を固めた。


上記決定に基づき、法案作成作業を進め、
同年３月３０日に「子ども・子育て支援法
案」、「総合こども園法案」及び「子ども・子育
て支援法及び総合こども園法の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律案」の３法
案を、税制抜本改革関連法案とともに国会
へ提出した。


C：一部実施
    （新システム
の一元化な実施
体制の整備に係
る本格実施は、
恒久財源を得る
ことを前提に、
政令で定める日
から施行する。）


【ボトルネック・
解決策】
平成２４年通常
国会への法案
提出を目指して
きたところ、３月
３０日に予定通
り法案を国会に
提出した。


【2020年の成果目標の達成状況】
・法案成立後、平成２５年度を目途に、子ども・子育て会議や国の基本指針など可能
なものから段階的に実施するとともに、地方公共団体を始めとする関係者とも丁寧に
意見交換を行い、円滑な施行に向けた準備を行う。


・新システムは社会保障・税一体改革大綱において示された消費税の引き上げの時
期や、地方公共団体での円滑な実施に向けた準備に要する期間なども考慮しつつ、
恒久財源を得て早期に本格実施する。


・子ども家庭省（仮称）については、省庁再編の際に実現を目指すが、当面、子ども・
子育て施策の中核的役割を担うこととなる内閣府に「子ども・子育て本部」を創設し、
新システムの一元的な実施体制を担保することを目的として、法律上の総合調整権
限を持たせることとする。


※子ども・子育て新システム等を通じた数値目標


・３歳未満児の保育利用率
　　2012年度 　　→　　2017年度末
　27％（86万人）　→　44％（122万人）


‐
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


290


指定制度
の導入（施
設型・非施
設型を問わ
ず多様な
サービスを
客観的基
準により指
定）


内閣府政策
統括官（共
生社会政策
担当）付参
事官（少子
化対策担
当）


関係省庁
文部科学省
初等中等教
育局幼児教
育課


厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
総務課少子
化対策企画
室


厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
保育課


子ども・子育て新システム検討
会議の下で検討を開始。


子ども・子育て新システム検討会議のもとで
検討を進め、平成２４年３月２日に少子化社
会対策会議において「子ども・子育て新シス
テムに関する基本制度」等を決定し、指定
制度の導入を政府の方針として固めた。


上記決定に基づき、法案作成作業を進め、
同年３月３０日に「子ども・子育て支援法
案」、「総合こども園法案」及び「子ども・子育
て支援法及び総合こども園法の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律案」の３法
案を、税制抜本改革関連法案とともに国会
へ提出した。


C：一部実施
    （新システム
に伴う指定制度
の導入について
は、恒久財源を
得ることを前提
に、政令で定め
る日から施行す
る。）


【ボトルネック・
解決策】
平成２４年通常
国会への法案
提出を目指して
きたところ、３月
３０日に予定通
り法案を国会に
提出した。


【2020年の成果目標の達成状況】
・法案成立後、平成２５年度を目途に、子ども・子育て会議や国の基本指針など可能
なものから段階的に実施するとともに、地方公共団体を始めとする関係者とも丁寧に
意見交換を行い、円滑な施行に向けた準備を行う。


・新システムは社会保障・税一体改革大綱において示された消費税の引き上げの時
期や、地方公共団体での円滑な実施に向けた準備に要する期間なども考慮しつつ、
恒久財源を得て早期に本格実施する。


・指定制度の導入については、子ども・子育て新システムの内容のひとつとして、恒久
財源を得ることを前提に、政令で定める日から施行することとしている。


※子ども・子育て新システム等を通じた数値目標


・３歳未満児の保育利用率
　　2012年度 　　→　　2017年度末
　27％（86万人）　→　44％（122万人）


 B：実施済


‐


【2020年の成果目標の達成状況】
・工程表のとおり、２０１１年度までに制度設計の検討を終え、子ども・子育て新システ
ムを実施するための関連法案について、国会に提出。


【ボトルネック、解決策】
・目標達成に向けての抜本的対応のため、所要の法改正が必要であり、現在国会に
提出している関連法案の早期成立を図る。


‐289


客観的基
準による施
設認可の
徹底


厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
保育課


文部科学省
初等中等教
育局幼児教
育課


保育所について、株式会社、Ｎ
ＰＯ法人等の多様な事業主体
が参入できる旨、自治体に対
し周知徹底した。
また、指定制度の導入を含む
子ども・子育て新システムにつ
いては、子ども・子育て新シス
テム検討会議の下で検討を開
始した。


2010年度において実施済み。
また、指定制度の導入を含む、子ども・子育
て新システムについては、子ども・子育て新
システム検討会議のもとで検討を進め、平
成２４年３月２日に少子化社会対策会議に
おいて「子ども・子育て新システムに関する
基本制度」等を決定し、政府としての方針を
固めた。


上記決定に基づき、法案作成作業を進め、
同年３月３０日に「子ども・子育て支援法
案」、「総合こども園法案」及び「子ども・子育
て支援法及び総合こども園法の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律案」の３法
案を、税制抜本改革関連法案とともに国会
へ提出した。


175







加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


C：一部実施
    （新システム
に伴うこども園
給付の導入は、
恒久財源を得る
ことを前提に、
政令で定める日
から施行する。）


【ボトルネック・
解決策】
平成２４年通常
国会への法案
提出を目指して
きたところ、３月
３０日に予定通
り法案を国会に
提出した。


【2020年の成果目標の達成状況】
・法案成立後、平成２５年度を目途に、子ども・子育て会議や国の基本指針など可能
なものから段階的に実施するとともに、地方公共団体を始めとする関係者とも丁寧に
意見交換を行い、円滑な施行に向けた準備を行う。


・新システムは社会保障・税一体改革大綱において示された消費税の引き上げの時
期や、地方公共団体での円滑な実施に向けた準備に要する期間なども考慮しつつ、
恒久財源を得て早期に本格実施する。


・こども園給付の創設による価格制度の一本化については、子ども・子育て新システ
ムの内容のひとつとして、恒久財源を得ることを前提に、政令で定める日から施行す
ることとしている。


※子ども・子育て新システム等を通じた数値目標


・３歳未満児の保育利用率
　　2012年度 　　→　　2017年度末
　27％（86万人）　→　44％（122万人）


‐


292
施設整備
費の在り方
の見直し


内閣府政策
統括官（共
生社会政策
担当）付参
事官（少子
化対策担
当）


関係省庁
厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
保育課


子ども・子育て新システム検討
会議の下で検討を開始。


子ども・子育て新システム検討会議のもとで
検討を進め、平成２４年３月２日に少子化社
会対策会議において「子ども・子育て新シス
テムに関する基本制度」等を決定し、施設
整備の減価償却費相当分をこども園給付に
含めて給付する形とすることを政府の方針
として固めた。


上記決定に基づき、法案作成作業を進め、
同年３月３０日に「子ども・子育て支援法
案」、「総合こども園法案」及び「子ども・子育
て支援法及び総合こども園法の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律案」の３法
案を、税制抜本改革関連法案とともに国会
へ提出した。


C：一部実施
    （新システム
に伴うこども園
給付の導入は、
恒久財源を得る
ことを前提に、
政令で定める日
から施行する。）


【ボトルネック・
解決策】
平成２４年通常
国会への法案
提出を目指して
きたところ、３月
３０日に予定通
り法案を国会に
提出した。


【2020年の成果目標の達成状況】
・法案成立後、平成２５年度を目途に、子ども・子育て会議や国の基本指針など可能
なものから段階的に実施するとともに、地方公共団体を始めとする関係者とも丁寧に
意見交換を行い、円滑な施行に向けた準備を行う。


・新システムは社会保障・税一体改革大綱において示された消費税の引き上げの時
期や、地方公共団体での円滑な実施に向けた準備に要する期間なども考慮しつつ、
恒久財源を得て早期に本格実施する。


・こども園給付の創設による施設整備費の給付のあり方の一本化については、子ど
も・子育て新システムの内容のひとつとして、恒久財源を得ることを前提に、政令で定
める日から施行することとしている。


※子ども・子育て新システム等を通じた数値目標


・３歳未満児の保育利用率
　　2012年度 　　→　　2017年度末
　27％（86万人）　→　44％（122万人）


‐


291


「こども園
（仮称）」に
ついて価格
制度を一本
化する


内閣府政策
統括官（共
生社会政策
担当）付参
事官（少子
化対策担
当）


関係省庁
文部科学省
初等中等教
育局幼児教
育課


厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
総務課少子
化対策企画
室


厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
保育課


子ども・子育て新システム検討
会議の下で検討を開始。


子ども・子育て新システム検討会議のもとで
検討を進め、平成２４年３月２日に少子化社
会対策会議において「子ども・子育て新シス
テムに関する基本制度」等を決定し、こども
園給付の創設による給付の一本化を政府
の方針として固めた。


上記決定に基づき、法案作成作業を進め、
同年３月３０日に「子ども・子育て支援法
案」、「総合こども園法案」及び「子ども・子育
て支援法及び総合こども園法の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律案」の３法
案を、税制抜本改革関連法案とともに国会
へ提出した。


176







加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


294


配当が制
約されてい
ない旨関係
者に周知


厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
保育課


関係省庁


内閣府政策
統括官（共
生社会政策
担当）付参
事官（少子
化対策担
当）


保育所運営費における配当の
取扱いについては、厚生労働
省ホームページに関係通知が
掲載されているとともに、「子ど
も・子育て新システム検討会議
作業グループ基本制度ワーキ
ングチーム」において議論さ
れ、内容も内閣府ホームペー
ジに掲載されている。
また、こども園給付の導入を含
む子ども・子育て新システムに
ついては、子ども・子育て新シ
ステム検討会議の下で検討を
開始した。


こども園給付の導入を含む、子ども・子育て
新システムについては、子ども・子育て新シ
ステム検討会議のもとで検討を進め、平成
２４年３月２日に少子化社会対策会議にお
いて「子ども・子育て新システムに関する基
本制度」等を決定し、政府としての方針を固
めた。


上記決定に基づき、法案作成作業を進め、
同年３月３０日に「子ども・子育て支援法
案」、「総合こども園法案」及び「子ども・子育
て支援法及び総合こども園法の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律案」の３法
案を、税制抜本改革関連法案とともに国会
へ提出した。


 B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・工程表のとおり、２０１１年度までに制度設計の検討を終え、子ども・子育て新システ
ムを実施するための関連法案について、国会に提出。


【ボトルネック、解決策】
・目標達成に向けての抜本的対応のため、所要の法改正が必要であり、現在国会に
提出している関連法案の早期成立を図る。


‐


293


運営費の
使途範囲
は事業者
の自由度を
持たせ、一
定の経済
的基礎の
確保等を条
件に、他事
業等への
活用を可能
に


内閣府政策
統括官（共
生社会政策
担当）付参
事官（少子
化対策担
当）


関係省庁
厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
保育課


子ども・子育て新システム検討
会議の下で検討を開始。


子ども・子育て新システム検討会議のもとで
検討を進め、平成２４年３月２日に少子化社
会対策会議において「子ども・子育て新シス
テムに関する基本制度」等を決定し、指定
施設であるこども園については、繰入れや
余剰金の配当に関する法的な規制は行わ
ず、他事業会計との区分経理を求める制度
とすることを政府の方針として固めた。


上記決定に基づき、法案作成作業を進め、
同年３月３０日に「子ども・子育て支援法
案」、「総合こども園法案」及び「子ども・子育
て支援法及び総合こども園法の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律案」の３法
案を、税制抜本改革関連法案とともに国会
へ提出した。


C：一部実施
    （新システム
に伴うこども園
制度の導入は、
恒久財源を得る
ことを前提に、
政令で定める日
から施行する。）


【ボトルネック・
解決策】
平成２４年通常
国会への法案
提出を目指して
きたところ、３月
３０日に予定通
り法案を国会に
提出した。


【2020年の成果目標の達成状況】
・法案成立後、平成２５年度を目途に、子ども・子育て会議や国の基本指針など可能
なものから段階的に実施するとともに、地方公共団体を始めとする関係者とも丁寧に
意見交換を行い、円滑な施行に向けた準備を行う。


・新システムは社会保障・税一体改革大綱において示された消費税の引き上げの時
期や、地方公共団体での円滑な実施に向けた準備に要する期間なども考慮しつつ、
恒久財源を得て早期に本格実施する。


・繰入れや余剰金の配当に関する法的な規制は行わず、他事業会計との区分経理を
求める制度については、子ども・子育て新システムの内容のひとつとして、恒久財源を
得ることを前提に、政令で定める日から施行することとしている。


※子ども・子育て新システム等を通じた数値目標


・３歳未満児の保育利用率
　　2012年度 　　→　　2017年度末
　27％（86万人）　→　44％（122万人）


‐


177







加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


住宅局安心
居住推進課


○高齢者等居住安定化推進
事業により、子育て世帯向け
の先導的なすまいづくり・まち
づくりを行う事業に対し支援を
行った。


○２０１１年度においても、引き続き支援を
行っている。


住宅局市街
地建築課・
都市局市街
地整備課


○市街地再開発事業により、
施設建築物内への子育て支援
施設を導入する事業に対して
支援を行った。


○２０１１年度においても、引き続き支援を
行っている。


文部科学省
大臣官房文
教施設企画
部施設助成
課


○「みんなの廃校」プロジェクト
などにより、学校の空き教室や
廃校施設等の有効活用への
支援を行った。


○２０１１年度においても、引き続き支援を
行っている。


296


まちづくりと
連携して子
育て支援施
設の整備を
推進する仕
組みづくり
（再開発等
の機会を捉
えた新規整
備、小学校
の空き教室
等既存ス
トックの有
効活用によ
る施設誘致
等）


B：実施済


○高齢者等居住安定化推進事業により、これまで、子育て世帯向けの先導的な取り
組み15事業を支援。
（平成24年3月現在）


○子育て支援施設を導入する市街地再開発事業は、2010年度９地区、2011年度10地
区で実施されている。
また、2011年度に事業完了した市街地再開発事業によって約200人分の子育て支援
施設が供給されている。


295


株式会社
等に対する
社会福祉
法人会計
適用の見
直し


内閣府政策
統括官（共
生社会政策
担当）付参
事官（少子
化対策担
当）


関係省庁
厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
総務課少子
化対策企画
室


厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
保育課


子ども・子育て新システム検討
会議の下で検討を開始。


子ども・子育て新システム検討会議のもとで
検討を進め、平成２４年３月２日に少子化社
会対策会議において「子ども・子育て新シス
テムに関する基本制度」等を決定し、こども
園について、事業者の法人種別に応じた会
計処理方式とすることを政府の方針として
固めた。


上記決定に基づき、法案作成作業を進め、
同年３月３０日に「子ども・子育て支援法
案」、「総合こども園法案」及び「子ども・子育
て支援法及び総合こども園法の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律案」の３法
案を、税制抜本改革関連法案とともに国会
へ提出した。


C：一部実施
    （新システム
に伴うこども園
制度の導入は、
恒久財源を得る
ことを前提に、
政令で定める日
から施行する。）


【ボトルネック・
解決策】
平成２４年通常
国会への法案
提出を目指して
きたところ、３月
３０日に予定通
り法案を国会に
提出した


【2020年の成果目標の達成状況】
・法案成立後、平成２５年度を目途に、子ども・子育て会議や国の基本指針など可能
なものから段階的に実施するとともに、地方公共団体を始めとする関係者とも丁寧に
意見交換を行い、円滑な施行に向けた準備を行う。


・新システムは社会保障・税一体改革大綱において示された消費税の引き上げの時
期や、地方公共団体での円滑な実施に向けた準備に要する期間なども考慮しつつ、
恒久財源を得て早期に本格実施する。


・こども園給付の創設による会計基準の見直しについては、子ども・子育て新システム
の内容のひとつとして、恒久財源を得ることを前提に、政令で定める日から施行するこ
ととしている。


※子ども・子育て新システム等を通じた数値目標


・３歳未満児の保育利用率
　　2012年度 　　→　　2017年度末
　27％（86万人）　→　44％（122万人）


‐


178







加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


C：一部実施


【2020年の成果目標の達成状況】
・工程表のとおり、２０１１年度までに制度設計の検討を終え、子ども・子育て新システ
ムを実施するための関連法案について、国会に提出。


【ボトルネック、解決策】
・本施策は、現在国会に関連法案提出している子ども・子育て新システムの実現が前
提であり、関連法案の早期成立を図る。


297


子育て支援
施設間連
携の仕組
みづくり（施
設・園庭の
共有、開放
等）


厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
保育課


関係省庁


内閣府政策
統括官（共
生社会政策
担当）付参
事官（少子
化対策担
当）


文部科学省
初等中等教
育局幼児教
育課


子ども・子育て新システム検討
会議の下で検討を開始した。


子育て新システムについては、子ども・子育
て新システム検討会議のもとで検討を進
め、平成２４年３月２日に少子化社会対策会
議において「子ども・子育て新システムに関
する基本制度」等を決定し、政府としての方
針を固めた。
その中では、市町村が中心となり、各子育
て支援事業の一体的提供や都道府県（児
童相談所など）や給付・事業の主体、地域
子育て支援拠点事業など多様な主体と連携
するとしている。また、学校教育・保育及び
家庭における養育支援を一体的に提供する
総合こども園を創設することを盛り込んでい
る。
上記決定に基づき、法案作成作業を進め、
同年３月３０日に「子ども・子育て支援法
案」、「総合こども園法案」及び「子ども・子育
て支援法及び総合こども園法の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律案」の３法
案を、税制抜本改革関連法案とともに国会
へ提出した。


‐


179







加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


【宿舎の空きスペースの貸付
等】
　宿舎の空きスペースを活用し
た家庭的保育（保育ママ）事業
を支援するための具体的取り
扱いを定める通達（平成22年6
月28日付財理第2632号「地方
公共団体における家庭的保育
事業の実施のための国家公務
員宿舎の活用について」）を制
定。


【宿舎の空きスペースの貸付等】
　地方公共団体からの公務員宿舎に係る情
報提供依頼に対し、各財務局・財務事務所
からニーズに合った宿舎の空きスペースの
情報を提供。
 全国7箇所で、公務員宿舎の空きスペース
を活用した保育ママ事業を開始済。
　　東京都文京区：1箇所
　　滋賀県大津市：1箇所
　　兵庫県西宮市：1箇所
　　福岡県福岡市：2箇所
　　京都府宇治市：1箇所
　　兵庫県神戸市：1箇所


【2020年の成果目標の達成状況】


　公務員宿舎の空きスペースを活用した保育ママ事業により、39人（2011年度末現
在）を受け入れており、待機児童の解消に貢献した。


298


子育て支援
施設への
未利用国
有地の定
期借地権を
活用した貸
付けや庁
舎・宿舎の
空きスペー
スの貸付け
等


財務省
理財局
国有財産
企画課


【未利用国有地の定期借地権
を活用した貸付け等】


・定期借地権を活用した保育
所等への未利用国有地の貸
付に係る具体的取り扱いを定
める通達（平成22年8月27日付
財理第3644号「社会福祉施設
等の整備を目的とした地方公
共団体に対する定期借地権の
設定について」、平成23年3月
31日付財理第1539号「社会福
祉施設の整備を目的とした社
会福祉法人に対する定期借地
権の設定について」）を制定。


【未利用国有地の定期借地権を活用した貸
付け等】


・認定こども園についても定期借地権を活
用した未利用国有地の貸付けが可能となる
よう左記の通達を改正。


・施設用地を定期借地により確保する場
合、その賃料の前払いとして支払う一時金
については、都道府県等の補助対象となる
ことから、国有地の定期借地により施設を
整備する者が同補助を利用可能とするた
め、賃料の前払い制度を導入することとし、
通達（平成22年8月27日付財理第3644号
「社会福祉施設等の整備を目的とした地方
公共団体に対する定期借地権の設定につ
いて」、平成23年3月31日付財理第1539号
「社会福祉施設の整備を目的とした社会福
祉法人に対する定期借地権の設定につい
て」）を改正。


・地方公共団体、社会福祉法人から利用要
望のあった未利用国有地の貸付け等を実
施。
○定期借地権を活用した貸付け
　　東京都世田谷区  ：2箇所
　　神奈川県横浜市  ：2箇所
　　神奈川県川崎市  ：1箇所
　　神奈川県藤沢市  ：1箇所
　　埼玉県新座市 　  ：2箇所
　　鳥取県鳥取市 　  ：1箇所
　　鳥取県大田市 　  ：1箇所
○売却
　　東京都渋谷区：1箇所
　　東京都新宿区：1箇所
　　東京都葛飾区：1箇所
　　長野県松本市：1箇所
　　京都府宇治市：1箇所
　　岡山県倉敷市：1箇所


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】


　全国16箇所で、定期借地権を活用した保育所等を整備するための未利用国有地の
貸付け等を実施しており、当地での施設整備により、約1,700人の待機児童の解消に
貢献。


首都圏等に
おいて施設
を設置する
者に対する
（独）福祉医
療機構の貸
付条件の優
遇措置（Ｈ
24.4～）
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


299
保育ママ等
の育成支
援


厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
保育課


内閣府政策
統括官（共
生社会政策
担当）付参
事官（少子
化対策担
当）


文部科学省
初等中等教
育局幼児教
育課


家庭的保育事業（保育ママ）に
ついて、各都道府県に設置さ
れている「安心こども基金」で、
保育の実施場所にかかる改修
費の補助、賃借物件により新
たに事業を実施する場合の賃
借料補助及び研修費用の補
助を実施した。


家庭的保育事業（保育ママ）については、
各都道府県に設置されている「安心こども
基金」で、保育の実施場所にかかる改修費
の補助、賃借物件により新たに事業を実施
する場合の賃借料補助及び研修費用の補
助を実施している。平成２４年度予算案で
は、受け入れ児童数の増加と保育の質を向
上させるための家庭的保育補助者の配置
を促進するために、補助者経費の増額を
行った。
　また、待機児童ゼロ特命チームによる「待
機児童解消の『先取り』プロジェクト」の具体
的施策として、平成２３年度から複数の家庭
的保育者による事業である小規模グループ
型保育を実施し、一層の家庭的保育事業の
普及促進を進めるとともに、平成２３年度第
４次補正予算案で、緊急時における安全対
策等の管理費の配置に要する経費の補助
をすることにした。


B：実施済


家庭的保育事業の事業実績
（平成23年度交付決定ベース）
　家庭的保育利用児童数　2,687人
（平成24年度予算案ベース）
　家庭的保育利用児童数　10,000人


【2020年の成果目標の達成状況】
・工程表のとおり、２０１１年度までに制度設計の検討を終え、子ども・子育て新システ
ムを実施するための関連法案について、国会に提出。


【ボトルネック、解決策】
・目標達成に向けての抜本的対応のため、所要の法改正が必要であり、現在国会に
提出している関連法案の早期成立を図る。


‐
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


300


延長保育、
休日・夜
間・短時間
保育、一時
預かり、病
児・病後児
保育、事業
所内保育
等の提供に
対する支援


内閣府政策
統括官（共
生社会政策
担当）付参
事官（少子
化対策担
当）


関係省庁
文部科学省
初等中等教
育局幼児教
育課


厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
総務課少子
化対策企画
室


厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
保育課


経済産業省
商務情報政
策局サービ
ス政策課


経済産業省
経済産業政
策局経済社
会政策室


子ども・子育て新システム検討
会議の下で検討を開始。


子ども・子育て新システム検討会議のもとで
検討を進め、平成２４年３月２日に少子化社
会対策会議において「子ども・子育て新シス
テムに関する基本制度」等を決定し、地域
子ども・子育て支援事業に延長保育等を位
置づけること等を政府の方針として固めた。


上記決定に基づき、法案作成作業を進め、
同年３月３０日に「子ども・子育て支援法
案」、「総合こども園法案」及び「子ども・子育
て支援法及び総合こども園法の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律案」の３法
案を、税制抜本改革関連法案とともに国会
へ提出した。


C：一部実施
    （新システム
に伴う地域子ど
も・子育て支援
事業等の導入
は、恒久財源を
得ることを前提
に、政令で定め
る日から施行す
る。）


【ボトルネック・
解決策】
平成２４年通常
国会への法案
提出を目指して
きたところ、３月
３０日に予定通
り法案を国会に
提出した。


【2020年の成果目標の達成状況】
・法案成立後、平成２５年度を目途に、子ども・子育て会議や国の基本指針など可能
なものから段階的に実施するとともに、地方公共団体を始めとする関係者とも丁寧に
意見交換を行い、円滑な施行に向けた準備を行う。


・新システムは社会保障・税一体改革大綱において示された消費税の引き上げの時
期や、地方公共団体での円滑な実施に向けた準備に要する期間なども考慮しつつ、
恒久財源を得て早期に本格実施する。


・延長保育等を含む地域子ども・子育て支援事業の導入については、子ども・子育て
新システムの内容のひとつとして、恒久財源を得ることを前提に、政令で定める日か
ら施行することとしている。


※子ども・子育て新システム等を通じた関連する主な数値目標


・延長保育等
　　2009年度　→　2014年度末
　　　79万人　 →　 96万人


・休日保育
　　2009年度　→　2014年度末
　　　７万人　　→　　12万人


・病児・病後児保育
　　2008年度　→　2014年度末
　延べ31万人 →　延べ200万人


‐
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


C：一部実施
    （新システム
の本格実施は、
恒久財源を得る
ことを前提に、
政令で定める日
から施行する。）


【ボトルネック・
解決策】
平成２４年通常
国会への法案
提出を目指して
きたところ、３月
３０日に予定通
り法案を国会に
提出した


【2020年の成果目標の達成状況】
・法案成立後、平成２５年度を目途に、子ども・子育て会議や国の基本指針など可能
なものから段階的に実施するとともに、地方公共団体を始めとする関係者とも丁寧に
意見交換を行い、円滑な施行に向けた準備を行う。


・新システムは社会保障・税一体改革大綱において示された消費税の引き上げの時
期や、地方公共団体での円滑な実施に向けた準備に要する期間なども考慮しつつ、
恒久財源を得て早期に本格実施する。


・指定制度の導入については、子ども・子育て新システムの内容のひとつとして、恒久
財源を得ることを前提に、政令で定める日から施行することとしている。


※子ども・子育て新システム等を通じた数値目標


・３歳未満児の保育利用率
　　2012年度 　　→　　2017年度末
　27％（86万人）　→　44％（122万人）


‐


301


保育ママ、
ベビーシッ
ター、育成
支援ＮＰＯ
等と子育て
支援施設
が相互連
携を行う仕
組みづくり


内閣府政策
統括官（共
生社会政策
担当）付参
事官（少子
化対策担
当）


関係省庁
文部科学省


厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
総務課少子
化対策企画
室


厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
保育課


子ども・子育て新システム検討
会議の下で検討を開始。


子ども・子育て新システム検討会議のもとで
検討を進め、平成２４年３月２日に少子化社
会対策会議において「子ども・子育て新シス
テムに関する基本制度」等を決定し、市町
村が中心となり、多様な主体と連携し、地域
の子ども・子育て家庭を支援することを政府
の方針として固めた。


上記決定に基づき、法案作成作業を進め、
同年３月３０日に「子ども・子育て支援法
案」、「総合こども園法案」及び「子ども・子育
て支援法及び総合こども園法の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律案」の３法
案を、税制抜本改革関連法案とともに国会
へ提出した。


302
多様なサー
ビスを幅広
く指定


内閣府政策
統括官（共
生社会政策
担当）付参
事官（少子
化対策担
当）


関係省庁
文部科学省
初等中等教
育局幼児教
育課


厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
総務課少子
化対策企画
室


厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
保育課


子ども・子育て新システム検討
会議の下で検討を開始。


子ども・子育て新システム検討会議のもとで
検討を進め、平成２４年３月２日に少子化社
会対策会議において「子ども・子育て新シス
テムに関する基本制度」等を決定し、地域
型保育給付についても指定制度を導入する
ことを政府の方針として固めた。


上記決定に基づき、法案作成作業を進め、
同年３月３０日に「子ども・子育て支援法
案」、「総合こども園法案」及び「子ども・子育
て支援法及び総合こども園法の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律案」の３法
案を、税制抜本改革関連法案とともに国会
へ提出した。


C：一部実施
    （新システム
の本格実施は、
恒久財源を得る
ことを前提に、
政令で定める日
から施行する。）


【ボトルネック・
解決策】
平成２４年通常
国会への法案
提出を目指して
きたところ、３月
３０日に予定通
り法案を国会に
提出した。


【2020年の成果目標の達成状況】
・法案成立後、平成２５年度を目途に、子ども・子育て会議や国の基本指針など可能
なものから段階的に実施するとともに、地方公共団体を始めとする関係者とも丁寧に
意見交換を行い、円滑な施行に向けた準備を行う。


・新システムは社会保障・税一体改革大綱において示された消費税の引き上げの時
期や、地方公共団体での円滑な実施に向けた準備に要する期間なども考慮しつつ、
恒久財源を得て早期に本格実施する。


・地域型保育給付の創設による子育て支援施設等の相互連携の仕組みについては、
子ども・子育て新システムの内容のひとつとして、恒久財源を得ることを前提に、政令
で定める日から施行することとしている。


※子ども・子育て新システム等を通じた数値目標


・３歳未満児の保育利用率
　　2012年度 　　→　　2017年度末
　27％（86万人）　→　44％（122万人）


‐
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


303


子育て利用
券制度等
利用者が
選択できる
仕組みを整
備


内閣府政策
統括官（共
生社会政策
担当）付参
事官（少子
化対策担
当）


関係省庁
文部科学省
初等中等教
育局幼児教
育課


厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
総務課少子
化対策企画
室


子ども・子育て新システム検討
会議の下で検討を開始。


子ども・子育て新システム検討会議のもとで
検討を進め、平成２４年３月２日に少子化社
会対策会議において「子ども・子育て新シス
テムに関する基本制度」等を決定し、市町
村の関与の下、保護者が自ら施設を選択
し、保護者が施設と契約する公的契約とす
ることを政府の方針として固めた。


上記決定に基づき、法案作成作業を進め、
同年３月３０日に「子ども・子育て支援法
案」、「総合こども園法案」及び「子ども・子育
て支援法及び総合こども園法の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律案」の３法
案を、税制抜本改革関連法案とともに国会
へ提出した。


C：一部実施
（新システムに
伴う新たな利用
手続きの導入に
ついては、恒久
財源を得ること
を前提に、政令
で定める日から
施行する。）


・市町村の関与
の下、保護者が
自ら施設を選択
し、保護者が施
設と契約する公
的契約とするこ
とで、利用者が
必要な給付・事
業を選択できる
仕組みを整備す
ることとした。


【ボトルネック・
解決策】
平成２４年通常
国会への法案
提出を目指して
きたところ、３月
３０日に予定通
り法案を国会に
提出した


【2020年の成果目標の達成状況】
・法案成立後、平成２５年度を目途に、子ども・子育て会議や国の基本指針など可能
なものから段階的に実施するとともに、地方公共団体を始めとする関係者とも丁寧に
意見交換を行い、円滑な施行に向けた準備を行う。


・新システムは社会保障・税一体改革大綱において示された消費税の引き上げの時
期や、地方公共団体での円滑な実施に向けた準備に要する期間なども考慮しつつ、
恒久財源を得て早期に本格実施する。


・こども園給付等の創設については、子ども・子育て新システムの内容のひとつとし
て、恒久財源を得ることを前提に、政令で定める日から施行することとしている。


※子ども・子育て新システム等を通じた数値目標


・３歳未満児の保育利用率
　　2012年度 　　→　　2017年度末
　27％（86万人）　→　44％（122万人）


‐
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


放課後児
童クラブ及
び放課後子
ども教室の
体制を育
児・教育支
援の観点
から改善・
強化（小１、
小４の壁解
消）


内閣府政策
統括官（共
生社会政策
担当）付参
事官（少子
化対策担
当）


関係省庁
文部科学省
生涯学習政
策局社会教
育課


厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
総務課少子
化対策企画
室


厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
育成環境課


子ども・子育て新システム検討
会議の下で検討を開始。


子ども・子育て新システム検討会議のもとで
検討を進め、平成２４年３月２日に少子化社
会対策会議において「子ども・子育て新シス
テムに関する基本制度」等を決定し、政府と
しての方針を固めた。


上記決定に基づき、法案作成作業を進め、
同年３月３０日に「子ども・子育て支援法
案」、「総合こども園法案」及び「子ども・子育
て支援法及び総合こども園法の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律案」の３法
案を、税制抜本改革関連法案とともに国会
へ提出した。


C：一部実施
(放課後児童クラ
ブを含む地域子
ども・子育て支
援事業の実施に
ついては、恒久
財源を得ること
を前提に、政令
で定める日から
施行する。)
・放課後児童ク
ラブについて
は、子ども・子育
て新システムの
対象とし、体制
の改善・強化を
行うこととされ
た。
・なお、放課後
児童クラブと放
課後子ども教室
の関係について
は、新システム
の検討におい
て、将来的には
両事業を一体的
に実施していくこ
とを目指しつつ、
当面はそれぞれ
の質・量の充実
を図ることが急
務との整理がな
されており、両
事業の連携を引
き続き推進して
いくこととした。
【ボトルネック・
解決策】
平成２４年通常
国会への法案
提出を目指して
きたところ、３月
３０日に予定通
り法案を国会に
提出した。


【2020年の成果目標の達成状況】
・法案成立後、平成２５年度を目途に、子ども・子育て会議や国の基本指針など可能
なものから段階的に実施するとともに、地方公共団体を始めとする関係者とも丁寧に
意見交換を行い、円滑な施行に向けた準備を行う。


・新システムは社会保障・税一体改革大綱において示された消費税の引き上げの時
期や、地方公共団体での円滑な実施に向けた準備に要する期間なども考慮しつつ、
恒久財源を得て早期に本格実施する。


・放課後児童クラブを含む地域子ども・子育て支援事業の導入については、子ども・子
育て新システムの内容のひとつとして、恒久財源を得ることを前提に、政令で定める
日から施行することとしている。


※子ども・子育て新システム等を通じた数値目標


・放課後児童クラブの利用率
　　2012年度 　　→　　2017年度末
　22％（83万人）　→　40％（129万人）
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


305
放課後対
策の体制を
整理・強化


内閣府政策
統括官（共
生社会政策
担当）付参
事官（少子
化対策担
当）


関係省庁
文部科学省
初等中等教
育局社会教
育課


厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
総務課少子
化対策企画
室


厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
育成環境課


子ども・子育て新システム検討
会議の下で検討を開始。


子ども・子育て新システム検討会議のもとで
検討を進め、平成２４年３月２日に少子化社
会対策会議において「子ども・子育て新シス
テムに関する基本制度」等を決定し、政府と
しての方針を固めた。


上記決定に基づき、法案作成作業を進め、
同年３月３０日に「子ども・子育て支援法
案」、「総合こども園法案」及び「子ども・子育
て支援法及び総合こども園法の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律案」の３法
案を、税制抜本改革関連法案とともに国会
へ提出した。


C：一部実施
(放課後児童クラ
ブを含む地域子
ども・子育て支
援事業の実施に
ついては、恒久
財源を得ること
を前提に、政令
で定める日から
施行する。)
・放課後児童ク
ラブについて
は、子ども・子育
て新システムの
対象とし、体制
の改善・強化を
行うこととされ
た。
・なお、放課後
児童クラブと放
課後子ども教室
の関係について
は、新システム
の検討におい
て、将来的には
両事業を一体的
に実施していくこ
とを目指しつつ、
当面はそれぞれ
の質・量の充実
を図ることが急
務との整理がな
されており、両
事業の連携を引
き続き推進して
いくこととした。
【ボトルネック・
解決策】
平成２４年通常
国会への法案
提出を目指して
きたところ、３月
３０日に予定通
り法案を国会に
提出した。


【2020年の成果目標の達成状況】
・法案成立後、平成２５年度を目途に、子ども・子育て会議や国の基本指針など可能
なものから段階的に実施するとともに、地方公共団体を始めとする関係者とも丁寧に
意見交換を行い、円滑な施行に向けた準備を行う。


・新システムは社会保障・税一体改革大綱において示された消費税の引き上げの時
期や、地方公共団体での円滑な実施に向けた準備に要する期間なども考慮しつつ、
恒久財源を得て早期に本格実施する。


・放課後児童クラブを含む地域子ども・子育て支援事業の導入については、子ども・子
育て新システムの内容のひとつとして、恒久財源を得ることを前提に、政令で定める
日から施行することとしている。


※子ども・子育て新システム等を通じた数値目標


・放課後児童クラブの利用率
　　2012年度 　　→　　2017年度末
　22％（83万人）　→　40％（129万人）


‐
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


（課題発見・解決能力や論理
的思考力、コミュニケーション
能力の育成）
・基礎的・基本的な知識・技能
の習得と思考力・判断力・表現
力等をバランスよく伸ばしてい
くために、教育内容の充実と教
科等の授業時数の充実を図っ
た新しい学習指導要領につい
て、その趣旨・内容を教育委員
会等に対し周知を行った。ま
た、言語活動の充実に関する
指導事例集【小学校版】や総
合的な学習の時間指導資料集
（小学校編・中学校編）の作
成、コミュニケーション能力の
育成に資する芸術表現体験事
業（平成22年度予算：50億円
の内数、実施校数292校）の実
施等により、課題発見・解決能
力や論理的思考力、コミュニ
ケーション能力の育成に向け
た取組の推進を図った。


・小学校において、新しい学習指導要領を
全面実施。新しい学習指導要領の円滑かつ
着実な実施に向け、引き続き教育委員会等
に対し周知を図った。また、言語活動の充
実に関する指導事例集【中学校版】の作成
や、コミュニケーション能力の育成に資する
芸術表現体験事業（平成23年度予算：47億
円の内数、実施校数181校）の実施等によ
り、課題発見・解決能力や論理的思考力、コ
ミュニケーション能力の育成に向けた取組
の推進を図っている。


（外国語教育の充実）
・新学習指導要領に基づき、小
学校第５・６学年での外国語活
動を学校の判断により先行実
施。小学校外国語活動の導入
等新学習指導要領の着実な実
施に向けた条件整備（平成22
年度予算：219百万円、「英語
ノート」の印刷・配布等）や外国
語指導助手の資質向上（平成
22年度予算：11百万円、ＡＬＴ
等を対象とした研修の実施）等
を実施。また、「外国語能力の
向上に関する検討会（平成22
年11月設置）」において、生徒
の外国語能力の向上等に向け
た検討を実施。


・新学習指導要領に基づき、小学校第５・６
学年において外国語活動を必修化。（また、
平成24年度から中学校における外国語科
の授業時数約３割増、平成25年度から高等
学校における英語の授業は英語で行うこと
を基本とする等、外国語教育の改善を図っ
た新学習指導要領を実施していくこととなっ
ている。）小中高を通じた外国語教育の充
実を図るため、小学校外国語活動の円滑な
実施に向けた教材の整備（平成23年度予
算：172百万円、「Hi, friends!」の作成・配布
等）、外国語指導助手の指導力等向上のた
めの取組（平成23年度予算：8百万円、ＡＬＴ
等を対象とした研修の実施）を実施。また、
「外国語能力の向上に関する検討会（平成
22年11月設置）」において検討を進め、平成
23年6月に「国際共通語としての英語力の
向上のための５つの提言と具体的施策」を
とりまとめた。平成24年度予算案において、
英語力の指導改善事業（平成24年度予算
案：176百万円）、外国語指導助手の指導力
向上のための取組（平成24年度政府予算
案：8百万円）、外国語活動・外国語教育の
教材整備等（平成24年度予算案：142百万
円）、若手英語教員米国派遣事業（平成24
年度予算案：404百万円）を行うために必要
な経費を計上。
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


（理数教育の充実）
・理科教育等設備の整備に対
する補助（平成22年度予算：11
億円）、スーパーサイエンスハ
イスクール事業（平成22年度
予算：約21億円、指定校数125
校）を実施しているほか、小学
校理科の観察実験の手引きの
作成・配布（平成23年3月）等
により、理数教育の充実を図っ
た。


・小学校・中学校の理科教育等設備の整備
基準の改定、理科教育等設備の整備に対
する補助（平成23年度予算：約15億円）、
スーパーサイエンスハイスクール事業（平成
23年度予算：約24億円、指定校数145校）の
実施等により、理数教育の充実を図ってい
る。


（情報教育の充実）
・新学習指導要領において、情
報教育の一層の充実を図って
おり、その円滑かつ確実な実
施のため、教員による指導の
参考となる「教育の情報化に
関する手引」を作成（平成22年
10月）。


・教育の情報化に関する総合的な推進方策
である「教育の情報化ビジョン」を策定した
（平成23年4月）。本ビジョンにおいて、「情報
活用能力に関する実態調査の在り方につい
て検討し、我が国における子どもたちの情
報活用能力の育成に向けた具体的施策に
生かすことが求められる」としており、平成
24年度から、児童生徒の情報活用能力の
習得状況等に関する調査研究を実施するこ
ととしている。
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


（キャリア教育の充実）
・平成23年1月に中央教育審
議会答申「今後の学校におけ
るキャリア教育・職業教育の在
り方について」が取りまとめら
れた。また、中学校における
キャリア教育の実践に資する
ため、「中学校キャリア教育の
手引き（平成23年3月）」を全国
の国公私立の中学校に配布。
さらに、上記答申の内容を踏ま
え、地域・社会や産業界と連
携・協働したキャリア教育を推
進していくため、「キャリア教育
における外部人材活用等に関
する調査研究協力者会議」を
平成23年1月に設置。加えて、
キャリア教育の意義を普及・啓
発と推進に資することを目的と
し、平成23年1月に「キャリア教
育推進フォーラム」を開催。


・高等学校におけるキャリア教育の実践に
資するため、「高等学校キャリア教育の手引
き（2011年11月）」を全国の国公私立の高等
学校に配布。「今後の学校におけるキャリア
教育の在り方について」の研修用動画や研
修用資料も、文部科学省HP上での配信を
開始。また、学校外部の教育資源を活用し
たキャリア教育をより推進するため「キャリ
ア教育における外部人材活用等に関する調
査研究協力者会議」において、2011年12月
に 終報告が取りまとめられた。さらに、社
会全体でキャリア教育を推進する気運を高
め、キャリア教育の意義の普及・啓発と推進
に資することを目的として、文部科学省、厚
生労働省、経済産業省の合同で、平成24年
1月に「キャリア教育推進連携シンポジウ
ム」を開催。


（職業教育の充実）
「学校･家庭･地域の連携協力
推進事業」の一部、「専門的な
職業系人材の育成推進事業」
として、社会や地域のニーズに
応じた人材育成など、先導的
な取組（特色あるカリキュラ
ム、技術開発研究の推進、技
術・技能の習得、高度資格へ
の挑戦など）を行う専門高校を
支援するために「目指せスペ
シャリスト」（指定校数6校）、専
門高校と地域産業界が連携
（協働）して、ものづくりや食・く
らしを支え、地域産業を担う専
門的職業人を育成するための
先導的な取組を支援する「地
域産業の担い手育成プロジェ
クト」（28地域）を実施。産業
界、教育界さらに国民一般に
対し、広く産業教育に対する理
解協力を促し、高等学校にお
ける産業教育の活性化を図る


「学校･家庭･地域の連携協力推進事業」の
一部、「専門的な職業系人材の育成推進事
業」として、社会や地域のニーズに応じた人
材育成など、先導的な取組（特色あるカリ
キュラム、技術開発研究の推進、技術・技
能の習得、高度資格への挑戦など）を行う
専門高校を支援する「目指せスペシャリス
ト」（指定校数5校）を実施。産業界、教育界
さらに国民一般に対し、広く産業教育に対
する理解協力を促し、高等学校における産
業教育の活性化を図るため、「全国産業教
育フェア　鹿児島大会」（全国の専門高校等
の日頃の学習成果の発表等）を実施。な
お、専門性の基礎・基本を一層重視するとと
もに、専門分野に関する知識と技術の定着
を図る観点から、科目数の充実を図った専
門学科に関する新しい学習指導要領は
2013年度の入学生から年次進行で実施予
定。


ため、「全国産業教育フェア
茨城大会」（全国の専門高校
等の日頃の学習成果の発表
等）を実施。
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重要能力・
スキルの確
実な習得
（課題発
見・解決能
力や論理
的思考力、
コミュニ
ケーション
能力の育
成、外国語
教育、理数
教育、情報
教育、キャ
リア教育・
職業教育
の充実（学
習内容定
着度の調
査やデータ
蓄積に基づ
く教育課程
の改善等
の検討、産
業界や地
域人材の
活用、高校
留学の機
会の拡大、
国際バカロ
レア資格取
得可能校
等の拡大、
英語担当
教員採用
時の
TOEF/TOE
IC成績等の
考慮、外国
人教員の
採用促
進））


文部科学省
初等中等教
育局
教育課程課


B：実施済


○OECD生徒の学習到達度調査等で世界トップクラスの順位
・2010～2011年度にかけて、ＯＥＣＤ生徒の学習到達度調査等は行われていないた
め、成果目標の達成状況の評価は困難である。
＜参考＞
・ＰＩＳＡの２００９年調査では、各リテラシーとも２００６年調査より下位層が減少し、上
位層が増加するなど、読解力を中心に生徒の学力は改善傾向にある。
【ボトルネック、解決策】
上記の通り、OECD生徒の学習到達度調査等が行われていないため成果目標の達成
状況の評価は困難であるが、目標達成のためには、学校教育全体を通じて課題発
見・解決能力や論理的思考力、コミュニケーション能力の育成を目指し、特に外国語
教育、理数教育、情報教育、キャリア教育・職業教育等の充実を図った新しい学習指
導要領を着実に実施していくことが重要である。併せて、全国学力・学習状況調査等
を実施し、取組の成果と課題の検証を行うことで、教育指導の充実や学習状況の改
善等に役立てる。


○18歳までの留学ないし海外在学経験者を３万人規模に
・高等学校等における海外派遣生徒数（留学（3ヶ月以上））
（平成20年度実績：3,190人
※隔年調査で把握。ただし平成22年度については震災等の影響で実施せず。平成23
年度実績については平成24年度中に把握・公表予定。）
※※なお、帰国児童生徒数については、平成22年度間実績：10,589人。


【ボトルネック、解決策】
日本人高校生の海外留学は近年減少傾向であり、引き続き、施策を着実に実施し、
高等学校等における海外に留学（３ヶ月以上）する高校生数の増加を図るための環境
整備・措置等（高校生留学等推進協議会の開催やグローバル人材育成のための講師
の派遣、留学相談員の配置の取組を行う都道府県への支援等を含む。）が必要であ
る。
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


（学習内容定着度の調査やそ
のデータ蓄積に基づく教育課
程の改善等の検討）
［全国学力・学習状況調査］
・2010年度は、2007年度から
2009年度の３年間の悉皆調査
の結果、全国・各地域等の信
頼性の高いデータが蓄積さ
れ、教育に関する検証改善サ
イクル構築も着実に進んでい
ることから、調査方式を抽出調
査及び希望利用方式に切り替
え、小学校第６学年、中学校第
３学年を対象に、教科に関する
調査（国語、算数・数学）や生
活習慣や学習環境等に関する
質問紙調査を実施。


［全国学力・学習状況調査］
・2011年度は東日本大震災等の影響を考
慮し、調査としての実施を見送ったが、教育
に関する検証改善サイクルの継続を支援す
るため、希望する教育委員会及び学校等に
対して、国が作成した問題冊子等を９月下
旬に配布。2012年度は小学校第６学年、中
学校第３学年を対象に、教科に関する調査
について、従来の対象教科（国語、算数・数
学）に新たに理科を追加し、抽出調査及び
希望利用方式にて2012年４月に実施予定。
2013年度は①すべての市町村、学校等の
状況の把握のため、対象学年の全児童生
徒を対象に実施するとともに、②経年変化
分析や経済的な面も含めた教育格差等の
きめ細かい把握・分析が可能となるような調
査を同時又は事後に一部追加で実施する
など従来の調査とは異なる新たな調査とし
て「きめ細かい調査」を実施する予定であ
り、詳細な制度設計について検討中。
［学習指導要領実施状況調査］
・平成２４年度に小学校学習指導要領実施
状況調査を実施するための準備を行った。


（産業界や地域人材の活用）
・中央教育審議会答申「今後
の学校におけるキャリア教育・
職業教育の在り方について」
の内容を踏まえ、地域・社会や
産業界と連携・協働したキャリ
ア教育を推進していくため、
「キャリア教育における外部人
材活用等に関する調査研究協
力者会議」を平成23年1月に設
置。
・「専門的な職業系人材の育成
推進事業」として、専門高校に
おいて、大学・研究機関等との
連携を強化することにより、将
来の地域社会の担い手となる
専門的職業人を育成する「目
指せスペシャリスト」（指定校数
6校）、専門高校と地域産業界
が連携し、ものづくりや食・くら
しをを支える専門的職業人の
育成を行う「地域産業の担い
手育成プロジェクト」（28地域）


・地域・社会や産業界と連携・協働したキャ
リア教育を推進していくため、「キャリア教育
における外部人材活用等に関する調査研
究協力者会議」において、平成23年12月に
報告「学校が社会と協働して一日も早くすべ
ての児童生徒に充実したキャリア教育を行
うために」が取りまとめられた。
・「専門的な職業系人材の育成推進事業」と
して、専門高校において、大学・研究機関等
との連携を強化することにより、将来の地域
社会の担い手となる専門的職業人を育成す
る「目指せスペシャリスト」（指定校数5校）を
実施。専門高校と地域産業界が連携し、も
のづくりや食・くらしを支える専門的職業人
の育成を行う「地域産業の担い手育成プロ
ジェクト」（平成16年度から22年度に実施）
の取組を普及するために「成果事例集」を
作成中。


を実施
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


（高校留学の促進）
・国際化の一層の進展や高校
生の海外留学の重要性等に鑑
み、学校教育法施行規則の改
正により、平成22年４月から、
高等学校等における外国留学
時認定可能単位数を30単位か
ら36単位まで拡大（高等学校
の卒業要件として規定されて
いる 低取得単位数：74単位）
し、高校生が留学しやすい環
境整備を図った。
・高校生の留学経費の一部を
支援する「高校生の留学促進」
事業（平成22年度予算額　29
百万円：54人分（実績））、外国
で日本語を専攻している現地
の高校生を6週間程度日本に
招聘し、日本人高校生等と共
に活動・交流してもらう「外国
人高校生（日本語専攻）の短


・高等学校等における外国留学時認定可能
単位数の拡大（平成22年４月～）について、
平成23年８月の「帰国・外国人児童生徒教
育及び国際理解教育担当指導主事等連絡
協議会」等において周知。
・高校生の留学経費の一部を支援する「高
校生の留学促進」事業（平成23年度予算額
27百万円：50人分）を実施。
・「グローバル人材育成推進会議中間まと
め」（平成23年６月22日決定）等も踏まえ、
平成24年度予算案においては、「高校生の
留学等を通じたグローバル人材育成のため
の取組」（平成24年度予算案：２億3700万
円）を大幅に充実させたところ（対前年度比
１億8400万円増）。特に、高校生の留学経
費の一部を支援する「高校生の留学促進」
事業（平成24年度予算案　123百万円）の対
象者数を50人から300人に大幅に拡充する
ほか、新たに、「国際的視野の涵養と留学
機運の醸成」事業（平成24年度予算案　83
百万円）を実施し、高校生留学等推進協議
会の開催やグローバル人材育成のための


期招致」事業（平成22年度予
算額　27百万円：93人分（実
績））を実施。


講師の派遣、留学相談員の配置の取組を
行う都道府県を支援することとし、必要な経
費を計上。また、外国で日本語を専攻してい
る現地の高校生を6週間程度日本に招聘
し、日本人高校生等と共に活動・交流しても
らう「外国人高校生（日本語専攻）の短期招
致」事業（平成24年度予算案　31百万円）に
ついても、対象人数を92人から115人に拡
充予定。


（国際バカロレア資格取得可
能校等の拡大）
・国際バカロレア機構への資
金拠出を通して、教員養成
ワークショップ、国際バカロレ
ア普及のためのフォーラム、資
料の翻訳等を実施。


（国際バカロレア資格取得可能校等の拡
大）
・国際バカロレア機構への資金拠出を通し
て、教員養成ワークショップ、国際バカロレ
ア普及のためのフォーラム、資料の翻訳等
を実施。
・平成24年度予算案において、国際バカロ
レアの理念を生かしたカリキュラムづくりを
行う学校を指定し、国際バカロレアの趣旨を
踏まえたカリキュラムや指導方法、評価方
法等に関する調査研究を行うために必要な
経費を計上（平成24年度予算案　15百万
円、指定校数5校）。


（英語担当教員採用時のTOEFL/TOEIC成
績等の考慮、外国人教員の採用促進）
・都道府県等教育委員会に対し、英語教員
の採用に当たり、英語によるコミュニケー
ション能力を十分に考慮した採用選考の実
施に努めることなどの内容を含む「教員採
用等の改善について」(平成23年12月27日
初等中等教育局長通知)を発出。
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


307


現行の教
員養成シス
テムの課題
の調査分
析、教職員
体制の計
画的な見直
しの検討


（現行の教
員養成シス
テムの課題
の調査分
析）
文部科学省
初等中等教
育局
教職員課


（現行の教員養成システムの
課題の調査分析）
・中央教育審議会教員の資質
能力向上特別部会において教
職生活の全体を通じた教員の
資質能力の総合的な向上方策
について検討を行い、平成23
年1月31日に、「教員養成の修
士レベル化」、「専門免許状(仮
称)制度の創設」などを主な内
容とする「審議経過報告」を取
りまとめ。


（現行の教員養成システムの課題の調査分
析）
・より具体的な検討を進める必要があること
から、特別部会のもとに、審議経過報告に
基づく専門的な調査審議を行うための基本
制度ワーキンググループを設置し、審議。
基本制度ワーキンググループでは、７回の
審議を行い、教員の資質能力の総合的な向
上方策について、教員養成の修士レベル
化、「専門免許状(仮称)」制度の創設など、
改革の方向性を示すとともに、教職大学院
の発展・拡充など修士レベルの課程の質と
量の充実、教育委員会と大学との連携・協
働による教員養成・研修の充実など当面の
改善方策を主な内容とする報告案を取りま
とめ。


C：一部実施
【ボトルネック、
解決策】
（現行の教員養
成システムの課
題の調査分析）
・21世紀を生き
抜くための新た
な学びを支える
教員の養成と、
学び続ける教員
を支援する仕組
みの構築が課
題。このため、
教員養成の修
士レベル化に向
け、修士レベル
の課程の質と量
の充実、教育委
員会と大学との


【2020年の成果目標の達成状況】
OECD生徒の学習到達度調査等で世界トップクラスの順位
・2010～2011年度にかけて、ＯＥＣＤ生徒の学習到達度調査等は行われていないた
め、成果目標の達成状況の評価は困難である。
＜参考＞
・ＰＩＳＡの２００９年調査では、各リテラシーとも２００６年調査より下位層が減少し、上
位層が増加するなど、読解力を中心に生徒の学力は改善傾向にある。
・我が国の学力は国際的に見ても依然トップレベルを維持。
　（PISA 2009）65ヶ国中結果：
　　読解力　８位、数学的リテラシー　９位、科学的リテラシー　５位
・教職員定数の改善
　平成22年度：4,200人
　平成23年度：2,300人
　平成24年度予算案：3,800人
・教員一人あたりの児童生徒数が減少する等教育環境が改善。
　（学校基本調査）
　小学校：19.6人（平成15年度）→17.7人（平成23年度）、中学校15.3人
　中学校：15.3人（平成15年度）→14.1人（平成23年度）


‐


連携・協働によ
る研修の充実な
ど教職生活の全
体を通じた教員
の資質能力の
総合的な向上方
策について、
2012年夏頃の
取りまとめに向
け、引き続き検
討を行う。
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


（教職員体
制の計画的
な見直しの
検討）
文部科学省
初等中等教
育局財務課


（教職員体制の計画的な見直
しの検討）
・文部科学省では、平成22年８
月に、平成28年度までに小学
校１年生から中学校３年生ま
でを35人以下学級とすること等
を柱とする「新・公立義務教育
諸学校教職員定数改善計画
（案）」を公表したが、平成23年
度予算編成過程において政府
全体の合意には至らず、国家
戦略担当・財務・文部科学３大
臣合意（平成22年12月）におい
て、平成23年度において小学
校１年生の35人以下学級を実
現すること、平成24年度以降
の教職員定数の改善について
は引き続き平成24年度以降の
予算編成において検討するこ
ととされた。


（教職員体制の計画的な見直しの検討）
・平成23年度には小学校1年生の35人以下
学級の制度化とこれに伴う2,300人の教職
員定数の改善を実施。
・平成24年度予算案では、予算編成過程に
おける議論を経て、現に小学校２年生で36
人以上となっている学級を解消するために
必要な加配定数の増（900人）のほか、小学
校専科指導や特別支援教育の充実等、東
日本大震災への対応等のための加配定数
の計3,800人の教職員定数の改善を計上。
・また、今後の少人数学級の推進や個別の
課題に対応するための教職員定数の在り
方については、財務省・文部科学省合意文
書（平成23年12月24日）において、教育の
質の向上につながる教職員配置の適正化
を計画的に行うことその他の方策を引き続
き検討し、その結果に基づいて必要な措置
を講じるとされたところであり、これも踏ま
え、文部科学省としては、平成23年６月に設
置した有識者会議において検討していると
ころ。


（教職員体制の
計画的な見直し
の検討）
・「日本再生重
点化措置」優
先・重点事業の
決定に係る政
府・与党会議(平
成23年12月9
日）において、教
職員定数改善
等について、「小
２の35人以下学
級について学力
等への政策効
果を全国レベル
で検証した上で
検討。それまで
の間、地方での
進展や公務員
人件費改革を十
分踏まえ地方の


・習熟度別の少人数指導や小学校における専科指導の取組が充実。
　習熟度別少人数指導の実施率
　　　　　　　（中学校）：70.5％（平成21年度）→78.0％（平成23年度）
　小学校専科指導実施状況（理科）：
　　　　　　　小５　26.4％（平成21年度）→31.8％（平成23年度）
　　　　　　　小６　29.4％（平成21年度）→34.2％（平成23年度）
・小１・35人以下学級導入への評価
　（平成23年８月全国連合小学校長会アンケート）
　学校現場：「学習意欲が向上した」97.2％
　  　　　　　　「きめ細かい指導が充実した」99.2％
　保護者：「先生はきめ細かに対応してくれる」94.9％
　　　　　　 「子どもが勉強好きになった」84.2％


・これを受け、義務標準法等の
改正（平成23年４月）により小
学校1年生の35人以下学級が
制度化されるとともに、改正法
の附則において、政府は、学
級編制の標準を順次改定する
こと等について検討を行い、そ
の結果に基づいて法制上その
他の必要な措置を講ずることと
された。


自主的な取組み
を支援。」との指
摘がなされた。
・上記の指摘も
含め、今後の少
人数学級の推
進や個別の課
題に対応するた
めの教職員定数
の在り方につい
ては、文部科学
省として、平成
23年６月に設置
した有識者会議
において検討し
ているところであ
り、平成24年夏
頃までに一定の
議論のとりまと
め予定。


【ボトルネック・解決策】
・（現行の教員養成システムの課題の調査分析）
21世紀を生き抜くための新たな学びを支える教員の養成と、学び続ける教員を支援す
る仕組みの構築が課題。このため、教員養成の修士レベル化に向け、修士レベルの
課程の質と量の充実、教育委員会と大学との連携・協働による研修の充実など教職
生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について、2012年夏頃の
取りまとめに向け、引き続き検討を行う。
・（教職員体制の計画的な見直しの検討）
これまでの教職員定数の改善についての効果検証を適切に行いつつ、学校教育の状
況や国・地方の財政状況等を勘案しながら、学級規模及び教職員配置の適正化につ
いて引き続き検討することが課題。
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


（教員の養成・
採用・研修の抜
本的見直し）
C：一部実施
【ボトルネック、
解決策】
・21世紀を生き
抜くための新た
な学びを支える
教員の養成と、
学び続ける教員
を支援する仕組
みの構築が課
題。このため、
教員養成の修
士レベル化に向
け、修士レベル
の課程の質と量
の充実、教育委
員会と大学との
連携・協働によ
る教員養成・研
修の充実など教
職生活の全体を
通じた教員の資
質能力の総合
的な向上方策に
ついて、2012年
夏頃の取りまと
めに向け、引き
続き検討を行
う。
（評価の実施）
B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
OECD生徒の学習到達度調査等で世界トップクラスの順位
・2010～2011年度にかけて、ＯＥＣＤ生徒の学習到達度調査等は行われていないた
め、成果目標の達成状況の評価は困難である。
＜参考＞
・ＰＩＳＡの２００９年調査では、各リテラシーとも２００６年調査より下位層が減少し、上
位層が増加するなど、読解力を中心に生徒の学力は改善傾向にある。


【ボトルネック、解決策等】


・21世紀を生き抜くための新たな学びを支える教員の養成と、学び続ける教員を支援
する仕組みの構築が課題。このため、教員養成の修士レベル化に向け、修士レベル
の課程の質と量の充実、教育委員会と大学との連携・協働による教員養成・研修の充
実など教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について、2012
年夏頃の取りまとめに向け、引き続き検討を行う。


(教員の養成・採用・研修の抜本的見直し、
評価の実施)
・教員の資質能力の総合的な向上方策につ
いて、具体的な検討を進める必要があるこ
とから、中央教育審議会教員の資質能力向
上特別部会のもとに、審議経過報告に基づ
く専門的な調査審議を行うための基本制度
ワーキンググループを設置し、審議。
基本制度ワーキンググループでは、７回の
審議を行い、教員の資質能力の総合的な向
上方策について、教員養成の修士レベル
化、「専門免許状(仮称)」制度の創設など、
改革の方向性を示すとともに、教職大学院
の発展・拡充など修士レベルの課程の質と
量の充実、教育委員会と大学との連携・協
働による教員養成・研修の充実など当面の
改善方策を主な内容とする報告案を取りま
とめ。教員評価については、平成23年4月1
日現在、全66都道府県・指定都市教育委員
会において実施。
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


(理工系学生をはじめ意欲・能力ある人材の
教員採用等学校現場への登用)
・都道府県等教育委員会に対し、各学校段
階における教育内容等に応じ、理数系の知
識・能力を十分に考慮した採用選考の実施
に努めることなどの内容を含む「教員採用
等の改善について」(平成23年12月27日初
等中等教育局長通知)を発出。
・小・中学生の理数学習意欲・能力を喚起す
るため、優れた理数系教科指導法を修得
し、実践する教員（コア・サイエンス・ティー
チャー：CST）を大学で養成する「理数系教
員養成拠点構築事業」を実施(平成２３年度
予算額：423.5百万円、平成24年度予算案：
同額)


C：一部実施


・「理数系教員
養成拠点構築
事業」により地
域の中核となる
教員は増加しつ
つあるが、まだ
十分ではない。


・「理数系教員養成拠点構築事業」により育成された教員数や拠点数は着実に増加し
ている（今年度、初年度に採択した事業が終了予定）。


(地域スポーツ指導者の活用)
・「スポーツコミュニティ形成促進事業」にお
いて、トップアスリート等の優れたスポーツ
指導者等による地域のスポーツクラブや高
校運動部活動等を対象とした巡回指導を実
施している。
・「地域スポーツ人材を活用した運動部活動
等推進事業」（平成23年度予算額：271百万
円）を実施し、運動部活動等への地域のス
ポーツ人材の活用等を推進した。


C：一部実施


・「地域スポーツ
人材を活用した
運動部活動等
推進事業」につ
いて、運動部活
動等における地
域のスポーツ指
導者の活用が
図られているも
のの、まだ十分
ではない。
・「スポーツコミュ
ニティ形成促進
事業」について、
拠点クラブとして
機能できる総合
型地域スポーツ
クラブが十分に
育っていない。


・「地域スポーツ人材を活用した運動部活動等推進事業」について、平成２２年度は４
０道府県市、平成２３年度は４１道府県市で実施。2012年には地域のスポーツ指導者
の効果的な活用のための連携体制の在り方について検討を行う。
・「スポーツコミュニティ形成促進事業」について、モデル事業として３０クラブを拠点ク
ラブに選定し、トップアスリート等の優れた指導者による巡回指導を実施。


(指導が不適切な教員に対する人事管理シ
ステムの適切な運用)
・すべての教育委員会において、指導が不
適切な教員の人事管理に関するシステムが
整備されており、平成12年からこれまでの
取組の中で、現場復帰（892名うち平成22年
度62名）、退職等した者（777名うち35名）と
なっており、対応が進んでいる。


B：実施済


・すべての教育委員会において、指導が不適切な教員の人事管理に関するシステム
が整備されており、平成12年からこれまでの取組の中で、現場復帰892名(うち平成22
年度62名）、退職等した者777名(うち平成22年度35名）となっており、対応が進んでい
る。
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教員の養
成・採用・
研修の抜
本的見直
し、評価の
実施（理工
系学生をは
じめ意欲・
能力ある人
材の教員
採用等学
校現場へ
の登用、地
域スポーツ
指導者の
活用、指導
が不適切な
教員に対す
る人事管理
システムの
適切な運
用）


文部科学省
初等中等教
育局教職員
課


 -
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


-


（教員の体制の見直し）
・平成23年度には義務標準法等の改正（平
成23年４月）による小学校1年生の35人以
下学級の制度化とこれに伴う2,300人の教
職員定数の改善を実施。
・平成24年度予算案では、予算編成過程に
おける議論を経て、現に小学校２年生で36
人以上となっている学級を解消するために
必要な加配定数の増（900人）のほか、小学
校専科指導や特別支援教育の充実等、東
日本大震災への対応等のための加配定数
の計3,800人の教職員定数の改善を計上。
・また、今後の少人数学級の推進や個別の
課題に対応するための教職員定数の在り
方については、財務省・文部科学省合意文
書（平成23年12月24日）において、教育の
質の向上につながる教職員配置の適正化
を計画的に行うことその他の方策を引き続
き検討し、その結果に基づいて必要な措置
を講じるとされたところであり、これも踏ま
え、文部科学省としては、平成23年６月に設
置した有識者会議において検討していると
ころ。


（専門的・支援的スタッフの体制の見直し）
・平成23年度予算においては、公立幼稚
園、小・中・高等学校において、障害のある
幼児児童生徒に対し、学習活動上のサポー
ト等を行う特別支援教育支援員約38,800人
の配置に係る経費が地方財政措置されて
いる。また、平成24年度予算案では、特別
支援教育支援員約41,500人の配置に係る
経費の地方財政措置が予定されている。
・また、教育相談等を必要とする児童生徒
が適切な教育相談を受けることができるよ
う、「スクールカウンセラー等活用事業」（平
成23年度予算9,450百万円の内数：全ての
公立中学校及び公立小学校1万2千校分）、
「スクールソーシャルワーカー活用事業」（平
成23年度予算：9,450百万円の内数：106箇
所（1,096人分））を実施すると共に、東日本
大震災において被災した幼児児童生徒等
の心のケアの充実を図るため、全額国庫負
担の「緊急スクールカウンセラー等派遣事
業」（平成23年度第１次及び第３次補正予算
3,366百万円）を実施している。なお、平成24


‐


Ｂ：実施済
【ボトルネック・
解決策】
（教員の体制の
見直し）
・「日本再生重
点化措置」優
先・重点事業の
決定に係る政
府・与党会議
（平成23年12月
9日）において、
教職員定数改
善等について、
「小２の35人以
下学級について
学力等への政
策効果を全国レ
ベルで検証した
上で検討。それ
までの間、地方
での進展や公務
員人件費改革を
十分踏まえ地方
の自主的な取組
みを支援。」との
指摘がなされ
た。
・上記の指摘も
含め、今後の少
人数学級の推
進や個別の課
題に対応するた
めの教職員定数
の在り方につい
ては、文部科学
省として、平成
23年６月に設置
した有識者会議
において検討し
ているところであ
り、平成24年夏
頃までに一定の
議論のとりまと
め予定。


【2020年の成果目標の達成状況】
＜教員の体制の見直し＞
・教職員定数の改善
　平成22年度：4,200人
　平成23年度：2,300人
　平成24年度予算案：3,800人
・教員一人あたりの児童生徒数が減少する等教育環境が改善。
　（学校基本調査）
　小学校：19.6人（平成15年度）→17.7人（平成23年度）、中学校15.3人
　中学校：15.3人（平成15年度）→14.1人（平成23年度）
・我が国の学力は国際的に見ても依然トップレベルを維持。
　（PISA 2009）65ヶ国中結果：
　　読解力　８位、数学的リテラシー　９位、科学的リテラシー　５位
・習熟度別の少人数指導や小学校における専科指導の取組が充実。
　習熟度別少人数指導の実施率
　　　　　　　（中学校）：70.5％（平成21年度）→78.0％（平成23年度）
　小学校専科指導実施状況（理科）：
　　　　　　　小５　26.4％（平成21年度）→31.8％（平成23年度）
　　　　　　　小６　29.4％（平成21年度）→34.2％（平成23年度）
・小１・35人以下学級導入への評価
　（平成23年８月全国連合小学校長会アンケート）
　学校現場：「学習意欲が向上した」97.2％
　  　　　　　　「きめ細かい指導が充実した」99.2％
　保護者：「先生はきめ細かに対応してくれる」94.9％
　　　　　　 「子どもが勉強好きになった」84.2％
＜専門的・支援的スタッフの体制の見直し＞
・特別支援教育支援員
　平成22年度：約37,800人
　平成23年度：約38,800人
　平成24年度予算案：約41,500人
・スクールカウンセラー等活用事業
　平成22年度（配置実績）：
　　中学校　8,515校、小学校　6,412校
　平成23年度（予算積算上の校数）：
　　中学校　9,902校分、小学校　12,000校分
　平成24年度（予算案）：
　　中学校　8,252校分、小学校　11,690校分
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教育水準
向上のため
の教員や
専門的・支
援的スタッ
フの体制の
見直し


（教員の体
制の見直し）
文部科学省
初等中等教
育局財務課


（専門的・支
援的スタッ
フ：特別支
援教育支援
員）
文部科学省
初等中等教
育局特別支
援教育課


（専門的・支
援的スタッ
フ：スクール
カウンセ
ラー、スクー
ルソーシャ
ルワーカー）
文部科学省
初等中等教
育局児童生
徒課


(専門的・支
援的スタッ
フ：日本語
指導補助
者・支援員）
文部科学省
初等中等教
育局国際教
育課
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


年度予算案においても、「スクールカウンセ
ラー等活用事業」「スクールソーシャルワー
カー活用事業」（両事業とも平成24年度予
算案8,516百万円の内数）及び「緊急スクー
ルカウンセラー等派遣事業」（平成24年度予
算案（復興特別会計）4,702百万円）を計上し
ている。
・さらに、地域人材との連携による帰国・外
国人児童生徒の公立学校への受入体制の
整備等を図るため、日本語指導や外国人保
護者との連絡調整の際に必要となる外国語
が使える人材の配置等を支援する「帰国・
外国人児童生徒受入促進事業」（補助事
業）を実施（平成23年度予算額：9,450百万
円の内数、実施地域数：37）しており、平成
24年度についても継続実施予定（平成24年
度予算案：8,516百万円の内数）。


（専門的・支援
的スタッフの体
制の見直し）
・特別支援教育
支援員の活用
状況や各都道
府県からの要望
を踏まえ、地方
財政措置におい
て増員を要望し
てきているとこ
ろ。また、「障害
者制度改革の
推進のための基
本的な方向につ
いて」（平成22年
６月閣議決定）
を踏まえ、中央
教育審議会初
等中等教育分
科会に特別支援
教育の在り方に
関する特別委員
会を設置し、今
後の特別支援
教育制度の在り
方について検討
しており、平成
24年度速やかに
報告を取りまと
める予定。
・児童生徒の問
題行動等は依
然として教育上
の大きな課題で
あり、児童生徒
の悩みに対し適
切かつ迅速に対
応し、児童生徒
が安心して学習
に取り組むこと
ができるような
体制の充実が
課題。このた
め、国・地方の
財政状況等を勘


・スクールソーシャルワーカー活用事業
　平成22年度（配置実績）： 614人
　平成23年度（予算積算上の人数）： 1,096人分
　平成24年度（予算案） ： 1,113人分
・帰国・外国人児童生徒受入促進事業
　平成22年度実施地域：19地域
　平成23年度実施地域：37地域
　平成24年度の予算案：37地域（予定）
【ボトルネック・解決策】
＜教員の体制の見直し＞
これまでの教職員定数の改善についての効果検証を適切に行いつつ、学校教育の状
況や国・地方の財政状況等を勘案しながら、学級規模及び教職員配置の適正化につ
いて引き続き検討することが課題。


＜専門的・支援的スタッフの体制の見直し＞
・特別支援教育の状況や国・地方の財政状況等を勘案しながら、特別支援教育支援
員配置人数について引き続き検討することが課題。
・児童生徒の問題行動等は依然として教育上の大きな課題であり、児童生徒の悩み
に対し適切かつ迅速に対応し、児童生徒が安心して学習に取り組むことができるよう
な体制の充実が課題。このため、国・地方の財政状況等を勘案しながら、教育相談体
制の充実を引き続き図ることが必要。
・我が国の公立小・中・高等学校等に在籍する帰国・外国人児童生徒や日本語指導
が必要な児童生徒の数は、平成22年9月現在、約３万人であり、引き続き当該児童生
徒の就学機会の確保や日本語指導等の充実など公立学校における受入れ態勢の整
備を図ることが課題。
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


案しながら、教
育相談体制の
充実を引き続き
図ることが必
要。
・我が国の公立
小・中・高等学
校等に在籍する
帰国・外国人児
童生徒や日本
語指導が必要な
児童生徒の数
は、平成22年9
月現在、約３万
人であり、引き
続き当該児童生
徒の就学機会
の確保や日本
語指導等の充
実など公立学校
における受入れ
態勢の整備を図
ることが課題。
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


310


地域に開か
れた特色あ
る学校づく
り（「地域コ
ミュニティ学
校」の整
備、保護者
や地域住
民等による
学校評価
の推進・強
化）


（コミュニ
ティ・スクー
ルについて）
文部科学省
初等中等教
育局
参事官付


（学校関係
者評価につ
いて）
文部科学省
初等中等教
育局
参事官付


（学校・家
庭・地域の
連携協力の
推進につい
て）
文部科学省
生涯学習政
策局
社会教育課


＜コミュニティ・スクール及び学
校関係者評価について＞
2010年10月に「学校運営の改
善の在り方等に関する調査研
究協力者会議」を設置し，「新
しい公共」の概念や東日本大
震災の経験を踏まえた今日的
な「学校と家庭・地域の関係」
について検討。2011年７月に
「子どもの豊かな学びを創造
し、地域の絆をつなぐ～地域と
ともにある学校づくりの推進方
策～」を取りまとめ，国の推進
目標として，今後５年間（2012
年度～2016年度）でコミュニ
ティ・スクール（学校運営協議
会）の数を全公立小中学校の
１割に拡大することや，今後の
学校運営の必須ツールとして，
すべての学校で実効性ある学
校関係者評価を実施すること
等を提言。


＜学校・家庭・地域の連携協
力の推進について＞
・「学校支援地域本部事業」、
「放課後子ども教室推進事業」
などの取組により、地域住民
ボランティア等による学校や子
どもたちの教育支援を推進。


＜コミュニティ・スクールについて＞
2012年度～2016年度の５年間でコミュニ
ティ・スクールを公立小中学校の１割に拡大
することを目標とし，2012年度予算案におい
て，新たにコミュニティ・スクールでの熟議と
協働，マネジメントの強化に関する実践研
究が行えるよう事業内容を拡大。


＜学校関係者評価について＞
「学校評価の在り方に関するワーキンググ
ループ」において，保護者・地域住民等によ
る学校関係者評価を含めた実効性のある
学校評価の在り方について検討。2012年３
月に「地域とともにある学校づくりと実効性
の高い学校評価の推進について」（報告）を
とりまとめ，国として学校評価の実施状況を
調査し，その結果を踏まえ，制度面も含め
た必要な施策を検討すること等を提言。


＜学校・家庭・地域の連携協力の推進につ
いて＞
・学校支援地域本部や放課後子ども教室な
どの取組を組み合わせて実施可能な「学
校・家庭・地域の連携による教育支援活動
促進事業」として事業を統合し，地域住民等
による教育支援の仕組みづくりを引き続き
推進。
・「社会教育における地域の教育力強化プ
ロジェクト」における実証的共同研究（テー
マ「学校と地域の総合的な活性化」）におい
て，学校と地域が協働して課題解決に取り
組む先導的な活動についてモデル開発を実
施。


Ｂ：実施済
＜コミュニティ・
スクールについ
て＞
【ボトルネック・
解決策】
（ボトルネック）
コミュニティ・ス
クールを推進し
ていく上での課
題として、保護
者や地域住民
等の中で知名度
が低いこと、学
校運営協議会を
開催するための
経費の確保が
困難であること、
学校運営協議
会の実行体制
が整っていない
場合等には協議
が形骸化しやす
いことなどが指
摘されている。
（解決策）　コミュ
ニティ・スクール
の導入を検討す
る教育委員会や
学校等に対して
継続的かつきめ
細かな支援を行
う「コミュニティ・
スクール推進
員」の仕組みを
2012年度に新た
に構築し，活用
を進めるととも
に，制度説明会
や推進協議会
の開催、全国コ
ミュニティ・ス
クール連絡協議
会とも連携しつ
つ実践研究等を


【2020年の成果目標の達成状況】
○　文部科学省が実施する全国学力・学習状況調査（2010年度）の結果において，子
どもの学力が高い学校の方が低い学校より「ＰＴＡや地域の人が学校の活動にボラン
ティアとして参加している」，「地域の人材を外部講師として招聘した授業を行った」と
回答している割合が高い。（2011年度は，東日本大震災の影響等により国としての全
国学力・学習状況調査の実施を見送り。）


○　コミュニティ・スクールの整備が着実に進んでいる。
　2009年４月　475校　→　2011年４月　789校


○　保護者や地域住民等による学校評価（学校関係者評価）が着実に推進されてい
る。
　2006年度年度間実施率　42.2％（全国）　→　2008年度間実施率　70.4％（全国）
 （2011年度間の実施状況は2012年夏に調査予定。）


○学校支援地域本部や放課後子ども教室など、地域社会全体で子どもたちの教育を
支援する仕組みが着実に推進されている。
学校支援地域本部　2008年度　2,176本部　→　2011年度　2,659本部
放課後子ども教室　 2007年度　6,201教室　→　2011年度　9,733教室


‐
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


推進し，好事例
の普及啓発等に
より導入促進を
図る。
＜学校関係者
評価について＞
【ボトルネック・
解決策】
（ボトルネック）
学校評価におけ
る目標が教職員
間で共有されて
いないため，学
校評価が組織
的な教育活動そ
の他の学校運
営に活かされて
いない，学校関
係者評価委員に
対して情報提供
が不十分，学校
評価結果を踏ま
えた設置者の支
援が不十分等と
いった課題が挙
げられている。
（解決策）　学校
評価に関する教
育委員会及び学
校の実践的な取
組事例を普及す
るとともに，教育
委員会職員・教
職員・保護者・
地域住民等に対
し，学校評価に
関する研修を継
続的に実施。ま
た，2012年度に
学校評価等実
施状況調査
（2011年度間）を
実施し，その結
果を踏まえ，制
度面も含めた必
要な施策の検討
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


を行う。
＜学校・家庭・
地域の連携協
力の推進につい
て＞
【ボトルネック・
解決策】
（ボトルネック）・
地域における人
材・場所等の確
保や財政的な支
援の問題等によ
り、進捗が遅れ
ている地域もあ
る。
（解決策）・ 学校
と地域が協働し
課題解決に取り
組む先導的な活
動モデルの構築
や、全国の好事
例や効果的な手
法の収集・周
知、空白地域の
分析、取組の質
の向上に向けた
学校区単位での
実態調査の実
施などにより、
取組の更なる充
実・定着・普及
促進を図る。
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


311


 ｢民間教育
サービス評
価・情報公
開システ
ム｣の構築


文部科学省
生涯学習政
策局生涯学
習推進課


平成22年6月に「『検定試験の
評価ガイドライン（試案）』につ
いて（検討のまとめ）」を策定
し、平成23年2月に民間主導で
｢検定試験の自己評価シート｣
を作成。


検定事業者において主体的に自己評価、情
報公開が実施されるよう、主要な検定事業
者への働きかけを実施。また、質の保証に
関する民間の取組に対して周知・普及を図
るなど支援を実施。


C：一部実施
【ボトルネック】
・ガイドラインの
周知・普及に課
題
・様々な学習機
会を提供する民
間教育サービス
における情報公
開・評価の実態
について十分把
握することが必
要。
【解決策】
・関係団体と協
力するなどして、
自己評価の実
施方法やPDCA
による効果等の
ノウハウの共有
を図るとともに、
中長期的な視点


【2020年の成果目標の達成状況】
全受検者の約95％を占めている受検者数１万人以上(文科省調べ）の検定試験実施
事業者等のうち31％の団体において自己評価が実施されている。


【ボトルネック・解決策】
・関係団体と協力するなどして、自己評価の実施方法やPDCAによる効果等のノウハ
ウの共有を図るとともに、中長期的な視点では、評価の取組を進めることが、業界全
体の健全化や発展に繋がることの周知・普及を図る。
・様々な学習機会を提供する民間教育サービスにおける情報公開・評価の実態につ
いて把握し、民間団体主導の質保証の取組を参考に、評価・情報公開システムの構
築を図る。


‐


では、評価の取
組を進めること
が、業界全体の
健全化や発展に
繋がることの周
知・普及を図る。
・様々な学習機
会を提供する民
間教育サービス
についての評
価・情報公開の
実態を把握しつ
つ、民間団体主
導の質保証の
取組を参考に、
評価・情報公開
システムの構築
を図る。
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


312


「教育支援
人材等」の
質・信頼性
を確保し、
活用を推進
するための
評価・活用
システムの
構築


文部科学省
生涯学習政
策局生涯学
習推進課


2010年度に一定の能力・経験
等を有する人材を客観的に認
証する制度について実態調査
を実施。


2011年度には、教育支援人材が学習成果
を活用するための有効な方策を探る実証的
研究を実施。


C：一部実施


【ボトルネック】
・必要とされる人
材のニーズを把
握することが必
要。
・認証された人
材と活動の場を
結びつける仕組
みが不足。
・認証された人
材が活動できる
場の拡大が必
要。
【解決策】
・学習成果の活
用の場における
ニーズを把握す
るための調査を
実施。


【2020年の成果目標の達成状況】
2011年6月に設立された「一般社団法人教育支援人材認証協会」による教育支援人
材の認証者が、2011年7月～2012年1月までの7ヶ月間に917人を数えるなど、人材認
証制度の着実な発展を見せている。


【ボトルネック・解決策】
活用の場において必要とされる人材のニーズや、人材と活動の場を結びつけるマッチ
ングの実態を把握するための調査研究を2012年度に実施し、活用を推進するための
評価・活用システムの構築を図る。


‐


・認証された人
材と活動の場を
つなぐマッチン
グの実態を把握
し、活用を推進
するための評
価・活用システ
ムの構築を図
る。


203







加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


313


大学教育
のグローバ
ル化と英
語・中国語
等の外国
語教育の
強化


文部科学省
高等教育局
高等教育企
画課国際企
画室


経済産業省
経済産業政
策局産業人
材政策室


【大学の外国語教育・国際化
の取組への支援と拠点形成、
外国大学との大学間交流や相
互単位認定の拡大】


・第2回日中韓サミットの合意
に基づき、3国間の質の高い大
学間交流拡大を「キャンパス・
アジア」として推進することを、
3国で合意
・「国際化拠点整備事業」にお
いて、採択13大学を対象に、
英語のみで学位が取得可能な
コースの整備など、留学生受
入れのための総合的な体制整
備を支援


【大学の外国語教育・国際化の取組への支
援と拠点形成、外国大学との大学間交流や
相互単位認定の拡大】


・海外大学との協働教育プログラムの構築
を支援する「大学の世界展開力強化事業」
の支援対象として、アジア・米国等の大学と
のプログラム25件を採択。
・大学における留学生受入れのための総合
的な体制整備を支援する「国際化拠点整備
事業」の採択13大学について、評価を実
施。


【グローバル人材育成ロードマップ作成】
・「グローバル人材育成推進会議」の中間ま
とめ（平成23年6月）において、「大学入試の
改善・充実」、「グローバル化時代に相応し
い大学教育の確立、高等教育の国際展開
の推進」、「留学生交流の戦略的な推進へ
の取組」等に取り組むこととされた。平成24
年５月までを目途に、更なる議論を進めてい
る。


C：一部実施


【ボトルネック・
解決策】
（グローバル人
材育成ロード
マップ作成）
「グローバル人
材育成推進会
議」において、平
成24年５月まで
を目途に更なる
検討を進めてい
る。


【大学の外国語教育・国際化の取組への支援と拠点形成、外国大学との大学間交流
や相互単位認定の拡大】
・世界の大学ランキングの評価指標となっている以下の指標について、我が国の現状
は以下の通り。
　外国人教員比率（H21：4.5％→H23：4.6％）
　留学生比率（H21：3.7％→H23：3.8％）


・「国際化拠点整備事業」採択13大学において、留学生が英語で学位取得可能なコー
スの開設（平成23年4月現在：学部16コース、大学院90コース）、留学生支援体制の充
実、海外大学共同利用事務所の開設（世界７か国８か所）と各地での日本留学の説明
会開催等の取組を実施。以上の取組により、平成23年5月1日現在で留学生21,031人
を受入れ（平成21年比2,486人増）。


【ボトルネック・解決策】
大学ランキング等の国際的な評価の向上のため、大学教育のグローバル化の更なる
推進が必要であり、平成24年度より大学におけるグローバル化のための体制整備の
取り組みを支援することとしている。また、平成24年5月までを目途に「グローバル人
材育成推進会議」において更なる検討を進めている。


・平成24年
度より、大
学教育のグ
ロ‐バル化
のための体
制整備に取
り組む大学
を支援する
ため「グロ‐
バル人材育
成推進事
業」を実施。
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施策の進捗に対す
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B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
○日本人学生等30万人の海外交流（大学卒業までの留学経験者等を同年齢者間で
11万人規模に）
・外国人留学生の受け入れ者数：13万8075人（平成23年5月1日現在）
・日本人学生の海外留学者数：5万9923人（平成21年）
・高等学校等における海外派遣生徒数（留学（3ヶ月以上））
（平成20年度実績：3,190人
※隔年調査で把握。ただし平成22年度については震災等の影響で実施せず。平成23
年度実績については平成24年度中に把握・公表予定。）
※※なお、帰国児童生徒数については、平成22年度間実績：10,589人。


・「国際化拠点整備事業」採択13大学において、留学生が英語で学位取得可能なコー
スの開設（平成23年4月現在：学部16コース、大学院90コース）、留学生支援体制の充
実、海外大学共同利用事務所の開設（世界７か国８か所）と各地での日本留学の説明
会開催等の取組を実施。以上の取組により、平成23年5月1日現在で留学生21,031人
を受入れ（平成21年比2,486人増）。


・平成24年
度より、大
学教育のグ
ロ‐バル化
のための体
制整備に取
り組む大学
を支援する
ため「グロ‐
バル人材育
成推進事
業」を実施。


314


日本人学
生等の海
外交流促
進と外国人
学生の戦
略的獲得


文部科学省
高等教育局
高等教育企
画課国際企
画室


文部科学省
高等教育局
学生・留学
生課


文部科学省
初等中等教
育局国際教
育課


経済産業省
経済産業政
策局産業人
材政策室


外務省広報
文化交流部
人物交流室


【大学生・高校生の海外交流
支援の強化、外国人教職員・
学生の戦略的受入れの促進、
国・地域の重点化等の留学生
交流戦略の明確化】


・外国人留学生の受け入れと
日本人学生の海外派遣を推進
するため、奨学金事業等を実
施。
・「国際化拠点整備事業」にお
いて、採択13大学を対象に、
英語のみで学位が取得可能な
コースの整備など、留学生受
入れのための総合的な体制整
備を支援
・第2回日中韓サミットの合意
に基づき、3国間の質の高い大
学間交流拡大を「キャンパス・
アジア」として推進することを、
3国で合意


・国際化の一層の進展や高校
生の海外留学の重要性等に鑑
み、学校教育法施行規則の改
正により、平成22年４月から、
高等学校等における外国留学
時認定可能単位数を30単位か
ら36単位まで拡大（高等学校
の卒業要件として規定されて
いる 低取得単位数：74単位）
し、高校生が留学しやすい環
境整備を図った。
・高校生の留学経費の一部を
支援する「高校生の留学促進」
事業（平成22年度予算額　29
百万円：54人分（実績））、外国
で日本語を専攻している現地
の高校生を6週間程度日本に
招聘し、日本人高校生等と共
に活動・交流してもらう「外国
人高校生（日本語専攻）の短
期招致」事業（平成22年度予
算額　27百万円：93人分（実
績））を実施。


【大学生・高校生の海外交流支援の強化、
外国人教職員・学生の戦略的受入れの促
進、国・地域の重点化等の留学生交流戦略
の明確化】


・引き続き、奨学金事業等を実施することに
加え、平成23年度予算で新たに、中・長期
の留学交流の呼び水として日本人学生と外
国人学生の3ヶ月未満の双方向の交流を進
める「ショートステイ・ショートビジット」事業を
開始しているところ。平成24年度予算案に
おいては、引き続き国費留学生等により外
国人留学生の受け入れを推進するととも
に、大学生の長期・短期の外国人学生への
派遣を充実する事業を計上しているところ。
・海外大学との協働教育プログラムの構築
を支援する「大学の世界展開力強化事業」
の支援対象として、アジア・米国等の大学と
のプログラム25件を採択。
・大学における留学生受入れのための総合
的な体制整備を支援する「国際化拠点整備
事業」の採択13大学について、評価を実
施。


・高等学校等における外国留学時認定可能
単位数の拡大（平成22年４月～）について、
平成23年８月の「帰国・外国人児童生徒教
育及び国際理解教育担当指導主事等連絡
協議会」等において周知。
・高校生の留学経費の一部を支援する「高
校生の留学促進」事業（平成23年度予算額
27百万円：50人分）を実施。
・「グローバル人材育成推進会議中間まと
め」（平成23年６月22日決定）等も踏まえ、
平成24年度予算案においては、「高校生の
留学等を通じたグローバル人材育成のため
の取組」（平成24年度予算案：２億3700万
円）を大幅に充実させたところ（対前年度比
１億8400万円増）。特に、高校生の留学経
費の一部を支援する「高校生の留学促進」
事業（平成24年度予算案　123百万円）の対
象者数を50人から300人に大幅に拡充する
ほか、新たに、「国際的視野の涵養と留学
機運の醸成」事業（平成24年度予算案　83
百万円）を実施し、高校生留学等推進協議
会の開催やグローバル人材育成のための
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【企業の雇用慣行として「卒後3年以内
の新卒扱い」「通年採用」「Gap Year」等
を普及・促進】
・引き続き、「卒後３年以内の新卒扱い」
「通年採用」「Gap Year」等について関係
省庁で連携し、各種経済団体に対して
要請書を発出。


・「アジア人財資金構想」にお
いて、アジアの優秀な留学生
を招聘し、留学生向けに産学
連携による実践的教育、日本
語教育、インターンシップ等を
実施（平成19年度から実施）。


・外国人学生の受入れ推進の
ため、インターネットによる情
報提供及び各在外公館におけ
る広報活動（留学相談を含む）
を実施。


【企業の雇用慣行として「卒後
3年以内の新卒扱い」「通年採
用」「Gap Year」等を普及・促
進】
・「卒後３年以内の新卒扱い」
「通年採用」「Gap Year」等につ
いて関係省庁で連携し、各種
経済団体に対して数次にわた
り要請書を発出。


講師の派遣、留学相談員の配置の取組を
行う都道府県を支援することとし、必要な経
費を計上。また、外国で日本語を専攻してい
る現地の高校生を6週間程度日本に招聘
し、日本人高校生等と共に活動・交流しても
らう「外国人高校生（日本語専攻）の短期招
致」事業（平成24年度予算案　31百万円）に
ついても、対象人数を92人から115人に拡
充予定。


・「アジア人財資金構想」において、アジアの
優秀な留学生を招聘し、留学生向けに産学
連携による実践的教育、日本語教育、イン
ターンシップ等を実施（平成19年度から実
施）。


・引き続き在外公館等による情報提供・広報
活動を実施。


・日本人の海外留学への興味を喚起
するため、平成２３年度予算で外務省
ホームページに掲載するコンテンツ
（海外留学総合案内）を作成


【ボトルネック、解決策】
・日本人高校生の海外留学は近年減少傾向であり、引き続き、施策を着実に実施し、
高等学校等における海外に留学（３ヶ月以上）する高校生数の増加を図るための環境
整備・財政措置等（高校生留学等推進協議会の開催やグローバル人材育成のための
講師の派遣、留学相談員の配置の取組を行う都道府県への支援等を含む。）が必
要。
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


315


国際化対
応ビジネス
人材の育
成（ＴＯＥＦＬ
/ＴＯＥＩＣの
大学・企業
での活用、
留学生の
日系企業
就職支援、
企業等にお
けるグロー
バル人材
育成・登用
の強化）
（産学関係
者による継
続的な対話
の場の設
定）


経済産業省
経済産業政
策局
産業人材政
策室


外務省　広
報文化交流
部
人物交流室


文部科学省
高等教育局
高等教育企
画課
国際企画室


【ＴＯＥＦＬ/ＴＯＥＩＣの大学・企
業での活用】
企業の人事マネジメントの「国
際化指標」において、人事評価
の基準としてTOEIC等語学力
評価指標を活用すべき点を明
記。


【留学生の日系企業就職支
援】
「アジア人財資金構想」におい
て、留学生向けに産学連携に
よる実践的教育、日本語教
育、インターンシップ等を実施
（平成19年度から実施）。
また、外国人留学生就活準備
セミナーや就職ガイダンス、留
学生交流総合推進会議の開
催。
インド、韓国等アジア諸国にお
いて留学生向けに、日本大使
館等によるHP等を通じた本邦
就職事情等に関する情報提供
や、現地の商工会議所等の協
力を得て、現地日系企業が求
める人材像・資質・貢献・就職
情報等について情報提供を
行っている。


【企業等におけるグローバル
人材育成・登用の強化】
企業の人事マネジメントの国
際化を推進するため、「国際化
指標」を策定・公表した。


【留学生の日系企業就職支援】
「アジア人財資金構想」において、留学生向
けに産学連携による実践的教育、日本語教
育、インターンシップ等を実施（平成19年度
から実施）。
また、外国人留学生就活準備セミナーや就
職ガイダンス、留学生交流総合推進会議の
開催。
インド、韓国等アジア諸国において留学生
向けに、日本大使館等によるHP等を通じた
本邦就職事情等に関する情報提供や、現
地の商工会議所等の協力を得て、現地日
系企業が求める人材像・資質・貢献・就職情
報等について情報提供を行っている。


【企業等におけるグローバル人材育成・登
用の強化】、【産学関係者による継続的な対
話の場の設定】
文部科学省及び経済産業省の共同提案に
より、２０１１年７月、産学協働人財育成円卓
会議が開催。なお、現在、円卓会議に参加
する企業・大学によるアクションプランの取
りまとめに向けて、２０１２年５月に第２回円
卓会議を開催するべく準備を進めている。
また、「大学の国際化のためのネットワーク
形成推進事業」採択13大学が、2011年8月
に経団連との連携により「グローバル30産
学連携フォーラム」を開催している。


C：一部実施


【ボトルネック、
解決策】
TOEFL/TOEIC
の大学での活
用、企業等にお
けるグローバル
人材育成につい
て、平成24年度
以降施策を実施
予定。


【2020年の成果目標の達成状況】
【留学生の日系企業就職支援】
・「アジア人財資金構想」事業では、これまでに1700人が卒業し6割の学生が日本企
業・日系企業に就職（一般の留学生の就職率は、約3割））。


【ボトルネック、解決策】
人材育成は、効果が出るまでに一定期間が必要であるところ、平成24年度以降継続
的に大学の国際化の促進のため支援を充実していくと同時に、企業におけるより実践
的な人材育成を行うため、新興国への派遣を含めた人材育成施策を実施する予定。


【ＴＯＥＦＬ/Ｔ
ＯＥＩＣの大
学・企業で
の活用】
・平成24年
度、国際化
に取り組む
大学を支援
するため
「グロ‐バル
人材育成推
進事業」を
実施予定。
【企業等に
おけるグロ‐
バル人材育
成・登用の
強化】
・平成24年
度より「イン
フラビジネ
ス等展開支
援人材育成
事業」にお
いて、企業
若手人材等
の新興国の
現地ロ‐カ
ル企業等へ
の派遣を行
い、能力向
上、交渉力
強化、現地
商慣習理
解、グロ‐バ
ルな人脈構
築等を図る
取組を開始
予定。本事
業での海外
派遣予定人
数は、100
名程度であ
る。
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


316


大学の各
機能に応じ
た適切な評
価基準・指
標の検討
開始


文部科学省
高等教育局
高等教育企
画課
高等教育政
策室


・（独）大学評価・学位授与機
構が，大学の個別の機能に着
目した評価を提供。


・各認証評価機関は各大学の
自主的・自律的な質保証の取
組（内部質保証）を重視した評
価基準の検討を開始。


同左


そのほか関連の取組は317に引き継いでい
る。


B：実施済


【ボトルネック・
解決策】
317において認
証評価制度の
更なる充実を図
る。


【2020年の成果目標の達成状況】
・世界の大学ランキングの評価指標となっている以下の指標について、我が国の現状
は以下の通り。
　外国人教員比率（H21：4.5％→H23：4.6％）
　留学生比率（H21：3.7％→H23：3.8％）


2020年の成果目標の達成に向けた、大学教育の質の向上と機能分化に関する成果・
効果としては以下のとおり。


・（独）大学評価・学位授与機構が，大学の個別の機能に着目した評価を受けた大学
数　延べ６０大学


‐


317


大学の情
報公開・認
証評価制
度の強化と
各種資源
配分への
反映（評価
への地域・
産業界等と
の視点追
加、教育・
研究業績
等の情報を
一覧できる
仕組みの
導入）


文部科学省
高等教育局
高等教育企
画課
高等教育政
策室


・（独）大学評価・学位授与機
構が，大学の個別の機能に着
目した評価を提供。


・各認証評価機関は各大学の
自主的・自律的な質保証の取
組（内部質保証）を重視した評
価基準の検討を開始。


・大学が公表すべき教育情報
の項目を明確化（省令改正
H23.4施行）


＜認証評価制度の充実＞
・各認証評価機関は各大学の自主的・自律
的な質保証の取組（内部質保証）を重視し
た評価基準に改訂。


＜情報公表の促進＞
・大学の教育情報の活用支援と公表の促進
について，協力者会議において検討。
・各大学の使命とそれに基づく教育研究活
動の状況を分かりやすく，国内外に発信す
る「大学ポートレート（仮称）」の整備を促
進。


＜情報公表や評価を踏まえた資源配分＞
・大学教育改革のための各種事業の採択
要件として，情報公表の状況を追加するな
ど資源配分に反映。


B：実施済


【ボトルネック、
解決策】
「大学ポートレー
ト（仮称）」の整
備については、
システムの構築
および公表する
情報内容の整
理などに時間を
要するため、先
行的に順次、公
表することを含
め検討中。


【2020年の成果目標の達成状況】
・世界の大学ランキングの評価指標となっている以下の指標について、我が国の現状
は以下の通り。
　外国人教員比率（H21：4.5％→H23：4.6％）
　留学生比率（H21：3.7％→H23：3.8％）


2020年の成果目標の達成に向けた、大学教育の質の向上と機能分化に関する成果・
効果としては以下のとおり。


・各認証評価機関は各大学の自主的・自律的な質保証の取組（内部質保証）を重視し
た評価基準に改訂。


・全大学が教育情報を公表


‐


318


大学のマネ
ジメント強
化、カリ
キュラム改
革、経営改
善


文部科学省
高等教育局
高等教育企
画課
高等教育政
策室


・中央教育審議会において審
議


・平成23年12月に省内に設置した大学改革
タスクフォースにおいて、大学改革の諸課題
について、中央教育審議会での審議状況な
ども踏まえつつ、検討中。中央教育審議会
においては、全学的な教学マネジメントの在
り方等について検討し、H24年夏頃予定の
答申予定。


B：実施済


【ボトルネック、
解決策】
大学改革の工
程表を大学改革
タスクフォースに
おいて検討中で
あり、大学改革
の諸課題解決
のために必要な
施策を示す予
定。


【2020年の成果目標の達成状況】
・世界の大学ランキングの評価指標となっている以下の指標について、我が国の現状
は以下の通り。
　外国人教員比率（H21：4.5％→H23：4.6％）
　留学生比率（H21：3.7％→H23：3.8％）


2020年の成果目標の達成に向け、大学改革タスクフォースで示す工程表に基づき、
中央教育審議会での議論も踏まえ、施策を推進。


‐
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


319


「大学力就
業力向上プ
ラン」の実
施（キャリア
ガイダンス
の制度化）


文部科学省
高等教育局
大学振興課


○大学設置基準の改正（平成
22年2月）
　 教育課程の内外を通じた
「社会的・職業的自立に関する
指導等（キャリアガイダンス）」
の制度を義務化。
○中央教育審議会答申（平成
23年１月）
　産業界等との連携の強化と
多様なキャリアパスの確立等
の提言がなされた「グローバル
化社会の大学院教育」を中央
教育審議会が答申。
○就業力の育成
・　教育課程内外を通じた学生
の就業力育成のための取組の
充実（大学生の就業力育成支
援事業（平成22年度予算額：
30億円））。
・　就業力育成等に係る産学
連携等の推進として、人材育
成の強化に向けた産学間の協
議を実施。


○大学設置基準の改正（平成22年2月）及
び施行（平成23年4月～）
　 教育課程の内外を通じた「社会的・職業
的自立に関する指導等（キャリアガイダン
ス）」の制度を義務化し、実施を開始。
○第２次大学院教育振興施策要綱」を策定
　大学院教育の一層の充実・強化を図る観
点から、産業界など社会との連携の強化と
多様なキャリアパスの構築のための施策等
を盛り込んだ「第２次大学院教育振興施策
要綱」を策定（平成23年８月、文部科学大臣
決定）。
○就業力の育成
・　教育課程内外を通じた学生の就業力育
成のための取組の充実（大学生の就業力
育成支援事業（平成23年度予算額：29億
円）。
・　就業力育成等に係る産学連携等の推進
として、人材育成の強化に向けた産学間の
協議を実施。


B：実施済


【ボトルネック、
解決策】
就業力の育成に
ついては大学の
本来業務として
実施することとさ
れているが、大
学等の基盤的
経費については
減少傾向にある
中で、現下の若
者雇用への対
応という喫緊の
課題に取り組む
大学に対し、適
切な支援が必
要。


○　学部段階においてキャリア形成を支援する授業科目を実施している大学の状況
は以下のとおり。
・平成20年度：674大学　→平成21年度：684大学
上記大学のうち授業科目として実施している大学
・平成20年度：612大学　→平成21年度：627大学


‐


○就職の支援
　大学等の就職支援体制の強
化のための「就職相談員」配置
を倍増し、就職支援体制の充
実（経済危機対応・地域活性
化予備費７億円）。


○就職の支援
　「就職相談員」の増員による大学等の就職
支援体制の充実（平成23年度予算額：25億
円）
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


320


サーティフィ
ケート（履
修証明）の
制度・運用
改善


文部科学省
高等教育局
大学振興課


・大学等の教育研究資源を活
用した，多様な社会人の学習
ニーズに応える教育プログラ
ムの開発を支援する、社会人
の学び直しニーズ対応教育推
進プログラム（22年度予算額：
４億円），世界 高水準のソフ
トウェア技術者や、セキュリティ
人材の育成のため、大学の教
育課程、教材開発などの先進
的な取組を支援
する、先導的ITスペシャリスト
育成推進プログラム（22年度
予算額：３億円）を実施。


・社会人等の学生以外の者を
対象とした一定のまとまりのあ
る学習プログラム（履修証明プ
ログラム）を開設し、その修了
者に対して法に基づく履修証
明


・履修証明プログラムの実施など，社会人
受入れに向けた取組を大学の基盤的経費
で支援。（2011年度も継続）
・履修証明制度の制度・運用改善につい
て、中央教育審議会において議論を行い、
特に①多様な局面において履修証明制度
の活用を促進、②履修証明制度に関し自治
体・産業界との連携を促進、③大学教育の
質の向上として活用に重点をおいて取組を
広めることが必要とされた。


Ｂ：実施済
【ボトルネック、
解決策】
大学における社
会人の学修ニー
ズにあった教育
プログラムの開
発・整備と、学修
と職業の両立を
妨げる時間的・
経済的制約を克
服することが必
要であり、一層
の取組促進のた
め、平成23年12
月に省内に設置
した大学改革タ
スクフォースに
おいて、地域社
会と大学のあり
方を含む大学改
革の諸課題につ


○履修証明制度の活用状況は以下のとおり。
　・　履修証明プログラムを開設している大学数
　　平成20年度：38大学　→平成21年度：72大学
　・　履修証明プログラムの受講者数
　　平成20年度：1742名　→平成21年度：5817名


○平成20年から開始された制度であるが、公的な職業資格に関するスキルアップ、専
門的知識・技能に関する資格の獲得等、職業に係る知識・技能の獲得・向上に関する
講座が開設されるなど、制度の活用が進んでいる。


‐


いて、中央教育
審議会での審議
状況なども踏ま
えつつ、検討。
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


321


「社会人の
学修支援プ
ラン」の実
施（ジョブ・
カードとの
連携強化、
多様な人材
養成ニーズ
に応える大
学間連携、
地域大学・
高等専門
学校・専門
学校の活
用）


文部科学省
生涯学習政
策局
推進課


高等教育局
高等教育企
画課
高等教育政
策室


・複数大学が連携し、地域・社
会の求める人材養成を支援す
る「大学等連携事業」（22年度
予算額：48億円）を実施。
（取組例：医薬共同による創
薬・育薬を担う医療人の育成を
通じた大学間の連携）


・社会人の学修ニーズに応え
る教育プログラム開発を支援
する「社会人の学び直しニーズ
対応教育推進プログラム」（22
年度予算額：４億円），世界
高水準のソフトウェア技術者な
どを育成する先進的な取組を
支援する「先導的ITスペシャリ
スト育成推進プログラム」（22
年度予算額：３億円）を実施。


・複数大学が連携し、地域・社会の求める人
材養成を支援する大学等連携事業（23年度
予算額：21億円）を実施。
（前年同）


・専修学校における単位制・通信制の導入
を図るための省令等の改正を行ったところ
（平成24年4月1日施行）。（再掲、324参照）


Ａ：実施済かつ
成果あり


【ボトルネック、
解決策】
大学における社
会人の学修ニー
ズにあった教育
プログラムの開
発・整備と、学修
と職業の両立を
妨げる時間的・
経済的制約を克
服することが必
要であり、一層
の取組促進のた
め、平成23年12
月に省内に設置
した大学改革タ
スクフォースに
おいて、地域社
会と大学のあり


【2020年の成果目標の達成状況】
社会人入学者数：
・大学への社会人入学者数（推計）
　：4.5万人（策定時）→4.6万人（H23年度（一部、未調査の部分について、策定時の数
を用いた暫定値））
・専修学校での社会人受入れ総数
　：8万人（策定時）→11万人（23年度）


‐


（取組例
社会人学び直し：結婚して退職
した女性に対する、スキルアッ
プや資格取得講座を通じた再
就職の支援
先導的IT：社会的リスク軽減の
ための情報セキュリティ技術
者・管理者育成）


・履修証明制度の制度・運用を
改善（再掲、320参照）


方を含む大学改
革の諸課題につ
いて、中央教育
審議会での審議
状況なども踏ま
えつつ、検討。
・専修学校にお
ける単位制・通
信制の導入によ
り、働きながら学
ぶ社会人等の
受入れが進むこ
とが期待される
ところであり、
2012年度より、
制度導入の効
果を実証（学習
ユニット積み上
げ方式の実証
等）し、その成果
を普及するなど
の取組を行う。
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


＜総務省＞
C：一部実施
【ボトルネック、
解決策】
産学による実践
的な人材育成を
効率的に進める
ために、遠隔教
育システムの普
及等を図る必要
がある。


＜文部科学省
＞
C：一部実施
【ボトルネック、
解決策】
平成23年度、各
産学官コンソー
シアムにおいて
策定したモデ
ル・カリキュラム
基準等を、平成
24年度以降実
証していく必要
がある。


【2020年の成果目標の達成状況】
・大学への社会人入学者数
：4．6万人（2011年度（一部、未調査の部分について、策定時の数を用いた暫定値））
・専修学校での社会人受入れ総数
：11万人（2011年度）


【ボトルネック、解決策】
　引き続き、大学・専修学校等における社会人の学修ニーズにあった教育プログラム
の開発・整備を促進するとともに、関係機関や産業界との連携を強化することが必要
である。


‐
322
323


職業教育
の質保証
枠組みの
パイロットプ
ロジェクトの
開始


情報通信
技術関連
等主な職業
分野に関す
る教育プロ
グラムの開
発


文部科学省
生涯学習政
策局
政策課


関係省庁
総務省　情
報流通行政
局
情報通信利
用促進課


　実践キャリアアップ戦略専門
タスクフォース（平成22年8月
31日設置）において、大学・専
門学校等関係者や産業界から
の参画を得て、実践キャリア・
アップ制度の対象業種として、
①介護プロフェッショナル、②
カーボンマネジャー、③食の6
次産業化プロデューサーを決
定。業種ごとにワーキング・グ
ループを設置し、論点整理に
ついて審議を行うとともに、専
門タスクフォースにおいて制度
全体の基本方針について審
議。これらの動きも参考にしつ
つ、教育の質向上を含めた専
修学校教育の振興方策等に関
して報告を取りまとめ。


＜総務省＞
　ＩＣＴを必要とする幅広い分野の専門家育
成のための支援ツールとして、平成21年度
から「遠隔教育システム」を開発し、高等教
育機関で実証試験等を経て平成23年度末
に本システムが完成した。本システムの完
成後は、産業界と連携して本システムの高
等教育機関等への普及等を図ることによ
り、産学によるＩＣＴ人材育成の取組の支援
を推進する。


＜文部科学省＞
　また、平成23年度から、「成長分野等にお
ける中核的専門人材養成の戦略的推進」事
業において、専門学校等の教育機関や産
業界とが連携し、成長分野におけるモデル
カリキュラム基準の策定や、「学習ユニット
積み上げ方式」等の学習環境の整備の方
向性を取りまとめたところ。（分野例：医療・
福祉・健康、食・農林水産、ＩＴ等、クリエイ
ティブ、環境・エネルギー、観光）。
　なお、職業能力を客観的に評価する「キャ
リア段位」制度の導入（「日本版ＮＶＱ」の創
設）について、介護、食の６次産業化、カー
ボンマネジャーの三分野について、実践的
な職業能力の育成・評価システムの確立に
向け、具体的な能力評価基準等について、
大学・専門学校等関係者の参画を得て、検
討・策定を行っているところ、今後の教育プ
ログラムの開発の参考とする。
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


324


専修学校
への単位
制・通信制
の導入


文部科学省
生涯学習政
策局生涯学
習推進課


・省内に設置した専修学校の
振興方策等に関する調査研究
協力者会議において、中央教
育審議会の答申も踏まえつ
つ、専修学校における単位制・
通信制の導入に係る制度設計
試案をとりまとめ。


・専修学校における単位制・通信制の導入
を図るための省令等の改正を行ったところ
（平成24年4月1日施行）。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・専修学校における社会人受入れ総数
：約11万人（2011年度）


【ボトルネック、解決策】
・専修学校における単位制・通信制の導入により、働きながら学ぶ社会人等の受入れ
が進むことが期待されるところである。
2012年度より、制度導入の効果を実証（学習ユニット積み上げ方式の実証等）し、そ
の成果を普及するなど、2020年度までに専修学校における受入れ数１５万人の達成
を目指す。


‐


325


「キャリア段
位」制度
（日本版Ｎ
ＶＱ）と大
学・専門学
校等の教
育システム
との連携


内閣府政策
統括官（経
済財政運営
担当）
　
文部科学省
生涯学習政
策局


厚生労働省
職業能力開
発局
　
経済産業省
経済産業政
策局


専門タスクフォース（平成22年
8月31日設置）において、大学・
専門学校等関係者や産業界
からの参画を得て、実践キャリ
ア・アップ制度の対象業種とし
て、①介護プロフェッショナル、
②カーボンマネジャー、③食の
6次産業化プロデューサーを決
定。業種ごとにワーキング・グ
ループを設置し、論点整理に
ついて審議を行うとともに、専
門タスクフォースにおいて制度
全体の基本方針について審
議。


＜参考＞
・ＷＧは2010年度に計10回に
わたり実施している。


各ワーキング・グループでの論点整理を踏
まえ、専門タスクフォースにおいて制度全体
の基本方針である「実践キャリア・アップ戦
略基本方針」をとりまとめ（5月18日）。
その後、各ＷＧ等において実践的な能力評
価の基準や育成プログラムの認証基準等
の具体的な検討を行った。


＜参考＞
・検討されている能力評価の基準等を実証
するための事業を行い、この結果を踏まえ、
基準等を確定していくこととしている。
・ＷＧ等は2011年度に計29回にわたり実施
している（３月22日現在）。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・2012年秋よりキャリア段位（レベル）の認定を開始することとしている。
・大学への社会人入学者数
：4.6万人（2011年度（一部、未調査の部分について、策定時の数を用いた暫定値））
・専修学校での社会人受入れ総数
：11万人（2011年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等


【ボトルネック、解決策】
・当面は３分野の制度の立ち上げを進めるとともに、将来の対象分野の拡大を検討す
る。


‐
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


326


夏に会議を
設置し、12
月までに政
府の対応を
フォロー
アップ、結
果を踏まえ
て提案、
「新しい公
共」円卓会
議提案の
着実な実現


内閣府政策
統括官（経
済社会シス
テム担当）
付参事官
（総括担当）
付


・「新しい公共」円卓会議の後
継会議として、2010年10月、引
き続き総理主催の会議として
「新しい公共」推進会議を設
置。


・「新しい公共」円卓会議の提
案を着実に実現するため政府
対応のフォローアップを実施
（2010年9月、2011年1月）。


・「新しい公共」推進会議にお
いて、2011年3月、情報開示・
発信基盤整備の在り方に関す
るワーキンググループ報告を
取りまとめ。


・「新しい公共」円卓会議の提
案等を踏まえ、平成22年度補
正予算により、新しい公共支援
事業を創設（予算額87.5億
円）。


・「新しい公共」円卓会議の提案等を踏ま
え、2011年６月、平成23年度税制改正によ
り、所得税・個人住民税と併せて50%まで税
額控除を可能とすること等を内容とする寄
附税制の拡充を実現。また、同月、認証・監
督事務の地方移管や仮認定制度の導入等
を内容とする改正特定非営利活動促進法
が成立。


・「新しい公共」円卓会議及び「新しい公共」
推進会議の提案を着実に実現するため、政
府対応のフォローアップを実施（2011年7
月、2012年1月）。


・「新しい公共」推進会議において、2011年６
月に「新しい公共」による被災者支援活動に
係る制度等に関する報告を、７月に政府と
市民セクターとの関係に関する報告をそれ
ぞれ取りまとめ。


・平成23年度３次補正予算により、新しい公
共支援事業の被災３県の基金積み増し（8.8
億円）等を措置。


新しい公共支援事業については、平成23年
度において、
・①ＮＰＯ等の活動基盤整備のための支援、
②寄附募集支援、③融資利用の円滑化の
ための支援、④つなぎ融資への利子補給等
を、47都道府県で実施。
・⑤新しい公共の場づくりのためのモデル事
業を、47都道府県で計505件実施。


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
１．「新しい公共」への参加割合の拡大
　2020年の成果目標は、国民生活選好度調査に基づく「新しい公共」への参加割合
を、2010年の26％から約５割まで拡大させること。
　「新しい公共」への参加割合は2011年は22％となっているが、「新しい公共」の取組
は短期的に成果が表れるものではなく、中長期的に成果が着実に発現されるよう息
長く取組を進めているところ。
　「新しい公共」への参加促進については、新しい公共支援事業により、会計基準導入
や情報開示等による団体の透明性の向上、寄附募集・融資利用に関する知識・能力
の向上、地域課題解決のための協働の取組が進みつつある。なお、事業ガイドライン
に基づき、各都道府県が23年度の成果を取り纏め中であり、これを踏まえ事業の具体
的な成果等について評価することとしている。


２．国民の自発的な寄附の流れをＧＤＰ比で５～10倍増
　2020年の成果目標は、個人寄附を、2009年の約１千億円（ＧＤＰ比0.02％）から、6.5
千億～１兆３千億円（ＧＤＰ比0.1～0.2％）まで拡大させること。
　2010年の個人寄附は約1.8千億円（ＧＤＰ比0.04％）に増加。拡充された寄附税制が
2011年の所得から適用されることや、改正特定非営利活動促進法の施行により2012
年4月に仮認定制度が運用開始されることなどから、今後、こうした措置の効果の発
現が期待される。
　なお、23年度税制改正により導入された個人からの寄附に係る所得税の税額控除
(平成23年分の所得から適用）の対象となる法人数は、以下の通り。
・認定ＮＰＯ法人：平成24年3月時点で246法人（平成22年4月時点では127法人）
・公益社団・財団法人：平成24年3月時点で263法人
・学校法人：平成24年3月時点で208法人
・社会福祉法人数：平成24年３月時点で101法人
・更生保護法人：平成24年3月時点で46法人


【ボトルネック、解決策】
・多くの国民による参加や自発的な寄附のもとで、「新しい公共」の活動が地域の中で
幅広く広がっていくためには、上述の施策の効果が着実に発現されるよう息長く取り
組んでいくことが必要。このため、新たな寄附税制の活用促進、改正特定非営利活動
促進法の円滑な施行・周知、「新しい公共」の担い手による実際の活動の拡がり状況
の確認及び必要な支援の見直し等について取り組んでいく。


‐
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


327


政府と市民
セクター等
との公契約
や協約の
在り方など
を議論、民
間提案型
の業務委
託、市民参
加型の公
共事業の
導入


内閣府政策
統括官（経
済社会シス
テム担当）
付参事官
（総括担当）
付


・2010年12月、「新しい公共」推
進会議の下に、政府と市民セ
クター等との公契約等のあり
方等に関する専門調査会を設
置し、議論を実施。


・「新しい公共」円卓会議の提
案等を踏まえ、平成22年度補
正予算により、民間提案型及
び市民参加型の事業として、
新しい公共支援事業を創設
（予算額87.5億円）。


・2011年7月、「新しい公共」推進会議におい
て、多様な「新しい公共」の担い手の参画、
適切な公契約の実施等を内容とする「政府
と市民セクターとの関係のあり方等に関す
る報告」をとりまとめ。関係省庁及び地方公
共団体に対して同報告に記載された提案内
容について周知。


・平成23年度３次補正予算により、新しい公
共支援事業の被災３県の基金積み増し（8.8
億円）等を措置。


・新しい公共支援事業では、全国各地域に
おいて市民参加の下で「新しい公共」の場づ
くりのためのモデル事業を推進するととも
に、民間提案型の業務委託を41都道府県で
実施。


 B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
※「新しい公共」の成果目標の達成状況及びボトルネック・解決策については「326」を
参照。


・「新しい公共」推進会議で取り纏めた「政府と市民セクターとの関係のあり方等に関
する報告」を踏まえ、新しい公共支援事業等において、「新しい公共」の担い手からの
提案や市民参加を受ける形での事業実施スキームが導入されたところ。地域住民の
積極的な参加・協力を得て、地域環境保全・まちづくり等の活動が実施されている。


‐


328


平成23年
春頃までに
「安心・安
全で持続可
能な未来に
向けた協働
戦略」を策
定し、実行


内閣府経済
社会システ
ム担当（総
括）


社会的責任に関する円卓会議
において、「安心・安全で持続
可能な未来に向けた協働戦
略」の策定に向けての検討を
行い、平成23年3月23日に取り
まとめた。


社会的責任に関する円卓会議において、平
成23年3月23日「安心・安全で持続可能な未
来に向けた協働戦略」に基づき取組を推
進。


 B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
※「新しい公共」の成果目標の達成状況及びボトルネック、解決策については「326」を
参照。


・「安心・安全で持続可能な未来に向けた協働戦略」において、協働の取組などが明
確化されたことにより、各ステークホルダーが社会的に果たす責任についての意識向
上や、持続的な協働の枠組みづくりに貢献している。


‐
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


329


平成22～
23年度にか
けて消費
者・市民教
育モデル事
業、地域円
卓会議のモ
デル開催


内閣府経済
社会システ
ム担当（総
括）


文部科学省
生涯学習政
策局男女共
同参画学習
課


平成23年2月22日、文部科学
省、事業者団体、消費者団体
を中心に平成２２年度消費者
教育フェスタを東京にて開催
済。


平成23年2月18日、ＮＰＯを中
心に「地域円卓会議in茨城」を
水戸市にて開催済。


平成24年1月18日平成２３年度消費者教育
フェスタ（主催：文部科学省）を、社会的責任
に関する円卓会議の協力を得て、東京にて
開催済。


平成24年2月22～23日に、消費者・市民教
育モデル事業の地方展開として「消費者教
育フェスタinぎふ」（主催：文部科学省、共
催：岐阜県、岐阜市、岐阜県教育委員会、
岐阜市教育委員会）を、社会的責任に関す
る円卓会議の協力を得て、岐阜市にて開催
済。


 B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
※「新しい公共」の成果目標の達成状況及びボトルネック、解決策については「326」を
参照。


・2010～2011年度にかけて、消費者・市民教育モデル事業（消費者教育フェスタ）にお
いては、のべ約1560人、地域円卓会議モデル事業においてはのべ約160人が参加し
た。こうした取組により、各地域においても、マルチステークホルダーによる課題解決
に向けた意識醸成につながった。


‐
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


330


事前チェッ
ク型から事
後チェック
中心の行
政への移
行（認定Ｎ
ＰＯ法人の
認定基準に
おける仮認
定の導入
等）


具体的に制
度設計し、
平成23年
度税制改
正において
実現


内閣府政策
統括官（経
済社会シス
テム担当）
付参事官
（「新しい公
共」・市民活
動促進担
当）付


　2010年10月、税制調査会に
市民公益税制ＰＴが設置され、
認定特定非営利活動法人等に
係る税制上の措置について議
論を開始し、同年12月に「市民
公益税制ＰＴ報告書」がとりま
とめられ、同月に、当該報告書
の内容を盛り込んだ平成23年
度税制改正大綱が決定され
た。


　2011年６月、改正特定非営利活動促進法
及び平成23年度分離税制改正法により、以
下の項目を主な内容とする認定特定非営利
活動法人等に係る税制上の措置が講じら
れたところ。


●制度の使いやすさと信頼性向上のための
見直し
・活動分野の追加
・手続の簡素化・柔軟化
・未登記法人の認証取消し
・会計の明確化　など


●認定基準の緩和・仮認定制度の導入・認
定等の効果の拡充
・ＰＳＴ基準の緩和（①～③のいずれか）
（2011年６月から適用）
 ①寄附金が総収入に占める割合が１/５以
上（現行）
 ②各事業年度に3,000円以上の寄附を平均
100人以上から受けること
 ③事務所所在地の自治体の条例で個別指
定を受けること
・設立５年未満の法人は、ＰＳＴ基準を免除
した仮認定を受けることが可能に〈経過措
置：３年間は設立後５年以上の法人にも適
用〉（2012年４月から適用）
・認定法人・仮認定法人への寄附者は所得
税の所得控除と税額控除（地方税とあわせ
て寄附金額のうち2000円を超える額の 大
50%）を選択可能に（2011年分から適用）


●法人関連の事務を地方自治体で一元的
に実施
・２以上の都道府県にまたがる法人の認証
事務を内閣府から地方自治体へ移管
・認定事務も地方自治体で実施（現行の国
税庁から変更）
・段階的な監督の枠組み等の整備


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
※「新しい公共」全体の成果目標の達成状況及びボトルネック・解決策については
「326」を参照。


現在の特定非営利活動法人数と認証取消しの数の 近の推移については以下のと
おりとなっている。
・法人数（累計）
 平成21年２月末：36,826
 平成22年２月末：39,443
 平成23年２月末：42,120
 平成24年２月末：44,845
・認証取消し数（累計）
 平成21年２月末：333
 平成22年２月末：477
 平成23年２月末：668
 平成24年２月末：960


なお、寄附税制の対象となる認定特定非営利活動法人数は、平成24年3月時点で246
法人（平成22年4月時点では127法人）。


‐
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


331


公益法人
の認定等に
ついて、平
成２２年度
以降の申
請につい
て、原則と
して認定等
までの期間
を４ヶ月以
内に迅速化


内閣府大臣
官房公益法
人行政担当
室


柔軟かつ迅速な審査に取り組
み、特別な事情がある案件を
除き、申請から４ヶ月以内に認
定等を行っている。


平成23年８月に審査期間を４ヶ月とした標
準処理期間を設定し、柔軟かつ迅速な審査
に取り組んでおり、特別な事情がある案件
を除き、申請から４ヶ月以内に認定等を行っ
ている。


Ａ：実施済かつ
成果あり


【2020年の成果目標の達成状況】
これまで、内閣府において、1,525件の処分を行い、新制度の公益法人となっている。
また、都道府県では、3,560法人が公益法人となっている。（平成20年12月１日～平成
24年３月31日）
その結果、主務官庁の監督から離れ、幅広い分野でそれぞれの創意工夫により自由
に活動を行っているとともに、以前の公益法人制度では、従来の社団・財団法人のう
ち特定公益増進法人は約９００法人のみ（平成20年12月１日現在）が税制優遇の対象
であったが、新公益法人制度に移行することにより、より多くの法人が税制優遇の対
象法人となり(全国で5,085法人(平成24年４月１日現在)）、全国の公益法人が年間合
計で約９１４億円（公益法人行政担当室による集計（平成23年11月９日現在））の寄附
を受け、それぞれの専門分野における公益活動を推進している。
また、多くの特例民法法人が、事業年度を４月から３月としており、公益法人もしくは一
般法人へ移行する際は、分かち決算（※）が必要ない４月１日に移行登記することを
希望していたことから平成24年４月１日の移行を希望する法人からの申請は特に配慮
し、原則４か月以内に認定等を行うとする審査の迅速化を通じて、特別な事情がある
案件（約５％）を除き法人の希望通りに認定等を行った。
平成25年11月30日の移行期間終了に向けて、内閣府への申請が想定される法人の
うち、約６割からの申請が行われているが、今後も、移行期間中に確実に移行申請を
行えるよう、相談会や各種広報等を通じて働きかけていくこと等、新しい公共の主要な
担い手である公益社団・財団法人が活躍できる環境整備を行ってまいりたい。
※４月１日登記できない場合は、特例民法法人及び移行法人の双方で決算手続が必
要となり、より多額の決算コストを要するという事情がある。


‐
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社会イノ
ベーション
を促進する
ための必要
な規制改革
及び公的支
援等を一体
として実施
する地域活
性化総合特
区等の検討


広く提案募
集を行い、
検討の場を
設けて新た
な法制化を
含む具体的
な制度設計
を推進、具
体的内容及
び実施地域
等を決定


内閣官房地
域活性化統
合事務局


内閣府政策
統括官（経
済社会シス
テム担当）
付参事官
（社会システ
ム担当）


2月　総合特別区域法案（国際
戦略総合特区及び地域活性
化総合特区）の提出


・「新しい公共」支援事業にお
いて、地域の諸課題の解決を
図るための「社会イノベーショ
ン推進のためのモデル事業」
の対象地域として、大阪府豊
中市等全国5地域を選定。


6月　　総合特別区域法の成立
8月　　法律及び政省令の施行
　　　 　総合特別区域基本方針の閣議決定
9月　　総合特別区域第１次指定申請の受
付
12月　総合特別区域の指定（地域活性化総
合特区26箇所）
1月　　国と地方の協議実施（実施中）
3月　　地域活性化総合特区11箇所所の総
合特別区域計画の認定
　　　　第２次指定申請の受付


・「社会イノベーション推進のためのモデル
事業」実施地域において事業を実施中（平
成24年度まで）


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
　・平成23年9月までに全国から広く提案募集を行い、国際戦略、地域活性化合わせ
て88件の総合特区指定申請がなされたところ。
　・12月にはこのうち国際戦略総合特区として7　箇所、地域活性化総合特区として26
箇所を総合特別区域として指定。
　・今後、各地域が求める規制改革等の具体的内容を国と地方が協議し、社会イノ
ベーションを促進するための必要な規制改革及び公的支援を実施していく。


指定を受け
た33箇所に
ついて、今
後各地域が
求める規制
の特例措置
等の実現に
向け、国と
地方の協議
会等での協
議を通じ、
その実現に
向けた取り
組みを推進
していく。


218







加速化を図
る施策
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施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
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333


「熟議」に基
づく政策形
成を先行的
に実施する
とともに市
町村等の
取組も支
援、先行事
例により得
られた知見
を踏まえ、
「熟議」に基
づく政策形
成を政府内
で浸透させ
るとともに、
引き続き支
援


文部科学省
生涯学習政
策局政策課


◆「熟議」に基づく政策形成を
先行的に実施するとともに、市
町村等の取組も支援


・熟議の取組は、中央教育審
議会等における専門家による
検討の場に合わせて、車の両
輪として、当事者による熟議に
基づく意見を踏まえ、政務三役
にて政策決定を行うという政策
形成の新機軸として、文科省
政策形成エンジン「熟議カケア
イ」サイト上で行う熟議（以下
「ネット熟議」という。）と対面で
行う熟議（以下「リアル熟議」と
いう。）を組み合わせて展開し
た。


◆先行事例により得られた知見を踏まえ、
「熟議」に基づく政策形成を政府内で浸透さ
せるとともに、引き続き支援


・全国で実施されるリアル熟議の情報を「熟
議カケアイ」サイト上で公開し、広報に協
力。
・同一のテーマについてリアル熟議とネット
熟議を交互に行うことで、リアルとネットの利
点をそれぞれに生かしつつハイブリッドに展
開させる取組を約半年間かけて実施。


C：一部実施


【ボトルネック、
解決策】
リアル熟議、ネッ
ト熟議の実施者
に対する支援等
を実施し、民間
団体等では熟議
の文化が根付い
てきたが、熟議
に基づく政策形
成を他省庁や政
府全体に浸透さ
せるには至って
いない。
引き続き、文部
科学省で熟議に
基づく政策形成
の実績と知見の
蓄積を進め、関
係省庁との連携
を図っていく。


◆「新しい公共」への参加割合の拡大26％→5割
【2020年の成果目標の達成状況】
・ネット熟議は2010年4月以降23のテーマで実施され、約3000人の会員から約15000
件のコメントが寄せられている。また、「文部科学省への提案書」がサイト参加者によ
り主体的にまとめられ、文部科学副大臣に直接手交されたとともに、中央教育審議会
でも審議の材料として活用されているところである。
・リアル熟議は2010年6月の本格展開以降、全国各地で170回以上開催され、８千人
以上が参加する等、着実に全国の教育現場等の当時者に根付いてきている。また、
文部科学省に報告された熟議以外にも、地元課題の解決等のために公民館において
熟議が行われ、延べ4千人以上が参加するなど、活発な取組が行われており、熟議を
通じた新しい公共への参加者が増加している。
【ボトルネック、解決策】
・ネット熟議は、書き込みの多い深夜や週末への対応を含むファシリテートが容易では
ないこと等により、リアル熟議の展開に比べネット熟議の活用がやや遅れている。
このため、2012年度からは、リアル熟議主催者等に熟議カケアイ内の掲示板を開放
し、地域の課題に関するネット熟議の実施や、リアル熟議のフォローアップへの活用を
図ることとしている。


また、地域のリ
アル熟議では地
域資源の活用
や高齢者の地
域参加等がテー
マとなる熟議も
増えつつあり、
引き続きこれら
の熟議に対して
も支援を行って
いく。
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項目
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334


「新しい公
共」円卓会
議の提案
への政府
の対応を踏
まえ、平成
23年度税
制改正にお
ける実現に
向け、税額
控除の割
合や対象
法人、実施
時期に関す
る検討な
ど、具体的
な制度設計
を推進


具体的に制
度設計し、
平成23年
度税制改
正において
実現


内閣府政策
統括官（経
済社会シス
テム担当）
付参事官
（「新しい公
共」・市民活
動促進担
当）付


　2010年10月、税制調査会に
市民公益税制ＰＴが設置され、
認定特定非営利活動法人等に
係る税制上の措置について議
論を開始し、同年12月に以下
の項目を主な内容とする「市民
公益税制ＰＴ報告書」がとりま
とめられ、同月に、当該報告書
の内容を盛り込んだ平成23年
度税制改正大綱が決定され
た。


・公益社団法人等に対するＰＳ
Ｔ要件等の適用
・所得税の税額控除制度の見
直し
・認定要件の見直し
・新たな認定期間等
・仮認定制度の導入
・段階的な監督の枠組み等の
整備


　改正特定非営利活動促進法及び平成23
年度分離税制改正法により、以下の項目を
主な内容とする各法人に係る税制上の措置
が講じられたところ。


【認定特定非営利活動法人】
●制度の使いやすさと信頼性向上のための
見直し
・活動分野の追加
・手続の簡素化・柔軟化
・未登記法人の認証取消し
・会計の明確化　など


●認定基準の緩和・仮認定制度の導入・認
定等の効果の拡充
・ＰＳＴ基準の緩和（①～③のいずれか）
（2011年６月から適用）
①寄附金が総収入に占める割合が１/５以
上（現行）
②各事業年度に3,000円以上の寄附を平均
100人以上から受けること
③事務所所在地の自治体の条例で個別指
定を受けること
・設立５年未満の法人は、ＰＳＴ基準を免除
した仮認定を受けることが可能に〈経過措
置：３年間は設立後５年以上の法人にも適
用〉（2012年４月から適用）
・認定法人・仮認定法人への寄附者は所得
税の所得控除と税額控除（地方税とあわせ
て寄附金額のうち2000円を超える額の 大
50%）を選択可能に（2011年分から適用）


●法人関連の事務を地方自治体で一元的
に実施
・２以上の都道府県にまたがる法人の認証
事務を内閣府から地方自治体へ移管
・認定事務も地方自治体で実施（現行の国
税庁から変更）
・段階的な監督の枠組み等の整備


【公益社団・財団法人等】
ＰＳＴ基準を満たした公益社団・財団法人等
への寄附者は所得税の所得控除と税額控
除（地方税とあわせて寄附金額のうち2000
円を超える額の 大50%）を選択可能に


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
※「新しい公共」全体の成果目標の達成状況及びボトルネック・解決策については
「326」を参照。


国民の自発的な寄附の流れをＧＤＰ比で５～10倍増
　2020年の成果目標は、個人寄附を、2009年の約１千億円（ＧＤＰ比0.02％）から、6.5
千億～１兆３千億円（ＧＤＰ比0.1～0.2％）まで拡大させること。
　2010年の個人寄附は約1.8千億円（ＧＤＰ比0.04％）に増加。拡充された寄附税制が
2011年の所得から適用されることや、改正特定非営利活動促進法の施行により2012
年4月に仮認定制度が運用開始されることなどから、今後、こうした措置の効果の発
現が期待される。


なお、寄附税制の対象となる認定特定非営利活動法人数は、平成24年3月時点で246
法人（平成22年4月時点では127法人）。


‐
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


335


ＮＰＯバンク
に対する総
量規制及び
指定信用
情報機関
の使用・情
報提供義
務等の適
用除外の
措置


金融庁
総務企画局
企画課


　「新しい公共」を支える金融ス
キームの拡充に向け、規制改
革の一環としてとりまとめ、行
政刷新会議に2010年6月15日
に報告し、同月18日「規制・制
度改革に係る対処方針」にお
いて閣議決定。2010年6月18
日の改正貸金業法の完全施
行と同時に措置（関係府令の
改正）を実施。


（2010年度に実施済）
A：実施済かつ
成果あり


【2020年の成果目標の達成状況】


　　2011年3月末現在、貸金業登録を受けた非営利特例対象法人（いわゆるNPOバン
ク）数は14法人、貸付残高は7.7億円となっている。そのうち、更に一定の要件を満た
すことにより、総量規制等の適用除外を受けている特定非営利金融法人の数は８法
人、貸付残高は6.7億円となっている。


（参考）
　　　　　　　　法人数　　貸付残高
2010年3月末　3（-）　0.2億円（- 億円）
2011年3月末　14（8） 7.7億円（6.7億円）
※貸金業法上、2009年6月18日以降、貸金業者のうちいわゆるＮＰＯバンクを非営利
特例対象法人として分類。なお、カッコ内は特定非営利金融法人に係る数字である。
（出典）金融庁調べ


‐
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一定の要
件を満たす
貸付事業を
行う地域生
協について
県域規制を
緩和


厚生労働省
社会・援護
局
地域福祉課
消費生活協
同組合業務
室


・貸付事業を行う地域生協に
ついては、地方公共団体の協
力を得るなど一定の要件を満
たせば隣接都府県までの区域
拡大ができるよう省令の改正
を行った。（2010年5月21日）


特になし Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・「消費者信用生活協同組合」は岩手県全域を活動区域としていたが、青森県全域に
も拡大
（2011年8月9日認可）


‐
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


337


ＮＰＯ等を
支える小規
模金融制
度の見直し
等（日本政
策金融公
庫によるＮ
ＰＯ等向け
融資の普
及を図る）


経済産業省
地域経済産
業局地域経
済産業グ
ループ
立地環境整
備課


関係省庁
財務省
大臣官房
政策金融課


○【経産省】日本政策金融公
庫の「企業活力強化貸付（地
域活性化・雇用促進資金）社
会貢献型事業関連」の制度の
取扱期間を延長
・日本政策金融公庫によるＮＰ
Ｏ等を含むソーシャルビジネス
を行う事業者に対する融資制
度
・「第三者（中核的支援機関）
からの協力・助言を得て、社会
性要件及び収益性要件を満た
す事業計画を策定し、その事
業
計画に基づき、社会に貢献す
る事業を行う者」に対して、運
転資金、設備資金の融資を行
う。


○【財務省】日本政策金融公
庫（国民生活事業）におけるＮ
ＰＯ向け融資実績の拡大
・公庫のＮＰＯ法人向け融資が
3期連続増加にある状況をプレ
ス発表し、公庫の支援姿勢を
明示するとともに公庫融資の
普及を図った。
・都道府県のＮＰＯ担当部局に
対しＮＰＯ向け貸付実績を送付
し、公庫融資の普及を図った。


※日本公庫におけるＮＰＯ法
人向け融資実績
・20年度：269件　15.9億円
・21年度：312件　19.5憶円
・22年度：384件　27.4億円


○【経産省】日本政策金融公庫の「企業活
力強化貸付（地域活性化・雇用促進資金）
社会貢献型事業関連」の制度を拡充（貸付
利率の引下：平成24年4月実施）


○【財務省】日本政策金融公庫（国民生活
事業）におけるＮＰＯ向け融資実績の拡大
・前年度に引き続き、公庫のホームページ・
フォーラム等を通じて、公庫のＮＰＯ向け融
資実績や各種融資制度の広報を実施し、公
庫融資の普及を図った。
・都道府県のＮＰＯ担当部局等関係機関へ
の書面送付により、公庫融資の普及を図っ
た。


※日本公庫におけるＮＰＯ法人向け融資実
績
・23年度（4～12月末）：407件
　20.5億円(前年同期比136%)


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
○2010年の個人寄附は約1.8千億円（ＧＤＰ比0.04％）に増加。いわゆるソーシャルビ
ジネスの担い手であるNPO法人向けの日本政策金融公庫融資により、NPOに対する
更なる支援を行った結果、数値による把握は困難であるものの、これらのNPOの活動
により地域における社会構造問題の解決がさらに促進されることなどから、今後、こう
した措置の効果の発現が期待される。


【ボトルネック、解決策】
○ソーシャルビジネスの資金調達ニーズが高い中、日本公庫のNPO向け融資制度の
知名度は高くないのが現状であり、制度の利用を促し融資実績を伸ばすために、引き
続き融資制度の周知活動を行う必要がある。


○日本公庫
の「企業活
力強化貸付
（地域活性
化・雇用促
進資金）社
会貢献型事
業関連」の
貸付利率が
平成２４年４
月から引き
下げられた
ことについ
ての周知活
動を行い、
同制度の利
用促進を図
る。
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


339


ソーシャル
ビジネス事
業者への
金融支援
促進


経済産業省
経済産業政
策局地域経
済産業グ
ループ
立地環境整
備課


・平成２２年度地域経済産業活
性化対策調査（ソーシャルビジ
ネス支援環境整備調査事業）
の一環として、ＳＢを金融支援
するに当たり、具体的に社会
性等をどう評価をするべきか、
有識者の知見を活用しつつ、
事業者等へのヒアリングを通じ
て取りまとめ。


・また、平成２２年度地域新成
長産業創出促進事業（ソー
シャルビジネス／コミュニティビ
ジネス連携強化事業）の一環
として「ソーシャルビジネス推
進研究会」を開催し、全国の信
用金庫、信用組合、労働金庫
のSB向けの支援状況や、今後
の資金調達支援の在り方につ
いて取りまとめ。


・平成２２年度の「ソーシャルビジネス推進
研究会」での議論を踏まえ、平成２３年度地
域新成長産業創出促進事業（企業連携支
援機能強化事業）の一環として、SBに対す
る資金調達支援等のノウハウを持つ中間支
援機関を育成。


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
平成２３年度の事業により、中間支援機関を２１団体育成し、SBに対する資金調達支
援等のノウハウを持つ中間支援機関の全国的な普及展開に貢献した。


【ボトルネック、解決策】
SBの資金調達支援のニ－ズが高い中、全国的には、まだ資金調達支援を行うことが
できる中間支援機関が少ないのが現状であり、引き続き、同機関の育成が必要であ
る。


引き続き、
SBに対する
資金調達支
援等のノウ
ハウを持つ
中間支援機
関を育成し
ていく。


338


ＮＰＯ等の
新しい公共
の担い手
を、企業に
よる社会的
取組と連携
し、資金供
給や活動
基盤の面
から一体的
に支援


内閣府
政策統括官
（経済社会
システム担
当）付
参事官（社
会基盤担
当）


・都道府県が、ＮＰＯ等の民間
非営利組織に対して以下の事
業を実施し、活動の阻害要因
を解決する「新しい公共支援事
業」（平成24年度末までの基金
事業）を創設（平成22年度補正
予算87.5億円）。
① ＮＰＯ等の活動基盤整備の
ための支援
② 寄附募集支援
③ 融資利用の円滑化のため
の支援
④ （行政機関から業務委託を
受けるＮＰＯ等に対する）つな
ぎ融資への利子補給
⑤ 新しい公共の場づくりのた
めのモデル事業（多様な担い
手が協働し、地域の諸課題の
解決を図る取組）
等


・東日本大震災被災地域等において、「新し
い公共」の担い手による支援拠点の整備、
地域づくりなどの取組みを支援するため、新
しい公共支援事業交付金の岩手・宮城・福
島県への基金の積み増しを実施（平成23年
度第3次補正予算8.8億円）。


・①ＮＰＯ等の活動基盤整備のための支援、
②寄附募集支援、③融資利用の円滑化の
ための支援、④つなぎ融資への利子補給等
を、47都道府県で実施。


・⑤新しい公共の場づくりのためのモデル事
業を、47都道府県で計505件実施。


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
※「新しい公共」全体の成果目標の達成状況及びボトルネック・解決策については
「326」を参照。


・会計基準導入や情報開示等によるＮＰＯ等の透明性の向上、寄附募集・融資利用に
関する知識・能力の向上、地域課題解決のための協働の取組が進みつつある。な
お、事業ガイドラインに基づき、各都道府県が23年度の成果を取り纏め中であり、これ
を踏まえ事業の具体的な成果等について評価することとしている。


・なお、東日本大震災への対応として、以下のような取組について支援を行ったとこ
ろ。
（実施件数）
岩手県：10件、宮城県：17件、福島県：10件、その他の県：59件
（具体的事例）
・買い物バスの運行（仮設住宅等の生活環境改善）（岩手県）
・仮設住宅団地でのコミュニティ形成支援（自治・自立の推進）（宮城県）
・子どもの外遊び支援（放射線への対応）（福島県）
・交流施設の運営・情報提供（県外避難者の支援）（新潟県）
など。


‐
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


340


・地域金融
を活用した
ファンドを
通じた、「地
域の志ある
投資」の促
進を年内を
目途に検討
等


国土交通省
国土政策局
地方振興課


金融庁
総務企画局
企画課信用
制度参事官
室


関係省庁
内閣府
政策統括官
（経済社会
システム担
当）付


・国土審議会政策部会国土政
策検討委員会「新しい公共検
討グループ」において、「地域
の志ある投資」の促進に向け
た検討・議論が行われ、2011
年2月に 終報告が取りまとめ
られた。


・国土政策検討委員会における 終報告を
踏まえ、国交省、金融庁等が連携し、「地域
の志ある投資」を促進する支援制度の方向
性等について更なる検討を行った。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
寄付の 終的な受け皿となる「新たな公」による地域づくり活動参加率（一般国民を対
象としたアンケート調査において、「活動に参加している」と回答した一般国民の割合）
では、2009年度は33.9％、2010年度は5.3％増の39.2％となっている。


【ボトルネック、解決策】
「新しい公共」の担い手による地域づくり活動の促進を資金面から支援するためには、
現状のコミュニティファンドに対する認知度や信頼性の低さが課題であり、それらを向
上させる必要がある。


2012年度以
降に、コミュ
ニティファン
ドに対する
認知度や信
頼性の向上
を目的とし
た認定制度
の創設等の
検討を行
う。


341


自殺に対す
る対策強
化、生活保
護受給者
や若年無
業者の自
立支援、ひ
きこもりの
社会参加
支援


内閣府政策
統括官（共
生社会政策
担当）付参
事官（自殺
対策担当）


○2010年の自殺者数を可能な
限り減少させるため、「自殺対
策タスクフォース」を設置（平成
22年９月７日）・開催（平成22年
９月７日・11月24日・2月9日）・
設置期限の延長（平成24年3
月31日まで）
○「年内に集中的に実施する
自殺対策の取組について」を
自殺対策タスクフォースにおい
て決定（平成22年９月７日）
○「自殺予防週間」（９月10日
～16日）の実施
○「自殺対策強化月間」（３月）
の実施
○平成21年度補正予算で造成
された地域自殺対策緊急強化
基金（平成23年度までの３か
年、総額100億円）を通じ、地
域の実情を踏まえた取組を推
進
○平成24年度春を目途に、自
殺総合対策大綱の案の作成を
行う。


○「自殺対策タスクフォース」の開催（7月4
日・2月22日）・設置期限の延長（平成25年3
月31日まで）
○「自殺予防週間」（９月10日～16日）の実
施
○「自殺対策強化月間」（３月）の実施
○平成23年度第3次補正予算により地域自
殺対策緊急強化基金について37億円の積
み増しを計上し、24年度まで期限を延長
○「自殺総合対策大綱」の改定に向けた検
討に着手。
○自殺対策推進会議で現大綱に基づく施
策を把握し、意見をとりまとめ
○平成24年春を目途に策定する新たな自
殺総合対策大綱において、政府と地方公共
団体、関係団体、民間団体等との協働を一
層進めるため、官民が協働して自殺対策を
一層推進するための特命チームを設置（平
成23年11月29日）・開催（11月29日・12月21
日・1月26日・3月27日）


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
平成23年1月～12月累計自殺者数（確定値）は30,651人（対前年比-1,039人、-3.3％）
となっている。
平成24年に改正する新たな自殺総合対策大綱の下、国、地方公共団体、民間団体で
協議し、引き続き総合的に取り組んでいく。


‐
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


厚生労働省
社会・援護
局
保護課


福祉事務所に就労支援員を配
置するとともに、自治体とハ
ローワークが連携して就労支
援を実施。また、自治体におい
て自立支援プログラムを策定
し、生活保護受給者の状況に
応じた就労・自立に向けた計
画的、効果的支援を実施。


福祉事務所の就労支援員、ハローワークの
就職支援ナビゲーターを増配置するととも
に、地方公共団体とハローワークとが協定
を締結し、チームを構成して一体となった就
労支援を実施。また、就労による自立が容
易でない高齢者等の生活保護受給者の社
会的自立を推進するため、社会福祉法人等
との協働により、ボランティア等の社会貢献
活動や就労体験等を行う場を拡大する取組
を実施。


C：一部実施
【ボトルネック、
解決策】
厳しい経済情勢
や高齢化の進
展等を反映し
て、失業したた
め生活に困窮し
た者や就労によ
る自立が容易で
ない高齢者等が
増加しているた
め、就労支援等
により自立に向
けた取組をさら
に強化する必要
がある。また、よ
り実効性のある
第２のセーフティ
ネットの構築に
向けた生活困窮
者対策と生活保
護


【2020年の成果目標の達成状況】
自立支援プログラムのうち就労支援プログラムにより、88,631人を対象に支援し、
31,463人が就労・増収した結果、約105億円の効果額（推計）があった。（平成22年度）


※就労支援プログラムのうち、ハローワークが地方公共団体と一体となって就労支援
を行う「福祉から就労」支援事業について、平成23年度は、支援対象者数４万人強、
就職者数２万人強と、前年度の約２倍の実績を見込んでいる（支援対象者には、住宅
手当受給者など生活保護ﾎﾞｰﾀﾞｰ層を含む）。


‐


制度の見直しに
ついて総合的に
取り組むための
生活支援戦略を
策定する。


341


自殺に対す
る対策強
化、生活保
護受給者
や若年無
業者の自
立支援、ひ
きこもりの
社会参加
支援


厚生労働省
社会・援護
局
障害保健福
祉部
精神・障害
保健課


・「自殺・うつ病等対策プロジェ
クトチーム」において、自殺の
実態の把握や、より実効性の
高い自殺対策について検討を
行い、平成22年5月に悩みが
ある人を支援につなぐゲート
キーパー機能の充実や、職場
におけるメンタルヘルス対策な
ど、厚生労働分野において今
後重点的に講ずべき対策をと
りまとめた。
・みんなのメンタルヘルス総合
サイトを開設した。
・精神保健医療施策の充実の
ための検討を行った。（平成22
年6月：アウトリーチ支援実現
に向けた考え方をとりまとめ）


・精神障害者アウトリーチ推進事業を実施し
た。（7億円、15府県、24機関）
・みんなのメンタルヘルス総合サイトの内容
を充実させた。
・精神保健医療施策の充実のための検討を
引き続き行った。（来年の通常国会に法案
を提出することを目指す。）
・地域自殺対策緊急強化基金（平成23年度
7.5億円）において、一般かかりつけ医と精
神科の連携強化のための会議（110か所）
や一般かかりつけ医から精神科医への紹
介システムの構築（17か所）を実施した。


B：実施済
【ボトルネック、
解決策】
引き続き精神保
健医療の充実
のための検討を
行う。


【2020年の成果目標の達成状況】
・精神障害者アウトリーチ推進事業を実施し、在宅生活の継続や病状の安定を支援し
た。（7億円、15府県、24機関）
・地域自殺対策緊急強化基金（平成23年度7.5億円）において、一般かかりつけ医と精
神科の連携強化のための会議（110か所）や一般かかりつけ医から精神科医への紹
介システムの構築（17か所）を実施し、精神科医療が必要な人が精神科医療を受診で
きるよう、支援体制の確保を図った。


【ボトルネック、解決策】
・自殺対策については、内閣府をはじめとする関係省庁と連携して、政府として取組を
進める必要。


‐
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


厚生労働省
職業能力開
発局キャリ
ア形成支援
室


（実施すべき事項）
地域若者サポートステーション
事業の拠点の整備、機能の充
実


・拠点の整備：92か所→100か
所
・機能の充実：高校中退者等を
対象としたアウトリーチ（訪問
支援）による学校教育からの
円滑な誘導、学力を含む基礎
力向上に向けた継続的支援を
実施。


（実施すべき事項）
地域若者サポートステーション事業の拠点
の整備、機能の充実


・拠点の整備：100箇所→110箇所
・機能の充実：前年度に引き続き、アウト
リーチ（訪問支援）による支援窓口への誘導
体制の整備をする、学力を含む基礎力向上
に向けた学習支援や生活習慣、コミュニ
ケーション能力向上のための支援を内容と
する継続的支援事業を拡充して実施。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
・9,765人（2011年４月～2012年１月の実績）
（2020年度の成果目標）
2011年度から2020年度の地域若者サポートステーション事業によるニートの就職等
進路決定者数：10万人


‐


厚生労働省
社会・援護
局
総務課


2009年度より「ひきこもり対策
推進事業」を開始し、各都道府
県・指定都市にひきこもり対策
を推進するための核となる「ひ
きこもり地域支援センター」を
整備し、各関係機関の連携強
化を図るとともにひきこもりに
特化した第１次相談窓口として
の機能を整備することとした。


「ひきこもり地域支援センター」において、よ
り効果的、実践的な支援を行うためにアウト
リーチ（家庭訪問による相談支援）を拡充し
た。


C：一部実施


【ボトルネック、
解決策】
「ひきこもり地域
支援センター」
未設置の都道
府県・指定都市
に対しては、そ
の課題を把握し
た上で協議を行
い、設置を促進
する。


【2020年の成果目標の達成状況】
・2011年度末において、全国34ヶ所の「ひきこもり地域支援センター」の設置を完了。


‐
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


342


高齢単身
世帯の見
守り・地域
生活支援


厚生労働省
社会・援護
局
地域福祉課


・支援が必要な高齢者等の地
域生活を、社会福祉協議会や
民生委員、ボランティア、民間
事業者等が行政と連携して支
える地域づくりのモデル事業、
「安心生活創造事業」を実施。


・地域づくりのモデル事業として「安心生活
創造事業」を引き続き実施。


・孤立死の事例を受け、地方自治体に対し
て通知を出し、電気、ガス会社等の事業者
との連携強化を徹底するとともに、新たに地
方自治体の福祉担当部局に情報を一元的
に受け止める体制を構築するよう要請。


C：一部実施
【ボトルネック、
解決策】
　安心生活創造
事業等を継続し
て実施し、一人
暮らしの高齢者
や障害者等で
あって福祉制度
からもれる者で
あっても、住み
慣れた地域にお
いて継続して安
心した生活を営
むことができる
ような体制整備
に取り組む。ま
た、孤立死の事
例が報告された
市町村での検証
結果や地域での
効果的な情報連
携を実施してい
る市町村の事例
の収集を進め、
速やかに地方自
治体に周知を行
う。


○安心生活創造事業を全国58市区町村で実施。
　【取組例】
<対象者のもれない把握に向けた取組み>
　・住民自治組織のメンバーが主体となって生活実態調査を実施。調査から個別訪問
を希望された方の自宅を社会福祉士が訪問。
<見守り体制づくり>
　・自治会長や民生委員などで見守りチーム を構成するとともに、住民ボランティアの
ほか、新聞配達員、水道メーター検針員、 乳酸菌飲料販売員等と連携し、新聞や郵
便物がたまっている等の異常があれば通報し、安否確認を行う仕組みを創設。
<自主財源の確保>
　・農家や福祉作業所等と連携し、地域の特産品を活用した製品を製造。売り上げの
一部を事業費に充てる。


○通知を受けた孤立死防止の取組み例
  ・福祉関係者とライフライン事業者や運送業、商店などとの連絡・連携体制を構築す
るため、「地域安心ネットワーク会議」を開催。
　民間主体の活動と行政とが有機的に連携する仕組みについて検討を開始。


‐
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


・2010年８月31日に、法務省に
おいて「再犯防止施策の今後
の展開　～就労・福祉による社
会復帰支援を中心として～」
（中間取りまとめ）を策定、公
表。
・2010年９月１日に「再犯防止
対策関係省庁連絡会議」が設
置され、同年12月７日に同会
議において「再犯防止施策の
今後の展開－現状の課題と施
策実現に向けた取組の方向性
－」を取りまとめ。
・2010年12月14日に開催され
た犯罪対策閣僚会議（第16
回）において、再犯防止対策
ワーキングチームを設置。
・2011年２月18日、再犯防止対
策ワーキングチーム第１回会
合を開催。


・計３回（第１回：2011年３月11日、第２回：
同年４月15日、第３回：同年７月６日）の再
犯防止対策ワーキングチーム幹事会におい
て、有識者ヒアリングの実施も含めた検討を
実施。
・関係省庁間の調整を経て、2011年７月14
日に開催された再犯防止対策ワーキング
チーム第２回会合において「刑務所出所者
等の再犯防止に向けた当面の取組」（以下
「当面の取組」という。）を策定し、犯罪対策
閣僚会議（第18回）において報告。
・現在、「当面の取組」に盛り込まれた各施
策の着実な実施に向けて取組を進めるとと
もに、総合的かつ中長期的な取組について
検討を進めているところ。


343


刑務所出
所者等の
社会復帰
支援


＜全体＞
法務省
大臣官房
秘書課
政策評価企
画室


＜施設内処
遇関係＞
法務省
矯正局
総務課


＜社会内処
遇関係＞
法務省
保護局
総務課


Ｃ：一部実施
（工程表の一部
を実施したが、
全ては実施でき
ていない。）
　工程表に沿っ
て着実に実施し
ているものの、
本来的に、中長
期的な視点に
立って継続的に
実施する必要の
ある政策課題で
あるため、その
全ては実施でき
ていない。
【ボトルネック、
解決策】
  刑務所出所者
等の社会復帰支
援を含めた再犯
防止対策は、ひ
とたび犯罪に
陥った人を社会
内で孤立化させ
ず、社会全体の
連帯の中で見守
り支えていくこと
が必要であり、さ
らに、その過程
を通じ、犯罪によ
り生じた被害を
可能な限り回復
することを追求
するという観点
からも、短期間
には実現し得な
い政策課題であ
る。
  また、刑務所
出所者等が再犯
に陥る環境要因
等を調整するに
止まらず、その
考え方や行動の
変容を働き掛け
ること、それを支
える社会内の仕
組みを創り出す
ことなどが求め
られることから
も、中長期的な
視点に立って継
続的に実施する
必要がある。


・新成長戦略上の成果目標：幸福感の低い人の割合を減らす、幸福感　平均6.5点を
引き上げる。


・刑務所出所者等の社会復帰支援も含めた再犯防止対策については、2012年年央を
目途に策定される「再犯防止に向けた総合対策」（仮称）により、今後、その成果・効
果の定量的な把握が可能となる予定であり、現在、同施策に係る成果目標は設定さ
れていない。


・個別の施策に係る目標・指標（実績値）のうち主なものは以下のとおり。
【就労支援対策の充実・強化】
・刑務所出所者等であることを理解した上で雇用に協力する事業主の数：対前年度増
（2009年：7,749、2010年：8,549、2011年：9,346　※各年４月１日現在の状況）
・2012年の刑事施設出所者に対する就労支援スタッフ等による就労支援実施人員の
割合：対前年増（2009年：6.9％、2010年：9.2％、2011年：11.0％　※実績値）
・2012年の少年院在院者に対する就労支援スタッフ等による就労支援実施人員の割
合：対前年増（2009年：23.5％、2010年：23.8％、2011年：19.2％　※実績値）
【民間団体と連携した帰住先の確保】
・更生保護施設や更生保護施設以外の宿泊場所における受入人員：対前年増（2010
年：9,532人、2011年（速報値）：9,872人）


・「当面の取
組」に盛り
込まれた施
策を着実に
実施。


・①再犯防
止のための
総合的かつ
中長期的な
取組の推
進、②刑務
所出所者等
の再犯要因
分析に基づ
く施策の重
点実施及び
③可能な限
り具体的な
目標設定及
び目標達成
のための仕
組みづくりを
目的とし、
「再犯防止
に向けた総
合対策」（仮
称）を2012
年年央に策
定予定。


【具体的な取組】
・高齢や障がいのある矯正施
設被収容者の社会復帰を支援
するために行う地域生活定着
支援事業の実施
・更生保護施設への受入れの
拡充
・矯正施設への社会福祉士、
精神保健福祉士、就労支援ス
タッフの配置拡大
・高齢や障がいのある刑務所
出所者等への更生保護施設に
おける支援の充実
・厚生労働省と連携した総合
的就労支援等の実施
・薬物事犯者に対する保護観
察の在り方についての検討
・一貫性のある性犯罪者処遇
プログラムの実施
・更生保護サポートセンターの
活用強化


【具体的な取組】
・就労支援による効果が特に期待できる受
刑者に対する重点的な就労支援の実施
・クリーニング科、フォークリフト運転科、小
型建設機械科等、雇用ニーズの高い職業
訓練の拡充
・NPO法人等民間団体との連携による刑務
所出所者等の多様な帰住先の確保
・更生保護就労支援モデル事業による継続
的かつきめ細かな支援等の実施
・更生保護被災地域就労支援対策強化事
業の実施
・薬物依存のある保護観察対象者等への処
遇の強化
・更生保護サポートセンターの拡大
・更生保護女性会、BBS会の活動の充実・
強化
・保護観察所における社会貢献活動の実施
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


345


全世代にわ
たるボラン
ティア機会
の拡大


内閣府男女
共同参画局
総務課


平成22年度においては、女性
の個人及び女性団体・グルー
プを対象とした「女性のチャレ
ンジ賞（男女共同参画担当大
臣賞）」4件、団体・グループを
対象とした「女性のチャレンジ
支援賞（男女共同参画担当大
臣賞）」1件、特に当年度テーマ
「新しい公共」の観点から、女
性の個人及び女性団体・グ
ループを対象とした「女性の
チャレンジ賞特別部門賞（男女
共同参画担当大臣賞）」3件の
表彰を行ったところである。


平成23年度においては、女性の個人及び女
性団体・グループを対象とした「女性のチャ
レンジ賞（男女共同参画担当大臣賞）」4件、
団体・グループを対象とした「女性のチャレ
ンジ支援賞（男女共同参画担当大臣賞）」1
件、特に当年度テーマ「地域を変える女性
の力」の観点から、女性の個人及び女性団
体・グループを対象とした「女性のチャレン
ジ賞特別部門賞（男女共同参画担当大臣
賞）」3件の表彰を行ったところである。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
この表彰は地域等における男女共同参画への取組を行っている者に対しては自らの
活動が国に評価されること自体が大きな励みとなるとともに、一般国民に対しこのよう
な形でロールモデルを示すことを通じて、男女共同参画に係る潜在的な活動参加者を
掘り起こすことができたことが成果と考えられる。


【ボトルネック、解決策】
ボトルネック：地方公共団体等、推進母体における本表彰の趣旨に対する理解が不十
分となり、候補者の安定的な質を必ずしも確保することができないおそれがある。
解決策：地方公共団体等、推薦母体に対して趣旨を周知徹底する。


‐


「食」を軸と
した地域コ
ミュニティの
再生
（政府だけ
では解決で
きない社会
的諸課題に
対して、
様々な主体
が参画し、
協働して国
民のニーズ
にきめ細か
に対応する
ことで解決）


農林水産省
農村振興局
都市農村交
流課


「食」を軸とした地域コミュニ
ティ再生に係る国による支援
の仕組みを検討。


農林漁業者、地域住民やNPO法人等が参
画した集落ぐるみの地域づくりや都市農村
交流の取組を支援する「食と地域の交流促
進対策交付金」を創設するとともに、東日本
大震災からの復興のために「人と人の絆」を
いかした地域づくりの取組や応援ボランティ
アとのマッチングを支援する「食と地域の絆
づくり被災地緊急支援事業」を創設。


Ｂ：実施済


農林漁業者、地域住民やNPO法人等の地域主体の活動による観光と連携した都市
農村交流や子どもの農山漁村宿泊体験等を通じて、地域コミュニティの再生に貢献。
また、東北を中心に復興ツーリズム、コミュニティビジネスの創出や応援ボランティア
活動等を通じても、地域コミュニティの再生に貢献。全国約750地区で取組を実施。


【ボトルネック】
農林漁業者、地域住民やNPO法人等多様な主体が参画した集落ぐるみの地域づくり
や都市農村交流の取組を推進するため、「食」を軸とした農山漁村の再生・地域活性
化に係る関係府省との連携強化を図りつつ、所得機会の確保、定住の促進など地域
コミュニティの再生に向けた総合的な取組を進めていく必要。
また、多様な主体による地域づくりや交流を促進するため、高齢農家の継続的居住や
その子弟等様々な人材の帰村への対応や都市部を中心とした、教育、福祉や福利厚
生等を目的とする多様な農園利用拡大の検討などが必要。


2010年12月
に策定した
「『食』に関
する将来ビ
ジョン」につ
いて、2011
年10月に食
と農林漁業
の再生推進
本部で決定
した「我が
国の食と農
林漁業の再
生のための
基本方針・
行動計画」
を踏まえ、
2012年度見
直しを行う
予定であ
り、その際
に、関係府
省との連携
を図りつつ、
農林漁業
者、地域住
民やNPO法
人等の多様
な主体が参
画した「食」
を軸とした
地域コミュ
ニテイの再
生への支援
の観点も重
視。


344
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る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


346


子ども・子
育て施策の
現金給付と
現物給付
の組み合
わせ等を含
め、市町村
の裁量で一
体的な提供
をする仕組
みの検討


内閣府政策
統括官（共
生社会政策
担当）付参
事官（少子
化対策担
当）


関係省庁
総務省自治
財政局調整
課


文部科学省


厚生労働省
雇用均等・
児童家庭局
総務課少子
化対策企画
室


子ども・子育て新システム検討
会議の下で検討を開始。


子ども・子育て新システム検討会議のもとで
検討を進め、平成２４年３月２日に少子化社
会対策会議において「子ども・子育て新シス
テムに関する基本制度」等を決定し、給付
や事業の実施に必要な費用について、それ
ぞれの給付・事業の性格に応じて、包括的
に国庫負担及び国庫補助を行う（法令上及
び予算上は区分）ことを政府の方針として固
めた。


上記決定に基づき、法案作成作業を進め、
同年３月３０日に「子ども・子育て支援法
案」、「総合こども園法案」及び「子ども・子育
て支援法及び総合こども園法の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律案」の３法
案を、税制抜本改革関連法案とともに国会
へ提出した。


C：一部実施
    （新システム
に伴う子ども・子
育て包括交付金
の導入について
は、恒久財源を
得ることを前提
に、政令で定め
る日から施行す
る。）
・子ども・子育て
新システム検討
会議で検討を
行った結果、市
町村計画に盛り
込まれた児童手
当、こども園給
付及び地域型保
育給付、地域子
ども・子育て支
援事業の実施に
必要な費用につ
いて、それぞれ
の給付・事業の
性格に応じて、
包括的に国庫負
担及び国庫補助
を行うこととし、
「子ども・子育て
包括交付金（仮
称）」と総称する
こととした。
（ただし、法令上
及び予算上は区
分することとし
た。）


【ボトルネック・
解決策】
平成２４年通常
国会への法案
提出を目指して
きたところ、３月
３０日に予定通
り法案を国会に
提出した。


【2020年の成果目標の達成状況】
・法案成立後、平成２５年度を目途に、子ども・子育て会議や国の基本指針など可能
なものから段階的に実施するとともに、地方公共団体を始めとする関係者とも丁寧に
意見交換を行い、円滑な施行に向けた準備を行う。


・新システムは社会保障・税一体改革大綱において示された消費税の引き上げの時
期や、地方公共団体での円滑な実施に向けた準備に要する期間なども考慮しつつ、
恒久財源を得て早期に本格実施する。


子ども・子育て包括交付金については、子ども・子育て新システムの内容のひとつとし
て、恒久財源を得ることを前提に、政令で定める日から施行することとしている。


※子ども・子育て新システム等を通じた数値目標


・３歳未満児の保育利用率
　　2012年度 　　→　　2017年度末
　27％（86万人）　→　44％（122万人）


‐
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加速化を図
る施策


施策の成果・効果（数字）
施策の進捗に対す


る自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目名
項目
番号 部局名


347


有識者から
なる研究会
を立ち上
げ、幸福度
について調
査研究を推
進、政策効
果と関連指
標の関係
等を検証し
つつ、関連
指標の統
計の整備と
充実を図
る。


内閣府経済
社会総合研
究所


内閣府政策
統括官（経
済社会シス
テム担当）
付参事官
（総括担当）
付


・「幸福度に関する研究会」を
立ち上げた。


（開催状況）
第１回 平成22年12月22日
第２回 平成23年2月16日
 


・高齢者、若年層を対象とした
幸福度に関するアンケートを実
施した。


・「幸福度に関する研究会」を開催し、我が
国独自の指標の在り方について、検討を進
めてきた。


　また、経済社会状況、心身の健康、関係
性を三つの柱とする幸福度指標試案を公表
した。


（開催状況）
第３回 平成23年5月18日
第４回 平成23年8月29日
第５回 平成24年1月18日


・生活の質に関する調査などのデータ収集
を実施中。


・2012年3月19日に自治体の担当者や研究
者を招き、全国から約100名の出席の下、幸
福度に関するパネルディスカッションを開催
した。


・2011年12月5、6日に、東京において、「幸
福度に関するアジア太平洋コンファレンス」
をOECD、ADBとの共催により、約180名の
出席者を得て開催した。(2012年10月にイン
ドのニューデリーで開催される「統計、知識
及び政策」に関する第4回OECD世界フォー
ラムの準備を進めている。)


Ｃ：一部実施


【2020年の成果目標の達成状況】
132ある幸福度指標試案にある指標のうち、30%以上をカバーするデータの収集が開
始された。残りのデータについても既存統計から整備中。今後も引き続き幸福度指標
の充実を図る。


2011年度に開催したイベントや報道により幸福度に関する国民の関心の向上につな
がったと考えられる。


【ボトルネック、解決策】
2011年12月に幸福度指標試案を公表した段階であり、指標の整備・充実に向けてパ
ネルデータの収集を行う。


‐
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新成長戦略全体フォローアップ  調査票（Ⅶ金融戦略）


加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）施策の進捗に対する自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目
番号 項目名 部局名


348


　金融商品取引所におけるプロ
向け社債市場の開設に関し、Ｔ
ＯＫＹＯ ＡＩＭ取引所より提示さ
れたスキーム案に基づき、金融
庁において、法制面での制度整
備の要否につき検討を実施。


－


【2020年の成果目標の達成状況】


　TOKYO AIM取引所は、金融庁から認可
を得た2011年５月17日以降、取引参加者
を12社、主幹事証券会社を14社承認する
等、上場案件の獲得に向け、市場環境の


整備を進めてきた。※１


※１　同取引所への上場には、主幹事証
券会社による引受けが必要。
　この結果、2012年3月にプロ向け社債市
場（TOKYO PRO-BOND Market）へ１号案
件が上場し、同年4月17日、第一回目の起


債※２が行われた。
※２　発行限度額2,000億円（1年間）。一
回目の発行額は507億円。


【ボトルネック、解決策】


　我が国における社債の取引は店頭取引
であるという市場慣行が確立している中、
新制度（プロ向け社債市場）の市場参加
者への浸透に時間がかかっていること等
の要因があることから、TOKYO AIM取引
所は、上場案件を獲得するとの観点から、
主幹事証券会社や発行会社等の市場関
係者の意見を徴した上で、直近では以下
のような制度の見直し（取引所規則の改
正）を行い、金融庁は2012年２月22日にこ
れを認可している。
　①　市場関係者からのヒアリングを踏ま
え、プログラム上場制度に係る制度の見
直し（2012年２月24日施行）


②　海外取引所を見据え、競争力を強化


B：実施済


　左記検討を引き続き行った結
果、法制面での対応を行わずと
も、同取引所の規則において必
要事項を定めることにより、当
該スキームの実現が可能と判
断したことから、2011年５月17
日、同取引所のプロ向け社債市
場開設のための規則を認可し
た。


プロ向け社
債市場発行・
流通市場の
整備、法制
面での更な
る対応の必
要があれば、
制度整備の
実施


金融庁
総務企画
局市場課
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番号 項目名 部局名


　同取引所としては、更なる上場案件獲得
に向け、今後も、主幹事証券会社や発行
会社に対し、積極的な働きかけを行うとし
ている。
　なお、同取引所は、2012年３月27日に東
京証券取引所との合併を決定（合併期日
は７月１日）し、プロ向け市場の運営が東
京証券取引所に引き継がれることから、
今後は東京証券取引所が主体となって、
プロ向け市場の更なる活性化を推進する
こととなる。


②
する観点から料金体系の見直し（2012年２
月24日施行）
　また、同取引所は、上場案件獲得に向
け、主幹事証券会社や発行会社に対し、
積極的な働きかけを行ってきたところであ
り、金融庁としてもこうした取組を積極的に
推進してきた。
　この結果、2012年３月に１号案件が上場
し、同年４月に最初の起債・上場が行われ
た。
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Ｂ：実施済 －


【2020年の成果目標の達成状況】


　市場関係者が「新興市場等の信頼性回
復・活性化に向けた工程表」に基づき、
2020年までに実現すべき成果目標（官民
総動員による成長マネーの供給）の達成
に向けて各種取組みを実施した結果、欧
州債務危機や東日本大震災の発生等に
より厳しい市場環境であったにもかかわら
ず、新興市場の株式売買代金が対前年度
比で増加するなど一定の効果が上がって
いるものと考えられる。


（参考）


新興市場への新規上場企業数
2010年 22社
2011年 30社（＋36％）
（※ 2011年末の新興市場上場企業数
1,181社）


新興市場の株式売買高
2010年 88億3,138万株
2011年 139億2,811万株（＋58％）


新興市場の株式売買代金
2010年 8兆6,166億円
2011年 10兆56億円（＋16％）


※カッコ内の数字は、対前年増加率


　2010年12月、金融庁において
「金融資本市場及び金融産業
の活性化等のためのアクション
プラン」を公表し、新興市場等の
信頼性回復等のために実施す
べき９つの事項（新興市場の位
置づけの明確化、成功例を積
極的に生み出すための支援の
重点化等）を提示した。


金融庁
総務企画
局市場課


349


　左記のアクションプランを踏ま
え、金融庁及び市場関係者にお
いて、「新興市場等の信頼性回
復・活性化策に係る協議会」を
設置。新興市場の活性化等に
向け取り組むべき諸課題につい
て検討し、９つの事項に係る「新
興市場等の信頼性回復・活性
化に向けた工程表」の取りまと
め・公表（2011年6月23日）を
行った。


〔主な事項〕
・有価証券報告書等の虚偽記
載の防止に向けた密度の高い
情報共有
・引受審査等における審査の適
正化・明確化等
・成功例を積極的に生み出すた
めの支援の重点化
・リスク情報を含めた経済的な
情報発信・開示の促進
・新興市場の位置づけの明確化


新興市場等
の信頼性回
復・活性化策
の検討、具
体的施策の
実施
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350


外国企業等
による英文
開示範囲拡
大等、制度
整備の実施


金融庁
総務企画
局企業開
示課


　外国企業等の提出する開示
書類の英語による提出が可能
な範囲について、従来の有価証
券報告書等の継続開示書類に
加えて、有価証券届出書等の
発行開示書類に拡大することを
内容とする「金融庁・開示制度
ワーキング・グループ報告～英
文開示の範囲拡大について～」
を公表（2010年12月17日）。
　上記の内容を含む「資本市場
及び金融業の基盤強化のため
の金融商品取引法等の一部を
改正する法律案」を閣議決定
（2011年3月11日）。


　左記法律案が2011年5月17日
成立・同月25日公布。
　当該法改正に伴い、所要の関
係政府令等の整備を実施（2012
年2月15日公布・同年4月1日施
行）。
　また、東京証券取引所及び日
本証券業協会が外国企業等の
英文開示書類のうち、日本語で
要約すべき事項についての要
約文の作成要領を示した「外国
会社報告書等の作成要領」を公
表（2012年3月30日）。


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】


　左記のとおり、投資者保護に十分配意
し、かつ、外国企業等の海外の発行者の
負担軽減を図るため、英文開示の対象と
なる開示書類の範囲を左記の継続開示書
類から発行開示書類に拡大するとともに、
日本語による翻訳文が必要な事項等の見
直しを行った。
　施行は2012年4月からであり、これにより
外国企業等の開示負担の軽減の途が開
かれる。


－
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取引所にお
ける業績予
想開示の在
り方の検討、
取引所の取
組の慫慂


金融庁
総務企画
局企業開
示課


　金融庁において新成長戦略に
基づき慫慂したこともあり、東京
証券取引所の上場制度整備懇
談会において議論を実施。


・東京証券取引所が「業績予想
に関する実務上の取扱いの見
直し方針について」において、決
算短信の様式の自由化及び業
績予想を行わない場合の東証
への事前相談・その理由の開
示の廃止を内容とする骨子を公
表（2011年12月28日）
・東京証券取引所が上記の骨
子の内容を踏まえた決算短信
の様式等の改正を内容とする
「業績予想開示に関する実務上
の取扱いの見直し内容につい
て」（2012年3月21日）を公表。


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】


　左記により、上場企業の内部管理データ
等を活用したかたちでの柔軟な業績予想
開示が容認されることとなった。施行は
2012年4月からであり、企業負担が軽減さ
れるとともに、投資者への有用な投資情
報の提供が促進されることが期待される。


－
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（2010年度に実施済み）


【2020年の成果目標の達成状況】


　本施策の実施により、四半期報告の大
幅簡素化を以下のとおり実現した。
・　第１～第３の各四半期について作成が
義務づけられていた四半期キャッシュ・フ
ロー計算書（連結・単体とも）について、第
２四半期のみの作成を義務付け
・　四半期損益計算書（連結・単体とも）及
び四半期包括利益計算書（連結のみ）は
四半期連結会計期間（３ヶ月）のもの及び
累計期間のものの双方の作成が義務付
けられていたが、累計期間のみの作成を
義務付け
・　ストック・オプション、金融商品、減価償
却累計額の表示など四半期開示の必要
性に乏しいと考えられる注記の大幅な省
略や簡素化
　これらにより、四半期報告に係る企業等
の事務負担は大きく軽減されている。
　なお、今後の要望等を踏まえ、必要に応
じた四半期報告制度の見直しを行ってい
く。


（参考）
四半期損益計算書（連結・単体）年間作成
数　10　→　6 （▲40％）
四半期包括利益計算書（連結のみ）年間
作成数　5　→　3 （▲40％）
四半期キャッシュ・フロー計算書（連結・単
体）年間作成数　6　→　2 （▲66％）


A：実施済かつ成果あり －


金融庁
総務企画
局企業開
示課


　四半期キャッシュ・フロー計算
書を第２四半期のみ義務化し、
第１・３四半期は任意とする等
の簡素化のため、四半期連結
財務諸表規則等を改正（2011年
3月31日施行）。


352
四半期報告
の大幅簡素
化
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353


　「中小企業の会計に関する検
討会」（以下、「検討会」）は、中
小企業の多様な実態に配慮し、
その成長に資するため、中小企
業が会社法上の計算書類等を
作成する際に、参照するための
会計処理や注記等を示した「中
小企業の会計に関する基本要
領」（以下「中小会計要領」）を
2012年2月1日に公表。
　「検討会」は、さらに、「中小企
業の会計に関する検討会報告
書」を2012年３月27日に公表
し、中小会計要領を広く普及さ
せ、その活用を促進するための
取組を取りまとめ。


会計基準・内
部統制報告
制度等につ
いて、中堅・
中小企業の
実態に応じ
たものとなる
ような見直し


金融庁
総務企画
局企業開
示課


　内部統制報告制度について
は、
・中堅・中小上場企業に対する
評価手続等の簡素化
・各業務プロセスごとに行われ
ている内部統制の評価の実施
頻度の柔軟化
などを内容とする見直しを実施
（2011年3月29日内閣府令、同
月30日内部統制基準等を改
正）。


　会計基準については、「非上
場会社の会計基準に関する懇
談会」の報告書（2010年8月30
日公表）及び「中小企業の会計
に関する研究会」の中間報告
（2010年9月30日公表）の２つの
報告書において、新たに中小企
業の会計処理のあり方を示す
指針を中小企業関係者がとりま
とめるべき等の方向性及び当該
指針に、中小企業の会計処理
が国際会計基準の影響を受け
ないものとすること等を盛り込む
ことについて結論が得られた。
この方向性・結論等を踏まえ、
中小企業庁及び金融庁を事務
局とする「中小企業の会計に関
する検討会」において2011年2
月より施策の具体化に向けて検
討。


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】


　見直し後の内部統制報告制度は、2011
年4月1日以後に開始する年度から適用さ
れ、内部統制報告に係る企業等の負担軽
減の途が開かれた（見直し後の制度に
則った報告書は、2011年度終了後３ヶ月
以内に各企業において順次開示される）。
　「中小企業の会計に関する基本要領」
は、2012年2月1日に公表され、現在その
普及・活用を図っているところ。これによ
り、中小企業の経営者が、会計の重要性
を認識し、財務情報に基づき経営判断を
行うことを通じ企業の経営力や資金調達
力の強化や取引拡大に繋がるものと考え
られる。
　なお、普及・活用のための取組の達成状
況の把握、改善点の検討のため、定期的
なフォローアップを行う予定。また、2012年
度以降、中小企業庁による「中小企業実
態基本調査」等において、中小会計要領
の普及率、活用状況等を調査予定。


－


238







加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）施策の進捗に対する自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目
番号 項目名 部局名
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　地域密着型金融の更なる推
進を図るため、2011年５月、「中
小・地域金融機関向けの総合
的な監督指針」の改正を行い、
地域密着型金融の目指すべき
方向、特に地域金融機関が発
揮すべきコンサルティング機能
を具体的に示した。このほか、
各財務（支）局において、地域金
融機関への総合的なヒアリング
やトップヒアリング等を通じ地域
密着型金融の取組のフォロー
アップを実施。
　検査においても、地域金融機
関がコンサルティング機能を十
分に発揮しながら、円滑かつ積
極的に金融仲介機能が発揮で
きる態勢が整備されているか、
重点的に検証。
　また、金融機関間の知見・ノウ
ハウの共有等のため、毎年、
「地域密着型金融に関するシン
ポジウム」を開催するとともに、
先進的な取組みや、広く実践さ
れることが望ましい取組みにつ
いて、顕彰を実施している(本年


将来の成長
可能性を重
視した金融
機関の取組
を促進するた
め、監督指
針上の対応
の実施、地
域密着型金
融の更なる
推進も継続、
検査・監督に
よるフォロー
アップ


金融庁
監督局総
務課・銀
行第二課


　将来の成長可能性を重視した
融資等の金融機関の取組みを
促進するため、「主要行等向け
の総合的な監督指針」及び「中
小・地域金融機関向けの総合
的な監督指針」を改正し、事業
そのものの採算性・将来性等を
重視することを明確化した
（2011年3月31日）。


B：実施済


　監督指針の改正
を踏まえ、金融機
関の取組状況につ
いて、更なる把握・
分析を行う


【2020年の成果目標の達成状況】


　金融庁が中小企業者等を対象に実施し
た地域金融機関による地域密着型金融の
取組み姿勢等のアンケート調査によると、
金融機関の「創業・事業開拓支援への取
組み」について、約３割が積極的、「成長
段階にある取引先支援」について、約５割
が積極的であると回答。
  金融機関が将来の成長可能性を重視し
た融資等の取組を進めることにより、我が
国経済の成長力の強化に結びつくリスク
マネーの供給拡大等が期待される。


　各財務(支)局のヒアリング等で把握され
た地域金融機関の地域密着型金融の取
組みや、「地域密着型金融に関するシンポ
ジウム」での発表事例の取組み、財務局
で顕彰された取組みをみると、ビジネス
マッチングによる販路開拓支援や、医療
分野、農業分野への事業展開支援などの
積極的な取組が行われてきており、地域
密着型金融の取組は進んできている。


（参考）
○ビジネスマッチング件数
地方銀行・第二地方銀行
2009年          21,832件
2010年          26,823件


信用金庫・信用組合
2009年　　　　 6,023件
2010年          7,614件
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（参考）22年度アンケート結果
○地域金融機関による地域密着型金融の
取組み姿勢
積極的評価 47.9％
消極的評価 18.1％
○創業・事業開拓支援への取組み姿勢
積極的評価 29.7%
消極的評価 24.9%
○成長段階にある取引先支援への取組
み姿勢
積極的評価 46.8%
消極的評価 13.0%
○アンケート対象：中小企業者、経営相談
員等 計972名


度は2012年２月から３月にかけ
て実施）。


  なお、金融庁では、年1回、地域金融機
関による地域密着型金融の取組み姿勢等
について中小企業者等に対しアンケート
調査を実施している。
23年度のアンケート結果については、24
年７月に公表予定。
アンケートの結果を踏まえ、地域金融機関
に対し、地域密着型金融の更なる取組み
を促していく。
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日本銀行に
よる成長基
盤強化を支
援するため
の資金供給
を積極的に
利用するよう
慫慂


金融庁
監督局総
務課


関係省庁
財務省


各金融業界団体（全銀協、信託
協、地銀協、第二地銀協、全信
協、全信中協）に対し、本措置
の積極的な利用に努めるよう、
傘下金融機関へ周知徹底する
ことを要請（2010年7月13日）。


随時、制度の適切な利用状況
等を把握。


Ａ：実施済かつ成果あり


【2020年の成果目標の達成状況】


　日本銀行による成長基盤強化を支援す
るための資金供給は、同行が平成22年6
月に本融資制度の導入を決定してから合
計7回実施されており、これまでに累計で5
兆3,316億円の貸付を金融機関に対して
実施している（本則、特則の合計。借り換
え分は重複計上）。なお、３月13日に融資
枠が拡大（３兆5000億円 → ４兆5000億円
と１兆円相当の米ドル資金）することが公
表されたため、情勢を見て、必要に応じて
周知徹底を図る。
※融資枠は３兆5000億円であり、約９割の
枠が実行済みとなっている（３月13日時
点）。


－
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①2011年７月に、パブリックコメ
ントを踏まえた個人連帯保証に
かかる改正監督指針等を公表・
適用開始。
　現在（2012年4月）、各金融機
関（原則として対象金融機関全
先）に対して、監督指針改正の
趣旨の内部規定等への反映状
況に係る任意のアンケート調査
を実施中。
　なお、2012年１月には、監督
指針改正後の第三者個人連帯
保証の取扱い状況についてサ
ンプル調査を実施。


②2012年２月に、中小企業の経
営者による自社の財務状況等
に対する理解を促進する観点
から、「中小企業の会計に関す
る基本要領」※を策定。


※「中小企業の会計に関する検
討会」（事務局：中小企業庁、金
融庁）において策定された中小
企業向けの会計処理の要領。


356


経営者以外
の第三者の
個人連帯保
証を求めな
いことを原則
とする融資慣
行を確立し、
また、保証人
の資産・収入
を踏まえた保
証履行時の
対応を促進
するため、民
間及び政府
系の金融機
関に対し監
督上の措置
を実施（監督
指針の改正
等）、検査・
監督による
フォローアッ
プ、経営者自
身による事
業の説明能
力の向上等
に向けて中
小企業庁と
金融庁が連
携


金融庁
監督局総
務課


中小企業
庁
金融課財
務課


関係省庁
財務省
政策金融
課


　経営者以外の第三者の個人
連帯保証（以下、第三者個人連
帯保証という）を求めないことを
原則とする融資慣行を確立し、
また、保証人の資産・収入を踏
まえた保証履行時の対応を促
進するため、監督指針等の改正
を実施。（改正案について、
2011年２月にパブリックコメント
手続きを実施。）


－


【2020年の成果目標の達成状況】


①個人連帯保証にかかる監督指針等の
改正を受け、各金融機関では、事業性融
資において経営者以外の第三者個人連
帯保証を原則求めない取扱いとすることを
ホームページで明示する等、当該改正趣
旨を踏まえた取組みの進捗が見られる。
　引き続き適切なフォローアップを行うこと
で、第三者個人連帯保証を原則求めない
慣行の定着を確認する。
　なお、現在（2012年4月）、各金融機関
（原則として対象金融機関全先）に対し
て、監督指針改正の趣旨の内部規定等へ
の反映状況に係る任意のアンケート調査
を実施中。


（参考）
　左記サンプル調査の結果；監督指針改
正後の一定期間における中小企業向け事
業性貸出件数（新規実行分）に占める実
質的に経営に関与していない第三者の自
発的申出による個人連帯保証が付与され
ている割合は約１％。


②「中小企業の会計に関する基本要領」
は、2012年2月1日に公表され、現在その
普及を図っているところ。これにより、中小
企業の経営者が、会計の重要性を認識
し、財務情報に基づき経営判断を行うこと
により、企業の経営力や資金調達力の強
化や取引拡大に繋がるものと考えられる。
　特に、資金調達力の強化が図られること
によって、経営者以外の第三者の個人連
帯保証等に依存しない融資が促進される
ことが期待される。
　平成24年度中に普及・活用に携わる機
関・団体の取組みの達成状況の把握、改
善点の検討のためのフォローアップ会合
を開催する。


Ｃ：一部実施
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銀行本体に
よるファイナ
ンス・リース
の活用の解
禁、コミットメ
ントライン契
約の適用対
象の拡大等
に向けた制
度の検討、
制度整備の
実施


357


　左記２施策を含む「資本市場
及び金融業の基盤強化のため
の金融商品取引法等の一部を
改正する法律」が2011年5月17
日成立、5月25日公布（2012年4
月1日施行）。


金融庁
総務企画
局企画課
信用制度
参事官室


関係省庁
経済産業
省


　銀行本体によるファイナンス・


リース※の活用の解禁について
は、銀行法の他業禁止の趣旨
等を踏まえた検討を行い解禁す
ることとした。
※これまでも銀行の子会社にお
いては、ファイナンス・リースの
実施は可能であった。


　コミットメントライン契約の適用
対象の拡大については、特定融
資枠契約を利用したいといった
借り手のニーズ等について、そ
の把握に努める一方、貸し手の
優越的地位濫用の防止の方策
についてもあわせて検討を行
い、中堅企業等に拡大すること
とした。


　上記２施策を含む「資本市場
及び金融業の基盤強化のため
の金融商品取引法等の一部を
改正する法律案」を閣議決定
（2011年３月11日）。


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】


　左記法令が2012年４月１日に施行され
たことにより、今後、


銀行本体によるファイナンス・リースの活
用の解禁については、
①中小企業等が金融機関本体で融資や
リースのサービスを一括して享受できるこ
と、
②金融機関本体による中小企業等の潜在
的な設備投資ニーズの掘り起こし、
③金融機関本体の収益機会の多様化、
が期待される。


　コミットメントライン契約の適用対象の拡
大については、中堅企業等に新たな資金
調達手法が提供されることにより、資金調
達の機動性が高まることが期待される。


　今後、計数面も含め活用状況の把握に
努め、ボトルネックとなる課題等があれ
ば、適切に対応していく。


－
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358


銀行の投資
専門子会社
による劣後
ローンの供
給の解禁


金融庁
総務企画
局企画課
信用制度
参事官室


　銀行の投資専門子会社の資
金供給手段について、資金の貸
付け（劣後ローンを含む。）及び
新株引受権の取得を追加する
「銀行法施行規則等の一部を改
正する内閣府令」を2010年12月
28日に公布・施行した。


（2010年度に実施済） B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】


　左記のとおり銀行の専門子会社による
資金の貸付（劣後ローンを含む。）を解禁
したことにより、成長企業等のニーズに応
じた資金供給の選択肢が広がった。今
後、親銀行と投資専門子会社との間の業
務フローの見直し等に伴い、活用案件が
出てくることが期待される。


　今後、計数面も含め活用状況の把握に
努め、ボトルネックとなる課題等があれ
ば、適切に対応していく。


－
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国際的な金
融規制改革
への積極的
な対応


359
金融庁
総務企画
局国際室


・　引き続き国際会議における
議論に積極的に参画した結果、
主な成果として、 グローバルに
システム上重要な金融機関（G-
SIFIs）に対する包括的な政策枠
組み等について合意。


・　4月に金融国際政策審議官
が国際証券監督者機構
（IOSCO）専門委員会の議長に
就任。議長として、「技術革新が
市場の健全性・効率性に及ぼす
影響により生じる規制上の課題
に係る報告書」等を取りまとめ、
公表。


・　国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）
財団モニタリングボードに設置
されたIFRS財団のガバナンス向
上のためのワーキング・グルー
プにおいて、金融国際政策審議
官が議長として、「IFRS財団ガ
バナンス改革に関する報告書」
を取りまとめ、2012年２月に公
表。


・　IOSCO専門委員会・理事会
合同会合、アジア市場の統合等
をテーマとする国際コンファレン
スを2012年２月に東京で開催。
当日は、国内外の金融当局等
政府関係者、中央銀行、金融機
関、研究者、在京各国大使館関
係者等、35ヶ国から545人にの
ぼる参加があり、好評を博した。
また、活発な議論が展開された
結果、アジア市場の統合と金融
革新について、様々な角度から
の知見を得ることができた。


・　国際会議における議論に積
極的に参画した結果、主な成果
として、バーゼルⅢ（国際的に
活動する銀行に関する自己資
本・流動性規制）の新たな規制
基準について合意。


A：実施済かつ成果あり


【2020年の成果目標の達成状況】


・　これまで、左記の施策を通じ、我が国
の主張が国際的な合意に反映されてき
た。具体的な成果の例は以下の通り。


・ バーゼルⅢについて、我が国の「新たな
規制基準の実施に当たっては経済への影
響にも十分配慮すべき」との主張が反映さ
れた結果、2013年から2019年にかけて段
階的に適用していくことに合意。


・ グローバルにシステム上重要な金融機
関（G-SIFIs）について、破綻可能性を低下
させるための自己資本の上乗せ規制を実
施するだけでなく、我が国の主張が取り入
れられる形で、日々の監督の密度と実効
性の向上、破綻処理制度の整備から構成
される包括的な政策パッケージを実施して
いくことに合意。


－
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番号 項目名 部局名


○財政投融資計画
　・22年度補正：「新成長戦略」を踏まえ、Ｊ
ＯＧＭＥＣ、産業革新機構に産業投資240
億円を追加。
　（注）22年度当初計画の産業投資は974
億円。
　・23年度当初計画：計画規模は14.9兆円
となる一方、「新成長戦略」の牽引役として
産業投資を積極的に活用し、2,912億円を
措置。
 （注）23年度計画については、震災からの
復旧・復興等のため、1次補正で4.3兆円、
3次補正で1.3兆円の追加を実施。
　・24年度計画：「日本再生の基本戦略」を
踏まえ、震災復興や成長力強化等に積極
的に対応した結果、計画規模は17.6兆
円。


○株式会社日本政策金融公庫による創業
者向け融資実績(創業前及び創業後5年
以内)
　・22年度　件数：54,497件、額：2,886億円
　・23年度　件数：48,978件、額：2,712億円


○株式会社日本政策投資銀行による成長
分野向けの取組みの実績
　（日本元気プログラム）（23年12月末）
　　・件数：264件、額：3,635億円
　（スマートジャパンプログラム）（24年３月
末）
　　・実績見込み額：1,000億円


360


○株式会社日本政策金融公庫の創業者向け融資等や株式会社
日本政策投資銀行が行う成長分野向けの新たな取組みにより、
リスクマネーの供給等を促進。


財務省
大臣官房


○財政投融資について、新成長戦略を踏まえ、リスクマネー供給
の促進等のため、政策的に必要な資金需要に適切に対応。
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番号 項目名 部局名


○「エネルギー環境適合製品の
開発及び製造を行う事業の促
進に関する法律（低炭素投資促
進法）」が施行され、同法に基づ
き低炭素型製品の開発・製造を
行う事業者に対し低利・長期の
資金を供給するツーステップ
ローンの運用を開始（2010年８
月）。


○グリーン・ライフ等の成長分
野への一層の資金供給を図る
ため、低炭素投資促進法の抜
本拡充を含む「経済社会課題対
応事業の促進に関する法律案」
を国会提出（2012年２月）。


○低炭素投資促進法に基づくツーステッ
プローン
　・次世代型太陽光電池の製造事業等に
対して融資を実行（融資実行件数：２件、
24年３月末）。


○産業革新機構について、産業
技術総合研究所等と相互協力
協定を結ぶ等、支援案件の発
掘体制を整え、案件発掘の促進
等に取り組んだ。


○産業革新機構の政府による
追加出資や政府保証枠拡大を
活用した海外Ｍ＆Ａの促進等、
石油天然ガス・金属鉱物資源機
構（ＪＯＧＭＥＣ）への出資拡充
（必要なＪＯＧＭＥＣ法の改正を
含む法律案を２月10日に国会
提出）を通じた資源確保の強化
等に取り組んだ。


○産業革新機構
・平成23年度第３次補正予算により、以下
のとおり拡充。
　－産投出資：1,320億円　→　1,420億円
　※民間出資：100.1億円
　－政府保証枠：0.8兆円　→　1.8兆円
　（24年度計画：産投出資200億円）


・支援決定
　－支援決定数：23件（平成24年３月末）
　－投資決定総額：約4,000億円
　　（支援決定ベース（実投資額とは異な
る。））


政府系金融
機関・財政投
融資等の活
用によるリス
クマネー供給
の促進・成長
戦略分野へ
の重点的な
資金供給・地
域金融の活
性化


政策金融
課
理財局財
政投融資
総括課


経済産業
省
経済産業
政策局
産業資金
課


内閣府民
間資金等
活用事業
推進室


国土交通
省
総合政策
局
官民連携
政策課


農林水産
省
食料産業
局
総務課


C：一部実施 －
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番号 項目名 部局名


-


○官民連携インフラファンドの創
設に向けて、ＰＦＩ法改正法案を
２月14日に国会提出。


○新たなPPP/PFI事業の提案
募集（2012年3月12日～4月20
日）を、地方公共団体、民間企
業等に対して実施。


○官民連携インフラファンドの創設により、
国の資金を呼び水として民間によるインフ
ラ事業への成長マネーの供給を促し、イン
フラ投資市場の形成を通じて我が国経済
の成長力を強化することが期待される。
（24年度計画：産投出資50億円）


○具体的な案件形成支援により、官民連
携インフラファンドの設立に際して、その活
用を促進させる効果が期待される。


（参考）
官民連携インフラファンドによる総事業費
見込み：250億円/年


-


○株式会社農林漁業成長産業
化支援機構の創設に向けて、
株式会社農林漁業成長産業化
支援機構法案を２月７日に国会
提出。


○「農林漁業成長産業化ファン
ド（仮称）の創設」に関する周知
を行い、ファンド組成や投資案
件形成の検討を依頼。


○農林漁業成長産業化ファンド（仮称）の
創設により、国の資金を呼び水として民間
による６次産業化への成長マネーの供給
を促し、６次産業化に取り組む事業体の創
出を通じて農林漁業の持つ潜在的な成長
力を顕在化し、我が国経済の成長力を強
化することが期待される。
（24年度計画：産投出資200億円、産投貸
付100億円）


○具体的なファンド組成・案件形成支援に
より、農林漁業成長産業化ファンド（仮称）
の活用を促進させる効果が期待される。


総務課
産業連携
課
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361


経済活性化
を担うファン
ドの有効活
用に向けた
事業環境整
備（郵貯・簡
保等の国民
金融資産の
運用に関す
る見直しの
慫慂を含
む。）


内閣府民
間資金等
活用事業
推進室


関係省庁
国土交通
省総合政
策局官民
連携政策
課


-


【官民連携インフラファンドの創
設】
官民連携インフラファンドの創設
に向けて、ＰＦＩ法改正法案を2
月11日に閣議決定し、第180回
国会（常会）に提出(2月14日）。


【具体的なPPP/PFIの案件形成
支援】
新たなPPP/PFI事業の提案募
集（2012年3月12日～4月20日）
を、地方公共団体、民間企業等
に対して実施。


C：一部実施


【ボトルネック、解決策】
官民連携インフラファンドの
創設に向けたＰＦＩ法改正法
案を国会提出中（平成24年
２月14日国会提出）


【2020年の成果目標の達成状況】
官民連携インフラファンドの創設により、国
の資金を呼び水として民間によるインフラ
事業への成長マネーの供給を促し、インフ
ラ投資市場の形成を通じて我が国経済の
成長力を強化することが期待される。


また、具体的な案件形成支援により、官民
連携インフラファンドの設立に際して、その
活用を促進させる効果が期待される。


（参考）
官民連携インフラファンドによる総事業費
見込み：250億円/年


ＰＦＩ法改正法の国
会成立を前提とし
て、官民連携イン
フラファンドの創設
に向けた準備を推
進する
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361


経済活性化
を担うファン
ドの有効活
用に向けた
事業環境整
備（郵貯・簡
保等の国民
金融資産の
運用に関す
る見直しの
慫慂を含
む。）


金融庁
監督局総
務課郵便
貯金・保
険監督参
事官室


総務省
情報流通
行政局郵
政行政部
貯金保険
課


関係省庁
内閣官房
郵政改革
推進室


　ゆうちょ銀行及びかんぽ生命
保険は、総資産に占める国債
の割合を低下させ、運用手段の
多様化を通じ、リスクの分散・収
益源泉の多様化を実施。
　政府としては、モニタリング
データの徴求、四半期毎の決
算・随時のヒアリング、経営陣と
の意見交換等により、両社のリ
スク分散・収益源泉多様化の実
施状況を把握し、適切に監督。


　ゆうちょ銀行及びかんぽ生命
保険は、総資産に占める国債
の割合を低下させ、運用手段の
多様化を通じ、リスクの分散・収
益源泉の多様化を実施。
　政府としては、モニタリング
データの徴求、四半期毎の決
算・随時のヒアリング、経営陣と
の意見交換等により、両社のリ
スク分散・収益源泉多様化の実
施状況を把握し、適切に監督。


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】


・ゆうちょ銀行の総資産に占める国債／地
方債・社債等の割合
　2009年度末　　80.1％／11.5％
　2010年度末　　75.7％／14.8％
　2011年12月末 72.6％／15.3％


・かんぽ生命保険の総資産に占める国債
／地方債・社債等の割合
　2009年度末　　67.0％／12.6％
　2010年度末　　66.2％／13.5％
　2011年12月末 65.0％／15.4％


－
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361


経済活性化
を担うファン
ドの有効活
用に向けた
事業環境整
備（郵貯・簡
保等の国民
金融資産の
運用に関す
る見直しの
慫慂を含
む。）


経済産業
省
経済産業
政策局
産業資金
課


産業再生
課


・産業革新機構については、産
業技術総合研究所等と相互協
力協定を結ぶ等、支援案件の
発掘体制を整え、案件発掘の促
進等に取り組んだ。


・産業革新機構については、産
投出資積み増しや政府保証枠
拡充を活用して、日本企業への
資金供給や海外Ｍ＆Ａの促進
等に取り組んだ。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】
○産業革新機構
・平成23年度第３次補正予算により、以下
のとおり拡充。
　－産投出資：1,320億円　→　1,420億円
　※民間出資：100.1億円
　－政府保証枠：0.8兆円　→　1.8兆円
　（24年度計画：産投出資200億円）


・支援決定
　－支援決定数：23件（2012年３月末）
　－投資決定総額：約4,000億円
　　 （支援決定ベース（実投資額とは異な
る。））


【ボトルネック、解決策】
産業革新機構については、着実に案件実
施が達成されてきている。このほか、ファ
ンドの更なる有効活用に向けた検討を行
う。


－


成長戦略の項目に盛り込まれた経緯を踏まえ、①破産手続開始
時に自由財産に組み入れられる現金の上限（99万円）の引上げ
の可否、②小規模個人再生手続の開始要件の上限（5000万円）
の引上げの可否を中心に検討を行った。


Ｄ：未実施 － －362


破産時の自
由財産の在
り方、小規模
個人再生制
度の在り方
の検討


法務省
民事局
参事官室
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動産・債権譲渡特例法を所管す
る立場から、実務担当者等が参
加する勉強会に参加するなどし
て動産譲渡登記制度に関する
実務上のニーズを検討し、同法
に関する問題点の有無の把握・
検討を行うとともに、動産譲渡
登記の利用者からの要望や提
案について、事務処理の見直し
の可否を検証している。


成長戦略の項目に盛り込まれ
たことを踏まえ、動産・債権譲渡
特例法を所管する立場から、実
務担当者等が参加する勉強会
に参加するなどして動産譲渡登
記制度に関する実務上のニー
ズを検討し、同法に関する問題
点の有無の把握・検討を行うと
ともに、動産譲渡登記実務の利
便性を向上させるため、事務処
理の見直しを行った。


－


動産・債権譲渡特例法及び動産譲渡登記
実務に関する問題点の把握、検討を実施
した結果、問題点としてされる指摘には、
制度の仕組みや趣旨についての理解が
不十分であることに起因するものが多くあ
ることが判明した。そのため、現在、パンフ
レットやＨＰのリニューアルなど、積極的な
広報活動に努めているところである。
　また、指摘事項の中には、登記の事務
処理や登記システムの利便性の向上に関
する意見もあったことから、こうした点につ
いては、順次、事務処理の見直しやシステ
ムの改善（申請に用いる磁気媒体の拡充
等）を実施しているところである。


Ｃ：一部実施
動産譲渡登
記制度の検
証


363
法務省民
事局商事
課
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・2011年６月14日に企業結合計
画の届出に係る公正取引委員
会規則や企業結合ガイドライン
の改正等の成案を公表し，同年
７月１日から新制度に移行し
た。


・2010年８月に行った検証結果
等を踏まえ，企業結合審査の迅
速性，透明性及び予見可能性
を一層高めるとともに，国際的
整合性の向上を図る観点から，
審査手続及び審査基準の見直
しを行い，2011年３月４日に見
直しの原案を公表し，パブリック
コメント手続に付した。


グローバル
市場にも配
慮した企業
結合規制（審
査手続及び
審査基準）等
の検証と必
要に応じた
措置


364 －


【2020年の成果目標の達成状況】
・企業結合規制の見直しは，企業結合審
査の迅速性，透明性，予見可能性を一層
高めるとともに，国際的整合性の向上を図
るという観点から行ったものであり，事前
相談制度を廃止するとともに，届出に基づ
く審査を円滑かつ迅速に進めることが重
要であることを踏まえ，当事会社とのコミュ
ニケーションの充実を図ることとし，審査
基準については，より分かりやすい基準
（企業結合ガイドライン）とした。


・新しい制度の下での運用を開始した
2011年７月から2012年３月までに届け出
られた件数は228件であり，2010年度の同
時期の204件に比べ12％増となっている。
企業結合を実行するか否かは，当事会社
の判断によるものであるものの，当該増加
の一因としては，企業結合規制の見直し
によって企業結合審査の予見可能性が向
上し，当事会社が企業結合の実行を躊躇
しなくなったことが考えられる。


・上記企業結合規制の見直しの趣旨を踏
まえ，2011年度において届け出られた案
件について，迅速かつ適切に審査した。例
えば，以下の案件において，企業結合ガ
イドラインの今回の改正点である括弧内
の考え方を適用した。
○　新日本製鐵㈱と住友金属工業㈱の合
併の件（①需要が縮小している場合。②現
在輸入が行われているかどうかにかかわ
らず，輸入圧力を評価すること。）


Ｂ：実施済


公正取引
委員会事
務総局経
済取引局
企業結合
課


関係省庁
経済産業
省
経済産業
政策局競
争環境整
備室
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番号 項目名 部局名


ず，輸入 を評価す 。）
○　ＨＤＤの製造販売事業者の統合の件
（「世界市場」の画定）


・企業結合規制の見直しにおいて，禁止
期間（企業結合を実行してはならない期
間）を短縮する場合の要件を大幅に緩和
したところ，2011年７月から2012年３月ま
での間に，禁止期間の短縮を認めた件数
は36件であり，2010年度の同時期の４件
に比べ９倍となっている。このことから，当
該見直しにより，当事会社は企業結合を
迅速に実行でき，企業結合のメリットを早く
享受できるようになっているものと考えら
れる。
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番号 項目名 部局名


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】


○重点分野雇用創造事業の拡充
（平成22年度実績）
雇用創出数：80,072人
(平成23年度計画）
雇用創出数：139,092人


○緊急人材育成支援事業
　・受講者数213,741人（平成23年4月～9
月末までの実績（平成23年9月末で事業
終了））
　・予算額1,000億円（事業期間の延長分）
　・就職率73.5％（事業開始から平成23年
10月末まで修了コースの修了3ヶ月後の
実績）


○成長分野等人材育成支援事業の実施
・職業訓練計画認定人数（平成24年2月末
現在）：33,126人


○産活法
全認定案件数：382件
（事業再構築計画：293件、経営資源再活
用計画：55件、その他：34件）
（平成15年改正～平成23年4月2日時点）


【ボトルネック、解決策】
産活法等により産業の再編を引き続き促
し、上記施策等により雇用の拡大にも引き
続き努める。


－


労働者の労働移動をいかに円
滑に進めるかという視点から、
成長分野における人材育成の
強化のため、「新成長戦略実現
に向けた三段構えの経済対策」
（平成２２年９月１０日閣議決定）
「円高・デフレ対応のための緊
急総合対策」（平成２２年１０月８
日閣議決定）の中で成長分野を
中心とした雇用創造・人材育成
のための施策として、
①重点分野雇用創造事業の拡
充②緊急人材育成支援事業の
延長③成長分野等人材育成支
援事業の実施等を盛り込んだ。
また、事業再編を促進しつつ、
ベンチャー・地域中小企業を支
援するため「産業活力の再生及
び産業活動の革新に関する特
別措置法（産活法）の一部を改
正する法律案」を２月に国会へ
提出。


事業再編を促進しつつ、ベン
チャー・地域中小企業を支援す
るための産活法改正法が５月に
国会にて成立、７月に施行。


今後、新たな産業を創出し、就
業者数の増加等に資する環境
の整備に努める。


365


事業再編に
伴う労働移
動の円滑化
のための施
策パッケージ
の策定


経済産業
省
経済産業
政策局
産業再生
課


関係省庁
厚生労働
省
政策統括
官付労働
政策担当
参事官室
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－


「産業活力の再生及び産業活
動の革新に関する特別措置法」
を改正し、自社株を対価とした
公開買付けの手続き円滑化及
び完全子会社化手続の簡素化
について措置（2011年7月施
行）。


・M&A等の組織再編手続の簡
素化・多様化のための措置の在
り方を検討。


【2020年の成果目標の達成状況】
企業のグローバルなプレゼンス向上に向
け、「産業活力の再生及び産業活動の革
新に関する特別措置法」の改正法を2011
年7月に施行。


【ボトルネック、解決策】
今後周知の徹底など活用に向けた環境の
整備に努めていく。


B：実施済


経済産業
省
経済産業
政策局
産業組織
課


関係省庁
法務省
民事局
参事官室


・M&A等の組
織再編手続
の簡素化・多
様化のため
の措置の在
り方の検討


366
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367


コーポレー
ト・ガバナン
スの強化の
検討


金融庁
総務企画
局企業開
示課


　2010年3月に上場会社等の
コーポレート・ガバナンスに関す
る開示内容の充実を図るため
の内閣府令の改正を行い、コー
ポレート・ガバナンス体制、役員
報酬、株式保有の状況及び株
主総会議案の議決結果に関す
る開示を義務付けるとともに、そ
の改正内容の適切な執行等に
努めた。


　既存株主の公平な取扱いに
配慮した増資手法となりうると
指摘されているライツ・オファリ
ングについて、その利用の円滑
化を図るため、2011年5月に成
立した「資本市場及び金融業の
基盤強化のための金融商品取
引法等の一部を改正する法律」
の施行（2012年4月1日）に向け
た作業を行うなど、所要の制度
整備等を行った。


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】


　上場会社等のコーポレート・ガバナンス
に関し、開示内容の充実等の措置が講じ
られたことに対しては、我が国市場の公正
性・透明性等を向上させるものとして、内
外の投資家等から一定の評価がみられ
る。ライツ・オファリングについては、その
利用の円滑化が図られると考えられる。


－


－


  企業統治（コーポレート・ガバナンス）の
在り方を含む会社法制の見直しにより、会
社を取り巻く幅広い利害関係者からの一
層の信頼を確保することが期待される。
　なお、取組の特性から、施策の成果・効
果設定は、困難である。


法制審議会会社法制部会で
は、２０１１年１２月、会社法制の
見直しに関する中間試案の取り
まとめを行った上で、これをパブ
リック･コメントの手続に付した。
パブリック・コメントの手続で寄
せられた意見をも踏まえ、法制
審議会会社法制部会において、
企業統治（コーポレート・ガバナ
ンス）の在り方を含む、会社法
制の見直しについての調査・審
議が行われている。


法務大臣は、２０１０年２月、法
制審議会に会社法制の見直し
を諮問した（諮問第９１号）。諮
問事項は、「会社法制につい
て、会社が社会的、経済的に重
要な役割を果たしていることに
照らして会社を取り巻く幅広い
利害関係者からの一層の信頼
を確保する観点から、企業統治
の在り方や親子会社に関する
規律等を見直す必要があると思
われるので、その要綱を示され
たい。」である。
これを受けて設置された法制審
議会会社法制部会において、２
０１０年４月以降、企業統治
（コーポレート・ガバナンス）の在
り方を含む会社法制の見直しに
ついて、調査・審議がされてい
る。


Ｃ：一部実施
法務省
民事局
参事官室


コーポレー
ト・ガバナン
スの強化の
検討（会社法
の改正等）


367
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2010年12月24日、「金融資本市
場及び金融産業の活性化等の
ためのアクションプラン」を策定
し、公表。


-


116
369


総合的な取
引所（証券・
金融･商品）
創設を促す
制度・施策の
検討、
総合的な取
引所（証券・
金融･商品）
創設を図る
制度・施策の
可能な限り
の早期実施


金融庁
総務企画
局市場課


関係省庁
農林水産
省
食料産業
局商品取
引グルー
プ


経済産業
省
商務情報
政策局商
務流通グ
ループ商
取引・消
費経済政
策課


　2010年10月、「総合的な取引
所」の実現に向けた施策の検討
の場として、金融庁・農林水産
省・経済産業省の副大臣･大臣
政務官で構成する「総合的な取
引所検討チーム」を発足させ、
2010年12月、「中間整理」を公
表した。


　「日本再生の基本戦略」にお
いて、「総合的な取引所（証券・
金融・商品）の創設の推進」につ
いては、2012年の通常国会に
向けた所要の法案の提出準備
を行うこととされており、「総合的
な取引所検討チーム」において
検討を進め、2012年２月に「取り
まとめ」を公表し、その内容を踏
まえ、証券･金融、商品を横断的
に一括して取り扱う「総合的な
取引所」の実現のための施策を
盛り込んだ「金融商品取引法等
の一部を改正する法律案」を
2012年３月９日に国会に提出し
た。


Ｂ：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】


　今後、左記法律案が成立・施行されるこ
とにより、総合的な取引所の実現を通じ、
我が国市場がアジアのメインマーケットと
しての地位を確立することが期待される。


　今後、金融庁・農林水産省・経済産業省
においては、総合的な取引所における取
引の活性化を図るためにも、口座や税制
の一元化などの課題への対処を図る等の
対応を行っていく。


－


－B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】


　同プランの具体的施策の多くは、新成長
戦略の金融戦略に盛り込んでいる施策で
あるため、各項目のフォローアップ調査票
において記載。


（参考）アクションプランに盛り込んでいる
新成長戦略（金融所管）の施策
＜項目番号＞
114,348,349,350,351,352,353,354,355,356,3
57,358,359,369,372,373,374,375,376
※金融庁所管25施策中19施策


同プランに盛り込んだ施策を実施するため、「資本市場及び金融
業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法
律」（2011年5月17日成立・同月25日公布・2012年4月1日全面施
行）や監督指針の改正等を措置。


116
368


金融資本市
場及び金融
産業の活性
化等のため
のアクション
プランの策定


金融庁
総務企画
局政策課
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－


2010年度以降、７件のサムライ債発行（計
5,815億円）に対し、ＪＢＩＣの保証を供与
し、我が国サムライ債市場の活性化に寄
与。


なお、サムライ債発行推進の観点から、海
外発行体がデフォルトした場合の国内投
資家保護のあり方、調達した円貨の現地
通貨等への転換を促進するためのJBICに
よるスワップ保証付与につき、今後検討。


B：実施済


・2010年度に引き続き、ウルグ
アイ、トルコといった途上国政府
が、JBIC保証を活用してサムラ
イ債を発行。


11年6月
　ウルグアイ政府　400億円
12年3月
　トルコ政府　900億円


・メキシコ、インドネシア、パナ
マ、インド（輸出入銀行）、トルコ
といった途上国政府が、JBIC保
証を活用してサムライ債を発
行。


10年10月
　メキシコ政府　1,500億円
10年11月
　インドネシア政府　600億円
11年1月
　パナマ政府　415億円
11年3月
　インド輸出入銀行　200億円
11年3月
　トルコ政府　1,800億円


財務省
国際局
開発政策
課


金融庁
総務企画
局
市場課


アジア等の
海外発行体
によるサムラ
イ債（円建て
外債）の発行
の推進（JBIC
保証等の活
用）、我が国
サムライ債市
場の活性化


370
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・　金融庁において電子記録債
権の日本型モデルの普及実現
のための第一段階として、中
国、台湾、インド、ベトナム、イン
ドネシアを対象に企業間取引の
実態に関する調査（第1回調査）
を実施（調査結果は、「アジア諸
国の企業間取引の実態に関す
る調査報告書」として2011年6月
30日に公表）。


・　第1回調査の結果をふまえ、
電子記録債権の日本型モデル
のパイロット普及国を選定する
ため、金融庁において導入可能
性が見込まれると判断した東南
アジア4カ国（ベトナム・カンボジ
ア・インドネシア・タイ）を対象に
電子金融取引及び企業間信用
取引の実態調査（第2回調査）を
実施。


・　アジア市場の統合、電子記
録債権を含む金融革新等を
テーマとする国際コンファレンス
を2012年2月に東京で開催。国
内外の金融当局等政府関係
者、中央銀行、金融機関、研究
者、在京各国大使館関係者等、
35ヶ国・545人にのぼる参加者
に対して、電子記録債権の具体
的な導入モデルを紹介し、好評
を得るなど、日本型モデルの普
及を推進することができた。


・　上記の他に、以下の調査を
実施。
－　ベトナム資本市場改革に対
する技術支援のための実態調
査を実施。
－　中国の開示制度にかかる
調査
－　香港・シンガポールの店頭
デリバティブ市場の実態調査


－


【2020年の成果目標の達成状況】


・　第2回調査の結果、対象4か国の「(1)産
業特性及び企業特性、(2)企業の資金調
達構造、(3)IT利用の状況」などについて分
析が行われ、インドネシア及びベトナムに
おいて電子記録債権制度の導入が期待
できる（パイロット普及国の選定候補となり
得る）との分析結果が得られた。


【更に成果・施策効果をあげるための取組
み】


・　電子記録債権について、今後、当該分
析結果をふまえて、パイロット普及国を選
定し、普及活動の推進を図る。


・　ベトナム資本市場改革に対する技術支
援について、今後、調査結果を踏まえ、日
系企業の同国における活動拡大に資する
ような取組み対象や分野の特定、支援体
制の整備などを図っていく。


Ｃ：一部実施
116
371


金融庁
総務企画
局国際室


関係省庁
法務省
民事局参
事官室


アジア諸国
に対する金
融商品に関
する横断的
な投資者保
護法制、電
子記録債権
等の日本型
モデルの普
及


260







加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）施策の進捗に対する自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目
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・　アジア各国の金融当局と協
議を実施し、国際金融情勢、規
制監督上の重要事項等につい
て意見交換を行った。また、我
が国金融機関から寄せられて
いる要望事項を踏まえつつ、相
手当局に規制緩和を要望した。
主な事例は、以下のとおり。


－　10月の第3回日中ハイレベ
ル経済対話において、自動車第
三者賠償責任保険の外資への
開放、中国の投資機会の拡大、
預金・貸出比率についての邦銀
に対する柔軟な対応、外資出資
比率規制の緩和による資本提
携の進展、上海証券取引所へ
の我が国上場投資信託の上
場、などを要請。


－　2010年中に実施された二国
間の協議において、アジア4か
国に対し、外資出資規制の緩和
を要望。


・2011年度も引き続き、アジア各
国の金融当局との協議を開催し
たほか、首脳会談においても、
金融規制緩和の要望等を伝え
た。
主な事例は、以下のとおり。


－　日中首脳会談(2011年12月)
において、円建て・人民元建て
債券市場の発展等を含む日中
金融協力に合意。2012年2月に
は、日中金融市場発展のため
の合同作業部会を開催。


－　日印首脳会談(2011年12
月)。デリー・ムンバイ間産業大
動脈構想促進のための金融規
制緩和にかかるインド政府内の
省庁間協議体の設置に合意。


－　上記の他、アジア市場の統
合等をテーマとする国際コンファ
レンスを2012年2月に東京で開
催。当日は国内外の金融当局
等政府関係者、中央銀行、金融
機関、研究者、在京各国大使館
関係者等、35ヶ国・545人にのぼ
る参加者から好評を博し、市場
参加者および規制当局間の協
力強化に繋げることができた。


金融庁
総務企画
局国際室


－


【2020年の成果目標の達成状況】


　一連の金融協議等により、中国が2012
年2～4月に以下の金融規制緩和に係る
施策を発表するなど一定の具体的成果が
得られている。


・　外資系保険会社に対する自動車第三
者賠償責任保険の開放。
・　適格外国機関投資家（QFII)制度の投
資枠拡大（QFII投資枠の総額を300億ドル
から800億ドルへ拡大）。
・　外国銀行の長期外債枠引上げ（外国銀
行の年次の中長期外債枠の総額を120億
ドルから240億ドルに拡大）。


【更に成果・施策効果をあげるための取組
み】


　現在、デリー・ムンバイ間産業大動脈構
想の枠組みにおいて、我が国からインドに
対し、優先部門向け貸出規制や本支店借
入制約といった金融規制の緩和を要望し
ており、今後、議論を進めていく予定。


Ｂ：実施済
116
372


アジア諸国
における金
融・資本市場
や金融業の
一層の開放
に向けた政
策協調の推
進
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加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）施策の進捗に対する自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目
番号 項目名 部局名


116
373


保険会社が
海外不動産
投資や外国
保険会社の
買収等を行う
場合に障壁
となる規制の
見直しの検
討、
制度整備の
実施


金融庁
総務企画
局企画課
保険企画
室


　保険会社による海外不動産投
資については、保険会社本体に
よる直接投資が可能であるほ
か、保険会社が議決権の総数
を保有する子会社を通じた投資
が可能であったが、後者につい
ては、保険業法施行規則に基
づく告示を改正し、議決権の総
数保有を満たさない場合であっ
ても、「資金調達の総額の50％
以上が保険会社及びその100％
子会社により供給されている」
場合には不動産投資を行うこと
ができる子会社として認めるこ
ととした。（2010年12月28日）


　保険会社による外国保険会社
の買収（子会社化による保有）
に際しては、国内と同様、保有
できる子会社の業務範囲が制
限されていたが、買収した外国
保険会社の子会社に限り、原則
として５年間、本規制を適用しな
いこととした。（当該内容を盛り
込んだ「保険業法等の一部を改
正する法律案」を国会に提出
し、成立。（2012年3月30日））


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】


　海外不動産投資や外国保険会社の買収
については、個々の保険会社が自らの経
営戦略や投資リスク、市場環境等を総合
的に勘案したうえで、自らの経営判断とし
て実施するものであるが、左記改正によっ
て、保険会社の選択肢が拡大することか
ら、効率的な資産運用及び国際競争力の
向上に資することとなる。


－


374


保険会社に
おける資産
運用比率規
制の撤廃の
検討、
制度整備の
実施


金融庁
総務企画
局企画課
保険企画
室


－


保険会社における資産運用規
制（保有する資産の種類ごとに
総資産額に一定の比率（国内
株式30％、外貨建資産30％な
ど。）を乗じた額を上限とする）を
撤廃することとし、保険業法施
行規則改正にかかるパブリック
コメントを実施（2012年2月29日
～3月30日）。


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】


　保険会社の適切なリスク管理のもと、資
産運用規制が撤廃（2012年4月18日公布・
施行予定）されることにより、より柔軟かつ
効率的な資産運用が可能となる。


－
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加速化を図る施策施策の成果・効果（数字）施策の進捗に対する自己評価2011年度の実施状況2010年度の実施状況項目
番号 項目名 部局名


375


プロ投資家を
顧客とする投
資運用業の
規制緩和、
制度整備の
実施


金融庁
総務企画
局市場課


プロ投資家を顧客とする投資運
用業に係る登録要件の緩和を
含む「資本市場及び金融業の
基盤強化のための金融商品取
引法等の一部を改正する法律
案」を閣議決定（2011年３月11
日）。


プロ投資家を顧客とする投資運
用業に係る登録要件の緩和を
含む「資本市場及び金融業の
基盤強化のための金融商品取
引法等の一部を改正する法律」
が、2011年５月17日成立、同月
25日公布。
当該法改正に伴い、所要の関
係政府令等の整備を実施（2012
年２月15日公布・同年４月１日
施行）。


B：実施済


【2020年の成果目標の達成状況】


　投資者保護に十分配意しつつ、投資運
用業者の海外流出に歯止めをかけ我が
国における投資運用業の立ち上げを促進
する観点から、プロ投資家を顧客とする投
資運用業に係る登録要件の緩和を行っ
た。
　これにより、適切な投資者保護のもと顧
客をプロ投資家に限定した投資運用業の
新規参入が見込まれる。


－


376


投資信託商
品の多様化
等に対応し
た投資信託・
投資法人法
制の見直し
の検討、
制度整備の
実施


金融庁
総務企画
局市場課


近年の投資信託商品の多様化
及びREITを巡る諸問題を踏まえ
た様々な論点について、関係者
へのヒアリング等を通じ、投資
信託・投資法人法制にかかる実
態及び課題等の把握を進め、
金融審議会における本格的検
討のための準備を行った。


2012年１月27日、金融担当大臣
より金融審議会に対して投資信
託・投資法人法制の見直しにつ
いて検討する旨の諮問がなされ
た。これを受け、同年３月７日、
金融審議会に「投資信託・投資
法人法制の見直しに関する
ワーキング・グループ」を設置
し、本格的に同法制見直しの検
討を開始。


C：一部実施


【ボトルネック、解決策】


　現在のところ、検討を進め
るに当たってのボトルネック
は存在しない。


【2020年の成果目標の達成状況】


　今後、左記検討の結果を踏まえ、2013年
度までに制度整備が行われることにより、
投資信託及び投資法人の適切な活用が
促進されることが期待される。


－
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